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理の徹底などにより、水道システムの強靭化を進めます。 

○お客さまからの信頼を得られる事業運営を進めるため、双方向コ 

ミュニケーションの充実やデジタル技術の活用等により、お客さ 

まサービスの向上と業務の効率化を推進します。 

○都の広域水道としての一体性と責任を確保し、健全な経営を維持 

するため、グループ経営の推進、水道事業を支える人材の育成な 

どを進めるとともに、不断の経営努力に努めていきます。 

 

東京水道経営プラン 2021 の主要施策 

Ⅰ 強靭で持続可能な水道システムの構築 

第１ 安定給水 

第２ 様々な脅威への備え 
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第９ 健全な財政基盤 

 

・「工業用水道事業の廃止及び支援計画」に沿った利用者支援 

・「工業用水道管の撤去等に関する計画」に基づく配水管の撤去等 

水道事業 

工業用水道事業の清算 
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第第 11 章章  

第１ 事業の概要 
 

１ 沿革と現況 

 

（１）水道の歴史 

 

ア 江戸時代の水道 

 

 東京における水道の起こりは、徳川家康が江戸に入

府した天正18年（1590年）に本郷台地周辺の流れを利

用して造った小石川上水と伝えられている。幕府が開

かれ、街が拡大するにつれて、これが発展し、神田上

水となったともいわれる。 

 その後、江戸は政治の中心地として繁栄し、人口も

増加した。このため、神田上水のみでは飲料水が不足

し、幕府は新しい水源を遠い多摩川に求めた。これが

玉川上水である。 

 この神田上水及び玉川上水のほか、亀有（本所）上

水、青山上水、三田上水及び千川上水の各上水が相次

いで造られ、一説によれば、この頃には、100万人を超

す江戸市民の約60％の人々に水道が普及していたとい

われる。 

 いずれの上水も川や池の水を自然流下により導き、

そのまま飲料水として給水していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸の給水方法 

 

イ 近代水道の創設 

 

 明治時代に入ると、上水の汚染や木
もく

樋
ひ

（木製の水道

管）の腐朽といった問題が起こり、加えて、明治19年

にはコレラが大流行し、多くの市民が犠牲になった。

これを契機として、明治21年、近代水道を建設しよう

とする計画が具体化し、明治25年に着工された。そし

て、明治31年12月、神田及び日本橋の両地区に初めて

通水され、次第に区域を拡大して明治44年に完成した。 

 この水道は、玉川上水の導水路を利用して、多摩川

の水を淀橋浄水場に導いて沈殿及びろ過を行い、圧力

を掛け、鉄管を通じて市内に給水するものであった。

その規模は、計画当初、給水人口 150万人、一人当た

り配水量 111ℓ/日、給水能力 17万m3/日であったが、

完成時には、24万m3/日の施設に増強された。 

 その後、大正２年に村山貯水池及び境浄水場の建設

を主体とする第一水道拡張事業に着手し、途中、関東

大震災で中断を余儀なくされながらも工事は続けられ、

昭和12年に完成した。 

 一方、昭和７年には市域拡張に伴い、隣接町村営10

水道が統合された。その後、昭和20年までの間に玉川

水道株式会社など民営３水道も買収されたので、特別

区の区域における水道は一つとなり、現在の東京の水

道の原形ができた。 

 また、昭和７年には、小河内貯水池及び東村山浄水

場の建設を主体とする第二水道拡張事業計画が決定さ

れた。しかし、水利権等の調整に手間取り、昭和13年

にようやく着工したが、第二次世界大戦のため、一時

中止された。 

 そのほか、江戸川を水源とする応急拡張事業、長期

計画として利根川を水源とする第三水道拡張事業等が

計画されたが、いずれも第二次世界大戦のため工事の

一時中止又は未認可となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀橋浄水場（昭和39年頃） 
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第第 11 章章  （３）工業用水道事業の清算 

   

  工業用水道事業では、地盤沈下防止という行政施策

として、江東区、板橋区など荒川沿い８区及び練馬区

の一部を対象に工業用水を供給していた。地盤沈下防

止という所期の目的は達成された一方、工場の都外へ

の転出、水使用の合理化等による需要の減少傾向が続

き、料金収入が落ち込むなど、厳しい経営環境に置か

れていた。 

 このため、より一層の経営の効率化と財政の安定化

を図りながら、将来に向け、廃止も含めた抜本的な経

営改革について、関係各局で検討を進めてきた。 

その結果、都の工業用水道事業は、経営状況が厳し

く、さらに配水管をはじめとした施設・設備の老朽化

が進行し、大規模更新時期の到来が間近に迫る一方、

お客さまの件数や使用水量は長期にわたり減少傾向に

あり、今後も需要の増加が見通せないことから、令和

５年（2023 年）３月 31日をもって事業を廃止した。 

 令和５年度からは、知事からの委任を受け、料金差

額補塡等の利用者支援や不要となる工業用水道管の撤

去など、工業用水道事業の清算業務を実施している。
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第第 11 章章  ウ 昭和20年以降の水道 

 

 昭和23年から応急拡張事業及び第二水道拡張事業を

再開し、昭和25年には相模川系水道拡張事業に着手し

た。そして、昭和32年、小河内貯水池が着工以来20年

目にして完成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小河内ダムの建設風景 

 

 その間、昭和27年には地方公営企業法が施行され、

当局事業が同法の適用を受けることとなり、また、昭

和32年には明治23年以来の水道条例に代わって水道法

が施行された。 

 東京の水道需要は日本経済の発展とともに急速に増

加してきた。特に、昭和30年代後半から昭和40年代に

は高度経済成長に伴う首都圏への産業と人口の集中、

下水道の普及、核家族化の進行、生活様式の多様化、

大型ビルの建設等により急激に水道需要が増大し、こ

れに対処するため、相次いで拡張事業が進められた。 

 まず、昭和35年には、金町浄水場の拡張を図る江戸

川系水道拡張事業に、昭和37年には、中川・江戸川系

水道緊急拡張事業に着手した。さらに、これらの事業

と前後して、長年の悲願だった利根川を水源とする一

連の拡張事業に着手した。第一次、第二次及び第三次 

利根川系水道拡張事業は、380万m3/日の施設能力を増 

 

表１－１ 水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強して完了し、昭和47年からは第四次利根川系水道拡

張事業に着手し、昭和60年６月、同事業の主要施設で

ある三郷浄水場の第一期工事（55万m3/日）が完成した。 

 その後、三郷浄水場の第二期工事（55万m3/日）は、

昭和61年から浄水施設整備事業に引き継がれ、平成５

年５月に完成し、施設能力は696万m3/日となった（現在

は684万m3/日）。 

 なお、この間、昭和40年３月には、近代水道として

創設された淀橋浄水場が、新宿副都心計画の具体化に

伴い、その機能を東村山浄水場に移して廃止された。 

 また、昭和 40年以降は、水不足に悩む多摩地区市

町水道に対し、逐次、浄水の分水を行う一方、多摩

地区と特別区の存する区域（以下「区部」という。）

との水道格差を是正するため、多摩地区の 28 市町

の水道を都の水道に一元化する多摩地区水道事業の

都営一元化基本計画を策定し、順次一元化してきた。

現在は、計画対象地域の見直しや市町合併を経て、

26市町の水道の統合を実現している。 
 
（２）水道事業の現況 

 

水道事業では、令和６年度において、区部と多摩地

区 26 市町の存する区域（以下「都営水道 26 市町」と

いう。）を合わせた約 1,239km2の区域、約 1,385 万人の

都民に給水しているほか、給水区域に含まれていない

武蔵野市、昭島市及び羽村市の多摩地区未統合市（以

下「未統合市」という。）に対して暫定分水を行ってい

る。 

また、都の保有する水源量は日量 680 万 m3、浄水場

の施設能力は日量 684 万 m3、配水管の延長は 2 万

7,585km、未統合市への分水量を含む年間総配水量は15 

億 2,813 万 m3、一日最大配水量は 446 万 m3となってい

る（表１－１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(令和６年度末現在)

区　　　分 単　位 区　　部
都営水道

26市町
合　　計

未統合市への分

水量を含む合計

給 水 区 域 面 積 (㎞2) 627.51 611.70 1,239.21 ──

給 水 区 域 内 人 口 (万人) 987.4 397.4 1,384.8 ──

給 水 人 口 (万人) 987.4 397.3 1,384.7 ──

普 及 率 (％) 100.0 100.0 100.0 ──

給 水 件 数 (万件) 605 208 813 ──

配 水 管 延 長 (㎞) 16,861 10,723 27,585 ──

施 設 能 力 (万m3/日) ── ── 684        　  　──

年 間 総 配 水 量 (万m3) ── ── 152,323 152,813

一 日 平 均 配 水 量 (万m
3
) ── ── 417 419

一 日 最 大 配 水 量 (万m
3
) ── ── 445 446

(注１)給水区域面積、給水区域内人口、給水人口、普及率及び給水件数は、令和6年10月1日現在の値である。
(注２)配水管延長は、四捨五入の影響により、区部と都営水道26市町の合計が一致していない場合がある。
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去など、工業用水道事業の清算業務を実施している。
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第第 11 章章  ウ 昭和20年以降の水道 

 

 昭和23年から応急拡張事業及び第二水道拡張事業を

再開し、昭和25年には相模川系水道拡張事業に着手し

た。そして、昭和32年、小河内貯水池が着工以来20年

目にして完成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小河内ダムの建設風景 

 

 その間、昭和27年には地方公営企業法が施行され、

当局事業が同法の適用を受けることとなり、また、昭

和32年には明治23年以来の水道条例に代わって水道法

が施行された。 

 東京の水道需要は日本経済の発展とともに急速に増

加してきた。特に、昭和30年代後半から昭和40年代に

は高度経済成長に伴う首都圏への産業と人口の集中、

下水道の普及、核家族化の進行、生活様式の多様化、

大型ビルの建設等により急激に水道需要が増大し、こ

れに対処するため、相次いで拡張事業が進められた。 

 まず、昭和35年には、金町浄水場の拡張を図る江戸

川系水道拡張事業に、昭和37年には、中川・江戸川系

水道緊急拡張事業に着手した。さらに、これらの事業

と前後して、長年の悲願だった利根川を水源とする一

連の拡張事業に着手した。第一次、第二次及び第三次 

利根川系水道拡張事業は、380万m3/日の施設能力を増 

 

表１－１ 水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強して完了し、昭和47年からは第四次利根川系水道拡

張事業に着手し、昭和60年６月、同事業の主要施設で

ある三郷浄水場の第一期工事（55万m3/日）が完成した。 

 その後、三郷浄水場の第二期工事（55万m3/日）は、

昭和61年から浄水施設整備事業に引き継がれ、平成５

年５月に完成し、施設能力は696万m3/日となった（現在

は684万m3/日）。 

 なお、この間、昭和40年３月には、近代水道として

創設された淀橋浄水場が、新宿副都心計画の具体化に

伴い、その機能を東村山浄水場に移して廃止された。 

 また、昭和 40年以降は、水不足に悩む多摩地区市

町水道に対し、逐次、浄水の分水を行う一方、多摩

地区と特別区の存する区域（以下「区部」という。）

との水道格差を是正するため、多摩地区の 28 市町

の水道を都の水道に一元化する多摩地区水道事業の

都営一元化基本計画を策定し、順次一元化してきた。

現在は、計画対象地域の見直しや市町合併を経て、

26市町の水道の統合を実現している。 
 
（２）水道事業の現況 

 

水道事業では、令和６年度において、区部と多摩地

区 26 市町の存する区域（以下「都営水道 26 市町」と

いう。）を合わせた約 1,239km2の区域、約 1,385 万人の

都民に給水しているほか、給水区域に含まれていない

武蔵野市、昭島市及び羽村市の多摩地区未統合市（以

下「未統合市」という。）に対して暫定分水を行ってい

る。 

また、都の保有する水源量は日量 680 万 m3、浄水場

の施設能力は日量 684 万 m3、配水管の延長は 2 万

7,585km、未統合市への分水量を含む年間総配水量は15 

億 2,813 万 m3、一日最大配水量は 446 万 m3となってい

る（表１－１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(令和６年度末現在)

区　　　分 単　位 区　　部
都営水道

26市町
合　　計

未統合市への分

水量を含む合計

給 水 区 域 面 積 (㎞2) 627.51 611.70 1,239.21 ──

給 水 区 域 内 人 口 (万人) 987.4 397.4 1,384.8 ──

給 水 人 口 (万人) 987.4 397.3 1,384.7 ──

普 及 率 (％) 100.0 100.0 100.0 ──

給 水 件 数 (万件) 605 208 813 ──

配 水 管 延 長 (㎞) 16,861 10,723 27,585 ──

施 設 能 力 (万m3/日) ── ── 684        　  　──

年 間 総 配 水 量 (万m3) ── ── 152,323 152,813

一 日 平 均 配 水 量 (万m
3
) ── ── 417 419

一 日 最 大 配 水 量 (万m
3
) ── ── 445 446

(注１)給水区域面積、給水区域内人口、給水人口、普及率及び給水件数は、令和6年10月1日現在の値である。
(注２)配水管延長は、四捨五入の影響により、区部と都営水道26市町の合計が一致していない場合がある。
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（２）職員配置表 

令和７年８月１日現在 

（単位 人） 
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第第 11 章章  ２ 組織 
 

（１）組織図（令和７年４月１日現在）                              総 務 課 
                               主 計 課 

                                                 企画調整課 
                                                 施設計画課 
                                     総 務 部       調整担当課長 
                                                 水道危機管理専門課長 
                                                 経営改革推進担当課長 
                                                 事業調整担当課長  
                                                 国際施策推進担当課長 

 情報化推進担当課長 
 技術連携担当課長 

                                                  
                                                 人 事 課 
                                     職 員 部       労 務 課 
                                                 監察指導課 
                                              
 
             技 監                                 管 理 課 
                                                 出 納 課 
                                     経 理 部       契 約 課 
                                                 営 繕 課 
                                                 用地担当課長 
 
                                                 管 理 課 
                                     サ ー ビ ス            サービス推進課 
                                     推 進 部       業 務 課 

徴収業務改善推進専門課長 
                                                  
                                                 管 理 課 
                                                 浄 水 課 
                                     浄 水 部       設 備 課 
                                                 事業推進担当課長 
                                                 水質担当課長                            
                                                 浄水施設維持管理専門課長 
                                                 設備技術担当課長                      
                                                 設備保全担当課長 
 
                                                 管 理 課 
                                                 配 水 課 
                                     給 水 部       給 水 課 
                                                 水道緊急隊 
  局 長                                            配水施設工事連絡調整担当課長 
                                                 業務改革推進担当課長 
                                                
                                                 管 理 課 
                                                 工 務 課 
                                     建 設 部       施設設計課 
                                                 管路設計課 
                                                 技術管理課 
                                                 建設改良工事連絡調整担当課長 
                                     経営改革推進担当部長 
                                     企画調整担当部長 
                                     設備担当部長 
                                                 研 修 課 
                                     研修・開発センター    開 発 課 
                                
                                                 運 用 課 
                                     水運用センター    施設管理課 
 
                                                 企画調査課 
                                     水 質 セ ン タ ー    検 査 課 
                                                 監 視 課 
  
                                                 管 理 課 
                                     水源管理事務所    技 術 課 
                                                 水道水源林保全管理専門課長 
                                                 羽村取水管理事務所 
                                                 小河内貯水池管理事務所 
 
                                                 庶 務 課(6) 
                                     支  所(6)       配 水 課(7)注 1 
                                                 給 水 課(7)注 2 
                                                 営 業 所(7) 
 
                                                 庶 務 課(3) 
                                     浄水管理事務所(3)    技 術 課(3) 
                                                 浄 水 場(4) 
                                                 庶 務 課(2) 
                                     建設事務所(2)      工事第一課(2) 
                                                 工事第二課(2) 
 
                                                 管 理 課 
                                                 経営改善課 
                                     調 整 部       業務指導課 
                                                技術指導課 
 技術業務改善担当課長 

                                                 水質管理担当課長 
                                                 設備管理調整専門課長 
                                                 工 務 課 
             多摩水道改革推進本部              施 設 部       設 計 課 
                                                 工 事 課 
                                     技術調整担当部長 
                                                 庶 務 課 
                                     立川給水管理事務所    工 務 課 
                                                 施 設 課 
                                                  
 
                                                 庶 務 課 
                                     多摩給水管理事務所    工 務 課 
注１ 配水課には、配水第一課及び配水第二課を含む。                         施 設 課                        
注２ 給水課には、給水第一課及び給水第二課を含む。                         八王子給水事務所 
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（２）職員配置表 

令和７年８月１日現在 

（単位 人） 
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第第 11 章章  ２ 組織 
 

（１）組織図（令和７年４月１日現在）                              総 務 課 
                               主 計 課 

                                                 企画調整課 
                                                 施設計画課 
                                     総 務 部       調整担当課長 
                                                 水道危機管理専門課長 
                                                 経営改革推進担当課長 
                                                 事業調整担当課長  
                                                 国際施策推進担当課長 

 情報化推進担当課長 
 技術連携担当課長 

                                                  
                                                 人 事 課 
                                     職 員 部       労 務 課 
                                                 監察指導課 
                                              
 
             技 監                                 管 理 課 
                                                 出 納 課 
                                     経 理 部       契 約 課 
                                                 営 繕 課 
                                                 用地担当課長 
 
                                                 管 理 課 
                                     サ ー ビ ス            サービス推進課 
                                     推 進 部       業 務 課 

徴収業務改善推進専門課長 
                                                  
                                                 管 理 課 
                                                 浄 水 課 
                                     浄 水 部       設 備 課 
                                                 事業推進担当課長 
                                                 水質担当課長                            
                                                 浄水施設維持管理専門課長 
                                                 設備技術担当課長                      
                                                 設備保全担当課長 
 
                                                 管 理 課 
                                                 配 水 課 
                                     給 水 部       給 水 課 
                                                 水道緊急隊 
  局 長                                            配水施設工事連絡調整担当課長 
                                                 業務改革推進担当課長 
                                                
                                                 管 理 課 
                                                 工 務 課 
                                     建 設 部       施設設計課 
                                                 管路設計課 
                                                 技術管理課 
                                                 建設改良工事連絡調整担当課長 
                                     経営改革推進担当部長 
                                     企画調整担当部長 
                                     設備担当部長 
                                                 研 修 課 
                                     研修・開発センター    開 発 課 
                                
                                                 運 用 課 
                                     水運用センター    施設管理課 
 
                                                 企画調査課 
                                     水 質 セ ン タ ー    検 査 課 
                                                 監 視 課 
  
                                                 管 理 課 
                                     水源管理事務所    技 術 課 
                                                 水道水源林保全管理専門課長 
                                                 羽村取水管理事務所 
                                                 小河内貯水池管理事務所 
 
                                                 庶 務 課(6) 
                                     支  所(6)       配 水 課(7)注 1 
                                                 給 水 課(7)注 2 
                                                 営 業 所(7) 
 
                                                 庶 務 課(3) 
                                     浄水管理事務所(3)    技 術 課(3) 
                                                 浄 水 場(4) 
                                                 庶 務 課(2) 
                                     建設事務所(2)      工事第一課(2) 
                                                 工事第二課(2) 
 
                                                 管 理 課 
                                                 経営改善課 
                                     調 整 部       業務指導課 
                                                技術指導課 
 技術業務改善担当課長 

                                                 水質管理担当課長 
                                                 設備管理調整専門課長 
                                                 工 務 課 
             多摩水道改革推進本部              施 設 部       設 計 課 
                                                 工 事 課 
                                     技術調整担当部長 
                                                 庶 務 課 
                                     立川給水管理事務所    工 務 課 
                                                 施 設 課 
                                                  
 
                                                 庶 務 課 
                                     多摩給水管理事務所    工 務 課 
注１ 配水課には、配水第一課及び配水第二課を含む。                         施 設 課                        
注２ 給水課には、給水第一課及び給水第二課を含む。                         八王子給水事務所 
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図１－２ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68,857  百万円 167,362  百万円

　　建設改良費

155,848

　　  企業債
61,317

　　国庫補助金

891
固定資産売却収入等

6,649

 資本的収支不足額

98,505
11,514

＜収　入＞

＜資本的収支＞

企業債償還金

＜支　出＞

391,182  百万円 390,259  百万円

373,154 374,409

321,508

　　営業外費用
　

17,178 15,850

850 923

　　 営業費用

　　　給水収益

当年度純利益特別利益

＜収益的収支＞

＜支　出＞

　　営業外収益

　　 営業収益

＜収　入＞
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水道事業は、地方公営企業法に定められた地方公共

団体が経営する企業として運営している。 
事業の運営に当たっては、本来の目的である公共の

福祉を増進するとともに、常に効率的な事業運営を図

り、企業の経済性を発揮することが求められている。 
このため、経営責任者の自主性を強化し、責任体制

を確立する観点から、一般の行政組織から独立した経

営組織として、地方公営企業が設置され、地方公営企

業に公営企業管理者（水道局長）が置かれている。水

道局長は、事業執行について知事の一般的な指揮監督

を受けず、職員の任免や予算の原案作成等の広範な権

限が与えられている。 
また、企業の経営成績及び財政状態を明らかにする

ため、会計制度は公営企業会計方式を採用するととも

に、事業に必要な経費は経営に伴う収入（料金収入）

をもって充てるという独立採算制を基本として経営し

ている。 
 

 

（１）予算 

 

 令和７年度予算は、「東京水道経営プラン2021」の

最終年度として、 

  ・安定給水 

  ・様々な脅威への備え 

  ・新技術の活用 

  ・双方向コミュニケーション 

  ・お客さまサービスの向上と業務の効率化 

  ・環境に配慮した事業運営 

  ・グループ経営の推進 

  ・強固な人材基盤 

  ・健全な財政基盤 

を着実に推進することとして編成した。 

 単年度資金収支では、113億4,700万円の資金不足と

なる見込みであるが、大規模浄水場の集中更新に備え

た積立金30億2,700万円の取崩しを行うことにより、実

質資金収支は、83億2,000万円の資金不足となる見込み

である（表１－２参照）。 

この結果、令和６年度末207億400万円の累積資金不

足額は、令和７年度末には、290億2,400万円の不足が

見込まれる（表１－３参照）。 

 
ア 収益的収支 

 
 営業収益は、3,731億5,400万円であり、前年度の 

3,644億4,300万円に比べ、87億1,100万円の増となっ

ている。これは、給水収益が20億5,500万円の増、そ

の他営業収益が41億5,200万円の増となったことなど

によるものである。その他、営業外収益は、171億

7,800万円で、対前年度比21億9,700万円の増、特別利

益は、８億5,000万円で、対前年度比１億4,300万円の

減となっており、収益的収入の合計では、3,911億

8,200万円と、対前年度比107億6,500万円の増となっ

ている。 

 一方、営業費用は、3,744億900万円であり、前年度

の3,632億2,600万円に比べ、111億8,300万円の増とな

っている。これは、配水費が81億9,500万円の増、受託

事業費が25億400万円の増、給水費が８億9,000万円の

増となったことなどによるものである。その他、営業

外費用は、158億5,000万円で、対前年度比１億3,000万

円の減となっており、収益的支出の合計では、3,902億

5,900万円と、対前年度比110億5,300万円の増となって

いる。 

 
イ 資本的収支 

 
資本的収入は、688 億 5,700 万円であり、前年度の

626 億 3,400 万円に比べ、62 億 2,300 万円の増となっ

ている。これは、企業債が 41億 1,600 万円の増、その

他資本収入が 17 億 600 万円の増となったことなどに

よるものである。 

一方、資本的支出は、1,673 億 6,200 万円で、前年度

の 1,678 億 5,700 万円に比べ、４億 9,500 万円の減と

なっている。これは、建設改良費が 34億 6,200 万円の

増、企業債償還金が 39億 5,700 万円の減となったこと

によるものである。 

 以上の結果、資本的収支では、985億500万円の不足

が生じる見込みであるが、この不足額については、損

益勘定留保資金等で補塡する。 

 
 
 
 

３ 事業経営の原則 

４ 予算・決算 
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図１－２ 
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水道事業は、地方公営企業法に定められた地方公共

団体が経営する企業として運営している。 
事業の運営に当たっては、本来の目的である公共の

福祉を増進するとともに、常に効率的な事業運営を図

り、企業の経済性を発揮することが求められている。 
このため、経営責任者の自主性を強化し、責任体制

を確立する観点から、一般の行政組織から独立した経

営組織として、地方公営企業が設置され、地方公営企

業に公営企業管理者（水道局長）が置かれている。水

道局長は、事業執行について知事の一般的な指揮監督

を受けず、職員の任免や予算の原案作成等の広範な権

限が与えられている。 
また、企業の経営成績及び財政状態を明らかにする

ため、会計制度は公営企業会計方式を採用するととも

に、事業に必要な経費は経営に伴う収入（料金収入）

をもって充てるという独立採算制を基本として経営し

ている。 
 

 

（１）予算 

 

 令和７年度予算は、「東京水道経営プラン2021」の

最終年度として、 

  ・安定給水 

  ・様々な脅威への備え 

  ・新技術の活用 

  ・双方向コミュニケーション 

  ・お客さまサービスの向上と業務の効率化 

  ・環境に配慮した事業運営 

  ・グループ経営の推進 

  ・強固な人材基盤 

  ・健全な財政基盤 

を着実に推進することとして編成した。 

 単年度資金収支では、113億4,700万円の資金不足と

なる見込みであるが、大規模浄水場の集中更新に備え

た積立金30億2,700万円の取崩しを行うことにより、実

質資金収支は、83億2,000万円の資金不足となる見込み

である（表１－２参照）。 

この結果、令和６年度末207億400万円の累積資金不

足額は、令和７年度末には、290億2,400万円の不足が

見込まれる（表１－３参照）。 

 
ア 収益的収支 

 
 営業収益は、3,731億5,400万円であり、前年度の 

3,644億4,300万円に比べ、87億1,100万円の増となっ

ている。これは、給水収益が20億5,500万円の増、そ

の他営業収益が41億5,200万円の増となったことなど

によるものである。その他、営業外収益は、171億

7,800万円で、対前年度比21億9,700万円の増、特別利

益は、８億5,000万円で、対前年度比１億4,300万円の

減となっており、収益的収入の合計では、3,911億

8,200万円と、対前年度比107億6,500万円の増となっ

ている。 

 一方、営業費用は、3,744億900万円であり、前年度

の3,632億2,600万円に比べ、111億8,300万円の増とな

っている。これは、配水費が81億9,500万円の増、受託

事業費が25億400万円の増、給水費が８億9,000万円の

増となったことなどによるものである。その他、営業

外費用は、158億5,000万円で、対前年度比１億3,000万

円の減となっており、収益的支出の合計では、3,902億

5,900万円と、対前年度比110億5,300万円の増となって

いる。 

 
イ 資本的収支 

 
資本的収入は、688 億 5,700 万円であり、前年度の

626 億 3,400 万円に比べ、62 億 2,300 万円の増となっ

ている。これは、企業債が 41億 1,600 万円の増、その

他資本収入が 17 億 600 万円の増となったことなどに

よるものである。 

一方、資本的支出は、1,673 億 6,200 万円で、前年度

の 1,678 億 5,700 万円に比べ、４億 9,500 万円の減と

なっている。これは、建設改良費が 34億 6,200 万円の

増、企業債償還金が 39億 5,700 万円の減となったこと

によるものである。 

 以上の結果、資本的収支では、985億500万円の不足

が生じる見込みであるが、この不足額については、損

益勘定留保資金等で補塡する。 

 
 
 
 

３ 事業経営の原則 

４ 予算・決算 

－ 7－

第１章



 

－ 9 － 

第第 11 章章  表１－３ 財政収支の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 給水原価と販売単価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位 百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収支

年度 料 金 起 債 そ の 他 計 営 業費 用
元 利

償 還 金 等

建 設

改 良 費
そ の 他 計

17 318,910 16,486 42,582 377,978 205,475
 88,516

(△5,400)
85,964 0      379,955 △1,977 1,932

18 318,173 14,110 44,985 377,268 202,515
 86,217

(△4,800)
88,742 116 377,590 △322 1,610

19 319,325 14,053 46,998 380,376 205,364
 82,303

(△3,900)

 92,143

(5,000)
0      379,810 566 2,176

20 313,947 8,942 48,663 371,552 210,942 67,273
 92,740

(5,000)
0      370,955 597 2,773

21 309,438 8,553 50,233 368,224 209,975 66,829
92,630

(7,400)
0 369,434 △1,210 1,563

22 311,512 9,042 45,823 366,377 215,987 47,747
95,637

(5,000)
0 359,371 7,006 8,569

23 301,624 9,116 48,233 358,973 234,156 41,942
88,700

(4,949)
0 364,798 △5,825 2,744

24 302,611 8,126 45,865 356,602 235,953 39,849
82,022

(4,874)
0 357,824 △1,222 1,522

25 302,664 3,532 42,414 348,610 230,263 42,272
76,557

(4,374)
214 349,306 △696 826

26 305,995 1,891 41,947 349,833 233,968 38,045
78,403

(4,471)
0 350,416 △583 243

27 309,507 3,228 45,623 358,358 242,148 30,347
85,862

(3,545)
0 358,357 1 244

28 310,153 12,682 50,682 373,517 246,133 25,703
100,930

(3,138)
0 372,766 751 995

29 311,794 32,696 51,338 395,828 248,338 21,489
118,079

(4,171)
0 387,906 7,922 8,917

30 313,850 19,982 53,514 387,346 250,118 23,745
114,122

(12,300)
0 387,985 △639 8,278

元 314,430 14,957 48,016 377,403 245,049 22,718
114,235

(17,599)
0 382,002 △4,599 3,679

2 300,384 17,759 48,821 366,964 245,593 22,292
101,629

(6,619)
0 369,514 △2,550 1,129

3 300,568 25,280 49,024 374,872 245,331 22,669
111,609

(3,848)
0 379,609 △4,737 △3,608

4 304,295 31,995 55,137 391,427 256,898 21,599
117,429

(△14,828)
0 395,926 △4,499 △8,107

5 310,966 33,711 58,320 402,997 276,987 17,636
117,836

(△2,883)
129 412,588 △9,591 △17,698

6 314,398 48,073 56,627 419,098 274,404 15,327
132,373

(△941)
0 422,104 △3,006 △20,704

7(予算) 321,508 59,600 72,840 453,948 295,493 13,954
152,821

(△3,027)
0 462,268 △8,320 △29,024

(注１) 元利償還金欄の(　)は、民間債の満期一括償還に伴い増加する元金償還金を平準化するための必要額及び充当額で、内書きである。

(注２)

令和

建設改良費の(　)は、大規模浄水場更新積立金の積立額、同積立金取崩額、奥多摩水道施設整備積立金の取崩額、工業用水道事業施設等移管経費積立金の

積立額及び同積立金取崩額で、内書きである。

収               入 支                   出
収支差引

過不足額

累積収支

過不足額

16年度末

 3,909

平成

(単位：円/m
3
)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7(予算)

給水原価 211.54 209.74 205.81 204.72 202.72 198.83 205.89 203.34 203.51 207.8 209.19 208.95 203.38 204.50 204.36 201.57 206.94 223.7 222.59 217.87 224.12

販売単価 210.23 209.53 209.46 208.51 206.85 206.8 205.3 205.83 206.02 210.48 211.61 211.61 211.59 212.39 213.18 204.34 206.33 210.34 214.01 215.17 216.48

   

年度
平成 令和

160

180

200

220

240

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7

給水原価 販売単価

円
/ｍ

3

17年1月料金改定
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７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

373,154,000 364,443,000 8,711,000 374,409,000 363,226,000 11,183,000

給 水 収 益 321,508,000 319,453,000 2,055,000 原 水 費 19,641,000 18,846,000 795,000

受 託 事 業 収 益 8,231,000 5,727,000 2,504,000 浄 水 費 37,993,000 37,483,000 510,000

そ の 他 営 業 収 益 43,415,000 39,263,000 4,152,000 配 水 費 149,904,000 141,709,000 8,195,000

給 水 費 26,122,000 25,232,000 890,000

17,178,000 14,981,000 2,197,000 受 託 事 業 費 8,231,000 5,727,000 2,504,000

受 取 利 息 134,000 102,000 32,000 業 務 費 32,439,000 32,519,000 △ 80,000

土 地 物 件 収 益 9,082,000 8,872,000 210,000 総 係 費 18,119,000 18,786,000 △ 667,000

ダム施 設発電使 用料 28,000 28,000 0 減 価 償 却 費 77,688,000 77,122,000 566,000

一 般 会 計 補 助 金 220,000 185,000 35,000 資 産 減 耗 費 3,336,000 4,539,000 △ 1,203,000

長 期 前 受 金 戻 入 4,374,000 4,065,000 309,000 そ の 他 営 業 費 用 936,000 1,263,000 △ 327,000

雑 収 3,340,000 1,729,000 1,611,000

15,850,000 15,980,000 △ 130,000

850,000 993,000 △ 143,000
支 払 利 息 及

企 業 債 取 扱 諸 費
4,157,000 3,608,000 549,000

繰 延 勘 定 償 却 1,000 1,000 0

消 費 税 及

地 方 消 費 税
715,000 1,539,000 △ 824,000

雑 支 出 10,977,000 10,832,000 145,000

391,182,000 380,417,000 10,765,000 390,259,000 379,206,000 11,053,000収 益 的 収 入 計 収 益 的 支 出 計

増 △ 減

営 業 収 益 営 業 費 用

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

特　　別　　利　　益

科      目 増 △ 減 科      目
７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

表１－２ 令和７年度予算（税込） 

（１） 収益的収支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 資本的収支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（単位 千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位 千円） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

59,600,000 54,448,000 5,152,000 155,848,000 152,386,000 3,462,000

1,717,000 2,753,000 △ 1,036,000 原 水 及 浄 水 施 設 費 38,249,000 39,577,000 △ 1,328,000

891,000 603,000 288,000 配 水 施 設 費 99,643,000 100,002,000 △ 359,000

860,000 759,000 101,000 営 業 設 備 費 17,956,000 12,807,000 5,149,000

75,000 63,000 12,000

5,714,000 4,008,000 1,706,000 11,514,000 15,471,000 △ 3,957,000

68,857,000 62,634,000 6,223,000

86,235,000 86,609,000 △ 374,000

155,092,000 149,243,000 5,849,000 167,362,000 167,857,000 △ 495,000

546,274,000 529,660,000 16,614,000 557,621,000 547,063,000 10,558,000

923,000 1,211,000 △ 288,000

△ 11,347,000 △ 17,403,000 6,056,000

0 0 0

3,027,000 941,000 2,086,000

△ 8,320,000 △ 16,462,000 8,142,000

大規模浄水場更新積 立金

( 積 立 )

大規模浄水場更新積 立金

( 取 崩 )

実 質 資 金 収 支

総 計 総 計

損 益 収 支

資 金 収 支

小 計

(損益勘定留保資金)

資 本 的 収 入 計 資 本 的 支 出 計

国 庫 補 助 金

一 般 会 計 出 資 金

固 定 資 産 売 却 収 入

そ の 他 資 本 収 入 企 業 債 償 還 金

７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額
増 △ 減

企業債 (事業充当分) 建 設 改 良 費

企 業 債 ( 借 換 分 )

科      目 増 △ 減 科      目

大規模浄水場更新積立金とは、浄水場の集中更新に備え、代替

施設の整備に向けた所要の積立金である。

(注１)
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図１－３ 給水原価と販売単価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位 百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収支

年度 料 金 起 債 そ の 他 計 営 業費 用
元 利

償 還 金 等

建 設

改 良 費
そ の 他 計

17 318,910 16,486 42,582 377,978 205,475
 88,516

(△5,400)
85,964 0      379,955 △1,977 1,932

18 318,173 14,110 44,985 377,268 202,515
 86,217

(△4,800)
88,742 116 377,590 △322 1,610

19 319,325 14,053 46,998 380,376 205,364
 82,303

(△3,900)

 92,143

(5,000)
0      379,810 566 2,176

20 313,947 8,942 48,663 371,552 210,942 67,273
 92,740

(5,000)
0      370,955 597 2,773

21 309,438 8,553 50,233 368,224 209,975 66,829
92,630

(7,400)
0 369,434 △1,210 1,563

22 311,512 9,042 45,823 366,377 215,987 47,747
95,637

(5,000)
0 359,371 7,006 8,569

23 301,624 9,116 48,233 358,973 234,156 41,942
88,700

(4,949)
0 364,798 △5,825 2,744

24 302,611 8,126 45,865 356,602 235,953 39,849
82,022

(4,874)
0 357,824 △1,222 1,522

25 302,664 3,532 42,414 348,610 230,263 42,272
76,557

(4,374)
214 349,306 △696 826

26 305,995 1,891 41,947 349,833 233,968 38,045
78,403

(4,471)
0 350,416 △583 243

27 309,507 3,228 45,623 358,358 242,148 30,347
85,862

(3,545)
0 358,357 1 244

28 310,153 12,682 50,682 373,517 246,133 25,703
100,930

(3,138)
0 372,766 751 995

29 311,794 32,696 51,338 395,828 248,338 21,489
118,079

(4,171)
0 387,906 7,922 8,917

30 313,850 19,982 53,514 387,346 250,118 23,745
114,122

(12,300)
0 387,985 △639 8,278

元 314,430 14,957 48,016 377,403 245,049 22,718
114,235

(17,599)
0 382,002 △4,599 3,679

2 300,384 17,759 48,821 366,964 245,593 22,292
101,629

(6,619)
0 369,514 △2,550 1,129

3 300,568 25,280 49,024 374,872 245,331 22,669
111,609

(3,848)
0 379,609 △4,737 △3,608

4 304,295 31,995 55,137 391,427 256,898 21,599
117,429

(△14,828)
0 395,926 △4,499 △8,107

5 310,966 33,711 58,320 402,997 276,987 17,636
117,836

(△2,883)
129 412,588 △9,591 △17,698

6 314,398 48,073 56,627 419,098 274,404 15,327
132,373

(△941)
0 422,104 △3,006 △20,704

7(予算) 321,508 59,600 72,840 453,948 295,493 13,954
152,821

(△3,027)
0 462,268 △8,320 △29,024

(注１) 元利償還金欄の(　)は、民間債の満期一括償還に伴い増加する元金償還金を平準化するための必要額及び充当額で、内書きである。

(注２)

令和

建設改良費の(　)は、大規模浄水場更新積立金の積立額、同積立金取崩額、奥多摩水道施設整備積立金の取崩額、工業用水道事業施設等移管経費積立金の

積立額及び同積立金取崩額で、内書きである。

収               入 支                   出
収支差引

過不足額

累積収支

過不足額

16年度末

 3,909

平成

(単位：円/m
3
)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7(予算)

給水原価 211.54 209.74 205.81 204.72 202.72 198.83 205.89 203.34 203.51 207.8 209.19 208.95 203.38 204.50 204.36 201.57 206.94 223.7 222.59 217.87 224.12

販売単価 210.23 209.53 209.46 208.51 206.85 206.8 205.3 205.83 206.02 210.48 211.61 211.61 211.59 212.39 213.18 204.34 206.33 210.34 214.01 215.17 216.48

   

年度
平成 令和

160

180

200

220

240

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7

給水原価 販売単価

円
/ｍ

3

17年1月料金改定
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７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

373,154,000 364,443,000 8,711,000 374,409,000 363,226,000 11,183,000

給 水 収 益 321,508,000 319,453,000 2,055,000 原 水 費 19,641,000 18,846,000 795,000

受 託 事 業 収 益 8,231,000 5,727,000 2,504,000 浄 水 費 37,993,000 37,483,000 510,000

そ の 他 営 業 収 益 43,415,000 39,263,000 4,152,000 配 水 費 149,904,000 141,709,000 8,195,000

給 水 費 26,122,000 25,232,000 890,000

17,178,000 14,981,000 2,197,000 受 託 事 業 費 8,231,000 5,727,000 2,504,000

受 取 利 息 134,000 102,000 32,000 業 務 費 32,439,000 32,519,000 △ 80,000

土 地 物 件 収 益 9,082,000 8,872,000 210,000 総 係 費 18,119,000 18,786,000 △ 667,000

ダム施 設発電使 用料 28,000 28,000 0 減 価 償 却 費 77,688,000 77,122,000 566,000

一 般 会 計 補 助 金 220,000 185,000 35,000 資 産 減 耗 費 3,336,000 4,539,000 △ 1,203,000

長 期 前 受 金 戻 入 4,374,000 4,065,000 309,000 そ の 他 営 業 費 用 936,000 1,263,000 △ 327,000

雑 収 3,340,000 1,729,000 1,611,000

15,850,000 15,980,000 △ 130,000

850,000 993,000 △ 143,000
支 払 利 息 及

企 業 債 取 扱 諸 費
4,157,000 3,608,000 549,000

繰 延 勘 定 償 却 1,000 1,000 0

消 費 税 及

地 方 消 費 税
715,000 1,539,000 △ 824,000

雑 支 出 10,977,000 10,832,000 145,000

391,182,000 380,417,000 10,765,000 390,259,000 379,206,000 11,053,000収 益 的 収 入 計 収 益 的 支 出 計

増 △ 減

営 業 収 益 営 業 費 用

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

特　　別　　利　　益

科      目 増 △ 減 科      目
７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

表１－２ 令和７年度予算（税込） 

（１） 収益的収支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 資本的収支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（単位 千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位 千円） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

59,600,000 54,448,000 5,152,000 155,848,000 152,386,000 3,462,000

1,717,000 2,753,000 △ 1,036,000 原 水 及 浄 水 施 設 費 38,249,000 39,577,000 △ 1,328,000

891,000 603,000 288,000 配 水 施 設 費 99,643,000 100,002,000 △ 359,000

860,000 759,000 101,000 営 業 設 備 費 17,956,000 12,807,000 5,149,000

75,000 63,000 12,000

5,714,000 4,008,000 1,706,000 11,514,000 15,471,000 △ 3,957,000

68,857,000 62,634,000 6,223,000

86,235,000 86,609,000 △ 374,000

155,092,000 149,243,000 5,849,000 167,362,000 167,857,000 △ 495,000

546,274,000 529,660,000 16,614,000 557,621,000 547,063,000 10,558,000

923,000 1,211,000 △ 288,000

△ 11,347,000 △ 17,403,000 6,056,000

0 0 0

3,027,000 941,000 2,086,000

△ 8,320,000 △ 16,462,000 8,142,000

大規模浄水場更新積 立金

( 積 立 )

大規模浄水場更新積 立金

( 取 崩 )

実 質 資 金 収 支

総 計 総 計

損 益 収 支

資 金 収 支

小 計

(損益勘定留保資金)

資 本 的 収 入 計 資 本 的 支 出 計

国 庫 補 助 金

一 般 会 計 出 資 金

固 定 資 産 売 却 収 入

そ の 他 資 本 収 入 企 業 債 償 還 金

７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額
増 △ 減

企業債 (事業充当分) 建 設 改 良 費

企 業 債 ( 借 換 分 )

科      目 増 △ 減 科      目

大規模浄水場更新積立金とは、浄水場の集中更新に備え、代替

施設の整備に向けた所要の積立金である。

(注１)
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表１－４ 令和６年度決算（税抜） 

（１）収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６　年　度 ５　年　度 ６　年　度 ５　年　度
決  算  額 決  算  額 決  算  額 決  算  額

322,283,070 324,405,149 △ 2,122,079 333,219,207 333,077,332 141,875

給 水 収 益 285,847,766 282,728,075 3,119,691 原 水 費 15,324,663 14,220,087 1,104,576

受 託 事 業 収 益 3,540,591 8,137,594 △ 4,597,003 浄 水 費 31,079,694 29,448,852 1,630,842

そ の 他 営 業 収 益 32,894,713 33,539,480 △ 644,767 配 水 費 132,048,472 136,149,467 △ 4,100,995

給 水 費 22,259,081 20,978,665 1,280,416

14,821,302 14,062,071 759,231 受 託 事 業 費 3,540,591 8,137,594 △ 4,597,003

受 取 利 息 556,415 191,687 364,728 業 務 費 27,621,971 26,702,367 919,604

土 地 物 件 収 益 7,833,392 7,218,536 614,856 総 係 費 16,650,205 15,285,274 1,364,931

ダ ム 施 設 発 電

使 用 料
26,000 26,000 0 減 価 償 却 費 78,372,428 76,338,811 2,033,617

一 般 会 計 補 助 金 191,267 167,713 23,554 資 産 減 耗 費 5,691,865 5,312,227 379,638

長 期 前 受 金 戻 入 4,121,806 4,209,589 △ 87,783 そ の 他 営 業 費 用 630,237 503,988 126,249

雑 収 2,092,422 2,248,546 △ 156,124

3,606,103 3,586,501 19,602

951,220 828,182 123,038
支 払 利 息 及 び

企 業 債 取 扱 諸 費
2,601,118 2,427,519 173,599

繰 延 勘 定 償 却 152 284 △ 132

雑 支 出 1,004,833 1,158,698 △ 153,865

0 443,513 △ 443,513

338,055,592 339,295,402 △ 1,239,810 336,825,310 337,107,346 △ 282,036

科       目 増  △  減 科       目 増  △  減

営 業 収 益 営 業 費 用

営 業 外 収 益

特 別 利 益

特 別 損 失

営 業 外 費 用

収 益 的 収 入 計 収 益 的 支 出 計

６　年　度 ５　年　度
決  算  額 決  算  額

50,826,000 35,699,000 15,127,000 117,359,620 111,563,606 5,796,014

事 業 充 当 分 48,073,000 33,711,000 14,362,000
原 水 及 び

浄 水 施 設 費
28,158,020 22,727,491 5,430,529

借 換 分 2,753,000 1,988,000 765,000 配 水 施 設 費 80,512,348 80,901,244 △ 388,896

513,081 112,762 400,319 営 業 設 備 費 8,689,252 7,934,871 754,381

761,857 831,056 △ 69,199 15,469,243 17,189,507 △ 1,720,264

83,021 84,304 △ 1,283 0 63,884 △ 63,884

2,639,824 1,189,008 1,450,816 0 64,610 △ 64,610

65,313,377 48,016,103 17,297,274

79,262,726 76,693,493 2,569,233

482,631,695 464,004,998 18,626,697 486,579,070 476,478,547 10,100,523

1,230,282 2,188,056 957,774

△ 3,947,375 △ 12,473,549 △ 8,526,174

941,000 883,000 58,000

0 2,000,000 △ 2,000,000

△ 3,006,375 △ 9,590,545 6,584,174

資 金 収 支

大規模浄水場更新積立金

工業用水道事業施設等

移 管 経 費 積 立 金

実 質 資 金 収 支

10,382,559
（ 補 塡 財 源 含 む ）

総 計 総 計

損 益 収 支

資 本 的 支 出 計 149,753,760 139,371,201
資 本 的 収 入 計

144,576,103 124,709,596 19,866,507

繰 越 工 事 資 金

小 計

（ 損 益 勘 定 留 保 資 金 ）

16,924,897 10,489,594 6,435,303

固 定 資 産 売 却 収 入 国 庫 補 助 金 返 還 金

そ の 他 資 本 収 入 一般会計出資金返還金

前 年 度 か ら の
10,489,594 10,099,973 389,621

翌 年 度 へ の

繰 越 工 事 資 金

企 業 債 建 設 改 良 費

国 庫 補 助 金

一 般 会 計 出 資 金 企 業 債 償 還 金

科       目
６　年　度 ５　年　度

増  △  減
決  算  額 決  算  額

科       目 増  △  減
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(２)決算 

 令和６年度は、令和３年３月に策定した「東京水道

経営プラン２０２１」の４年目として、計画に掲げた

主要施策を中心に、事業を着実に推進した。 
 単年度資金収支は、39 億 4,738 万円の資金不足で、

これに大規模浄水場の集中更新に備えた積立金の取崩

額９億 4,100 万円を考慮すると実質資金収支は 30 億

638 万円の資金不足となり、令和６年度末の実質累積

資金不足額は、207 億 397 万円となった。 

 また、キャッシュ・フローにおいては、業務活動で

847 億 2,279 万円を生み出し、投資活動及び財務活動

に 965 億 3,449 万円を使用した結果、単年度で 118 億

1,170万円資金が減少し、令和６年度末の資金残高は、

2,076 億 7,201 万円となった。 

 
ア 収益的収支 

 
 収入は、給水収益2,858億 4,777万円などの営業収益

3,222億 8,307万円、営業外収益148億 2,130万円及び

特別利益９億 5,122 万円の合計 3,380 億 5,559 万円で

あった。 

 これに対し支出は、営業費用3,332億 1,921万円、営

業外費用 36億 610 万円の合計 3,368 億 2,531 万円とな

り、収入から支出を差し引いた当年度純利益は、12 億

3,028万円となった。 

 
イ 資本的収支 

 
 収入は、企業債 508 億 2,600 万円及び固定資産売却

収入 8,302 万円等の合計 548 億 2,379 万円であり、こ

れに前年度からの繰越工事資金 104 億 8,959 万円を加

えた総額は 653 億 1,338 万円となった。 

 これに対し支出は、建設改良費1,173億5,962万円、

企業債償還金 154 億 6,924 万円の合計 1,328 億 2,886

万円であり、これに翌年度への繰越工事資金 169 億

2,490 万円を加えた総額は 1,497 億 5,376 万円で、収

入から支出を差し引いた 844 億 4,038 万円が資金不足

となった。 

 この不足額については、損益勘定留保資金等で補塡

した。 

 

 

 

 

図１－４ 

〈収益的収支〉 

       ＜収 入＞               ＜支 出＞ 
     338,056 百万円          336,826 百万円 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１－５ 

〈資本的収支〉 

       ＜収 入＞                ＜支 出＞   
65,314 百万円            149,754 百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)端数処理のため、グラフ中の数値は必ずしも、文中の数値を四捨 

五入したものとはなっていない。 

当年度純利益 
       1,230 

 
 営業収益 

      322,284 

給水収益 

      285,848 

 

 

営業外収益 

       14,821 

 

 特別利益 

      951  

 

資本的収支不足額 

        84,440 

 

企業債 

       50,826 

固定資産売却収入等  

        3,998 

前年度からの 

繰越工事資金 

      10,490 

企業債償還金 

       15,469 

翌年度への 

繰越工事資金 

        16,925 

 

建設改良費 

      117,360 

 

 
営業費用 

     333,219 

 

 

 

営業外費用 

     3,607 
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表１－４ 令和６年度決算（税抜） 

（１）収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６　年　度 ５　年　度 ６　年　度 ５　年　度
決  算  額 決  算  額 決  算  額 決  算  額

322,283,070 324,405,149 △ 2,122,079 333,219,207 333,077,332 141,875

給 水 収 益 285,847,766 282,728,075 3,119,691 原 水 費 15,324,663 14,220,087 1,104,576

受 託 事 業 収 益 3,540,591 8,137,594 △ 4,597,003 浄 水 費 31,079,694 29,448,852 1,630,842

そ の 他 営 業 収 益 32,894,713 33,539,480 △ 644,767 配 水 費 132,048,472 136,149,467 △ 4,100,995

給 水 費 22,259,081 20,978,665 1,280,416

14,821,302 14,062,071 759,231 受 託 事 業 費 3,540,591 8,137,594 △ 4,597,003

受 取 利 息 556,415 191,687 364,728 業 務 費 27,621,971 26,702,367 919,604

土 地 物 件 収 益 7,833,392 7,218,536 614,856 総 係 費 16,650,205 15,285,274 1,364,931

ダ ム 施 設 発 電

使 用 料
26,000 26,000 0 減 価 償 却 費 78,372,428 76,338,811 2,033,617

一 般 会 計 補 助 金 191,267 167,713 23,554 資 産 減 耗 費 5,691,865 5,312,227 379,638

長 期 前 受 金 戻 入 4,121,806 4,209,589 △ 87,783 そ の 他 営 業 費 用 630,237 503,988 126,249

雑 収 2,092,422 2,248,546 △ 156,124

3,606,103 3,586,501 19,602

951,220 828,182 123,038
支 払 利 息 及 び

企 業 債 取 扱 諸 費
2,601,118 2,427,519 173,599

繰 延 勘 定 償 却 152 284 △ 132

雑 支 出 1,004,833 1,158,698 △ 153,865

0 443,513 △ 443,513

338,055,592 339,295,402 △ 1,239,810 336,825,310 337,107,346 △ 282,036

科       目 増  △  減 科       目 増  △  減

営 業 収 益 営 業 費 用

営 業 外 収 益

特 別 利 益

特 別 損 失

営 業 外 費 用

収 益 的 収 入 計 収 益 的 支 出 計

６　年　度 ５　年　度
決  算  額 決  算  額

50,826,000 35,699,000 15,127,000 117,359,620 111,563,606 5,796,014

事 業 充 当 分 48,073,000 33,711,000 14,362,000
原 水 及 び

浄 水 施 設 費
28,158,020 22,727,491 5,430,529

借 換 分 2,753,000 1,988,000 765,000 配 水 施 設 費 80,512,348 80,901,244 △ 388,896

513,081 112,762 400,319 営 業 設 備 費 8,689,252 7,934,871 754,381

761,857 831,056 △ 69,199 15,469,243 17,189,507 △ 1,720,264

83,021 84,304 △ 1,283 0 63,884 △ 63,884

2,639,824 1,189,008 1,450,816 0 64,610 △ 64,610

65,313,377 48,016,103 17,297,274

79,262,726 76,693,493 2,569,233

482,631,695 464,004,998 18,626,697 486,579,070 476,478,547 10,100,523

1,230,282 2,188,056 957,774

△ 3,947,375 △ 12,473,549 △ 8,526,174

941,000 883,000 58,000

0 2,000,000 △ 2,000,000

△ 3,006,375 △ 9,590,545 6,584,174

資 金 収 支

大規模浄水場更新積立金

工業用水道事業施設等

移 管 経 費 積 立 金

実 質 資 金 収 支

10,382,559
（ 補 塡 財 源 含 む ）

総 計 総 計

損 益 収 支

資 本 的 支 出 計 149,753,760 139,371,201
資 本 的 収 入 計

144,576,103 124,709,596 19,866,507

繰 越 工 事 資 金

小 計

（ 損 益 勘 定 留 保 資 金 ）

16,924,897 10,489,594 6,435,303

固 定 資 産 売 却 収 入 国 庫 補 助 金 返 還 金

そ の 他 資 本 収 入 一般会計出資金返還金

前 年 度 か ら の
10,489,594 10,099,973 389,621

翌 年 度 へ の

繰 越 工 事 資 金

企 業 債 建 設 改 良 費

国 庫 補 助 金

一 般 会 計 出 資 金 企 業 債 償 還 金

科       目
６　年　度 ５　年　度

増  △  減
決  算  額 決  算  額

科       目 増  △  減
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(２)決算 

 令和６年度は、令和３年３月に策定した「東京水道

経営プラン２０２１」の４年目として、計画に掲げた

主要施策を中心に、事業を着実に推進した。 
 単年度資金収支は、39 億 4,738 万円の資金不足で、

これに大規模浄水場の集中更新に備えた積立金の取崩

額９億 4,100 万円を考慮すると実質資金収支は 30 億

638 万円の資金不足となり、令和６年度末の実質累積

資金不足額は、207 億 397 万円となった。 

 また、キャッシュ・フローにおいては、業務活動で

847 億 2,279 万円を生み出し、投資活動及び財務活動

に 965 億 3,449 万円を使用した結果、単年度で 118 億

1,170万円資金が減少し、令和６年度末の資金残高は、

2,076 億 7,201 万円となった。 

 
ア 収益的収支 

 
 収入は、給水収益2,858億 4,777万円などの営業収益

3,222億 8,307万円、営業外収益148億 2,130万円及び

特別利益９億 5,122 万円の合計 3,380 億 5,559 万円で

あった。 

 これに対し支出は、営業費用3,332億 1,921万円、営

業外費用 36億 610 万円の合計 3,368 億 2,531 万円とな

り、収入から支出を差し引いた当年度純利益は、12 億

3,028万円となった。 

 
イ 資本的収支 

 
 収入は、企業債 508 億 2,600 万円及び固定資産売却

収入 8,302 万円等の合計 548 億 2,379 万円であり、こ

れに前年度からの繰越工事資金 104 億 8,959 万円を加

えた総額は 653 億 1,338 万円となった。 

 これに対し支出は、建設改良費1,173億5,962万円、

企業債償還金 154 億 6,924 万円の合計 1,328 億 2,886

万円であり、これに翌年度への繰越工事資金 169 億

2,490 万円を加えた総額は 1,497 億 5,376 万円で、収

入から支出を差し引いた 844 億 4,038 万円が資金不足

となった。 

 この不足額については、損益勘定留保資金等で補塡

した。 

 

 

 

 

図１－４ 

〈収益的収支〉 

       ＜収 入＞               ＜支 出＞ 
     338,056 百万円          336,826 百万円 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１－５ 

〈資本的収支〉 

       ＜収 入＞                ＜支 出＞   
65,314 百万円            149,754 百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)端数処理のため、グラフ中の数値は必ずしも、文中の数値を四捨 

五入したものとはなっていない。 

当年度純利益 
       1,230 

 
 営業収益 

      322,284 

給水収益 

      285,848 

 

 

営業外収益 

       14,821 

 

 特別利益 

      951  

 

資本的収支不足額 

        84,440 

 

企業債 

       50,826 

固定資産売却収入等  

        3,998 

前年度からの 

繰越工事資金 

      10,490 

企業債償還金 

       15,469 

翌年度への 

繰越工事資金 

        16,925 

 

建設改良費 

      117,360 

 

 
営業費用 

     333,219 

 

 

 

営業外費用 

     3,607 
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第第 11 章章  （４）キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 ６年度 ５年度 主な内容

1 業務活動によるキャッシュ・フロー 84,722,789 77,405,566

当年度純利益 1,230,282 2,188,056 当期純利益

減価償却費 78,372,428 76,338,811 減価償却費

固定資産除却費等 5,011,077 4,564,272 固定資産除却費、繰延勘定償却

引当金の増減額（△は減少） △ 8,031,821 8,156,965 退職給付引当金、修繕引当金、賞与引当金

長期前受金戻入額 △ 4,121,806 △ 4,209,589 長期前受金戻入

受取利息及び配当金 △ 556,415 △ 191,687

支払利息及び企業債取扱諸費 2,601,118 2,427,519

固定資産売却損益（△は益） △ 643,035 △ 10,829

未収金の増減額（△は増加） 1,884,826 △ 6,263,064 営業未収金、営業外未収金

未払金の増減額（△は減少) 7,955,844 194,484 営業未払金、貯蔵品購入未払金

貯蔵品の増減額（△は増加） △ 300,274 △ 32,618 材料

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,103,896 △ 4,079,370 前払費用、前払金

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,345,442 579,757 未払費用、前受金、預り金、受託下水道徴収金

86,851,562 79,662,707

利息及び配当金の受取額 273,269 170,378 預金利息

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 2,402,042 △ 2,427,519

2 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 129,651,399 △ 94,305,916

有形固定資産の取得による支出 △ 131,891,425 △ 96,654,486 建設改良費

有形固定資産の売却による収入 723,430 95,132 固定資産売却収入

無形固定資産の取得による支出 △ 760,180 △ 1,707,897 建設改良費

国庫補助金による収入 513,081 112,762

国庫補助金の返還による支出 0 △ 63,884 国庫補助金返還

工事負担金による収入 1,289,047 3,463,876 工事負担金収入

その他の資本収入 377,485 496,003 建設収入、差入敷金の返還

その他の資本支出 △ 5,357 △ 1,819 差入敷金の預入

その他 102,520 △ 45,603 預り敷金の受入、預り敷金の返還

3 財務活動によるキャッシュ・フロー 33,116,908 15,837,351

企業債による収入 50,826,000 35,699,000 企業債収入

企業債の償還による支出 △ 15,469,243 △ 17,189,506 企業債償還金

一般会計からの出資による収入 1,038,791 371,657 一般会計出資金

一般会計からの出資金の返還による支出 0 △ 64,610 一般会計出資金返還

リース債務の返済による支出 △ 3,278,640 △ 2,979,190 リース債務の返済

資金の増加額（又は減少額) △ 11,811,702 △ 1,062,999

資金期首残高 219,483,709 220,546,708

資金期末残高 207,672,007 219,483,709

小計

企業債利息及び企業債取扱諸費

国庫補助金収入
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第第 11 章章  （３）貸借対照表（各年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 年 度 ５ 年 度 ６ 年 度 ５ 年 度

2,636,236,167 2,602,376,750 33,859,417 325,726,494 291,974,490 33,752,004

2,536,158,646 2,498,967,832 37,190,814 294,857,241 255,543,724 39,313,517

98,764,182 102,100,879 △ 3,336,697 3,408,541 5,026,624 △ 1,618,083

1,313,339 1,308,039 5,300 26,349,889 30,395,840 △ 4,045,951

277,443,429 288,545,226 △ 11,101,797 1,110,823 1,008,302 102,521

207,672,007 219,483,709 △ 11,811,702 189,812,040 203,061,934 △ 13,249,894

23,325,252 24,651,932 △ 1,326,680 11,512,483 15,469,243 △ 3,956,760

2,107,831 1,807,557 300,274 3,381,375 3,195,661 185,714

44,338,339 42,602,028 1,736,311 138,074,205 145,023,021 △ 6,948,816

1,529 1,681 △ 152 2,637,215 1,260,889 1,376,326

1,529 1,681 △ 152 5,111,321 5,765,994 △ 654,673

16,201 3,961 12,240

19,905,547 23,860,960 △ 3,955,413

9,173,693 8,482,205 691,488

146,608,736 147,655,764 △ 1,047,028

143,238,442 144,537,088 △ 1,298,646

3,370,294 3,118,676 251,618

1,938,899,734 1,920,013,176 18,886,558

1,938,899,734 1,920,013,176 18,886,558

312,634,121 328,218,293 △ 15,584,172

227,787,742 226,517,689 1,270,053

84,846,379 101,700,604 △ 16,854,225

減 債 積 立 金 0 6,851,856 △ 6,851,856

大 規 模 浄 水 場

更 新 積 立 金 73,635,185 74,576,185 △ 941,000

当 年 度 未 処 分

利 益 剰 余 金 11,211,194 20,272,563 △ 9,061,369

2,913,681,125 2,890,923,657 22,757,468 2,913,681,125 2,890,923,657 22,757,468

資　　　　　　産　　　　　　の　　　　　　部 負    債    及    び    資    本    の    部

科 目 増  △  減 科 目 増  △  減

固 定 資 産 固 定 負 債

引 当 金

無 形 固 定 資 産

そ の 他 固 定 負 債

有 形 固 定 資 産 企 業 債

リ ー ス 債 務

投資その他の資産

流 動 負 債

流 動 資 産

未 払 金

現 金 及 び 預 金

企 業 債

リ ー ス 債 務

未 収 金

貯 蔵 品

そ の 他 流 動 負 債

そ の 他 流 動 資 産

前 受 収 益

引 当 金

未 払 費 用

繰 延 収 益

利 益 剰 余 金

合 計 合 計

繰 延 勘 定

資 本 金

企 業 債 発 行 差 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

資 本 金

長 期 前 受 金

建 設 仮 勘 定

長 期 前 受 金

前 受 金
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第第 11 章章  （４）キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 ６年度 ５年度 主な内容

1 業務活動によるキャッシュ・フロー 84,722,789 77,405,566

当年度純利益 1,230,282 2,188,056 当期純利益

減価償却費 78,372,428 76,338,811 減価償却費

固定資産除却費等 5,011,077 4,564,272 固定資産除却費、繰延勘定償却

引当金の増減額（△は減少） △ 8,031,821 8,156,965 退職給付引当金、修繕引当金、賞与引当金

長期前受金戻入額 △ 4,121,806 △ 4,209,589 長期前受金戻入

受取利息及び配当金 △ 556,415 △ 191,687

支払利息及び企業債取扱諸費 2,601,118 2,427,519

固定資産売却損益（△は益） △ 643,035 △ 10,829

未収金の増減額（△は増加） 1,884,826 △ 6,263,064 営業未収金、営業外未収金

未払金の増減額（△は減少) 7,955,844 194,484 営業未払金、貯蔵品購入未払金

貯蔵品の増減額（△は増加） △ 300,274 △ 32,618 材料

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,103,896 △ 4,079,370 前払費用、前払金

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,345,442 579,757 未払費用、前受金、預り金、受託下水道徴収金

86,851,562 79,662,707

利息及び配当金の受取額 273,269 170,378 預金利息

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 2,402,042 △ 2,427,519

2 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 129,651,399 △ 94,305,916

有形固定資産の取得による支出 △ 131,891,425 △ 96,654,486 建設改良費

有形固定資産の売却による収入 723,430 95,132 固定資産売却収入

無形固定資産の取得による支出 △ 760,180 △ 1,707,897 建設改良費

国庫補助金による収入 513,081 112,762

国庫補助金の返還による支出 0 △ 63,884 国庫補助金返還

工事負担金による収入 1,289,047 3,463,876 工事負担金収入

その他の資本収入 377,485 496,003 建設収入、差入敷金の返還

その他の資本支出 △ 5,357 △ 1,819 差入敷金の預入

その他 102,520 △ 45,603 預り敷金の受入、預り敷金の返還

3 財務活動によるキャッシュ・フロー 33,116,908 15,837,351

企業債による収入 50,826,000 35,699,000 企業債収入

企業債の償還による支出 △ 15,469,243 △ 17,189,506 企業債償還金

一般会計からの出資による収入 1,038,791 371,657 一般会計出資金

一般会計からの出資金の返還による支出 0 △ 64,610 一般会計出資金返還

リース債務の返済による支出 △ 3,278,640 △ 2,979,190 リース債務の返済

資金の増加額（又は減少額) △ 11,811,702 △ 1,062,999

資金期首残高 219,483,709 220,546,708

資金期末残高 207,672,007 219,483,709

小計

企業債利息及び企業債取扱諸費

国庫補助金収入
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第第 11 章章  （３）貸借対照表（各年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 年 度 ５ 年 度 ６ 年 度 ５ 年 度

2,636,236,167 2,602,376,750 33,859,417 325,726,494 291,974,490 33,752,004

2,536,158,646 2,498,967,832 37,190,814 294,857,241 255,543,724 39,313,517

98,764,182 102,100,879 △ 3,336,697 3,408,541 5,026,624 △ 1,618,083

1,313,339 1,308,039 5,300 26,349,889 30,395,840 △ 4,045,951

277,443,429 288,545,226 △ 11,101,797 1,110,823 1,008,302 102,521

207,672,007 219,483,709 △ 11,811,702 189,812,040 203,061,934 △ 13,249,894

23,325,252 24,651,932 △ 1,326,680 11,512,483 15,469,243 △ 3,956,760

2,107,831 1,807,557 300,274 3,381,375 3,195,661 185,714

44,338,339 42,602,028 1,736,311 138,074,205 145,023,021 △ 6,948,816

1,529 1,681 △ 152 2,637,215 1,260,889 1,376,326

1,529 1,681 △ 152 5,111,321 5,765,994 △ 654,673

16,201 3,961 12,240

19,905,547 23,860,960 △ 3,955,413

9,173,693 8,482,205 691,488

146,608,736 147,655,764 △ 1,047,028

143,238,442 144,537,088 △ 1,298,646

3,370,294 3,118,676 251,618

1,938,899,734 1,920,013,176 18,886,558

1,938,899,734 1,920,013,176 18,886,558

312,634,121 328,218,293 △ 15,584,172

227,787,742 226,517,689 1,270,053

84,846,379 101,700,604 △ 16,854,225

減 債 積 立 金 0 6,851,856 △ 6,851,856

大 規 模 浄 水 場

更 新 積 立 金 73,635,185 74,576,185 △ 941,000

当 年 度 未 処 分

利 益 剰 余 金 11,211,194 20,272,563 △ 9,061,369

2,913,681,125 2,890,923,657 22,757,468 2,913,681,125 2,890,923,657 22,757,468

資　　　　　　産　　　　　　の　　　　　　部 負    債    及    び    資    本    の    部

科 目 増  △  減 科 目 増  △  減

固 定 資 産 固 定 負 債

引 当 金

無 形 固 定 資 産

そ の 他 固 定 負 債

有 形 固 定 資 産 企 業 債

リ ー ス 債 務

投資その他の資産

流 動 負 債

流 動 資 産

未 払 金

現 金 及 び 預 金

企 業 債

リ ー ス 債 務

未 収 金

貯 蔵 品

そ の 他 流 動 負 債

そ の 他 流 動 資 産

前 受 収 益

引 当 金

未 払 費 用

繰 延 収 益

利 益 剰 余 金

合 計 合 計

繰 延 勘 定

資 本 金

企 業 債 発 行 差 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

資 本 金

長 期 前 受 金

建 設 仮 勘 定

長 期 前 受 金

前 受 金
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第第 11 章章  制度を含め水道経営の在り方を検討した。この中では、

これまで採用してきた基本水量制の在り方について検

討し、報告書では受益者負担の原則に立ち返り、使用

料について適正な対価を求めるべきとした。これらを

受け、平成 17年１月１日から適用の料金では、平均改

定率を 2.2％引き下げる（料金水準の見直し△1.3％、

口座割引導入△0.9％）改定を実施した。主な内容とし

ては、基本水量を 10㎥から５㎥に引き下げ、逓増度も

4.51 倍から 4.16 倍に引き下げ、水量区画を７区画か

ら９区画に細分化し、口座割引制度を導入（口座振替

利用者について１か月当たり 50 円に消費税相当額を

加えた額を割引）した。 

  

（５）平成 26年消費税増税 

 

平成 24年８月に、消費税率を平成 26年に８％に引

き上げる法案が衆議院本会議で可決成立。平成 26年

４月から消費税率を８％に引き上げることが決まり、

当局でも平成 26年６月分から適用した。 

 
（６）令和元年消費税増税 

 
平成 28年 11月に、消費税率を令和元年に 10％に引

き上げる法案が参議院本会議で可決成立。令和元年 10

月から消費税率を 10％に引き上げることが決まり、当

局でも令和元年 12月分から適用した。 

 

－ 14 － 

第第 11 章章  
５ 水道料金 

 

水道事業は、水道法第１条で「清浄にして豊富低廉

な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境

の改善とに寄与すること」を目的としている。 

水道料金は料金算定期間（おおむね３年から５年を

基準）の財政状況を把握し、財政目標を設定し、併せ

て合理的な給水需要予測と、これに対応する財政計画・

施設計画を作成した上で料金水準を決定している。 

そのため、時代により生活様式が大きく変わること

や人口の急激な増加、物価の上昇、各種の拡張・改良

工事の状況等、様々な背景が料金改定に大きく影響す

る。 

水道料金は当初、水道の普及や公衆衛生の向上を図

ることを目的として基本水量制を採用してきた。 

 また、料金体系については、都では、近代水道の始

まりにおいて公衆衛生の観点が強かったこともあり、

用途別料金体系をとってきたが、昭和 41年２月分から

の料金改定で、用途別料金体系を廃止し、口径別料金

体系に移行した。 

その後は、増加する水道需要に対応して、水道拡張

事業、水道施設の整備拡充等、多面的な事業を推進し

てきたが、これら事業計画策定に当たっての財政収支

見通しは起債の元利償還費の増加や、引き続く諸物価

及び諸経費の高騰により、厳しい状況であった。 

 

（１）昭和 50年代の料金改定 

 

昭和 50年９月分からの料金改定では、平均改定率が

159.57％という大幅な改定を実施し、これ以降、50年

代は３年に１度、料金改定を実施した。その最初の昭

和53年には累積収支過不足額が過去最高額の約574億

円となり、昭和 53 年 12 月１日から平均改定率が

37.14％の引上げを実施した。逓増度は口径別料金体系

に移行して以降最高の 6.1 倍に設定した。 

また、昭和 56 年 11 月１日からは平均改定率が

46.83％の料金改定を実施し、中期的な財政基盤の確立

を図った。 

昭和 59年５月１日からの料金改定は、東京都上下水

道財政調査委員会からの報告内容も踏まえ、従来の赤

字解消のためとは異なり、計画期間中のコストは計画

期間の使用者に負担してもらうことが、公平な見地か

ら適正であるという考えにより、平均改定率が 10.5％

の改定を実施した。この時には、逓増度を 5.7 倍から

4.7 倍としつつも節水型社会の形成を目指した逓増型

料金体系は維持されたものとした。  

 

（２）平成元年料金改定 

 

昭和 62年 12月に消費税法が成立したことを受け、

平成元年４月からは、消費税３％が適用されることに

なった。水道料金の転嫁についても検討が重ねられ、

導入を踏まえて、向こう３年間の財政収支を推計した

結果、内部努力なども推進することを含め都民への影

響を最小限に抑えることとし、平成元年６月分から料

金を４％引き下げるとともに、消費税３％を転嫁する

改定を実施した。 

 

（３）平成６年料金改定及び平成９年の消費税増税 

 

平成６年６月１日の料金改定では、水源開発経費の

増加や労務単価の上昇、高度浄水施設の建設推進、水

質管理、監視体制の強化（水質対策経費の増加）など

に加え、生活用水の使用水量が増加し、料金単価の高

い区分の比重が低下したことにより、将来に向けて厳

しい財政状況が予測され、平均改定率 16.1％引き上

げた新料金を適用。主な改正点では、逓増度は 4.7 倍

から 4.5 倍に緩和した。 

また、この年の 11月には消費税率を３％から４％

に引き上げ、さらに地方消費税１％を加える税制改革

関連法が成立し、平成９年４月から消費税率を５％に

引き上げることが決定。当局でも、平成９年６月分料

金から適用することとした。 

 

（４）平成 17年料金改定 

 

その後、節水努力が浸透したことや、大口需要が減

少する一方で、少子高齢化の進行や都心部の住宅供給

の増加により、小口使用者は増加傾向になるなど、需

要構造の変化があり、基本水量 10㎥に収まる使用者が

全体の 44％を占め、事業内容の重点施策が、新規水源

開発や水道施設の拡張といったものから、高度浄水施

設の建設や施設の耐震化などに移行する状況の中、当

局では東京都水道事業経営問題研究会を設置し、料金

－ 14 －

第１章



 

－ 15 － 
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これまで採用してきた基本水量制の在り方について検

討し、報告書では受益者負担の原則に立ち返り、使用
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受け、平成 17年１月１日から適用の料金では、平均改
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（５）平成 26年消費税増税 
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局でも令和元年 12月分から適用した。 
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い区分の比重が低下したことにより、将来に向けて厳

しい財政状況が予測され、平均改定率 16.1％引き上

げた新料金を適用。主な改正点では、逓増度は 4.7 倍

から 4.5 倍に緩和した。 
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その後、節水努力が浸透したことや、大口需要が減

少する一方で、少子高齢化の進行や都心部の住宅供給

の増加により、小口使用者は増加傾向になるなど、需

要構造の変化があり、基本水量 10㎥に収まる使用者が

全体の 44％を占め、事業内容の重点施策が、新規水源

開発や水道施設の拡張といったものから、高度浄水施

設の建設や施設の耐震化などに移行する状況の中、当

局では東京都水道事業経営問題研究会を設置し、料金
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第２ 今後の運営方針 

１ 持続可能な東京水道の実現に向けて 

 東京水道長期戦略構想２０２０ 

 
（１）東京水道を取り巻く状況 

 
 都の水道事業は、明治 31（1898）年に近代水道とし

て通水を開始し、都民生活と首都東京の都市活動を支

える基幹ライフラインとして、安定給水のために必要

な施設整備を着実に推進しながら、継続的に経営努力

を行い、健全な経営基盤を確立し、使命を果たしてき

た。さらに、全国に先駆けて市町営水道の一元化を進

め、今日では、給水人口約 1,350 万人（2018 年度時点）

という日本最大の水道事業者として、広域水道として

の一体性と責任を確保しつつ、効率的な事業運営に努

めている。 

 一方で、都の人口推計では、令和７（2025）年をピ

ークに都の人口も減少に転じ、令和 42（2060）年には

ピーク時から約 16％減少するとされている。人口減少

は、水道料金の収入の減少に直結し、施設整備など、

水道事業に不可欠な経費の不足につながる。 
 こうした人口減少に加え、環境危機やテクノロジー

の急激な進展、水道法の改正を契機とした広域連携や

官民連携の取組が全国の水道事業体で進むことが見込

まれるなど、東京水道をめぐる状況は、今後、激変し、

かつて経験したことのない局面を迎えることになる。 
 
（２）策定の目的 

 

 東京水道が将来とも持続可能な事業運営を行ってい

くためには、このような状況変化に柔軟に対応できる

新しい発想をもって、今後一斉に更新時期を迎える大

規模浄水場の整備や管路の維持管理、お客さまサービ

スの更なる向上、それに水道事業を支える人材の確

保・育成など、事業の根幹に関わる課題解決のための

対策を着実に進めていかなければならない。 
 当局では、これまで３年から５年ごとに経営プラン

（中期経営計画）を策定し事業を実施してきた。しか

し、東京水道の置かれたこうした立場を考えれば、今 
後は、単に５年ごとの視点ではなく、さらに先を見据

えた長期の経営方針を立て、目指すべき目標を明らか

にした上で事業を戦略的に進めていく必要がある。 
 そこで、当局では、令和２（2020）年度が「東京水

道経営プラン 2016」の終了年度であることから、次回

の中期経営計画からの「羅針盤」として、外部の有識

者で構成する「東京都水道事業運営戦略検討会議」で

の議論や、都の「『未来の東京』戦略ビジョン」の内容

を踏まえ、今後の状況変化を予測、分析しつつ、おお

むね 2040 年代を見据えた将来構想である「持続可能な

東京水道の実現に向けて 東京水道長期戦略構想

2020」を策定することとした。 

 

（３）長期構想の位置づけと期間 

 

 長期構想は、東京水道が目指すべき将来の姿と、そ

の実現に向けた取組の方向性を示す基本構想で、今後

の事業運営全般についての基本的な方針となるもので

ある。 
 改正水道法の施行規則では、水道事業者は、10年以

上を基準とした収支の見通しを作成し、その公表に努

めるとともに、収支見通しは、３年から５年ごとに見

直すよう努めることが規定された。 
 そこで、長期構想の期間は、都の人口推計に合わせ、

令和 42（2060）年までの水道需要、施設整備、業務運

営体制及び財政収支を推計するとともに、2040 年代を

視野に、おおむね 20年間の事業運営について示してい

る。 

 

（４）事業運営の考え方 

 

 都の水道事業が独立採算制の下、都の広域水道とし

ての一体性と責任を確保しつつ、将来にわたり必要不

可欠なサービスを提供していくためには、公共性の維

持と経営効率化の観点に立った業務運営が必要である。 
 そのため、引き続き、当局と政策連携団体が水道事

業の基幹的業務を担うグループ経営を推進していくこ

ととし、持続可能な水道事業の実現に向けた第一歩と

して、東京水道サービス株式会社と株式会社ＰＵＣを

統合し、東京水道株式会社として業務を開始すること

で、東京水道の経営基盤の強化を図った。 
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表１－５ 財政収支・料金改定の推移 

 

※ 水道料金は１か月当たり、口径 20ｍｍ・25 ㎥（H24 生活用水等実態調査 1 世帯 4 人平均使用水量 25.1 ㎥ 参考）使用の場合の料金  
※ 改定のあった年は改定後の料金を記載 
※ 物価指数は令和２年を１００％とした場合の数値（持家の帰属家賃を除く総合) 
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な施設整備を着実に推進しながら、継続的に経営努力
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営体制及び財政収支を推計するとともに、2040 年代を
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可欠なサービスを提供していくためには、公共性の維

持と経営効率化の観点に立った業務運営が必要である。 
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表１－５ 財政収支・料金改定の推移 

 

※ 水道料金は１か月当たり、口径 20ｍｍ・25 ㎥（H24 生活用水等実態調査 1 世帯 4 人平均使用水量 25.1 ㎥ 参考）使用の場合の料金  
※ 改定のあった年は改定後の料金を記載 
※ 物価指数は令和２年を１００％とした場合の数値（持家の帰属家賃を除く総合) 
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２ 東京水道施設整備マスタープラン 

 
都の水道は、集中的に整備してきた浄水場の更新、

切迫性が指摘される首都直下地震などの課題に直面し

ており、人口減少や感染症等、水道事業に影響を及ぼ

す新たな課題も顕在化してきている。また、火山噴火

や気候変動の進行に伴う風水害・渇水・原水水質悪化

などのリスクの増大も懸念される。 

「東京水道施設整備マスタープラン」（以下「マスタ

ープラン」という。）は、こうした課題やリスクに対し、

将来にわたり安全で高品質な水を安定的に供給する強

靭かつ持続可能な水道システムを構築するため、「東京

水道長期戦略構想 2020」の考え方や外部有識者で構成

する東京都水道事業運営戦略検討会議（施設整備に関

する専門部会含む。）での議論などを踏まえ、施設整備

の基本計画として、具体的な取組と 10年後の整備目標

を定めた計画である。具体的な取組は、安定給水の確

保、財政の状況等を十分に考慮し、適宜、整備方針な

どを策定して進めるものとする。 

なお、今回のマスタープランは、「東京都水道局震災

対策事業計画」も兼ねている。 

計画期間は令和３年度から令和 12 年度までの 10 年

間とし、事業規模は、毎年度約 2,200 億円を見込んで

いる。 

 

（１）施設整備の考え方  

マスタープランでは、施設整備の考え方として、５

つの基本事項を整理している。 

  

ア 基本事項 

 

（ア）水道需要の見通し 

計画一日最大配水量は、ピークとなる令和７年度に

おおむね 530 万㎥、20 年後の令和 22 年度におおむね

515 万㎥となる可能性があると見通している。 

 

（イ）確保すべき施設能力 

水道需要に加えて、補修等による能力低下量や災害

等で浄水場が停止するような重大リスクが発生した場

合の能力低下量を考慮し、確保すべき施設能力を日量

約 660 万㎥としている。 

（ウ）予防保全型管理による施設の長寿命化 

コンクリート構造物の予防保全型管理に取り組み、

施設の長寿命化や更新の平準化を図る。 

また、浄水場や給水所などを長期にわたって供用し

ていくために、法定耐用年数 60年を超過する前に予防

保全型管理による点検を実施し、劣化予測を行うとと

もに、必要に応じて損傷箇所を補修する。 

こうした取組により、年間事業費を抑制しつつ、長

期に及ぶ更新工事を計画的に推進していく。 

 

（エ）施設の更新 

浄水場は、予防保全型管理による施設の長寿命化や

更新の平準化を図り、約 90 年で計画的な更新を行う。

また、更新に伴い低下する施設能力相当の代替浄水場

を整備した上で浄水場の更新に着手する。さらに、水

道需要の動向等を踏まえながら、更新に併せて施設能

力のダウンサイジングを図る。 

また、大規模浄水場では、浄水場の停止による影響

を軽減させるため、施設能力の均等化を図る。 

給水所は、予防保全型管理による施設の長寿命化を

踏まえ、適切な更新期間を設定するとともに、更新に

伴い低下する配水池容量を送水管ネットワーク等の活

用により確保することで、計画的に更新していく。今

後、新設や更新する給水所は、施設の安全性を確保し

た上で可能な限り地域に開放するなど、親しまれる水

道施設として整備する。 

導水施設及び送水管は、二重化等によるバックアッ

プ機能を確保するとともに、既設管路の健全度を調査

し、計画的に更新を行う。 

配水管は、老朽化した漏水リスクの高い管路の早急

な更新や、断水率の高い地域における耐震継手化を引

き続き推進していく。  

なお、配水管のうち、避難所や主要な駅などの重要

施設への供給ルートの耐震継手化については、令和４

年度に概成した。 

 

（オ）多摩地区水道の強靭化 

地域特性に応じた効率的な施設管理を行うため、地

形や高低差などを考慮した適切な配水区域への再編や

既存施設の統廃合を進めていく。 

また、予防保全型管理による施設の長寿命化を図り

ながら、浄水所や給水所などの拠点となる施設の整備

や送・配水管ネットワークを構築していく。 

－ 18 － 

（５）目指すべき姿と取組の方向性 

 

 長期構想では、都の水道事業を取り巻く状況が、モ

ノ（施設）、ヒト（執行体制）、カネ（財政）の面で大

きく変化していくことから、３つの目指すべき姿と 14

の取組の方向性に整理した。 

 具体的には、人口減少に伴い水道需要や料金収入の

減少する中にあっても、安定供給のために必要な施設

整備は着実に推進すること、また、労働力人口の減少

を踏まえ、政策連携団体を含む効率的な運営体制を構

築するとともに、社会経済情勢に即したお客さまサー

ビスの向上と業務の効率化を推進すること、さらに、

不断の経営努力や企業債の発行余力の活用を進め、料

金水準をできる限り維持し、持続可能な財政運営を推

進していくこととした。 

 
図１－６ 事業運営の基本的な考え方 
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イ 主要施策の方向性 

 

施設の老朽化や災害、気候変動といった直面する

様々な課題やリスクに適切に対応し、将来にわたり、

安全でおいしい水を安定的に供給することが水道事業

者の使命である。 

そのためには、強靭で持続可能な水道システムを構

築し適切に維持していくことが不可欠であり、今後と

も多岐にわたる施設整備が必要となる。 

しかし、こうした施設整備には、多くの経費と長い

期間を要する。このため、取り組むべき施設整備につ

いて、「安全で高品質な水の安定供給」、「様々な脅威へ

の備え」及び「新技術を活用した水道システムの構築」

という 3 つの主要施策の方向性を明らかにした上で、

今後 10 年間の具体的な取組を展開していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（単位：％）

R５年度 R６年度 R12年度

【実績】 【実績】 【目標】

R7年度

100

R4年度

100

R8年度

100

R10年度

100

R5年度

100

※１ 令和４年５⽉に公表された「⾸都直下地震等による東京の被害想定」において、断⽔率が
   最⼤と想定される都⼼南部直下地震が発⽣した場合の⽬標と実績に⾒直した。
※２ これまでの区市町単位から､250ｍ四⽅に細分化した区域において震災時の断⽔率が
   50％を超える区域を取替優先地域と位置づけ、耐震継手化を重点的に推進していく。

安

全

で

高
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質

な

水

の

安

定

供

給

「東京水道施設整備マスタープラン」施設整備指標（令和６年度）

取組

№

指標

№
指　標

取組２ ①

取組４

導水施設の二重化整備率 85 85 88

取組７ ④ 残留塩素目標達成率

93

取組５ ③ 安定給水確保率 87 87 89

② 送水管ネットワークの整備率 85 85

51 52

⑬ 取替優先地域の管路取替率　※２

89 87 94

取組８ ⑤ 長期不使用給水管対応率 28 42

69

取組12 ⑦ 配水池耐震施設率 83 84 98

取組11 ⑥ 浄水施設耐震化率 14 14

61

⑪
取替困難管解消率

（ダクタイル化率100％）
56 75

24 19

⑩ 重要施設への供給ルートの耐震継手率 概成 概成

⑨ 地震発生時の断水率　※１ 25

⑫取替優先地域解消率と統合

⑫ 取替優先地域解消率　※２ 92 92

53 67

取組15

⑮ 大規模停電時における給水確保率 68 70

取組14 ⑭ 私道内給水管耐震化率 52

92

⑯ 自家用発電設備の燃料確保率（72時間） 54 57

新

技

術

活

用

取組17

⑱ デジタル技術を活用した研修の受講人数

取組16 ⑰ 河川横断管路の地中化整備率

⑲ AIによる運転管理サポート機能開発の進捗率

様

々

な

脅

威

へ

の

備

え

取組13

⑧ 管路の耐震継手率

100 100

83

1 180

766人/年 955人/年 300人/年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－７ 具体的な取組 

図１－８ 施設整備目標 
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３ 東京水道経営プラン２０２１ 

 
（１） 経営プラン策定の基本的な考え方 

 

  当局では、令和２年７月に、長期的な視点に立った

おおむね 20年間の事業運営の基本的な方針である「東

京水道長期戦略構想 2020」を策定した。「東京水道経

営プラン 2021」は、「東京水道長期戦略構想 2020」で

掲げた目指すべき将来の姿を実現するため、令和３年

度から令和７年度までの５年間に取り組む施策の事業

計画と財政計画を明らかにした中期経営計画である。

（表１－６参照） 
 

本プランでは、経営方針を「安全でおいしい高品質

な水を安定して供給するとともに、様々な脅威への備

えに万全を期すため、施設整備の着実な推進、水質管

理の徹底などにより、水道システムの強靭化を進める

こと」、「お客さまからの信頼を得られる事業運営を進

めるため、双方向コミュニケーションの充実やデジタ

ル技術の活用等により、お客さまサービスの向上と業

務の効率化を推進すること」、「都の広域水道としての

一体性と責任を確保し、健全な経営を維持するため、

グループ経営の推進、水道事業を支える人材の育成な

どを進めるとともに、不断の経営努力に努めていくこ

と」と定めた。 

 

 

この経営方針の下、浄水場等施設の長寿命化に向け

た予防保全型管理に取り組むなど「強靭で持続可能な

水道システムの構築」を目指していく。 

また、スマートメータの導入をはじめ新技術を活用

し、お客さまサービスの向上を図るなど「お客さまと

つながり、信頼される水道の実現」を推進していく。

さらに、政策連携団体への業務移転をはじめとする経

営努力や企業債の発行余力の活用により、健全な財政

運営に努め、「東京水道を支える基盤の強化」を図って

いく。 

「『未来の東京』戦略」にもこうした取組を盛り込み、

長期的な視点に立ってこれを進めるとともに、本経営

プランの実効性を高め、都民への説明責任を果たすた

め、施設整備と経営の目標管理を徹底していく。 

また、目標を達成するため、定期的に検証を行い、

施策のブラッシュアップを図りながら、東京水道グル

ープの総力を挙げて、強靭な東京水道を構築していく。 

 

 

（２）主要な取組の体系及び概要 

 

 それぞれの主要な取組の概要は、次のとおりである。

（図１－９参照） 

 

 

 
 
図１－９ 「東京水道経営プラン 2021」の主要施策の概念図 

お 客 さ ま サ ー ビ ス の
向 上 と 業 務 の 効 率 化

東京都水道局アプリの導入、キャッシュレスの促進、
ペーパーレスの促進、応急給水体制の充実、水道工事関連団体との連携強化    など
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イ 主要施策の方向性 
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図１－７ 具体的な取組 

図１－８ 施設整備目標 
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Ⅱ お客さまとつながり、信頼される水道の実現 

 

第４ 双方向コミュニケーション 

 

水道サポーター制度により、お客さまに直接水

道事業の説明や情報提供を行い水道事業に対する

お客さまの理解を深めていただくとともに、事業

運営に対する御意見や御提案を頂けるような取組

を進めていく。 

また、お客さまの声の分析を通してお客さまニ

ーズを的確に事業運営に反映するとともに、水道

キャラバンや水道なんでも相談など、多様な広報

施策を展開していく。 

 

 

第５ お客さまサービスの向上と業務の効率化 

 

各種申込手続、料金の支払、情報閲覧などを一

元的に受け付ける「東京都水道局アプリ」を令和

４年 10月より運用を開始した。引き続き、お客さ

まサービスの向上と業務の効率化を図りつつ、キ

ャッシュレス化やペーパレス化も促進していく。 

また、災害時の応急給水体制の実効性をより高

めるため、訓練を継続して行うとともに、平常時

及び災害時に必要な情報を分かりやすく発信して

いく。 

 

第６ 環境に配慮した事業運営 

 

「東京都水道局環境５か年計画 2025－2029」に

基づき、太陽光発電や小水力発電といった再生可

能エネルギーの導入を拡大していくとともに、ゼ

ロエミッションビークル等の積極的な導入により

CO2 排出量を着実に削減していく。 

また、街中に給水スポット「Tokyowater Drinking 

Station(ＤＳ)」を設置し、ペットボトルによら

ずマイボトルに水道水を給水する環境にやさし

いライフスタイルを促進するとともに、日常的な

水道水の飲用行動や水道事業への理解促進を図っ

ていく。 

さらに、水道水源林の保全に加えて、玉川上水

を都民に親しまれる水と緑の空間として適切に保

全していく。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 東京水道を支える基盤の強化 

 

第７ グループ経営の推進 

 

都の広域水道としての一体性と責任を確保して

いくため、引き続き、グループ経営を推進すると

ともに、政策連携団体へ業務を移転していく。 

また、グループ経営を新たなステージへと進化

させるため、グループ経営に関する基本方針に基

づき、グループ内のガバナンスを機能させていく

とともに、業務の質を向上させ、相互連携を強化

    水道サポーター制度（イメージ図） 

太陽光発電設備 

ボトルディスペンサー型ＤＳ 
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Ⅰ 強靭で持続可能な水道システムの構築 

 

第１ 安定給水 

 

首都東京の安定給水を継続するため、水道需要

への対応はもとより、将来の気候変動による影響

を踏まえ、水源の安定化を図るとともに、確保し

た水源を最大限活用していく。 

水道水源林については、引き続き適正な管理を

行うとともに、「みんなでつくる水源の森実施計

画 2021」に基づき、水源地保全の重要性に対する

都民の理解促進、地元自治体をはじめ多様な主体

との連携強化、多摩川上流域の民有林の保全・管

理に向けた取組を重点的に進めていく。 

また、水道水の水質については、安全性の更な

る向上に向けてより徹底した水質管理を行うとと

もに、お客さまの水質に関する満足度向上のため、

水質の見える化を図り水質や安全性などの情報を

発信していく。 

加えて、導水施設の二重化や更新、送水管のネ

ットワーク化や更新に取り組むとともに、予防保

全型管理により水道施設の長寿命化を図り、大規

模浄水場の更新に備えた代替浄水施設の整備を進

めていく。 

また、給水所の新設拡充や更新、配水管の耐震

継手化、長期不使用給水管への対応を着実に進め

ていく。 

さらに、多摩地区水道については、多摩地区を

４つのエリアに分け拠点となる施設の整備やネッ

トワーク化を進めるとともに、老朽化した施設の

更新を推進していく。 

  

 

 

 

 

 

第２ 様々な脅威への備え 

 

 大規模な震災や自然災害が発生しても被害を最

小限に抑えられるよう、浄水施設や配水池の耐震

化を推進する。 

また、火山降灰に対する対策として、浄水施設

の覆蓋化を推進するとともに、停電が発生した際

にも平常時と同様に給水できるよう、自家用発電

設備の新設・増強に取り組んでいく。 

 

 

 

第３ 新技術の活用 

 

 令和４年６月に策定した「水道スマートメータ

先行実装プロジェクト推進プラン」では、４年度

から６年度までの３か年で約 13 万個のスマート

メータを設置し、導入効果を確認した。今後は７

年３月に策定した「水道スマートメータ実装方針」

に基づき、2030 年代の全戸導入に向けた取組を加

速させる。ほかにも、浄水処理における薬品注入

にＡＩを活用するなど、水道事業への新技術の導

入に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前の森林    ⇒    整備された森林 

浄水施設の覆蓋化（イメージ） 

スマートメータ 

（電子メータと通信機器の分離型） 
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表１－６ 東京水道経営プラン 2021 の概要 

（１） 財政収支計画                                   

                                   （単位 百万円） 

累積収支
過不足額

133,721 
(3,848)

111,609 
(3,848)

△ 22,112 
(0)

134,633 
(△10,674)

117,429 
(△14,828)

△ 17,204 
(△4,154)

142,497 
(△1,361)

117,836 
(△2,883)

△ 24,661 
(△1,522)

140,202 
(1,588)

132,373 
(△941)

△ 7,829 
(△2,529)

136,919 
(1,350)

152,821 
(△3,027)

15,902 
(△4,377)

収　　支

過不足額料　　金 起 　 債
国　庫

補助金

一般会計

繰 入 金
そ の 他 計 営業費用 支払利息

元　金

償還金

建　設

改良費
その他 計

 収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　　 　　　出

413,177 △ 4,648 △ 3,664 

決算 300,568 25,280 0 3,183 45,841 374,872 

50,629 408,529 260,124 3,605 15,727 0 計画 309,385 45,279 65        3,171 

△ 3,608 

増減 △ 8,817 △ 19,999 △ 65 12 △ 4,788 △ 33,657 △ 14,793 △ 860 

245,331 2,745 19,924 0 379,609 △ 4,737 

4,197 0 △ 33,568 △ 89 56 

4

計画 319,580 43,527 157       

3

0 412,566 1,144 △ 2,520 

決算 304,295 31,995 90 3,288 51,759 

3,270 47,176 413,710 257,801 3,252 16,880 

△ 806 2,273 0 △ 16,640 △ 5,643 △ 5,587 

△ 4,499 △ 8,107 

増減 △ 15,285 △ 11,532 △ 67 18 4,583 △ 22,283 △ 903 

391,427 256,898 2,446 19,153 0 395,926 

420,847 △ 3,640 △ 6,160 

決算 310,966 33,711 113 3,303 54,904 402,997 

45,987 417,207 258,754 3,399 16,197 0 計画 321,364 46,429 157 3,270 

△ 17,698 

増減 △ 10,398 △ 12,718 △ 44 33 8,917 △ 14,210 18,233 △ 965 

276,987 2,434 15,202 129 412,588 △ 9,591 

△ 995 129 △ 8,259 △ 5,951 △ 11,538 

6

計画 321,235 43,775 157 

5

0 414,927 △ 760 △ 6,920 

決算 314,398 48,073 513 3,562 52,552 

3,270 45,730 414,167 256,320 3,609 14,796 

△ 998 △ 2,080 0 7,177 △ 2,246 △ 13,784 

△ 3,006 △ 20,704 

増減 △ 6,837 4,298 356 292 6,822 4,931 18,084 

419,098 274,404 2,611 12,716 0 422,104 

416,656 257,923 3,839 11,055 0 計画 321,625 40,804 157 3,270 

予算 321,508 59,600 891 3,726 68,223 453,948 295,493 4,157 

52,532 △ 15,240 △ 29,024 

7

17,423 37,292 37,570 318 △ 1,258 0 

9,797 0 462,268 △ 8,320 △ 29,024 

増減 △ 117 18,796 734 456 

409,736 6,920 0 50,800 

年度

区分

2年度末

計画 984

実績 1,129

 

注１  起債及び元金償還金は、借換分を除いたもの  
注２  建設改良費の( )は、大規模浄水場更新積立金の積立額、同積立金取崩額、工業用水道事業施設等移管経費積立金の積立額及び同積立金取崩額で、内書きである           

 
（２）不断の経営努力 

（単位 百万円） 
７年度 計

計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 計画

66 66 0 162 159 △ 3 291 270 △ 21 432 381 △ 51 645 1,596 

655 1,096 441 1,353 2,226 873 1,619 2,461 842 1,759 2,748 989 1,930 7,316 

515 538 23 43 20 △ 23 134 30 △ 104 179 124 △ 55 5,217 6,088 

1,236 1,700 464 1,558 2,405 847 2,044 2,761 717 2,370 3,253 883 7,792 15,000 

６年度５年度４年度

計

事 務 事 業 の 効 率 化 に よ る 経 費 節 減

既 定 経 費 の 節 減

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る 収 入 確 保

事　　　　　　　　　　項
３年度
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するなど、効率的かつ効果的な業務運営体制を構

築していく。 

さらに、現在政策連携団体への委託は業種ごと

に契約を分けて仕様発注をしているが、効率性や

受託者の創意工夫が働きにくいなどの課題があっ

たため、政策連携団体への業務移転手法として、

令和７年４月から新たに、性能発注方式による包

括委託を一部契約において導入した。 

 

 第８ 強固な人材基盤 

 

将来の水道事業を担う人材を計画的に育成して

いくため、「東京水道グループ人材育成方針」を策

定し、東京水道グループが一体となって人材育成

の取組を推進するとともに、コンプライアンスの

取組について、ＰＤＣＡサイクルを構築すること

で職員のコンプライアンス意識の浸透を図る。 

また、管路の更新工事の着実な実施や災害時の迅

速な対応を行うため、水道事業を支える重要な基盤

である水道工事事業者の環境改善に取り組んでいく。 

さらに、これまで培ってきた技術力や広域化のノ

ウハウなどの強みを活かし、国内水道事業体の事業

運営に一層貢献していく。 

 

第９ 健全な財政基盤 

 

安定給水に必要な取組を推進した上で、不断の

経営努力として５年間で 150 億円の経費縮減と収

入確保に努め、現行の料金水準を維持した健全な

財政運営を行っていく。 

また、経営プランの実効性を高めお客さまへの

説明責任を果たすため、施設整備と経営の目標管

理を徹底していく。
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表１－６ 東京水道経営プラン 2021 の概要 

（１） 財政収支計画                                   

                                   （単位 百万円） 

累積収支
過不足額

133,721 
(3,848)

111,609 
(3,848)

△ 22,112 
(0)

134,633 
(△10,674)

117,429 
(△14,828)

△ 17,204 
(△4,154)

142,497 
(△1,361)

117,836 
(△2,883)

△ 24,661 
(△1,522)

140,202 
(1,588)

132,373 
(△941)

△ 7,829 
(△2,529)

136,919 
(1,350)

152,821 
(△3,027)

15,902 
(△4,377)

収　　支

過不足額料　　金 起 　 債
国　庫

補助金

一般会計

繰 入 金
そ の 他 計 営業費用 支払利息

元　金

償還金

建　設

改良費
その他 計

 収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　　 　　　出

413,177 △ 4,648 △ 3,664 

決算 300,568 25,280 0 3,183 45,841 374,872 

50,629 408,529 260,124 3,605 15,727 0 計画 309,385 45,279 65        3,171 

△ 3,608 

増減 △ 8,817 △ 19,999 △ 65 12 △ 4,788 △ 33,657 △ 14,793 △ 860 

245,331 2,745 19,924 0 379,609 △ 4,737 

4,197 0 △ 33,568 △ 89 56 

4

計画 319,580 43,527 157       

3

0 412,566 1,144 △ 2,520 

決算 304,295 31,995 90 3,288 51,759 

3,270 47,176 413,710 257,801 3,252 16,880 

△ 806 2,273 0 △ 16,640 △ 5,643 △ 5,587 

△ 4,499 △ 8,107 

増減 △ 15,285 △ 11,532 △ 67 18 4,583 △ 22,283 △ 903 

391,427 256,898 2,446 19,153 0 395,926 

420,847 △ 3,640 △ 6,160 

決算 310,966 33,711 113 3,303 54,904 402,997 

45,987 417,207 258,754 3,399 16,197 0 計画 321,364 46,429 157 3,270 

△ 17,698 

増減 △ 10,398 △ 12,718 △ 44 33 8,917 △ 14,210 18,233 △ 965 

276,987 2,434 15,202 129 412,588 △ 9,591 

△ 995 129 △ 8,259 △ 5,951 △ 11,538 

6

計画 321,235 43,775 157 

5

0 414,927 △ 760 △ 6,920 

決算 314,398 48,073 513 3,562 52,552 

3,270 45,730 414,167 256,320 3,609 14,796 

△ 998 △ 2,080 0 7,177 △ 2,246 △ 13,784 

△ 3,006 △ 20,704 

増減 △ 6,837 4,298 356 292 6,822 4,931 18,084 

419,098 274,404 2,611 12,716 0 422,104 

416,656 257,923 3,839 11,055 0 計画 321,625 40,804 157 3,270 

予算 321,508 59,600 891 3,726 68,223 453,948 295,493 4,157 

52,532 △ 15,240 △ 29,024 

7

17,423 37,292 37,570 318 △ 1,258 0 

9,797 0 462,268 △ 8,320 △ 29,024 

増減 △ 117 18,796 734 456 

409,736 6,920 0 50,800 

年度

区分

2年度末

計画 984

実績 1,129

 

注１  起債及び元金償還金は、借換分を除いたもの  
注２  建設改良費の( )は、大規模浄水場更新積立金の積立額、同積立金取崩額、工業用水道事業施設等移管経費積立金の積立額及び同積立金取崩額で、内書きである           

 
（２）不断の経営努力 

（単位 百万円） 
７年度 計

計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 計画

66 66 0 162 159 △ 3 291 270 △ 21 432 381 △ 51 645 1,596 

655 1,096 441 1,353 2,226 873 1,619 2,461 842 1,759 2,748 989 1,930 7,316 

515 538 23 43 20 △ 23 134 30 △ 104 179 124 △ 55 5,217 6,088 

1,236 1,700 464 1,558 2,405 847 2,044 2,761 717 2,370 3,253 883 7,792 15,000 

６年度５年度４年度

計

事 務 事 業 の 効 率 化 に よ る 経 費 節 減

既 定 経 費 の 節 減

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る 収 入 確 保

事　　　　　　　　　　項
３年度

 
 
 
 
 
 
 

－ 24 － 

するなど、効率的かつ効果的な業務運営体制を構

築していく。 

さらに、現在政策連携団体への委託は業種ごと

に契約を分けて仕様発注をしているが、効率性や

受託者の創意工夫が働きにくいなどの課題があっ

たため、政策連携団体への業務移転手法として、

令和７年４月から新たに、性能発注方式による包

括委託を一部契約において導入した。 

 

 第８ 強固な人材基盤 

 

将来の水道事業を担う人材を計画的に育成して

いくため、「東京水道グループ人材育成方針」を策

定し、東京水道グループが一体となって人材育成

の取組を推進するとともに、コンプライアンスの

取組について、ＰＤＣＡサイクルを構築すること

で職員のコンプライアンス意識の浸透を図る。 

また、管路の更新工事の着実な実施や災害時の迅

速な対応を行うため、水道事業を支える重要な基盤

である水道工事事業者の環境改善に取り組んでいく。 

さらに、これまで培ってきた技術力や広域化のノ

ウハウなどの強みを活かし、国内水道事業体の事業

運営に一層貢献していく。 

 

第９ 健全な財政基盤 

 

安定給水に必要な取組を推進した上で、不断の

経営努力として５年間で 150 億円の経費縮減と収

入確保に努め、現行の料金水準を維持した健全な

財政運営を行っていく。 

また、経営プランの実効性を高めお客さまへの

説明責任を果たすため、施設整備と経営の目標管

理を徹底していく。
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（３）健全な財政運営 

目標数値
（７年度）

実績
（６年度）

100％以上 103.3％

100％以上 146.2％

74％以上 82.3％

20％以下 4.9％

300％以下 97.4％

100％以上 98.8％

指　　　　　　　　　　標 指標の説明

　財政構造の弾力性を表す指標

　短期債務に対する支払能力を表す指標

　総資本に対する自己資本の割合を表す指標

　給水収益に対する企業債の規模を表す指標

　給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを
  表す指標

経 常 収 支 比 率

流 動 比 率

自 己 資 本 構 成 比 率

給 水 収 益 に 対 す る 企 業 債 元 利 償 還 金 の 割 合

給 水 収 益 に 対 す る 企 業 債 残 高 の 割 合

料 金 回 収 率  
注１  給水収益に対する企業債元利償還金の割合は、借換分を除いたもので算定 

注２  ６年度実績は税込で算定 

 

（４）施設整備主要事業計画            

（単位 百万円） 

計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 予算 増減

122,900 15,300 18,565 3,265 24,300 17,417 △ 6,883 27,700 20,102 △ 7,598 30,500 22,524 △ 7,976 25,100 28,800 3,700 

759,600 152,200 137,874 △ 14,326 154,700 139,600 △ 15,100 155,300 161,061 5,761 148,500 158,903 10,403 148,900 146,600 △ 2,300 

54,500 10,500 9,042 △ 1,458 11,000 9,440 △ 1,560 11,000 10,962 △ 38 11,000 12,360 1,360 11,000 12,600 1,600 

937,000 178,000 165,481 △ 12,519 190,000 166,457 △ 23,543 194,000 192,125 △ 1,875 190,000 193,787 3,787 185,000 188,000 3,000 

219,814 45,279 25,280 △ 19,999 43,527 31,995 △ 11,532 46,429 33,711 △ 12,718 43,775 48,073 4,298 40,804 59,600 18,796 

693 65         0 △ 65 157        90 △ 67 157 113 △ 44 157 348 191 157 494 337 

693 65         0 △ 65 157        99 △ 58 157 124 △ 33 157 383 226 157 494 337 

715,800 132,591 140,201 7,610 146,159 134,273 △ 11,886 147,257 158,177 10,920 145,911 144,983 △ 928 143,882 127,412 △ 16,470 

財
 
 
源

企 業 債

国 庫 補 助 金

一 般 会 計 繰 入 金

そ の 他

送 配 水 施 設 整 備 事 業
送配水管の耐震強化等

配水池等の整備　など

給 水 設 備 整 備 事 業
私道内給水管整備等

長期不使用給水管整理　など

計

７年度

年　　度　　別　　内　　訳

計画事業費事　　業　　内　　容 ６年度

水 源 及 び 浄 水 施 設 整 備 事 業
導水施設の整備

大規模浄水場の整備
多摩地区浄水所等の整備　など

３年度 ４年度 ５年度事　　　業　　　名

 
（５）施設整備到達目標 

93％
（12年度）

89％
（12年度）

69％
（12年度）

61％
（12年度）

19％
（12年度）

100％
（８年度）

100％
（５年度）

※１ 令和４年５月に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定」において、断水率が最大と想定される都心南部直下地震が発生した場合の目標と実績に見直した。

100％

75％

　配水管における耐震継手管の割合 52％

24％

　取替困難管の延長に占める取替困難管を解消した延長の割合

　浄水処理における薬品注入監視をAIによりサポートする機能の開発状況

浄水施設耐震化率

ＡＩによる運転管理サポート機能開発の進捗率

  （三園浄水場への導入状況）

地震発生時の断水率 ※１

　ネットワークを形成するために必要な送水管において、整備が完了した割合

　着水井から配水池までの浄水施設を耐震化した割合

安定給水確保率

目標数値

（目標年度）

　都心南部直下地震が発生した場合に断水が想定される給水人口の割合

取替困難管解消率 （ダクタイル化率100％）

実績

（６年度）

87％

14％

85％

管路の耐震継手率

指　標　 指標の説明

送水管ネットワークの整備率

　配水区域をもつ浄水場や給水所などにおいて、配水池により、目標の水量

  （計画一日最大配水量の12時間相当）を確保した割合
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表１－７ 当局所管政策連携団体の概要 

団体名 東京水道株式会社 

資本金 

 1 億円 （発行株式数 3,422 株） 

 都持株数      2,752 株 

 都持株比率      80.4％ 

社員数(常勤）  2,334 人 

主要事業 

 ・管路施設管理 

 ・浄水施設管理 

 ・コンサルティング・調査 

 ・水道料金徴収業務等の公益事業に係る各種事務処理の代行 

 ・コールセンターの構築、運営 

 ・ＩＴサービス業務 

 ・その他 

 ＜水道局からの委託料（令和 6年度）＞ 

 約 279 億円（水道施設管理・整備業務：約 132 億円、お客さまサービス業務：

約 147 億円） 

決算の概要 

＜令和６年度決算＞ 

（単位：千円）

科目 金額

　　 　売上高 29,842,918

　　 　売上原価 25,365,839

　売上総利益 4,477,078

　　 　販売費及び一般管理費 3,189,766

　営業利益 1,287,311

　　 　営業外収益 136,308

　 　　営業外費用 82,184

　経常利益 1,341,436

　 　　特別損失

　　  　　固定資産除去損 12,020

　税引前当期純利益 1,329,416

　　 法人税、住民税及び事業税 720,818

　　 法人税等調整額 △ 282,865

　当期純利益 891,463  

※社員数は令和７年４月１日現在 

※記載金額は、端数処理のため合計等が一致しない場合がある。 
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（３）健全な財政運営 

目標数値
（７年度）

実績
（６年度）

100％以上 103.3％

100％以上 146.2％

74％以上 82.3％

20％以下 4.9％

300％以下 97.4％

100％以上 98.8％

指　　　　　　　　　　標 指標の説明

　財政構造の弾力性を表す指標

　短期債務に対する支払能力を表す指標

　総資本に対する自己資本の割合を表す指標

　給水収益に対する企業債の規模を表す指標

　給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを
  表す指標

経 常 収 支 比 率

流 動 比 率

自 己 資 本 構 成 比 率

給 水 収 益 に 対 す る 企 業 債 元 利 償 還 金 の 割 合

給 水 収 益 に 対 す る 企 業 債 残 高 の 割 合

料 金 回 収 率  
注１  給水収益に対する企業債元利償還金の割合は、借換分を除いたもので算定 

注２  ６年度実績は税込で算定 

 

（４）施設整備主要事業計画            

（単位 百万円） 

計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 予算 増減

122,900 15,300 18,565 3,265 24,300 17,417 △ 6,883 27,700 20,102 △ 7,598 30,500 22,524 △ 7,976 25,100 28,800 3,700 

759,600 152,200 137,874 △ 14,326 154,700 139,600 △ 15,100 155,300 161,061 5,761 148,500 158,903 10,403 148,900 146,600 △ 2,300 

54,500 10,500 9,042 △ 1,458 11,000 9,440 △ 1,560 11,000 10,962 △ 38 11,000 12,360 1,360 11,000 12,600 1,600 

937,000 178,000 165,481 △ 12,519 190,000 166,457 △ 23,543 194,000 192,125 △ 1,875 190,000 193,787 3,787 185,000 188,000 3,000 

219,814 45,279 25,280 △ 19,999 43,527 31,995 △ 11,532 46,429 33,711 △ 12,718 43,775 48,073 4,298 40,804 59,600 18,796 

693 65         0 △ 65 157        90 △ 67 157 113 △ 44 157 348 191 157 494 337 
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送配水管の耐震強化等

配水池等の整備　など

給 水 設 備 整 備 事 業
私道内給水管整備等

長期不使用給水管整理　など

計
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３年度 ４年度 ５年度事　　　業　　　名

 
（５）施設整備到達目標 

93％
（12年度）
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※１ 令和４年５月に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定」において、断水率が最大と想定される都心南部直下地震が発生した場合の目標と実績に見直した。
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５ 水道スマートメータ実装方針 

 

当局では、デジタル技術を活用したお客さまサービ

スの向上や将来を見据えた業務の効率化、安定的な事

業運営等を目的として、令和４年６月に水道スマート

メータ先行実装プロジェクト推進プランを策定し、令

和４年度から令和６年度までの３か年で約 13 万個の

スマートメータを先行導入し、調達方法、通信方法、

お客さまサービス等の検証を進めてきた。その結果、

自動検針による業務の効率化、漏水の早期発見などお

客さまサービスの向上や水道事業運営への活用等に資

する取組であることが確認できた。導入効果を確認で

きたことなどから、2030 年代の全戸導入に向けて、令

和７年度から令和 10 年度までの設置方針や取組の方

向性を整理した「水道スマートメータ実装方針」を令

和７年３月に策定した。 

 

 

 

（１） 全戸導入に向けた設置方針 

 

 令和７年度から令和10年度の４年間で約100万個を

新築住宅や都施設等に導入し、以降はスマートメータ

へ着実に切り替え、2030 年代の全戸導入を目指してい

く。 

 

 

 

（２）「スマートメータ」×「共創」による新しい価値

の創出 

 

ＩＴ技術の進化やライフスタイルの変化が早い社会

環境下では、これまで以上にお客さまや様々な関係機

関と協働し、新しい価値を生み出していく「共創」の

理念が重要である。 

今後はより一層お客さまの声に耳を傾け、標準的な

世帯使用水量との比較ができる節水支援などの新たな

サービス開発を行うとともに、防災や福祉分野などの

公共性の高い課題に対し、行政機関をはじめとする多

様な主体と連携することで、データ利活用事例の創出

など、その効果の発揮を図っていく。 

 

 

 

 

（３）水道事業運営の効率化・高度化 

 

 水道事業のソフト・ハード両面から活用の検討を進

め、水道スマートメータの効果を最大限生かした事業

運営の効率化・高度化を実現させる。 

検針業務の効率化に関しては、現地訪問の回数減少

による労働力人口減少への対応、検針票等のペーパー

レス化等、環境負荷を低減した業務運営を行う。 

危機管理の向上に関しては、配水小管スマートメー

タ（水圧計）を避難所等の重要施設へ設置し震災時等

における重要施設の給水状況を早期把握していく。 

維持管理・施設整備の最適化に関しては、スマート

メータのデータを使用して管網解析を精緻化するとと

もに、様々な蓄積データを分析して配水施設の整備水

準を検討していく。 

 

 

 

 

節水支援 災害時の避難支援 
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４ グループ経営の推進 

（１）グループ経営の推進とは 

都の水道事業が独立採算制の下、都の広域水道とし

ての一体性と責任を確保しつつ、将来にわたり必要不

可欠なサービスを提供していくためには、公共性の維

持と経営効率化の観点に立った業務運営が必要である。 

そのため、当局では、民間に委ねられる業務は、可

能な限り民間事業者に委託し、水道事業運営の根幹に

関わる業務を当局が、事業運営上重要な業務を政策連

携団体である東京水道株式会社が担うグループ経営を

推進していくこととしている。 

 

 
 

（２） グループ経営体制の構築に向けた取組 

平成 18 年 10 月に、公共性と効率性を両立させなが

ら将来にわたり責任を持って事業運営を行うため、基

幹的業務を当局と政策連携団体が担う「一体的事業運

営体制」を構築する基本方針を策定した。この基本方

針に基づき、基幹的業務に関して当局と政策連携団体

が担う役割を整理し、政策連携団体はこれまで民間委

託がなじまない業域とされていた業務等の事業運営上

重要な業務を担うことを明確に位置付け、当局の事業

の補完・支援機能を、より一層高めてきた。 

続いて、平成 28年７月に、水道事業を取り巻く状況、

政策連携団体に求められる役割の増大、会社法の改正

等を踏まえ、当局及び政策連携団体がこれまで以上に

一丸となって事業運営を推進していく必要から「東京

水道グループ経営基本方針」を策定した。 

同方針では、それぞれの役割分担に従い、連携して

業務を実施してきた「一体的事業運営体制」を、当局

及び政策連携団体がいわば一つの「事業体」として、

統一的な経営戦略の下、相互に強みを発揮し有機的な

連携を図りながら経営を担っていく「グループ経営」

へと進化・発展させ、事業運営基盤の一層の強化を図

ることとした。 

さらに、令和２年４月の政策連携団体の統合を水道

改革の第一歩と位置付け、都の水道事業を取り巻く環

境の変化に的確に対応し、東京水道グループの総合力

を強化していくため、グループ経営に関する基本的な

方針を明確化するとともに、具体的取組を定めてグル

ープ全体で共有し、その実現を図ることを目的として、

令和３年５月に「東京水道グループのグループ経営に

関する基本方針」を策定した。 

同方針では、「東京水道グループとしての的確な経営

判断のためのガバナンス強化」、「業務運営の更なる質

の向上」、「東京水道グループ内の連携強化」、「政策連

携団体の経営の自主性向上と剰余金の活用」、「全庁的

な取組の着実な実施」を方針として定め、これらに基

づく取組を進めている。 

 

（３）政策連携団体との一体的な経営の推進 

グループ経営に関する基本的な方針に基づき、グル

ープ内のガバナンスを機能させていくとともに、業務

の質を向上させ、相互連携を強化するなど、効率的か

つ効果的な業務運営体制を構築していく。 

具体的には、グループ全体の経営会議を通じて、グ

ループ全体の経営戦略や政策連携団体の経営に係る計

画の策定等を協議するなど、東京水道グループとして

的確な経営判断を行うためのガバナンスを強化してい

く。また、グループによる事業運営に対する客観性の

確保やグループ全体のコンプライアンスの徹底に向け

た体制整備、これまでも実施してきたグループの連結

決算の公開をはじめとする経営の透明性の向上など、

業務の質を更に向上させていく。さらに、人材の相互

交流やグループが一体となった研修の実施など、相互

に連携して人材の確保・育成に取り組むとともに、災

害等発生時には、グループが持つ資源を最大限活用す

ることのできる危機管理体制を構築していく。 

加えて、当局及び東京水道株式会社が対等なパート

ナーとして、東京水道グループの一体感醸成を図る取

組である「ともにプロジェクト」を通して、グループ

の総合力を一層高めていく。 

 

 

 

 

 

 

図１－11 グループ経営 

図１－10 当局・政策連携団体・民間事業者の役割 
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５ 水道スマートメータ実装方針 
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環境下では、これまで以上にお客さまや様々な関係機

関と協働し、新しい価値を生み出していく「共創」の

理念が重要である。 

今後はより一層お客さまの声に耳を傾け、標準的な

世帯使用水量との比較ができる節水支援などの新たな

サービス開発を行うとともに、防災や福祉分野などの

公共性の高い課題に対し、行政機関をはじめとする多

様な主体と連携することで、データ利活用事例の創出

など、その効果の発揮を図っていく。 

 

 

 

 

（３）水道事業運営の効率化・高度化 

 

 水道事業のソフト・ハード両面から活用の検討を進

め、水道スマートメータの効果を最大限生かした事業

運営の効率化・高度化を実現させる。 

検針業務の効率化に関しては、現地訪問の回数減少

による労働力人口減少への対応、検針票等のペーパー

レス化等、環境負荷を低減した業務運営を行う。 

危機管理の向上に関しては、配水小管スマートメー

タ（水圧計）を避難所等の重要施設へ設置し震災時等

における重要施設の給水状況を早期把握していく。 

維持管理・施設整備の最適化に関しては、スマート

メータのデータを使用して管網解析を精緻化するとと

もに、様々な蓄積データを分析して配水施設の整備水

準を検討していく。 
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都の水道事業が独立採算制の下、都の広域水道とし

ての一体性と責任を確保しつつ、将来にわたり必要不

可欠なサービスを提供していくためには、公共性の維

持と経営効率化の観点に立った業務運営が必要である。 

そのため、当局では、民間に委ねられる業務は、可

能な限り民間事業者に委託し、水道事業運営の根幹に

関わる業務を当局が、事業運営上重要な業務を政策連

携団体である東京水道株式会社が担うグループ経営を

推進していくこととしている。 

 

 
 

（２） グループ経営体制の構築に向けた取組 
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幹的業務を当局と政策連携団体が担う「一体的事業運

営体制」を構築する基本方針を策定した。この基本方

針に基づき、基幹的業務に関して当局と政策連携団体

が担う役割を整理し、政策連携団体はこれまで民間委

託がなじまない業域とされていた業務等の事業運営上

重要な業務を担うことを明確に位置付け、当局の事業

の補完・支援機能を、より一層高めてきた。 
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政策連携団体に求められる役割の増大、会社法の改正
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第第 11 章章  

第３ コンプライアンス推進に向けた取組 
 

１ 経緯等 

 
当局では、平成 24 年に汚職事故が、平成 26 年に情

報漏えい事故が発覚したことを受け、その都度汚職等

防止策を策定し、汚職根絶に向けて取り組んできた。

しかしながら、平成 30年に、当局発注の浄水場排水処

理施設運転管理作業委託の見積り合わせにおいて、談

合の疑いがあるとして、公正取引委員会による行政調

査を受けた。また、当局職員が契約に係る情報を漏えい

した可能性があるとの報道を受け、知事の指示を受けて

設置された「調査特別チーム」の下で、職員の非違行為

の有無に関する調査、原因の究明及び再発防止策の検討

を行った結果、当局の職員が設計単価に関する情報を

漏えいしたことを確認した。 

外部の有識者からなる「東京水道グループコンプラ

イアンス有識者委員会（以下「有識者委員会」という。）」

を設置するなど、「調査特別チーム中間報告書」に掲げ

た再発防止策を進める中、令和元年７月 11日、当局職

員が特定の事業者に対し、非公表の予定単価に関する

情報を教示していた行為が入札談合等関与行為と認め

られるなど、公正取引委員会から入札談合等関与行為

防止法に基づく改善措置要求等を受けた。  

調査特別チームの下、更なる実態の解明と再発防止

策の検討が行われ、令和元年 11月 27日に、「調査特別

チーム最終報告書」が取りまとめられた。 

以上の経過を踏まえて、平成 31年４月から令和３年

３月にかけて、有識者委員会にて再発防止策をはじめ、

東京水道グループの構造的課題やグループ全体のコン

プライアンス強化策の検証を実施し、令和３年度から

内部統制の運用を開始した。 

 

２ コンプライアンス推進に向けた取組 

 
（１）内部統制の取組 

 

不祥事の防止、発見及び対応を目的とした内部統制

を構築するため、令和３年度に「東京都水道局の内部

統制に関する方針」を定め、以降、毎年度「東京都水

道局内部統制実施計画」を策定し、内部統制を運用し

ている。 

  

ア 局横断的な取組 

 

 「東京都コンプライアンス基本方針」に掲げる行動

指針を基に、組織一体となってコンプライアンスの取

組を推進する。 

 

イ 業務レベルの取組 

 

 各職場において、日常的な業務で想定されるリスク

への対応策の整備・運用、自己評価の実施及び対応策

等の見直し・改善を実施し、職場のＰＤＣＡサイクル

の構築と円滑な運用を図る。 

 

ウ グループガバナンスの強化に向けた取組 

 

 当局による東京水道グループの一体的業務運営の確

保に向け、引き続きグループガバナンスの強化を図る。 

 

（２）水道局コンプライアンス推進計画に基づく取組 

 
 都においては、平成 29 年度からコンプライアンス推

進のための取組を行っており、当局でも都の取組を受け

て、「水道局コンプライアンス推進計画」を策定してい

る。令和７年度は、コンプライアンス推進月間や令和７

年度の全庁重点テーマに関する取組等を実施していく。 

 

表１－８ 水道局コンプライアンス推進計画 

１ コンプライアンス推進体制 

局コンプライアンス推進委員会の開催 

各部・所コンプライアンス推進委員会の開催 

２ コンプライアンス推進のための取組 

各部・所コンプライアンス推進計画の策定 

研修の充実 

職員への啓発 

局コンプライアンス推進月間の実施 

コンプライアンスプログラム及び職場リスク評価の実施 

全庁重点テーマに関する取組 
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（４）更なるコスト縮減と通信率の向上 

 

 スマートメータは現行の機械式メータに比べて高価

であることから、引き続きコスト削減を推進する。設

置・管理等の負担軽減が可能となる一体型スマートメ

ータや電子式メータ（仕様緩和型）の試行導入により、

市場の活性化を促進していく。加えて、検定有効期間

の延長について、国等への働きかけを行う。 

また、効率的な運用に向けては通信率を更に向上さ

せる必要があり、電波の減衰が確認されている高層階

や鉄蓋等への対応を推進していく。電力スマートメー

タを用いた通信方式を活用し、様々な通信環境に  

おける通信の安定性を検証するとともに、共同研究に

より開発した電波を透過しやすい鉄製メータます・蓋

の採用を進める。 

 

 
 

 

（５）他事業者等との緊密な連携の促進  

 

スマートメータの効率的な導入やデータの有効な利

活用の検討に向け、他水道事業体等と緊密な連携・協

力を継続していく。 

横浜市及び大阪市と締結した協定に基づき、共通仕

様、付加価値サービス、データの利活用など、スマー

トメータ導入に係る知見の共有や通信率向上などの諸

課題を引続き検討していく。 

全国の水道事業体等で構成される New-Smart とも連

携し、水道スマートメータやデータ利活用のルール等

の規格の標準化等にも貢献する。 

国との関係においては検定有効期間の延長に向けた

取組への協力、コスト削減やデータ利活用に係る意見

交換等、緊密な連携関係を構築し、将来の水道スマー

トメータの在り方についてしっかりと議論の上、取組

を進めていく。 

電気業界・ガス業界とも連携を図り、データ利活用

策について情報収集し、通信や運用方法等に関する知

見を共有していく。 
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第３ コンプライアンス推進に向けた取組 
 

１ 経緯等 

 
当局では、平成 24 年に汚職事故が、平成 26 年に情

報漏えい事故が発覚したことを受け、その都度汚職等

防止策を策定し、汚職根絶に向けて取り組んできた。

しかしながら、平成 30年に、当局発注の浄水場排水処

理施設運転管理作業委託の見積り合わせにおいて、談

合の疑いがあるとして、公正取引委員会による行政調

査を受けた。また、当局職員が契約に係る情報を漏えい

した可能性があるとの報道を受け、知事の指示を受けて

設置された「調査特別チーム」の下で、職員の非違行為

の有無に関する調査、原因の究明及び再発防止策の検討

を行った結果、当局の職員が設計単価に関する情報を

漏えいしたことを確認した。 

外部の有識者からなる「東京水道グループコンプラ

イアンス有識者委員会（以下「有識者委員会」という。）」

を設置するなど、「調査特別チーム中間報告書」に掲げ

た再発防止策を進める中、令和元年７月 11日、当局職

員が特定の事業者に対し、非公表の予定単価に関する

情報を教示していた行為が入札談合等関与行為と認め

られるなど、公正取引委員会から入札談合等関与行為

防止法に基づく改善措置要求等を受けた。  

調査特別チームの下、更なる実態の解明と再発防止

策の検討が行われ、令和元年 11月 27日に、「調査特別

チーム最終報告書」が取りまとめられた。 

以上の経過を踏まえて、平成 31年４月から令和３年

３月にかけて、有識者委員会にて再発防止策をはじめ、

東京水道グループの構造的課題やグループ全体のコン

プライアンス強化策の検証を実施し、令和３年度から

内部統制の運用を開始した。 

 

２ コンプライアンス推進に向けた取組 

 
（１）内部統制の取組 

 

不祥事の防止、発見及び対応を目的とした内部統制

を構築するため、令和３年度に「東京都水道局の内部

統制に関する方針」を定め、以降、毎年度「東京都水

道局内部統制実施計画」を策定し、内部統制を運用し

ている。 

  

ア 局横断的な取組 

 

 「東京都コンプライアンス基本方針」に掲げる行動

指針を基に、組織一体となってコンプライアンスの取

組を推進する。 

 

イ 業務レベルの取組 

 

 各職場において、日常的な業務で想定されるリスク

への対応策の整備・運用、自己評価の実施及び対応策

等の見直し・改善を実施し、職場のＰＤＣＡサイクル

の構築と円滑な運用を図る。 

 

ウ グループガバナンスの強化に向けた取組 

 

 当局による東京水道グループの一体的業務運営の確

保に向け、引き続きグループガバナンスの強化を図る。 

 

（２）水道局コンプライアンス推進計画に基づく取組 

 
 都においては、平成 29 年度からコンプライアンス推

進のための取組を行っており、当局でも都の取組を受け

て、「水道局コンプライアンス推進計画」を策定してい

る。令和７年度は、コンプライアンス推進月間や令和７

年度の全庁重点テーマに関する取組等を実施していく。 

 

表１－８ 水道局コンプライアンス推進計画 

１ コンプライアンス推進体制 

局コンプライアンス推進委員会の開催 

各部・所コンプライアンス推進委員会の開催 

２ コンプライアンス推進のための取組 

各部・所コンプライアンス推進計画の策定 

研修の充実 

職員への啓発 

局コンプライアンス推進月間の実施 

コンプライアンスプログラム及び職場リスク評価の実施 

全庁重点テーマに関する取組 

 

 

   － 30 － 

（４）更なるコスト縮減と通信率の向上 

 

 スマートメータは現行の機械式メータに比べて高価

であることから、引き続きコスト削減を推進する。設

置・管理等の負担軽減が可能となる一体型スマートメ

ータや電子式メータ（仕様緩和型）の試行導入により、

市場の活性化を促進していく。加えて、検定有効期間

の延長について、国等への働きかけを行う。 

また、効率的な運用に向けては通信率を更に向上さ

せる必要があり、電波の減衰が確認されている高層階

や鉄蓋等への対応を推進していく。電力スマートメー

タを用いた通信方式を活用し、様々な通信環境に  

おける通信の安定性を検証するとともに、共同研究に

より開発した電波を透過しやすい鉄製メータます・蓋

の採用を進める。 

 

 
 

 

（５）他事業者等との緊密な連携の促進  

 

スマートメータの効率的な導入やデータの有効な利

活用の検討に向け、他水道事業体等と緊密な連携・協

力を継続していく。 

横浜市及び大阪市と締結した協定に基づき、共通仕

様、付加価値サービス、データの利活用など、スマー

トメータ導入に係る知見の共有や通信率向上などの諸

課題を引続き検討していく。 

全国の水道事業体等で構成される New-Smart とも連

携し、水道スマートメータやデータ利活用のルール等

の規格の標準化等にも貢献する。 

国との関係においては検定有効期間の延長に向けた

取組への協力、コスト削減やデータ利活用に係る意見

交換等、緊密な連携関係を構築し、将来の水道スマー

トメータの在り方についてしっかりと議論の上、取組

を進めていく。 

電気業界・ガス業界とも連携を図り、データ利活用

策について情報収集し、通信や運用方法等に関する知

見を共有していく。 
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第５ 局事業を取り巻く状況変化への対応 
 

１ ＨＴＴへの貢献 

 

（１）東京都の取組 

 東京都では、電力需給ひっ迫に対応するとともに、

脱炭素化に向けた取組を一層強化するため、電力に関

して、「Ｈ：減らす」、「Ｔ：創る」、「Ｔ：蓄める」の３

つの切り口で家庭や企業の対策を促す「ＨＴＴ」の取

組を推進し、確実な電力確保に向け、都庁一丸となっ

て率先行動を実施している。 

 

（２）水道局の取組 

 都全体の状況を踏まえ、当局においても、「ＨＴＴ」

に資する取組を推進している。具体的には、従来のエ

ネルギー施策に加え、安定給水の確保を前提とした上

で、局有施設の例外的な運用を行い、常用発電設備の

増強運転等を実施することで、電力需給がひっ迫する

時間帯の電力需要の低減を図ることとしている。 

 また、引き続き予想される電力需給ひっ迫に備える

とともに、平常時の電力の安定確保に資するため、以

下の取組を進めている。 

【令和６年度までに完了した取組】 

・三園浄水場における電力事業者への電力提供（逆潮

流）体制の整備※ 

・東村山浄水場への蓄電池設置※ 

【進行中の取組】 

・研修・開発センター屋上部への太陽光発電設備設置 

・ソーラーカーポート（ＳＣＰ）の設置 

※一般会計が施設整備に必要な経費の一部を負担 

 

２ 基本料金無償臨時特別措置 

 

 令和７年に、物価高騰下における暑さ対策にも資す

る取組として、都民の光熱水費の負担軽減につながる

よう、小口径（13、20、25mm）のお客さまを対象に、

基本料金を無償とする支援を、夏場の４か月分（７月

から 10月検針分）に限った臨時的な特別措置として実

施した。 

 なお、この特別措置は、都の一般会計から補填を受

けて実施するものであり、水道事業の財政運営や施設

整備計画に影響を与えるものではない。  
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第４ ＤＸの推進 
 

１ ＤＸに係る取組 

 

東京都では、「シン・トセイ 都政の構造改革ＱＯＳア

ップグレード戦略」を令和３年３月に公表後、毎年度

「シン・トセイ」戦略を更新し、ＤＸの推進を梃子と

した構造改革を進めている。 

水道事業においても、気候変動や自然災害はもとより、

労働力人口の減少や感染症が発生する状況でも、高度

化するお客さまのニーズに的確に応え、事業を継続し

ていくために、より効率的・効果的に事業運営を行っ

ていく必要がある。 

当局では、これまでもＩＣＴ活用に向けた取組を進め

てきたが、都全体の動きを踏まえ、ＤＸ関連施策を更

に推進するとともに、「シン・トセイ」戦略に係る取組

にも、積極的に取り組んでいくこととしている。 

 

（１）東京都水道局ＤＸ推進委員会 

 

 令和７年４月、局における業務の効率化及び高度化

並びにお客さまサービスの向上のため、生成ＡＩ等に

代表されるデジタル技術を活用し、ＤＸを推進してい

くことを目的に、東京都水道局ＤＸ推進委員会（以下

「委員会」という。）を設置した。 

 委員会では、浄水・給水などのインフラ施設、建設

等におけるＤＸ推進を検討する技術系部会のほか、徴

収業務などのお客さまサービスや働き方改革における

ＤＸ推進を検討する事務系部会を置き、様々な側面か

らＤＸの推進に取り組んでいる。 

 

（２）水道ＩＣＴ情報連絡会 

 

 横浜市、大阪市等をはじめとした 22の水道事業体と

共同開催する水道ＩＣＴ情報連絡会では、水道事業体

間での情報共有を行うとともに、民間企業が保有する

新技術について提案を受け、局事業に活用可能な新規

施策の発掘を行っている。 

 

 

（３）「シン・トセイ」戦略に係る取組 

 

 「シン・トセイ」戦略に係る取組として、これまで

行政手続のデジタル化やＱＯＳ（クオリティ・オブ・

サービス）の向上などに取り組んでいる。行政手続に

ついては、令和８年度末 100％デジタル化を目標とし

た取組を進めるとともに、ＱＯＳの向上については、

デジタルツールを活用した事業所の業務改革や、デジ

タルによる手続を前提とした業務フローの見直し（Ｂ

ＰＲ）など、都民が「便利になった」と実感できるサ

ービスの提供に向けた取組を行っている。 
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第５ 局事業を取り巻く状況変化への対応 
 

１ ＨＴＴへの貢献 

 

（１）東京都の取組 

 東京都では、電力需給ひっ迫に対応するとともに、

脱炭素化に向けた取組を一層強化するため、電力に関

して、「Ｈ：減らす」、「Ｔ：創る」、「Ｔ：蓄める」の３

つの切り口で家庭や企業の対策を促す「ＨＴＴ」の取

組を推進し、確実な電力確保に向け、都庁一丸となっ

て率先行動を実施している。 

 

（２）水道局の取組 

 都全体の状況を踏まえ、当局においても、「ＨＴＴ」

に資する取組を推進している。具体的には、従来のエ

ネルギー施策に加え、安定給水の確保を前提とした上

で、局有施設の例外的な運用を行い、常用発電設備の

増強運転等を実施することで、電力需給がひっ迫する

時間帯の電力需要の低減を図ることとしている。 

 また、引き続き予想される電力需給ひっ迫に備える
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【進行中の取組】 
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・ソーラーカーポート（ＳＣＰ）の設置 
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２ 基本料金無償臨時特別措置 

 

 令和７年に、物価高騰下における暑さ対策にも資す

る取組として、都民の光熱水費の負担軽減につながる

よう、小口径（13、20、25mm）のお客さまを対象に、

基本料金を無償とする支援を、夏場の４か月分（７月

から 10月検針分）に限った臨時的な特別措置として実

施した。 

 なお、この特別措置は、都の一般会計から補填を受

けて実施するものであり、水道事業の財政運営や施設

整備計画に影響を与えるものではない。  
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第４ ＤＸの推進 
 

１ ＤＸに係る取組 

 

東京都では、「シン・トセイ 都政の構造改革ＱＯＳア

ップグレード戦略」を令和３年３月に公表後、毎年度

「シン・トセイ」戦略を更新し、ＤＸの推進を梃子と
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化するお客さまのニーズに的確に応え、事業を継続し

ていくために、より効率的・効果的に事業運営を行っ

ていく必要がある。 

当局では、これまでもＩＣＴ活用に向けた取組を進め

てきたが、都全体の動きを踏まえ、ＤＸ関連施策を更

に推進するとともに、「シン・トセイ」戦略に係る取組

にも、積極的に取り組んでいくこととしている。 

 

（１）東京都水道局ＤＸ推進委員会 

 

 令和７年４月、局における業務の効率化及び高度化

並びにお客さまサービスの向上のため、生成ＡＩ等に

代表されるデジタル技術を活用し、ＤＸを推進してい

くことを目的に、東京都水道局ＤＸ推進委員会（以下

「委員会」という。）を設置した。 

 委員会では、浄水・給水などのインフラ施設、建設

等におけるＤＸ推進を検討する技術系部会のほか、徴

収業務などのお客さまサービスや働き方改革における

ＤＸ推進を検討する事務系部会を置き、様々な側面か

らＤＸの推進に取り組んでいる。 

 

（２）水道ＩＣＴ情報連絡会 

 

 横浜市、大阪市等をはじめとした 22の水道事業体と

共同開催する水道ＩＣＴ情報連絡会では、水道事業体

間での情報共有を行うとともに、民間企業が保有する

新技術について提案を受け、局事業に活用可能な新規

施策の発掘を行っている。 

 

 

（３）「シン・トセイ」戦略に係る取組 

 

 「シン・トセイ」戦略に係る取組として、これまで

行政手続のデジタル化やＱＯＳ（クオリティ・オブ・

サービス）の向上などに取り組んでいる。行政手続に

ついては、令和８年度末 100％デジタル化を目標とし

た取組を進めるとともに、ＱＯＳの向上については、

デジタルツールを活用した事業所の業務改革や、デジ

タルによる手続を前提とした業務フローの見直し（Ｂ

ＰＲ）など、都民が「便利になった」と実感できるサ

ービスの提供に向けた取組を行っている。 
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第１ 水道需要、水源及び施設能力 
 

１ 水道需要 

 

水道需要は、施設整備の規模を定める重要な要素の

一つであり、水道施設が数十年から 100年程度にわた

って使い続けるものであることを踏まえると、将来に

わたって安定給水を確保していくためには、長期にわ

たる水道需要を見据える必要がある。 

「『未来の東京』戦略ビジョン」で示された人口推

計では、都の人口は、令和７年に 1,417万人でピーク

を迎えたのち、減少に転じ、令和 42 年には 1,192 万

人まで減少すると予測されている。 

 これを踏まえて、都では、「東京水道施設整備マス

タープラン」において、今後 20 年間の水道需要を見

通した。 

この結果、計画一日最大配水量は、ピークとなる令

和７年度におおむね530万ｍ³、20年後の令和22年度に

おおむね515万ｍ³となる可能性があると見通した。 

一方で、水道需要は、人口動態やライフスタイル、

社会経済状況、気候変動等、様々な要因により変動す

るため、今後とも、こうした要因の日々の動向を注視

しつつ、調査研究を重ね、適宜、適切に見通す。 
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２ 水源

都の水道水源は、昭和30年代まで、水源の多くを多

摩川水系に依存してきたが、その後の急激な水道需要

の増加に対応するため、利根川水系への依存度を高め

てきた（図２－２参照）。

現在、都の保有する水源量は日量約680万ｍ³である

が、この中には、昭和30年代の慢性的な渇水時の対策

として、水源開発完了までの間、緊急かつ暫定的に許

可を得ているものや、１年ごとの協定締結により分水

を受け、締結中においても他県の水事情により減量さ

れるなど、課題を抱える水源が日量82万ｍ³含まれてい

る（表２－２参照）。

また、都の主要な水源である利根川・荒川水系の水

資源開発は、５年に１回程度発生する規模の渇水に対

応することを目標としており、10年に１回を目標とし

ている全国の主要水系や既往最大の渇水などを目標と

している諸外国の主要都市と比べて、渇水に対する安

全度が低い計画となっている。

また、将来、積雪量の大幅な減少や無降水日数の増

加などの気候変動の進行により、河川やダムなどの供

給能力が低下し、厳しい渇水のリスク増大が懸念され

る（図２－３、図２－４参照）。

こうした状況から、確保した水源は、首都東京の安

定給水を継続するため、水道需要への対応はもとより、

将来の気候変動による影響も踏まえ、安定化を図ると

ともに、最大限活用していく。

また、引き続き水の有効利用や漏水防止対策を推進

するなど、総合的な取組を実施していく。

図２－２ 水系別比率

表２－２ 課題を抱える水源内訳

水源
水 源 量

（万ｍ
３
/日）

　備　　　　　　　　考

　中川・江戸川緊急暫定 44      
慢性的な渇水時の緊急措置として暫定的に許可を受けたものである。
(利根川水系）

　砧上・下 18      河床の低下により伏流水の取水に支障が生じている（多摩川水系）。

　相模川（分水） 20      
１年毎の協定締結により分水を受けており、その取水の安定性は、
神奈川県内の水事情に影響される（その他）。

計 82      

図２－３ 供給能力の低下のイメージ

降雨 多
降雨 少

取水量 多 取水量 少 供給能力が低下

図２－４ 100年後の積雪深の変化（藤原ダム地点）

３ 施設能力

都が保有する浄水場の施設能力は、現在、日量 684

万ｍ³である。しかし、施設の老朽化による補修工事

や水質管理の強化等により、施設能力を十分発揮で

きない施設もある。

将来にわたり安定給水を継続していくためには、水

道需要に加えて、災害や事故により浄水場が停止する

ような重大リスクが発生した場合においても、一定以

上の給水を継続できる施設能力を確保する必要がある。

そのため、浄水場の確保すべき施設能力は、「平常時」

と「リスク発生時」を考慮して設定している。この考

－ 36 －

第２章

図２－１ 一日最大配水量、一日平均配水量、一日平均使用水量（生活用水、都市活動用水、工場用水）及び

給水人口（区部及び 29市町（注 1））

表２－１  　一日最大配水量、一日平均配水量、一日平均使用水量及び給水人口（区部及び多摩29市町）

一日平均配水量 給水人口（注２）

（千ｍ3/日） 月 日 （千ｍ3/日） （千ｍ3/日） 生活用水 都市活動用水 工場用水 （千人）

27 4,699 7/14 4,271 4,092 2,949 1,104 39 13,486

28 4,607 7/7 4,283 4,111 2,964 1,110 37 13,623

29 4,662 7/12 4,315 4,133 2,979 1,117 37 13,745

30 4,695 7/19 4,312 4,144 2,981 1,126 37 13,861

元 4,594 7/31 4,304 4,124 2,977 1,113 34 13,977

2 4,622 7/2 4,308 4,123 3,148 942 33 14,021

3 4,522 7/10 4,256 4,086 3,094 959 33 13,985

4 4,592 6/29 4,240 4,057 3,014 1,007 36 14,015

5 4,564 7/11 4,255 4,063 2,978 1,049 36 14,075

6 4,549 7/4 4,270 4,097 2,989 1,072 36 14,167

令和

年 度
一日最大配水量 一日平均使用水量

平成

（注１）平成 22年 4 月の奥多摩町の統合に伴い、平成 22 年度から区部及び 29 市町となっている（平成 21 年度以前は区部及び 28市町

   である。）。

（注２）給水人口は、年度における 10月 1日現在の値である。

    なお、令和３年度以降の給水人口は、国勢調査の結果により補正されることがある。
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万ｍ³である。しかし、施設の老朽化による補修工事

や水質管理の強化等により、施設能力を十分発揮で

きない施設もある。

将来にわたり安定給水を継続していくためには、水

道需要に加えて、災害や事故により浄水場が停止する

ような重大リスクが発生した場合においても、一定以

上の給水を継続できる施設能力を確保する必要がある。

そのため、浄水場の確保すべき施設能力は、「平常時」

と「リスク発生時」を考慮して設定している。この考
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図２－１ 一日最大配水量、一日平均配水量、一日平均使用水量（生活用水、都市活動用水、工場用水）及び

給水人口（区部及び 29市町（注 1））

表２－１  　一日最大配水量、一日平均配水量、一日平均使用水量及び給水人口（区部及び多摩29市町）

一日平均配水量 給水人口（注２）

（千ｍ3/日） 月 日 （千ｍ3/日） （千ｍ3/日） 生活用水 都市活動用水 工場用水 （千人）

27 4,699 7/14 4,271 4,092 2,949 1,104 39 13,486

28 4,607 7/7 4,283 4,111 2,964 1,110 37 13,623

29 4,662 7/12 4,315 4,133 2,979 1,117 37 13,745

30 4,695 7/19 4,312 4,144 2,981 1,126 37 13,861

元 4,594 7/31 4,304 4,124 2,977 1,113 34 13,977

2 4,622 7/2 4,308 4,123 3,148 942 33 14,021

3 4,522 7/10 4,256 4,086 3,094 959 33 13,985

4 4,592 6/29 4,240 4,057 3,014 1,007 36 14,015

5 4,564 7/11 4,255 4,063 2,978 1,049 36 14,075

6 4,549 7/4 4,270 4,097 2,989 1,072 36 14,167

令和

年 度
一日最大配水量 一日平均使用水量

平成

（注１）平成 22年 4 月の奥多摩町の統合に伴い、平成 22 年度から区部及び 29 市町となっている（平成 21 年度以前は区部及び 28市町

   である。）。

（注２）給水人口は、年度における 10月 1日現在の値である。

    なお、令和３年度以降の給水人口は、国勢調査の結果により補正されることがある。
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第２ 水道施設の維持・管理 
 

１ 水源施設 

 

（１）水道水源林 

 

ア 沿革 

 

 

 
 

 

 

 

イ 水道水源林の概況 

 

 当局の水道水源林は、多摩川上流域の都と山梨県に

またがる標高 500ｍから 2,100ｍまでの気象条件の厳

しい山岳地帯にある。その範囲は、東西 31 ㎞、南北

20㎞に及ぶ 2万 5,666ha（区部面積の 41％に当たる。）

に広がっており、羽村取水堰
せき

上流域面積の 53％を占め

ている（表２－３参照）。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

表２－３ 多摩川上流域面積（羽村取水堰
せき

上流） 

（令和７年３月末現在）（単位 ha） 

 
 (注)地権者と借地契約を結んだ上で管理している森林 507ha を含む。 
 

都県別 流域面積 水道水源林 公私有林等 

東京都 27,728 10,071 17,657 

山梨県 21,038 15,595 5,443 

計 48,766 25,666 23,100 

比率(％) 100 53 47 

江戸時代
（～1867）

　多摩川上流域一帯の森林はほとんどが徳川幕府
の領地に属していた。また、幕府直轄の「お留
（止）め山」も各所にあり、おおむね良好な森林
を形成していた。

明治元（1868）
　～30年（1897）

　多摩川上流域の山林が御料林に編入され、住民
の入会権（生活資材を共同で摂取できる権利）が
制約を受けたため、最上流部等では、森林の荒廃
が進行した。

明治34年
（1901）

　東京府は水源地の荒廃を憂えて、御料林を譲り
受け、府自ら経営を開始した。

明治41（1908）
　～42年（1909）

　水源地の荒廃は、市民への給水の責務を有する
市自ら復旧すべきであるとして、尾崎行雄東京市
長は調査を行い、水源地経営案を作成した。

明治43年（1910） 　上記の経営案が市議会で議決され、10月に水源
林事務所を開設した。積極的に水源かん養林の経
営に着手した。

昭和42年（1967） 　水源林は府下の御料林や県有林、私有林等の譲
渡・買収及び数件の売却や交換等を経て、ほぼ現
在の形になった。

平成2年（1990） 　多摩川流域の水源施設の管理一元化を図るた
め、水源林事務所を水源管理事務所に改組し、水
源林を水源施設の一つとして管理することになっ
た。

平成13年（2001） 　水道水源林の管理開始から100周年を迎えた。

平成14年（2002） 　多摩川水源森林隊を設立した。

、

水道水源林の広がり 

大正末期 植栽後約 30年 現在 

笠取山付近の変遷 
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え方に基づく確保すべき施設能力は、日量約 660万ｍ³

となる（図２－５参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 確保すべき施設能力の考え方 

＜確保すべき施設能力の考え方（イメージ）＞ 

（注１）補修工事による能力低下量と水質管理の強化等に伴う能力低下量の合計 

（注２）最大浄水場が停止した場合に、地下水の活用を見込んだ能力低下量 

（万m3/日）

リスク発生時に
最低限確保
すべき配水量

リスクによる
能力低下量約530

水道需要 リスク発生時

計画一日
最大配水量

計画一日
平均配水量

約440

平常時

平常時に確保
すべき配水量

2021～2030年

補修等による
能力低下量

補修等による
能力低下量

約660

 〇平  常  時   
  計画一日最大配水量 ＋ 補修等による能力低下量（注１） 
〇リスク発生時  
  計画一日平均配水量 ＋ 補修等による能力低下量＋ 

 リスクによる能力低下量（注２） 
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利根川・荒川・多摩川・相模川の混合系

利根川・荒川

利根川・荒川・多摩川の混合系

水道水源と水系別給水区域概要図
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ぜき

こう

こう

ぜき

せき

S51〜R12

堤　　　　 高　   　116m
有効貯水容量　 9,000万m3

利 水 容 量　 9,000万m3
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（令和７年３月末現在）（単位 ha） 

 
 (注)地権者と借地契約を結んだ上で管理している森林 507ha を含む。 
 

都県別 流域面積 水道水源林 公私有林等 

東京都 27,728 10,071 17,657 
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を形成していた。
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　多摩川上流域の山林が御料林に編入され、住民
の入会権（生活資材を共同で摂取できる権利）が
制約を受けたため、最上流部等では、森林の荒廃
が進行した。
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（1901）

　東京府は水源地の荒廃を憂えて、御料林を譲り
受け、府自ら経営を開始した。

明治41（1908）
　～42年（1909）

　水源地の荒廃は、市民への給水の責務を有する
市自ら復旧すべきであるとして、尾崎行雄東京市
長は調査を行い、水源地経営案を作成した。

明治43年（1910） 　上記の経営案が市議会で議決され、10月に水源
林事務所を開設した。積極的に水源かん養林の経
営に着手した。

昭和42年（1967） 　水源林は府下の御料林や県有林、私有林等の譲
渡・買収及び数件の売却や交換等を経て、ほぼ現
在の形になった。

平成2年（1990） 　多摩川流域の水源施設の管理一元化を図るた
め、水源林事務所を水源管理事務所に改組し、水
源林を水源施設の一つとして管理することになっ
た。

平成13年（2001） 　水道水源林の管理開始から100周年を迎えた。
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え方に基づく確保すべき施設能力は、日量約 660万ｍ³

となる（図２－５参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 確保すべき施設能力の考え方 

＜確保すべき施設能力の考え方（イメージ）＞ 

（注１）補修工事による能力低下量と水質管理の強化等に伴う能力低下量の合計 

（注２）最大浄水場が停止した場合に、地下水の活用を見込んだ能力低下量 
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リスクによる
能力低下量約530
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約440

平常時

平常時に確保
すべき配水量

2021～2030年

補修等による
能力低下量

補修等による
能力低下量

約660

 〇平  常  時   
  計画一日最大配水量 ＋ 補修等による能力低下量（注１） 
〇リスク発生時  
  計画一日平均配水量 ＋ 補修等による能力低下量＋ 

 リスクによる能力低下量（注２） 
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（２）水源施設 

 

都の水源施設は、多摩川水系、利根川水系及び荒川

水系に大別できる。多摩川水系施設は、局が直接管理

しており（表２－５参照）、利根川水系及び荒川水系施

設は国土交通省及び独立行政法人水資源機構が管理し

ている（表２－６参照）。 
 このほか、神奈川県川崎市から分水を受けている相

模川系施設等がある。 
 主な施設の概要は、次のとおりである。 
 
ア 多摩川水系施設 

（ア）小河内貯水池（奥多摩湖） 
 小河内貯水池は、都の最西部にあって、都心から約

65㎞の距離にある。この貯水池は、西多摩郡奥多摩町

並びに山梨県北都留郡丹波山村及び小菅村にまたがる

貯水池であり、昭和 13 年 11 月に着工し、昭和 32 年

11 月に完成した我が国最大の水道専用貯水池である。

その集水域は、都と山梨県にわたり、多摩川全流域の

約 21％を占めている。 

ダムの安全管理、水量管理等は、河川関係法令、操

作規程及び管理規程に基づき行っている。具体的には、

ダム本体に各種測定装置を設け、定期測定や地震時に

緊急測定等を行い、安全を確認している。 

また、流域の雨量や、河川流量等を測定し、貯水量

の確保に努めるとともに、洪水などの出水期において

も、適切な管理を行っている。 

 さらに、水道専用貯水池として水質保全に十分な注

意を払い、定期的な水質検査を行うとともに、近隣の

新規観光施設等に対して排水基準を設定し、地元自治

体と覚書を交わすなど水源水質の汚濁防止に努めてい

る。 
なお、貯水池では、多摩川の冷水を改善するため、

平成４年７月に冷水対策用施設を完成させた。この施 

設は、夏期に温かい表層水を放流することにより、子

供の水遊び、魚釣り等、自然に親しめる環境を作り出 
表２－５ 水源施設の概要（多摩川水系施設） 

 

 

 

 

 

 

すために築造したものである。  

 
 
 
 
 
 
 

小河内貯水池 
（イ）村山貯水池及び山口貯水池（多摩湖及び狭山湖） 
  都と埼玉県にまたがる狭山丘陵を利用し、３か所に

貯水池が築造されている。村山上貯水池は大正 13年３

月に、村山下貯水池は昭和２年３月に、山口貯水池は

昭和９年３月にそれぞれ完成した。 

その後、阪神・淡路大震災を契機に、山口貯水池は、

平成９年度から耐震性の向上を図るため堤体強化工事

を実施し、平成 14年度に完成した。 

また、村山下貯水池も、平成 14年度から堤体強化工

事を実施し、平成 20年度末に完成した。村山上貯水池

は、平成 28年度から堤体強化工事を実施し、令和５年

度に完成した。 

  これらの貯水池は、小作取水堰
せき

及び羽村取水堰
せき

から

取水し、東村山浄水場及び境浄水場へ導水するために

活用している施設であり、利根川水系の渇水時等には、

村山下貯水池から原水連絡管により朝霞浄水場へ導水

することが可能である。 

  なお、貯水池周辺は、狭山自然公園として、一般に

開放されている。 

 
イ 利根川水系、荒川水系施設 

 表２－６に示すように、都が利用する水源施設とし

て利根川上流部には９つのダム及び貯水池があり、下

流部には利根川河口堰
ぜき

等がある。 
また、荒川には、同様に４つのダム及び貯水池があ

る。このほかに、農業用水の合理化や流況調整河川に

よる水源も確保している。 
 

 有効貯水容量

利 水 容 量 堤高 堤頂長

(万m3) (m) (m)

放 流 管

発 電 用

取 水 管

多段ゲート

取 水 口

1号 6.2

2号 25.6

上貯水池 298.3 1.34 アースダム 24 318 取 水 塔 東京都東大和市～武蔵村山市

1号 20.0

2号 20.0
東京都東大和市～東村山市

東京都西多摩郡奥多摩町
山梨県北都留郡小管村
山梨県北都留郡丹波山村

非越流型
直線重力式

コンクリートダム

東京都武蔵村山市～瑞穂町
埼玉県所沢市～入間市

取 水 塔716

17.0

21.5

30.0

村
山

12.5

下貯水池 1,184.3 2.01 アースダム 35 610 取 水 塔

山口貯水池 1,952.8 7.18 アースダム 34

小河内貯水池 18,540.0 262.88 149 353

名称
流域面積

(km2)

堰　　　堤 取　　　水

所　　在　　地
型式 方式

最大量

（m3/秒）

せき

堰
えん

    堤
てい
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表２－４ 森林現況 

（令和７年３月末現在）（単位 ha） 

都県別 
林地面積 

除地 合計 
人工林 天然林 

東京都 2,905 6,932 234 10,071 
山梨県 4,524 10,632 439 15,595 
計 7,429 17,564 673 25,666 

比率(％) 29 68 3 100 
 (注)除地とは、岩石地、道路敷等である。 

 

 

ウ 水源地域における森林の管理 

 
 当局は、多摩川上流域において、その全域を見据え

た森林の育成及び管理により、安定した河川流量の確

保及び小河内貯水池の保全を図ること等を目的として、 

平成28年度から10か年を計画期間とする第11次水道

水源林管理計画に基づき森林の管理を行っている。 

本計画では、次の事項を管理の基本方針としている。 

（ア）多摩川上流域の森林が持つ機能（水源かん養機 
能、土砂流出防止機能、水質浄化機能等）のより 
一層の向上を図るため、森林整備を推進する。 

（イ）水源林に関する情報の発信や多くの方々とのコ 
ミュニケーションを通じて、水源地保全の重要性 
や水道事業への理解の促進を図る。 

（ウ）水源林の適正な管理などを通じて、地球温暖化 
緩和などの環境保全に貢献する。 

水道水源林は、地球温暖化の原因とされる二酸化炭

素を吸収し、酸素を供給するとともに、都民はもとよ

り、訪れる人々の水と緑のオアシスとなっている。こ

のことから、当局では、森林内を散策しながら森林の

働きと自然を守ることの大切さを理解してもらうため、

「水源地ふれあいのみち」及び「奥多摩湖いこいの路」

を整備している。 
 また、多摩川上流域の荒廃した民有林を緑豊かな森

に再生するため、平成 14年度に「多摩川水源森林隊」

を設立し、ボランティアを主体とした間伐や枝打ち等

の森林保全活動を行っている（「第３章 第１ 安定給

水 １ 水源の適切な確保（４）ア（イ）（ウ）」参照）。 

当局では、第 11次水道水源林管理計画のうち、早急

かつ重点的に取り組むべき内容をまとめた、「みんなで

つくる水源の森実施計画」を平成 29 年３月に策定し、

４年間にわたり取組を推進してきた。加えて、今後も

継続してこれらの施策を実施するに当たり、多くの都

民に水源地保全の取組をより一層理解していただくた

め、「都民の理解を促進する取組」を新たな柱に加えた

「みんなでつくる水源の森実施計画 2021」を令和３年

３月に策定した。  
「都民の理解を促進する取組」では、水源地の魅力

の発信を強化するとともに、「水源地ふれあいのみち」

などのふれあい施設の向上を図り、より水源林に親し

んでいただくことで、水源地保全の重要性の理解促進

に取り組んでいく。 

また、これまで行ってきた民有林の公募購入や、重

点購入地域における積極的購入を継続するとともに、

重点購入地域において購入が難しい森林については

個々の状況を踏まえて適切な管理手法を検討し、対応

する。 

さらに、多様な主体と連携した森づくりでは、デジ

タル技術を活用して、参加しやすい仕組みの整備やデ

ジタル教材の配信などを行うことで、都民、企業、学

校、地元自治体等と連携を充実させる。 

令和４年３月には「都民の理解を促進する取組」と

して、多くの方々に「東京水のふるさと」である水道

水源林の魅力を分かりやすく伝えるため、水道水源林

に関する内容を集約、整理した「水道水源林ポータル

サイト みずふる」を開設した。 
 

図２－６ 第 11次水道水源林管理計画の体系 
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（２）水源施設 

 

都の水源施設は、多摩川水系、利根川水系及び荒川

水系に大別できる。多摩川水系施設は、局が直接管理

しており（表２－５参照）、利根川水系及び荒川水系施

設は国土交通省及び独立行政法人水資源機構が管理し

ている（表２－６参照）。 
 このほか、神奈川県川崎市から分水を受けている相

模川系施設等がある。 
 主な施設の概要は、次のとおりである。 
 
ア 多摩川水系施設 

（ア）小河内貯水池（奥多摩湖） 
 小河内貯水池は、都の最西部にあって、都心から約

65㎞の距離にある。この貯水池は、西多摩郡奥多摩町

並びに山梨県北都留郡丹波山村及び小菅村にまたがる

貯水池であり、昭和 13 年 11 月に着工し、昭和 32 年

11 月に完成した我が国最大の水道専用貯水池である。

その集水域は、都と山梨県にわたり、多摩川全流域の

約 21％を占めている。 

ダムの安全管理、水量管理等は、河川関係法令、操

作規程及び管理規程に基づき行っている。具体的には、

ダム本体に各種測定装置を設け、定期測定や地震時に

緊急測定等を行い、安全を確認している。 

また、流域の雨量や、河川流量等を測定し、貯水量

の確保に努めるとともに、洪水などの出水期において

も、適切な管理を行っている。 

 さらに、水道専用貯水池として水質保全に十分な注

意を払い、定期的な水質検査を行うとともに、近隣の

新規観光施設等に対して排水基準を設定し、地元自治

体と覚書を交わすなど水源水質の汚濁防止に努めてい

る。 
なお、貯水池では、多摩川の冷水を改善するため、

平成４年７月に冷水対策用施設を完成させた。この施 

設は、夏期に温かい表層水を放流することにより、子

供の水遊び、魚釣り等、自然に親しめる環境を作り出 
表２－５ 水源施設の概要（多摩川水系施設） 

 

 

 

 

 

 

すために築造したものである。  

 
 
 
 
 
 
 

小河内貯水池 
（イ）村山貯水池及び山口貯水池（多摩湖及び狭山湖） 
  都と埼玉県にまたがる狭山丘陵を利用し、３か所に

貯水池が築造されている。村山上貯水池は大正 13年３

月に、村山下貯水池は昭和２年３月に、山口貯水池は

昭和９年３月にそれぞれ完成した。 

その後、阪神・淡路大震災を契機に、山口貯水池は、

平成９年度から耐震性の向上を図るため堤体強化工事

を実施し、平成 14年度に完成した。 

また、村山下貯水池も、平成 14年度から堤体強化工

事を実施し、平成 20年度末に完成した。村山上貯水池

は、平成 28年度から堤体強化工事を実施し、令和５年

度に完成した。 

  これらの貯水池は、小作取水堰
せき

及び羽村取水堰
せき

から

取水し、東村山浄水場及び境浄水場へ導水するために

活用している施設であり、利根川水系の渇水時等には、

村山下貯水池から原水連絡管により朝霞浄水場へ導水

することが可能である。 

  なお、貯水池周辺は、狭山自然公園として、一般に

開放されている。 

 
イ 利根川水系、荒川水系施設 

 表２－６に示すように、都が利用する水源施設とし

て利根川上流部には９つのダム及び貯水池があり、下

流部には利根川河口堰
ぜき

等がある。 
また、荒川には、同様に４つのダム及び貯水池があ

る。このほかに、農業用水の合理化や流況調整河川に

よる水源も確保している。 
 

 有効貯水容量

利 水 容 量 堤高 堤頂長

(万m3) (m) (m)

放 流 管

発 電 用

取 水 管

多段ゲート

取 水 口

1号 6.2

2号 25.6

上貯水池 298.3 1.34 アースダム 24 318 取 水 塔 東京都東大和市～武蔵村山市

1号 20.0

2号 20.0
東京都東大和市～東村山市

東京都西多摩郡奥多摩町
山梨県北都留郡小管村
山梨県北都留郡丹波山村

非越流型
直線重力式

コンクリートダム

東京都武蔵村山市～瑞穂町
埼玉県所沢市～入間市

取 水 塔716

17.0

21.5

30.0

村
山

12.5

下貯水池 1,184.3 2.01 アースダム 35 610 取 水 塔

山口貯水池 1,952.8 7.18 アースダム 34

小河内貯水池 18,540.0 262.88 149 353

名称
流域面積

(km2)

堰　　　堤 取　　　水

所　　在　　地
型式 方式

最大量

（m3/秒）

せき

堰
えん

    堤
てい
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表２－４ 森林現況 

（令和７年３月末現在）（単位 ha） 

都県別 
林地面積 

除地 合計 
人工林 天然林 

東京都 2,905 6,932 234 10,071 
山梨県 4,524 10,632 439 15,595 
計 7,429 17,564 673 25,666 

比率(％) 29 68 3 100 
 (注)除地とは、岩石地、道路敷等である。 

 

 

ウ 水源地域における森林の管理 

 
 当局は、多摩川上流域において、その全域を見据え

た森林の育成及び管理により、安定した河川流量の確

保及び小河内貯水池の保全を図ること等を目的として、 

平成28年度から10か年を計画期間とする第11次水道

水源林管理計画に基づき森林の管理を行っている。 

本計画では、次の事項を管理の基本方針としている。 

（ア）多摩川上流域の森林が持つ機能（水源かん養機 
能、土砂流出防止機能、水質浄化機能等）のより 
一層の向上を図るため、森林整備を推進する。 

（イ）水源林に関する情報の発信や多くの方々とのコ 
ミュニケーションを通じて、水源地保全の重要性 
や水道事業への理解の促進を図る。 

（ウ）水源林の適正な管理などを通じて、地球温暖化 
緩和などの環境保全に貢献する。 

水道水源林は、地球温暖化の原因とされる二酸化炭

素を吸収し、酸素を供給するとともに、都民はもとよ

り、訪れる人々の水と緑のオアシスとなっている。こ

のことから、当局では、森林内を散策しながら森林の

働きと自然を守ることの大切さを理解してもらうため、

「水源地ふれあいのみち」及び「奥多摩湖いこいの路」

を整備している。 
 また、多摩川上流域の荒廃した民有林を緑豊かな森

に再生するため、平成 14年度に「多摩川水源森林隊」

を設立し、ボランティアを主体とした間伐や枝打ち等

の森林保全活動を行っている（「第３章 第１ 安定給

水 １ 水源の適切な確保（４）ア（イ）（ウ）」参照）。 

当局では、第 11次水道水源林管理計画のうち、早急

かつ重点的に取り組むべき内容をまとめた、「みんなで

つくる水源の森実施計画」を平成 29 年３月に策定し、

４年間にわたり取組を推進してきた。加えて、今後も

継続してこれらの施策を実施するに当たり、多くの都

民に水源地保全の取組をより一層理解していただくた

め、「都民の理解を促進する取組」を新たな柱に加えた

「みんなでつくる水源の森実施計画 2021」を令和３年

３月に策定した。  
「都民の理解を促進する取組」では、水源地の魅力

の発信を強化するとともに、「水源地ふれあいのみち」

などのふれあい施設の向上を図り、より水源林に親し

んでいただくことで、水源地保全の重要性の理解促進

に取り組んでいく。 

また、これまで行ってきた民有林の公募購入や、重

点購入地域における積極的購入を継続するとともに、

重点購入地域において購入が難しい森林については

個々の状況を踏まえて適切な管理手法を検討し、対応

する。 

さらに、多様な主体と連携した森づくりでは、デジ

タル技術を活用して、参加しやすい仕組みの整備やデ

ジタル教材の配信などを行うことで、都民、企業、学

校、地元自治体等と連携を充実させる。 

令和４年３月には「都民の理解を促進する取組」と

して、多くの方々に「東京水のふるさと」である水道

水源林の魅力を分かりやすく伝えるため、水道水源林

に関する内容を集約、整理した「水道水源林ポータル

サイト みずふる」を開設した。 
 

図２－６ 第 11次水道水源林管理計画の体系 
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（３）取水・導水施設                   

 

ア 多摩川水系施設 

   
多摩川の原水を取水するための施設として、上流か

ら小作及び羽村の取水堰
せき

がある。 

  小作取水堰
せき

は、昭和 55年７月に完成した施設で、こ

こで取水した原水は山口貯水池へ導水している。羽村

取水堰
せき

は、江戸時代に造られた玉川上水の取水堰
せき

で、

明治 33年９月に改良し築造された。この堰
せき

の一部には、

松丸太や木の枝、砂利などで造られ、洪水の時には堰
せき

を

取り払うことができる投 渡
なげわたし

堰
ぜき

がある。取水した原水を

一部は村山・山口貯水池へ、一部は小作浄水場へ導水

し、このほか玉川上水路を経て東村山浄水場へ導水し

ている。  

羽村取水管理事務所は、小作取水堰
せき

のゲートを遠隔

制御しており、羽村取水堰
せき

とともに多摩川上流の取水

量を総合的に管理している。 

 

表２－７  取水堰
せき

の概要（多摩川水系施設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら取水堰
ぜき

については、河川関係法令及び管理規

程に基づき、常に河川の流量変化に注意するとともに、

突発的に発生する水質事故等に対しても早期に対応で

きるよう管理を行っている（表２－７参照）。 

 

イ 利根川水系、荒川水系施設 

 

 利根川及び荒川には、都が利用する取水・導水施設

として利根導水施設及び北千葉導水路がある（表２－

８参照）。 

 武蔵水路は、地盤沈下や老朽化により低下した通水

機能の回復、施設の耐震化及び内水排除機能の確保及

び強化を図るため改築事業を実施し、平成 28年３月に

完成した。 

 利根大堰
ぜき

、埼玉合口二期施設、秋ヶ瀬取水堰
ぜき

及び朝

霞水路は、大規模地震に対する耐震性能を確保するた

めの事業を実施し、令和６年３月に完成した。 
 

表２－８ 取水・導水施設の概要（利根川水系、荒川水系施設） 

施設の諸元 所　　在　　地 完 成 年 度 管　　　理

型式　 可動堰
ぜき

利 根 大 堰
ぜき

幅     692m 水資源機構

門扉　 12門

　昭和42

　平成27（改築）

型式　 可動堰
ぜき

秋ヶ瀬取水堰
ぜき

幅     127m 水資源機構

門扉　 4門

　昭和40

　昭和56（改築）

　令和５（改築）

延長　 28,500m

構造　 暗渠
きょ

　開水路

埼玉県志木市～朝霞市 水資源機構

北千葉導水路 千葉県我孫子市～松戸市 　平成11 国土交通省

水資源機構

武 蔵 水 路
延長　 14,522m
構造　 開水路

埼玉県行田市・鴻巣市 水資源機構

埼玉県志木市
　昭和40
　令和５（改築）

名　　称

利
根
導
水
施
設

群馬県邑楽郡千代田町
埼玉県行田市

　昭和42
　平成９（改築）
　令和５（改築）

合口連絡水路
延長　 33,728m
構造　 開水路

埼玉県行田市・加須市
群馬県邑楽郡千代田町 等

　昭和42

朝 霞 水 路
延長 　2,296m
構造　 暗渠

幅

（m）
型式

門数

（門）

小作取水堰
せき

22.77 132.5 可動堰
ぜき

5 東京都羽村市

固定堰
ぜき

－

投渡堰
ぜき

3

所　在　地

380 東京都羽村市

名　称
取水能力

（m3/秒）

羽村取水堰
せき

22.20

堰
せき

　構　造
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表２－６ 水源施設の概要（利根川水系、荒川水系施設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利根川水系（ダム・貯水池）

型   式 
堤 高

（ｍ）

堤 頂 長

（ｍ）

17,580 11,550 167 ア ー チ 式 131
352

(主部)
群馬県利根郡みなかみ町 昭和42 4.0

水資源

機　構

12,000 12,000 323 重  力  式 129 605
埼玉県児玉郡神川町

群馬県藤岡市
昭和43 12.6

水資源

機　構

5,050 5,050 254 重  力  式 140 405 群馬県みどり市 昭和51 6.66
水資源

機　構

8,500 8,500 95
ロ ッ ク

フ ィ ル
158 520 群馬県利根郡みなかみ町 平成 2 2.07

水資源

機　構

9,000 9,000 711 重  力  式 116 291 群馬県長野原町 令和 元 5.22
国　土

交通省

2,640 2,640        
堀　込　式

貯　水　池
            

栃木県栃木市・下都賀郡野木町

群馬県邑楽郡板倉町
埼玉県加須市

平成 2 0.505
国　土

交通省

3,589 3,101 138 重  力  式 95 230 群馬県利根郡みなかみ町 昭和33        
国　土

交通省

2,000 2,000 111 重  力  式 67 80 群馬県利根郡みなかみ町 昭和34        
国　土

交通省

1,414 1,322 608 重  力  式 77 128 群馬県沼田市 昭和40        
国　土

交通省

        55,163                                                  31.055         

（２）荒川水系（ダム・貯水池）

型   式 
堤 高

（ｍ）

堤 頂 長

（ｍ）

1,060 1,020         
堀　込　式

貯　水　池
               

埼玉県さいたま市・和光市・

戸田市
平成８ 1.4

国　土

交通省

5,600 5,600 52 重  力  式 156 372 埼玉県秩父市 平成10 1.17
水資源

機　構

5,800 5,800 109 重  力  式 132 424 埼玉県秩父市 平成22 0.86
水資源

機　構

2,180 2,000 170 ア ー チ 式 95 289 埼玉県秩父市 昭和36        
国　土

交通省

        14,420                                                  3.43         

（３）その他施設

型   式 
堤 高

（ｍ）

堤 頂 長

（ｍ）

                     可　動　堰
ぜき

7 834
千葉県香取郡東庄町

茨城県神栖市
昭和46 14.01

水資源

機　構

61,700 27,800 2,157 湖　沼             茨城県、千葉県 平成７ 1.5
水資源

機　構

埼玉県行田市～さいたま市 平成６ 0.559
水資源

機　構

埼玉県羽生市～八潮市 平成15 0.849
農　林

水産省

暗　渠
きょ

開水路

     28,500 千葉県我孫子市～松戸市 平成11 （注）2.79
国　土

交通省

堰
えん

　　　堤
てい

所　　在　　地
完 成

年 度

都

利水量

（m3/秒）

管  理

矢木沢

ダ　ム

下久保

ダ　ム

草　木

ダ　ム

名 称

有効貯水

容    量

（万ｍ3)

非洪水期

利水容量

（万ｍ3)

流 域

面 積

（km2）

奈良俣

ダ　ム

八ッ場

ダ　ム

渡良瀬

貯水池

藤　原

ダ　ム

相　俣

ダ　ム

薗　原

ダ　ム

９ダム

合　計

注）矢木沢ダムの都利水量は平滑化容量を含む。

名 称

有効貯水

容    量

（万ｍ3)

非洪水期

利水容量

（万ｍ3)

流 域

面 積

（km2）

堰
えん

　　　堤
てい

所　　在　　地
完 成

年 度

都

利水量

（m3/秒）

所　　在　　地

管  理

荒　川

貯水池

浦　山

ダ　ム

滝　沢

ダ　ム

二　瀬

ダ　ム

合　計

埼玉県

合　口
二　期

農業用水の合理化事業

名 称

有効貯水

容    量

（万ｍ3)

非洪水期

利水容量

（万ｍ3)

流 域

面 積

（km2）

堰
えん

　　　堤
てい

利　根

中　央
農業用水の合理化事業

北千葉

導水路
流況調整河川

注）新規開発水量のほか、利根河口堰
ぜき

等開発水の導水を行う。

完 成

年 度

都

利水量

（m3/秒）

管  理

利根川

河口堰
ぜき

霞ヶ浦

開　発
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（３）取水・導水施設                   

 

ア 多摩川水系施設 

   
多摩川の原水を取水するための施設として、上流か

ら小作及び羽村の取水堰
せき

がある。 

  小作取水堰
せき

は、昭和 55年７月に完成した施設で、こ

こで取水した原水は山口貯水池へ導水している。羽村

取水堰
せき

は、江戸時代に造られた玉川上水の取水堰
せき

で、

明治 33年９月に改良し築造された。この堰
せき

の一部には、

松丸太や木の枝、砂利などで造られ、洪水の時には堰
せき

を

取り払うことができる投 渡
なげわたし

堰
ぜき

がある。取水した原水を

一部は村山・山口貯水池へ、一部は小作浄水場へ導水

し、このほか玉川上水路を経て東村山浄水場へ導水し

ている。  

羽村取水管理事務所は、小作取水堰
せき

のゲートを遠隔

制御しており、羽村取水堰
せき

とともに多摩川上流の取水

量を総合的に管理している。 

 

表２－７  取水堰
せき

の概要（多摩川水系施設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら取水堰
ぜき

については、河川関係法令及び管理規

程に基づき、常に河川の流量変化に注意するとともに、

突発的に発生する水質事故等に対しても早期に対応で

きるよう管理を行っている（表２－７参照）。 

 

イ 利根川水系、荒川水系施設 

 

 利根川及び荒川には、都が利用する取水・導水施設

として利根導水施設及び北千葉導水路がある（表２－

８参照）。 

 武蔵水路は、地盤沈下や老朽化により低下した通水

機能の回復、施設の耐震化及び内水排除機能の確保及

び強化を図るため改築事業を実施し、平成 28年３月に

完成した。 

 利根大堰
ぜき

、埼玉合口二期施設、秋ヶ瀬取水堰
ぜき

及び朝

霞水路は、大規模地震に対する耐震性能を確保するた

めの事業を実施し、令和６年３月に完成した。 
 

表２－８ 取水・導水施設の概要（利根川水系、荒川水系施設） 

施設の諸元 所　　在　　地 完 成 年 度 管　　　理

型式　 可動堰
ぜき

利 根 大 堰
ぜき

幅     692m 水資源機構

門扉　 12門

　昭和42

　平成27（改築）

型式　 可動堰
ぜき

秋ヶ瀬取水堰
ぜき

幅     127m 水資源機構

門扉　 4門

　昭和40

　昭和56（改築）

　令和５（改築）

延長　 28,500m

構造　 暗渠
きょ

　開水路

埼玉県志木市～朝霞市 水資源機構

北千葉導水路 千葉県我孫子市～松戸市 　平成11 国土交通省

水資源機構

武 蔵 水 路
延長　 14,522m
構造　 開水路

埼玉県行田市・鴻巣市 水資源機構

埼玉県志木市
　昭和40
　令和５（改築）

名　　称

利
根
導
水
施
設

群馬県邑楽郡千代田町
埼玉県行田市

　昭和42
　平成９（改築）
　令和５（改築）

合口連絡水路
延長　 33,728m
構造　 開水路

埼玉県行田市・加須市
群馬県邑楽郡千代田町 等

　昭和42

朝 霞 水 路
延長 　2,296m
構造　 暗渠

幅

（m）
型式

門数

（門）

小作取水堰
せき

22.77 132.5 可動堰
ぜき

5 東京都羽村市

固定堰
ぜき

－

投渡堰
ぜき

3

所　在　地

380 東京都羽村市

名　称
取水能力

（m3/秒）

羽村取水堰
せき

22.20

堰
せき

　構　造
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表２－６ 水源施設の概要（利根川水系、荒川水系施設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利根川水系（ダム・貯水池）

型   式 
堤 高

（ｍ）

堤 頂 長

（ｍ）

17,580 11,550 167 ア ー チ 式 131
352

(主部)
群馬県利根郡みなかみ町 昭和42 4.0

水資源

機　構

12,000 12,000 323 重  力  式 129 605
埼玉県児玉郡神川町

群馬県藤岡市
昭和43 12.6

水資源

機　構

5,050 5,050 254 重  力  式 140 405 群馬県みどり市 昭和51 6.66
水資源

機　構

8,500 8,500 95
ロ ッ ク

フ ィ ル
158 520 群馬県利根郡みなかみ町 平成 2 2.07

水資源

機　構

9,000 9,000 711 重  力  式 116 291 群馬県長野原町 令和 元 5.22
国　土

交通省

2,640 2,640        
堀　込　式

貯　水　池
            

栃木県栃木市・下都賀郡野木町

群馬県邑楽郡板倉町
埼玉県加須市

平成 2 0.505
国　土

交通省

3,589 3,101 138 重  力  式 95 230 群馬県利根郡みなかみ町 昭和33        
国　土

交通省

2,000 2,000 111 重  力  式 67 80 群馬県利根郡みなかみ町 昭和34        
国　土

交通省

1,414 1,322 608 重  力  式 77 128 群馬県沼田市 昭和40        
国　土

交通省

        55,163                                                  31.055         

（２）荒川水系（ダム・貯水池）

型   式 
堤 高

（ｍ）

堤 頂 長

（ｍ）

1,060 1,020         
堀　込　式

貯　水　池
               

埼玉県さいたま市・和光市・

戸田市
平成８ 1.4

国　土

交通省

5,600 5,600 52 重  力  式 156 372 埼玉県秩父市 平成10 1.17
水資源

機　構

5,800 5,800 109 重  力  式 132 424 埼玉県秩父市 平成22 0.86
水資源

機　構

2,180 2,000 170 ア ー チ 式 95 289 埼玉県秩父市 昭和36        
国　土

交通省

        14,420                                                  3.43         

（３）その他施設

型   式 
堤 高

（ｍ）

堤 頂 長

（ｍ）

                     可　動　堰
ぜき

7 834
千葉県香取郡東庄町

茨城県神栖市
昭和46 14.01

水資源

機　構

61,700 27,800 2,157 湖　沼             茨城県、千葉県 平成７ 1.5
水資源

機　構

埼玉県行田市～さいたま市 平成６ 0.559
水資源

機　構

埼玉県羽生市～八潮市 平成15 0.849
農　林

水産省

暗　渠
きょ

開水路

     28,500 千葉県我孫子市～松戸市 平成11 （注）2.79
国　土

交通省

堰
えん

　　　堤
てい

所　　在　　地
完 成

年 度

都

利水量

（m3/秒）

管  理

矢木沢

ダ　ム

下久保

ダ　ム

草　木

ダ　ム

名 称

有効貯水

容    量

（万ｍ3)

非洪水期

利水容量

（万ｍ3)

流 域

面 積

（km2）

奈良俣

ダ　ム

八ッ場

ダ　ム

渡良瀬

貯水池

藤　原

ダ　ム

相　俣

ダ　ム

薗　原

ダ　ム

９ダム

合　計

注）矢木沢ダムの都利水量は平滑化容量を含む。

名 称

有効貯水

容    量

（万ｍ3)

非洪水期

利水容量

（万ｍ3)

流 域

面 積

（km2）

堰
えん

　　　堤
てい

所　　在　　地
完 成

年 度

都

利水量

（m3/秒）

所　　在　　地

管  理

荒　川

貯水池

浦　山

ダ　ム

滝　沢

ダ　ム

二　瀬

ダ　ム

合　計

埼玉県

合　口
二　期

農業用水の合理化事業

名 称

有効貯水

容    量

（万ｍ3)

非洪水期

利水容量

（万ｍ3)

流 域

面 積

（km2）

堰
えん

　　　堤
てい

利　根

中　央
農業用水の合理化事業

北千葉

導水路
流況調整河川

注）新規開発水量のほか、利根河口堰
ぜき

等開発水の導水を行う。

完 成

年 度

都

利水量

（m3/秒）

管  理

利根川

河口堰
ぜき

霞ヶ浦

開　発
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２ 浄水場 

 

（１）施設概要 

 
 浄水場は、河川や貯水池から取水した原水を浄水処

理し、各給水所へ送水する施設である。 
 都の浄水場は 10か所で、その施設能力は日量 684 万

m3である（表２－９参照）。 
 これらの浄水場では、急速ろ過方式、緩速ろ過方式、

膜ろ過方式及び消毒のみの方式に加え、オゾン処理と

生物活性炭吸着処理による高度浄水処理を導入してい

る。 
金町浄水場、朝霞浄水場、東村山浄水場、三郷浄水

場、小作浄水場、三園浄水場及び長沢浄水場では急速

ろ過方式を採用しており、そのうち東村山浄水場、金

町浄水場、朝霞浄水場、三郷浄水場及び三園浄水場で

は、高度浄水処理を導入している。 
 

 
表２－９ 浄水場の施設概要 

 
境浄水場、砧浄水場及び砧下浄水所は緩速ろ過方式

を採用しており、そのうち砧浄水場及び砧下浄水所で

は膜ろ過方式を採用している。 
  都最大の施設能力を有する朝霞浄水場は、利根川・

荒川水系の原水を秋ヶ瀬取水堰
ぜき

から取り入れ、横流式

沈殿池を採用して処理を行っている。 
また、原水を東村山浄水場と相互連絡できる施設（原

水連絡管）も有している。 
  三郷浄水場、三園浄水場及び小作浄水場は、効率的

な沈殿処理を行うため、傾斜板沈殿池を採用している。   
一般的に浄水場で造られた水は、送配水ポンプによ

り給水所等へ送水する。一方、東村山浄水場の一部や

長沢浄水場及び境浄水場は、立地の高低差を活用して

自然流下による送配水を行っている。 
これらの浄水場においては、配水計画に基づいた水

量を日々安定して処理するため、原水取水施設、薬品

注入施設、沈殿・ろ過池施設、送配水施設等の運転と

その保守管理を行っている（図２－８参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水  系 浄水場 
施設能力 比  率   （％） 

処  理  方  式 
（m3/日） 浄水場別 水系別 

利根川・荒川水系 

金 町 1,500,000  21.9  

80.1  

 急速ろ過方式・全量高度浄水処理（150 万 m3/日） 

三 郷 1,100,000  16.1   急速ろ過方式・全量高度浄水処理（110 万 m3/日） 

朝 霞 1,700,000  24.8   急速ろ過方式・全量高度浄水処理（170 万 m3/日） 

三 園 300,000  4.4   急速ろ過方式・全量高度浄水処理（30万 m3/日） 

東村山 
880,000  

18.5   急速ろ過方式・高度浄水処理（利根川・荒川水系 88万 m3/日） 

多摩川水系 

385,000  

17.0  

小 作 280,000  4.1   急速ろ過方式 

境 315,000  4.6   緩速ろ過方式 

砧 114,500  1.7   膜ろ過方式・緩速ろ過方式 

砧 下 70,000  1.0   膜ろ過方式・緩速ろ過方式 

相模川水系 長 沢 200,000  2.9  2.9   急速ろ過方式 

計 6,844,500  100.0  100.0         ― 

（注）これらの施設の中には、老朽化等により、施設能力が低下しているものがある。 

（令和７年３月 31 日現在) 
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（４）水源水質事故時の対応 

 
 水源の水質事故は、年度によって件数に変動はある

が、毎年一定程度発生している。 
水源水質事故に対しては、緊急車、水質試験車等の

機動性を生かし、事故原因及び規模を早急に調査し、

当局の取水及び浄水処理への影響等を判断して、給水

に影響しないように適切な対応を行っている。 
また、当局では他の水道事業体と連携し、事故対応

能力の強化を図っている。 
第一に、水源地域を管轄する行政機関で構成された

関東地方水質汚濁対策連絡協議会及び関係する水道事

業体で構成された利根川・荒川水系水道事業者連絡協

議会を通じて通報連絡網を整備し、緊急連絡及び事故

情報の収集に努めている。 
第二に、当局を含めた５つの水道事業体で構成する

水源河川水質調査等の連携に関する申合せにおいて、

あらかじめ調査地域を分担し、水源水質事故時に迅速

な原因調査を実施できる体制を整えている。 
第三に、関係する水道事業体と協力して、国等へ水

源の水質保全についての要望、流域の主要な事業者に

対しての水質汚濁防止の要望等を行っている。 
 
令和６年度に当局へ通報があった水源水質事故情報

件数は 76 件であり、令和５年度（83 件）と比較して

減少した（図２－７参照）。 

  水系別では、利根川水系・荒川水系が 61件と大部分

を占めており、その他、多摩川水系が 15件、相模川水

系が０件であった。 

現象別では、油類が 48件、魚浮上が３件、異臭が０

件及びその他の原因による事故が 25件であった。 

 これらの事故のうち、当局の浄水処理に影響した事

故件数は２件であり、全て多摩川水系であった。原因

は、油類によるものが１件、着色水によるものが１件

で、関係浄水所の取水一時停止等により対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－７  水源水質事故情報発生件数 
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２ 浄水場 
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量を日々安定して処理するため、原水取水施設、薬品

注入施設、沈殿・ろ過池施設、送配水施設等の運転と

その保守管理を行っている（図２－８参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水  系 浄水場 
施設能力 比  率   （％） 

処  理  方  式 
（m3/日） 浄水場別 水系別 

利根川・荒川水系 

金 町 1,500,000  21.9  

80.1  

 急速ろ過方式・全量高度浄水処理（150 万 m3/日） 

三 郷 1,100,000  16.1   急速ろ過方式・全量高度浄水処理（110 万 m3/日） 

朝 霞 1,700,000  24.8   急速ろ過方式・全量高度浄水処理（170 万 m3/日） 

三 園 300,000  4.4   急速ろ過方式・全量高度浄水処理（30万 m3/日） 

東村山 
880,000  

18.5   急速ろ過方式・高度浄水処理（利根川・荒川水系 88万 m3/日） 

多摩川水系 

385,000  

17.0  

小 作 280,000  4.1   急速ろ過方式 

境 315,000  4.6   緩速ろ過方式 

砧 114,500  1.7   膜ろ過方式・緩速ろ過方式 

砧 下 70,000  1.0   膜ろ過方式・緩速ろ過方式 

相模川水系 長 沢 200,000  2.9  2.9   急速ろ過方式 

計 6,844,500  100.0  100.0         ― 

（注）これらの施設の中には、老朽化等により、施設能力が低下しているものがある。 

（令和７年３月 31 日現在) 
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（４）水源水質事故時の対応 

 
 水源の水質事故は、年度によって件数に変動はある

が、毎年一定程度発生している。 
水源水質事故に対しては、緊急車、水質試験車等の

機動性を生かし、事故原因及び規模を早急に調査し、

当局の取水及び浄水処理への影響等を判断して、給水

に影響しないように適切な対応を行っている。 
また、当局では他の水道事業体と連携し、事故対応

能力の強化を図っている。 
第一に、水源地域を管轄する行政機関で構成された

関東地方水質汚濁対策連絡協議会及び関係する水道事

業体で構成された利根川・荒川水系水道事業者連絡協

議会を通じて通報連絡網を整備し、緊急連絡及び事故

情報の収集に努めている。 
第二に、当局を含めた５つの水道事業体で構成する

水源河川水質調査等の連携に関する申合せにおいて、

あらかじめ調査地域を分担し、水源水質事故時に迅速

な原因調査を実施できる体制を整えている。 
第三に、関係する水道事業体と協力して、国等へ水

源の水質保全についての要望、流域の主要な事業者に

対しての水質汚濁防止の要望等を行っている。 
 
令和６年度に当局へ通報があった水源水質事故情報

件数は 76 件であり、令和５年度（83 件）と比較して

減少した（図２－７参照）。 

  水系別では、利根川水系・荒川水系が 61件と大部分

を占めており、その他、多摩川水系が 15件、相模川水

系が０件であった。 

現象別では、油類が 48件、魚浮上が３件、異臭が０

件及びその他の原因による事故が 25件であった。 

 これらの事故のうち、当局の浄水処理に影響した事

故件数は２件であり、全て多摩川水系であった。原因

は、油類によるものが１件、着色水によるものが１件

で、関係浄水所の取水一時停止等により対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－７  水源水質事故情報発生件数 
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（２）高度浄水施設 

 
 高度浄水処理とは、急速ろ過方式等の通常の浄水処

理では十分に対応できない臭気物質等の除去を目的に

行う処理であり、当局では、オゾン処理と生物活性炭

吸着処理を組み合わせた処理を導入している（図２－

９参照）。 

 江戸川を水源としている金町浄水場では、凝集沈殿

及び急速ろ過による処理を行っていた。昭和 40年代か

ら夏季にかび臭が発生したため、粉末活性炭処理を実

施してきたが、より効果的かつ安定的にかび臭原因物

質等の微量有機物質を除去するために高度浄水処理を

導入することとした。平成元年より導入を進め、平成

４年６月に第一期施設が完成した。その後、平成８年

４月に第二期施設、平成 25年４月に第三期施設が完成

し、金町浄水場の全量（日量 150 万 m3）に高度浄水施

設を導入した。 

 その他、三郷浄水場（日量 110 万 m3（平成 11年４月

に第一期施設、平成 25年 10月に第二期施設完成））、

朝霞浄水場（日量 170 万 m3（平成 16年 11 月に第一期

施設、平成 26年３月に第二期施設完成））、三園浄水場

（日量 30万 m3（平成 19年 10 月に完成））及び東村山

浄水場（日量 88万 m3（平成 22年３月に完成））におい

てもそれぞれ高度浄水施設を導入し、利根川水系取水

量の全量に対して高度浄水処理を実施している。 

 

（３）膜ろ過施設 

 
 膜ろ過処理とは、原水を超微細な孔径を持つ膜に通

し、ふるい分けの原理により不純物等を分離及び除去

する方式で、原水中の濁質やクリプトスポリジウムな

どの微生物を除去することができる（次ページ参照）。 

 平成 19年３月に、浄水場として当時国内最大規模の

膜ろ過施設（日量４万 m3）を砧浄水場及び砧下浄水所

に導入した。 

また、多摩地区の 12か所の小規模浄水施設でも、膜

ろ過処理を行っている。 

 

 

図２－９ 高度浄水処理の仕組み（金町浄水場） 
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図２－８ 浄水場の施設概要 
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８８ 沈沈殿殿池池  

急速ろ過池（上部は覆蓋及び太陽光発電設備） 

－ 46 －

第２章



 

－ 47 － 

第第２２章章  

（２）高度浄水施設 

 
 高度浄水処理とは、急速ろ過方式等の通常の浄水処

理では十分に対応できない臭気物質等の除去を目的に

行う処理であり、当局では、オゾン処理と生物活性炭

吸着処理を組み合わせた処理を導入している（図２－

９参照）。 

 江戸川を水源としている金町浄水場では、凝集沈殿

及び急速ろ過による処理を行っていた。昭和 40年代か

ら夏季にかび臭が発生したため、粉末活性炭処理を実

施してきたが、より効果的かつ安定的にかび臭原因物

質等の微量有機物質を除去するために高度浄水処理を

導入することとした。平成元年より導入を進め、平成

４年６月に第一期施設が完成した。その後、平成８年

４月に第二期施設、平成 25年４月に第三期施設が完成

し、金町浄水場の全量（日量 150 万 m3）に高度浄水施

設を導入した。 

 その他、三郷浄水場（日量 110 万 m3（平成 11年４月

に第一期施設、平成 25年 10月に第二期施設完成））、

朝霞浄水場（日量 170 万 m3（平成 16年 11 月に第一期

施設、平成 26年３月に第二期施設完成））、三園浄水場

（日量 30万 m3（平成 19年 10 月に完成））及び東村山

浄水場（日量 88万 m3（平成 22年３月に完成））におい

てもそれぞれ高度浄水施設を導入し、利根川水系取水

量の全量に対して高度浄水処理を実施している。 

 

（３）膜ろ過施設 

 
 膜ろ過処理とは、原水を超微細な孔径を持つ膜に通

し、ふるい分けの原理により不純物等を分離及び除去

する方式で、原水中の濁質やクリプトスポリジウムな

どの微生物を除去することができる（次ページ参照）。 

 平成 19年３月に、浄水場として当時国内最大規模の

膜ろ過施設（日量４万 m3）を砧浄水場及び砧下浄水所

に導入した。 

また、多摩地区の 12か所の小規模浄水施設でも、膜

ろ過処理を行っている。 

 

 

図２－９ 高度浄水処理の仕組み（金町浄水場） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

－ 46 － 

第第２２章章  

図２－８ 浄水場の施設概要 
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（４）浄水施設関係の事故対応 

 
 浄水場（所）の機能停止を起こす原因として、水源

水質事故、落雷や降雪等による停電事故、浄水施設及

び設備等の老朽化による事故等が考えられる。 
 浄水場（所）においては、このような不測の事態に

対応できるよう施設及び設備の整備を行い、予備能力

の確保に努めている。 
また、万一、金町浄水場、三郷浄水場、朝霞浄水場

及び東村山浄水場といった大規模浄水場のいずれかで

機能低下等の事態が発生した場合でも、他の浄水場の

浄水処理量を増やして対応するとともにネットワーク

化された幹線を用い、基幹施設を有機的に使用して補

給する体制を整えている。 
 
 
図２－11 浄水場の連携 
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図２－10  処理方式の推移と施設能力の増強 

膜ろ過の仕組み 
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表２－11 配水管管理 

※端数調整により、合計値が合わないことがある。 

 

表２－12 配水施設概要  

   （令和７年３月末現在） 

  
区 部 

都営水道 
計 

26 市町 

配 

水 

管 

配
水
本
管 

1,730.6  847.5 2,578.0 

配
水
小
管 

15,130.8  9,875.8 25,006.6  

(km) 

計 16,861.4 10,723.3 27,584.7  

(km) 

  

制水弁 
275,652 148,109  423,761  

（個） 

空気弁 
9,566  6,732  16,298  

（個） 

排水弁 
7,709  4,043  11,752  

（個） 

消火栓 
91,228  42,841 134,069 

（個） 

※端数調整により、合計値が合わないことがある。 

 

 

 

 
（３）漏水事故等への対応 
 
ア 配水管関係の事故 
 
配水管の事故は、通行車両による振動、配水管の経

年劣化、腐食性土壌の影響等によって生じる自然漏水

と、他企業工事等に伴って生じる損傷事故がある。こ

れらの事故が発生した場合には、断水や濁水が発生し、

都民生活や都市活動に及ぼす影響が大きいため迅速な

初期対応が必要である。そのため、年間を通じていつ

でも緊急出動できる態勢をとっている。 
事故発生の第一報は、住民、警察、事故関係者等か

ら寄せられることが多いが、大規模事故は、配水本管

に設置されているテレメータの数値情報から、水運用

センターの管路異常検知システムによって発見するこ

とができるようになっている。 
事故が発生した場合には、直ちに現場に出動して、

事故状況や被害状況について、具体的な情報を収集す

る。その情報を基に、適切な復旧方法を決定し、断水

や濁水等の影響範囲や、広報車及び給水車の必要性等

を判断し、局内の関係部署と情報を共有し、作業を実

施することとしている。 
そのほか、自然漏水を未然に防止する対策として、

漏水リスクの高い導入初期のダクタイル管を、耐震継

手機能を有する強度の高いダクタイル鋳鉄管へ積極的

に取り替えている。 
 

鋳鉄管 鋼　管 その他 計 鋳鉄管 鋼　管 その他 計

H26 2,178.3 250.6 0.0 2,428.9 24,157.8 149.9 37.8 24,345.5 26,774.4

H27 2,200.8 252.6 0.0 2,453.4 24,275.4 150.7 35.6 24,461.7 26,915.1

H28 2,220.2 256.5 0.0 2,476.7 24,375.4 151.3 34.8 24,561.5 27,038.2

H29 2,236.3 257.9 0.0 2,494.2 24,443.2 152.7 34.8 24,630.7 27,124.9

H30 2,246.2 258.1 0.0 2,504.3 24,503.0 154.8 33.3 24,691.1 27,195.4

R1 2,256.7 259.7 0.0 2,516.4 24,560.0 155.6 32.6 24,748.2 27,264.6

R2 2,268.3 261.5 0.0 2,529.8 24,623.6 156.0 31.6 24,811.2 27,340.9

R3 2,278.1 261.7 0.0 2,539.8 24,675.5 156.9 30.7 24,863.0 27,402.8

R4 2,291.9 262.8 0.0 2,554.6 24,723.7 158.6 29.4 24,911.7 27,466.3

R5 2,297.7 263.0 0.0 2,560.7 24,772.4 159.3 28.1 24,959.7 27,520.5

R6 2,314.5 263.5 0.0 2,578.0 24,819.5 159.8 27.4 25,006.6 27,584.7

（令和７年３月末現在）　（単位　km）  

年
度

配　　水　　本　　管 配　　水　　小　　管
合　　計
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３ 配水施設 

 

（１）給水所 

 

給水所は、浄水場から送水された水を一時的に貯留

し、配水区域内に配水する施設である。配水池とポン

プ設備等を有し、水道使用量の時間的な変化に応じた

配水量の調整、配水系統の切替えなどを行っている。 

区部に設置されている大部分の給水所及び多摩地区

の一部の給水所については、水運用センターからの遠

隔制御により、各給水所のポンプ運転及び配水池の運

用を行い、一元的な給水所管理を実施して、効率的な

運営を図っている。 

また、多くの給水所は震災時等における給水拠点と

もなっている。 

 都の保有する配水池の総容量は、浄水場及び給水所

を合わせると約 333 万㎥となっている。 

 なお、主要給水所は、表２－10のとおりである。 

 

表２－10 主要給水所の配水池容量 

 
配水池容量 配水池容量

(㎥) (㎥)
練馬 (有) 200,000 深大寺 29,700

上井草 180,000 大船 22,000
和田堀・和泉 (有) 80,450 程久保 20,100

水元 100,000 散田 20,000
南千住 100,000 西瑞江 20,000

第一・第二板橋 80,000 有明 20,000
東大和 80,000 調布西町 20,000

芝 80,000 小川 19,740
第一・第二淀橋 72,000 小野路 19,000

鑓水小山 70,000 芝久保 18,100
江東 (有) 66,000 国分寺北町 17,400
本郷 60,000 上連雀 16,300
亀戸 60,000 上北台 16,000
八坂 60,000 北野 15,850
玉川 60,000 立川砂川 15,300
八雲 50,000 高月 15,000

小右衛門 (有) 50,000 狭間 15,000
江北 50,000 拝島 15,000

聖ヶ丘 42,000 幸町 15,000
楢原 40,000 南大沢 14,850
大蔵 40,000 東浅川 13,000
豊住 40,000 連光寺 11,000
葛西 40,000 多摩平 11,000
東海 40,000 南野 10,080

大谷口 35,000 南沢 10,000
上水南 35,000 絹ヶ丘 10,000
上池台 33,000 三鷹新川 10,000
石畑 30,000 柴崎 10,000

清瀬梅園 30,000 上北沢 40,000
(有)有人給水所

名称 名称

 
 
 

 

（２）配水管等 

 

給水所から給水区域内に水を配るための配水管及び

その付属設備を配水施設という。 

これらの施設は、清浄な水道水を、必要な量と適正

な圧力で送り届けられるよう維持管理されている。 

また、漏水事故や震災等にも対応できるように、施

設の整備を進めている。 

都内の公道等には、配水管が２万 7,585km 布設され

ている（表２－11参照）。 

 この配水管には、制水弁等の付属設備が設置されて

おり、その概要は、表２－12のとおりである。 

 これらの施設について区部においては支所が、多摩

地区においては給水管理事務所及び給水事務所が維持

管理を担当し、配水管の取替えや制水弁、消火栓、空

気弁等の付属設備の修理、取替え等を行っている。 

 なお、管路の口径、管種、布設年度等に関する情報

をコンピュータに組み込んだ図面管理システム（マッ

ピングシステム）を利用して、管路の効率的な維持管

理や計画的な更新を支援している。 

 管路の更新は、内面がライニングされていない強度

の低い鋳鉄管と布設年度の古い鋼管である取替困難管

やダクタイル鋳鉄製の直管と高級鋳鉄製の異形管が混

在している初期ダクタイル管について、着実に実施し

ており、漏水事故を未然に防いでいる。 
 また、震災時において、断水被害を最小限にとどめ

るため、避難所や主要な駅等の重要施設への供給ルー

トの耐震継手化の取組が令和４年度末に概成した。そ

の後は、地域全体の断水被害を軽減するため、都の被

害想定で震災時の断水率の高い地域の耐震継手化を重

点的に進めていく。 
 

（令和７年３月末現在）
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表２－11 配水管管理 

※端数調整により、合計値が合わないことがある。 

 

表２－12 配水施設概要  

   （令和７年３月末現在） 

  
区 部 

都営水道 
計 

26 市町 

配 

水 

管 

配
水
本
管 

1,730.6  847.5 2,578.0 

配
水
小
管 

15,130.8  9,875.8 25,006.6  

(km) 

計 16,861.4 10,723.3 27,584.7  

(km) 

  

制水弁 
275,652 148,109  423,761  

（個） 

空気弁 
9,566  6,732  16,298  

（個） 

排水弁 
7,709  4,043  11,752  

（個） 

消火栓 
91,228  42,841 134,069 

（個） 

※端数調整により、合計値が合わないことがある。 

 

 

 

 
（３）漏水事故等への対応 
 
ア 配水管関係の事故 
 
配水管の事故は、通行車両による振動、配水管の経

年劣化、腐食性土壌の影響等によって生じる自然漏水

と、他企業工事等に伴って生じる損傷事故がある。こ

れらの事故が発生した場合には、断水や濁水が発生し、

都民生活や都市活動に及ぼす影響が大きいため迅速な

初期対応が必要である。そのため、年間を通じていつ

でも緊急出動できる態勢をとっている。 
事故発生の第一報は、住民、警察、事故関係者等か

ら寄せられることが多いが、大規模事故は、配水本管

に設置されているテレメータの数値情報から、水運用

センターの管路異常検知システムによって発見するこ

とができるようになっている。 
事故が発生した場合には、直ちに現場に出動して、

事故状況や被害状況について、具体的な情報を収集す

る。その情報を基に、適切な復旧方法を決定し、断水

や濁水等の影響範囲や、広報車及び給水車の必要性等

を判断し、局内の関係部署と情報を共有し、作業を実

施することとしている。 
そのほか、自然漏水を未然に防止する対策として、

漏水リスクの高い導入初期のダクタイル管を、耐震継

手機能を有する強度の高いダクタイル鋳鉄管へ積極的

に取り替えている。 
 

鋳鉄管 鋼　管 その他 計 鋳鉄管 鋼　管 その他 計

H26 2,178.3 250.6 0.0 2,428.9 24,157.8 149.9 37.8 24,345.5 26,774.4

H27 2,200.8 252.6 0.0 2,453.4 24,275.4 150.7 35.6 24,461.7 26,915.1

H28 2,220.2 256.5 0.0 2,476.7 24,375.4 151.3 34.8 24,561.5 27,038.2

H29 2,236.3 257.9 0.0 2,494.2 24,443.2 152.7 34.8 24,630.7 27,124.9

H30 2,246.2 258.1 0.0 2,504.3 24,503.0 154.8 33.3 24,691.1 27,195.4

R1 2,256.7 259.7 0.0 2,516.4 24,560.0 155.6 32.6 24,748.2 27,264.6

R2 2,268.3 261.5 0.0 2,529.8 24,623.6 156.0 31.6 24,811.2 27,340.9

R3 2,278.1 261.7 0.0 2,539.8 24,675.5 156.9 30.7 24,863.0 27,402.8

R4 2,291.9 262.8 0.0 2,554.6 24,723.7 158.6 29.4 24,911.7 27,466.3

R5 2,297.7 263.0 0.0 2,560.7 24,772.4 159.3 28.1 24,959.7 27,520.5

R6 2,314.5 263.5 0.0 2,578.0 24,819.5 159.8 27.4 25,006.6 27,584.7

（令和７年３月末現在）　（単位　km）  

年
度

配　　水　　本　　管 配　　水　　小　　管
合　　計
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３ 配水施設 

 

（１）給水所 

 

給水所は、浄水場から送水された水を一時的に貯留

し、配水区域内に配水する施設である。配水池とポン

プ設備等を有し、水道使用量の時間的な変化に応じた

配水量の調整、配水系統の切替えなどを行っている。 

区部に設置されている大部分の給水所及び多摩地区

の一部の給水所については、水運用センターからの遠

隔制御により、各給水所のポンプ運転及び配水池の運

用を行い、一元的な給水所管理を実施して、効率的な

運営を図っている。 

また、多くの給水所は震災時等における給水拠点と

もなっている。 

 都の保有する配水池の総容量は、浄水場及び給水所

を合わせると約 333 万㎥となっている。 

 なお、主要給水所は、表２－10のとおりである。 

 

表２－10 主要給水所の配水池容量 

 
配水池容量 配水池容量

(㎥) (㎥)
練馬 (有) 200,000 深大寺 29,700

上井草 180,000 大船 22,000
和田堀・和泉 (有) 80,450 程久保 20,100

水元 100,000 散田 20,000
南千住 100,000 西瑞江 20,000

第一・第二板橋 80,000 有明 20,000
東大和 80,000 調布西町 20,000

芝 80,000 小川 19,740
第一・第二淀橋 72,000 小野路 19,000

鑓水小山 70,000 芝久保 18,100
江東 (有) 66,000 国分寺北町 17,400
本郷 60,000 上連雀 16,300
亀戸 60,000 上北台 16,000
八坂 60,000 北野 15,850
玉川 60,000 立川砂川 15,300
八雲 50,000 高月 15,000

小右衛門 (有) 50,000 狭間 15,000
江北 50,000 拝島 15,000

聖ヶ丘 42,000 幸町 15,000
楢原 40,000 南大沢 14,850
大蔵 40,000 東浅川 13,000
豊住 40,000 連光寺 11,000
葛西 40,000 多摩平 11,000
東海 40,000 南野 10,080

大谷口 35,000 南沢 10,000
上水南 35,000 絹ヶ丘 10,000
上池台 33,000 三鷹新川 10,000
石畑 30,000 柴崎 10,000

清瀬梅園 30,000 上北沢 40,000
(有)有人給水所

名称 名称

 
 
 

 

（２）配水管等 

 

給水所から給水区域内に水を配るための配水管及び

その付属設備を配水施設という。 

これらの施設は、清浄な水道水を、必要な量と適正

な圧力で送り届けられるよう維持管理されている。 

また、漏水事故や震災等にも対応できるように、施

設の整備を進めている。 

都内の公道等には、配水管が２万 7,585km 布設され

ている（表２－11参照）。 

 この配水管には、制水弁等の付属設備が設置されて

おり、その概要は、表２－12のとおりである。 

 これらの施設について区部においては支所が、多摩

地区においては給水管理事務所及び給水事務所が維持

管理を担当し、配水管の取替えや制水弁、消火栓、空

気弁等の付属設備の修理、取替え等を行っている。 

 なお、管路の口径、管種、布設年度等に関する情報

をコンピュータに組み込んだ図面管理システム（マッ

ピングシステム）を利用して、管路の効率的な維持管

理や計画的な更新を支援している。 

 管路の更新は、内面がライニングされていない強度

の低い鋳鉄管と布設年度の古い鋼管である取替困難管

やダクタイル鋳鉄製の直管と高級鋳鉄製の異形管が混

在している初期ダクタイル管について、着実に実施し

ており、漏水事故を未然に防いでいる。 
 また、震災時において、断水被害を最小限にとどめ

るため、避難所や主要な駅等の重要施設への供給ルー

トの耐震継手化の取組が令和４年度末に概成した。そ

の後は、地域全体の断水被害を軽減するため、都の被

害想定で震災時の断水率の高い地域の耐震継手化を重

点的に進めていく。 
 

（令和７年３月末現在）
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表２－12 配水施設概要  

   （令和７年３月末現在） 

  
区 部 

都営水道 
計 

26市町 

配

水

管 

配
水
本
管 

1,730.6  847.5 2,578.0 

配
水
小
管 

15,130.8  9,875.8 25,006.6  

(km) 

計 16,861.4 10,723.3 27,584.7  

(km) 

  

制水弁 
275,652 148,109  423,761  

（個） 

空気弁 
9,566  6,732  16,298  

（個） 

排水弁 
7,709  4,043  11,752  

（個） 

消火栓 
91,228  42,841 134,069 

（個） 

※端数調整により、合計値が合わないことがある。 
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第３ 水質管理 
 

水道水の水質は、水道法に基づく水質基準等に適合

することが求められており、当局では安全でおいしい

水を供給できるよう常に水質管理に万全を期している。 
 

１ 水質センターによる検査体制 

 

現在、水質基準項目（水道法で検査が義務付けられ

ている項目）として51項目、水質管理目標設定項目（水

質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可

能性があり、水質管理上留意すべき項目）として27項

目及び要検討項目（毒性評価が定まらない項目又は浄

水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目及び水

質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目）

として46項目が設定されている。 

当局は、水質基準に迅速かつ的確に対応するために、

水質センターを中心に技術と機器の両面から水質検査

能力の向上に努め、万全の検査体制を整備してきた。 

令和６年３月に公表した「令和６年度水質検査計画」

では、都内131か所（図２－12参照）の自動水質計器設

置地点及び浄水場（所）の入口・出口、水源を検査地

点とし、定期的な検査を実施している。 

また、水質センターでは、水質検査結果の客観的な

信頼性を確保するために、平成16年３月に、金属類に

ついてISO/IEC 17025の認定を取得し、更に平成19年３

月に揮発性有機化合物について認定範囲を拡大した。 

多摩水道改革推進本部においても、水質センターと

同様に平成 19 年３月に金属類及び揮発性有機化合物

について ISO/IEC 17025 の認定を取得した。 

 

２ 水源から蛇口までの水質管理 

 

（１） 水源の水質管理 
 

都の水道水源は、利根川、荒川、江戸川、多摩川、

相模川等、関東地方のほぼ全域に及んでいる。当局は、

これら広域にわたる水源の水質の動向を把握し、貯水

池等の水質管理や適正な浄水処理、水源の水質保全の

要望等に役立てるとともに、水質異常の早期発見及び

汚染事故発生時の迅速かつ適切な対応を図るため、次

のような施策を実施している。 

ア 水源河川等の約70か所の調査地点におけるおお

むね月１回の定期的な水質調査 

イ 水質試験車等による水源水質の巡回監視 

ウ 関係機関との情報連絡網による水質汚染事故時

の緊急連絡と連携調査活動の実施 

エ 良好な水道水源の保持を目的とした、水道水源

林の適正な管理と小河内貯水池上流及び周辺の町

村との協定の締結 

オ 水源地域における工場・事業場の排水等に関す

る情報の収集と汚濁防止への協力要請 

 
（２） 浄水場における水質管理 
 
浄水場では、浄水処理過程を総合的に把握して適切

な浄水処理を行い、水道水の安全確保に努めていると

ころであるが、更なる水質管理の向上を図るため、平

成19年度に「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム（東京都

版水安全計画）」を策定し、平成20年度から運用を開始

した。 

本プログラムでは、世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱

する水安全計画によるリスクマネジメントに加え、

ISO 9001 に準じた浄水場での高度な品質管理及び

ISO/IEC17025に保証された精度の高い水質検査の三者

を一体で運用することで、最高水準の水質管理を目指

している。 

各浄水場における水質管理の内容は、次のとおりで

ある。 

ア 水質計器や水質検査による浄水処理状況のきめ

細やかなチェック 

イ 項目ごとに毎日、毎週、毎月等、適切な頻度を

設定し、水質検査を実施 

ウ 浄水処理で使用する薬品の品質検査 

エ 魚を用いた検知用水槽による常時監視 

オ その他水質管理に関する調査検討 
 
当局では、水道水中のトリクロラミン（カルキ臭の

原因物質の一つ）に関する水質管理を充実させるため、

水質計器の一つであるトリクロラミン計の実用化に取
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また、他企業工事等による事故を防止するために、

工事着手前に他企業等との間で事前協議を実施し、施

工方法や配水管の防護等に関して指導を行っている。 

なお、事前協議どおりに工事が行われているかどう

か、適切な防護措置が行われているかどうかを現場で

確認するため、立会いを行い、事故防止を図っている。 
 
表２－13 配水管事故件数（区部） 
 

種     別 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

自然漏水による事故 29 25 23 19 19 

他企業工事等による事故 32 21 20 35 22 

合     計 61 46 43 54 41 

 

イ 給水装置関係の水質事故 

 

  給水装置関係の水質事故を未然に防止するため、無

届での給水装置工事を行わないよう、指定給水装置工

事事業者に対し、窓口での工事申請受付時や更新講習

会等を通じて指導している。 

また、危険度の高い薬品等を取り扱うなど、水質汚

染事故が生じた場合に重大な影響を生じるおそれのあ

る給水装置所有者等については、計画的に巡回調査を

行い、不適正な給水装置を発見した際は、改善指導等

を実施している。 

さらに、給水装置を経由した水質事故の影響を抑え

るため平成 21 年４月から口径 40 ㎜以下のメータにつ

いて、メータの新設時や検定有効期間満了に伴うメー

タ引換などに併せて「逆止弁付メータパッキン」を設

置し、配水管への逆流を防止する対策を講じている。 

  一方、貯水槽水道(受水タンクから蛇口に至るポンプ

や管などの設備の総称。以下同じ。) については、所

有者等が定期的に点検及び清掃等の管理を行うよう指

導、助言等を行っている。 

  万一、給水装置関係の水質事故が発生した場合でも

直ちに対応できるように、次のような態勢を整えてい

る。 

 

（ア） 給水装置における事故 
  通報を受けた場合は、支所等から直ちに現地に赴き、

当該箇所及び周辺での採水及び目視や簡易な水質検査

等による状況調査を実施する。異常が認められた場合 

には、直ちに飲用の中止について周知するとともに、

水質センターへの通報及び採取した水の検査を行う。 
 現地では、水質事故の原因を調査し、水道管以外の

水管等との接続が確認された場合は、その場で切り離

すなどの措置を行うとともに、影響部分の排水及び洗

浄を実施し、清浄な状態に回復させた後、水道水の飲

用を許可する。 
  また、所有者に対しては、早急に適正な状態に修復

する工事を行うように改善指導している。 
 
（イ）貯水槽水道内の事故 
  受水タンク等の管理不備に起因する異物の混入や水

質劣化などの水質事故が発生した場合は、直ちに現地

に赴き、当該箇所及び周辺での採水及び目視等による

状況調査を実施する。 
また、所管保健所に通報し、出動を要請する。影響

範囲が貯水槽水道内に限定されていることを確認した

場合は、処理等について保健所に引き継ぐ。 
なお、必要に応じて保健所と合同で調査に当たる。 
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第３ 水質管理 
 

水道水の水質は、水道法に基づく水質基準等に適合

することが求められており、当局では安全でおいしい

水を供給できるよう常に水質管理に万全を期している。 
 

１ 水質センターによる検査体制 

 

現在、水質基準項目（水道法で検査が義務付けられ

ている項目）として51項目、水質管理目標設定項目（水

質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可

能性があり、水質管理上留意すべき項目）として27項

目及び要検討項目（毒性評価が定まらない項目又は浄

水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目及び水

質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目）

として46項目が設定されている。 

当局は、水質基準に迅速かつ的確に対応するために、

水質センターを中心に技術と機器の両面から水質検査

能力の向上に努め、万全の検査体制を整備してきた。 

令和６年３月に公表した「令和６年度水質検査計画」

では、都内131か所（図２－12参照）の自動水質計器設

置地点及び浄水場（所）の入口・出口、水源を検査地

点とし、定期的な検査を実施している。 

また、水質センターでは、水質検査結果の客観的な

信頼性を確保するために、平成16年３月に、金属類に

ついてISO/IEC 17025の認定を取得し、更に平成19年３

月に揮発性有機化合物について認定範囲を拡大した。 

多摩水道改革推進本部においても、水質センターと

同様に平成 19 年３月に金属類及び揮発性有機化合物

について ISO/IEC 17025 の認定を取得した。 

 

２ 水源から蛇口までの水質管理 

 

（１） 水源の水質管理 
 

都の水道水源は、利根川、荒川、江戸川、多摩川、

相模川等、関東地方のほぼ全域に及んでいる。当局は、

これら広域にわたる水源の水質の動向を把握し、貯水

池等の水質管理や適正な浄水処理、水源の水質保全の

要望等に役立てるとともに、水質異常の早期発見及び

汚染事故発生時の迅速かつ適切な対応を図るため、次

のような施策を実施している。 

ア 水源河川等の約70か所の調査地点におけるおお

むね月１回の定期的な水質調査 

イ 水質試験車等による水源水質の巡回監視 

ウ 関係機関との情報連絡網による水質汚染事故時

の緊急連絡と連携調査活動の実施 

エ 良好な水道水源の保持を目的とした、水道水源

林の適正な管理と小河内貯水池上流及び周辺の町

村との協定の締結 

オ 水源地域における工場・事業場の排水等に関す

る情報の収集と汚濁防止への協力要請 

 
（２） 浄水場における水質管理 
 
浄水場では、浄水処理過程を総合的に把握して適切

な浄水処理を行い、水道水の安全確保に努めていると

ころであるが、更なる水質管理の向上を図るため、平

成19年度に「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム（東京都

版水安全計画）」を策定し、平成20年度から運用を開始

した。 

本プログラムでは、世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱

する水安全計画によるリスクマネジメントに加え、

ISO 9001 に準じた浄水場での高度な品質管理及び

ISO/IEC17025に保証された精度の高い水質検査の三者

を一体で運用することで、最高水準の水質管理を目指

している。 

各浄水場における水質管理の内容は、次のとおりで

ある。 

ア 水質計器や水質検査による浄水処理状況のきめ

細やかなチェック 

イ 項目ごとに毎日、毎週、毎月等、適切な頻度を

設定し、水質検査を実施 

ウ 浄水処理で使用する薬品の品質検査 

エ 魚を用いた検知用水槽による常時監視 

オ その他水質管理に関する調査検討 
 
当局では、水道水中のトリクロラミン（カルキ臭の

原因物質の一つ）に関する水質管理を充実させるため、

水質計器の一つであるトリクロラミン計の実用化に取
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また、他企業工事等による事故を防止するために、

工事着手前に他企業等との間で事前協議を実施し、施

工方法や配水管の防護等に関して指導を行っている。 

なお、事前協議どおりに工事が行われているかどう

か、適切な防護措置が行われているかどうかを現場で

確認するため、立会いを行い、事故防止を図っている。 
 
表２－13 配水管事故件数（区部） 
 

種     別 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

自然漏水による事故 29 25 23 19 19 

他企業工事等による事故 32 21 20 35 22 

合     計 61 46 43 54 41 

 

イ 給水装置関係の水質事故 

 

  給水装置関係の水質事故を未然に防止するため、無

届での給水装置工事を行わないよう、指定給水装置工

事事業者に対し、窓口での工事申請受付時や更新講習

会等を通じて指導している。 

また、危険度の高い薬品等を取り扱うなど、水質汚

染事故が生じた場合に重大な影響を生じるおそれのあ

る給水装置所有者等については、計画的に巡回調査を

行い、不適正な給水装置を発見した際は、改善指導等

を実施している。 

さらに、給水装置を経由した水質事故の影響を抑え

るため平成 21 年４月から口径 40 ㎜以下のメータにつ

いて、メータの新設時や検定有効期間満了に伴うメー

タ引換などに併せて「逆止弁付メータパッキン」を設

置し、配水管への逆流を防止する対策を講じている。 

  一方、貯水槽水道(受水タンクから蛇口に至るポンプ

や管などの設備の総称。以下同じ。) については、所

有者等が定期的に点検及び清掃等の管理を行うよう指

導、助言等を行っている。 

  万一、給水装置関係の水質事故が発生した場合でも

直ちに対応できるように、次のような態勢を整えてい

る。 

 

（ア） 給水装置における事故 
  通報を受けた場合は、支所等から直ちに現地に赴き、

当該箇所及び周辺での採水及び目視や簡易な水質検査

等による状況調査を実施する。異常が認められた場合 

には、直ちに飲用の中止について周知するとともに、

水質センターへの通報及び採取した水の検査を行う。 
 現地では、水質事故の原因を調査し、水道管以外の

水管等との接続が確認された場合は、その場で切り離

すなどの措置を行うとともに、影響部分の排水及び洗

浄を実施し、清浄な状態に回復させた後、水道水の飲

用を許可する。 
  また、所有者に対しては、早急に適正な状態に修復

する工事を行うように改善指導している。 
 
（イ）貯水槽水道内の事故 
  受水タンク等の管理不備に起因する異物の混入や水

質劣化などの水質事故が発生した場合は、直ちに現地

に赴き、当該箇所及び周辺での採水及び目視等による

状況調査を実施する。 
また、所管保健所に通報し、出動を要請する。影響

範囲が貯水槽水道内に限定されていることを確認した

場合は、処理等について保健所に引き継ぐ。 
なお、必要に応じて保健所と合同で調査に当たる。 
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　　項　⽬　名 ⽬　標 令和５年度
達成状況

　⽔質基準適合率 全ての⽔質基準51項⽬において、
基準値を下回っていること

　残留塩素安全確保率
残留塩素が0.1mg/L以上含ま
れており、塩素消毒が⼗分にされ
ていること

　放射性物質不検出率
　（放射性ヨウ素131、
　 　放射性セシウム134、137）

３種の放射性物質が不検出

　農薬類不検出率 農薬類が不検出

　総トリハロメタン⽬標達成率
　（トリハロメタン４物質の合計）

⽔質基準の50%以下と、
⾼い⽔準で⽔質基準値をクリア

　有害⾦属⽬標達成率
　（⽔銀、鉛等６項⽬）

６項⽬全てにおいて、
⽔質基準の50%以下と、
⾼い⽔準で⽔質基準値をクリア

　有害有機物⽬標達成率
　（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等７項⽬）

７項⽬全てにおいて、
⽔質基準の50%以下と、
⾼い⽔準で⽔質基準値をクリア

満
た
す
こ
と
が

必
須
の
項
⽬

都
の
独
⾃
⽬
標

 

 

安全でおいしい水を供給することは、事業運営の基

本方針であり、その実現には水源の水質が良好に保た

れることが最も大切である。 

  しかし、近年、福島第一原子力発電所の事故に伴う

放射性物質の問題や利根川水系におけるホルムアルデ

ヒドによる水質事故を始め、未規制物質や有機フッ素

化合物等が社会的に問題になるなど、水源水質を巡る

状況は、複雑化・多様化する傾向にある。 
また、河川におけるかび臭の発生も大きな問題とな

っており、さらに今後は気候変動に伴う無降水日の増

加による原水ｐＨの変動や、局地的な豪雨による急激

な濁度の上昇など、原水水質の変化に対して、適切な

浄水処理を継続していく必要がある。 
  当局は、これらの問題に対して浄水処理の徹底や水

質に関する調査・実験等を行い、きめ細かな水質管理

と浄水処理技術の開発を進めるとともに、高度浄水処

理を導入するなど、より安全でおいしい水の供給に努

めている。 
 
（１） 放射性物質への対応 

 

福島第一原子力発電所の事故を受けて、当局では、

放射性物質の除去方法を検討した。放射性ヨウ素は、

適切な塩素処理と粉末活性炭処理の併用処理、放射性

セシウムは、凝集沈殿処理により完全に除去できるこ

とを確認することで、効果的な浄水処理を行った。 
放射性物質の検査については、各水系を代表する５

か所の浄水場（金町、朝霞、小作、東村山及び長沢）

の水道水中の放射性物質（放射性ヨウ素及び放射性セ

シウム）を月一回測定するとともに、他の浄水場や多

摩地区等の浄水所等においても定期的に測定し、その

結果をホームページに公表している。 

水道水において、放射性ヨウ素は、福島第一原子力

発電所の事故当初は検出されたが、平成23年４月中旬

以降一度も検出されていない。 

また、放射性セシウムは、平成23年３月22日に測定

を始めてからこれまで一度も検出されていない。 

 
（２）ホルムアルデヒド水質事故対応 

 
 平成24年５月に利根川水系の浄水場の水道水で水質

基準値を超えるホルムアルデヒドが検出され、取水停

止や断水を伴う大規模な水質事故が発生し、都におい

ても三郷浄水場で取水を停止した。この事故は、有害

物質として規制されていなかったヘキサメチレンテト

ラミンが適正に処理されずに排出され、浄水場で消毒

用の塩素と反応して、ホルムアルデヒドが発生したも

のであった。 

事故直後は、流域の事業体と連携して、排出源の調

査や水質監視を強化した。 

また、環境中の有害物質や上流域での化学物質の使

用状況を調査し、事故発生リスクの把握に努めている。 
 
（３）未規制物質への対応 

 
 平成24年に発生したホルムアルデヒド水質事故を契

機として、厚生労働省は平成 27年３月に、排水規制の

対象とはなっていないが通常の浄水処理によってホル

ムアルデヒド等の水質基準項目等を高い比率で生成す

る物質を新たに「浄水処理対応困難物質」として定め

た。当局では、このような化学物質を含め、水源水質

事故の原因となる化学物質を抽出し、それらの物質の

検査方法の確立を進めている。これらの物質について

は、浄水処理での除去性に関する調査を実施し、その

結果を「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム（東京都版水

安全計画）」に随時反映している。 
 

３ 多様化する水質問題への対応 

表２－15 あんぜん・あんしん水質指標の７項目 
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り組み、平成 21年度から主要な浄水場に導入している。 

なお、主要な浄水場の原水、浄水等の水質検査結果

は、表２－14のとおりである。 
 
 

表２－14 主要な浄水場の原水・浄水等の水質 

（令和５年度平均値、かび臭原因物質については最高値)

原 水 2.7 6.5 6.7
浄 水 0.1未満 0.1未満 0.1未満
原 水 0.9 1.5 1.6
浄 水 0.3 0.6 0.6
原 水 0.000006 0.000016 0.000004
浄 水 0.000003未満 0.000003未満 0.000003未満

原 水 0.000007 0.000007 0.000016
浄 水 0.000003未満 0.000003未満 0.000003未満

ｐＨ値 給水栓 7.5 7.5 7.5
残留塩素（mg/L） 給水栓 0.4 0.4 0.4

朝 霞
水質項目

濁  度（度）

有機物（全有機炭素
(TOC)の量（mg/L）

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ（mg/L）
（かび臭原因物質）

浄水場 東村山
（2急系）

金 町

ジェオスミン（mg/L）
（かび臭原因物質）

 

 

（３）給水栓（蛇口）における水質管理 

 

給水栓（蛇口）における水道水の安全性を確認する

ために、配水系統ごとに定めた都内 131 か所で定期的

に水質検査を実施している。 

各給水栓における水質管理の内容は、次のとおりで

ある。 

ア  131 か所全てに自動水質計器を設置し、１日１

回の測定が水道法で定められている色、濁り及び

消毒の残留効果（残留塩素）について、常時監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  年１回から 12 回までの頻度で、水質基準 51 項

目を始め、水質管理目標設定項目、要検討項目な

ど多くの項目についても水質検査を実施 

また、一部の給水所等にトリハロメタン計を設

置し、トリハロメタンの常時監視を行うなど、給

水栓水質管理の一層の充実を図っている。 

なお、水質に関するお客さまからの問合せ、事

故等への対応については、区部では、お客さまセ

ンター、支所、営業所及び水質センターが、また、

多摩地区では、お客さまセンター、サービスステ

ーション及び多摩水道改革推進本部が協力して原

因の調査と解決に当たっている。 

 

（４）検査結果の公表 

 
検査結果は、当局のホームページで公表しており、

１日１回の測定が水道法で定められている項目につい

ては、毎日（平成 21 年度から実施）、その他の項目に

ついては四半期ごと（平成 17年度から実施）に掲載し

ている。 

また、お客さまの水質に対する満足度向上のため、

水道水の水質や安全性などの情報を分かりやすく発信

する取組を推進している。この取組の一環として、水

道水の高い安全性をお客さまに理解いただき、安心し

て利用いただけるよう「あんぜん・あんしん水質指標」

を令和３年度からホームページに掲載している。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－12 都内 131 か所の自動水質計器設置地点 
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　　項　⽬　名 ⽬　標 令和５年度
達成状況

　⽔質基準適合率 全ての⽔質基準51項⽬において、
基準値を下回っていること

　残留塩素安全確保率
残留塩素が0.1mg/L以上含ま
れており、塩素消毒が⼗分にされ
ていること

　放射性物質不検出率
　（放射性ヨウ素131、
　 　放射性セシウム134、137）

３種の放射性物質が不検出

　農薬類不検出率 農薬類が不検出

　総トリハロメタン⽬標達成率
　（トリハロメタン４物質の合計）

⽔質基準の50%以下と、
⾼い⽔準で⽔質基準値をクリア

　有害⾦属⽬標達成率
　（⽔銀、鉛等６項⽬）

６項⽬全てにおいて、
⽔質基準の50%以下と、
⾼い⽔準で⽔質基準値をクリア

　有害有機物⽬標達成率
　（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等７項⽬）

７項⽬全てにおいて、
⽔質基準の50%以下と、
⾼い⽔準で⽔質基準値をクリア

満
た
す
こ
と
が

必
須
の
項
⽬

都
の
独
⾃
⽬
標

 

 

安全でおいしい水を供給することは、事業運営の基

本方針であり、その実現には水源の水質が良好に保た

れることが最も大切である。 

  しかし、近年、福島第一原子力発電所の事故に伴う

放射性物質の問題や利根川水系におけるホルムアルデ

ヒドによる水質事故を始め、未規制物質や有機フッ素

化合物等が社会的に問題になるなど、水源水質を巡る

状況は、複雑化・多様化する傾向にある。 
また、河川におけるかび臭の発生も大きな問題とな

っており、さらに今後は気候変動に伴う無降水日の増

加による原水ｐＨの変動や、局地的な豪雨による急激

な濁度の上昇など、原水水質の変化に対して、適切な

浄水処理を継続していく必要がある。 
  当局は、これらの問題に対して浄水処理の徹底や水

質に関する調査・実験等を行い、きめ細かな水質管理

と浄水処理技術の開発を進めるとともに、高度浄水処

理を導入するなど、より安全でおいしい水の供給に努

めている。 
 
（１） 放射性物質への対応 

 

福島第一原子力発電所の事故を受けて、当局では、

放射性物質の除去方法を検討した。放射性ヨウ素は、

適切な塩素処理と粉末活性炭処理の併用処理、放射性

セシウムは、凝集沈殿処理により完全に除去できるこ

とを確認することで、効果的な浄水処理を行った。 
放射性物質の検査については、各水系を代表する５

か所の浄水場（金町、朝霞、小作、東村山及び長沢）

の水道水中の放射性物質（放射性ヨウ素及び放射性セ

シウム）を月一回測定するとともに、他の浄水場や多

摩地区等の浄水所等においても定期的に測定し、その

結果をホームページに公表している。 

水道水において、放射性ヨウ素は、福島第一原子力

発電所の事故当初は検出されたが、平成23年４月中旬

以降一度も検出されていない。 

また、放射性セシウムは、平成23年３月22日に測定

を始めてからこれまで一度も検出されていない。 

 
（２）ホルムアルデヒド水質事故対応 

 
 平成24年５月に利根川水系の浄水場の水道水で水質

基準値を超えるホルムアルデヒドが検出され、取水停

止や断水を伴う大規模な水質事故が発生し、都におい

ても三郷浄水場で取水を停止した。この事故は、有害

物質として規制されていなかったヘキサメチレンテト

ラミンが適正に処理されずに排出され、浄水場で消毒

用の塩素と反応して、ホルムアルデヒドが発生したも

のであった。 

事故直後は、流域の事業体と連携して、排出源の調

査や水質監視を強化した。 

また、環境中の有害物質や上流域での化学物質の使

用状況を調査し、事故発生リスクの把握に努めている。 
 
（３）未規制物質への対応 

 
 平成24年に発生したホルムアルデヒド水質事故を契

機として、厚生労働省は平成 27年３月に、排水規制の

対象とはなっていないが通常の浄水処理によってホル

ムアルデヒド等の水質基準項目等を高い比率で生成す

る物質を新たに「浄水処理対応困難物質」として定め

た。当局では、このような化学物質を含め、水源水質

事故の原因となる化学物質を抽出し、それらの物質の

検査方法の確立を進めている。これらの物質について

は、浄水処理での除去性に関する調査を実施し、その

結果を「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム（東京都版水

安全計画）」に随時反映している。 
 

３ 多様化する水質問題への対応 

表２－15 あんぜん・あんしん水質指標の７項目 
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り組み、平成 21年度から主要な浄水場に導入している。 

なお、主要な浄水場の原水、浄水等の水質検査結果

は、表２－14のとおりである。 
 
 

表２－14 主要な浄水場の原水・浄水等の水質 

（令和５年度平均値、かび臭原因物質については最高値)

原 水 2.7 6.5 6.7
浄 水 0.1未満 0.1未満 0.1未満
原 水 0.9 1.5 1.6
浄 水 0.3 0.6 0.6
原 水 0.000006 0.000016 0.000004
浄 水 0.000003未満 0.000003未満 0.000003未満

原 水 0.000007 0.000007 0.000016
浄 水 0.000003未満 0.000003未満 0.000003未満

ｐＨ値 給水栓 7.5 7.5 7.5
残留塩素（mg/L） 給水栓 0.4 0.4 0.4

朝 霞
水質項目

濁  度（度）

有機物（全有機炭素
(TOC)の量（mg/L）

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ（mg/L）
（かび臭原因物質）

浄水場 東村山
（2急系）

金 町

ジェオスミン（mg/L）
（かび臭原因物質）

 

 

（３）給水栓（蛇口）における水質管理 

 

給水栓（蛇口）における水道水の安全性を確認する

ために、配水系統ごとに定めた都内 131 か所で定期的

に水質検査を実施している。 

各給水栓における水質管理の内容は、次のとおりで

ある。 

ア  131 か所全てに自動水質計器を設置し、１日１

回の測定が水道法で定められている色、濁り及び

消毒の残留効果（残留塩素）について、常時監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  年１回から 12 回までの頻度で、水質基準 51 項

目を始め、水質管理目標設定項目、要検討項目な

ど多くの項目についても水質検査を実施 

また、一部の給水所等にトリハロメタン計を設

置し、トリハロメタンの常時監視を行うなど、給

水栓水質管理の一層の充実を図っている。 

なお、水質に関するお客さまからの問合せ、事

故等への対応については、区部では、お客さまセ

ンター、支所、営業所及び水質センターが、また、

多摩地区では、お客さまセンター、サービスステ

ーション及び多摩水道改革推進本部が協力して原

因の調査と解決に当たっている。 

 

（４）検査結果の公表 

 
検査結果は、当局のホームページで公表しており、

１日１回の測定が水道法で定められている項目につい

ては、毎日（平成 21 年度から実施）、その他の項目に

ついては四半期ごと（平成 17年度から実施）に掲載し

ている。 

また、お客さまの水質に対する満足度向上のため、

水道水の水質や安全性などの情報を分かりやすく発信

する取組を推進している。この取組の一環として、水

道水の高い安全性をお客さまに理解いただき、安心し

て利用いただけるよう「あんぜん・あんしん水質指標」

を令和３年度からホームページに掲載している。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－12 都内 131 か所の自動水質計器設置地点 
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第４ 水運用 
 

１ 水運用センターによる監視 

 

安定した給水を確保するためには、原水の効率的運

用やきめ細かな配水調整を行うとともに、水道施設整

備などの施策を総合的に推進し、限られた水資源を最

大限に有効活用していかなければならない。 

  そこで、当局は、水運用センターを設置して、各種

データを各所から収集し、多摩地区の主要施設を含め

た都全域の監視を 24時間体制で実施している（図２－

13） 

 

図２－13 水運用センターに集約される主な情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水運用センター監視室では、天候や曜日等で変化す

る水道需要に対して配水量を予測し、送配水管の流量

及び圧力を最も適切になるよう調整するなど、日々の

水運用においてきめ細かな対応を行っている。 

  さらに、近年の水道施設整備事業により、送・配水

幹線網が整備されてきたことから、浄水場及び給水所

間のバックアップ体制が充実し、広域的な送・配水系

統の相互融通も可能となった。このことにより、水質

事故、停電事故等が発生した場合にも、迅速な幹線の

系統変更を行うことで、影響を最小限に抑えることが

できるようになった。 

  現在の原水及び送・配水幹線網は、水道施設整備事

業概要図（巻末折込図参照）のとおりである。 

  水運用センターは、配水量予測、配水池運用、管路

事故検知システム等の水運用に係るソフトウエアを開

発し、日々の水運用業務に活用している。 

また、使用エネルギーの最小化に取り組んでおり、

より一層効率的な水運用を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水運用センター監視室 

 

２ 原水の相互融通 

 

原水連絡施設は、利根川・荒川水系の原水を荒川か

ら取水し、東村山浄水場に揚水するとともに、多摩川

水系の原水を自然流下により朝霞浄水場へ補給できる

ようにし、原水の相互融通性を持たせた施設である。 

この原水連絡施設は、昭和 39年の東京オリンピック

を目前に控え、史上空前の渇水に悩んでいた東京に、

荒川から緊急利水として取水を許可された原水の早期

通水を目的として整備されたものである。 

この原水連絡施設を活用して、通常時は主に利根

川・荒川水系の水を利用し、利根川・荒川水系の水質

事故時や渇水時等においては、多摩川水系の水を利用

するなど、原水の効率的な運用を図っている。 

なお、令和３年１月に第二朝霞東村山線が完成、３

月より稼働し、原水連絡施設の二重化が図られた。 

 

図２－14 利根川と多摩川との連絡施設 
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③配水本管テレメータ 

②浄水場、給水所等 

①ダム・貯水池 

 

 

－ 56 － 

第第２２章章  

（４）有機フッ素化合物への対応 

 
 近年、有機フッ素化合物による水源汚染が明らかと

なっており、当局においても多摩地区の一部の井戸水

源を中心に検出されている。有機フッ素化合物は、撥

水剤や消火剤等に広く用いられており、環境中に排出

されると長く残存することが知られている。 
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロオクタンス

ルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

は、令和２年４月 1 日に水道水質に関する基準等にお

ける位置付けが「水質管理目標設定項目」となり、暫

定目標値が定められた（PFOS 及び PFOA の量の和とし

て 0.00005mg/L 以下）。 

また、令和３年４月１日には、有機フッ素化合物の

ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）が「要検討

項目」として位置付けられた。当局では、水道水及び

浄水場の原水・浄水について定期的に PFOS、PFOA 及び

PFHxS を測定し、その結果をホームページに公表する

とともに、水道水における PFOS 及び PFOA の値が暫定

目標値を下回るよう継続的な管理を徹底している。 

 
（５）かび臭対策 

 
 植物プランクトンの中には、かび臭を産生する藍藻

類が存在し、水温が高くなる夏場を中心に貯水池内で

繁殖し、水源河川のかび臭原因物質の濃度を上昇させ

ることがある。その他に、河床の石に付着した藍藻類

に起因するかび臭原因物質の濃度上昇も発生している。 

当局では、かび臭を感じない安全でおいしい水を供

給するため、水源河川や原水におけるかび臭の検出状

況を監視し、原水で高濃度のかび臭が検出された場合

には、通常の浄水処理では除去が困難であることから

粉末活性炭の注入により対応を、高度浄水処理におい

てはオゾン注入強化等により対応を行っている。また、

原水水質に応じた浄水処理の高度化に関する調査及び

実験を行い、最適な浄水処理の導入に向けた検討も行

っている。 
 
（６）クリプトスポリジウム対策 

 
クリプトスポリジウムは、人畜共通感染症の病原体

（原虫）で、主たる症状は、下痢と腹痛である。この

原虫は、通常の塩素消毒で完全に死滅させることは難

しいが、適切な浄水処理で原水の濁りを取り除くこと

によって除去することができる。 

当局では、平成 19年３月に厚生労働省が示した「水

道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」（令和元

年５月改正）に基づき、「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラ

ム（東京都版水安全計画）」の中でクリプトスポリジウ

ム検出時等の対応を定めている。 

 
（７）小河内貯水池の富栄養化対策 

 
貯水池では、生活排水等に伴って、窒素、りん等の

汚濁物質が流入すると、それを栄養分とする藻類が大

量に繁殖することがある。この藻類の大繁殖は、貯水

池を水源とする浄水場にかび臭などの異臭味障害やろ

過障害を引き起こす。 
小河内貯水池でも上流の河川流入部において、夏季

を中心にアオコ（湖面に青い粉をまいたように見える

現象）が発生している。   
そのため、当局ではアオコ対策として、下水道整備

等の汚濁物質流入抑制対策に加え、アオコの拡散を防

止する分画フェンスを設置し、貯水池の水質保全に努

めている。 

 

（８）調査・実験 

 
水源の水質汚濁が複雑化及び多様化している実情か

ら、水質管理の一層の強化及び浄水処理の効率化を図

るため、当局では、浄水処理技術の開発及び改良に努

めている。 

なお、研修・開発センター及び水質センターにおい

て、令和６年度に実施した調査及び実験の主な内容は、

次のとおりである。 

ア 浄水処理の高度化及び効率化に関する検討 

イ 様々な化学物質の処理性に関する検討 
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第４ 水運用 
 

１ 水運用センターによる監視 

 

安定した給水を確保するためには、原水の効率的運

用やきめ細かな配水調整を行うとともに、水道施設整

備などの施策を総合的に推進し、限られた水資源を最

大限に有効活用していかなければならない。 

  そこで、当局は、水運用センターを設置して、各種

データを各所から収集し、多摩地区の主要施設を含め

た都全域の監視を 24時間体制で実施している（図２－

13） 

 

図２－13 水運用センターに集約される主な情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水運用センター監視室では、天候や曜日等で変化す

る水道需要に対して配水量を予測し、送配水管の流量

及び圧力を最も適切になるよう調整するなど、日々の

水運用においてきめ細かな対応を行っている。 

  さらに、近年の水道施設整備事業により、送・配水

幹線網が整備されてきたことから、浄水場及び給水所

間のバックアップ体制が充実し、広域的な送・配水系

統の相互融通も可能となった。このことにより、水質

事故、停電事故等が発生した場合にも、迅速な幹線の

系統変更を行うことで、影響を最小限に抑えることが

できるようになった。 

  現在の原水及び送・配水幹線網は、水道施設整備事

業概要図（巻末折込図参照）のとおりである。 

  水運用センターは、配水量予測、配水池運用、管路

事故検知システム等の水運用に係るソフトウエアを開

発し、日々の水運用業務に活用している。 

また、使用エネルギーの最小化に取り組んでおり、

より一層効率的な水運用を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水運用センター監視室 

 

２ 原水の相互融通 

 

原水連絡施設は、利根川・荒川水系の原水を荒川か

ら取水し、東村山浄水場に揚水するとともに、多摩川

水系の原水を自然流下により朝霞浄水場へ補給できる

ようにし、原水の相互融通性を持たせた施設である。 

この原水連絡施設は、昭和 39年の東京オリンピック

を目前に控え、史上空前の渇水に悩んでいた東京に、

荒川から緊急利水として取水を許可された原水の早期

通水を目的として整備されたものである。 

この原水連絡施設を活用して、通常時は主に利根

川・荒川水系の水を利用し、利根川・荒川水系の水質

事故時や渇水時等においては、多摩川水系の水を利用

するなど、原水の効率的な運用を図っている。 

なお、令和３年１月に第二朝霞東村山線が完成、３

月より稼働し、原水連絡施設の二重化が図られた。 

 

図２－14 利根川と多摩川との連絡施設 
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（４）有機フッ素化合物への対応 

 
 近年、有機フッ素化合物による水源汚染が明らかと

なっており、当局においても多摩地区の一部の井戸水

源を中心に検出されている。有機フッ素化合物は、撥

水剤や消火剤等に広く用いられており、環境中に排出

されると長く残存することが知られている。 
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロオクタンス

ルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

は、令和２年４月 1 日に水道水質に関する基準等にお

ける位置付けが「水質管理目標設定項目」となり、暫

定目標値が定められた（PFOS 及び PFOA の量の和とし

て 0.00005mg/L 以下）。 

また、令和３年４月１日には、有機フッ素化合物の

ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）が「要検討

項目」として位置付けられた。当局では、水道水及び

浄水場の原水・浄水について定期的に PFOS、PFOA 及び

PFHxS を測定し、その結果をホームページに公表する

とともに、水道水における PFOS 及び PFOA の値が暫定

目標値を下回るよう継続的な管理を徹底している。 

 
（５）かび臭対策 

 
 植物プランクトンの中には、かび臭を産生する藍藻

類が存在し、水温が高くなる夏場を中心に貯水池内で

繁殖し、水源河川のかび臭原因物質の濃度を上昇させ

ることがある。その他に、河床の石に付着した藍藻類

に起因するかび臭原因物質の濃度上昇も発生している。 

当局では、かび臭を感じない安全でおいしい水を供

給するため、水源河川や原水におけるかび臭の検出状

況を監視し、原水で高濃度のかび臭が検出された場合

には、通常の浄水処理では除去が困難であることから

粉末活性炭の注入により対応を、高度浄水処理におい

てはオゾン注入強化等により対応を行っている。また、

原水水質に応じた浄水処理の高度化に関する調査及び

実験を行い、最適な浄水処理の導入に向けた検討も行

っている。 
 
（６）クリプトスポリジウム対策 

 
クリプトスポリジウムは、人畜共通感染症の病原体

（原虫）で、主たる症状は、下痢と腹痛である。この

原虫は、通常の塩素消毒で完全に死滅させることは難

しいが、適切な浄水処理で原水の濁りを取り除くこと

によって除去することができる。 

当局では、平成 19年３月に厚生労働省が示した「水

道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」（令和元

年５月改正）に基づき、「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラ

ム（東京都版水安全計画）」の中でクリプトスポリジウ

ム検出時等の対応を定めている。 

 
（７）小河内貯水池の富栄養化対策 

 
貯水池では、生活排水等に伴って、窒素、りん等の

汚濁物質が流入すると、それを栄養分とする藻類が大

量に繁殖することがある。この藻類の大繁殖は、貯水

池を水源とする浄水場にかび臭などの異臭味障害やろ

過障害を引き起こす。 
小河内貯水池でも上流の河川流入部において、夏季

を中心にアオコ（湖面に青い粉をまいたように見える

現象）が発生している。   
そのため、当局ではアオコ対策として、下水道整備

等の汚濁物質流入抑制対策に加え、アオコの拡散を防

止する分画フェンスを設置し、貯水池の水質保全に努

めている。 

 

（８）調査・実験 

 
水源の水質汚濁が複雑化及び多様化している実情か

ら、水質管理の一層の強化及び浄水処理の効率化を図

るため、当局では、浄水処理技術の開発及び改良に努

めている。 

なお、研修・開発センター及び水質センターにおい

て、令和６年度に実施した調査及び実験の主な内容は、

次のとおりである。 

ア 浄水処理の高度化及び効率化に関する検討 

イ 様々な化学物質の処理性に関する検討 
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 なお、令和７年３月 31日現在、計画対象市町のうち

都営水道に一元化されていない市は、武蔵野市、昭島

市及び羽村市の３市となっている。 

この３市は、平成 12年に当局が実施した「水道事業

の都営一元化に関する意向の再確認」に対し、それぞ

れ「当面は市の事業として運営し、一元化については

市が進めている主要な施設整備が完了する段階又は一

元化に関する市民のコンセンサスが得られる段階で検

討する。」旨の意向を示している。 

 
（２）多摩ニュータウンの水道 

 

 多摩ニュータウン水道事業は、多摩市、八王子市、

町田市及び稲城市の４市にまたがる新住宅市街地開発

区域とその関連区域に給水するための事業で、都（知

事）が事業主体となり、昭和 44年に創設許可を受けて

建設に着手し、昭和 46年４月から給水を開始した。こ

のうち直接住民に関係する給水サービスや維持管理業

務等については、都知事の委任を受けて水道局長が行

ってきた。 

 なお、平成 10年４月１日からは、多摩ニュータウン

水道事業を都水道事業へ統合し、都営水道として経営

している。 

 

３ 暫定分水 

 

都営一元化計画の対象ではあるが、地下水を水源と

して市が独自に水道事業を経営している武蔵野市、昭

島市及び羽村市に対して、地下水だけでは需要に対し

て水源が不足するなどの理由から、暫定的に浄水を供

給できる体制を整えている。 

昭和 40 年に都の関係局長と多摩地区市町村長を主な

構成員とする「三多摩地区給水対策連絡協議会」（会長 

都副知事）の決定に基づき、多摩地区市町に対する「臨

時分水」が実施されることになった。その内容は、次

のとおりであった。 

（１）当局が事業主体となって浄水を分水する。 

（２）市町村は分水料金（均一料金）を負担する。 

（３）計画水量は、昭和 40年から始まる第二次利根川

系拡張事業で措置する。 

 これにより、同年 12月から緊急分水の形で東村山市

に対し開始され、以降ピーク時の昭和 48 年度には 27

市町に対し分水を行っていた。 

その後、都営一元化計画による統合の結果、一元化

実現までの臨時暫定的措置としての臨時分水制度につ

いては、平成 13年度末をもって終了することとした。 

 しかし、未統合３市が前記「意向の再確認」におい

て、平成 14年度以降も市で進めている主要な施設整備

が完了するまでの間、引き続いて都から水の供給を受

けたいといった要望をしていたため、分水料金等につ

いて適正な負担を求めることとし、平成 14年度以降も

暫定的に分水を行っている。 

 

４ 事務委託解消の経緯 

 

 都営一元化された 26 市町のうち、奥多摩町を除く

25市町の水道事業については、水道料金の徴収や小規

模施設の維持及び管理、配水調整等、直接住民に関係

する水道業務は、事務委託に関する規約に基づき都が

各市町に事務を委託し、各市町により運営されてきた。 

 しかし、事務委託制度では、各々の市町域ごとに事

業が運営されるため、料金支払、届出、相談窓口など

がお客さまの居住地の市町に限定され、また、市町域

にとらわれない適正な配水区域の設定ができないなど、

制度自体に起因する問題があり、広域水道としてのメ

リットを十分に発揮することが困難となっていた。 

 このため、都では、より一層のお客さまサービスと

給水安定性の向上及びより効率的な事業運営を図るた

め、事務委託の解消を主たる内容とする多摩地区水道

の経営改善を実施することとし、平成 15年６月「多摩

地区水道経営改善基本計画」（計画期間 平成 15 年度

から 10年間）を策定した。 

 この基本計画に基づき、関係市町と事務委託の解消

について協議を進めた結果、平成 16 年４月１日から、

武蔵村山市及び多摩市の水道料金等の徴収系業務を皮

切りに、順次業務移行を進め、平成 24 年３月末には、

25市町に委託していた全ての業務を都に移行し、事務

委託を完全に解消した（表２－16参照）。 

 なお、移行された業務については、主に政策連携団

体を活用することで、公共性を確保しつつ、効率的な

体制を構築している（図２－15参照）。 
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第５ 多摩地区の水道 
 

１ 多摩地区の水道の経緯 

 

 多摩地区の水道は、かつては各市町村が個別に経営

していたため、給水実態や財政の実情がそれぞれ異な

り、区部・各市町村間の給水普及率、水道料金、施設

整備水準等の格差が生じていた。 

 また、高度経済成長期以降の急激な人口増加及び都

市化に伴う水道需要の増加は、各市町村が水源として

いた地下水の水位低下及び枯渇を招くこととなり、こ

の解消が緊急の課題となった。 

 このため、昭和 40年、都の関係局長と多摩地区市町

村長を主な構成員とする「三多摩地区給水対策連絡協

議会」（会長 都副知事）で協議した結果、都が事業主

体となって多摩地区市町村に浄水の分水を行い、市町

村は分水料金を負担することで合意に至り、同年 12月、

東村山市から臨時分水が実施されることとなった。 

 しかしながら、料金格差や住民サービス面での問題

は、依然として残された。 

また、臨時分水についても、昭和 44年に多摩地区市

町村長を構成員として結成された「三多摩市町村水道

問題協議会」から広域的行政施策による根本的解決が

求められた。 

 このため、都知事の諮問を受けた「東京都水道事業

調査専門委員」は、昭和 45年に「東京都は三多摩地区

市町村営水道事業を吸収合併し、区部水道事業ととも

に一元的に経営することによって、水道事業における

格差を解消する方途を講ずるべきである。」との助言を

行った。 

 

２ 都営一元化 

 

（１） 都営一元化の実施 

 

 都は、この助言を受け、昭和 45年７月、当局に「多

摩水道対策本部」を設置し、多摩地区市町村水道の都

営一元化の具体化を図ることとした。 

 当局は、多摩地区市町村及び住民の意向を十分尊重

しながら、必要な調査を行い、昭和 46 年 12 月「多摩

地区水道事業の都営一元化基本計画」を策定し、その

後、自治労東京都本部との協議を経て、昭和 48年５月

に基本計画を一部修正した。 

 修正後の計画の要旨は、次のとおりである。 

 

 ア 計画の目標 
 （ア）区部及び多摩地区を一体とする水道需要に

基づき水源の確保を図る。 
 （イ）多摩地区における給水普及率を向上させる。 
 （ウ）相互融通機能を強化するため、配水連絡管等

の抜本的整備拡充を図る。 
 （エ）水道料金等の住民負担は、区部、多摩地区と

も同一とし、その均衡を図る。 
 （オ）営業制度その他については、住民福祉の向上

と業務の効率的運営に配慮しつつ、漸進的にそ

の改善を図る。 
 イ 計画期間 
   昭和 47年度から昭和 50年度までの４年間 

 ウ 計画の地域 
   五日市町（現あきる野市）、奥多摩町、日の出村

（現日の出町）及び檜原村を除く 28市町（五日市

町及び日の出町は昭和 49 年 10 月に、奥多摩町は

平成 21年４月に計画対象地域に追加された。） 

 エ 業務運営方式 
   市町の地域内業務は、原則として当該市町への

事務委託により実施する。 

 

 この計画に基づき、各市町からの都営一元化の申出

に応じて、個別に協議を重ねた結果、昭和 48 年 11 月

から平成 14 年４月までに各市町の水道事業を順次都

営に一元化し、本計画の取組は終結した。その後、奥

多摩町との個別協議を踏まえて平成 22 年４月に同町

を加え、令和６年３月 31日現在、都営水道の多摩地区

の給水区域は 26市町となっている（秋川市と五日市町

とが平成７年９月１日付けで合併し、あきる野市とな

ったこと及び田無市と保谷市とが平成 13 年１月 21 日

付けで合併し、西東京市となったことにより、計画対

象 29市町、都営水道 26市町となっている。）。 
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 なお、令和７年３月 31日現在、計画対象市町のうち

都営水道に一元化されていない市は、武蔵野市、昭島

市及び羽村市の３市となっている。 

この３市は、平成 12年に当局が実施した「水道事業

の都営一元化に関する意向の再確認」に対し、それぞ

れ「当面は市の事業として運営し、一元化については

市が進めている主要な施設整備が完了する段階又は一

元化に関する市民のコンセンサスが得られる段階で検

討する。」旨の意向を示している。 

 
（２）多摩ニュータウンの水道 

 

 多摩ニュータウン水道事業は、多摩市、八王子市、

町田市及び稲城市の４市にまたがる新住宅市街地開発

区域とその関連区域に給水するための事業で、都（知

事）が事業主体となり、昭和 44年に創設許可を受けて

建設に着手し、昭和 46年４月から給水を開始した。こ

のうち直接住民に関係する給水サービスや維持管理業

務等については、都知事の委任を受けて水道局長が行

ってきた。 

 なお、平成 10年４月１日からは、多摩ニュータウン

水道事業を都水道事業へ統合し、都営水道として経営

している。 

 

３ 暫定分水 

 

都営一元化計画の対象ではあるが、地下水を水源と

して市が独自に水道事業を経営している武蔵野市、昭

島市及び羽村市に対して、地下水だけでは需要に対し

て水源が不足するなどの理由から、暫定的に浄水を供

給できる体制を整えている。 

昭和 40 年に都の関係局長と多摩地区市町村長を主な

構成員とする「三多摩地区給水対策連絡協議会」（会長 

都副知事）の決定に基づき、多摩地区市町に対する「臨

時分水」が実施されることになった。その内容は、次

のとおりであった。 

（１）当局が事業主体となって浄水を分水する。 

（２）市町村は分水料金（均一料金）を負担する。 

（３）計画水量は、昭和 40年から始まる第二次利根川

系拡張事業で措置する。 

 これにより、同年 12月から緊急分水の形で東村山市

に対し開始され、以降ピーク時の昭和 48 年度には 27

市町に対し分水を行っていた。 

その後、都営一元化計画による統合の結果、一元化

実現までの臨時暫定的措置としての臨時分水制度につ

いては、平成 13年度末をもって終了することとした。 

 しかし、未統合３市が前記「意向の再確認」におい

て、平成 14年度以降も市で進めている主要な施設整備

が完了するまでの間、引き続いて都から水の供給を受

けたいといった要望をしていたため、分水料金等につ

いて適正な負担を求めることとし、平成 14年度以降も

暫定的に分水を行っている。 

 

４ 事務委託解消の経緯 

 

 都営一元化された 26 市町のうち、奥多摩町を除く

25市町の水道事業については、水道料金の徴収や小規

模施設の維持及び管理、配水調整等、直接住民に関係

する水道業務は、事務委託に関する規約に基づき都が

各市町に事務を委託し、各市町により運営されてきた。 

 しかし、事務委託制度では、各々の市町域ごとに事

業が運営されるため、料金支払、届出、相談窓口など

がお客さまの居住地の市町に限定され、また、市町域

にとらわれない適正な配水区域の設定ができないなど、

制度自体に起因する問題があり、広域水道としてのメ

リットを十分に発揮することが困難となっていた。 

 このため、都では、より一層のお客さまサービスと

給水安定性の向上及びより効率的な事業運営を図るた

め、事務委託の解消を主たる内容とする多摩地区水道

の経営改善を実施することとし、平成 15年６月「多摩

地区水道経営改善基本計画」（計画期間 平成 15 年度

から 10年間）を策定した。 

 この基本計画に基づき、関係市町と事務委託の解消

について協議を進めた結果、平成 16 年４月１日から、

武蔵村山市及び多摩市の水道料金等の徴収系業務を皮

切りに、順次業務移行を進め、平成 24 年３月末には、

25市町に委託していた全ての業務を都に移行し、事務

委託を完全に解消した（表２－16参照）。 

 なお、移行された業務については、主に政策連携団

体を活用することで、公共性を確保しつつ、効率的な

体制を構築している（図２－15参照）。 
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第５ 多摩地区の水道 
 

１ 多摩地区の水道の経緯 

 

 多摩地区の水道は、かつては各市町村が個別に経営

していたため、給水実態や財政の実情がそれぞれ異な

り、区部・各市町村間の給水普及率、水道料金、施設
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５ 多摩地区水道の強靭化 

 

 当局では、これまで、事務委託完全解消を見据えた

「多摩水道改革計画（2010－2014）」（平成 22年８月）、

東日本大震災など、その後の状況変化等を踏まえた「多

摩水道改革計画2013～新たなステージにおけるレベル

アップへの挑戦～」（平成 25年５月）、多摩水道が目指

す将来像を示した「多摩水道運営プラン 2017～強靭で

信頼される広域水道へ～」（平成 29 年３月）により、

多摩地区の水道事業の改革を進めてきた。 

現在は、「東京水道経営プラン 2021～お客さまの信

頼で築く強靭な東京水道～」（令和３年３月）に基づき、

多摩水道の強靭化に向けて、地域特性を踏まえた配水

区域の再編や施設整備など、様々な取組を進めている

（図２－16参照）。 

 

 

  

 
 
 
 

図２－16 多摩地区の地域特性を踏まえた配水区域の再編 
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徴収系業務　（注１） 給水装置系業務 （注２） 施設管理系業務 （注３）

武蔵村山市 平成18年3月31日 平成17年3月31日

多 摩 市 平成21年3月31日 平成21年3月31日

瑞 穂 町 平成17年3月31日 平成17年3月31日 平成17年3月31日

府 中 市

小 平 市

東 大 和 市 平成19年3月31日

東久留米市 平成20年3月31日

小 金 井 市 平成24年3月31日

日 野 市

東 村 山 市 平成20年3月31日

狛 江 市 平成22年3月31日 平成20年3月31日

清 瀬 市 平成21年3月31日

あきる野市 平成22年3月31日

西 東 京 市 平成20年3月31日 平成21年3月31日

日 の 出 町 平成19年3月31日 平成22年3月31日

八 王 子 市 平成24年3月31日

立 川 市 平成22年3月31日

町 田 市 平成21年3月31日 平成24年3月31日

国 分 寺 市

福 生 市

青 梅 市 平成22年3月31日 平成24年3月31日

調 布 市

国 立 市

三 鷹 市

稲 城 市

注１　徴収系業務　　　　受付業務、検針業務、中止清算業務、水道料金徴収業務等

注２　給水装置系業務　　宅地内への水道引込み工事の審査・検査等の業務等

区　　　分
事務委託廃止・業務移行時期

平成16年3月31日

平成18年3月31日
平成18年3月31日

平成21年3月31日

平成19年3月31日

平成19年3月31日

平成21年3月31日

平成19年3月31日

注３　施設管理系業務　　水道施設の管理業務、工事業務、漏水防止業務、浄水所・給水
　　　　　　　　　　　　所等の運転監視、保守点検業務等

平成20年3月31日

平成20年3月31日 平成22年3月31日

平成21年3月31日
平成21年3月31日 平成22年3月31日

平成20年3月31日

平成23年3月31日 平成24年3月31日 平成24年3月31日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－15 給水管理事務所・サービスステーション配置図 

表２－16 都営水道 25市町への事務委託の廃止状況 
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東村山市

青梅市

八王子市 日野市

町田市

多多摩摩ＮＮＴＴ

サービスステーション

（１２箇所 は所管エリア ）

未統合市

給水管理事務所・給水事務所
（４箇所 は所管エリア）

国分寺市

多摩市
稲城市

三鷹市

東久留米市

清瀬市

奥多摩町
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ア 私道内給水管整備 

 

私道には、給水管が長距離かつ複数本布設

されている所もあり、漏水や出水不良の大き

な原因の一つとなっている。そこで、給水管

を整理及び統合するため、給水栓が３栓以上

ある私道を対象に配水小管を布設し、既設給

水管をステンレス鋼管に取り替えることによ

り、漏水の未然防止を行っている。 

また、給水栓が２栓以下の私道についても

塩化ビニル管等をステンレス鋼管に取り替え

る施策を行っている。 

 

イ 長期不使用給水管整理 

 

 空き家など管理が不十分な給水管が長期間残さ

れることで、漏水の発見の遅れにつながる。この

ため、漏水リスクを回避し、給水環境の適正化を

図っていく観点から、耐震継手化が完了した配水

管から分岐し、かつ使用中止期間が５年以上経過

している長期不使用給水管について、お客さまの

同意が得られた場合に当局が撤去する施策を行っ

ている。 
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第６ 水道施設の整備 
 

１ 施設整備の経過と計画 

 

都の水道は、明治31年の通水以来、水道需要の増加

に対応するため水源の確保や施設の整備が進められ、 

現在では、給水普及率100％、配水管延長２万

7,585km、施設能力684万ｍ³/日となっている。 

 しかし、都の水源は渇水に対する安全度が低く、施

設の中には老朽化による機能低下やバックアップ機能

が不足するものもある。 

 また、高度経済成長期に集中して整備した大規模浄

水場は、今後、順次更新時期を迎えるとともに、切迫

性が指摘される首都直下地震等への備えが必要となっ

ている。 

 さらに、安全でおいしい水へのお客さまニーズの高

まりからより一層の安全安心が求められている。 

 このような、様々な課題に適切に対応するため、「東

京水道経営プラン 2021」及び「東京水道施設整備マス

タープラン」に基づき、次に掲げる施設整備事業を着

実に推進することとしている(表２－17 参照）。 

 

２ 主要施設整備事業 

 

（１）水源及び浄水施設整備事業 

 

 この事業は安定的な給水を確保するため、水源

の確保や導水施設、浄水施設の更新整備などを推

進し、併せて水源及び浄水施設の耐震強化を図る

ものである。 

 主な事業として、霞ヶ浦導水事業による水源確

保に引き続き取り組んでいく。 

また、境浄水場への導水施設を二重化する東村山

境線（仮称）の整備や、境浄水場及び上流部浄水場

（仮称）に東村山浄水場更新時の浄水施設能力低下

を補う代替浄水施設の整備、多摩地区の日原浄水

所等の更新を進めていく。代替浄水施設の整備及

び浄水場の更新に当たっては、火山噴火に伴う降灰

やテロ行為等が発生した場合にも浄水場の機能を維持

するため、浄水施設を建屋型で覆蓋化する。 

 さらに、切迫性が指摘されている首都直下地震

等に備え、朝霞浄水場や金町浄水場の沈殿池等の

耐震化を進めていく。 

 

（２）送配水施設整備事業 

 

この事業は、安定的かつ効率的な配水の確保及び耐

震性の強化を図るため、送・配水管の新設や耐震継手

管への取替え、給水所の整備等を推進するものである。 
主な事業として、バックアップ機能を確保するため、

新城南幹線（仮称）や境浄水場関連送水管、上流部浄

水場（仮称）関連送水管の整備を引き続き進めるとと

もに、給水所への送水の二系統化を図っている。 
給水所については、地域的な偏在や配水池容量の不

足を解消するため、王子給水所（仮称）や新玉川給水

所（仮称）等の新設や和田堀給水所等の拡充整備を進

め、多摩地区では、市町にとらわれない合理的な配水

区域に再編するため、深大寺給水所や柴崎給水所等の

拡充整備を進めている。 
また、水元給水所や芝久保給水所等で配水池の耐震

化にも取り組んでいる。 
配水管については、都の被害想定で震災時の断水率

が高い地域を優先的に取替えを進めるなど重点的な耐

震継手化を推進している。 

さらに、近年、顕在化している風水害リスクへの

対策として、河川横断管路の地中化を進めていく。 

 

（３）給水設備整備事業 
 

この事業は、安定的な給水の確保と水質の向上

を図ることを目的として、給水管の耐震化や漏水

の未然防止を図るものである。 

主な事業として、私道内給水管整備及び長期不

使用給水管整理事業がある。 
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管から分岐し、かつ使用中止期間が５年以上経過

している長期不使用給水管について、お客さまの

同意が得られた場合に当局が撤去する施策を行っ

ている。 
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第６ 水道施設の整備 
 

１ 施設整備の経過と計画 

 

都の水道は、明治31年の通水以来、水道需要の増加

に対応するため水源の確保や施設の整備が進められ、 

現在では、給水普及率100％、配水管延長２万

7,585km、施設能力684万ｍ³/日となっている。 

 しかし、都の水源は渇水に対する安全度が低く、施

設の中には老朽化による機能低下やバックアップ機能

が不足するものもある。 

 また、高度経済成長期に集中して整備した大規模浄

水場は、今後、順次更新時期を迎えるとともに、切迫

性が指摘される首都直下地震等への備えが必要となっ

ている。 

 さらに、安全でおいしい水へのお客さまニーズの高

まりからより一層の安全安心が求められている。 

 このような、様々な課題に適切に対応するため、「東

京水道経営プラン 2021」及び「東京水道施設整備マス

タープラン」に基づき、次に掲げる施設整備事業を着

実に推進することとしている(表２－17 参照）。 

 

２ 主要施設整備事業 

 

（１）水源及び浄水施設整備事業 

 

 この事業は安定的な給水を確保するため、水源

の確保や導水施設、浄水施設の更新整備などを推

進し、併せて水源及び浄水施設の耐震強化を図る

ものである。 

 主な事業として、霞ヶ浦導水事業による水源確

保に引き続き取り組んでいく。 

また、境浄水場への導水施設を二重化する東村山

境線（仮称）の整備や、境浄水場及び上流部浄水場

（仮称）に東村山浄水場更新時の浄水施設能力低下

を補う代替浄水施設の整備、多摩地区の日原浄水

所等の更新を進めていく。代替浄水施設の整備及

び浄水場の更新に当たっては、火山噴火に伴う降灰

やテロ行為等が発生した場合にも浄水場の機能を維持

するため、浄水施設を建屋型で覆蓋化する。 

 さらに、切迫性が指摘されている首都直下地震

等に備え、朝霞浄水場や金町浄水場の沈殿池等の

耐震化を進めていく。 

 

（２）送配水施設整備事業 

 

この事業は、安定的かつ効率的な配水の確保及び耐

震性の強化を図るため、送・配水管の新設や耐震継手

管への取替え、給水所の整備等を推進するものである。 
主な事業として、バックアップ機能を確保するため、

新城南幹線（仮称）や境浄水場関連送水管、上流部浄

水場（仮称）関連送水管の整備を引き続き進めるとと

もに、給水所への送水の二系統化を図っている。 
給水所については、地域的な偏在や配水池容量の不

足を解消するため、王子給水所（仮称）や新玉川給水

所（仮称）等の新設や和田堀給水所等の拡充整備を進

め、多摩地区では、市町にとらわれない合理的な配水

区域に再編するため、深大寺給水所や柴崎給水所等の

拡充整備を進めている。 
また、水元給水所や芝久保給水所等で配水池の耐震

化にも取り組んでいる。 
配水管については、都の被害想定で震災時の断水率

が高い地域を優先的に取替えを進めるなど重点的な耐

震継手化を推進している。 

さらに、近年、顕在化している風水害リスクへの

対策として、河川横断管路の地中化を進めていく。 

 

（３）給水設備整備事業 
 

この事業は、安定的な給水の確保と水質の向上

を図ることを目的として、給水管の耐震化や漏水

の未然防止を図るものである。 

主な事業として、私道内給水管整備及び長期不

使用給水管整理事業がある。 
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第７ 局事業に係る技術の管理 
 

１ 技術管理 

 

 当局は、水道施設の整備、補修及び改良工事や委託、

測量、調査等の業務を効率的に進めていく上で必要な

土木及び設備の積算基準、仕様書、指針等の整備を適

宜行い、技術管理の維持向上を図っている。 
また、効率的な事業経営や建設業における働き方改

革、環境への配慮の視点から、積算システムの整備、

工事コストの管理及び建設副産物対策にも積極的に取

り組むとともに、水道事業の円滑な運営を確保するた

めに、工事発注者の立場から、工事事故の発生防止に

も努めている。 
 
（１）積算基準及び単価表の整備及び改定  

 
 積算基準は、適正な工事費を見積もるための考え方

や手法を定めたものであり､工事価格が常に市場の実

態と合うよう作業内容や使用機械等は毎年度、国の制

度改革に伴う改定は適宜、見直している。 
単価表は、刊行物単価の調査による資材単価及び主

要な資材については価格変動に応じて毎月改定を行っ

ている。 
また、労務単価及び市場の実勢価格調査による資材

単価等については年度ごとに改定を行っている。 
これらの取組に当たっては、庁内関係局で構成する

東京都工事関係基準協議会で調整を進め、統一的な運

用を図っている。 
積算基準や単価表は、工事発注に係る透明性や公平

性の確保を目的に公表している。 
 

（２）設計及び施工に係る仕様書、指針等の整備 

 
関係法令、条例、各種指針等との整合、庁内関係局

との調整、水道事業の特性等を考慮し、設計及び施工

に係る仕様書や指針の整備及び改定を行っている。 
また、当局が要求する品質を確実にするため、工事

施工の適正化等の取組を反映した関係図書類の整備も

行っている。  
設計及び施工に係る仕様書類は、公表しており、水

道工事に関係する施工業者の知識取得、施工能力の向

上、的確な施工管理等に寄与している。 
 
（３）積算システムの整備 

 
当局の積算システムは、東京都水道局事務系ネット

ワークシステム（以下「ＴＳ－ＮＥＴ」という。）を利

用したクライアントサーバ方式により運営されている。

数量計算・設計積算システム、給水装置工事システム、

小規模工事システム、漏水防止工事システム、設備積

算システム及び事務支援システムの各サブシステムを

一つのシステムとして管理しており、局内の土木・設

備工事の設計及び積算を行うための基幹システムとし

て、平成 16年４月から運用を開始した。 

また、令和元年 12月より局内の現場作業における委

託業務の積算を行うためのシステムの運用を開始した。 

このシステムは、維持管理が容易で運用コストが安

価なネットワーク上で稼動するシステムとなっている。 

また、積算基準、単価表及び各種仕様書類の改定の

実施時期に合わせ、改定の情報をシステム内に取り込

むことにより、事務の効率化を図っている。 

 

（４）工事コストの管理 

 
都は、限られた財源を有効に活用し、品質を確保し

ながら、確実なコスト管理の取組を進めるため、東京

都公共施設等コスト管理委員会を設置して、平成９年

度から平成 18 年度まで三次にわたってコスト縮減に

関する行動計画を策定し、工事コストの縮減に努めて

きた。 

平成 19年度からは、公共工事の品質確保の促進に関

する法律の施行や社会的コストの縮減等を含めた総合

的なコスト管理の確立を目指す新たな取組方針に基づ

き、コスト管理に取り組んできた。 

平成31年３月には、近年の社会構造等の変化に迅速

かつ柔軟に対応できる体制の構築が必要として、東京

都公共施設等コスト管理委員会に代わり、東京都公共

施設等コスト管理情報連絡会を設置している。 

当局では、平成 19 年 12 月に公共施設等のコスト管

理実施方針を策定し、量的縮減だけでなく、時間的コ

ストや社会的コストを含めた総合的なコスト管理の確

立に向けて取り組んでいくこととしている。 
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表２－17 主要施設整備事業 

事 業 名 水源及び浄水施設整備事業 送配水施設整備事業 給水設備整備事業 

事 業 費 1,229 億円 7,596 億円 545 億円 

事 業 期 間 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 

東

京

水

道

経

営

プ

ラ

ン

２

０

２

１ 

事項 

及び 

内容 

（注） 

 浄水施設の更新等 

自家用発電設備の増強等 

 導水施設の整備 

東村山境線（仮称）等 

 大規模浄水場の整備 

境浄水場、上流部浄水場（仮

称）等 

 多摩地区浄水所等の整備 

千ヶ瀬浄水所等 

 堤体耐震強化 

村山上貯水池 

 水源分担金 

霞ヶ浦導水事業等 

 

 送配水管の耐震強化等 

1,828km 

 送配水管ネットワークの強化 

184km 

 配水池等の整備 

上北沢給水所（仮称） 

王子給水所（仮称） 

新玉川給水所（仮称） 

和田堀給水所 

柴崎給水所 

深大寺給水所 

小野路給水所 

福生武蔵野台給水所 

根ヶ布給水所 

若松給水所 

 私道内給水管整備等 

235km 

 長期不使用給水管整理 

14,400 件 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

令

和

７

年  

度 

予 

算 

事 業 費 288 億円 1,466 億円 126 億円 

主な事業 

 浄水施設の更新等 

朝霞浄水場沈砂池耐震化委託

等 

 導水施設の整備 

東村山境線（仮称）等 

 大規模浄水場の整備 

境浄水場 

 多摩地区浄水所等の整備 

日原浄水所等 

 堤体耐震強化 

村山上貯水池 

 水源分担金 

霞ヶ浦導水路、利根導水路等 

 

 送配水管の耐震強化等 

配水本管取替 取替延長 18km 

配水小管取替 取替延長 340km 

 送配水管ネットワークの強化 

新城南幹線（仮称）等 

新設延長 33km  

 配水池等の整備 

新設 

 王子給水所等 

拡充 

和田堀給水所等 

 

 私道内給水管整備等 

新設延長 44km 

 長期不使用給水管整理 

件数 3,240 件 

 

      

（注）本表では、計画期間(令和 3 年度から令和 7 年度まで)に工事を行う主要な施設整備を表示 
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第７ 局事業に係る技術の管理 
 

１ 技術管理 

 

 当局は、水道施設の整備、補修及び改良工事や委託、

測量、調査等の業務を効率的に進めていく上で必要な

土木及び設備の積算基準、仕様書、指針等の整備を適

宜行い、技術管理の維持向上を図っている。 
また、効率的な事業経営や建設業における働き方改

革、環境への配慮の視点から、積算システムの整備、

工事コストの管理及び建設副産物対策にも積極的に取

り組むとともに、水道事業の円滑な運営を確保するた

めに、工事発注者の立場から、工事事故の発生防止に

も努めている。 
 
（１）積算基準及び単価表の整備及び改定  

 
 積算基準は、適正な工事費を見積もるための考え方

や手法を定めたものであり､工事価格が常に市場の実

態と合うよう作業内容や使用機械等は毎年度、国の制

度改革に伴う改定は適宜、見直している。 
単価表は、刊行物単価の調査による資材単価及び主

要な資材については価格変動に応じて毎月改定を行っ

ている。 
また、労務単価及び市場の実勢価格調査による資材

単価等については年度ごとに改定を行っている。 
これらの取組に当たっては、庁内関係局で構成する

東京都工事関係基準協議会で調整を進め、統一的な運

用を図っている。 
積算基準や単価表は、工事発注に係る透明性や公平

性の確保を目的に公表している。 
 

（２）設計及び施工に係る仕様書、指針等の整備 

 
関係法令、条例、各種指針等との整合、庁内関係局

との調整、水道事業の特性等を考慮し、設計及び施工

に係る仕様書や指針の整備及び改定を行っている。 
また、当局が要求する品質を確実にするため、工事

施工の適正化等の取組を反映した関係図書類の整備も

行っている。  
設計及び施工に係る仕様書類は、公表しており、水

道工事に関係する施工業者の知識取得、施工能力の向

上、的確な施工管理等に寄与している。 
 
（３）積算システムの整備 

 
当局の積算システムは、東京都水道局事務系ネット

ワークシステム（以下「ＴＳ－ＮＥＴ」という。）を利

用したクライアントサーバ方式により運営されている。

数量計算・設計積算システム、給水装置工事システム、

小規模工事システム、漏水防止工事システム、設備積

算システム及び事務支援システムの各サブシステムを

一つのシステムとして管理しており、局内の土木・設

備工事の設計及び積算を行うための基幹システムとし

て、平成 16年４月から運用を開始した。 

また、令和元年 12月より局内の現場作業における委

託業務の積算を行うためのシステムの運用を開始した。 

このシステムは、維持管理が容易で運用コストが安

価なネットワーク上で稼動するシステムとなっている。 

また、積算基準、単価表及び各種仕様書類の改定の

実施時期に合わせ、改定の情報をシステム内に取り込

むことにより、事務の効率化を図っている。 

 

（４）工事コストの管理 

 
都は、限られた財源を有効に活用し、品質を確保し

ながら、確実なコスト管理の取組を進めるため、東京

都公共施設等コスト管理委員会を設置して、平成９年

度から平成 18 年度まで三次にわたってコスト縮減に

関する行動計画を策定し、工事コストの縮減に努めて

きた。 

平成 19年度からは、公共工事の品質確保の促進に関

する法律の施行や社会的コストの縮減等を含めた総合

的なコスト管理の確立を目指す新たな取組方針に基づ

き、コスト管理に取り組んできた。 

平成31年３月には、近年の社会構造等の変化に迅速

かつ柔軟に対応できる体制の構築が必要として、東京

都公共施設等コスト管理委員会に代わり、東京都公共

施設等コスト管理情報連絡会を設置している。 

当局では、平成 19 年 12 月に公共施設等のコスト管

理実施方針を策定し、量的縮減だけでなく、時間的コ

ストや社会的コストを含めた総合的なコスト管理の確

立に向けて取り組んでいくこととしている。 
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表２－17 主要施設整備事業 

事 業 名 水源及び浄水施設整備事業 送配水施設整備事業 給水設備整備事業 

事 業 費 1,229 億円 7,596 億円 545 億円 

事 業 期 間 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で 

東

京

水

道

経

営

プ

ラ

ン

２

０

２

１ 

事項 

及び 

内容 

（注） 

 浄水施設の更新等 

自家用発電設備の増強等 

 導水施設の整備 

東村山境線（仮称）等 

 大規模浄水場の整備 

境浄水場、上流部浄水場（仮

称）等 

 多摩地区浄水所等の整備 

千ヶ瀬浄水所等 

 堤体耐震強化 

村山上貯水池 

 水源分担金 

霞ヶ浦導水事業等 

 

 送配水管の耐震強化等 

1,828km 

 送配水管ネットワークの強化 

184km 

 配水池等の整備 

上北沢給水所（仮称） 

王子給水所（仮称） 

新玉川給水所（仮称） 

和田堀給水所 

柴崎給水所 

深大寺給水所 

小野路給水所 

福生武蔵野台給水所 

根ヶ布給水所 

若松給水所 

 私道内給水管整備等 

235km 

 長期不使用給水管整理 

14,400 件 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

令

和

７

年  

度 

予 

算 

事 業 費 288 億円 1,466 億円 126 億円 

主な事業 

 浄水施設の更新等 

朝霞浄水場沈砂池耐震化委託

等 

 導水施設の整備 

東村山境線（仮称）等 

 大規模浄水場の整備 

境浄水場 
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（注）本表では、計画期間(令和 3 年度から令和 7 年度まで)に工事を行う主要な施設整備を表示 
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また、局委員会での審議事項の整理完了に合わせコ

スト管理体制の見直しを図り、令和４年度より、水道

局コスト管理情報連絡会とした。 

これまでの具体的な取組としては、配水管の浅層埋

設化、非開削工法の採用など、直接的な工事コスト縮

減に係る施策のほか、民間の技術力を活用するＶＥ（バ

リューエンジニアリング）などによるコスト縮減対策

に加え、浄水場発生土の有効利用、ＬＥＤ照明使用な

どの環境対策を行っている。 

 

（５）建設副産物対策 

 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正や近年の

環境意識の高揚を背景に、工事に伴い発生する建設副

産物の適正処理やリサイクルの推進がますます重要と

なっている。 

このため、東京都建設リサイクル推進計画（令和６

年４月）や東京都建設リサイクルガイドライン（令和

６年４月）等に基づき、公共工事土量調査、建設副産

物実態調査、緑のリサイクル実態調査、建設副産物関

係施設調査及び建設グリーン調達実績調査を実施し、

過年度の実績の把握や次年度の利用調整等に努めてい

る(表２－18参照)。 

 
表２－18 令和６年度リサイクル実績（発生量ベース） 

（上段）発生量 （単位 万トン ＊発生土は万 m3） 

（下段）再生資源利用促進率    

CO 塊 発生木材 AS 塊 建設汚泥 混廃 発生土 

8.0 0.2 58.9 32.8 0.1 ＊85.9 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.4% 99.9% 

 
また、当局は、庁内関係局で構成する東京都建設副

産物対策協議会において、建設副産物対策の適正処理

に関する情報交換を行うとともに、指針の策定等に参

画している。 

平成 17 年４月からは積算単価などを検索するオン

ラインシステム建設副産物情報交換システム（ＣОＢ

ＲＩＳ）が、稼動している。こうしたシステムを活用

することにより建設副産物の再生資源利用促進率の向

上を目指している。 
 

（６）工事事故の防止 

 
当局は、平成９年４月に東京都水道局工事事故防止

対策委員会を設置し、それまで施工担当部署がそれぞ

れに取り組んでいた事故防止対策を、当局として一体

的に取り組む体制を整えた。 
工事事故を減らしていくためには、本質的な安全化

対策を積極的に講じていく必要がある。このため、平

成 24年６月に水道工事事故防止アクションプラン（平

成 24年度から３か年）を策定した。 

委員会では、工事事故の原因調査、再発防止対策の

検討及び局内への事故情報の周知等を行うとともに、

アクションプランに基づき、当局の事故防止方針を策

定している。同方針に基づき、各部の工事総括部署が

安全管理に関する実施計画を策定し、工事事故防止に

努めた結果、一定の効果が得られた。 

今後も引き続き、発注者として安全対策に取り組む

必要があることから、プランの期間中に発生した事故

を分析し、３か年ごとに行動目標と重点取組を定め、

令和６年度にはアクションプラン 2024 を策定した。こ

のプランに基づき、建設機械に起因する事故防止に特

化した体験型講習会や、工事事故を再現したＶＲ体験

を講習会に盛り込むなど、事故防止推進に努めている。 
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第１ 安定給水 
 

１ 水源の適切な確保 

 

（１）水源の適切な確保 

 

 都の水源量は、現在、日量約680万㎥である。しかし、

この中には、取水の安定性を欠く課題を抱える水源が

日量82万㎥含まれているほか、将来、積雪量の大幅な

減少や無降水日数の増加などの気候変動の進行により、

河川やダムなどの供給能力が低下し、厳しい渇水のリ

スク増大が懸念される。 

 こうした状況から、これまで確保した水源は、首都

東京の安定給水を継続するため、水道需要への対応は

もとより、将来の気候変動による影響も踏まえ、安定

化を図るとともに、最大限活用していく。 

 

（２）水資源開発等の経過 

 

 都の水源量の約８割を占める利根川及び荒川におけ

る水資源開発は、「利根川水系及び荒川水系における水

資源開発基本計画」（通称「フルプラン」）に基づき行

われてきた（図３－１参照）。 

昭和37年に決定後、改定を重ね、現在、リスク管理

型の「水の安定供給」に向けた計画（令和３年５月閣

議決定）により、国土交通省及び独立行政法人水資源

機構が事業の推進に当たっている。現在、当局は水資

源開発として、霞ヶ浦導水事業（国土交通省が事業主

体として実施）に参画している（表３－１参照、これ

までに完成した水源施設の概要は、 「第２章第２水道

施設の維持・管理 １ 水源施設」参照）。 

 

（３）水源地域対策 

 

ダム等の建設に伴う水源地域住民に対する補償は、

従来、農地、家屋等への損失補償が主体であった。し

かし、ダム等の建設は、水源地域住民の生活基盤の喪

失や生活圏の分断など、地域環境に大きな変化をもた

らす例が少なくないため、これらの問題解決等に日時

を要し、計画に対し大幅な遅れを来している実情にあ

る。これに対応するため、次のような施策がとられて

きた。 

 

 

ア 水源地域対策特別措置法の制定（昭和 48年） 

 

 ダム等の建設に伴う水源地域住民の生活再建及び水

源地域の振興等を推進することを目的に制定された。 

 

イ 財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の設立（昭

和 51年。平成 24年７月に公益財団法人へ移行） 

 

 水源地域対策特別措置法に定める生活再建措置を補

完し、その具体化を図るものであり、都など関東地区

の１都５県が設立した。 

 

ウ その他 

 

 国及び関係方面に水源開発の促進を強く要望すると

ともに、都自らも節水型都市の形成に向けて諸施策を

強力に進めている。 
 また、上下流交流の実施を通して水源地域住民との

連帯感の醸成を図るなど、水源地域住民の理解と協力

が得られるよう可能な限りの努力をしている。 
 

表３－１ 水資源開発状況 

 施工中 

施設名 霞ヶ浦導水 
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東京の安定給水を継続するため、水道需要への対応は

もとより、将来の気候変動による影響も踏まえ、安定

化を図るとともに、最大限活用していく。 

 

（２）水資源開発等の経過 

 

 都の水源量の約８割を占める利根川及び荒川におけ

る水資源開発は、「利根川水系及び荒川水系における水

資源開発基本計画」（通称「フルプラン」）に基づき行

われてきた（図３－１参照）。 

昭和37年に決定後、改定を重ね、現在、リスク管理

型の「水の安定供給」に向けた計画（令和３年５月閣

議決定）により、国土交通省及び独立行政法人水資源

機構が事業の推進に当たっている。現在、当局は水資

源開発として、霞ヶ浦導水事業（国土交通省が事業主

体として実施）に参画している（表３－１参照、これ

までに完成した水源施設の概要は、 「第２章第２水道

施設の維持・管理 １ 水源施設」参照）。 

 

（３）水源地域対策 

 

ダム等の建設に伴う水源地域住民に対する補償は、

従来、農地、家屋等への損失補償が主体であった。し

かし、ダム等の建設は、水源地域住民の生活基盤の喪

失や生活圏の分断など、地域環境に大きな変化をもた

らす例が少なくないため、これらの問題解決等に日時

を要し、計画に対し大幅な遅れを来している実情にあ

る。これに対応するため、次のような施策がとられて

きた。 

 

 

ア 水源地域対策特別措置法の制定（昭和 48年） 

 

 ダム等の建設に伴う水源地域住民の生活再建及び水

源地域の振興等を推進することを目的に制定された。 

 

イ 財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の設立（昭

和 51年。平成 24年７月に公益財団法人へ移行） 

 

 水源地域対策特別措置法に定める生活再建措置を補

完し、その具体化を図るものであり、都など関東地区

の１都５県が設立した。 

 

ウ その他 

 

 国及び関係方面に水源開発の促進を強く要望すると

ともに、都自らも節水型都市の形成に向けて諸施策を

強力に進めている。 
 また、上下流交流の実施を通して水源地域住民との

連帯感の醸成を図るなど、水源地域住民の理解と協力

が得られるよう可能な限りの努力をしている。 
 

表３－１ 水資源開発状況 
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（４）水資源の保全 

 

ア 水道水源林の保全 

 

  当局が所有する水道水源林は、2 万 5,666ha の広

大な面積を有する森林であり、明治 34年に当時の東

京府が、水道水源林の管理を開始してから、約 120

年が経過している。 

  当局では、水道水源林の持つ機能の維持及び向上

と、事業活動で生じる環境負荷の低減を図るため、

次のような施策を進めている。 

 

（ア）水道水源林の保全 

人工林の適切な保育管理や複層林化を着実に実

施し、健全な森林を育成及び維持し、二酸化炭素

の吸収源としての働きを向上させていく。 

なお、伐採された間伐材については、桟橋や木

柵などの材料として有効活用するほか、治山、林

道事業の土木資材にも活用するなど、利用拡大を

図り、地球温暖化の防止に寄与していく。 

 

（イ）水源地啓発事業の推進 

多くの人々に、気軽に森林に触れ、水道水源林

の役割や大切さを理解していただけるよう「水源

地ふれあいのみち」をハイキングコースとして整

備し、水源林の体験型広報施設の中核として活用

している。 

また、小河内貯水池周辺については、地元奥多

摩町と共同で設置した「奥多摩 水と緑のふれあい

館」や小河内ダムから「山のふるさと村」までの

湖畔沿いに整備した散策路「奥多摩湖いこいの路」

を組み合わせ、ダムと水源林の役割について広報

活動を行っている。 

 
水源地ふれあいのみち

 

（ウ）多摩川水源森林隊 

林業の衰退等から荒廃が進む多摩川上流域（山

梨県を含む。）の民有林を水源地にふさわしい緑豊

かな森に再生するため、平成 14年７月、「多摩川

水源森林隊」を設立した。 

植栽、下刈、間伐、枝打ち等のボランティアを

主体とした森林保全活動を通じて民有林の再生を

進めるとともに、都民に森林保全が水源の森づく

りにとっていかに大切であるかを理解してもらう

ことを目的としている。 

平成 15年８月には、活動の拠点となる事務所が

奥多摩町に完成し、本格的な活動を開始した。令

和６年度末現在、3,009 回の保全活動（延べ参加

者３万 6,370 名）を行っており、ボランティア登

録者数は、1,226 名となっている。 

 

（エ）民有林購入 

多摩川上流域の民有林では、長期にわたる林業

不振の影響などにより、荒廃の進んだ森林が増え

ている。 

このような状況を受け、将来にわたって水源地

を良好な状態で保全するため、多摩川と日原川と

の合流点より上流域の民有林を公募により購入す

る取組を平成 22年度より実施している。 

また、多摩川上流域の民有林の内、小河内貯水

池への影響が特に懸念される約 2,000 ha を「民有

林重点購入地域」と位置付け、所有者に積極的に

売却を働き掛け購入する取組を平成 29 年度より

開始した。今後、おおむね 10年間で購入を推進し、

水源林として良好な森林へ再生していく。 

令和６年度末現在、515 件（4,036ha）を購入し

ている。 
 

図３－２ 民有林積極購入の対象地域 
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図３－１ 水資源開発の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フルプラン策定の経緯】

年　月 内　容 備　考

昭和37年８月 利根川水系水資源開発基本計画決定(昭和45年度目標)

昭和45年７月 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(第２次フルプラン) (昭和50年度目標)

昭和51年４月 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画決定(第３次フルプラン) (昭和60年度目標)

昭和63年２月 　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(第４次フルプラン) (平成12年度目標)

平成元年１月 第４次フルプラン一部変更(埼玉合口二期の計画、霞ヶ浦･奈良俣･渡良瀬の工期) (　　　〃　　　)

平成６年１月 　　　　〃　　　　　　　 (利根中央用水・利根中央土地改良・川古ダム・利 (　　　〃　　　)

　　　　　　　　　　　　　根大堰施設緊急改築・武蔵水路改築の追加その他）

平成７年３月 　　　　〃　　　　　　　 (栗原川ダムの追加その他) (　　　〃　　　)

平成10年３月 　　　　〃　　　　　　　（滝沢ダム発電事業追加、北千葉導水路・滝沢ダム・ (　　　〃　　　)

　　　　　　　　　　　　　浦山ダム・利根大堰施設緊急改築の工期その他）

平成11年８月 　　　　〃　　　　　　　（思川開発の利水者確定、浦山ダムの事業費その他） (　　　〃　　　)

平成13年９月 　　　　〃　　　　　　　（戸倉ダム・八ッ場ダム・渡良瀬遊水池・霞ヶ浦導 (　　　〃　　　)

　　　　　　　　　　　　　水・北総中央・利根中央用水の工期、平川ダム・

                        　川古ダム・江戸川総合開発・小森川ダム・大野ダ

                        　ムの削除、印旛沼開発緊急改築の追加その他）

平成14年12月 　　　　〃　　　　　　　（利根中央土地改良の工期、思川開発・霞ヶ浦導水 (　　　〃　　　)

　　　　　　　　　　　　　の縮小、栗原川ダムの削除、群馬用水施設緊急改

　　　　　　　　　　　　　築の追加その他）

平成20年７月 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画決定(第５次フルプラン) (平成27年度目標)

平成21年３月 第５次フルプラン一部変更(八ッ場ダム発電事業追加、滝沢ダムの工期) (　　　〃　　　)

平成26年８月 　　　　〃　　　　　　　(利根導水路大規模地震対策事業・群馬用水緊急改築 (　　　〃　　　)

　　　　　　　　　　　　 事業・房総導水路施設緊急改築事業の追加、八ッ場

　　　　　　　　　　　　 ダム建設事業、北総中央用水土地改良事業の工期）

平成28年１月 　　　　〃　　　　　　　(思川開発事業・霞ヶ浦導水事業の記載内容） (　　　〃　　　)

平成29年４月 　　　　〃　　　　　　　(思川開発事業の工期・霞ヶ浦導水事業の工期） (　　　〃　　　)

平成31年３月 　　　　〃　　　　　　　(改築事業群を包括的に掲上） (　　　〃　　　)

令和３年５月 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画決定(リスク管理型、第６次フルプラン) (令和12年度目標)

令和６年12月 第６次フルプラン一部変更（思川開発の工期） (　　　〃　　　)
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令和３年５月 利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画決定(リスク管理型、第６次フルプラン) (令和12年度目標)

令和６年12月 第６次フルプラン一部変更（思川開発の工期） (　　　〃　　　)

河川等
の開発

水資源開発

促進法

水資源開発
水系指定

↓
水資源開発

基本計画

地下水

海水の

淡水化

節水施策

ダム等の

建設

農業用水

の合理化

地下水

かん養

地下水

揚水規制

蒸発法

電気透析法

逆浸透法

節水意識の高揚

節水型機器の開発と普及

漏水防止対策の推進

水の有効利用

特定多目的

ダム法

河川法
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水
資
源
の
開
発

独立行政法人
水資源機構法

－ 69 －

第３章



 

－ 71 － 

第第３３章章  

３ 将来にわたる安定給水の確保 

 

（１）導水施設の二重化及び更新 

 
導水施設は、取水施設で取水した原水を浄水場に送

る重要な施設であり、災害や事故で破損した場合、浄

水場が停止し、断水に直結する。このため、導水施設

のバックアップ機能を確保することを目的として、導

水施設の二重化を進めている。 

具体的には、境浄水場の再構築に併せて導水機能を

強化する東村山境線（仮称）を引き続き整備するとと

もに、上流部浄水場（仮称）関連導水管、第二朝霞引

入水路（仮称）及び第二三園導水管（仮称）の整備を

進めていく。 

また、既存の導水施設の中には、布設年度が古い施

設が存在しており、バックアップ機能を確保した導水

施設は、更新の検討が必要である。このため、今後、

二重化が完了し、バックアップ機能を確保した導水施

設は、経過年数や耐震継手化状況などを考慮し、健全

度調査による劣化状況を踏まえ、計画的に更新してい

く。 

具体的には、朝霞東村山線の更新を進めていく。 

 

   

 
 
（２）浄水場（所）の更新及び覆蓋化 

 

浄水場は、高度経済成長期に集中的に整備されてお

り、今後、順次更新時期を迎える。浄水場の更新は、

予防保全型管理による施設の長寿命化や更新の平準化

を図り、年間事業費を抑制して、約 90年で計画的に推

進していく。 
また、浄水場は、事故時や改良工事等による施設停

止の影響を最小限にとどめるため、系列単位で更新し

ていくこととなる。しかし、大規模浄水場は、系列単

位で更新することにより、大幅な施設の能力低下が生

じる。 
このため、更新に伴い低下する施設能力相当の代替

浄水場をあらかじめ整備（既存浄水場の一部を先行し

て更新）した上で、浄水場の更新に着手する。 
また、更新などにより整備する浄水施設は、水道水

の安全性はもとより、衛生面においても信頼性を向上

させるため、建屋型として覆蓋化する。  
浄水場の施設能力は、安定給水を確保した上で、水

道需要の動向、補修や停止リスクによる能力低下など

を考慮し、更新に併せてダウンサイジングしていく。 
また、大規模浄水場では、浄水場の停止による影響

を軽減させるため、施設能力を均等化していく。 
さらに、原水水質に応じた浄水処理方式を導入する

とともに、環境対策等の観点から位置エネルギーの有

効活用や施設配置の最適化に努めていく。加えて、デ

ジタル技術や AI などの最新技術を導入し、効率的な維

持管理を進めていく。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図３－４ 導水施設の二重化及び更新の概略図 

図３－５ 主な浄水場の更新時期 

系列①の代替を整備

（更新する浄⽔場）（代替浄⽔場）

撤去・更新

廃⽌

整備

撤去・更新更新済

更新済更新済

更新済 更新済更新済

系列① 系列② 系列③

図３－６ 浄水場の系列単位の更新 
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  節水型都市づくりとは、都民に必要な水を確保しつ

つ、水の合理的使用を促進することにより、渇水に強

く、潤いのある都市にすることである。 

 当局では、広報活動による節水意識の高揚や水の有

効利用の促進など、有限な水資源に対し、総合的見地

から安定給水に努め､水を大切にする節水型都市の実

現を目指している（図３－３参照）。 

  東京都では、昭和 48 年に「水道需要を抑制する施策」

を発表し、昭和 58 年に「東京都水道局節水型都市推進

委員会」を設置するなど、様々な施策を実施してきた。  

その後も、昭和 62 年に設置した「節水型都市づく

りを考える懇談会」の答申を受けて、関係局で構成す

る「節水型都市づくり推進連絡協議会」を設置するな

ど、全庁的な対応を図ってきた。 

さらに、平成 11 年に「東京都水循環マスタープラ

ン」を策定し、節水対策を一層推進するとともに、望

ましい水循環の形成を図るための具体的な施策を平成

27 年度まで進めてきた。 

 その後、水循環に関わる施策については、平成 29

年に策定された「都市づくりのグランドデザイン」に

引き継がれ、都市が有するあらゆる水資源が都市活動

に生かされていることを目標に、限りある水資源の有

効活用を図っている。 

 

図３－３ 節水施策の体系 

 

 

また、東京都では、平成 15 年に策定した「水の有

効利用促進要綱」に基づき、一定規模以上の建築物の

新築時には、雑用水利用施設の設置を指導し、水の有

効利用を推進している。当局では、新築時に行う大口

需要者の給水装置新設の申込時に雑用水利用をお願い

している。 

なお、当局では「東京都水道局庁舎等に係る水有効

利用設備設置基準」を定め、庁舎等の新築及び改造に

際し、水有効利用設備を設置して、水資源の有効利用

を図っている（表３－２参照）。 

  

表３－２ 水有効利用状況 

 

（１）水道局の水有効利用状況 

（令和７年３月末現在）

範囲 平均値

循環利用※１ 3
本郷庁舎、和泉庁舎、
水の科学館

623 0～15 3

雨水利用※２ 14

研修・開発センター、本郷庁
舎、水源管理事務所、墨田営
業所、足立営業所、新宿営業
所、中野営業所、北部支所、
三筋庁舎、和泉庁舎、多摩水
道立川庁舎、多摩水道山王下
庁舎、多摩水道元本郷庁舎、
蒲田事務所

13,932 2～53 23

利用率（％）

件数 設置場所
利用量

（m3/年）

 
 

 

（２）都内循環利用施設利用状況 

（令和７年３月末現在）

状況 件数

総使用水量
計画量

（m3/日）（A）

循環利用水量
計画量

（m3/日）（B）

循環利用率
×100（％）

（B/A）

広域循環※３ 205（ 7地区） 108,397 37,096 34.2

地区循環※４ 183（54地区） 102,310 23,600 23.1

個別循環※５ 476 308,460 84,110 27.3

計 864 519,167 144,806 27.9  
(注)一定規模以上の施設を対象 

 

 

 

（３）都内雨水利用状況 

（令和７年３月末現在）

都施設 区市町施設 国施設 民間施設 計

件数 285 624 91 947 1,947  

(注)一定規模以上の施設を対象 

２ 節水型都市づくり 

広報活動による節水意識の高揚
＊ パンフレット等によるＰＲ
＊ 小学生への副読本の配布

節水型機器の普及
 ＊ 節水コマ

漏水防止対策の推進
 ＊ 漏水防止作業の実施
 ＊ 経年配水管、初期ダクタイル管の取替え、
   私道内給水管整備、給水管材質改善工事
 ＊ 漏水防止関連技術の開発

水の有効利用の推進
 ＊ 水の循環利用
 ＊ 雨水利用

節
水
型
都
市
づ
く
り

（「水道ふれあい月間」街角イベントや営業所 
 窓口等を通じて普及拡大） 

地区循環（複数建物） 
広域循環 

個別循環 (個別建物)

＊ 水道キャラバン等の実施

※1循環利用…建物で発生する排水や集水した雨水を処理して再生した水を雑用水として利用 

※2雨水利用…集水した雨水をろ過し、排水の循環再利用を伴わない状態で雑用水として利用 
 

※3広域循環…下水再生水を供給可能な区域内の建物において雑用水として利用する方式 

※4地区循環…一定区画内の複数の建物で処理した循環利用水を雑用水として利用する方式 

※5個別循環…建物で処理した循環利用水を同一建物内で雑用水として利用する方式 
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＊ 水道キャラバン等の実施

※1循環利用…建物で発生する排水や集水した雨水を処理して再生した水を雑用水として利用 

※2雨水利用…集水した雨水をろ過し、排水の循環再利用を伴わない状態で雑用水として利用 
 

※3広域循環…下水再生水を供給可能な区域内の建物において雑用水として利用する方式 

※4地区循環…一定区画内の複数の建物で処理した循環利用水を雑用水として利用する方式 

※5個別循環…建物で処理した循環利用水を同一建物内で雑用水として利用する方式 
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第２ 震災対策等 
 

１ 震災対策の必要性 

 

平成 23年東北地方太平洋沖地震（以下「東日本大震

災」という。）、平成 28年熊本地震、令和６年度能登半

島地震等、水道施設に大規模な被害を及ぼす地震が全

国各地で発生している。 

東日本大震災は、大きな揺れや津波、地盤の液状化

による管路の被害に加え、計画停電等により、全国で

約 257 万戸にも及ぶ断水被害が発生した。また、能登

半島地震においても、水道施設が甚大な被害を受け、

広域かつ長期的な断水被害が生じるとともに、避難所

等の重要施設への給水が途絶え、被災者の生活に大変

不便を強いるなど、「水」が使えることの重要性及び水

の公共性が改めて認識された。 

東京においても、首都直下地震の切迫性が指摘され

ており、東京都防災会議は、令和４年５月に「首都直

下地震等による東京の被害想定」を公表し、従来の被

害想定の見直しを行った（表３－３参照）。この被害

想定では、最大震度が７に達するとともに、震度６強

の地域が広範囲に及ぶと想定されている。 

当局は、約１,376 万人の都民生活、都市活動及び首

都中枢機能を支える役割を担っており、震災時におい

ても給水を確保することは、我が国全体の国民生活及

び社会経済活動を維持する上で極めて重要である。 

このような状況を踏まえ、当局では、震災対策を最

重要課題の一つとして位置付け、予防対策を推進する

「東京水道施設整備マスタープラン」及び発災後の応

急対策活動を示す「東京都水道局震災等応急対策計画

（令和５年３月改定）」に基づき、ハード及びソフトの                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両面から首都東京にふさわしい、地震に強い水道の構

築を目指している。 

 

２ 主要施策 

 

（１）貯水池及び取水・導水施設の耐震化 

 

 貯水池は、平成 14 年度に山口貯水池、平成 20 年度

に村山下貯水池、令和５年度に村山上貯水池の堤体強

化が完了し、令和７年度は、周辺整備工事を実施する。  

利根川河口堰
ぜき

においては、令和６年度から独立行政

法人水資源機構が事業主体となり、大規模地震に対す

る耐震性能を確保するための事業を実施している。 

 また、取水及び導水施設は、震災時に十分な耐震性

を有していない施設が被災した場合、浄水場機能が停

止することが懸念されるため、早急に対応していく必

要があり、引き続き、耐震化を推進する。 

 

図３－９ 村山上貯水池堤体強化の概略断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－３ 上水道  断水率一覧 

 都心南部直下地震 多摩東部直下地震 大正関東地震  立川断層帯地震 

区部計 34.1% 28.6% 19.5% 0.3% 

多摩計 9.2% 19.5% 7.2% 14.5% 

合計 26.4% 25.8% 15.7% 4.7% 

（出典 首都直下地震等による東京の被害想定（東京都）令和 4年 5月） 

既既設設盛盛土土をを撤撤去去

盛盛土土にによよりり強強化化

村村山山上上貯貯水水池池

村村山山下下貯貯水水池池

堤堤 体体
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（３）送水管のネットワーク化及び更新 

 
 送水管は、浄水を給水所に送る重要管路であり、こ

れまで、災害や事故時におけるバックアップ機能を強

化するため、ネットワーク化を進めてきた。しかし、

一部の送水管についてはバックアップ機能が確保され

ていないことから、災害や事故時に機能停止した際、

給水所への十分な送水が確保できない場合もある。 
 このため、広域的な送水管ネットワークを構築する

とともに、給水所への送水管の二系統化を進めていく。 
また、バックアップ機能を確保した送水管は、経過

年数や耐震継手化状況などを考慮し、健全度調査によ

る劣化状況を踏まえ、計画的に更新していく。 
具体的には、新城南幹線（仮称）、境浄水場関連送水

管、上流部浄水場（仮称）関連送水管等の整備により、

送水管のネットワーク化を進めていく。また、和泉淀

橋線、町田線、立川線等は、更新に向けた設計を進め

ていく。 
 

図３－７ 送水管のネットワーク化及び更新の概略図 

 

 

（４） 給水所の新設、拡充及び更新 

 

これまでの整備によって、都内全体の給水の安定性

は向上してきたものの、給水所が整備されていない地

域が一部存在している。 

また、給水所は昭和30年代後半から整備され、50年

以上が経過しているものもあり、今後、更新が必要に

なってきている。 

このため、平常時はもとより、災害や事故時におい

ても可能な限り給水を確保するため、給水所の新設や

拡充を進め、配水区域を適正な規模に再編する。 

なお、給水所の配水池容量は、水使用の時間変動や

事故などの非常時の対応として、計画一日最大配水量

の12時間分を目標として整備する。 

また、予防保全型管理による施設の長寿命化や更新

の平準化を図った上で、計画的に更新を行っていく。 

具体的には、引き続き、王子給水所（仮称）、新玉

川給水所（仮称）等の整備を推進していく。 

 

図３－８ 新設、拡充及び更新する給水所の位置図 
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図３－12 管路更新の進め方 

 

 

 

 

 

 

 
（５）給水管の耐震化 

 

当局では、給水管の耐震強化、水の出の向上及び漏

水の未然防止を目的として、給水管が３本以上又は給

水栓が 10 栓以上ある私道内の給水管を整理及び統合

し、配水小管を布設する事業を展開してきた。 

しかし、東日本大震災における都内の水道管の被害

は、給水管が４分の３を占め、主に塩化ビニル製の給

水管の破損及び抜け出しを原因とするものが大部分で

あったことを教訓として、平成 24年９月から事業対象

を給水栓が３栓以上ある私道に拡大した。 

また、２栓以下の私道についても塩化ビニル管等を

ステンレス鋼管に取り替える施策を行っている。 

 

（６）自家用発電設備の新設及び増強 

 

首都直下地震などが発生した場合、電気事業者から

の電力供給が途絶する可能性があるため、水道事業の

継続には電力事情に左右されないように電力の自立化

が必要である。 

このため、震災などによる大規模な停電時において

も安定的に給水が確保できるよう、自家用発電設備の

整備を推進してきた。 

しかし、高度浄水処理を行う浄水場では、停電など

により施設が停止した場合、多岐にわたる設備機器の

点検、動作確認などが必要となり、従来の浄水処理に

比べ、復旧までに時間を要することになる。このため、

高度浄水施設が停止しないよう、継続的な電力供給が

不可欠である。 

そこで、大規模停電時や電力使用が厳しく制限され

た場合においても、計画一日平均配水量を供給可能な

規模で自家用発電設備を整備する。具体的には、高度

浄水処理に必要な電力を常用発電設備で確保し、取水、

送配水などに必要となる電力を非常用発電設備により

確保する。また、自家用発電設備の燃料は、72時間運

転できる量を可能な限り確保していく。 

 

３ 近隣事業体との連携による水の相互融

通 

 

当局は、大地震時や大規模な水源水質事故時等の非

常時における水への安心を高めるため、他県市と水道

水を相互に融通する「水の相互融通」の実施に向けた

取組を進めている。 

まず、全国で初めて、都県域を越えた大規模な水の

相互融通を可能とする「東京･埼玉朝霞連絡管」の整備

を埼玉県と共同で行い、平成 17 年９月に完成させた。

この「東京･埼玉朝霞連絡管」は、朝霞浄水場付近で東

京都と埼玉県の双方の送水管を接続したもので、日量

10 万 m3（約 30 万人都市の水道使用量に相当）の水道

水を融通し合うことができる施設である。 

次に、川崎市と共同で整備を進めていた「東京･川崎 

登戸連絡管」及び「東京･川崎町田連絡管」を平成 19

年２月に完成させた。これらの連絡管は、東京都と川

崎市の双方の配水管を接続したもので、登戸連絡管は

日量 10万 m3、町田連絡管は日量 1.5 万 m3（約５万人都

市の水道使用量に相当）の水道水を融通し合うことが

できる（表３－４参照）。 

 また、年に１回以上の運用訓練を連携先の事業体と

共同で実施することとしている。 
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（２）浄水施設の耐震化 

 

切迫性が指摘されている首都直下地震などに備え、

浄水施設の耐震化に取り組むことが必要である。しか

し、工事期間中は、施設の能力低下などを伴うことか

ら、安定給水を確保しながら工事を進めていくことが

必要となる。 

そこで、送配水ネットワークを活用した配水調整に

より、他の浄水場からのバックアップや、施設の能力

低下を伴う補修工事等を同時期に行うなど、給水への

影響を抑えながら、着実に耐震化を推進する。 

また、着水井からろ過池、場内連絡管、排水処理施

設の連続性を考慮し、施設の能力低下を可能な限り抑

制するため、浄水処理の系列ごとに耐震化工事を進め

ていく。 

 

図３－10 系列ごとの耐震化（イメージ） 

 

 

（３）配水池の耐震化 

配水池は、浄水場からの送水を受けて水を貯留し、

地域の需要に応じて配水するために必要な施設であり、

耐震化は令和６年度末時点で約８割が完了している。 
残る施設についても、工事期間中の安定給水を確保

しながら工事を進めていくことが重要である。このた

め、給水所が停止しないよう１池ずつ施工することや、

施設の能力低下を伴う補修工事等を同時期に行うなど、

給水への影響を抑制するとともに、周辺環境に配慮し

ながら耐震化工事を着実に推進していく。 
 
 

（４）配水管の耐震化 

 

配水管の延長は、約28,000kmにも及ぶことから、継

続的かつ計画的に更新していく必要がある。このため、

これまでも外部衝撃に弱い高級鋳鉄管などを、昭和40

年代から粘り強く強度の高いダクタイル鋳鉄管へ順次

更新してきており、ほぼ完了している。 

また、平成10年度からは、継手の抜け出し防止機能

を有する耐震継手管を全面的に採用し、耐震継手化を

推進してきた。  

震災時の断水被害を効果的に軽減するため、重要施

設への供給ルートの耐震継手化を重点的に推進してき

ており、避難所や主要な駅などの重要施設への供給ル

ートの耐震継手化を令和４年度末時点で概成した。 

 現在は、引き続き、埋設物が輻輳
ふくそう

する場所等、施工

が困難な箇所に点在する布設年度が古く漏水発生の恐

れのある取替困難管を令和８年度までに解消するとと

もに、初期ダクタイル管の更新や、地域全体の断水被

害を軽減するため、都の被害想定で震災時の断水率が

高い地域の耐震継手化を推進し、令和10年度までに解

消する。 

 

図３－11 耐震継手管の構造（イメージ図） 
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図３－12 管路更新の進め方 
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（２）浄水施設の耐震化 
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図３－10 系列ごとの耐震化（イメージ） 
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４ 東京都水道局震災等応急対策計画 

 

震災等応急対策計画は、地震等により水道施設に被

害が生じ、平常給水が不可能になった場合に応急対策

諸活動を迅速かつ的確に実施できる態勢を作り、一刻

も早い平常給水への回復及び可能な限りの飲料水の確

保を図ることを目的とする。 

震災等応急対策計画に係る体系は、図３-14 のとお

りである。 

 

（１）基本態勢 

ア 給水対策本部の設置 

 

地震等の発生により水道施設に甚大な被害が発生し

た場合など、一定の要件に該当する場合は、当局は必

要な対策を迅速かつ効果的に実施するため、直ちに給

水対策本部を設置し、応急対策活動を組織的に進める。 

また、夜間、休日等に大地震等が発生した場合は、

直ちに当局の災害対策職員住宅に入居している職員、

あらかじめ水道局長が指定する管理職員等が都庁舎に

参集する。そして、情報収集に努めながら初動態勢を

整え、各事業所の交替勤務職員等とともに初期活動に

当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 震災時等の情報連絡活動 

 

応急対策活動を迅速かつ効果的に実施するために、

発災後直ちに情報室を立ち上げ、情報連絡活動を開始

する。 

また、復旧活動、応急給水活動等を適時適切に行う

ため、あらかじめ情報連絡の連絡系統、手段等を定め、

正確な情報を迅速に収集及び伝達する。 

情報連絡手段は、音声通信として、水運用電話、衛

星携帯電話、業務用無線及び東京都防災行政無線を使

用する。 

また、「東京都水道局震災情報システム」等を使用し、

情報の一元化や共有を図る。 

対象情報 

（ア）庁舎・通信・システムの被害状況 

（イ）職員の参集状況 

（ウ）首都中枢機関等被害状況 

（エ）施設被害・運用状況 

（オ）管路被害状況等 

（カ）応急給水拠点稼働状況 

（キ）応急給水車両給水状況 

（ク）資器材等の管理状況 

 ※管路被害情報は震災マッピングシステムを使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
● 計画の目的等 
● 応急対策の基本方針 
● 計画の体系 

● 給水対策本部の組織・運営 
● 職員等の活動態勢

● 東京都災害対策本部等との連絡調整 

● 情報連絡体制、情報連絡の手段及び
活動内容 

● 復旧計画に基づく応急復旧の実施 
● 適時適切な応急給水の実施 
● 多摩地区における応急対策活動 

● 職員の給食救護 
● 復旧用資機材の調達 

計画の方針 

応急対策の活動態勢

総合統括部の活動 

指揮調整部の活動

総 論 

発災後の主な応急対

策活動 

応急対策の活動内容

後方支援部の活動

● 他水道事業体、他団体、ボランティア等
との連携・協働 

各班及び各応急対策部所における発災後 72 時間まで及び被害想定

に基づく復旧までの期間（おおむね２週間）の主な応急対策活動 

震 

災 

等 

応 

急 

対 

策 

計 

画 

● 庁舎の被害対応 

図３－14 震災等応急対策計画に係る体系 
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表３－４ 連絡管の概要

 

名   称 朝霞連絡管 登戸連絡管 町田連絡管 

口径・延長 φ800×44ｍ φ800×35ｍ φ400×54ｍ 

接 続 施 設 
東京 φ2200 

埼玉 φ1200 

東京 φ1600 

川崎 φ1200 

東京 φ500 

川崎 φ400 

融 通 水 量 日量 10万 m3  日量 10万 m3 日量 1.5 万 m3 

完  成 Ｈ17.9 Ｈ19.2 Ｈ19.2 

都 の 主 な 
受水区域※ 

（図３-14 参照） 

中央区全域、千代田区、

文京区の大部分、港区の

一部 

世田谷区・目黒区・港

区・大田区・品川区・狛

江市の一部 

町田市東部 
（聖ヶ丘給水所系） 

 
    図３－13 連絡管による受水区域 
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表３－４ 連絡管の概要
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給水活動を行えるように整備することである。 

（イ）災害時給水ステーション（車両輸送） 

都災害対策本部及び医療対策本部から要請のあった

医療施設（医療機関への応急給水については、加圧式

給水車を使用）、福祉施設、水を供給できない給水拠点

等に当局が水を輸送して開設し、区市町等が住民への

給水活動を行う。 

なお、避難所等に応急給水する場合は、仮設水槽等

の設置有無を確認し、効率的な応急給水を行う。 

また、応急給水要請数が給水車等の対応箇所数を超

える場合の対応順位については、原則、以下のとおり

とする。 

〔第１順位 病院等〕 

病院等の種別では、災害拠点病院、災害拠点連携病

院、災害医療支援病院、人工透析医療施設、重症重度

心身障害児（者）施設等の福祉施設の順 

〔第２順位 水を供給できない給水拠点〕 

給水拠点へ集まった住民の数に応じて、優先順位を

決定 

〔第３順位 避難所〕 

 給水拠点からの距離、避難者数、仮設水槽の有無の

順で検討し、優先順位を決定 

〔その他〕 

 主要駅、遺体収容所など要請内容を精査して優先順

位を受付時に判断（公共施設に限定） 

（ウ）災害時給水ステーション（避難所等） 

断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じ

て、特に必要があると認められる場合に開設する。 

ａ 避難所応急給水栓 

当局から区へ譲渡した資器材を使用し、避難所

に保管してある応急給水栓を用いて、区市町が当

局へ通水状況等の状況を確認した上で、応急給水

を行う。 

ｂ 消火栓等（当局から区市町へ貸与した資器材を 

使用する場合） 

あらかじめ当局が指定した避難所や区市町所有の

施設などの応急給水実施場所において、区市町が当

局へ通水状況等の状況を確認した上で、仮設給水栓

を設置し、応急給水を行う。 

ｃ 消火栓等（上記以外） 

病院、福祉施設、水を供給できない給水拠点、

多量の水が必要となる避難所など応急給水計画上

の必要な拠点又はメ－タ下流部の給水装置が破損

等により使用できず、特に給水が必要な場合、給

水装置の復旧を待たずに実施し、当局が仮設給水

栓の設置を、区市町が住民への給水活動を行う。 

 

（４）訓練及び研修（東京水道危機対応力強化計画

2025） 

 

災害時における応急対策活動を迅速・的確に実施で

きるよう「東京水道危機対応力強化計画 2025」を策定

した。本計画に基づき、実践的な研修、訓練等を実施

することで、職員各自の役割等について、周知徹底を

図っている。 

 

ア 年間方針（ＰＤＣＡサイクルの実践） 

 

年間を通じて、以下のＰＤＣＡサイクルを実践し、

あらゆる事態を想定した訓練を、体系的かつ網羅的に

実施することにより危機対応力の強化を図る。 

（ア）Ｐｌａｎ（訓練企画） 

前年度の改善点の検証を含めたより厳しい状況

を想定した訓練の企画 

（イ）Ｄｏ（訓練実施） 

各部所の行動マニュアルに則したリアルな訓練

の実施 

（ウ）Ｃｈｅｃｋ（検証） 

訓練後、速やかに課題を提起 

（エ）Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

課題の対応策を検討し、改善点をマニュアル等

に反映 

 

イ 令和６年度実施状況及び訓練参加者数 

 

（ア）首都直下地震を想定した訓練 

ａ 当局全体訓練３回。水道局休日発災対応訓練、

水道局平日発災対応訓練及び水道局休日発災参集

訓練を実施。延べ 8,621 名（政策連携団体職員、

区市職員、事業者等を含む。）が参加 

b 多様な主体と連携した応急給水訓練 143 回。 

2,688 名（政策連携団体職員、区市町職員、住民

等を含む。）が参加 

c 各事業所等で実施する訓練  147 回 

d 他の事業体と連携した訓練 区市町が主催する

防災訓練への参加（計 111 回）、日本水道協会関
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（２）復旧計画 

ア 復旧優先順位の決定 

 

災害発生時には、水道施設の被害についての情報の

収集及び分析を通して、適切な復旧方針を決定し、可

能な限り都民への給水を確保するため、配水調整によ

り断水区域の減少に努める。 

管路に被害を受けた場合でも、原則として断水は行

わないが、漏水により二次災害を引き起こすおそれの

ある場合は、速やかに断水する。 

また、送配水管等の復旧に当たっては、あらかじめ

定めている復旧の優先順位に基づき、効率的に作業を

進めることとしている。この復旧優先順位は、次のと

おりである。 

（ア）送配水管 

ａ 首都中枢機関等への供給管路 

ｂ 第一次重要路線（送水管及び主要配水本管） 

ｃ 第二次重要路線及び配水小管重要路線（配水の 

骨格となる管路） 

ｄ 震災対策用応急給水施設、二次救急医療機関、 

災害拠点連携病院、避難所等への供給管路 

（イ）給水管 

ａ 首都中枢機関等 

ｂ 後方医療機関となる医療施設及び福祉施設 

ｃ 避難所、行政機関など地域の復旧の中核となる 

施設 

ｄ その他給水上特に重要な施設 

 

イ 関係会社等の協力体制の確保 

 

復旧活動は、当局工事受注者等との協力体制の下に

実施することとしている。復旧作業に必要な作業要員、

復旧用材料の確保等に関しては、関係会社等にあらか

じめ協力要請を行うなど、機動性及び実効性を重視し

た体制の整備を図っている。 

 

ウ 応急復旧作業における情報活用 

 

東日本大震災や熊本地震の際に、住民等からの電話

による漏水場所等の情報提供を、漏水修繕に役立てた。

当局においても、住民からの電話を活用して漏水情報

等を収集し、迅速な情報連絡に活用するとともに、効

率的な応急復旧作業へ反映していく。 

（３）応急給水計画 

 

応急給水活動は、給水状況、住民の避難状況等、必

要な情報を迅速かつ的確に把握した上で、応急給水計

画を定め実施する。 

 

ア 応急給水の方法 

 

大地震などにより断水が発生した場合に、応急給水

を行う場所を「災害時給水ステーション」と総称する。 

応急給水は、以下の３種類の災害時給水ステーショ

ンにおいて行い、都民ニーズに応えた段階的な給水量

の増加を図る。 

（ア）給水拠点 

（イ）車両輸送 

（ウ）避難所等 

 

 

 

 

 

 

 

災害時給水ステーションのシンボルマーク 

 

イ 災害時給水ステーションにおける都と区市町の役

割分担 

 

「災害時給水ステーション」における都と区市町の

役割分担は次のとおりである。 

（ア）災害時給水ステーション（給水拠点） 

ａ 応急給水槽では、区市町が資器材等の設置から 

住民への給水活動までの全てを行う。 

ｂ 改造（注）前の浄水場、給水所等では、当局が 

資器材等の設置を、区市町が住民への給水活動を 

行う。 

ｃ 改造（注）後の浄水場、給水所等では、応急給 

水エリアの鍵を当局職員、区市町職員等が解錠し、 

資器材の設置が不要な蛇口等から、応急給水活動 

を実施する。 

（注）改造とは、浄水場、給水所等の一部を柵で仕切

った応急給水活動区域に常設給水栓等を設置して、

当局職員の到着前に区市町職員、地域住民等が応急
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給水活動を行えるように整備することである。 

（イ）災害時給水ステーション（車両輸送） 

都災害対策本部及び医療対策本部から要請のあった

医療施設（医療機関への応急給水については、加圧式

給水車を使用）、福祉施設、水を供給できない給水拠点

等に当局が水を輸送して開設し、区市町等が住民への

給水活動を行う。 

なお、避難所等に応急給水する場合は、仮設水槽等

の設置有無を確認し、効率的な応急給水を行う。 

また、応急給水要請数が給水車等の対応箇所数を超

える場合の対応順位については、原則、以下のとおり

とする。 

〔第１順位 病院等〕 

病院等の種別では、災害拠点病院、災害拠点連携病

院、災害医療支援病院、人工透析医療施設、重症重度

心身障害児（者）施設等の福祉施設の順 

〔第２順位 水を供給できない給水拠点〕 

給水拠点へ集まった住民の数に応じて、優先順位を

決定 

〔第３順位 避難所〕 

 給水拠点からの距離、避難者数、仮設水槽の有無の

順で検討し、優先順位を決定 

〔その他〕 

 主要駅、遺体収容所など要請内容を精査して優先順

位を受付時に判断（公共施設に限定） 

（ウ）災害時給水ステーション（避難所等） 

断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じ

て、特に必要があると認められる場合に開設する。 

ａ 避難所応急給水栓 

当局から区へ譲渡した資器材を使用し、避難所

に保管してある応急給水栓を用いて、区市町が当

局へ通水状況等の状況を確認した上で、応急給水

を行う。 

ｂ 消火栓等（当局から区市町へ貸与した資器材を 

使用する場合） 

あらかじめ当局が指定した避難所や区市町所有の

施設などの応急給水実施場所において、区市町が当

局へ通水状況等の状況を確認した上で、仮設給水栓

を設置し、応急給水を行う。 

ｃ 消火栓等（上記以外） 

病院、福祉施設、水を供給できない給水拠点、

多量の水が必要となる避難所など応急給水計画上

の必要な拠点又はメ－タ下流部の給水装置が破損

等により使用できず、特に給水が必要な場合、給

水装置の復旧を待たずに実施し、当局が仮設給水

栓の設置を、区市町が住民への給水活動を行う。 

 

（４）訓練及び研修（東京水道危機対応力強化計画

2025） 

 

災害時における応急対策活動を迅速・的確に実施で

きるよう「東京水道危機対応力強化計画 2025」を策定

した。本計画に基づき、実践的な研修、訓練等を実施

することで、職員各自の役割等について、周知徹底を

図っている。 

 

ア 年間方針（ＰＤＣＡサイクルの実践） 

 

年間を通じて、以下のＰＤＣＡサイクルを実践し、

あらゆる事態を想定した訓練を、体系的かつ網羅的に

実施することにより危機対応力の強化を図る。 

（ア）Ｐｌａｎ（訓練企画） 

前年度の改善点の検証を含めたより厳しい状況

を想定した訓練の企画 

（イ）Ｄｏ（訓練実施） 

各部所の行動マニュアルに則したリアルな訓練

の実施 

（ウ）Ｃｈｅｃｋ（検証） 

訓練後、速やかに課題を提起 

（エ）Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

課題の対応策を検討し、改善点をマニュアル等

に反映 

 

イ 令和６年度実施状況及び訓練参加者数 

 

（ア）首都直下地震を想定した訓練 

ａ 当局全体訓練３回。水道局休日発災対応訓練、

水道局平日発災対応訓練及び水道局休日発災参集

訓練を実施。延べ 8,621 名（政策連携団体職員、

区市職員、事業者等を含む。）が参加 

b 多様な主体と連携した応急給水訓練 143 回。 

2,688 名（政策連携団体職員、区市町職員、住民

等を含む。）が参加 

c 各事業所等で実施する訓練  147 回 

d 他の事業体と連携した訓練 区市町が主催する

防災訓練への参加（計 111 回）、日本水道協会関
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（２）復旧計画 

ア 復旧優先順位の決定 

 

災害発生時には、水道施設の被害についての情報の

収集及び分析を通して、適切な復旧方針を決定し、可

能な限り都民への給水を確保するため、配水調整によ

り断水区域の減少に努める。 

管路に被害を受けた場合でも、原則として断水は行

わないが、漏水により二次災害を引き起こすおそれの

ある場合は、速やかに断水する。 

また、送配水管等の復旧に当たっては、あらかじめ

定めている復旧の優先順位に基づき、効率的に作業を

進めることとしている。この復旧優先順位は、次のと

おりである。 

（ア）送配水管 

ａ 首都中枢機関等への供給管路 

ｂ 第一次重要路線（送水管及び主要配水本管） 

ｃ 第二次重要路線及び配水小管重要路線（配水の 

骨格となる管路） 

ｄ 震災対策用応急給水施設、二次救急医療機関、 

災害拠点連携病院、避難所等への供給管路 

（イ）給水管 

ａ 首都中枢機関等 

ｂ 後方医療機関となる医療施設及び福祉施設 

ｃ 避難所、行政機関など地域の復旧の中核となる 

施設 

ｄ その他給水上特に重要な施設 

 

イ 関係会社等の協力体制の確保 

 

復旧活動は、当局工事受注者等との協力体制の下に

実施することとしている。復旧作業に必要な作業要員、

復旧用材料の確保等に関しては、関係会社等にあらか

じめ協力要請を行うなど、機動性及び実効性を重視し

た体制の整備を図っている。 

 

ウ 応急復旧作業における情報活用 

 

東日本大震災や熊本地震の際に、住民等からの電話

による漏水場所等の情報提供を、漏水修繕に役立てた。

当局においても、住民からの電話を活用して漏水情報

等を収集し、迅速な情報連絡に活用するとともに、効

率的な応急復旧作業へ反映していく。 

（３）応急給水計画 

 

応急給水活動は、給水状況、住民の避難状況等、必

要な情報を迅速かつ的確に把握した上で、応急給水計

画を定め実施する。 

 

ア 応急給水の方法 

 

大地震などにより断水が発生した場合に、応急給水

を行う場所を「災害時給水ステーション」と総称する。 

応急給水は、以下の３種類の災害時給水ステーショ

ンにおいて行い、都民ニーズに応えた段階的な給水量

の増加を図る。 

（ア）給水拠点 

（イ）車両輸送 

（ウ）避難所等 

 

 

 

 

 

 

 

災害時給水ステーションのシンボルマーク 

 

イ 災害時給水ステーションにおける都と区市町の役

割分担 

 

「災害時給水ステーション」における都と区市町の

役割分担は次のとおりである。 

（ア）災害時給水ステーション（給水拠点） 

ａ 応急給水槽では、区市町が資器材等の設置から 

住民への給水活動までの全てを行う。 

ｂ 改造（注）前の浄水場、給水所等では、当局が 

資器材等の設置を、区市町が住民への給水活動を 

行う。 

ｃ 改造（注）後の浄水場、給水所等では、応急給 

水エリアの鍵を当局職員、区市町職員等が解錠し、 

資器材の設置が不要な蛇口等から、応急給水活動 

を実施する。 

（注）改造とは、浄水場、給水所等の一部を柵で仕切

った応急給水活動区域に常設給水栓等を設置して、

当局職員の到着前に区市町職員、地域住民等が応急
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５ 水道緊急隊の活動 

 

震災応急対策計画では、震災時における首都中枢機

関等への水道水供給に係る管路の被害について、３日

以内の復旧を目指すこととしている。そのため、首都

中枢機能の継続性を確保し、発災初期の応急対策活動

をより機動的かつ迅速に行うことを主目的として、平

成 20年４月に水道緊急隊を発足させた。 

震災時の主な活動は、次のとおりである。 

 

（１）首都中枢機関等の供給ルート確保 

 

発災後（震度５強以上）直ちに首都中枢機関及び災

害拠点病院近傍の水圧を配水小管に設置したスマート

メータで確認する。 

水圧が 0.17Mpa 未満となったときは、施設周辺へ専

用バイク等で出動し、被害、水圧等の調査を行い早期

に現地状況を把握する（図３－15 参照）。その結果、

施設への供給管路周辺で大規模な漏水などが確認され

た場合、管路のバルブ閉弁作業を実施し、当該施設へ

の供給ルートの水圧を確保する。 

また、現地で収集した被害状況については、業務用

無線、スマートフォン、モバイルパソコン等により、

本隊へ迅速に情報伝達する。          

 

（２）応急給水活動 

 

災害拠点病院のみならず、医療施設、福祉施設など

への緊急を要する応急給水活動は、関係部署からの要

請を受け、給水車により実施する。 

平常時においては、活動の実効性を高めるため、震

災時初動対応、給水車操作、漏水調査、情報連絡など

の訓練を実施し、震災時に備えている。 

東日本大震災では発災翌日に被災地へ応急給水活動

のため出動し、熊本地震では本震の翌々日に被災地へ

の支援物資搬送と漏水調査に従事、能登半島地震では、

発災翌々日に被災地へ応急給水活動のため出動した。 

 

 

 

首都中枢機関等供給ルート調査 

 

図３－15 通信回線を利用した水圧確認 

水道局

PHSｱﾝﾃﾅ
PHSｱﾝﾃﾅ

PHSｱﾝﾃﾅ

被害なし（水圧確保）

学校（避難所）
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東地方支部南関東ブロック合同防災訓練、連絡管 

相互融通訓練等を実施 

 

（イ）東京ウォーターレスキュー（ＴｗＲ）の派遣訓

練 

救援活動の覚書に基づく岡山市への派遣訓練を実

施、「（公社）日本水道協会関東地方支部災害時相互

応援に関する協定」及び（公社）日本水道協会「地

震等緊急時対応の手引き」に基づく派遣訓練を実施 

 

（ウ）局施設へのテロ発生を想定した訓練 

各浄水場など基幹水道施設での警察・消防と連携

した訓練（計 11回） 

 

（エ）サイバーテロ発生を想定した訓練 

標的型メール攻撃対応訓練（計３回）、分野横断的

演習（内閣官房主催）及び制御系システム緊急時対

応訓練 

 

 

給水対策本部審議訓練 

（水道局休日発災対応訓練より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応急給水訓練 

（岡山市へのＴｗＲ派遣訓練より） 
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５ 水道緊急隊の活動 

 

震災応急対策計画では、震災時における首都中枢機

関等への水道水供給に係る管路の被害について、３日

以内の復旧を目指すこととしている。そのため、首都

中枢機能の継続性を確保し、発災初期の応急対策活動

をより機動的かつ迅速に行うことを主目的として、平

成 20年４月に水道緊急隊を発足させた。 

震災時の主な活動は、次のとおりである。 

 

（１）首都中枢機関等の供給ルート確保 

 

発災後（震度５強以上）直ちに首都中枢機関及び災

害拠点病院近傍の水圧を配水小管に設置したスマート

メータで確認する。 

水圧が 0.17Mpa 未満となったときは、施設周辺へ専

用バイク等で出動し、被害、水圧等の調査を行い早期

に現地状況を把握する（図３－15 参照）。その結果、

施設への供給管路周辺で大規模な漏水などが確認され

た場合、管路のバルブ閉弁作業を実施し、当該施設へ

の供給ルートの水圧を確保する。 

また、現地で収集した被害状況については、業務用

無線、スマートフォン、モバイルパソコン等により、

本隊へ迅速に情報伝達する。          
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への緊急を要する応急給水活動は、関係部署からの要

請を受け、給水車により実施する。 

平常時においては、活動の実効性を高めるため、震

災時初動対応、給水車操作、漏水調査、情報連絡など

の訓練を実施し、震災時に備えている。 

東日本大震災では発災翌日に被災地へ応急給水活動

のため出動し、熊本地震では本震の翌々日に被災地へ
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発災翌々日に被災地へ応急給水活動のため出動した。 
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て支援を行ってきた。しかし、救援要請を受けてから

いかに早く救援体制を確保するか、また、一定期間確

実に救援体制を確保できるかなどが従前より課題とな

っていた。 

こうしたことから、いつ、どこで発災しても、当局

が被災事業体からの救援要請に基づき、迅速かつ円滑

に救援隊を派遣できるよう、平成 28年度に東京水道災

害救援隊（東京ウォーターレスキュー）を創設した。 

 

ア 阪神・淡路大震災（平成７年） 

（ア）応急給水支援 

第１次から第 15次まで 

(１月 17日から３月 24日まで) 

派遣人員延べ 393 名 車両延べ 32台 

（イ）応急復旧支援 

調査隊・第１次から第 12次まで 

（１月 21日から３月 31日まで） 

派遣人員延べ 852 名 車両延べ 425 台 

（ウ）工業用水道応急復旧支援 

第１次から第５次まで 

（１月 22日から３月 1日まで） 

派遣人員延べ 11名 車両延べ１台 

 

イ 三宅島火山活動の活性化（平成 12年） 

（ア）応急給水支援・応急復旧支援 

第１次から第６次まで 

（６月 27日から７月 13日まで） 

派遣人員延べ 62名 車両６台 

（イ）海水淡水化装置による造水活動 

第１次から第９次まで 

（９月８日から９月 30日まで） 

派遣人員 20名 

（ウ）全島避難後の現地被害調査等 

第１次（９月 15日、16日） 

第２次（11月 11日から 11月 20 日まで） 

第３次（平成 13年１月 20日から１月 28日まで） 

派遣人員６名 

（エ）全島避難後の水道施設復旧支援 

第１次から第６次まで 

（平成 13年４月３日から６月３日まで） 

派遣人員 12名 

（オ）災害復旧作業に係る技術職員派遣 

（平成13年11月２日から平成14年２月28日まで） 

派遣人員３名 

 

ウ 新潟県中越地震（平成 16年） 

（ア）応急給水支援 

第１次から第９次まで 

（10月 24 日から 11月 15 日まで） 

派遣人員延べ 51名 車両延べ 20台 

（イ）応急復旧支援 

第１次から第４次まで 

（10月 24 日から 11月 16 日まで） 

派遣人員延べ 54名 車両延べ 17台 

 

エ 新潟県中越沖地震（平成 19年） 

応急復旧支援 

第１次から第７次まで 

（７月 18日から７月 31日まで） 

派遣人員延べ 76名 車両延べ 29台 

 

オ 東日本大震災（平成 23年） 

（ア）宮城県仙台市 応急給水支援 

第１次から第 11次まで 

（３月 12日から４月 1日まで） 

派遣人員延べ 39名 車両延べ 12台 

（イ）宮城県仙台市 応急復旧支援 

第１次から第７次まで 

（３月 16日から４月 1日まで） 

派遣人員延べ 49名 車両延べ 28台 

（ウ）福島県いわき市 応急給水支援 

第１次から第４次まで 

（３月 22日から４月 18日まで） 

派遣人員延べ 20名 車両延べ９台 

（エ）福島県いわき市 応急復旧支援 

第１次及び第２次 

（３月 26日から４月６日まで） 

派遣人員延べ 36名 車両延べ 24台 

（オ）千葉県浦安市 応急復旧支援 

（３月 16日から３月 22日まで） 

派遣人員 19名 車両 10台 

（カ）茨城県稲敷市 応急給水支援 

（３月 12日から３月 14日まで） 

派遣人員２名 車両１台  
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６ 他水道事業体との相互連携 

 

発災時の応急対策を適時適切に実施するため、あら

かじめ他水道事業体との協力態勢を確立し、地震発生

後の応急対策活動態勢の確保に努めている。 

 

（１）他水道事業体との協定等 

 

ア 次の協定等に基づき、協力要請を行う。 

（ア）公益社団法人日本水道協会関東地方支部災害時

相互応援に関する協定 

（イ）19大都市水道局災害相互応援に関する覚書 

（ウ）東京都水道局と千葉県水道局との災害相互応援

に関する協定 

（エ）関東地域における工業用水道災害相互応援に関

する協定 

（オ）東京都と茨城県との中継水道事業体としての活

動に関する覚書 

（カ）東京都と仙台市との情報連絡調整担当水道事業

体としての活動に関する覚書 

（キ）東京都水道局と大阪市水道局の災害時の救援活

動に関する覚書 

（ク）東京都水道局と岡山市水道局の災害時の救援活

動に関する覚書 

（ケ）東京都と茨城県との支援拠点水道事業体として

の活動に関する覚書 

（コ）宮城県と東京都の水道事業の連携に関する協定 

（サ）東京都水道局と広島市水道局の災害時の救援活

動に関する覚書 

 

 東日本大震災においては、（ア）から（ウ）までの協

定等に基づく要請により、宮城県仙台市、福島県いわ

き市、千葉県浦安市等へ応急復旧・応急給水支援活動

に従事した。 

また、（オ）の覚書は、広域災害が発生した場合の遠

方の水道事業体による応援を円滑かつ迅速に受け入れ

るため、東京都と茨城県との間で平成 26年度に締結し

た。 

（カ）の覚書は、いずれか一方が大地震等で被災し

た場合に、相手方に赴き、応援要請に関するコーディ

ネーター的な役割を担うため、仙台市との間で平成 28

年度に締結した。 

（キ）、（ク）及び（サ）の覚書は、首都直下地震、

南海トラフ巨大地震等、今後起こりうる広域災害の可

能性を考慮し、一方が大規模な災害等により被災した

場合に、迅速な救援活動を行うため、平成 29年度に大

阪市水道局、岡山市水道局と東京都水道局との間で締

結し、さらに、令和元年度に広島市水道局と東京都水

道局との間で締結した。 

（ケ）の覚書は、効率的な救援体制の構築を実現す

るため、いずれか一方が大地震等で被災した場合に、

支援拠点水道事業体としての活動（救援部隊の宿泊場

所や食糧の手配等）を行うため、茨城県との間で平成

30年度に締結した。 

（コ）の協定は、宮城県企業局と東京都水道局とが

水道事業における災害対応の強化や人的基盤の強化等

についての連携事業を実施するため、令和元年度に締 
結した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

広島市水道局との覚書締結（令和 2年 2月 7日） 

（写真右：広島市友広水道事業管理者  

写真左：東京都水道局中嶋公営企業管理者） 

 

イ 他水道事業体からの救援隊の受入れは、研修・開

発センターを救援隊受入本部として、研修・開発セ

ンター、芝給水所、浄水場等の 11か所で行い、合計

884 名の受入れが可能である。 

 

（２）他水道事業体への救援活動 

 

当局では、日本水道協会の会員水道事業体による相

互応援、「19大都市水道局災害相互応援に関する覚書」

による救援等、被災水道事業体等からの要請により、

職員や工事事業者等が応急給水、応急復旧等の活動を

行っている。 

過去の災害における活動実績は、以下のとおりであ

る。 

なお、これまで当局は、東日本大震災や熊本地震の

際など、大規模な災害により被災した他事業体に対し
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（３月 12日から４月 1日まで） 

派遣人員延べ 39名 車両延べ 12台 

（イ）宮城県仙台市 応急復旧支援 

第１次から第７次まで 

（３月 16日から４月 1日まで） 

派遣人員延べ 49名 車両延べ 28台 

（ウ）福島県いわき市 応急給水支援 

第１次から第４次まで 

（３月 22日から４月 18日まで） 

派遣人員延べ 20名 車両延べ９台 

（エ）福島県いわき市 応急復旧支援 

第１次及び第２次 

（３月 26日から４月６日まで） 

派遣人員延べ 36名 車両延べ 24台 

（オ）千葉県浦安市 応急復旧支援 

（３月 16日から３月 22日まで） 

派遣人員 19名 車両 10台 

（カ）茨城県稲敷市 応急給水支援 

（３月 12日から３月 14日まで） 

派遣人員２名 車両１台  
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６ 他水道事業体との相互連携 

 

発災時の応急対策を適時適切に実施するため、あら

かじめ他水道事業体との協力態勢を確立し、地震発生

後の応急対策活動態勢の確保に努めている。 

 

（１）他水道事業体との協定等 

 

ア 次の協定等に基づき、協力要請を行う。 

（ア）公益社団法人日本水道協会関東地方支部災害時

相互応援に関する協定 

（イ）19大都市水道局災害相互応援に関する覚書 

（ウ）東京都水道局と千葉県水道局との災害相互応援

に関する協定 

（エ）関東地域における工業用水道災害相互応援に関

する協定 

（オ）東京都と茨城県との中継水道事業体としての活

動に関する覚書 

（カ）東京都と仙台市との情報連絡調整担当水道事業

体としての活動に関する覚書 

（キ）東京都水道局と大阪市水道局の災害時の救援活

動に関する覚書 

（ク）東京都水道局と岡山市水道局の災害時の救援活

動に関する覚書 

（ケ）東京都と茨城県との支援拠点水道事業体として

の活動に関する覚書 

（コ）宮城県と東京都の水道事業の連携に関する協定 

（サ）東京都水道局と広島市水道局の災害時の救援活

動に関する覚書 

 

 東日本大震災においては、（ア）から（ウ）までの協

定等に基づく要請により、宮城県仙台市、福島県いわ

き市、千葉県浦安市等へ応急復旧・応急給水支援活動

に従事した。 

また、（オ）の覚書は、広域災害が発生した場合の遠

方の水道事業体による応援を円滑かつ迅速に受け入れ

るため、東京都と茨城県との間で平成 26年度に締結し

た。 

（カ）の覚書は、いずれか一方が大地震等で被災し

た場合に、相手方に赴き、応援要請に関するコーディ

ネーター的な役割を担うため、仙台市との間で平成 28

年度に締結した。 

（キ）、（ク）及び（サ）の覚書は、首都直下地震、

南海トラフ巨大地震等、今後起こりうる広域災害の可

能性を考慮し、一方が大規模な災害等により被災した

場合に、迅速な救援活動を行うため、平成 29年度に大

阪市水道局、岡山市水道局と東京都水道局との間で締

結し、さらに、令和元年度に広島市水道局と東京都水

道局との間で締結した。 

（ケ）の覚書は、効率的な救援体制の構築を実現す

るため、いずれか一方が大地震等で被災した場合に、

支援拠点水道事業体としての活動（救援部隊の宿泊場

所や食糧の手配等）を行うため、茨城県との間で平成

30年度に締結した。 

（コ）の協定は、宮城県企業局と東京都水道局とが

水道事業における災害対応の強化や人的基盤の強化等

についての連携事業を実施するため、令和元年度に締 
結した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

広島市水道局との覚書締結（令和 2年 2月 7日） 

（写真右：広島市友広水道事業管理者  

写真左：東京都水道局中嶋公営企業管理者） 

 

イ 他水道事業体からの救援隊の受入れは、研修・開

発センターを救援隊受入本部として、研修・開発セ

ンター、芝給水所、浄水場等の 11か所で行い、合計

884 名の受入れが可能である。 

 

（２）他水道事業体への救援活動 

 

当局では、日本水道協会の会員水道事業体による相

互応援、「19大都市水道局災害相互応援に関する覚書」

による救援等、被災水道事業体等からの要請により、

職員や工事事業者等が応急給水、応急復旧等の活動を

行っている。 

過去の災害における活動実績は、以下のとおりであ

る。 

なお、これまで当局は、東日本大震災や熊本地震の

際など、大規模な災害により被災した他事業体に対し

－ 83 －

第３章



 

－ 85 － 

第第３３章章  

（エ）新島村 

  被災事業体（新島村）からの要請による支援 

 ・福祉施設への応急給水支援 

（第１次隊及び第２次隊） 

  ９月 19日から 10月２日まで 

 給水車１台 

  派遣人員４名（延べ 30人） 

 ・給水車（１台）の貸与 

  10 月２日から 10月 31日まで 

   

福祉施設の受水槽へ給水作業（新島村） 

 

サ 令和元年東日本台風（台風第 19号）（令和元年） 

（ア） 神奈川県（愛甲郡清川村） 

被災事業体(神奈川県)からの要請による支援 

・病院への応急給水支援（受水槽への夜間給水作業） 

  10 月 15 日及び 10月 16 日 

  給水車２台 

  派遣人員４名 

   
病院の受水槽への給水作業（清川村） 

 

（イ） 宮城県丸森町 

「宮城県と東京都の水道事業の連携に関する協

定」に基づく支援 

・給水栓等からの採水及び水質試験、給水復旧か

ら安全宣言までを支援 

   10 月 27 日から 11月２日まで 

（10月 27 日及び 11月２日は移動日） 

   派遣人員３名 

シ 令和４年台風第 15号（令和４年） 

  被災事業体（静岡市）からの要請による支援 

 ・病院、福祉施設、住民への応急給水支援 

（第 1次隊から第４次隊まで） 

９月 27日から 10月６日まで 

  給水車延べ３台 車両１台  

派遣人員延べ 18名（連絡調整役延べ３名含む。） 

 

ス 令和６年能登半島地震（令和６年） 

「（公社）日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に

関する協定」に基づく支援（（ア）～（ウ）） 

（ア）富山県高岡市 応急給水支援 

１月３日から１月５日まで 

派遣人員８名 給水車２台、車両１台 

（イ）石川県輪島市・志賀町 応急給水支援 

１月６日から３月 17日まで 

派遣人員延べ105名 給水車延べ10台 車両延べ

６台（高岡市との重複分含む。） 

（ウ）石川県輪島市・志賀町 応急復旧支援 

１月５日から５月 31日まで 

 派遣人員延べ 584 名 車両延べ 24台 

 

（３）他水道事業体からの救援活動 

 

 ア 令和元年東日本台風（台風第 19号） 

   応急給水活動に不足する給水車について、「（公

社）日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に

関する協定」に基づき、関東地方支部長（横浜市）

へ応援要請を行い、表３－５のとおり、他地方支

部から応急給水隊を受け入れ、応急給水活動を実

施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福祉施設の受水槽へ給水（静岡市） 
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給水車からの応急給水（宮城県仙台市） 

 

カ 伊豆大島土砂災害（平成 25年） 

応急給水支援・応急復旧支援 

第１次から第３次まで 

（10月 17 日から 10月 31 日まで） 

派遣人員延べ 21名 車両４台 

 

キ 関東・東北豪雨（平成 27年） 

（ア）栃木県小山市・茨城県常総市 給水袋支援 

（９月 12日） 

運搬人員６名 車両３台 

（イ）茨城県常総市  

被害状況調査・応急復旧支援・水質調査支援 

（９月 15日から９月 22日まで） 

派遣人員延べ 19名 車両６台 

 

ク 熊本地震（平成 28年） 

（ア）熊本県熊本市 応急復旧支援（給水袋運搬含む。） 

第１次から第６次まで 

（４月 17日から５月９日まで） 

 派遣人員延べ 94名 車両延べ 48台 

（イ）熊本県益城町 応急復旧支援 

第１次及び第２次 

（５月３日から５月 15日まで） 

派遣人員延べ 17名 車両延べ 11台 

 

漏水調査（熊本県益城町） 

ケ 平成 30年７月豪雨（平成 30年） 

（ア）岡山県岡山市・倉敷市・広島県広島市 

被害状況調査 

（７月 11日から７月 14日まで） 

派遣人員３名  

（イ）岡山県倉敷市 水質検査支援 

（７月 18日から７月 24日まで） 

派遣人員３名 車両２台 

 

 

 

 

 

 

 

東京水道災害救援隊創設後初の派遣 

（倉敷市での水質検査支援の様子） 

 

コ 令和元年房総半島台風（台風第 15号）（令和元年） 

 「（公社）日本水道協会関東地方支部災害時相互応援

に関する協定」に基づく支援（（ア）、（イ）、（ウ）） 
（ア）山武郡市広域水道企業団（東金市・大網白里市） 

  応急給水支援 

  ９月９日及び９月 10日 

  給水車２台  

  派遣人員延べ 13名（機材運搬１名含む。） 

（イ）千葉市水道局 

  応急給水支援 

  ９月 11日 

  給水車２台 機材運搬車１台 

  派遣人員延べ７名（連絡調整役１名含む。） 

（ウ）かずさ水道広域連合企業団（富津市） 

  応急給水支援 

  ９月 14日から９月 16日まで 

  給水車３台 

  派遣人員延べ 22名（連絡調整役延べ４名含む。） 

 

 

 

 

 

 

応急給水活動の様子（富津市） 
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（エ）新島村 

  被災事業体（新島村）からの要請による支援 

 ・福祉施設への応急給水支援 

（第１次隊及び第２次隊） 

  ９月 19日から 10月２日まで 

 給水車１台 

  派遣人員４名（延べ 30人） 

 ・給水車（１台）の貸与 

  10 月２日から 10月 31日まで 

   

福祉施設の受水槽へ給水作業（新島村） 

 

サ 令和元年東日本台風（台風第 19号）（令和元年） 

（ア） 神奈川県（愛甲郡清川村） 

被災事業体(神奈川県)からの要請による支援 

・病院への応急給水支援（受水槽への夜間給水作業） 

  10 月 15 日及び 10月 16 日 

  給水車２台 

  派遣人員４名 

   
病院の受水槽への給水作業（清川村） 

 

（イ） 宮城県丸森町 

「宮城県と東京都の水道事業の連携に関する協

定」に基づく支援 

・給水栓等からの採水及び水質試験、給水復旧か

ら安全宣言までを支援 

   10 月 27 日から 11月２日まで 

（10月 27 日及び 11月２日は移動日） 

   派遣人員３名 

シ 令和４年台風第 15号（令和４年） 

  被災事業体（静岡市）からの要請による支援 

 ・病院、福祉施設、住民への応急給水支援 

（第 1次隊から第４次隊まで） 

９月 27日から 10月６日まで 

  給水車延べ３台 車両１台  

派遣人員延べ 18名（連絡調整役延べ３名含む。） 

 

ス 令和６年能登半島地震（令和６年） 

「（公社）日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に

関する協定」に基づく支援（（ア）～（ウ）） 

（ア）富山県高岡市 応急給水支援 

１月３日から１月５日まで 

派遣人員８名 給水車２台、車両１台 

（イ）石川県輪島市・志賀町 応急給水支援 

１月６日から３月 17日まで 

派遣人員延べ105名 給水車延べ10台 車両延べ

６台（高岡市との重複分含む。） 

（ウ）石川県輪島市・志賀町 応急復旧支援 

１月５日から５月 31日まで 

 派遣人員延べ 584 名 車両延べ 24台 

 

（３）他水道事業体からの救援活動 

 

 ア 令和元年東日本台風（台風第 19号） 

   応急給水活動に不足する給水車について、「（公

社）日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に

関する協定」に基づき、関東地方支部長（横浜市）

へ応援要請を行い、表３－５のとおり、他地方支

部から応急給水隊を受け入れ、応急給水活動を実

施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福祉施設の受水槽へ給水（静岡市） 
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給水車からの応急給水（宮城県仙台市） 

 

カ 伊豆大島土砂災害（平成 25年） 

応急給水支援・応急復旧支援 

第１次から第３次まで 

（10月 17 日から 10月 31 日まで） 

派遣人員延べ 21名 車両４台 

 

キ 関東・東北豪雨（平成 27年） 

（ア）栃木県小山市・茨城県常総市 給水袋支援 

（９月 12日） 

運搬人員６名 車両３台 

（イ）茨城県常総市  

被害状況調査・応急復旧支援・水質調査支援 

（９月 15日から９月 22日まで） 

派遣人員延べ 19名 車両６台 

 

ク 熊本地震（平成 28年） 

（ア）熊本県熊本市 応急復旧支援（給水袋運搬含む。） 

第１次から第６次まで 

（４月 17日から５月９日まで） 

 派遣人員延べ 94名 車両延べ 48台 

（イ）熊本県益城町 応急復旧支援 

第１次及び第２次 

（５月３日から５月 15日まで） 

派遣人員延べ 17名 車両延べ 11台 

 

漏水調査（熊本県益城町） 

ケ 平成 30年７月豪雨（平成 30年） 

（ア）岡山県岡山市・倉敷市・広島県広島市 

被害状況調査 

（７月 11日から７月 14日まで） 

派遣人員３名  

（イ）岡山県倉敷市 水質検査支援 

（７月 18日から７月 24日まで） 

派遣人員３名 車両２台 

 

 

 

 

 

 

 

東京水道災害救援隊創設後初の派遣 

（倉敷市での水質検査支援の様子） 

 

コ 令和元年房総半島台風（台風第 15号）（令和元年） 

 「（公社）日本水道協会関東地方支部災害時相互応援

に関する協定」に基づく支援（（ア）、（イ）、（ウ）） 
（ア）山武郡市広域水道企業団（東金市・大網白里市） 

  応急給水支援 

  ９月９日及び９月 10日 

  給水車２台  

  派遣人員延べ 13名（機材運搬１名含む。） 

（イ）千葉市水道局 

  応急給水支援 

  ９月 11日 

  給水車２台 機材運搬車１台 

  派遣人員延べ７名（連絡調整役１名含む。） 

（ウ）かずさ水道広域連合企業団（富津市） 

  応急給水支援 

  ９月 14日から９月 16日まで 

  給水車３台 

  派遣人員延べ 22名（連絡調整役延べ４名含む。） 

 

 

 

 

 

 

応急給水活動の様子（富津市） 
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第３ 安全でおいしい水の供給 
 

１ 原水水質に応じた浄水処理 

（高度浄水処理の導入） 

 

当局では、これまでの「沈殿」、「ろ過」及び「消毒」

という浄水処理に、「オゾン処理」と「生物活性炭吸着

処理」を組み込んだ「高度浄水処理」を導入している。

これにより、通常の浄水処理では十分に除去できない

かび臭原因物質やトリハロメタンの元となる物質等が

除去・低減され、より一層安全でおいしい水を供給す

ることができる。 
平成４年度に金町浄水場に高度浄水処理を初めて導

入して以降、三郷浄水場、朝霞浄水場、三園浄水場及

び東村山浄水場においても着実に整備を進め、平成 25

年 10 月から利根川水系取水量の全量を高度浄水処理

している。 

 

２ 残留塩素低減化のための取組 

 
当局では、従来から実施している水源から蛇口まで

の水質管理に加え、近年のライフスタイル変化に伴う

水道水質に対するお客さまニーズの高まりに応えるた

め、平成 16年度には、カルキ臭の指標である残留塩素、

トリクロラミンのほか、かび臭原因物質、有機物等８

項目について、国が定めた水質基準より高いレベルで、

おいしさに関する水質目標を東京都独自に設定した

（表３－６参照）。この目標を達成するために、当局で

は、水源から蛇口に至るまでの総合的な施策を展開し

ている。 
 残留塩素は、水道水の衛生確保のために必要である

が、カルキ臭の原因の一つとなることから、「おいしさ

に関する水質目標」として、0.1㎎/L以上 0.4㎎/L以

下を目標にしている。この目標を達成するために、都

内 131 か所の給水栓に設置している自動水質計器のデ

ータを活用して、浄水場(所)における塩素注入の適正

管理を実施している。今後、更に自動水質計器を増設

し、モニタリングを充実させ、残留塩素の低減化を着

実に進めていく。 

また、残留塩素は、送配水の過程で減少するため、給

水所等に追加塩素注入設備を導入し、浄水場近郊の給

水栓水の残留塩素濃度を低減化することで給水区域全

体の残留塩素の平準化を図っている。この追加塩素注

入設備は、平成 19年度に第二板橋給水所に初めて整備

され、多摩地区を含め 24か所に導入されている。今後

は、必要に応じて追加塩素注入設備の整備を検討し、

残留塩素の適正な管理に努めていく。 

トリクロラミンは、アンモニア態窒素と塩素の反応

で生成するが、高度浄水処理導入により、塩素処理に

よらずにアンモニア態窒素の除去が可能となり、目標

達成率が大幅に向上している。 

 令和６年度の目標達成率は、残留塩素が約 90％、そ

の他の項目については 100％となっている。今後も目

標達成に向け、適切な水質管理に努めていく。 

 

表３－６ おいしさに関する水質目標 

水質目標値
（注１） 目標値の目安

1.0以下 0.4以下

0.1以上 0.1以上

 トリクロラミン mg/L － 不検出(注３) ほとんどの人がカルキ臭
を感じない 100%

－ ３以下
１未満

（臭気なし）
異臭味(カルキ臭を除く)
を感じない 100%

 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ng/L
(注２) 10以下 不検出(注３) 100%

 ジェオスミン ng/L
(注２) 10以下 不検出(注３) 100%

味 mg/L ３以下 １以下 不快な味を感じない 100%

度 ５以下 １以下 100%

度 ２以下 0.1以下 100%

（注１）上記の目標値は給水栓の値である。　　（注２）1 ng（ナノグラム）は、1 mgの百万分の一である。

（注３）不検出とは、トリクロラミンでは0.02 mg/L未満、2-メチルイソボルネオール及びジェオスミンでは3 ng/L未満である

　　　　ことを表す。

項目
国が定めた
水質基準等

カ
ル
キ
臭

設定する目標区
分

86.6%

　臭気強度(TON)

令和６年度の
達 成 率

　有機物(TOC)

か

び

臭

原

因

物

質

単位

　残留塩素
ほとんどの人が消毒用の
塩素のにおい(カルキ臭
の一種)を感じない

mg/L

外
観

　色　度

色や濁りがわからない

　濁　度

に
お
い

かび臭を感じない

 

 

３ 直結給水化の普及・拡大 

 

給水方式には、水道水を直接給水する「直結給水方

式」と、水道水を一旦、貯水槽に貯留し揚水ポンプで

給水する「貯水槽水道方式」がある。 

直結給水方式は、貯水槽が不要であることから、貯

水槽施設等の設置スペースを他用途に有効活用できる
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表３－５ 日本水道協会関東地方支部からの受援状況 

支部名 救援水道事業体 給水車 人数 活動期間 主な活動場所

千葉県企業局 １台 ２名
10月18日（金）から

10月23日（水）まで
奥多摩駅前

千葉市水道局 １台 ４名
10月18日（金）から

10月23日（水）まで
奥多摩駅前

さいたま市水道局 ２台 ６名
10月18日（金）から

10月22日（火）まで
子ども家庭支援センター

越谷・松伏水道企

業団
１台 ３名

10月18日（金）から

10月21日（月）まで
子ども家庭支援センター

戸田市上下水道部 １台 ２名 10月22日（火） 子ども家庭支援センター

千

葉

県

支

部

埼

玉

県

支

部

 
 

    
奥多摩町子ども家庭支援センター前での応急給水 

（さいたま市水道局） 

 

    
奥多摩駅前での応急給水 

（千葉県企業局・千葉市水道局） 
 

７ 感染症対策の取組 

 

新型インフルエンザ等の大流行期にも水道水を安定

的に供給するために「水道局の BCP＜新型インフルイ

ンフルエンザ等編＞」を作成し、あらかじめ新型イン

フルエンザの発生段階に応じた活動を定め、新型イン

フルエンザの発生を想定した訓練を実施するなど、新

興感染症に対する危機対応能力の強化を図ってきた。 

新型コロナウイルス感染症のまん延に際しては、東

京都新型コロナウイルス対策本部設置を受け、当局に

おいても令和２年１月 30 日から東京都水道局新型コ

ロナウイルス対策本部を設置し、職員への感染拡大を

防止する措置を講じるなど、水道水の安定供給を維持

するための取組を行った。 
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第３ 安全でおいしい水の供給 
 

１ 原水水質に応じた浄水処理 

（高度浄水処理の導入） 

 

当局では、これまでの「沈殿」、「ろ過」及び「消毒」

という浄水処理に、「オゾン処理」と「生物活性炭吸着

処理」を組み込んだ「高度浄水処理」を導入している。

これにより、通常の浄水処理では十分に除去できない

かび臭原因物質やトリハロメタンの元となる物質等が

除去・低減され、より一層安全でおいしい水を供給す

ることができる。 
平成４年度に金町浄水場に高度浄水処理を初めて導

入して以降、三郷浄水場、朝霞浄水場、三園浄水場及

び東村山浄水場においても着実に整備を進め、平成 25

年 10 月から利根川水系取水量の全量を高度浄水処理

している。 

 

２ 残留塩素低減化のための取組 

 
当局では、従来から実施している水源から蛇口まで

の水質管理に加え、近年のライフスタイル変化に伴う

水道水質に対するお客さまニーズの高まりに応えるた

め、平成 16年度には、カルキ臭の指標である残留塩素、

トリクロラミンのほか、かび臭原因物質、有機物等８

項目について、国が定めた水質基準より高いレベルで、

おいしさに関する水質目標を東京都独自に設定した

（表３－６参照）。この目標を達成するために、当局で

は、水源から蛇口に至るまでの総合的な施策を展開し

ている。 
 残留塩素は、水道水の衛生確保のために必要である

が、カルキ臭の原因の一つとなることから、「おいしさ

に関する水質目標」として、0.1㎎/L以上 0.4㎎/L以

下を目標にしている。この目標を達成するために、都

内 131 か所の給水栓に設置している自動水質計器のデ

ータを活用して、浄水場(所)における塩素注入の適正

管理を実施している。今後、更に自動水質計器を増設

し、モニタリングを充実させ、残留塩素の低減化を着

実に進めていく。 

また、残留塩素は、送配水の過程で減少するため、給

水所等に追加塩素注入設備を導入し、浄水場近郊の給

水栓水の残留塩素濃度を低減化することで給水区域全

体の残留塩素の平準化を図っている。この追加塩素注

入設備は、平成 19年度に第二板橋給水所に初めて整備

され、多摩地区を含め 24か所に導入されている。今後

は、必要に応じて追加塩素注入設備の整備を検討し、

残留塩素の適正な管理に努めていく。 

トリクロラミンは、アンモニア態窒素と塩素の反応

で生成するが、高度浄水処理導入により、塩素処理に

よらずにアンモニア態窒素の除去が可能となり、目標

達成率が大幅に向上している。 

 令和６年度の目標達成率は、残留塩素が約 90％、そ

の他の項目については 100％となっている。今後も目

標達成に向け、適切な水質管理に努めていく。 

 

表３－６ おいしさに関する水質目標 

水質目標値
（注１） 目標値の目安

1.0以下 0.4以下

0.1以上 0.1以上

 トリクロラミン mg/L － 不検出(注３) ほとんどの人がカルキ臭
を感じない 100%

－ ３以下
１未満

（臭気なし）
異臭味(カルキ臭を除く)
を感じない 100%

 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ng/L
(注２) 10以下 不検出(注３) 100%

 ジェオスミン ng/L
(注２) 10以下 不検出(注３) 100%

味 mg/L ３以下 １以下 不快な味を感じない 100%

度 ５以下 １以下 100%

度 ２以下 0.1以下 100%

（注１）上記の目標値は給水栓の値である。　　（注２）1 ng（ナノグラム）は、1 mgの百万分の一である。

（注３）不検出とは、トリクロラミンでは0.02 mg/L未満、2-メチルイソボルネオール及びジェオスミンでは3 ng/L未満である

　　　　ことを表す。

項目
国が定めた
水質基準等

カ
ル
キ
臭

設定する目標区
分

86.6%

　臭気強度(TON)

令和６年度の
達 成 率

　有機物(TOC)
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び
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物
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　残留塩素
ほとんどの人が消毒用の
塩素のにおい(カルキ臭
の一種)を感じない

mg/L

外
観

　色　度

色や濁りがわからない

　濁　度

に
お
い

かび臭を感じない

 

 

３ 直結給水化の普及・拡大 

 

給水方式には、水道水を直接給水する「直結給水方

式」と、水道水を一旦、貯水槽に貯留し揚水ポンプで

給水する「貯水槽水道方式」がある。 

直結給水方式は、貯水槽が不要であることから、貯

水槽施設等の設置スペースを他用途に有効活用できる
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表３－５ 日本水道協会関東地方支部からの受援状況 

支部名 救援水道事業体 給水車 人数 活動期間 主な活動場所

千葉県企業局 １台 ２名
10月18日（金）から

10月23日（水）まで
奥多摩駅前

千葉市水道局 １台 ４名
10月18日（金）から

10月23日（水）まで
奥多摩駅前

さいたま市水道局 ２台 ６名
10月18日（金）から

10月22日（火）まで
子ども家庭支援センター

越谷・松伏水道企

業団
１台 ３名

10月18日（金）から

10月21日（月）まで
子ども家庭支援センター

戸田市上下水道部 １台 ２名 10月22日（火） 子ども家庭支援センター

千

葉

県

支

部

埼

玉

県

支

部

 
 

    
奥多摩町子ども家庭支援センター前での応急給水 

（さいたま市水道局） 

 

    
奥多摩駅前での応急給水 

（千葉県企業局・千葉市水道局） 
 

７ 感染症対策の取組 

 

新型インフルエンザ等の大流行期にも水道水を安定

的に供給するために「水道局の BCP＜新型インフルイ

ンフルエンザ等編＞」を作成し、あらかじめ新型イン

フルエンザの発生段階に応じた活動を定め、新型イン

フルエンザの発生を想定した訓練を実施するなど、新

興感染症に対する危機対応能力の強化を図ってきた。 

新型コロナウイルス感染症のまん延に際しては、東

京都新型コロナウイルス対策本部設置を受け、当局に

おいても令和２年１月 30 日から東京都水道局新型コ

ロナウイルス対策本部を設置し、職員への感染拡大を

防止する措置を講じるなど、水道水の安定供給を維持

するための取組を行った。 
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図３－18 増圧直結給水方式（直列多段型） 

 

・増圧ポンプを直列に設置し、給水する方式 

・標準型の増圧直結給水方式より高層階への直結給水

が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３－19 増圧直結給水方式（並列型）  

 

・増圧ポンプを並列に設置し、給水する方式 

・より大規模な集団住宅等への直結給水が可能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－７ 直結給水方式の実施状況（令和６年度） 

 
 

(３）直結給水への切替えに伴う給水管増径工事の実

施 

 

貯水槽水道方式の場合、貯水槽での貯留機能がある

ため、直結給水方式で給水される同規模の建物より給

水管の取出口径が一般に小さくなっている。このた

め、直結給水方式への切替えの際に、配水管分岐部か

らの給水管の増径工事が必要となり、工事申請の事務

手続が煩雑であることなどが、直結給水化の阻害要因

になっていた。そこで、直結給水化を促すため、平成

24年 12月受付のものよりこの工事を当局が費用負担

し、実施している。 

 

（４）資金調達への支援 

 

 マンション等で直結給水方式への切替え工事を行う

際の工事費用の資金調達の支援として、管理組合向け

融資取扱金融機関を紹介している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：件
新設 既存切替 合計

増圧直結給水方式 2,263 434 2,697
特例直圧直結給水方式 681 264 945

３階までの例外直圧直結給水方式 - 192 192

図３－20 直結給水への切替えに伴う給水管増径工事施行範囲 
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ことや設備の維持管理に係るお客さまなどの費用負担

の軽減が図られる。 

また、配水圧力を有効利用することから省エネルギ

ーが図られ、環境負荷低減効果が得られるなどのメリ

ットがある。 

一方、貯水槽水道方式は、貯留機能があるため、病院

など断水時の影響が大きい施設に適しているメリット

がある。しかし、貯水槽の定期的な清掃や施設の点検

など、設置者による適正な管理がされていない場合、

残留塩素の消失や水質劣化など、衛生上の問題が発生

するデメリットもある。 
当局では、直結給水方式の採用や貯水槽水道からの

切替えが促進されるように、増圧直結給水方式の導入

や施行条件の緩和などを実施するとともに、直結給水

方式のメリットや切替えに掛かる工事費用等の情報を

貯水槽水道の点検調査の際に、お客さまに情報提供し

ている。 

これにより、貯水槽水道の管理不備に起因する衛生

上の問題を抜本的に解消し、安全でおいしい水を直接

蛇口まで供給するとともに、環境負荷の小さい給水方

式の普及拡大に取り組んでいる。 

 

（１） 直圧直結給水方式の拡大 

 

 建築基準法の改正（昭和 62年）により、木造３階

建てが認められたことを契機として、平成元年７月か

ら、２階までであった直圧直結給水方式（水道の配水

圧力のみで給水する方式）を３階まで拡大した。 

さらに、平成 16年６月からは、現状の配水圧力で

建物最上階の末端給水栓まで直圧直結給水が可能な場

合に限り、特例で増圧ポンプなどの設置を留保する直

圧直結給水方式（以下「特例直圧直結給水方式」とい

う。）を承認することとした。 

また、３階以下の建物を直圧直結給水方式へ切り替

える場合に、受水タンク以下装置の改造を伴わないも

のは、例外的に受水タンクから先の配管などをそのま

ま使用する方式（以下「３階までの例外直圧直結給水

方式」という。）ができることとした。 

 平成 19年１月からは、３階までの例外直圧直結給

水方式を全ての口径で適用可能とし、特例直圧直結給

水方式についても、流量計算における現地水圧の採

用、適用口径の拡大、階高制限の撤廃などを実施し

た。 

図３－16 直圧直結給水方式 

 

 

 (２）増圧直結給水方式の導入 

 

  安全でおいしい水を供給し、給水サービスのより一

層の向上を図ることを目的に、平成７年 10月から、

給水管の途中に増圧ポンプ及び逆流防止用機器等を取

り付けて給水する「増圧直結給水方式」の承認を開始

した。 

  また、平成 16年６月からは、適用対象範囲をそれ

までのメータ口径 50mm以下から 75mm以下までに拡大

した。 

さらに、平成 21年２月からは、複数の増圧ポンプ

を直列多段又は並列に設置する「増圧直結給水方式

（直列多段型）」及び「増圧直結給水方式（並列型）」

の承認を開始するとともに、メータ口径に係る適用制

限を廃止した。このことにより、より高層な建物、よ

り大規模な集合住宅等でも直結給水が可能となった。 

 

図３－17 増圧直結給水方式 
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図３－18 増圧直結給水方式（直列多段型） 

 

・増圧ポンプを直列に設置し、給水する方式 

・標準型の増圧直結給水方式より高層階への直結給水

が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３－19 増圧直結給水方式（並列型）  

 

・増圧ポンプを並列に設置し、給水する方式 

・より大規模な集団住宅等への直結給水が可能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－７ 直結給水方式の実施状況（令和６年度） 
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単位：件
新設 既存切替 合計

増圧直結給水方式 2,263 434 2,697
特例直圧直結給水方式 681 264 945

３階までの例外直圧直結給水方式 - 192 192

図３－20 直結給水への切替えに伴う給水管増径工事施行範囲 
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ことや設備の維持管理に係るお客さまなどの費用負担
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図３－16 直圧直結給水方式 

 

 

 (２）増圧直結給水方式の導入 
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図３－17 増圧直結給水方式 
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第４ 漏水防止 
 

 将来にわたる安定給水のためには、水源の確保が不

可欠だが、同時に取水した水を可能な限り有効に利用

していくことが重要である。 

 一方、都内に布設された配水管の延長は、地球３分

の２周にも相当する２万 7,585km に及び、また、各家

庭や事業所にはそれぞれ給水管が布設されている。こ

れらの給・配水管は、材質劣化、腐食性土壌による影

響、道路交通や工事等の影響等により、常に漏水の危

険にさらされている。 

 漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりではなく、

出水不良、道路陥没、建物への浸水等の二次被害をも

たらす危険性がある。 

 このため、当局は主要施策として、漏水防止対策に

積極的に取り組んでいる。 

 

１ 漏水の現状 

 

  令和６年度において、漏水量は、53,461 千㎥で、

年間配水量に対する比率（漏水率）は、3.5％であった。 

 また、令和６年度の漏水修理件数は、9,117 件であ

ったが、その約 97％の 8,874件は、給水管で発生して

いる。 

 

図３－21 令和６年度漏水修理件数の管用途別比率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 当局では、「水道管の計画的な取替え・管材質の向上」、

「漏水の早期発見・早期修理」及び「高い漏水防止技

術の確保」を柱として取り組んでいる。 

 

図３－22 漏水防止対策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
（１）水道管の計画的な取替え・管材質の向上 
 

ア 配水管（取替困難管、初期ダクタイル管等）の取替え 

 

   これまで外部衝撃に弱い高級鋳鉄管などを昭和40

年代から、粘り強く強度の高いダクタイル鋳鉄管へ順

次更新してきており、令和６年度末で99.9％が完了し

ている。 

 
 

 

 
 

 
  取替困難管        耐震継手管 

 

※取替困難管   埋設物が輻輳
ふくそう

する場所等、

施工が困難な場所に残存する

布設年度が古く、漏水リスク

の高い管の総称 
※初期ダクタイル管  ダクタイル鋳鉄製の直管と

高級鋳鉄製の異形管が混在し

ている管の総称 
※耐震継手管   継ぎ手部に抜け出し防止機

能を有したダクタイル鋳鉄製

の管及び鋼管 

※ダクタイル鋳鉄   鋳鉄に含まれる黒鉛を球状

化させたもので、鋳鉄に比べ、

強度やじん性にも富んでいる 

２ 漏水防止対策 
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４ 貯水槽水道の適正管理 

 

（１）背景 

 

小規模貯水槽水道等の一部施設においては、衛生管

理の不備が指摘されており、しばしば衛生上の問題が

生じていた。こうした状況の中、平成 13 年に水道法が

改正され、水道事業者として水道水を供給する立場か

ら、貯水槽水道の設置者に対し、適正管理に関する指

導、助言、勧告等を行うこととなった。 

 これを受け、平成 14 年 12 月に東京都給水条例及び

同条例施行規程を改正（平成 15年４月１日施行）し、

貯水槽水道に対する関与の在り方を定めた。 

 同条例では、設置者の責務を明示するとともに、水

道事業者の責務として、貯水槽水道設置者に対する施

設の適正な管理に関する指導・助言・勧告、貯水槽水

道設置者及び利用者に対する情報提供等について規

定している。 

そして、平成 16 年６月策定の、「安全でおいしい水

プロジェクト推進計画」にて、おいしい水をそのまま

蛇口まで届ける対策の一つとして、貯水槽水道対策の

促進を挙げ、以降、当局では貯水槽水道の適正管理を

推進している。 

 
（２）当局の取組状況 

 

当局では、平成 16年度から平成 21年度にかけて「ク

リーンアップ！貯水槽」と銘打った点検調査を実施し、

管理状況等の実態把握、設置者に対する指導・助言、

設置者･利用者への適正管理に関する情報提供などを

行った。 

その後、平成 22 年度から平成 24 年度までは、「ク

リーンアップ！貯水槽」において貯水槽内での水の滞

留時間が長いなど、水道水に必要な残留塩素を消費し

やすい状態にある施設や点検調査を実施できなかっ

た施設について、貯水槽水道の適正管理を促すため、

当該施設の設置者に対し、改めて協力を求め、点検調

査を実施した。 

そして、平成 25年度から平成 27 年度までは、特に

残留塩素消費量が多い施設、躯
く

体
たい

一体型の施設及びこ

れまで協力が得られず点検調査ができなかった施設

を対象に詳細調査を実施した。 

平成 28 年度から平成 30年度までは、これまでの点

検調査の結果、適正に管理されていた施設に対しても、

適正管理の継続の確認をするとともに、平成 25 年度

から平成 27 年度の点検調査で管理に不備が見られた

施設の改善状況の確認のためのフォローアップ調査

を実施した。 

令和元年度から令和２年度までは、点検調査による

指導・助言を進めるとともに、管理状況が把握されて

いない施設へのアプローチを重点的に行い、点検サイ

クルの検証や調査対象を絞ることの妥当性を確認し

た。 

これを踏まえ、令和３年度からは、継続的に適正管

理されていることが確認できた施設や法定点検が義

務付けられている施設等を除き、効率的に点検調査を

実施するとともに、引き続き設置者に対して指導・助

言等を行っている。 
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図３－25 給水管の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）漏水の早期発見・早期修理 

 

ア 計画作業（地下漏水への対応） 

 

 計画作業とは、配水小管を一定の延長で区画に分け、

地下に潜在する漏水を計画的に発見・修理するもので

ある。 

（ア）巡回調査作業 
 巡回調査作業とは、各家庭のメータに音聴棒を

当て漏水の有無を調査する各戸調査や交通量が少

なく騒音の少ない夜間に電子式漏水発見器で漏水

箇所を特定する音聴調査等を行うものである。 

（イ）漏水測定調査作業 

  漏水測定調査作業とは、震災時における早期通

水ルートの確保をイメージしながら、断水確認・

排水作業等を行うとともに、最小流量（漏水量）

の測定を行うものである。 

 

イ 機動作業（地上漏水への対応） 

 
地上に流出した漏水は、都民からの通報や職員のパ

トロールにより発見し、即日修理することを原則とし

ている。 
区部においては、夜間及び休日における漏水修理及 

び緊急事故時等の応急措置のため、各支所に局職員が

待機している。 
また、漏水修理のために、修理業者を待機させてい 

る。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
多摩地区においても、局職員及び政策連携団体職員

が待機しており、区部同様、漏水修理のために、修理

業者を待機させている。 
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図３－23 ダクタイル化率と配水管自然漏水修理件数の推移（左図）及び給水管のステンレス化率と漏水率（右図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 私道内給水管整備 
 
私道には、給水管が長距離かつ複数本布設されてい

る所もあり、漏水や出水不良の大きな原因の一つとな

っている。そこで、給水管を整理・統合するため、給

水栓が３栓以上ある私道を対象に配水小管を布設し、

既設給水管をステンレス鋼管に取り替えることによ

り、漏水の未然防止を行っている。 

また、給水栓が２栓以下の私道についても塩化ビニ

ル管等をステンレス鋼管に取り替える施策を行ってい

る。 

 

ウ 給水管の材質改善作業 

 
道路下の鉛製給水管による漏水の低減を目的として、

昭和 57 年度から配水管から分岐する鉛製給水管をス

テンレス鋼管に取り替える事業を開始した。そして、

平成 18 年度末までに私道又は宅地内メータまでの鉛

製給水管をおおむね解消した。 

 

エ 長期不使用給水管整理 

 

空き家など管理が不十分な給水管が長期間残される

ことで、漏水の発見の遅れにつながる。このため、漏

水リスクを回避し、給水環境の適正化を図っていく観

点から、耐震継手化が完了した配水管から分岐し、か

つ使用中止期間が５年以上経過している長期不使用給

水管について、お客さまの同意が得られた場合に当局

が撤去する施策を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３－24 私道内給水管整備施工例 

 
 

 波状ステンレス鋼管 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

－ 92 －

第３章



 

－ 93 － 

第第３３章章  

図３－25 給水管の配置図 
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図３－23 ダクタイル化率と配水管自然漏水修理件数の推移（左図）及び給水管のステンレス化率と漏水率（右図） 
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図３－24 私道内給水管整備施工例 
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図３－26 配水量・漏水量・漏水率の推移 
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都市化の進展に伴い、都市騒音・道路交通量の増大、

舗装の高級化など、漏水防止作業を取り巻く環境は、

著しく悪化してきている。 
当局では、「漏水を発見する技術」と「漏水を予防

する技術」の二つの観点から、常に技術開発に努め、

新たな調査機器等の開発に取り組んでいる。これまで

に開発及び改良を行った機器には、電子式漏水発見器、

最小流量測定装置、相関式漏水発見装置、時間積分式

漏水発見器、透過式漏水発見器、管内調査ロボットな

どがある。 

    

管内調査ロボット 

 

 

３ 漏水防止対策の効果 

 

 約 70年前の昭和 30年度には 20％、平成４年度でも

10.2%であった漏水率は、漏水防止対策を積極的に進め

た結果、令和６年度には 3.5%となり、世界最高水準の

低い漏水率となっている。 

 漏水防止対策は、貴重な水資源の有効利用に資する

だけではなく、浄水や送配水過程でのエネルギー消費

を低減させることができ、地球温暖化防止にも有効な

対策である。 

 

〔漏水防止対策の効果〕 

（１）水資源の有効利用 

（２）道路陥没等二次的災害の未然防止 

（３）エネルギー消費量及びＣＯ２排出量の低減 

（４）無収水量の低減による経営の安定化 
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図３－26 配水量・漏水量・漏水率の推移 
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３ 主な施策

（１）水づくりに伴う地域環境への配慮

ア 浄水薬品の安全な取扱いの推進

浄水場で使用する消毒剤については、高圧ガスによ

る塩素漏えいの危険性もある液体塩素から、より安全

性が高く取扱いが容易な次亜塩素酸ナトリウムへの転

換を計画的に進めた結果、平成 25年度に転換が完了

した。

なお、浄水場で使用する薬品類については、取扱指

針を作成し、この指針に基づき、より安全な維持管理

に努めている。

イ ＰＣＢの管理

変圧器、コンデンサ及び安定器等のＰＣＢ含有機器

について、「東京都ＰＣＢ適正管理指導要綱」に基づ

き適正に管理している。

また、東京都ＰＣＢ廃棄物処理計画に基づき、ＰＣ

Ｂ含有機器の無害化処理を計画的に実施している。

ウ 低公害・低燃費車やＺＥＶ、電動バイクの導入

都は、大気汚染物質排出量及び二酸化炭素排出量を

削減するため、「都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例」（以下「東京都環境確保条例」という。）

に基づく自動車環境管理計画書制度を定めている。都

内（島しょを除く）で 30台以上の自動車を使用する

事業者は、自動車の使用を合理化するための措置等の

事項を記載した５か年の自動車環境管理計画書及び毎

年度の実績報告書の提出が必要である。また、都内

（島しょを除く）で 200台以上の自動車を使用する事

業者は、令和８年度末までに低公害・低燃費車の導入

率を 30%以上、乗用車での非ガソリン車の導入率を

20%以上にすることが義務付けられている。

当局は、東京都水道局環境５か年計画 2025-2029や

東京都グリーン購入ガイドに基づき、走行時にＣＯ2

や大気汚染物質を排出しないＺＥＶ（電気自動車（Ｅ

Ｖ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）、燃料電池車（ＦCV）

を指す。）や電動バイク、低公害・低燃費車の導入を

推進している。四輪自動車については、更新及び新規

購入に当たり、災害時の機動力を確保しつつ、可能な

限りＺＥＶを積極的に導入し、バイクについては、買

換えにあわせて原則 100％電動バイクに更新すること

としている。その結果、令和６年度末時点で、ＺＥＶ

を 14台、電動バイクを 19台導入している。

エ 道路掘削工事の環境対策

当局は、路上工事による交通渋滞や周辺環境への影

響を極力低減させるため、道路管理者、公益事業者等

で組織する東京都道路工事調整協議会を通じて、工事

時期の調整及び管理を徹底するとともに、他企業等と

同一箇所を同一時期に工事を行う共同施工等の促進を

図ることにより、路上工事における工事時間の縮減に

努めている。

（２）水を育む地球環境の保全に貢献

当局では、太陽光等自然エネルギーの有効利用やコ

ージェネレーションシステムの導入等エネルギーの有

効活用による地球温暖化の防止に努めている。

図３－28 ＣＯ2排出要因（令和６年度）

ア 太陽光発電

当局は、平成６年度に、東村山浄水場に配水池の上

部を利用して太陽光発電設備（定格出力70kW）を設置
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第５ 環境に配慮した水道事業

水道事業は、地球が育んだ貴重な水を資源としてお

り、地球環境と関わりの深い事業である。

当局は、従来から水道水源林の管理をはじめ、エネ

ルギーの有効活用、省資源、リサイクル等、環境に配

慮した様々な取組を行っており、「東京水道経営プラン

2021」においても、「環境対策」を主要施策の一つとし

て位置付け、環境施策の一層の推進に取り組んでいる。

１ 東京都水道局環境基本理念

環境保全と企業経営との両立を目指す、当局の環境

問題に対する基本姿勢を明らかにするため、平成 12年

４月に東京都水道局環境基本理念を策定した。

東京都水道局環境基本理念

水は、私たちの生活に欠かせないものです。そ

の水をはぐくむ地球環境を守ることは、人類共通

の課題です。

東京都水道局は、安全でおいしい水を安定的に

供給するという事業活動を通して、豊かな地球環

境を次世代に引き継いでいくために努力します。

２ 東京都水道局環境５か年計画

水道局は、平成 16年度以降、局事業に伴う環境負荷

低減を実効的・総合的に推進していくことを目的とし

て、東京都水道局環境計画を定期的に策定し、地球環境

に配慮した様々な取組を推進してきた。令和７年３月に

策定した第７期目となる「東京都水道局環境５か年計画

2025-2029」（計画期間令和７年度から令和 11年度ま

で）では、(1)脱炭素社会の実現に向けたＣＯ２排出量

の削減、(2)循環型社会の実現に向けた持続可能な資

源利用、(3)生物多様性に配慮した豊かな水と緑の保

全及び(4)多様な主体との環境コミュニケーション、

という４つの環境基本方針の下、45の具体的な取組

事項を設定した。

計画(Plan)、実施(Do)、検証(Check)及び見直し

(Action)というＰＤＣＡサイクル等を活用した推進の

仕組みと、全ての部署に推進担当者を設置するなど、

局を挙げた推進体制からなる独自の環境マネジメント

システムにより、効果的に計画を運用していく。

本計画を着実に推進することにより、東京都水道局環

境基本理念を実現し、さらには、ＳＤＧｓの実現に貢献

していく。

図３－27 東京都水道局環境５か年計画 2025-2029の施策体系
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当局の常用発電設備は、環境負荷の少ない都市ガス

を燃料にして発電を行い、排熱を回収して排水処理設

備の汚泥加温に活用するコージェネレーションシステ

ムであり、平成10年10月、東村山浄水場（機器仕様 

1,600kW×２台、供給能力 3,200 kW）に当局として初

めて設置した。 

令和６年３月には三郷浄水場（機器仕様 5,450kW×

２台＋4,810kW、供給能力 15,710kW）に常用発電設備

を設置した。 

 

図３－31 コージェネレーションシステム概念図 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

エ エネルギー効率に配慮した浄水場の整備 

 

 代替浄水施設の整備及び浄水場の更新に当たっては、

位置エネルギーの有効活用や、施設配置の最適化を図

るなど、エネルギー効率に配慮する。 
 
図３－32 エネルギ―効率に配慮した浄水場の施設配

置（イメージ） 

 

 
オ 効率的な水運用 

 
水運用センターでは、情報通信システムを利用して、

24時間体制で水運用状況を監視している。適正な水圧

管理とエネルギー消費の少ない系統に水量配分をシフ

トするなど効率的な水運用を行うことで、ポンプ運転

等に使用する電力の節減、水運用におけるエネルギー

効率の更なる向上に努めている（「第２章 第４ 水運

用」参照）。 

 

カ 浄水場発生土の有効利用 

 

浄水場の浄水処理過程で発生する土は、浄水場発生

土といい、園芸用土、グラウンド土及び粒状改良土等

の材料として有効利用している。 

令和６年度は全浄水場の浄水場発生土約 6.4 万トン

のうち、有効利用は約３万トン（発生量の約 48％）で

ある。 

 

キ 建設副産物の有効利用 
 
水道工事で発生する建設副産物には、建設発生土及び建

設廃棄物（アスファルト・コンクリート塊やコンクリート

塊など）がある。局では、これらを工事現場内で利用する

ほか、再資源化施設へ搬出を行い、改良土、再生路盤材等

の建設資材として再資源化を図っている。 

令和６年度の実績は、局発注工事において建設発生

土約 86 万㎥、アスファルト・コンクリート塊約 59 万

トン及びコンクリート塊約８万トンの再生資源利用促

進率 100％を達成している。 

 
ク 当局施設の屋上等の緑化 

 

都は、「『未来の東京』戦略」の中で、緑の量的な底

上げと質の向上を図り、都内全体の緑を増やす取組の

１つとして、屋上緑化の推進を図ることとしている。 

当局では「東京都水道局環境５か年計画 2025-2029」

において、支所、営業所、浄水場等の建物の新築、増

築等に合わせて、屋上や配水池上部等の緑化を積極的

に取り組んでいる（設置状況は表３－11を参照）。 
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（平成28年度撤去）して以降、高月浄水所をはじめと

する８か所の浄水場等のろ過池覆蓋化に併せて太陽光

発電設備を設置した。

最近では、配水池上部や建屋屋上など 、施設内のス

ペースを有効利用した太陽光発電設備を導入しており、

令和６年度には上北沢給水所（配水池上部）へ設置し

た（設置状況は表３－９を参照）。

太陽光発電（朝霞浄水場）

表３－９ 太陽光発電設備の設置状況

イ 水力発電

当局が導入している水力発電の発電方法は二つある。

一つは原水を引き入れる際の高低差を利用し発電する

方法（図３－29参照）。もう一つは、管路内の余剰圧力

を利用して発電する方法である。高低差のある二つの

給水所に１本の管路で送水する際、低い位置の給水所

では引入れの際に余剰圧力が生じてしまう。この圧力

を水力発電設備により回収する（図３－30参照）。

平成12年度に、東村山浄水場に水力発電設備を設置

して以降、継続的に導入を進め、令和６年度には上北

沢給水所及び東海給水所へ設置した（設置状況は表３

－10を参照）。

表３－10 水力発電設備の設置状況

図３－29 高低差を利用した水力発電イメージ

図３－30 余剰圧力を利用した水力発電イメージ

ウ コージェネレーションシステムを採用した常用発
電
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（平成28年度撤去）して以降、高月浄水所をはじめと
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ステム運営基準への適合性、環境計画の有効性などの

視点から第三者による評価を受けた。 

評価の結果、環境マネジメントシステムの運営が適

切に行われているとの結論を得た。 

環境計画の取組事項、目標達成状況については、行

動計画表により各部署とも適切に実施されており、工

事や電力の入札不調、コロナ禍のイベント中止などに

より、年度によっては未達成の場合もあったが、計画

期間内で調整等を行い、最終年度である 2024年度の目

標達成に向けて推進されていることが評価された。 

一方、廃棄物処理法やフロン排出抑制法等の法対応

について、職員の理解を深めるための研修や周知方法

等に工夫の余地があるとされたほか、効果的な進捗管

理のためには、政策連携団体への委託営業所も含めた

一体的な管理を行うのが望ましいといった課題も提示

された。 

 令和６年度は「東京都水道局環境５か年計画 2020-

2024」の最終年度であったため、令和５年度に実施し

た第三者評価の結果を「東京都水道局環境５か年計画

2025-2029」や東京都水道局環境マネジメントシステム

運営基準等に反映し、改定を行った。 
 

 
都では、「東京都環境確保条例」に基づき、大規模事

業所（原油換算エネルギー使用量 1,500kL/年以上）に

対して、温室効果ガス総量削減義務を課すとともに、

中小規模事業所（原油換算エネルギー使用量 1,500kL/

年未満）に対しては、前年度の温室効果ガス排出量と

地球温暖化対策の実施状況を報告する地球温暖化対策

報告書制度を適用している。 

また、埼玉県内の大規模事業所については、「埼玉県

地球温暖化対策推進条例」に基づき、平成 23年度から

温室効果ガスの削減目標が定められている。 

一方、国においては、「エネルギー使用の合理化に関

する法律（省エネ法）」が改正され、「エネルギーの使

用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する

法律（改正省エネ法）」と名称が改められた。これによ

り、非化石エネルギーの使用状況の報告が新たに必要

となった。 

当局では、17の大規模事業所を有しており、浄水場、

給水所等における浄水処理や送配水過程において、電

力を始めとする多くのエネルギーを消費している。そ

のため、今後、より一層の省エネルギー対策を進めて

いくとともに、エネルギー管理に基づいたエネルギー

使用状況の把握や検証等を行うことで、削減義務を確

実に履行していく。 

 

表３－12 各計画期間における削減義務率(注) 

 

（注）埼玉県は削減目標率 

 

計画期間 対象年度 東京都 埼玉県

平成22～26年度

(埼玉県は平成23～26年度)

第二 平成27～令和元年度 15% 13%

第三 令和２～令和６年度 25% 20%

第四 令和７～令和11年度 48% 48%

6% 6%第一

４ 環境確保条例等への対応 
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表３－11 屋上緑化等の導入状況

（３）環境意識の高揚

ア 環境報告書

当局が実施している環境施策の取組状況や成果を総

合的に示したもので、平成 12年から毎年作成し、公表

している。

イ 環境会計

環境対策の推進に当たっては、経営効率と環境対策

との調和の取れた事業展開が必要であることから、当

局では、環境対策を総合的に把握する「環境会計」を、

平成 12 年度から全国自治体に先駆けてモデル導入し

た。

その後、環境庁（現環境省）の「環境会計ガイドライ

ン（2005年版）」が提示されたことから、ガイドライン

に沿って対象項目を分類し、環境保全コスト、経済効

果及び環境保全効果の集計を行うなど、状況変化を踏

まえて必要な見直しを行っている。

直近では、「環境報告書 2021」の作成に併せて策定

方針を見直し、対象項目を「東京都水道局環境５か年

計画 2020-2024」で掲げた全取組事項に変更した。

（４）環境マネジメントシステムの継続的な改善

ア 環境監査

 

環境監査は、環境計画における取組等が各部及び事

業機関において東京都水道局環境マネジメントシステ

ム運営基準等のルールに従い適切に行われているかを

確認することを目的としており、具体的な監査事項と

して「計画の目標達成に向けた積極的な取組の状況」、

「是正状況及び改善状況」、「環境コミュニケーション

の取組」等を設定している。

令和６年度は、「是正状況及び改善状況」及び「環境

関連法規制の順守」を重点監査項目とし、代表環境監

査員のほか、12名の監査員で監査チームを組み、本庁

各部、事業所のうち 11か所を対象として実施した。

監査結果のうち、優れていると評価された取組等に

ついて局内に周知し、職員の環境に対する意識を向上

させている。

また、改善の必要があると評価された取組について

は、直ちに改善を図るとともに、次回監査時に改善状

況を確認する。

イ 第三者評価

環境計画に定められる推進の仕組みの適切性、環境

計画が有効に機能していること及び改善が必要な点に

ついて、専門的知識を有する第三者による評価を受け

ることにより環境計画の客観性を確保するとともに、

その結果を仕組み等の見直しにいかしていくことを目

的としている。

令和５年度は、環境計画の運用の仕組み、体制、取

組状況などに対し、東京都水道局環境マネジメントシ
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登録者 2,846 人）が参加し、基調講演、論文発表、ワ

ークショップ、展示会、テクニカルツアー等を行った。 

 令和５年10月には、44年ぶりに東京で開催された日

本水道協会全国会議に併せて、当局と下水道局が連携

して「水道・下水道テクニカルツアー＆ビジネスマッ

チング2023」を開催した。世界の27都市から水道事業

体関係者等ら66名が参加し、都市共通の課題など水分

野に関する意見交換、国内企業やスタートアップ企業

とのビジネスマッチング、テクニカルツアー等を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ アジア水道事業体人材育成ネットワーク 

 

水道技術を維持・向上していくことは、当局だけで

なく、アジア諸都市の水道事業体にも共通する課題で

ある。 

そこで、人材育成や研修手法に関する知識やノウハ

ウについて情報交換を行い、アジア全体の水道事業の

レベルアップに寄与することを目的として、平成19年

に当局が呼び掛けを行い、アジア水道事業体人材育成

ネットワークを構築した。現在、５つの国と地域の７

事業体がメンバーとなっている。 

当ネットワークの活動としては、ウェブサイト運営

やニュースレター発行を通じた情報交換のほか、年に

１回会議を開催し、各事業体の取組事例の紹介や意見

交換を行っている（表３－13参照）。 

なお、令和２年度から３年間は、新型コロナウイル

ス感染症の影響で、オンライン形式で会議を開催して

いたが、令和５年度から対面開催を再開している。 
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マッチング 2023（水分野に関する意見交換） 

アジア水道事業体人材育成ネットワーク 

第 17回会議 

第 11回ＩＷＡ世界会議・展示会（東京開催） 

開会挨拶 （都知事） 

シンガポール国際水週間への参加 
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第６ 国際展開 
 

途上国の大都市では、急激な経済成長や人口増加等

に伴い、水不足や水質汚染が顕在化しているが、これ

らの課題の多くは、都の水道事業が歩んできた長い歴

史の中で直面し、解決してきたものである。  
東京水道グループでは、これまでに培ってきた技術

やノウハウなどを活用し、途上国の水事情の改善につ

なげるほか、気候変動などの新たな課題への対応に向

け、海外諸都市と交流し、先行事例や新技術の共有な

どにより世界の水事情向上に取り組んでいく。 
 

１ 国際展開の体系 

 
世界への情報発信「知ってもらう」、世界との交流

「つなげる」、人材・事業体の育成「育てる」の３つ

の柱で国際展開を推進している。 
 

（１）国際展開の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国際展開のスキーム 

 
これらの取組により、当局のプレゼンスの向上や都

及び国内外の水道事情の改善を図る。 
 

 

 

２ 知ってもらう（世界への情報発信） 

 

海外の主要な国際会議などに参加し、世界から集ま

った代表者間で行われる円卓会議などで東京水道の強

みや国際展開の取組などを紹介するなど、効果的な発

信を行っている。 

 

（１） 国際会議関係 

 

ア 国際会議の参加・開催 

 

国内外で開催される国際会議へ積極的に参加し、論

文発表や展示会を通じて、東京水道グループの技術や

ノウハウを、世界に向けて広く発信している。  

論文内容は、当局の先進的な取組や、これまでに当

局が直面し解決してきた課題など多岐にわたり、各国

共通の課題解決に寄与している。 

また、他の国や都市の論文発表などから、世界の先進

的な取組を学んでいる。 

 平成 30 年９月には、第 11 回ＩＷＡ（国際水協会）

世界会議・展示会を東京において開催した。「水未来の

形成、持続可能性と強靭性のための科学、実践、政策」

をテーマとし、国内外 98か国から 9,815 人（うち会議
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（３）海外向けホームページの運営 

 

東京水道グループの概要、技術やノウハウ、国際展

開の取組などに関する情報をホームページで紹介して

いる。 

また、エネルギー・環境対策に関する計画なども掲

載している。 

 

 

 

 

３ つなげる（世界との交流） 

  
海外の水道事業体とお互いの事業内容やノウハウな

どを学び合い、技術協力やアイデアを出し合うなど、

相互の事業向上及び共通課題の改善に資する交流を推

進している。 
 
（１）海外都市との交流 

 
 東京水道がこれまでに培ってきた「強み・ノウハウ」

を世界に発信するとともに、世界の都市が直面してい

る気候変動への対応や環境への対策など共通の課題に

向けた協力及び連携を進めている。 
 また、海外都市の水道事業体等と対面及びオンライ

ンによるセッションや他局と連携した取組を通じて交

流を継続的に行っている。継続した交流に同意した都

市とは合意書を締結している。 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

４ 育てる（人材・事業体の育成） 

 

海外の水道事業体等と連携して、人材育成や水事情

の改善などに資する取組を協同で実践している。 

 

（１）訪日研修・視察受入れ 

 

海外の水道事業体等の要請に応じ、研修や視察受入

れを実施している。内容は、相手事業体等と事前に調

整し、漏水防止技術や浄水処理技術等、ニーズに適し

た構成としている。当局における取組の紹介や意見交

換、助言等を行うほか、要望に応じて日本企業とのマ

ッチング機会を提供している。 

 

ルワンダ共和国キガリ市との合意書（MOU） 

締結式（オンライン）の様子 

英語版ホームページ 

アメリカ合衆国ニューヨーク市との交流 
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（２）展示会への出展 

 

国際会議の展示会にブースを出展し、東京水道グル

ープとしての取組をより広く発信している。 

また、展示会に出展している海外の水道事業者や日

本企業と意見交換などの交流を通じて、海外の技術の

情報収集に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16回 Ｒ５ 東京 

対面及び 

オンライン 

①水道システム強靭化のための人

材育成 

②高いコンプライアンス意識を持

ち続けるための取組 

第17回 Ｒ６ 韓国・ 

華城及び安山 

①環境保全と良好な事業経営との

両立のための人材育成 

②水道事業におけるDXに向けた

人材育成の工夫 

 年度 開催地 テーマ 

第１回 Ｈ20  東京 人材育成 

第２回 Ｈ21 韓国・ソウル 人材育成 

第３回 Ｈ22 台湾・台北 人材育成 

第４回 Ｈ23 東京 技術の継承 

第５回 Ｈ24 台湾・高雄 無収水管理 

第６回 Ｈ25 韓国・大田 エキスパートの育成 

第７回 Ｈ26 タイ・ 

バンコク 

①水道水の信頼を高める取組 

②技術的優良事例の紹介 

第８回 Ｈ27 東京 人材育成 

第９回 Ｈ28 韓国・ソウル ①危機管理強化に向けた人材育成 

②環境に配慮した水道事業と人材

育成 

第10回 Ｈ29 台湾・台中 ①安全な水の確保に向けた水質監

視・調査と人材育成 

②給水管理高度化に向けたIT技術

の活用と人材育成 

第11回 

 

 

Ｈ30 東京 ①水道事業に必要な人材の配置と

育成方針 

②国際的な人材の確保と育成 

第12回 Ｈ31 タイ・ 

バンコク 

①ＩＴ技術の進展に伴う人材育成

の転換 

②職員育成における人材育成部門

とラインマネージャとの連携 

第13回 Ｒ２ 韓国 

オンライン 

 

①水道教育プログラム：実践的な

学習による現場対応力の向上 

②お客さまから信頼を得るための

人材育成 

第14回 Ｒ３ 台湾 

オンライン 

①持続可能な水道事業の実現に向

けた人材育成 

②ナレッジマネジメントの実装に

関する課題と解決策 

第15回 Ｒ４ 韓国 

オンライン 

①安定給水に向けた人材育成 

②時間や場所に捉われない労働環

境づくり 

展示会出展企業の視察・意見交換の様子 

展示会の様子 

表３－13 アジア水道事業体人材育成ネットワーク 

会議開催実績 
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５ 関係機関等との連携 

 

（１）自治体水道国際展開プラットフォーム 

 

平成 22 年に国内の水道事業体と公益社団法人日本

水道協会とが協力し、自治体の国際展開を推進するた

めの意見交換の場として、「自治体水道国際展開プラッ

トフォーム」を設置した。 

 実務者による会議を年１回程度開催し、国際展開に

係る様々な情報の交換や参加者間の意見交換を行うな

ど、事業体間での連携を強化している。 

 

（２）東京都水道局国際展開民間企業支援プログラム 

 

 日本の民間企業の国際展開を支援するための仕組み

として、「東京都水道局国際展開民間企業支援プログラ

ム」を運用している。 

現在、商社、水処理関連企業、コンサルティング会社

など、74社が登録している（令和７年３月31日現在）。 

民間企業支援プログラムでは、世界の水問題の改善

に向けた当局の取組に賛同する登録企業に対し、海外

からの協力要請に関する情報提供や依頼内容に応じた

マッチング機会の提供、相手国関係者による当局施設

への視察の受入れなどの支援を行っている。 

 

台湾自来水公司との覚書に基づく訪日研修 
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受入れ人数は、令和２年度から令和６年度までの５

年間で、553名（オンライン実施を含む）である（表３

－14参照）。 
短期での研修に加え、１週間から２週間にわたる長

期的な研修の受入れも行っており、これらの研修受入

れに当たっては、漏水防止等の実習フィールドや各種

実習室などの充実した研修施設を備えた研修・開発セ

ンターを活用している。 

海外水道事業体の職員育成に貢献するため、今後も

各事業体のニーズを踏まえ、積極的に訪日研修を受け

入れていく。 

 

表３－14 研修受入れ実績 

 

 

（２）技術協力（事業展開） 

 
東京水道グループは、海外水道事業体からの要請を

踏まえて、ＪＩＣＡ等と連携し国際協力に関する資金

を活用した案件形成に向けた取組を行っている。 

平成 27年から令和３年度まで、ミャンマーのヤンゴ

ン市において、政策連携団体である東京水道株式会社

が民間企業と共同で、ＪＩＣＡの技術協力プロジェク

トを実施した。 

また、平成 24年にはタイ王国首都圏水道公社と、平

成 25年には台湾自来水公司、台北自来水事業処とそれ

ぞれ技術協力等に関する覚書を締結し、職員派遣を通

じた技術協力等を行っている。 

令和４年からはルワンダのキガリ市において、東京

水道株式会社がＪＩＣＡの技術協力プロジェクトに参

画し、事業運営や組織体制の強化に向けたアドバイス

等を実施している。引き続き、東京水道グループの技

術力を活かし、水道事業の改善に資する助言や提案等

を行っていく。 

 

表３－15 職員派遣 

 

 

 

 

 

 

 

国 都市

インド デリー 5人

ミャンマー ヤンゴン 4人

H30 0人 0人

R1 ミャンマー ヤンゴン 6人 6人

R2 0人 0人

R3 0人 0人

R4 0人 0人

R5 0人 0人

R6 0人 0人

派遣実績なし

派遣実績なし

派遣実績なし

派遣実績なし

派遣実績なし

派遣実績なし

年度
派遣先

人数 合計

H29 9人

タイからの訪日研修の様子 

ミャンマーでのセミナーの様子 
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２ 研修・開発センターによる研修体制 

 
当局は、平成 17年４月、研修機能と研究開発機能と

を集約した研修・開発センターを設立した。研修部門

と開発部門とが連携し、技術の継承及び職員の能力向

上と、現場ニーズに対応した研究開発に取り組んでい

る。 
当センターは、国内最大規模の水道研修施設である。

水道管布設工事現場を模した実習施設など、体験型の

研修を受講できる施設を多数整備しており、水道技術

に関する実践的な能力を身に付けることができるよう

になっている。 
また、当局職員に対する研修のほか、国内の他の水

道事業体への研修施設の貸出しや、ＪＩＣＡ（独立行

政法人国際協力機構）等を通じた海外からの研修生や

視察者の受入れを行っている。 
 

（１）令和７年度 研修の重点事項 

 

 東京水道グループ人材育成方針を踏まえ、年度ごと

の研修基本方針及び研修計画を策定している。令和７

年度の研修の重点事項は、次のとおりである。 

 

ア 職員の資質向上と意識改革 

 

（ア）コンプライアンスの徹底 

 局におけるコンプライアンス推進の取組に対する知

識と理解を深め、職員一人ひとりへのコンプライアン

ス意識の浸透を図る研修を実施する。 

 さらに新規採用職員や転入職員に対しては、職員と 

 

図３－33 職員研修体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して求められる高い使命感や倫理観等、公務員の原点

を採用後早期に身に付ける研修を実施する。  

 職層別研修において、職層毎に必要とされる職責へ

の理解を一層促すことを目的として、管理職・監督職

に対してマネジメント力を強化する研修を実施する。 

また、課題別研修において、職場におけるコンプラ

イアンス推進に欠かせないハラスメントに関する基本

知識や防止の重要性について理解を深める研修を、全

職員を対象に実施する。 

 

（イ）局の方針・計画の浸透 

局の方針・計画について職員の理解を深め、課題を

共有することを目的に、分野ごとに業務に必要のある

職員に向けた研修を実施する。 

 

（ウ）お客さまサービスの向上 

職層別研修において、お客さまや水道事業に関わる

事業者等の全ての関係者に対する接遇意識を更に高め

ることを目的とした研修を実施する。 

また、お客さまと接する機会の多い職員に対しては、

より実践的・具体的な実務研修を実施する。 

 

イ 実務研修の充実 

 

（ア）到達目標を明確にした実務研修 

事務・技術の各実務研修では、実習施設を活用した

実務研修に力を入れるとともに、職員の経験年数に応

じて到達目標を設定し、各レベルにおいて必要な実務

能力を計画的に養成していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職層全員を対象に共通に求められる知識等の修得を目的に実
施するもの

他局に委託して実施するもの

総務局人事部に委託して実施するもの

職
員
研
修

局研修

委託研修

職員が勤務時間外に職務遂行能力を向上させるために実施するもの

職場の管理監督者等が実施するもの

専門知識、技術等を修得する必要のある場合等、民間の研修
機関等に派遣して実施するもの

講師として必要なスキルの修得や専門性の高い研修等を実施
するもの

都政及び局事業における重要課題について理解と認識を深
め、問題意識を醸成することを目的に実施するもの

設定した研修の到達目標レベルにおいて求められる知識、技
術及び技能の修得を目的に実施するもの

自主研修

職場外研修 職層別研修

実務研修

中央研修

他局研修

職場研修

課題別研修

講師養成研修

派遣研修
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第７ 職員の人材育成と研究開発 
 

１ 人材育成の必要性 

 

当局の職員数は、令和７年８月１日現在で、3,446

人であり、これらの職員は、本局各部及び各事業機関

に配置されている（５ページ参照）。職種別構成は、表

３－16 のとおり、事務が 36.4％、技術系が 57.3％、

技能が 7.3％となっている。 

また、職員の年齢別構成は、表３－17のとおり令和

３年度から令和７年度にかけて、40・50歳代の職員の

比率が 53％から 51％に減少しているのに対して、20・

30 歳代の職員の比率は 38％から 40％に上昇している

など、若手職員の比重が上昇している。豊富な経験や

高い知識を持った中堅・ベテラン職員が減少していく

中、安定的な事業運営のため、将来の東京水道を支え

る人材を育成していくことが求められている。 

 

 

 

 

加えて、東京水道グループ全体では、今後、現場業

務の多くを局から政策連携団体へと移転していくとい

う大きな転換期に入っていく。こうした大規模な体制

変更が見込まれる中、組織を支える人材の育成が重要

となっている。 

さらに、施設整備等が着実に進み事故件数が減少し、

事故発生時の現場における柔軟な対応力や事態解消に

向けた発想力が培われる実践的な機会が減少している。 

こうした状況を踏まえ、これまでの技術継承や人材

育成のあり方を見直した上で、中長期を見据えた効果

的な取組を進めるため、「東京水道グループ人材育成方

針」を令和３年３月に策定した。この方針を基に、計

画的に取組を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

表３－16 職種別構成 

（令和７年８月１日現在）

土木 建築 機械 電気 林業 ICT 環境検査

職種別人数（人） 1,253 1,078 14 345 338 55 4 141 218 3,446

（うち再任用職員） (72) (49) (25) (25) (1) (8) (23) (203)

職種別構成比(%) 36.4 31.3 0.4 10.0 9.8 1.6 0.1 4.1 6.3 100.0

事務
技術系

技能 合計事項

 

表３－17 年齢別構成の推移 

（各年度４月１日現在）

年　齢

１８～１９歳 27 0.7% 23 0.6% 19 0.5% 22 0.6% 10 0.3%

２０～２９歳 689 18.9% 616 17.0% 555 15.7% 592 16.8% 585 16.3%

３０～３９歳 693 19.0% 798 22.0% 822 23.3% 827 23.5% 864 24.1%

４０～４９歳 1,045 28.6% 936 25.8% 806 22.8% 685 19.5% 622 17.4%

５０～５９歳 889 24.4% 945 26.1% 1,036 29.3% 1,103 31.4% 1,205 33.6%

６０歳以上 307 8.4% 308 8.5% 295 8.3% 286 8.1% 297 8.3%

合　計 3,650 100% 3,626 100% 3,533 100% 3,515 100% 3,583 100%

令和７年度令和６年度令和４年度 令和５年度令和３年度
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２ 研修・開発センターによる研修体制 
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するもの

都政及び局事業における重要課題について理解と認識を深
め、問題意識を醸成することを目的に実施するもの

設定した研修の到達目標レベルにおいて求められる知識、技
術及び技能の修得を目的に実施するもの

自主研修

職場外研修 職層別研修

実務研修

中央研修

他局研修

職場研修

課題別研修

講師養成研修

派遣研修

 

－ 108 － 

第第３３章章  

第７ 職員の人材育成と研究開発 
 

１ 人材育成の必要性 

 

当局の職員数は、令和７年８月１日現在で、3,446

人であり、これらの職員は、本局各部及び各事業機関

に配置されている（５ページ参照）。職種別構成は、表

３－16 のとおり、事務が 36.4％、技術系が 57.3％、

技能が 7.3％となっている。 

また、職員の年齢別構成は、表３－17のとおり令和

３年度から令和７年度にかけて、40・50歳代の職員の

比率が 53％から 51％に減少しているのに対して、20・

30 歳代の職員の比率は 38％から 40％に上昇している

など、若手職員の比重が上昇している。豊富な経験や

高い知識を持った中堅・ベテラン職員が減少していく

中、安定的な事業運営のため、将来の東京水道を支え

る人材を育成していくことが求められている。 

 

 

 

 

加えて、東京水道グループ全体では、今後、現場業

務の多くを局から政策連携団体へと移転していくとい

う大きな転換期に入っていく。こうした大規模な体制

変更が見込まれる中、組織を支える人材の育成が重要

となっている。 

さらに、施設整備等が着実に進み事故件数が減少し、

事故発生時の現場における柔軟な対応力や事態解消に

向けた発想力が培われる実践的な機会が減少している。 

こうした状況を踏まえ、これまでの技術継承や人材

育成のあり方を見直した上で、中長期を見据えた効果

的な取組を進めるため、「東京水道グループ人材育成方

針」を令和３年３月に策定した。この方針を基に、計

画的に取組を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

表３－16 職種別構成 

（令和７年８月１日現在）

土木 建築 機械 電気 林業 ICT 環境検査

職種別人数（人） 1,253 1,078 14 345 338 55 4 141 218 3,446

（うち再任用職員） (72) (49) (25) (25) (1) (8) (23) (203)

職種別構成比(%) 36.4 31.3 0.4 10.0 9.8 1.6 0.1 4.1 6.3 100.0

事務
技術系

技能 合計事項

 

表３－17 年齢別構成の推移 

（各年度４月１日現在）

年　齢

１８～１９歳 27 0.7% 23 0.6% 19 0.5% 22 0.6% 10 0.3%

２０～２９歳 689 18.9% 616 17.0% 555 15.7% 592 16.8% 585 16.3%

３０～３９歳 693 19.0% 798 22.0% 822 23.3% 827 23.5% 864 24.1%

４０～４９歳 1,045 28.6% 936 25.8% 806 22.8% 685 19.5% 622 17.4%

５０～５９歳 889 24.4% 945 26.1% 1,036 29.3% 1,103 31.4% 1,205 33.6%

６０歳以上 307 8.4% 308 8.5% 295 8.3% 286 8.1% 297 8.3%

合　計 3,650 100% 3,626 100% 3,533 100% 3,515 100% 3,583 100%

令和７年度令和６年度令和４年度 令和５年度令和３年度
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用を開始した。 

本制度は、特に高い技術力と豊富な経験を持つ職員

をエキスパートとして認定するものである。 

エキスパートは、自らが有する見識や経験等に基づ

いた助言や技術等の形式知化を行うとともに、職員か

らの業務上の相談に対し、助言を行っていくこととし

ている。 

 

（２）ナレッジマネジメントシステム 

 

当局では、水道技術を着実に継承していくため、水

道局版ナレッジマネジメントシステムを構築し、技術

情報を集約・活用した人材育成を図っている。 

その一環として、知識やノウハウを文書や映像にし

てデータベース化し、イントラネットを通じて職員が

業務に必要な技術情報を取り出すことができるナレッ

ジバンクを開発し、平成 19年４月から運用を開始して

いる。 

 

図３－34 ナレッジマネジメントシステムのイメージ 

ナレッジバンクを活用した研修

研修内容等の取り込み
ＯＪＴへの活用

開発面の取組

情
報
検
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・
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の
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与

ナレッジバンク

職 員

水道技術
エキスパート

情
報

情
報

情
報

技術的課題への対応より効果的な研修の実施

継承すべき技術

常時学習できる環境の提供

職
員
の
中
か
ら
認
定

質疑応答への協力

 

 

４ 現場ニーズと将来を見据えた調査・研

究開発 

 

当局では、従来から、漏水発見装置や水道メータの

開発、給・配水管の耐食性や浄水処理技術の調査など

幅広い分野で研究開発を行っており、局内での活用は

もとより、全国の水道事業の技術向上にも貢献してい

る。 

 

（１）調査・研究開発の重点項目 

 

 研修・開発センターでは研究開発機能の更なる充実

を目指しており、次の項目に重点的に取り組んでいる。 

 

ア 局の研究開発業務の総合調整 

 

 技術開発検討委員会は、当局の技術開発及び研究開

発を統轄する、最上位の審議機関である。研修・開発

センターは、技術開発検討委員会の事務局として、各

部の調査・研究業務の一元的な管理・調整を行い、当

局の研究開発における先進性と実効性の確保に努めて

いる。 

 

イ 現場ニーズの的確な把握 

 

 お客さまニーズの多様化など、当局を取り巻く環境

の変化に迅速に対応するため、現場からの意見・要望

に重きを置くとともに、局内の諸課題やＤＸなど最新

の技術動向について積極的に調査・検討し、研究開発

テーマの選定を行うこととしている。 

また、水道事業の将来展望を見据えた基礎的な調

査・研究及び技術開発についても積極的に実施してい

る。 

 

ウ 効率的・効果的な開発手法の活用 

 

 民間の発想や技術力及び大学等のシンクタンク機能

を積極的に活用するなど、多様な外部団体との連携に

よる研究開発を展開するため、平成 17年度から、産学

公連携による共同研究を実施している。 

また、研究開発には、高度かつ多様な知識が求めら

れ、多くの分野の関連技術の集積が必要である。こう

した状況を踏まえ、平成 18年度に、より効率的に課題

解決を図ることを目的とした「公募型共同研究」を開

始し、平成 24年度以降、ホームページにて当局が求め

る技術について広く募集している。令和５年度からは、

民間企業等が、実用化を視野に入れた研究開発段階の

技術等を当局に提案し、当局のフィールドで実施する

「フィールド提供型共同研究」を開始した。 

さらに、大学の先進的・基礎的な研究を積極的に取

り入れた研究開発を推進するため、東京大学、北海道

大学及び東京都立大学との調査研究をそれぞれ継続的

に実施している。 
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（イ）危機管理能力・事故対応能力の養成 

ＶＲや職員訓練システムを取り入れた実務研修にお

いては、突発事故時の対応や現場における被災事例を

疑似体験させることで、工事の安全管理、事故発生時

の柔軟な対応能力を養成していく。 

 

ウ 東京水道グループ一体となった研修 

 

東京水道グループとして一体的に人材を育成してい

くため、新任研修や実務研修などの局研修において、

東京水道（株）社員を積極的に受け入れるとともに、

局と東京水道（株）の技術系実務の共同研修を実施す

る。 

また、研修担当部門間の交流を活発に行うとともに、

これまで局単独で実施してきた研修から共同研修への

拡充を見据え、東京水道（株）の講師候補者を局研修

の講師メンバー補助として受入れ、教材づくり、事前

準備、講義の進め方などを学ぶ講師養成支援策を推進

する。 

さらに「水道局ナレッジバンク」に掲載した技術情

報や動画等の共有を行い、グループ内の連携を強化す

る。 

 

エ ＯＪＴの充実・強化 

 

採用１年目から３年目までの若手職員を重点的なＯ

ＪＴ対象と位置付け、個人別のＯＪＴプランを作成す

ることにより、継続的かつきめ細かなＯＪＴを行って

いく。 

令和３年度に一部の職場で試行した新たなＯＪＴの

取組を令和４年度から全職場に展開し、効果的なＯＪ

Ｔ技法の取得を目的としたコーチング研修を実施した。

令和７年度も引き続き全職場で効果的なＯＪＴ技法の

取得を目的としたコーチング研修を行う。 

 

オ デジタル技術の活用 

 

令和４年度から本格導入された東京都版ＬＭＳ等の

デジタル技術の利便性を生かした研修科目の拡充を図

る。 

また、令和５年度に設備設計や工事実務の分野、令

和６年度には維持管理分野について、ＶＲ機器を活用

した研修を開始した。今年度はこの取組を継続し、更

にそれぞれの研修内容の強化、拡充を図る。 

 

カ 自己啓発の推進 

 

 水道事業を運営していく上で技術的に貢献度の高い

公的資格や、職務との関連性がある資格の取得を引き

続き支援する。 

また、全庁的な観点から職員のスキルアップに資す

る通信教育講座の受講機会を提供していく。 

 

キ 国際感覚の醸成 

 

 海外の第一線で活躍している専門家等から海外事情

等を学び、職員の国際感覚を醸成するとともに、実践

的な語学研修、国際会議等での発表者を対象にした短

期英会話研修などを実施する。 

また、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等が

主催する研修等に職員を派遣していく。 

 

（２）職員教育訓練システム 

 

当局では、事故対応力を強化するための危機管理研

修において、独自に開発した「職員教育訓練システム」

を平成 20年度から活用してきた。しかし近年はシステ

ムの老朽化が顕著になってきたことから、令和２年度

に最新型システムへの入替えを実施した。 

本システムを活用した研修は「管路事故」、「水質事

故」、「設備事故」及び「震災対応」の４つの科目で構

成されており、それぞれのシナリオに沿って展開する

様々な状況を職員が適切に判断し、情報連絡、対処方

法の検討等をロールプレイング方式で行う実践的なも

のである。職場や職務の異なる職員が、組織横断的な

業務連携の重要性を体験し、理解することにより、事

故時の対応能力を養える内容となっている。 

 

３ 水道技術の継承 

 

（１） 水道技術エキスパート 

 

これまで培われてきた水道技術を着実に継承するた

めに、平成 20年７月、水道技術エキスパート制度の運
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用を開始した。 

本制度は、特に高い技術力と豊富な経験を持つ職員

をエキスパートとして認定するものである。 

エキスパートは、自らが有する見識や経験等に基づ

いた助言や技術等の形式知化を行うとともに、職員か

らの業務上の相談に対し、助言を行っていくこととし

ている。 

 

（２）ナレッジマネジメントシステム 

 

当局では、水道技術を着実に継承していくため、水

道局版ナレッジマネジメントシステムを構築し、技術

情報を集約・活用した人材育成を図っている。 

その一環として、知識やノウハウを文書や映像にし

てデータベース化し、イントラネットを通じて職員が

業務に必要な技術情報を取り出すことができるナレッ

ジバンクを開発し、平成 19年４月から運用を開始して

いる。 

 

図３－34 ナレッジマネジメントシステムのイメージ 
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４ 現場ニーズと将来を見据えた調査・研

究開発 

 

当局では、従来から、漏水発見装置や水道メータの

開発、給・配水管の耐食性や浄水処理技術の調査など

幅広い分野で研究開発を行っており、局内での活用は

もとより、全国の水道事業の技術向上にも貢献してい

る。 

 

（１）調査・研究開発の重点項目 

 

 研修・開発センターでは研究開発機能の更なる充実

を目指しており、次の項目に重点的に取り組んでいる。 

 

ア 局の研究開発業務の総合調整 

 

 技術開発検討委員会は、当局の技術開発及び研究開

発を統轄する、最上位の審議機関である。研修・開発

センターは、技術開発検討委員会の事務局として、各

部の調査・研究業務の一元的な管理・調整を行い、当

局の研究開発における先進性と実効性の確保に努めて

いる。 

 

イ 現場ニーズの的確な把握 

 

 お客さまニーズの多様化など、当局を取り巻く環境

の変化に迅速に対応するため、現場からの意見・要望

に重きを置くとともに、局内の諸課題やＤＸなど最新

の技術動向について積極的に調査・検討し、研究開発

テーマの選定を行うこととしている。 

また、水道事業の将来展望を見据えた基礎的な調

査・研究及び技術開発についても積極的に実施してい

る。 

 

ウ 効率的・効果的な開発手法の活用 

 

 民間の発想や技術力及び大学等のシンクタンク機能

を積極的に活用するなど、多様な外部団体との連携に

よる研究開発を展開するため、平成 17年度から、産学

公連携による共同研究を実施している。 

また、研究開発には、高度かつ多様な知識が求めら

れ、多くの分野の関連技術の集積が必要である。こう

した状況を踏まえ、平成 18年度に、より効率的に課題

解決を図ることを目的とした「公募型共同研究」を開

始し、平成 24年度以降、ホームページにて当局が求め

る技術について広く募集している。令和５年度からは、

民間企業等が、実用化を視野に入れた研究開発段階の

技術等を当局に提案し、当局のフィールドで実施する

「フィールド提供型共同研究」を開始した。 

さらに、大学の先進的・基礎的な研究を積極的に取

り入れた研究開発を推進するため、東京大学、北海道

大学及び東京都立大学との調査研究をそれぞれ継続的

に実施している。 
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（イ）危機管理能力・事故対応能力の養成 
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くため、新任研修や実務研修などの局研修において、

東京水道（株）社員を積極的に受け入れるとともに、
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また、研修担当部門間の交流を活発に行うとともに、

これまで局単独で実施してきた研修から共同研修への
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準備、講義の進め方などを学ぶ講師養成支援策を推進

する。 

さらに「水道局ナレッジバンク」に掲載した技術情

報や動画等の共有を行い、グループ内の連携を強化す

る。 

 

エ ＯＪＴの充実・強化 

 

採用１年目から３年目までの若手職員を重点的なＯ

ＪＴ対象と位置付け、個人別のＯＪＴプランを作成す

ることにより、継続的かつきめ細かなＯＪＴを行って

いく。 

令和３年度に一部の職場で試行した新たなＯＪＴの

取組を令和４年度から全職場に展開し、効果的なＯＪ

Ｔ技法の取得を目的としたコーチング研修を実施した。

令和７年度も引き続き全職場で効果的なＯＪＴ技法の

取得を目的としたコーチング研修を行う。 

 

オ デジタル技術の活用 

 

令和４年度から本格導入された東京都版ＬＭＳ等の

デジタル技術の利便性を生かした研修科目の拡充を図

る。 

また、令和５年度に設備設計や工事実務の分野、令

和６年度には維持管理分野について、ＶＲ機器を活用

した研修を開始した。今年度はこの取組を継続し、更

にそれぞれの研修内容の強化、拡充を図る。 

 

カ 自己啓発の推進 

 

 水道事業を運営していく上で技術的に貢献度の高い

公的資格や、職務との関連性がある資格の取得を引き

続き支援する。 

また、全庁的な観点から職員のスキルアップに資す

る通信教育講座の受講機会を提供していく。 

 

キ 国際感覚の醸成 

 

 海外の第一線で活躍している専門家等から海外事情

等を学び、職員の国際感覚を醸成するとともに、実践

的な語学研修、国際会議等での発表者を対象にした短

期英会話研修などを実施する。 

また、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等が

主催する研修等に職員を派遣していく。 

 

（２）職員教育訓練システム 

 

当局では、事故対応力を強化するための危機管理研

修において、独自に開発した「職員教育訓練システム」

を平成 20年度から活用してきた。しかし近年はシステ

ムの老朽化が顕著になってきたことから、令和２年度

に最新型システムへの入替えを実施した。 

本システムを活用した研修は「管路事故」、「水質事

故」、「設備事故」及び「震災対応」の４つの科目で構

成されており、それぞれのシナリオに沿って展開する

様々な状況を職員が適切に判断し、情報連絡、対処方

法の検討等をロールプレイング方式で行う実践的なも

のである。職場や職務の異なる職員が、組織横断的な

業務連携の重要性を体験し、理解することにより、事

故時の対応能力を養える内容となっている。 

 

３ 水道技術の継承 

 

（１） 水道技術エキスパート 

 

これまで培われてきた水道技術を着実に継承するた

めに、平成 20年７月、水道技術エキスパート制度の運
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技術支援システム

(ナレッジバンク) 

技術情報、業務ノウハウ等の情

報をデータベース化 

職員教育訓練シス

テム 

ロールプレイング方式による危

機管理等訓練シミュレータ 

【訓練シナリオ】 

管路事故、設備事故、水質事故

及び震災初動対応 

スタンドパイプ一

体型流量計 

充水作業に使用するスタンドパ

イプ一体型流量計 

バイク等に搭載可

能な開栓器 

震災対応用のバイクでの運搬可

能な折りたたみ式開栓器 

山間地域水道施設

のモニタリングシ

ステム 

独立電源（太陽光発電設備、バ

ッテリー）と LTE 回線を利用し

た現地映像と水位を遠隔監視可

能なシステム 

消火栓水圧確認シ

ステム 

消火栓室に設置した水圧計と携

帯通信回線を用いた配水小管用

水圧監視システム 
水道工事と設備点

検に特化したＶＲ

シナリオ 

水道工事及び設備点検時の事故

防止を目的としたＶＲシナリオ 

グランドパッキン

交換ツール 

回転機器の軸シールに用いられ

るグランドパッキンの交換作業

を確実かつ容易にする治具 
 

イ 最近の研究開発テーマ例 

 

配配水水小小管管ススママーートトメメーータタのの開開発発((RR22～～RR33))  

配水小管用流量計の開発・制作と試作品の運用検

証を行った上で、配水小管スマートメータの機器仕

様を決定した。  

太太陽陽光光発発電電設設備備のの長長期期運運用用にに向向けけたた劣劣化化状状況況調調査査とと

劣劣化化回回復復技技術術のの検検証証((RR22～～RR44))  

太陽光パネルにおける発電効率低下の原因と不具

合箇所の特定に有効な劣化診断方法に関する検討を

行うとともに、パネルの劣化要因である電圧誘起劣

化からの劣化回復・抑止に関する調査研究を行った。  

水水道道施施設設のの維維持持管管理理ににおおけけるるセセンンシシンンググ技技術術活活用用にに

関関すするる研研究究((RR33～～RR55））  

  水道施設の点検において、設備機器の音、振動、

温度等を常時遠隔で監視し、データを収集・解析す

ることで、異常や故障の早期発見、点検及び予防保

全業務の充実に繋がるセンサー技術の有効性を検証

した。  

制制御御系系シシスステテムムのの信信頼頼性性向向上上にに関関すするる調調査査研研究究((RR33

～～RR55))  

 制御機器として水道施設に多数導入実績がある

ＰＬＣ装置を主な対象とし、制御系システムにおけ

る信頼性向上の調査研究を行った。令和5年度には、

模擬プラントの制作を行うとともに、模擬プラント

を活用した職員向け制御系セキュリティの研修プロ

グラムを開発した。 

耐耐震震性性向向上上をを目目的的ととししたた新新たたなな空空気気弁弁等等のの改改良良開開発発

((RR44～～RR66))  

 地震時に急速空気弁が開いて漏水する挙動の解明

と、その際の閉止不良・逆流対策についての検討を

行い、①急速空気弁が開く原因と考えられる現象の

確認及び②急速空気弁に後付け可能な逆流防止ユニ

ットの開発を実施した。  

耐耐ススリリッッププ性性能能のの向向上上をを目目的的ととすするる東東京京都都水水道道局局仕仕

様様鉄鉄蓋蓋のの開開発発（（RR55～～RR66））  

 鉄蓋の表面に突起を施すことにより、耐スリップ

性能の向上を図った耐スリップ鉄蓋を開発した。  

電電波波透透過過のの減減衰衰をを低低減減すするるメメーータタまますす・・メメーータタ室室ふふ

たたのの開開発発((RR55～～RR66))  

 メータます・メータ室の金属製のふたを対象とし

て、スマートメータの通信電波の減衰を低減する対

策について検討し、必要な電波透過性能とその試験

方法を開発した。  

 

５ 職員の自己啓発 

 

職員の一人一人の意識改革を促し資質向上を図ると

ともに、水道事業の進展やお客さまサービスの向上に

寄与することを目的として、当局の事業全般に関する

提案の募集や研究論文の発表会を毎年行っている。 

また、水道事業に深く関連する公的資格等の取得に

対する支援も行っている。 

 

（１）東京都水道局職員提案制度 
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こうした効率的・効果的な開発手法の活用により研

究開発を推進している。 

エ 研究開発成果の実用化推進 

 

 各部と連携し、研究開発テーマに関する改善等の意

見交換を行うとともに、現場(実技フィールド)で研究

開発の成果品を使用して改善点をフィードバックする

ことにより、実用性の更なる向上を図っている。 

 研究開発成果については、センター内に展示室を設

置し、来所する視察者や研修生等に紹介している。 

また、当局ホームページ等による情報発信や研究開

発報告会、当局内外の発表会等、様々な手段や機会を

捉えての情報提供を積極的に行っている。 

 

 

展示室 

 

オ 開発機能と研修機能の連携 

 

 ベテラン職員の退職等により、技術やノウハウの早

期習熟や着実な継承が課題となっている。その対策と

して、当局が保有する様々な技術やノウハウをデータ

ベース化し、パソコンにより各職員がオンラインで業

務に活用できるナレッジバンクシステムを開発し、平

成 19年４月から運用を開始した。 

平成 18年度には、職員の危機管理対応能力及び職務

遂行能力の維持・向上を目的とした職員教育訓練シス

テムを開発した。 

また、令和２年度以降、水道工事や設備点検時の事

故防止を目的としたＶＲシナリオの開発を継続的に行

っている。 

さらに、令和５年度には、職員の情報通信術と制御シ

ステムのセキュリティに関する知識を向上させるため、

模擬プラントを活用した職員向け制御系セキュリティ

の研修プログラムを開発した。 

これらシステムや開発成果品を職員研修プログラム

に組み入れることにより、開発機能と研修機能の連携

による相乗効果の創出を図っている。 

 

 

 

（２）開発成果品及び最近の研究開発テーマ例 

 

ア 過去の開発成果例 

 

成果品 開発内容 

ＤＡ（乾式）水道メー

タ 

指示部を防水としたデジタル式の

高性能水道メータ 

水使用実態調査シ

ステム 

各家庭などで水栓ごとの使用状

況を記録できるシステム 

水道メータ自動試

験装置 

基準タンク方式に替えて小口径メ

ータの精度試験を自動化 

携帯型メータ試験

装置 

メータを取り外さないでお客さま

宅で実施できるメータ試験装置 

電子式水道メータ

通信プロトコル 

ＪＩＳ規格に対応した電子式水

道メータ通信プロトコルを開発 

相関式漏水発見装

置 

漏水音を識別し、管路の 2 点から

漏水箇所を探知する装置 

時間積分式漏水発

見装置 

漏水音の特徴（連続性）から漏水

を自動的に識別する装置 

希ガスによる漏水発

見技術 

ヘリウムガスの舗装透過特性を利

用し、漏水箇所を探知する 

管内調査ロボット 
口径 800mm以上の水道管を不断

水で管内面から調査できる機器 

ポリエチレンスリー

ブ(Ｔ字管、分水栓) 

作業性がよく確実な防食効果を

発揮するスリーブを開発 

きょう雑物移送技術

（パラシュート） 

流速向上装置“パラシュート”によ

り、きょう雑物を移送させる工法 

管路情報機器 
マンホールの中に設置できる水

圧・水質等のデータ通信装置 

緩速ろ過池の削り

取り機械 

人力作業であったろ過砂表面の

削り取り及び運搬作業の機械化 

管網解析システム 
マッピングデータ、丁目別給水量

等を活用した管網解析 
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技術支援システム

(ナレッジバンク) 

技術情報、業務ノウハウ等の情

報をデータベース化 

職員教育訓練シス

テム 

ロールプレイング方式による危

機管理等訓練シミュレータ 

【訓練シナリオ】 

管路事故、設備事故、水質事故

及び震災初動対応 

スタンドパイプ一

体型流量計 

充水作業に使用するスタンドパ

イプ一体型流量計 

バイク等に搭載可

能な開栓器 

震災対応用のバイクでの運搬可

能な折りたたみ式開栓器 

山間地域水道施設

のモニタリングシ

ステム 

独立電源（太陽光発電設備、バ

ッテリー）と LTE 回線を利用し

た現地映像と水位を遠隔監視可

能なシステム 

消火栓水圧確認シ

ステム 

消火栓室に設置した水圧計と携

帯通信回線を用いた配水小管用

水圧監視システム 
水道工事と設備点

検に特化したＶＲ

シナリオ 

水道工事及び設備点検時の事故

防止を目的としたＶＲシナリオ 

グランドパッキン

交換ツール 

回転機器の軸シールに用いられ

るグランドパッキンの交換作業

を確実かつ容易にする治具 
 

イ 最近の研究開発テーマ例 

 

配配水水小小管管ススママーートトメメーータタのの開開発発((RR22～～RR33))  

配水小管用流量計の開発・制作と試作品の運用検

証を行った上で、配水小管スマートメータの機器仕

様を決定した。  

太太陽陽光光発発電電設設備備のの長長期期運運用用にに向向けけたた劣劣化化状状況況調調査査とと

劣劣化化回回復復技技術術のの検検証証((RR22～～RR44))  

太陽光パネルにおける発電効率低下の原因と不具

合箇所の特定に有効な劣化診断方法に関する検討を

行うとともに、パネルの劣化要因である電圧誘起劣

化からの劣化回復・抑止に関する調査研究を行った。  

水水道道施施設設のの維維持持管管理理ににおおけけるるセセンンシシンンググ技技術術活活用用にに

関関すするる研研究究((RR33～～RR55））  

  水道施設の点検において、設備機器の音、振動、

温度等を常時遠隔で監視し、データを収集・解析す

ることで、異常や故障の早期発見、点検及び予防保

全業務の充実に繋がるセンサー技術の有効性を検証

した。  

制制御御系系シシスステテムムのの信信頼頼性性向向上上にに関関すするる調調査査研研究究((RR33

～～RR55))  

 制御機器として水道施設に多数導入実績がある

ＰＬＣ装置を主な対象とし、制御系システムにおけ

る信頼性向上の調査研究を行った。令和5年度には、

模擬プラントの制作を行うとともに、模擬プラント

を活用した職員向け制御系セキュリティの研修プロ

グラムを開発した。 

耐耐震震性性向向上上をを目目的的ととししたた新新たたなな空空気気弁弁等等のの改改良良開開発発

((RR44～～RR66))  

 地震時に急速空気弁が開いて漏水する挙動の解明

と、その際の閉止不良・逆流対策についての検討を

行い、①急速空気弁が開く原因と考えられる現象の

確認及び②急速空気弁に後付け可能な逆流防止ユニ

ットの開発を実施した。  

耐耐ススリリッッププ性性能能のの向向上上をを目目的的ととすするる東東京京都都水水道道局局仕仕

様様鉄鉄蓋蓋のの開開発発（（RR55～～RR66））  

 鉄蓋の表面に突起を施すことにより、耐スリップ

性能の向上を図った耐スリップ鉄蓋を開発した。  

電電波波透透過過のの減減衰衰をを低低減減すするるメメーータタまますす・・メメーータタ室室ふふ

たたのの開開発発((RR55～～RR66))  

 メータます・メータ室の金属製のふたを対象とし

て、スマートメータの通信電波の減衰を低減する対

策について検討し、必要な電波透過性能とその試験

方法を開発した。  

 

５ 職員の自己啓発 

 

職員の一人一人の意識改革を促し資質向上を図ると

ともに、水道事業の進展やお客さまサービスの向上に

寄与することを目的として、当局の事業全般に関する

提案の募集や研究論文の発表会を毎年行っている。 

また、水道事業に深く関連する公的資格等の取得に

対する支援も行っている。 

 

（１）東京都水道局職員提案制度 
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こうした効率的・効果的な開発手法の活用により研

究開発を推進している。 

エ 研究開発成果の実用化推進 

 

 各部と連携し、研究開発テーマに関する改善等の意

見交換を行うとともに、現場(実技フィールド)で研究

開発の成果品を使用して改善点をフィードバックする

ことにより、実用性の更なる向上を図っている。 

 研究開発成果については、センター内に展示室を設

置し、来所する視察者や研修生等に紹介している。 

また、当局ホームページ等による情報発信や研究開

発報告会、当局内外の発表会等、様々な手段や機会を

捉えての情報提供を積極的に行っている。 

 

 

展示室 

 

オ 開発機能と研修機能の連携 

 

 ベテラン職員の退職等により、技術やノウハウの早

期習熟や着実な継承が課題となっている。その対策と

して、当局が保有する様々な技術やノウハウをデータ

ベース化し、パソコンにより各職員がオンラインで業

務に活用できるナレッジバンクシステムを開発し、平

成 19年４月から運用を開始した。 

平成 18年度には、職員の危機管理対応能力及び職務

遂行能力の維持・向上を目的とした職員教育訓練シス

テムを開発した。 

また、令和２年度以降、水道工事や設備点検時の事

故防止を目的としたＶＲシナリオの開発を継続的に行

っている。 

さらに、令和５年度には、職員の情報通信術と制御シ

ステムのセキュリティに関する知識を向上させるため、

模擬プラントを活用した職員向け制御系セキュリティ

の研修プログラムを開発した。 

これらシステムや開発成果品を職員研修プログラム

に組み入れることにより、開発機能と研修機能の連携

による相乗効果の創出を図っている。 

 

 

 

（２）開発成果品及び最近の研究開発テーマ例 

 

ア 過去の開発成果例 

 

成果品 開発内容 

ＤＡ（乾式）水道メー

タ 

指示部を防水としたデジタル式の

高性能水道メータ 

水使用実態調査シ

ステム 

各家庭などで水栓ごとの使用状

況を記録できるシステム 

水道メータ自動試

験装置 

基準タンク方式に替えて小口径メ

ータの精度試験を自動化 

携帯型メータ試験

装置 

メータを取り外さないでお客さま

宅で実施できるメータ試験装置 

電子式水道メータ

通信プロトコル 

ＪＩＳ規格に対応した電子式水

道メータ通信プロトコルを開発 

相関式漏水発見装

置 

漏水音を識別し、管路の 2 点から

漏水箇所を探知する装置 

時間積分式漏水発

見装置 

漏水音の特徴（連続性）から漏水

を自動的に識別する装置 

希ガスによる漏水発

見技術 

ヘリウムガスの舗装透過特性を利

用し、漏水箇所を探知する 

管内調査ロボット 
口径800mm以上の水道管を不断

水で管内面から調査できる機器 

ポリエチレンスリー

ブ(Ｔ字管、分水栓) 

作業性がよく確実な防食効果を

発揮するスリーブを開発 

きょう雑物移送技術

（パラシュート） 

流速向上装置“パラシュート”によ

り、きょう雑物を移送させる工法 

管路情報機器 
マンホールの中に設置できる水

圧・水質等のデータ通信装置 

緩速ろ過池の削り

取り機械 

人力作業であったろ過砂表面の

削り取り及び運搬作業の機械化 

管網解析システム 
マッピングデータ、丁目別給水量

等を活用した管網解析 
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援している。具体的には、局が提示する対象資格・講

座の中から、職員に職務との関連性等により支援メニ

ューを選択させ、資格取得・講座修了後、受験料・更

新料・受講料等を支給している。 

表３－23 自己啓発支援制度の概要（令和７年度） 

 資格取得支援 講座受講支援 

資格・ 

講座数 

土木施工管理技士

情報処理技術者等 

89資格 

問題発見・解決、

語学等 

105講座 

支援内容 

①受験料（100％） 

②必須講習の受講

料（100％） 

③対策講座の受講

料（100％）（注） 

受講料の 50％ 

又は 100％（推奨

講座） 

（注）金額には上限あり 

 

（５）ＴＯＥＩＣ ＩＰテストの開催 

 

当局では、国際展開の取組を重要施策の一つとして

掲げていることから、職員の語学力向上を支援する取

組の一環として、年に２回、研修・開発センターにて、

ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト（団体特別受験制度）を開催

している。 

受験料は、上記自己啓発支援制度（資格取得支援）

の対象としている。 

 

表３－24 ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト受験者の実績 

令和４年度 10名 

令和５年度 19名 

令和６年度 13名 
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職員提案制度では、職場の実状に即したアイデア及

びそれを実行に移した改善実績のほか、職務に関する

困難な課題に挑戦する姿勢又は取り組む過程が称賛に

値するものを募集・表彰してきた。 

こうした制度を通じて、改善の機運を醸成し、職員

自らが職場における問題点を発見して、より良い政策

を立案する能力を養っている。 

また、応募提案を局ネットワーク上のナレッジバン

クへ掲載し、情報の共有化や提案の活用を促進してい

る。 

 

表３－18 応募提案の実績 

令和４年度 15件 

令和５年度 10件 

令和６年度 10件 

 

（２）職員による研究発表・論文表彰 

 

ア 東京都水道局研究発表会の開催 

 

水道事業に関する調査・研究・開発・業務実績等を

報告・発表する機会として、研究発表会を毎年開催し

ており、職員等の自己啓発意欲の増進、人材育成並び

に局事業の発展及び向上を図っている。 

表３－19 発表論文の実績 

令和４年度 事務部門 18件、技術部門 63件、英語

部門２件 

令和５年度 事務部門 ４件、技術部門 43件 

令和６年度 事務部門 １件、技術部門 37件 

 

イ 中島博士記念賞の運営 

 

局職員の優秀な論文に対して表彰を行うため、淀橋

浄水工場（浄水場）、本郷給水工場（給水所）、芝給水

工場（給水所）を完成させるなど、東京水道の礎を築

いた中島鋭冶博士の名を冠した「中島博士記念賞」を

設置している。昭和 63年の設置以来、長らく最高位の

賞の選出がなかったが、要綱を改正して審査基準を明

確化し、平成 29年度には初めて最優秀・イノベーショ

ン賞を選出した。今後も一層の職員の研鑽を奨励して

いく。 

表３－20 中島博士記念賞の表彰実績 

 最 優 秀 ・ 

イノベーション賞 
優秀賞 努力賞 

令和４年度 ０件 ２件 ５件 

令和５年度 ０件 １件 ６件 

令和６年度 ０件 ０件 ３件 

 

ウ 全国水道研究発表会への参加 

 

研究発表会の発表論文等から、日本水道協会が主催

する全国水道研究発表会へ発表論文を推薦することに

より、全国レベルでの発表の機会を設けている。 

表３－21 全国水道研究発表会への推薦論文の実績 

令和４年度 事務部門６件、 技術部門 30件 

令和５年度 技術部門 16件 

令和６年度 技術部門 16件 

 

（３）公的資格取得支援制度 

 

水道事業を運営していく上で貢献度の高い公的資格

等の取得に向けた研修を実施し、合格者には受験料・

登録料等を公費で負担している。 

研修としては、平成 13年度から技術士（研修名 高

度水道技術）を、平成 16年度からは、給水装置工事主

任技術者（講習会 給水装置工事主任技術者資格試験

受験準備講習会）及び水道施設管理技士（講習会 水

道施設管理技士受験講習会）を、平成 20 年度からは、

電気工事士（研修名 電気工事技術）の講座を開設し

ており、合格者については、当該資格取得研修等の講

師として活用している。 

表３－22 公的資格取得支援制度利用者の実績 

 技術士 

給水装

置工事

主任技

術者 

水道施

設管理

技士 

電気工

事士 

令和４年度 ３名 ０名 ０名 1名 

令和５年度 ０名 ０名 ０名 ０名 

令和６年度 ３名 ０名 ０名 ６名 

 

（４）自己啓発支援制度 

 

職務との関連性があり、その効果が職務に還元され

る資格・検定の取得又は更新及び講座受講について支

－ 114 －

第３章



 

－ 115 － 

第第３３章章  

援している。具体的には、局が提示する対象資格・講

座の中から、職員に職務との関連性等により支援メニ

ューを選択させ、資格取得・講座修了後、受験料・更

新料・受講料等を支給している。 

表３－23 自己啓発支援制度の概要（令和７年度） 

 資格取得支援 講座受講支援 

資格・ 

講座数 

土木施工管理技士

情報処理技術者等 

89資格 

問題発見・解決、

語学等 

105講座 

支援内容 

①受験料（100％） 

②必須講習の受講

料（100％） 

③対策講座の受講

料（100％）（注） 

受講料の 50％ 

又は 100％（推奨

講座） 

（注）金額には上限あり 

 

（５）ＴＯＥＩＣ ＩＰテストの開催 

 

当局では、国際展開の取組を重要施策の一つとして

掲げていることから、職員の語学力向上を支援する取

組の一環として、年に２回、研修・開発センターにて、

ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト（団体特別受験制度）を開催

している。 

受験料は、上記自己啓発支援制度（資格取得支援）

の対象としている。 

 

表３－24 ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト受験者の実績 

令和４年度 10名 

令和５年度 19名 

令和６年度 13名 
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職員提案制度では、職場の実状に即したアイデア及

びそれを実行に移した改善実績のほか、職務に関する

困難な課題に挑戦する姿勢又は取り組む過程が称賛に

値するものを募集・表彰してきた。 

こうした制度を通じて、改善の機運を醸成し、職員

自らが職場における問題点を発見して、より良い政策

を立案する能力を養っている。 

また、応募提案を局ネットワーク上のナレッジバン

クへ掲載し、情報の共有化や提案の活用を促進してい

る。 

 

表３－18 応募提案の実績 

令和４年度 15件 

令和５年度 10件 

令和６年度 10件 

 

（２）職員による研究発表・論文表彰 

 

ア 東京都水道局研究発表会の開催 

 

水道事業に関する調査・研究・開発・業務実績等を

報告・発表する機会として、研究発表会を毎年開催し

ており、職員等の自己啓発意欲の増進、人材育成並び

に局事業の発展及び向上を図っている。 

表３－19 発表論文の実績 

令和４年度 事務部門 18件、技術部門 63件、英語

部門２件 

令和５年度 事務部門 ４件、技術部門 43件 

令和６年度 事務部門 １件、技術部門 37件 

 

イ 中島博士記念賞の運営 

 

局職員の優秀な論文に対して表彰を行うため、淀橋

浄水工場（浄水場）、本郷給水工場（給水所）、芝給水

工場（給水所）を完成させるなど、東京水道の礎を築

いた中島鋭冶博士の名を冠した「中島博士記念賞」を

設置している。昭和 63年の設置以来、長らく最高位の

賞の選出がなかったが、要綱を改正して審査基準を明

確化し、平成 29年度には初めて最優秀・イノベーショ

ン賞を選出した。今後も一層の職員の研鑽を奨励して

いく。 

表３－20 中島博士記念賞の表彰実績 

 最 優 秀 ・ 

イノベーション賞 
優秀賞 努力賞 

令和４年度 ０件 ２件 ５件 

令和５年度 ０件 １件 ６件 

令和６年度 ０件 ０件 ３件 

 

ウ 全国水道研究発表会への参加 

 

研究発表会の発表論文等から、日本水道協会が主催

する全国水道研究発表会へ発表論文を推薦することに

より、全国レベルでの発表の機会を設けている。 

表３－21 全国水道研究発表会への推薦論文の実績 

令和４年度 事務部門６件、 技術部門 30件 

令和５年度 技術部門 16件 

令和６年度 技術部門 16件 

 

（３）公的資格取得支援制度 

 

水道事業を運営していく上で貢献度の高い公的資格

等の取得に向けた研修を実施し、合格者には受験料・

登録料等を公費で負担している。 

研修としては、平成 13年度から技術士（研修名 高

度水道技術）を、平成 16年度からは、給水装置工事主

任技術者（講習会 給水装置工事主任技術者資格試験

受験準備講習会）及び水道施設管理技士（講習会 水

道施設管理技士受験講習会）を、平成 20 年度からは、

電気工事士（研修名 電気工事技術）の講座を開設し

ており、合格者については、当該資格取得研修等の講

師として活用している。 

表３－22 公的資格取得支援制度利用者の実績 

 技術士 

給水装

置工事

主任技

術者 

水道施

設管理

技士 

電気工

事士 

令和４年度 ３名 ０名 ０名 1名 

令和５年度 ０名 ０名 ０名 ０名 

令和６年度 ３名 ０名 ０名 ６名 

 

（４）自己啓発支援制度 

 

職務との関連性があり、その効果が職務に還元され

る資格・検定の取得又は更新及び講座受講について支
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第１ 営業業務 
 

１ 営業業務 

 

（１）窓口サービス 

 

お客さまからは、引っ越しに伴う水道の給水開始の

申込み、使用中止の届出、料金、修繕等の問合せ等が、

日々多く寄せられる（表４－１参照）。このため、総合

受付のコールセンターであるお客さまセンターを、区

部では平成 17年１月、多摩地区では平成 18年 11月に

開設し、お客さまからの電話や口座振替及びクレジッ

トカード払いの申込書の受付処理を行っている。 

 さらに、令和５年１月には、両センターの受電機能

を一元的に管理することで、各センターにおいて、区

部・多摩のお客さま対応を可能とした。 

 

表４－１ 給水開始等の年間受付件数 

（令和６年度） 

主な受付 件数 

給 水 開 始 1,284,979 件 

使 用 中 止 1,108,257 件 

 

お客さまセンターの受付時間は、日曜日及び祝日を

除く午前８時 30分から午後８時までとなっている。た

だし、漏水事故などの緊急の場合については、全日 24

時間の対応を行っている。 

このように、お客さまセンターの設置により、受付

時間の延長及び拡大を実現し、お客さまにとって分か

りやすく、生活様式に合った窓口サービスの提供が可

能となっている。 

 

お客さまセンター 

 

 

水道料金に関するお客さまとの契約内容や検針、料

金等の情報は、「水道料金ネットワークシステム」によ

りオンライン化されており、お客さまからの届出や問

合せに即時に対応できる体制を整えている。このシス

テムは、専用の通信回線網を用いるなど厳重な管理の

下で運営され、お客さまの個人情報の保護には万全の

措置が講じられている。 

 

（２）水道メータの検針 

 

  料金算定の基準日として、お客さまごとに毎月の定

例日を定めている（例えば毎月 12 日など）。大多数の

お客さまについては、２か月ごとの定例日に水道メー

タを検針して、２か月ごとにお客さまに料金を請求し

ている。ただし、区部において１か月の平均使用水量

が 1,000 ㎥を超えるお客さまについては、毎月の定例

日にメータを検針して、毎月お客さまに料金を請求し

ている。 

 なお、区部においては都下水道局との協定により、

多摩地区においては公共下水道の設置者である各市町

との規約により、下水道料金も水道料金と併せて、当

局がお客さまに請求している。 

水道メータの検針業務は、業務の効率化を図るため、

区部においては昭和 55年４月に民間委託化を始め、平

成２年 10月に全面的に民間委託した。 

また、多摩地区では、平成 12年４月に全面的に民間

委託した。 

検針員は、検針用パソコンを携帯して、水道メータ

を検針するとともに、検針票を発行して、お客さまに

使用水量、料金等を知らせている。平成 19年４月から、

区部においては、検針時に請求書をその場で発行する

方式を導入した。平成 29年４月からは、区部・多摩地

区ともに使用水量や料金等に関するお知らせと料金請

求を一体化した様式で発行する方式を導入することで、

お客さまサービスの公平化と郵送料金等の徴収業務に

かかる経費の削減を図っている。 
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第１ 営業業務 
 

１ 営業業務 

 

（１）窓口サービス 

 

お客さまからは、引っ越しに伴う水道の給水開始の

申込み、使用中止の届出、料金、修繕等の問合せ等が、

日々多く寄せられる（表４－１参照）。このため、総合

受付のコールセンターであるお客さまセンターを、区

部では平成 17年１月、多摩地区では平成 18年 11月に

開設し、お客さまからの電話や口座振替及びクレジッ

トカード払いの申込書の受付処理を行っている。 

 さらに、令和５年１月には、両センターの受電機能

を一元的に管理することで、各センターにおいて、区

部・多摩のお客さま対応を可能とした。 

 

表４－１ 給水開始等の年間受付件数 

（令和６年度） 

主な受付 件数 

給 水 開 始 1,284,979 件 

使 用 中 止 1,108,257 件 

 

お客さまセンターの受付時間は、日曜日及び祝日を

除く午前８時 30分から午後８時までとなっている。た

だし、漏水事故などの緊急の場合については、全日 24

時間の対応を行っている。 

このように、お客さまセンターの設置により、受付

時間の延長及び拡大を実現し、お客さまにとって分か

りやすく、生活様式に合った窓口サービスの提供が可

能となっている。 

 

お客さまセンター 

 

 

水道料金に関するお客さまとの契約内容や検針、料

金等の情報は、「水道料金ネットワークシステム」によ

りオンライン化されており、お客さまからの届出や問

合せに即時に対応できる体制を整えている。このシス

テムは、専用の通信回線網を用いるなど厳重な管理の

下で運営され、お客さまの個人情報の保護には万全の

措置が講じられている。 

 

（２）水道メータの検針 

 

  料金算定の基準日として、お客さまごとに毎月の定

例日を定めている（例えば毎月 12 日など）。大多数の

お客さまについては、２か月ごとの定例日に水道メー

タを検針して、２か月ごとにお客さまに料金を請求し

ている。ただし、区部において１か月の平均使用水量

が 1,000 ㎥を超えるお客さまについては、毎月の定例

日にメータを検針して、毎月お客さまに料金を請求し

ている。 

 なお、区部においては都下水道局との協定により、

多摩地区においては公共下水道の設置者である各市町

との規約により、下水道料金も水道料金と併せて、当

局がお客さまに請求している。 

水道メータの検針業務は、業務の効率化を図るため、

区部においては昭和 55年４月に民間委託化を始め、平

成２年 10月に全面的に民間委託した。 

また、多摩地区では、平成 12年４月に全面的に民間

委託した。 

検針員は、検針用パソコンを携帯して、水道メータ

を検針するとともに、検針票を発行して、お客さまに

使用水量、料金等を知らせている。平成 19年４月から、

区部においては、検針時に請求書をその場で発行する

方式を導入した。平成 29年４月からは、区部・多摩地

区ともに使用水量や料金等に関するお知らせと料金請

求を一体化した様式で発行する方式を導入することで、

お客さまサービスの公平化と郵送料金等の徴収業務に

かかる経費の削減を図っている。 
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て、お客さまからの各種の届出、申請の受付等を行っ

ている。 

また、口座振替手続や過誤納金の還付処理、給水工

費の処理、収入金整理、地域広報等を行っている。 

 検針業務は、水道メータの検針による使用水量の算

定に関することを所掌している。適正な料金算定には

的確な使用水量の算定がその基礎となるため、検針委

託会社への進行管理及び指導を行うとともに、検針の

結果、使用水量に大幅な増減が見られる場合等、審査

の対象となった事案の原因調査を行い、的確な水量算

定業務を行っている。 

 収納業務は、料金の収納、特に未納料金の徴収整理

に関することを所掌している。料金収入は局事業運営 

の基盤をなすものであり、料金負担の公平を期する上

でも、早期の確実な料金収納が確保される必要がある。

度重なる支払の催告にもかかわらず、なお未納の場合

には、お客さまと個別に交渉を行って、料金の支払を

お願いしている。 

 

（６）指導調整及び統括業務について 

 

 営業所及びサービスステーションの指導調整及び統

括業務については、区部及び多摩地区それぞれにおい

て、次のとおり行っている。 

区部においては、営業所の業務をサポートするため、

サービス推進部業務課が営業業務の企画改善を行い、

営業所の事務処理の基準となる「営業事務取扱手続」

を定めて営業所の窓口及び徴収事務を指導調整すると

ともに、料金事務の基幹となる「水道料金ネットワー

クシステム」の運用管理を行っている。 

また、検針委託会社への指導監督、お客さまセンタ

ーにおける総合受付業務の監理、徴収業務に関わる統

計資料の作成等を行っている。 

一方、多摩地区においては、多摩水道改革推進本部

調整部業務指導課が、サービス推進部と調整の下、営

業業務の企画改善を行うとともに、サービスステーシ

ョンの事務処理基準となる「営業業務委託処理要領」

を定めて、サービスステーションの指導調整を行って

いる。さらに、「水道料金ネットワークシステム」の運

用管理、検針委託会社への指導監督、多摩地区徴収業

務に関わる統計資料の作成等を行っている。 

 

（７）東京都水道局アプリ 

 

当局のＤＸを推進し、お客さまサービスの一層の向

上、業務の効率化、ペーパーレス・キャッシュレスの

促進などを図るため、「東京都水道局アプリ」を令和４

年 10月に導入した。 

アプリは、水道の使用開始や使用中止などの申込機

能、スマートフォン決済やクレジットカード払いなど

様々な決済方法に対応した支払機能、過去の水道使用

量や料金の閲覧、位置情報を活用した災害時給水ステ

ーションの案内などの照会機能を備えている。 

さらに、スマートメータを設置したお客さまを対象

に、日ごと、月ごとの使用水量の照会や、漏水や蛇口

の閉め忘れが懸念される場合のお知らせなどの機能も

搭載している。 

令和５年３月には、外国人のお客さまがより使いや

すいよう、英語モードを搭載した。同年 10月には、検

針票等をＰＤＦやＣＳＶデータでダウンロードできる

機能を搭載するとともに、既存のスマートフォン決済

手段に加え「d払い」を追加した。 

また、令和６年３月には更に「楽天ペイ」を追加し

た。 
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（３）料金の支払 

 

料金の支払方法には、口座振替、払込み及びクレジッ

トカード払いの３種類がある（表４－２参照）。 

口座振替（自動払込み）は、137 の金融機関及びゆ

うちょ銀行（令和７年４月１日現在）で取扱いをして

おり、料金支払の利便性を高めている。平成 17年１月

からは、口座振替により料金を支払った場合に、一月当

たり50円(税抜き）の割引を行っている。 

払込みは、請求書（電子請求書を含む）により料金

を支払う方法であり、当局の営業所及びサービスステー

ションのほか、131 の金融機関及びゆうちょ銀行、７

社のコンビニエンスストアで支払をすることができる。

コンビニエンスストアでの料金支払は、区部において

は平成 10 年９月に、多摩地区では平成 11 年９月に導

入し、料金支払の利便性を大きく向上させた。また、

令和元年７月から「スマートフォン決済」を導入して

おり、請求書では 8 社、電子請求書では 5 社の決済サ

ービスでの支払が可能である。 

 クレジットカード払いは、それまでお客さまから多

くの要望が寄せられていたため、平成 18年６月の地方

自治法改正を受けて、区部においては平成 19 年 10 月

に、多摩地区では平成 20 年 10 月に導入した。契約し

ているクレジットカード会社は 13社であり、多くの国

際ブランドを取り扱っているので、大半のクレジット

カードでの利用が可能である。 

 

表４－２ 支払方法別にみたお客さま数 

（令和６年度末現在） 

支払方法 お客さま数 構成比 

口座振替 4,007,481 50.03% 

払込み 1,979,659 24.71% 

クレジットカード払い 2,023,039 25.26% 

合 計 8,010,179 100.00% 

（注）お客さま数は、収納単位（料金請求の単位）数 

 

 

（４）料金体系 

 

  水道料金は、東京都給水条例に定められており、基

本料金と従量料金から構成されている（表４－３参照）。 

一般的な水道料金体系は、使用用途を基準として料

金を設定する用途別料金体系と、給水管の呼び径(口

径）を基準として料金を設定する口径別料金体系に大

別されるが、都では、昭和 41年以来、費用負担の公平

と料金体系の明確性を確保することができる口径別料

金体系を採用している。 

 また、水の合理的使用を促す需要抑制と生活用水の

低廉化への配慮から、従量料金については、使用水量

が増加するほど単価が高額となる逓増型料金体系を昭

和 43年から採用している。 

現行の料金表は、平成 17年１月から適用しているも

ので、節水努力が報われる仕組みやコストに見合った

負担の実現を求める都民の声に応えるため、基本水量

（基本料金に含まれる水量）等を見直し、同時に、最

大限の企業努力を実施することにより、料金を、口座

割引適用後で平均 2.2％引き下げたものである。 

水道料金は、１か月当たりの料金表として定められ

ているが、引っ越し等によりお客さまが月の途中から

水道の使用を開始されたとき又は月の途中で水道の使

用を中止されたときの料金については、使用日数に応

じて基本料金と従量料金を合わせて日割する日割算定

方式を、平成 17年５月に導入した。 

そのほか、一つの水道メータで使用水量を計量する

共同住宅の各戸のお客さまの料金や同一のお客さまが

同一敷地内で複数のメータによって使用水量を計量す

る場合の料金は、料金計算の特例が定められている。 

  水道事業は、地方公営企業として独立採算により経

営しており、使用者間の負担の公平に基づき、受益者

負担を原則としている。したがって、料金の減免は、

水道料金には基本的にはなじまないものであり、東京

都給水条例により、所得水準が低く料金負担能力の低

い、生活保護法による生活扶助、児童扶養手当又は特

別児童扶養手当を受けている方に対して基本料金を免

除するほか、管理者が公益上その他特別の理由がある

と認めたときに限り適用している（表４－４参照）。 

 

（５）地域におけるお客さまサービスの拠点 

 

地域におけるお客さまサービスの拠点として、区部

においては 21 か所の営業所を設置し、多摩地区では

11か所のサービスステーションを設置している。 

営業所及びサービスステーションでは、営業、検針

及び収納の各業務を分掌している。 

営業業務は、お客さまに対応する最前線の窓口とし
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て、お客さまからの各種の届出、申請の受付等を行っ

ている。 

また、口座振替手続や過誤納金の還付処理、給水工

費の処理、収入金整理、地域広報等を行っている。 

 検針業務は、水道メータの検針による使用水量の算

定に関することを所掌している。適正な料金算定には

的確な使用水量の算定がその基礎となるため、検針委

託会社への進行管理及び指導を行うとともに、検針の

結果、使用水量に大幅な増減が見られる場合等、審査

の対象となった事案の原因調査を行い、的確な水量算

定業務を行っている。 

 収納業務は、料金の収納、特に未納料金の徴収整理

に関することを所掌している。料金収入は局事業運営 

の基盤をなすものであり、料金負担の公平を期する上

でも、早期の確実な料金収納が確保される必要がある。

度重なる支払の催告にもかかわらず、なお未納の場合

には、お客さまと個別に交渉を行って、料金の支払を

お願いしている。 

 

（６）指導調整及び統括業務について 

 

 営業所及びサービスステーションの指導調整及び統

括業務については、区部及び多摩地区それぞれにおい

て、次のとおり行っている。 

区部においては、営業所の業務をサポートするため、

サービス推進部業務課が営業業務の企画改善を行い、

営業所の事務処理の基準となる「営業事務取扱手続」

を定めて営業所の窓口及び徴収事務を指導調整すると

ともに、料金事務の基幹となる「水道料金ネットワー

クシステム」の運用管理を行っている。 

また、検針委託会社への指導監督、お客さまセンタ

ーにおける総合受付業務の監理、徴収業務に関わる統

計資料の作成等を行っている。 

一方、多摩地区においては、多摩水道改革推進本部

調整部業務指導課が、サービス推進部と調整の下、営

業業務の企画改善を行うとともに、サービスステーシ

ョンの事務処理基準となる「営業業務委託処理要領」

を定めて、サービスステーションの指導調整を行って

いる。さらに、「水道料金ネットワークシステム」の運

用管理、検針委託会社への指導監督、多摩地区徴収業

務に関わる統計資料の作成等を行っている。 

 

（７）東京都水道局アプリ 

 

当局のＤＸを推進し、お客さまサービスの一層の向

上、業務の効率化、ペーパーレス・キャッシュレスの

促進などを図るため、「東京都水道局アプリ」を令和４

年 10月に導入した。 

アプリは、水道の使用開始や使用中止などの申込機

能、スマートフォン決済やクレジットカード払いなど

様々な決済方法に対応した支払機能、過去の水道使用

量や料金の閲覧、位置情報を活用した災害時給水ステ

ーションの案内などの照会機能を備えている。 

さらに、スマートメータを設置したお客さまを対象

に、日ごと、月ごとの使用水量の照会や、漏水や蛇口

の閉め忘れが懸念される場合のお知らせなどの機能も

搭載している。 

令和５年３月には、外国人のお客さまがより使いや

すいよう、英語モードを搭載した。同年 10月には、検

針票等をＰＤＦやＣＳＶデータでダウンロードできる

機能を搭載するとともに、既存のスマートフォン決済

手段に加え「d払い」を追加した。 

また、令和６年３月には更に「楽天ペイ」を追加し

た。 
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（３）料金の支払 

 

料金の支払方法には、口座振替、払込み及びクレジッ

トカード払いの３種類がある（表４－２参照）。 

口座振替（自動払込み）は、137 の金融機関及びゆ

うちょ銀行（令和７年４月１日現在）で取扱いをして

おり、料金支払の利便性を高めている。平成 17年１月

からは、口座振替により料金を支払った場合に、一月当

たり50円(税抜き）の割引を行っている。 

払込みは、請求書（電子請求書を含む）により料金

を支払う方法であり、当局の営業所及びサービスステー

ションのほか、131 の金融機関及びゆうちょ銀行、７

社のコンビニエンスストアで支払をすることができる。

コンビニエンスストアでの料金支払は、区部において

は平成 10 年９月に、多摩地区では平成 11 年９月に導

入し、料金支払の利便性を大きく向上させた。また、

令和元年７月から「スマートフォン決済」を導入して

おり、請求書では 8 社、電子請求書では 5 社の決済サ

ービスでの支払が可能である。 

 クレジットカード払いは、それまでお客さまから多

くの要望が寄せられていたため、平成 18年６月の地方

自治法改正を受けて、区部においては平成 19 年 10 月

に、多摩地区では平成 20 年 10 月に導入した。契約し

ているクレジットカード会社は 13社であり、多くの国

際ブランドを取り扱っているので、大半のクレジット

カードでの利用が可能である。 

 

表４－２ 支払方法別にみたお客さま数 

（令和６年度末現在） 

支払方法 お客さま数 構成比 

口座振替 4,007,481 50.03% 

払込み 1,979,659 24.71% 

クレジットカード払い 2,023,039 25.26% 

合 計 8,010,179 100.00% 

（注）お客さま数は、収納単位（料金請求の単位）数 

 

 

（４）料金体系 

 

  水道料金は、東京都給水条例に定められており、基

本料金と従量料金から構成されている（表４－３参照）。 

一般的な水道料金体系は、使用用途を基準として料

金を設定する用途別料金体系と、給水管の呼び径(口

径）を基準として料金を設定する口径別料金体系に大

別されるが、都では、昭和 41年以来、費用負担の公平

と料金体系の明確性を確保することができる口径別料

金体系を採用している。 

 また、水の合理的使用を促す需要抑制と生活用水の

低廉化への配慮から、従量料金については、使用水量

が増加するほど単価が高額となる逓増型料金体系を昭

和 43年から採用している。 

現行の料金表は、平成 17年１月から適用しているも

ので、節水努力が報われる仕組みやコストに見合った

負担の実現を求める都民の声に応えるため、基本水量

（基本料金に含まれる水量）等を見直し、同時に、最

大限の企業努力を実施することにより、料金を、口座

割引適用後で平均 2.2％引き下げたものである。 

水道料金は、１か月当たりの料金表として定められ

ているが、引っ越し等によりお客さまが月の途中から

水道の使用を開始されたとき又は月の途中で水道の使

用を中止されたときの料金については、使用日数に応

じて基本料金と従量料金を合わせて日割する日割算定

方式を、平成 17年５月に導入した。 

そのほか、一つの水道メータで使用水量を計量する

共同住宅の各戸のお客さまの料金や同一のお客さまが

同一敷地内で複数のメータによって使用水量を計量す

る場合の料金は、料金計算の特例が定められている。 

  水道事業は、地方公営企業として独立採算により経

営しており、使用者間の負担の公平に基づき、受益者

負担を原則としている。したがって、料金の減免は、

水道料金には基本的にはなじまないものであり、東京

都給水条例により、所得水準が低く料金負担能力の低

い、生活保護法による生活扶助、児童扶養手当又は特

別児童扶養手当を受けている方に対して基本料金を免

除するほか、管理者が公益上その他特別の理由がある

と認めたときに限り適用している（表４－４参照）。 

 

（５）地域におけるお客さまサービスの拠点 

 

地域におけるお客さまサービスの拠点として、区部

においては 21 か所の営業所を設置し、多摩地区では

11か所のサービスステーションを設置している。 

営業所及びサービスステーションでは、営業、検針

及び収納の各業務を分掌している。 

営業業務は、お客さまに対応する最前線の窓口とし
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(2)  更生保護事業法（平成７年法律第86号）第45

条の規定により認可を受けた者が経営する更

生保護施設 

生活保護世帯 

 

 

生

活

扶

助

等

上

記

条

例

で

減

免

対

象 

生活保護法第11条第１項第１号により生活扶助を

受ける者 

 

基本料金と一月当たり使用

水量10m3までの分に係る従

量料金との合計額に100分の

110を乗じて得た額から、基

本料金に100分の110を乗じ

て得た額を差し引いて得た

額を免除する。ただし、給水

管の呼び径が30㎜以上のも

のにあっては、基本料金と一

月当たり使用水量10m3まで

の分に係る従量料金との合

計額に100分の110を乗じて

得た額から、基本料金と一月

当たり使用水量5m3までの分

に係る従量料金との合計額

に100分の110を乗じて得た

額を差し引いて得た額を免

除する。 

 

そ

の

他 

生活保護法第11条第１項第２号から第５号までに

規定する教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶

助を受ける世帯 

基本料金と一月当たり使用

水量10m3までの分に係る従

量料金との合計額に100分の

110を乗じて得た額を免除す

る。 

児童扶養手当・特

別児童扶養手当受

給者 

児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受け

る者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律

により特別児童扶養手当の支給を受ける者 

 
 

基本料金と一月当たり使用

水量10m3までの分に係る従

量料金との合計額に100分の

110を乗じて得た額から、基

本料金に100分の110を乗じ

て得た額を差し引いて得た

額を免除する。ただし、給水

管の呼び径が30㎜以上のも

のにあっては、基本料金と一

月当たり使用水量10m3まで

の分に係る従量料金との合

計額に100分の110を乗じて

得た額から、基本料金と一月

当たり使用水量５m3までの

分に係る従量料金との合計

額に100分の110を乗じて得

た額を差し引いて得た額を

免除する。 

用水型皮革関連企

業 

化製場等に関する法律第１条第２項に規定する化

製場及び染革業 

一月当たり100m3を超える使

用水量に係る従量料金に100

分の110を乗じて得た額の20

％を減額する。 

めっき業 めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施

設 

一月当たり100m3を超える使

用水量に係る従量料金に100

分の110を乗じて得た額の15

％を減額する。 
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表４－３ 給水条例に定める基本料金・従量料金の一覧表（１か月分・税抜き） 

呼び径 基本料金 

従      量      料      金 

1m3～ 

 5m3 

6m3～ 

 10m3 

11m3～ 

 20m3 

21m3～ 

 30m3 

31m3～ 

 50m3 

51m3～ 

 100m3 

101m3～ 

 200m3 

201m3～ 

 1,000m3 

1,001m3 

以上 

一 

 

 

 

般 

 

 

 

用 

13 ㎜ 860 円 

0 円 
1 m3につき 

22 円 

1 m3につき 

128 円 

1 m3につき 

163 円 

1 m3につき 

202 円 

1 m3につき 

213 円 

1 m3につき 

298 円 

1 m3につき 

372 円 

1 m3につき 

404 円 
20 ㎜ 1,170 円 

25 ㎜ 1,460 円 

30 ㎜ 3,435 円 
1 m3につき 213 円 

1 m3につき 

298 円 

1 m3につき 

372 円 

1 m3につき 

404 円 40 ㎜ 6,865 円 

50 ㎜ 20,720 円 
1 m3につき 372 円 

1 m3につき 

404 円 75 ㎜ 45,623 円 

100 ㎜ 94,568 円 

1 m3につき 404 円 

150 ㎜ 159,094 円 

200 ㎜ 349,434 円 

250 ㎜ 480,135 円 

300 ㎜以上 816,145 円 

公衆浴場用 

30 ㎜までは 

一般用に同じ 

40 ㎜以上は 

6,865 円 

0 円 
1 m3につき 

22 円 
1 m3につき 109 円 

（注 1）上記一覧表により得られた基本料金と従量料金の合計額に消費税相当額を加えて得た額が水道料金である。 

（注 2）引っ越し等により、使用日数が１か月に満たない場合は、別途日割計算により料金を算定する。 

 

 

 

表４－４ 水道料金の減免 
減 免 種 別 対   象 減 免 額（率） 根拠条例等 

条 

例 

分 

生活扶助 生活保護法により生活扶助を受ける者 基本料金に100分の110を乗

じて得た額を免除する。ただ

し、給水管の呼び径が30㎜以

上のものにあっては、基本料

金と一月当たり使用水量５

m3までの分に係る従量料金

との合計額に100分の110を

乗じて得た額を免除する。 

給水条例 

第 30条第２

項 
児童扶養手当 児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受ける

者 

特別児童扶養手

当 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特

別児童扶養手当の支給を受ける者 

議 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 

決 
 
 
 
 

議 
 
 
 
 

分 

公衆浴場営業 東京都給水条例第23条の３第２項の規定の適用を

受けるもの 

従量料金について、一月当た

り５m3を超える使用量１m3に
つき15円を乗じて得た額に

100分の110を乗じて得た額

を減額する。 

給水条例 

第 30条第１

項 

(令和３年４

月１日から令

和８年３月31

日まで） 

 

（注１） 

社会福祉施

設の対象は、

平成 12年 10

月１日改正 

 

（注２） 

生活保護世

帯の対象は

平成 13年３

月１日改正 

社会福祉施設 (1)  社会福祉法（昭和26年法律第45号）の適用を

受ける社会福祉事業のうち、同法第２条第２項

各号又は同条第３項第２号から第11号までに

規定する事業（助葬事業、資金を融通する事業

、相談支援事業、相談に応ずる事業、手話通訳

事業、居宅介護等事業、日常生活支援事業、訪

問事業及び移動支援事業を除く。）を行う施設

（当該施設が事務所、職員寮等事業の管理のた

めに専ら利用されている場合を除く。）であっ

て、次のア又はイのいずれにも該当しないもの 

ア 国又は地方公共団体が設置又は経営するも

の 

イ 社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業以

外の事業を行う施設が併設されているもの 

 

基本料金及び従量料金の合

計額に100分の110を乗じて

得た額の10％を減額する。 
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(2)  更生保護事業法（平成７年法律第86号）第45

条の規定により認可を受けた者が経営する更

生保護施設 

生活保護世帯 

 

 

生

活

扶

助

等

上

記

条

例

で

減

免

対

象 

生活保護法第11条第１項第１号により生活扶助を

受ける者 

 

基本料金と一月当たり使用

水量10m3までの分に係る従

量料金との合計額に100分の

110を乗じて得た額から、基

本料金に100分の110を乗じ

て得た額を差し引いて得た

額を免除する。ただし、給水

管の呼び径が30㎜以上のも

のにあっては、基本料金と一

月当たり使用水量10m3まで

の分に係る従量料金との合

計額に100分の110を乗じて

得た額から、基本料金と一月

当たり使用水量5m3までの分

に係る従量料金との合計額

に100分の110を乗じて得た

額を差し引いて得た額を免

除する。 

 

そ

の

他 

生活保護法第11条第１項第２号から第５号までに

規定する教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶

助を受ける世帯 

基本料金と一月当たり使用

水量10m3までの分に係る従

量料金との合計額に100分の

110を乗じて得た額を免除す

る。 

児童扶養手当・特

別児童扶養手当受

給者 

児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受け

る者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律

により特別児童扶養手当の支給を受ける者 

 
 

基本料金と一月当たり使用

水量10m3までの分に係る従

量料金との合計額に100分の

110を乗じて得た額から、基

本料金に100分の110を乗じ

て得た額を差し引いて得た

額を免除する。ただし、給水

管の呼び径が30㎜以上のも

のにあっては、基本料金と一

月当たり使用水量10m3まで

の分に係る従量料金との合

計額に100分の110を乗じて

得た額から、基本料金と一月

当たり使用水量５m3までの

分に係る従量料金との合計

額に100分の110を乗じて得

た額を差し引いて得た額を

免除する。 

用水型皮革関連企

業 

化製場等に関する法律第１条第２項に規定する化

製場及び染革業 

一月当たり100m3を超える使

用水量に係る従量料金に100

分の110を乗じて得た額の20

％を減額する。 

めっき業 めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施

設 

一月当たり100m3を超える使

用水量に係る従量料金に100

分の110を乗じて得た額の15

％を減額する。 
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表４－３ 給水条例に定める基本料金・従量料金の一覧表（１か月分・税抜き） 

呼び径 基本料金 

従      量      料      金 

1m3～ 

 5m3 

6m3～ 

 10m3 

11m3～ 

 20m3 

21m3～ 

 30m3 

31m3～ 

 50m3 

51m3～ 

 100m3 

101m3～ 

 200m3 

201m3～ 

 1,000m3 

1,001m3 

以上 

一 

 

 

 

般 

 

 

 

用 

13 ㎜ 860 円 

0 円 
1 m3につき 

22 円 

1 m3につき 

128 円 

1 m3につき 

163 円 

1 m3につき 

202 円 

1 m3につき 

213 円 

1 m3につき 

298 円 

1 m3につき 

372 円 

1 m3につき 

404 円 
20 ㎜ 1,170 円 

25 ㎜ 1,460 円 

30 ㎜ 3,435 円 
1 m3につき 213 円 

1 m3につき 

298 円 

1 m3につき 

372 円 

1 m3につき 

404 円 40 ㎜ 6,865 円 

50 ㎜ 20,720 円 
1 m3につき 372 円 

1 m3につき 

404 円 75 ㎜ 45,623 円 

100 ㎜ 94,568 円 

1 m3につき 404 円 

150 ㎜ 159,094 円 

200 ㎜ 349,434 円 

250 ㎜ 480,135 円 

300 ㎜以上 816,145 円 

公衆浴場用 

30 ㎜までは 

一般用に同じ 

40 ㎜以上は 

6,865 円 

0 円 
1 m3につき 

22 円 
1 m3につき 109 円 

（注 1）上記一覧表により得られた基本料金と従量料金の合計額に消費税相当額を加えて得た額が水道料金である。 

（注 2）引っ越し等により、使用日数が１か月に満たない場合は、別途日割計算により料金を算定する。 

 

 

 

表４－４ 水道料金の減免 
減 免 種 別 対   象 減 免 額（率） 根拠条例等 

条 

例 

分 

生活扶助 生活保護法により生活扶助を受ける者 基本料金に100分の110を乗

じて得た額を免除する。ただ

し、給水管の呼び径が30㎜以

上のものにあっては、基本料

金と一月当たり使用水量５

m3までの分に係る従量料金

との合計額に100分の110を

乗じて得た額を免除する。 

給水条例 

第 30条第２

項 
児童扶養手当 児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受ける

者 

特別児童扶養手

当 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特

別児童扶養手当の支給を受ける者 

議 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 

決 
 
 
 
 

議 
 
 
 
 

分 

公衆浴場営業 東京都給水条例第23条の３第２項の規定の適用を

受けるもの 

従量料金について、一月当た

り５m3を超える使用量１m3に
つき15円を乗じて得た額に

100分の110を乗じて得た額

を減額する。 

給水条例 

第 30条第１

項 

(令和３年４

月１日から令

和８年３月31

日まで） 

 

（注１） 

社会福祉施

設の対象は、

平成 12年 10

月１日改正 

 

（注２） 

生活保護世

帯の対象は

平成 13年３

月１日改正 

社会福祉施設 (1)  社会福祉法（昭和26年法律第45号）の適用を

受ける社会福祉事業のうち、同法第２条第２項

各号又は同条第３項第２号から第11号までに

規定する事業（助葬事業、資金を融通する事業

、相談支援事業、相談に応ずる事業、手話通訳

事業、居宅介護等事業、日常生活支援事業、訪

問事業及び移動支援事業を除く。）を行う施設

（当該施設が事務所、職員寮等事業の管理のた

めに専ら利用されている場合を除く。）であっ

て、次のア又はイのいずれにも該当しないもの 

ア 国又は地方公共団体が設置又は経営するも

の 

イ 社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業以

外の事業を行う施設が併設されているもの 

 

基本料金及び従量料金の合

計額に100分の110を乗じて

得た額の10％を減額する。 
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２ 給水装置工事業務 

 

給水装置は、配水管から分岐した給水管等により、

水道水を直接各家庭に供給するために設けられるもの

である。その構造及び材質は正常な水を安全に供給す

ることができるものでなければならない。そのため、

当局では給水装置工事が適正に行われるように、昭和

14年から「指定水道工事店制度」を発足させた。 

平成８年６月の水道法改正により、これまで各水道

事業体が独自に規定していた指定工事店制度の要件が

国の制度として統一され、この要件を満たしていれば

指定給水装置工事事業者（以下「指定事業者」という。）

として全国の水道事業体で指定を受けることが可能と

なった。 

 指定事業者制度は、お客さまの給水装置の構造及び

材質が水道法施行令第６条に適合することを確保する

ための制度であり、当局はこの制度の下、給水装置工

事の適正な施行に向けた指導に努めている。 

なお、平成 30 年 12 月の水道法改正により、指定事 

業者の資質の保持や営業実態との乖
かい

離
り

の防止を図るた

め、指定の更新制（５年）が導入された（令和元年 10

月施行）。 

 給水装置工事業務は、次のとおりである。 

ア 給水装置の新設、改造及び撤去工事の承認 

イ 給水装置工事の申込みに基づき局が施行する工事

の設計施工 

ウ 修繕工事 

エ 水道メータの取付け、取り外し及び取替え 

オ 指定事業者が実施する工事の審査及び検査 

カ 給水装置工事に関する相談 

  

（１）新設・改造・撤去工事 

 

一般の給水装置の新設、改造、撤去工事等について

は、原則として、お客さまが指定事業者に工事を依頼

し、当局の承認を受けて工事を行っている（指定事業

者施行）。 

また、国道等で工事調整が必要などの例外について

は、当局が直接施行する場合がある（受託施行）。 

 

（２）修繕工事 

 

ア 区部における修繕 

 

修繕工事の問合せについては、お客さまセンター、

営業所、支所給水課及び給水管工事事務所で受け付け

ている。 

そのうち、当局が無償で実施する漏水修繕工事は、

原則として即日修繕により対応している。 

一方、お客さま負担の修繕工事については、指定事

業者が施工している。 

 

イ 多摩地区（都営水道 26市町）における修繕 

 

修繕工事の問合せについては、お客さまセンター、

給水管理事務所、給水事務所、あきる野水道事務所及

びサービスステーションで受け付けている。そのうち、

当局が無償で実施する漏水修繕工事は、区部と同様に

原則として即日修繕により対応している。 

一方、お客さま負担の修繕工事については、指定事

業者が施工している。 

 

（３）水道メータの取付け、取り外し及び取替え 

 

口径 13mm から 350mm までの水道メータについて、水

道の使用開始に伴う取付け、使用中止に伴う取り外し

及び有効期限満了や異状発生時の取替えを行っている。 

また、メータ位置変更工事、止水栓設置工事等の業

務を併せて実施している。 

 

（４）東京都指定給水装置工事事業者（指定事業者） 

 

令和７年３月末現在の指定事業者数は、区部 2,650

者、多摩島しょ1,397者、他道府県1,158者、合計5,205

者となっている。当局では、これら全ての指定事業者

に対して、平成 20年度から講習会を開催し、給水装置

工事の施工技術及び知識の向上を促すとともに、工事

受付時や現場作業時におけるお客さま対応等について

の指導を行っている。 

 

（５）給水装置工事の電子申請 

 

給水装置工事を行う場合、指定事業者が所管の事務

所等へ来庁して給水装置工事の設計審査等の申請を行

っている。その手続について、平成 26年１月からイン
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そ 

の 

他 

の 

減 

免 

中国残留邦人等

支援給付 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律等により、中国残留邦人等で、生活

支援給付、住宅支援給付、医療支援給付及び介護支

援給付のいずれかを受けている者 

基本料金と一月当たり使用

水量10㎥までの分に係る従

量料金との合計額に100分の

110を乗じて得た額を免除す

る。 

給水条例 

第 30条第１

項 

街頭又は公園等

の公衆用栓  

街頭又は公園（有料を除く。）等に設置されて、公

衆の用に供されている街頭便所、公衆水飲栓、噴水

泉池に使用されるもの 

使用水量に係る従量料金の

２分の１に100分の110を乗

じて得た額を減額する。 

 
（注）平成23年５月から東日本大震災による避難者に対する水道料金の減免を実施（給水条例第30条第１項） 

減免内容は、基本料金と一月当たり使用水量10㎥までの分に係る従量料金との合計額に100分の110（令和元年12月分か

ら適用）を乗じて得た額         
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２ 給水装置工事業務 
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名　　称 作成年度 内　　容 媒体

玉川兄弟 H２年
玉川上水完成までをア

ニメで紹介
DVD

近くにあります給水拠

点ー震災などによる断

水対策ー

H17年
震災などに備えた断水

対策についての紹介
DVD

なるほど、ナットク、

東京水
H17年

安全でおいしい水がで

きる過程を楽しみなが

ら水滴くんとたどる
DVD

都民の水がめ小河内ダ

ム
H19年

小河内ダムの歴史や構

造について
DVD

森づくりの喜び

多摩川水源森林隊
H26年

多摩川水源森林隊の活

動内容について紹介
DVD

東京水道

さらなる進化と発信
H27年

安全でおいしい高品質

な水を安定して提供す

る世界一の水道システ

ム等の紹介

DVD

世界に誇る東京水の森

『水道水源林』
H29年

水道水源林について紹

介（一般向け）
DVD

蛇口の水は森からのお

くりもの
H29年

水道水源林について紹

介（小学生向け）
DVD

第２ 広報・広聴 
 

１ 広報・広聴施策の概要 

 

（１）広報施策 

 

将来にわたって安定的に水道事業を推進していくた

め、水道事業及び当局への信頼を高める戦略として令

和４年度以降の新たな広報戦略を策定し、水道事業の

サービス、組織、職員に対する信頼の要素を掛け合わ

せた広報を実施することとした。 

これに基づき、時宜にかなった広報、伝わる広報、

双方向コミュニケーション、政策連携団体と連携した

一体的な取組を重点方針とした令和６年度の広報計画

を策定した。 

さらに、広報施策の実施後、その効果について検証

し、より効率的・効果的な発信のため、ＰＤＣＡサイ

クルにより施策の改善、施策体系の最適化を図ってい

る。 

 

ア デジタル媒体の広報 

 

（ア） ホームページ 
 

ホームページでは、水道事業の概要を始め、家庭で

の節水方法、当局の震災対策、工事情報、毎日のダム

の貯水量や水質についての情報を提供するほか、お客

さまからの提言及び意見を受けるなど、広報・広聴の

窓口としての役割も果たしている。 

 令和７年２月には、ＣＭＳ（コンテンツマネジメン

トシステム）が全庁で統一され、ホームページ全体の

リニューアルを行った。 

 また、ＣＭＳに機械翻訳が導入されたことにより、

局の英語・中国語・韓国語ページは廃止するとともに、

海外向けの情報発信は令和６年10月に政策企画局によ

り新設された都庁総合英語サイトに集約し、全庁的な

情報発信力の強化が図られている。 

 

（イ） ＳＮＳ 
 

局公式X（旧Twitter）は、東日本大震災発災時、X

（旧Twitter）が情報提供の手段として有効であったこ

とを受け、災害時における情報提供の手段の一つとし

て活用するため、平成24年４月に開設した。令和５年

２月に都の公式アカウントが再編され、「東京都水道・

下水道」アカウントとして、都の水道事業・下水道事

業について発信している。 

令和６年度末時点では、７万人以上のフォロワーを

有し、平常時においても適時適切に情報提供を行うこ

とができる主要な広報媒体となっている。 

フォロワー数を増やすために、「親しみを持てるX（旧

Twitter」を心掛け、動画コンテンツの紹介やスマート

フォン決済の案内など、幅広く情報発信を行っている。 

 

（ウ） 映像広報（トレインチャンネル等）の活用 
 

映像広報は、幅広い層に訴求できる広報手段として、

平成20年度から活用している。令和６年度は、「東京都

水道局アプリ アプリ認知拡大篇」等、９種類の映像

を電車の車両内ビジョン（トレインチャンネル等）や

駅構内・コンビニ店頭等のデジタルサイネージ、イン

ターネット広告で放映した。あわせて、局ホームペー

ジ及び局公式X（旧Twitter）に公開している。 
 

（エ） 広報用映像の製作及び貸出し 
 

お客さま向けに各種広報用映像を製作し、ホームペ

ージへの掲載やイベント等で活用するほか、各水道局

営業所、水道歴史館及びサービス推進部サービス推進

課の窓口でＤＶＤの貸出しを行っている。 
 

表４－５ 主な広報用映像の名称及び内容 
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ターネットを利用した電子申請で行うことができるよ

うにした（口径 25㎜以下の三階までの直圧直結給水方

式の工事に限る。）。 

さらに、令和２年 12月からは、電子申請の受付範囲

を拡大し、ほぼ全ての工事において電子申請での手続

が可能となっている。 

なお、電子申請にて申請する際は、利用規約に同意

の上、当局からログインＩＤ及びパスワードの交付を

受けた指定事業者が利用可能となる。 

 

図４－１ 給水装置工事電子申請の概要 
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下水道」アカウントとして、都の水道事業・下水道事

業について発信している。 

令和６年度末時点では、７万人以上のフォロワーを

有し、平常時においても適時適切に情報提供を行うこ

とができる主要な広報媒体となっている。 

フォロワー数を増やすために、「親しみを持てるX（旧

Twitter」を心掛け、動画コンテンツの紹介やスマート

フォン決済の案内など、幅広く情報発信を行っている。 

 

（ウ） 映像広報（トレインチャンネル等）の活用 
 

映像広報は、幅広い層に訴求できる広報手段として、

平成20年度から活用している。令和６年度は、「東京都

水道局アプリ アプリ認知拡大篇」等、９種類の映像

を電車の車両内ビジョン（トレインチャンネル等）や

駅構内・コンビニ店頭等のデジタルサイネージ、イン

ターネット広告で放映した。あわせて、局ホームペー

ジ及び局公式X（旧Twitter）に公開している。 
 

（エ） 広報用映像の製作及び貸出し 
 

お客さま向けに各種広報用映像を製作し、ホームペ

ージへの掲載やイベント等で活用するほか、各水道局

営業所、水道歴史館及びサービス推進部サービス推進

課の窓口でＤＶＤの貸出しを行っている。 
 

表４－５ 主な広報用映像の名称及び内容 
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ターネットを利用した電子申請で行うことができるよ

うにした（口径 25㎜以下の三階までの直圧直結給水方

式の工事に限る。）。 

さらに、令和２年 12月からは、電子申請の受付範囲

を拡大し、ほぼ全ての工事において電子申請での手続

が可能となっている。 

なお、電子申請にて申請する際は、利用規約に同意

の上、当局からログインＩＤ及びパスワードの交付を

受けた指定事業者が利用可能となる。 

 

図４－１ 給水装置工事電子申請の概要 
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水を大切にする気持ちを高めてもらうことを目的とし

ている。 

また、実施対象を、乳幼児を子育て中の保護者等、

一般の方々に拡大するため、「学校水道キャラバン」の

手法を活用した地域における水道キャラバン（「地域水

道キャラバン」）を平成24年度に試行し、平成25年度か

ら、本格的に実施している。 

さらに令和３年度には、水道キャラバンを体験する

機会が無かった層など、より多くのお客さまに時間と

場所を選ばず水道について理解を深め、親しんでいた

だくことを目的として特設ホームページ「おうち水道

キャラバン」を開設した。水道キャラバンの授業・講

座の映像や復習コンテンツ、その他特設ホームページ

限定コンテンツ等を掲載し、誰もが簡単に楽しみなが

ら水道事業を学べるものとなっている。 

 

表４－７ 学校水道キャラバン年度別実績 

年度 実施校数 受講児童数 

令和２年度 866校 65,789人 

令和３年度 1,165校 88,970人 

令和４年度 1,210校 93,524人 

令和５年度 1,213校 94,936人 

令和６年度 1,154校 92,016人 

 

表４－８ 地域水道キャラバン年度別実績 

年度 実施回数 参加人数 

令和２年度 66回 1,414人 

令和３年度 106回 2,123人 

令和４年度 134回 4,201人 

令和５年度 143回 2,938人 

令和６年度 132回 4,918人 

 

（ウ） 水道親子サポーター 
 

 水道事業や水資源の大切さに対する理解を深めてい

ただくことを目的として、都営水道給水区域内にお住

まいの小学生とその保護者を対象に募集し、施設見学

会などのイベントを実施していたが、新型コロナウイ

ルスの影響により、令和４年度は、募集及び活動を休

止した。令和５年度に実施した施設見学会を最後に、

水道親子サポーターは水道キャラバンの親子向けイベ

ントに事業移行した。 
 

（エ） 水道ふれあい月間 
 

６月１日から30日までを「水道ふれあい月間」と位

置付け、各職場の取組について月間計画を作成し、「水

道なんでも相談」等を通じて、積極的にお客さまとの

コミュニケーションを図っている。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から見合わせていたが、令和５年度からイベン

ト等において「水道なんでも相談」等の取組を再開し

た。 

 

（オ） 水道週間行事 
 

水道ふれあい月間のうち、特に、毎年６月１日から

７日までの水道週間にちなみ、様々な行事を実施して

いる。 

令和６年度は、水道水を飲んで、学んで、楽しんで

いただくことを目的として、６月１日（有楽町駅前広

場）と６月 15 日（イオンモールむさし村山）に、「安

全でおいしい東京水体験イベント」を開催し、水道水

の試飲体験やパネル展示等を行った。 

このほか、水道に関する意識啓発への取組として、

「～わたしと水道～」をテーマに、小中学生を対象に

した、東京の水道や水道水についてのポスター及び作

文のコンクールを実施した。 

 

（カ） 区（市町）民まつり等行事への参加 
 

都内各地で行われている「区（市町)民まつり」を始

め、｢消費生活展」、｢防災フェア｣などのイベントに参

加し、｢水道ＰＲ・相談コーナー｣を開設している。 

 

（キ） 水道出前講座の実施 
 

自治会、企業等の依頼を受けて、当局職員が、広報

用のパンフレット、ビデオ等を活用して、水道につい

て分かりやすく説明している。 
 

（ク） 地域水道ニュースの発行 
 

支所、営業所及びサービスステーションにおいて、

地域特性や地域のニーズを踏まえて記事の収集・編集

を行い、地域情報を分かりやすく伝える地域水道ニュ

ースを発行し、お客さまとの相互理解の一層の推進を

図っている。 
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イ 紙媒体の広報 

 

（ア） パンフレットの作成 
 

水道事業に関する各種パンフレットを作成し、当局

事業のＰＲに努めている。 

 

（イ） 学習資料の作成及び配布 

 

区部及び多摩地区26市町の主に小学４年生を対象に、

水道水ができるまでの仕組みや日常生活における水道

水の役割、水道水の安全性、水道水源林の役割等につ

いて理解してもらうことを目的として社会科学習資料

「わたしたちの水道」を作成し、各学校へ配布してい

る。 

 

ウ その他多様な広報施策 

 

（ア） Tokyowater Drinking Station 
 

公共性の高い場所に設置されている水飲栓及びイベ

ントの際に当局が設置する移動型の水飲栓を

「Tokyowater Drinking Station（通称 ＤＳ）」として展

開している。これまで配布してきたペットボトル「東

京水」に代え、マイボトル等を利用した外出先におけ

る水道水の飲用や、それを通じた環境配慮行動の促進

を図っている。現在、公共施設や都営線等に設置され

ている約900か所の水飲栓を、ＤＳとしてホームページ

上のマップで公開している。 

また、令和２年度までに東京国際フォーラム（千代

田区）をはじめとする５か所、令和３年度に東京国際

展示場（江東区）、ギャラクシティ（足立区）、東京都

立砧公園（世田谷区）、東京都立大学南大沢キャンパス

（八王子市）、武蔵野の森総合スポーツプラザ（調布市）、

奥多摩 水と緑のふれあい館（奥多摩町）の６か所、

合計11か所にシンボリックなボトルディスペンサー式

水飲栓を設置しＰＲを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京国際フォーラムに設置している水飲栓（ＤＳ） 

 

表４－６ ペットボトル「東京水」無償配布・販売実績 

                   （単位 本） 

 無償配布数 販売数 

令和元年度 164,139 35,808 

令和２年度 35,497 4,176 

令和３年度 35,006 2,280 

（注）ペットボトル「東京水」は、令和２年10月に製

造を終了し、令和３年10月に販売を終了した。 

                   

（イ） 水道キャラバン 

 

平成18年度から、民間活力を活用した出前授業とし

て、「水道キャラバン」を展開している。学校における

水道キャラバン（「学校水道キャラバン」）は、小学４

年生を中心に、映像や実験など、分かりやすく親しみ

やすい手法による授業を通して、水道水ができるまで

の仕組み等について、理解を深める内容となっている。

これにより、次の世代を担う子供たちに、当たり前の

ように使うことができている水は、手元に届くまでに

様々な施設や人の苦労があることを認識してもらい、
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水を大切にする気持ちを高めてもらうことを目的とし

ている。 

また、実施対象を、乳幼児を子育て中の保護者等、

一般の方々に拡大するため、「学校水道キャラバン」の

手法を活用した地域における水道キャラバン（「地域水

道キャラバン」）を平成24年度に試行し、平成25年度か

ら、本格的に実施している。 

さらに令和３年度には、水道キャラバンを体験する

機会が無かった層など、より多くのお客さまに時間と

場所を選ばず水道について理解を深め、親しんでいた

だくことを目的として特設ホームページ「おうち水道

キャラバン」を開設した。水道キャラバンの授業・講

座の映像や復習コンテンツ、その他特設ホームページ

限定コンテンツ等を掲載し、誰もが簡単に楽しみなが

ら水道事業を学べるものとなっている。 

 

表４－７ 学校水道キャラバン年度別実績 

年度 実施校数 受講児童数 

令和２年度 866校 65,789人 

令和３年度 1,165校 88,970人 

令和４年度 1,210校 93,524人 

令和５年度 1,213校 94,936人 

令和６年度 1,154校 92,016人 

 

表４－８ 地域水道キャラバン年度別実績 

年度 実施回数 参加人数 

令和２年度 66回 1,414人 

令和３年度 106回 2,123人 

令和４年度 134回 4,201人 

令和５年度 143回 2,938人 

令和６年度 132回 4,918人 

 

（ウ） 水道親子サポーター 
 

 水道事業や水資源の大切さに対する理解を深めてい

ただくことを目的として、都営水道給水区域内にお住

まいの小学生とその保護者を対象に募集し、施設見学

会などのイベントを実施していたが、新型コロナウイ

ルスの影響により、令和４年度は、募集及び活動を休

止した。令和５年度に実施した施設見学会を最後に、

水道親子サポーターは水道キャラバンの親子向けイベ

ントに事業移行した。 
 

（エ） 水道ふれあい月間 
 

６月１日から30日までを「水道ふれあい月間」と位

置付け、各職場の取組について月間計画を作成し、「水

道なんでも相談」等を通じて、積極的にお客さまとの

コミュニケーションを図っている。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から見合わせていたが、令和５年度からイベン

ト等において「水道なんでも相談」等の取組を再開し

た。 

 

（オ） 水道週間行事 
 

水道ふれあい月間のうち、特に、毎年６月１日から

７日までの水道週間にちなみ、様々な行事を実施して

いる。 

令和６年度は、水道水を飲んで、学んで、楽しんで

いただくことを目的として、６月１日（有楽町駅前広

場）と６月 15 日（イオンモールむさし村山）に、「安

全でおいしい東京水体験イベント」を開催し、水道水

の試飲体験やパネル展示等を行った。 

このほか、水道に関する意識啓発への取組として、

「～わたしと水道～」をテーマに、小中学生を対象に

した、東京の水道や水道水についてのポスター及び作

文のコンクールを実施した。 

 

（カ） 区（市町）民まつり等行事への参加 
 

都内各地で行われている「区（市町)民まつり」を始

め、｢消費生活展」、｢防災フェア｣などのイベントに参

加し、｢水道ＰＲ・相談コーナー｣を開設している。 

 

（キ） 水道出前講座の実施 
 

自治会、企業等の依頼を受けて、当局職員が、広報

用のパンフレット、ビデオ等を活用して、水道につい

て分かりやすく説明している。 
 

（ク） 地域水道ニュースの発行 
 

支所、営業所及びサービスステーションにおいて、

地域特性や地域のニーズを踏まえて記事の収集・編集

を行い、地域情報を分かりやすく伝える地域水道ニュ

ースを発行し、お客さまとの相互理解の一層の推進を

図っている。 
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イ 紙媒体の広報 

 

（ア） パンフレットの作成 
 

水道事業に関する各種パンフレットを作成し、当局

事業のＰＲに努めている。 

 

（イ） 学習資料の作成及び配布 

 

区部及び多摩地区26市町の主に小学４年生を対象に、

水道水ができるまでの仕組みや日常生活における水道

水の役割、水道水の安全性、水道水源林の役割等につ

いて理解してもらうことを目的として社会科学習資料

「わたしたちの水道」を作成し、各学校へ配布してい

る。 

 

ウ その他多様な広報施策 

 

（ア） Tokyowater Drinking Station 
 

公共性の高い場所に設置されている水飲栓及びイベ

ントの際に当局が設置する移動型の水飲栓を

「Tokyowater Drinking Station（通称 ＤＳ）」として展

開している。これまで配布してきたペットボトル「東

京水」に代え、マイボトル等を利用した外出先におけ

る水道水の飲用や、それを通じた環境配慮行動の促進

を図っている。現在、公共施設や都営線等に設置され

ている約900か所の水飲栓を、ＤＳとしてホームページ

上のマップで公開している。 

また、令和２年度までに東京国際フォーラム（千代

田区）をはじめとする５か所、令和３年度に東京国際

展示場（江東区）、ギャラクシティ（足立区）、東京都

立砧公園（世田谷区）、東京都立大学南大沢キャンパス

（八王子市）、武蔵野の森総合スポーツプラザ（調布市）、

奥多摩 水と緑のふれあい館（奥多摩町）の６か所、

合計11か所にシンボリックなボトルディスペンサー式

水飲栓を設置しＰＲを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京国際フォーラムに設置している水飲栓（ＤＳ） 

 

表４－６ ペットボトル「東京水」無償配布・販売実績 

                   （単位 本） 

 無償配布数 販売数 

令和元年度 164,139 35,808 

令和２年度 35,497 4,176 

令和３年度 35,006 2,280 

（注）ペットボトル「東京水」は、令和２年10月に製

造を終了し、令和３年10月に販売を終了した。 

                   

（イ） 水道キャラバン 

 

平成18年度から、民間活力を活用した出前授業とし

て、「水道キャラバン」を展開している。学校における

水道キャラバン（「学校水道キャラバン」）は、小学４

年生を中心に、映像や実験など、分かりやすく親しみ

やすい手法による授業を通して、水道水ができるまで

の仕組み等について、理解を深める内容となっている。

これにより、次の世代を担う子供たちに、当たり前の

ように使うことができている水は、手元に届くまでに

様々な施設や人の苦労があることを認識してもらい、
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（２）当局のマスコットキャラクター 

 

ア 「水滴くん」 

 

 

 

 

 

 

 

○R  

 

 

イ 「水玉ちゃん」 

 

 

 

 

 

 

○R  

 

 

ウ 「くりん」（奥多摩 水と緑のふれあい館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）広聴施策 

 

 イベント時のアンケート等を活用してお客さまの声

を幅広く収集・分析し、具体的な施策に生かし、サー

ビス向上につなげている。 

 

ア お客さまの声窓口 
 
お客さまサービスをより向上させるため、局の総合

的な窓口として、サービス推進課に「お客さまの声窓

口」を設置している。 

この窓口では、電話、メール等で水道事業に対する

お客さまの声を受け付け、お客さまの声に対する各部

署の回答や対応を補助し、当局の事業運営に活用する

ための調整を行っている。 
また、お客さまの声の内容等を紹介する「広聴のひ

ろば」を毎年度作成し、ホームページ上で公表してい

る。さらに、平成28年10月受付分からは、お客さまの

声への対応事例を毎月ホームページで公表している。 
 

イ お客さま等の声の収集及び事業への反映 
 
お客さまセンター等への電話、局ホームページ、各

事業所の窓口、現場等で受け付けたお客さま、事業者

及び職員の声を、データベースとして収集・蓄積し、

分析を行い事業に反映させている。 

お客さまの声の施策への反映の取組については、平

成28年９月に設置した「水道局自律点検・改革推進本

部会議」において報告してきたが、令和５年12月に廃

止となったため、所長会において報告を行っている。 

 

図４－２ 令和６年度お客さまの声区分別受付割合 

 

ウ 水道事業に対するお客さま調査 
 
水道事業体に対するお客さまの評価や要望を的確に

把握することにより、今後の水道事業運営及び次期経

営計画策定の基礎資料とするため、アンケート調査を

平成11年度からおおむね３年に１度、平成25年度から

は、インターネット水道モニター制度と統合し、毎年

実施している。 
平成27年度から令和元年度までは、全水道使用者約

749万戸を対象として実施した東京水道あんしん診断
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（ケ） 水道移動広報車 
 

水道移動広報車により、悪質訪問販売等に対する注

意喚起、節水等の呼び掛けを行っている。 
 

（コ） 上下流交流事業 

水源地域に住む人々と水を利用する人々とが、交流

を通じて、水や水を育む森林の大切さについて意識を

高め、相互の理解を深めることを目的に実施している。 
 
表４－９ 主な実施内容 

多摩川水系 
上下流交流会 

小河内貯水池見学、特産品の制作体

験、水源林散策等の実施等 

利根川水系 
上下流交流事業 
 
（注）本事業は、東

京都（都市整備局、

建設局、水道局）と

群馬県が共同で実施

している。 

 

群馬県内の水源施設見学、現地ガイド

による自然観察会、利根川河川敷での

稚魚放流、利根川での取水施設見学、

水源林について考えるロールプレイ

ングゲームの実施等 

 

 

（サ） 玉川上水ウォーキング 
 

玉川上水は、承応２（1653）年に羽村から四谷大木

戸までの上水路が開削され、翌年には江戸市中に通水

を開始した。平成15年には開削350周年を迎え、国の史

跡にも指定された。 

この玉川上水の散策は、今もなお役割を果たす江戸

時代の優れた土木技術をお客さまに紹介するとともに、

水道水源施設の保護及び自然環境保全の意識啓発を図

り、水道事業への関心を高めることを目的として実施

している。 

 

表４－10 令和６年度の主な交流施策の実績 

 水道週間行事 

 
 ６月１日、６月15日 

参加者数合計 2,581人 

 水道なんでも相談 

 
  63回 

相談件数 1,319件 

 水道出前講座 

 
 14回 

参加者数 1,134人 

 多摩川水系上下流交流会 

 魚のつかみ取り及び木工体験 

実施日 ９月７日 

参加者数 40名 

利根川水系上下流交流事業 

 夏休み水のふるさと体験会 

 奈良俣ダム見学会、自然観察会 等 

 実施日 ８月20日及び21日 

 参加者数 36名 

 水と森の大切さin東京都水の科学館 

 

カードゲーム「moritomirai（モリトミライ）」の実施、 

東京都水の科学館見学 等 

 実施日 ３月８日 

 参加者数 24名 

 玉川上水ウォーキング 

 実施日 11月９日から12月８日まで 

 参加者数 207人（記念品配布数） 

 

（シ） 東京水道名所 
 

 世界に誇る水道のインフラ施設を新たな魅力として

発信していくため、技術、景観、歴史等が優れている

施設を東京水道名所として平成29年に選定した。 

 東京水道に対するお客さまの理解と親しみをさらに

深めていただくため、東京水道名所をパンフレットや

局ホームページで紹介するなどＰＲを行っている。 

 

表４－11 東京水道名所一覧 

ダイナミックな

自然との調和 
水道水源林 

小河内貯水池（奥多摩湖） 

村山・山口貯水池（多摩湖・狭山湖） 

技術の継承 羽村取水堰
せき

 
玉川上水 

地域のシンボル 金町浄水場の取水塔 

駒沢給水所の配水塔 

 

 

（ス） 東京水道の日 

 

 令和元年に一般社団法人日本記念日協会より認定を

受け、毎年12月１日を「東京水道の日」に制定した。 

 この記念日は、東京の近代水道の始まりとして、淀

橋浄水場から神田・日本橋地区に給水を開始した1898

（明治31）年12月１日に由来している。 

 今後も、政策連携団体と連携した一体的な取組とし

て、記念イベントの実施等を通じ、東京水道の魅力や

水の大切さを発信していく。 
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ア お客さまの声窓口 
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図４－２ 令和６年度お客さまの声区分別受付割合 
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把握することにより、今後の水道事業運営及び次期経

営計画策定の基礎資料とするため、アンケート調査を

平成11年度からおおむね３年に１度、平成25年度から

は、インターネット水道モニター制度と統合し、毎年

実施している。 
平成27年度から令和元年度までは、全水道使用者約

749万戸を対象として実施した東京水道あんしん診断
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意喚起、節水等の呼び掛けを行っている。 
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を通じて、水や水を育む森林の大切さについて意識を
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小河内貯水池見学、特産品の制作体

験、水源林散策等の実施等 
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上下流交流事業 
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京都（都市整備局、

建設局、水道局）と

群馬県が共同で実施

している。 

 

群馬県内の水源施設見学、現地ガイド

による自然観察会、利根川河川敷での
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水源林について考えるロールプレイ

ングゲームの実施等 

 

 

（サ） 玉川上水ウォーキング 
 

玉川上水は、承応２（1653）年に羽村から四谷大木
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この玉川上水の散策は、今もなお役割を果たす江戸
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水道水源施設の保護及び自然環境保全の意識啓発を図

り、水道事業への関心を高めることを目的として実施

している。 
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 ６月１日、６月15日 

参加者数合計 2,581人 

 水道なんでも相談 
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 水道出前講座 

 
 14回 
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 多摩川水系上下流交流会 

 魚のつかみ取り及び木工体験 
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利根川水系上下流交流事業 

 夏休み水のふるさと体験会 

 奈良俣ダム見学会、自然観察会 等 

 実施日 ８月20日及び21日 

 参加者数 36名 

 水と森の大切さin東京都水の科学館 

 

カードゲーム「moritomirai（モリトミライ）」の実施、 

東京都水の科学館見学 等 

 実施日 ３月８日 

 参加者数 24名 

 玉川上水ウォーキング 

 実施日 11月９日から12月８日まで 

 参加者数 207人（記念品配布数） 

 

（シ） 東京水道名所 
 

 世界に誇る水道のインフラ施設を新たな魅力として

発信していくため、技術、景観、歴史等が優れている

施設を東京水道名所として平成29年に選定した。 

 東京水道に対するお客さまの理解と親しみをさらに

深めていただくため、東京水道名所をパンフレットや

局ホームページで紹介するなどＰＲを行っている。 

 

表４－11 東京水道名所一覧 

ダイナミックな

自然との調和 
水道水源林 

小河内貯水池（奥多摩湖） 

村山・山口貯水池（多摩湖・狭山湖） 

技術の継承 羽村取水堰
せき

 
玉川上水 

地域のシンボル 金町浄水場の取水塔 

駒沢給水所の配水塔 

 

 

（ス） 東京水道の日 

 

 令和元年に一般社団法人日本記念日協会より認定を

受け、毎年12月１日を「東京水道の日」に制定した。 

 この記念日は、東京の近代水道の始まりとして、淀

橋浄水場から神田・日本橋地区に給水を開始した1898

（明治31）年12月１日に由来している。 

 今後も、政策連携団体と連携した一体的な取組とし

て、記念イベントの実施等を通じ、東京水道の魅力や

水の大切さを発信していく。 
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<参 考> 

所 在 地   〒１１３－００３３ 

東京都文京区本郷二丁目７番１号 

電  話  ０３（５８０２）９０４０ 

ファクシミリ   ０３（５８０２）９０４１ 

開館時間  午前９時30分から午後５時まで 

     （入館は、午後４時30分まで） 

休 館 日  毎月第４月曜日(休日の場合は、その翌日) 

年末年始(12月28日から１月４日まで) 

 

（２）東京都水の科学館 

 

平成９年５月に開館した「東京都水の科学館」は、

水の不思議と大切さを科学の視点で紹介し、水と水道

事業への関心を深めることができる体感型ミュージア

ムである。平成 22年６月１日には地上部分の展示内容

を一新し、リニューアルオープンした。 

展示室は、地上３階から地下３階までの六つのフロ

アで構成されている。 

  地上階は、水の大循環を展示テーマとし、３階には

自分が「水つぶ」になった気持ちで水源から蛇口まで

を旅する４面大型映像シアターや水源林の働きを学ぶ

「アクア・フォレスト」が、２階には実験やクイズ、

ゲームなどを体験する「アクア・ラボラトリー」など

があり、参加体験型の展示装置を用いて、楽しみなが

ら水や環境の大切さを学ぶことができる。 

 また、平成 25年３月にリニューアルオープンした地

下３階では、プロジェクションマッピングを用いた演

出とアテンダントの案内による「アクア・ツアー」で

実際に稼働している有明給水所を見学できる。 

 令和６年度は、170,884 人のお客さまが来館し、開

館以来、令和６年度末までの来館者数は、約 348 万人

に達している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の科学館（アクア・トリップ 水のたびシアター） 

<参 考> 

所 在 地  〒１３５－００６３ 

  東京都江東区有明三丁目１番８号 

電   話  ０３（３５２８）２３６６ 

ファクシミリ  ０３（３５２８）２３８０ 

開館時間  午前９時30分から午後５時まで 

      （入館は、午後４時30分まで） 

休 館 日  月曜日（休日の場合は、その翌日） 

年末年始（12月28日から１月４日まで） 

 

（３）奥多摩 水と緑のふれあい館 

 

奥多摩 水と緑のふれあい館は、東京近代水道100周

年及び小河内ダムしゅん工40周年の記念事業として、

奥多摩町と共同で建設し、平成10年11月27日に開館し

た。 

展示内容は、奥多摩の豊かな自然、ダムの仕組み、

水の大切さ等を紹介するもので、都の水源地である奥

多摩町と水道を利用する方々との交流を図ることを基

本理念とし、３Ｄ映像による自然体験など、六つの展

示スペースで構成されている。 

開館以来子供からお年寄りまで多くの来館者があり、

令和元年11月23日に、来館者500万人達成記念式典を実

施した。 

なお、令和６年度は、183,440人のお客さまが来館し、

開館以来、令和６年度末での来館者数は、577万人に達

している。
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にあわせてアンケート調査を行い、さらに、あらかじ

めアンケートにて了承いただいた回答者の方へは、電

話によるヒアリングを実施してお客さまの声の詳細か

つ正確な把握に努めた。 

また、水道事業に対するお客さまの評価や要望を的

確に把握し、今後の水道事業運営の基礎資料とするた

め、令和３年度から、東京の水道に関するお客さま意

識調査を実施している。 
 

エ 水道サポーター制度 
 
お客さまと当局職員が対話する双方向コミュニケー

ションを通じて、お客さまに水道事業に対する理解を

深めていただくとともに、継続的にお客さまの声をお

寄せいただくことで、事業運営に反映させることを目

的とした水道サポーター制度を令和３年度に創設した。 

継続的な形で当局への意見・要望を受け付けるため、

交流会やアンケートを実施している。震災対策をテー

マに、令和６年度までに累計39地域で水道サポーター

交流会を実施した。 

また、令和４年度からは、お客さまの関心が高いテ

ーマを新たに設けた。令和４年度は「水質管理」をテ

ーマに４回（うち追加開催１回）、令和５年度は「水道

水源林」をテーマに３回、令和６年度は「環境施策」

をテーマに３回交流会を実施した。 

令和６年度の交流会では、246名のサポーター登録を

行い、水道サポーターは延べ762名となった。 

 

２ ＰＲ館の管理運営 

 
東京都水道歴史館、東京都水の科学館及び奥多摩 

水と緑のふれあい館を開設し、都民に対して局事業

に対する理解と協力を得られるように努めている。 
 

（１）東京都水道歴史館 

 

平成７年４月に開館した「東京都水道歴史館」は、

江戸上水開設から現在に至る水道の歴史を展示してい

る。平成21年６月１日には展示物の一部更新を行い、

リニューアルオープンした。 

展示室は、二つのフロアから成り、１階展示室には

近代水道創設時から現在までの水道を展示し、２階展

示室には江戸時代の水道を展示している。いずれも映

像や実物等から水道の歴史を学べる展示となっている。 

  ３階のライブラリーでは、水や水道に関する資料、

図書の閲覧や映像の視聴等ができる。 

令和６年度は、19,986人のお客さまが来館し、開館

以来、令和６年度末までの来館者数は、約93万人に達

している。 

また、令和３年８月には、当館で保存している古文

書・古記録や絵図、写真などの貴重資料の画像をイン

ターネット上で閲覧できる「東京都水道歴史館デジタ

ルアーカイブシステム」の運用を開始した。 

令和５年４月１日には、２階・江戸長屋の展示コー

ナーにて専門のタブレット端末を用いた「ARガイドツ

アー」を開始した。 

 

ARガイドツアー 

 

 

デジタルアーカイブ掲載例：「上水記」第２巻 

 

 

水道歴史館（エントランス） 
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（２）東京都水の科学館 

 

平成９年５月に開館した「東京都水の科学館」は、

水の不思議と大切さを科学の視点で紹介し、水と水道

事業への関心を深めることができる体感型ミュージア

ムである。平成 22年６月１日には地上部分の展示内容

を一新し、リニューアルオープンした。 

展示室は、地上３階から地下３階までの六つのフロ

アで構成されている。 

  地上階は、水の大循環を展示テーマとし、３階には

自分が「水つぶ」になった気持ちで水源から蛇口まで

を旅する４面大型映像シアターや水源林の働きを学ぶ
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水の科学館（アクア・トリップ 水のたびシアター） 

<参 考> 

所 在 地  〒１３５－００６３ 

  東京都江東区有明三丁目１番８号 

電   話  ０３（３５２８）２３６６ 

ファクシミリ  ０３（３５２８）２３８０ 

開館時間  午前９時30分から午後５時まで 

      （入館は、午後４時30分まで） 

休 館 日  月曜日（休日の場合は、その翌日） 

年末年始（12月28日から１月４日まで） 

 

（３）奥多摩 水と緑のふれあい館 

 

奥多摩 水と緑のふれあい館は、東京近代水道100周

年及び小河内ダムしゅん工40周年の記念事業として、

奥多摩町と共同で建設し、平成10年11月27日に開館し

た。 

展示内容は、奥多摩の豊かな自然、ダムの仕組み、

水の大切さ等を紹介するもので、都の水源地である奥

多摩町と水道を利用する方々との交流を図ることを基

本理念とし、３Ｄ映像による自然体験など、六つの展
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開館以来子供からお年寄りまで多くの来館者があり、

令和元年11月23日に、来館者500万人達成記念式典を実

施した。 

なお、令和６年度は、183,440人のお客さまが来館し、

開館以来、令和６年度末での来館者数は、577万人に達

している。
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にあわせてアンケート調査を行い、さらに、あらかじ
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また、水道事業に対するお客さまの評価や要望を的

確に把握し、今後の水道事業運営の基礎資料とするた
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識調査を実施している。 
 

エ 水道サポーター制度 
 
お客さまと当局職員が対話する双方向コミュニケー

ションを通じて、お客さまに水道事業に対する理解を
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ーマを新たに設けた。令和４年度は「水質管理」をテ

ーマに４回（うち追加開催１回）、令和５年度は「水道

水源林」をテーマに３回、令和６年度は「環境施策」

をテーマに３回交流会を実施した。 

令和６年度の交流会では、246名のサポーター登録を

行い、水道サポーターは延べ762名となった。 

 

２ ＰＲ館の管理運営 

 
東京都水道歴史館、東京都水の科学館及び奥多摩 

水と緑のふれあい館を開設し、都民に対して局事業

に対する理解と協力を得られるように努めている。 
 

（１）東京都水道歴史館 

 

平成７年４月に開館した「東京都水道歴史館」は、

江戸上水開設から現在に至る水道の歴史を展示してい

る。平成21年６月１日には展示物の一部更新を行い、

リニューアルオープンした。 

展示室は、二つのフロアから成り、１階展示室には

近代水道創設時から現在までの水道を展示し、２階展

示室には江戸時代の水道を展示している。いずれも映

像や実物等から水道の歴史を学べる展示となっている。 

  ３階のライブラリーでは、水や水道に関する資料、

図書の閲覧や映像の視聴等ができる。 

令和６年度は、19,986人のお客さまが来館し、開館

以来、令和６年度末までの来館者数は、約93万人に達

している。 

また、令和３年８月には、当館で保存している古文

書・古記録や絵図、写真などの貴重資料の画像をイン

ターネット上で閲覧できる「東京都水道歴史館デジタ

ルアーカイブシステム」の運用を開始した。 

令和５年４月１日には、２階・江戸長屋の展示コー

ナーにて専門のタブレット端末を用いた「ARガイドツ

アー」を開始した。 

 

ARガイドツアー 

 

 

デジタルアーカイブ掲載例：「上水記」第２巻 

 

 

水道歴史館（エントランス） 
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第３ 情報公開と個人情報保護 
 

情報の公表及び提供をはじめとする情報公開は、公

正で透明な都政の推進と都民による都政の参加により、

開かれた都政を実現するとともに、水道利用者が水道

事業の運営に対して的確な判断を行うためにも重要な

役割を果たすものである。 

 当局は、情報公開制度を適正に運用するとともに、

水道に関する情報について都民のニーズに的確に応え

るため、積極的な情報の公開及び提供に努めている。 

 

１ 情報公開 

 

一般に「情報公開」とは、「行政機関が有する情報を

住民の請求に応じて提供する全ての制度及び施策」を

指すものと考えられている。都では、公文書開示制度

をその中の一つとして位置付けている。 

都の公文書開示制度は、昭和60年から実施されてき

た。しかし、都民に対する説明責任を果たし、行政の

公正性の確保と透明性の向上を図るため、都における

情報公開を一層推進する必要があること等から、平成

12年１月に東京都情報公開条例（平成11年東京都条例

第５号）が施行された。 

都は、公文書開示制度を適正に運用するのはもちろ

んのこと、併せて積極的に情報を公表・提供し、都民

等のニーズに的確に応えていく必要がある。

 なお、平成15年10月には、都民サービス向上のため、

インターネットによる公文書の検索と開示請求を行え

る情報公開用システムの運用を開始した。 

また、平成29年７月に東京都情報公開条例が改正さ

れ、何人も公文書の開示を請求でき、手数料が改定さ

れ、交付文書を電磁記録媒体で交付することが可能と

なった。 

一方、当局の公文書開示請求では、平成21年10月か

ら工事関係の設計書に関する開示請求が大幅に増えた

ことから平成22年度の決定件数は平成20年度の決定件

数に比べて約6.5倍の件数となった。このため、当局で

は情報公開の一層の推進を図るため、定型的な開示請

求である工事設計書については、開示請求によらない

ＣＤによる情報提供を平成27年４月から開始し、令和

元年８月からは、ＣＤに代えて、東京都公文書情報公

開システムにより情報提供を開始した。 

また、令和５年７月からは、インターネットで手続

きができる公文書情報提供サービスで、工事設計書に

限らず公文書の情報提供依頼の受付、提供を開始した。

なお、当局における公文書の開示状況については、平

成28年10月受付分より、毎月ホームページで公表して

いる。 

 

 

表４－13 公文書開示請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 件） 

 

 

 

年 度 決定件数 開示 一部開示 
不開示 

不開示 不存在等 

令和２年度 750 452 293 ０ ５ 

 令和３年度 884 477 400 ０ ７ 

令和４年度 1,026 530 473 １ 22 

令和５年度 891 497 381 ０ 13 

令和６年度 888 532 351 3 2 
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奥多摩 水と緑のふれあい館 

（１階「水がうまれる」コーナー） 

 

<参 考> 

所 在 地 〒１９８－０２２３ 

            東京都西多摩郡奥多摩町原５番地 

電   話 ０４２８（８６）２７３１ 

ファクシミリ ０４２８（８６）２７３２ 

開 館 時 間 午前９時30分から午後５時まで 

休 館 日 水曜日（休日の場合は、その翌日） 

年末年始（12月28日から１月４日まで） 

 

 

表４－12 ＰＲ館の来館者数  

                        （単位 人） 

 ４年度 ５年度 ６年度 

東京都 

水道歴史館 30,700 38,780 19,986 

東京都 

水の科学館 55,889 160,577 170,884 

奥多摩水と緑

のふれあい館 167,886 178,562 183,440 

合計 254,475 377,919 374,310 
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いる。 

 

 

表４－13 公文書開示請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 件） 

 

 

 

年 度 決定件数 開示 一部開示 
不開示 

不開示 不存在等 

令和２年度 750 452 293 ０ ５ 

 令和３年度 884 477 400 ０ ７ 

令和４年度 1,026 530 473 １ 22 

令和５年度 891 497 381 ０ 13 

令和６年度 888 532 351 3 2 

－ 132 － 

第第４４章章  

奥多摩 水と緑のふれあい館 

（１階「水がうまれる」コーナー） 
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 ４年度 ５年度 ６年度 
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水道歴史館 30,700 38,780 19,986 
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る。 

 

ア 組織体制  

 

当局の情報資産について、総合的なサイバーセキュ

リティ対策を推進するため、サイバーセキュリティ委

員会を設置すると共に、サイバーセキュリティ局統括

責任者（局長）と局 CSIRT を中心とした管理責任者に

よる、局内全体の組織体制を確立している。 
この管理責任者について、各所属・職層における管

理者等の役割、権限及び責任を明確化している。 
 

イ 情報資産の分類と管理  

 
安全管理措置に基づき、当局内各部署の保有する情

報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、

当該分類の重要度に応じて必要な情報資産の管理を徹

底している。 
 
ウ 物理的セキュリティ  

 
サーバ、管理区域、通信回線、パソコン・外部記録

媒体等の情報処理機器類の管理について、設置環境、

設置方法、施錠管理、冗長性等が対策基準を満たすよ

う取り組んでいる。 
 

エ 人的セキュリティ  

 

サイバーセキュリティに関し、サイバーセキュリテ

ィポリシー、安全管理措置等において、職員等が遵守

すべき事項を明確かつ具体的に定めている。 
また、年１回の情報セキュリティ強化月間を設定す

るとともに、定期的な研修・訓練を行い、職員の意識

向上を図っている。 
 
オ 技術的セキュリティ  

 

当局に関わるコンピュータ等の管理、アクセス制御、

不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対

策を行っている。 
 

カ サイバーセキュリティ監査及び自己点検 

 

東京都サイバーセキュリティポリシーの遵守状況を

検証するため、定期的及び必要に応じてサイバーセキ

ュリティ監査及び自己点検を実施している。 

 なお、取り扱う情報資産、規模等から特に重要な情

報システムについては、第三者によるサイバーセキュ

リティ監査（外部委託）を定期的に実施している。 
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２ 個人情報保護 

 

情報公開は、都民にとって、また、当局にとっても

重要な役割を果たすものであるが、反面、その取扱い

に適正を欠いた場合は、個人の権利利益を侵害するお

それがある。 

そこで、都は、個人情報の取扱いの基本的事項を定

め、個人の権利利益の侵害を未然に防止するとともに、

都民の不安感をなくすために、東京都個人情報の保護

に関する条例（平成２年東京都条例第113号）を制定し

た。 

その後、個人情報の保護に関する法律（以下「法」

という。）が改正され、施行後は、地方自治体にも法が

直接適用されることとなった（令和３年５月19日公布、

令和５年４月１日施行）。 

そのため、都は、現行の条例を廃止し、法の施行に

必要な事項を定めるため、個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和４年東京都条例第130号）を公布した

（令和４年12月22日公布、令和５年４月１日施行）。 

 

３ 当局の取組 

 

当局は、両条例上の実施機関として、公文書開示を

始めとする情報公開を実施している。サービス推進課

に設置する水道局情報コーナー、都民情報ルーム（知

事が設置）及び各事業所などで都民等からの公文書開

示請求の受付、個人情報の開示、訂正及び利用停止事

務並びに各種資料の提供を行っている。 

また、ホームページ等により、情報の公開及び提供

の総合的な推進を図っている。 

 

４ サイバーセキュリティ向上の取組 

 

（１） 全庁統一のサイバーセキュリティポリシーの

策定 

 

今日、インターネットをはじめとする情報通信ネッ

トワークや情報処理システムは、都民生活及び社会経

済のあらゆる面で利用が拡大し、必要不可欠な社会基

盤となっている。 

しかし一方で、世界的規模で生じているサイバーセ

キュリティに対する脅威が深刻化している。特に、不

正アクセスや新たな攻撃手法による重要な情報の漏え

い・破壊・改ざんが後を絶たず、サイバー攻撃への対

策は重大な課題である。 
また、操作ミス等によるシステム障害のほか、自然

災害によるシステム障害や疾病を起因とするシステム

運用の機能不全などにも備える必要がある。 
このような状況の中、都は、サイバー攻撃等に対し

て全庁横断的に取り組むため、平成 28 年４月１日に、

「東京都サイバーセキュリティポリシー」を施行した。 
その後、クラウドサービス及びテレワーク端末の利

用や、外部ネットワークとの分離等、最新のサイバー

セキュリティ情勢の変化を踏まえ、平成 31年４月 1日

に「東京都サイバーセキュリティポリシー」の全面改

正を行い施行した。 

 

（２）東京都サイバーセキュリティポリシーの概要 

 

 東京都サイバーセキュリティポリシーは、東京都サ

イバーセキュリティ基本方針（以下「基本方針」とい

う。）及び東京都サイバーセキュリティ対策基準（以下

「対策基準」という。）から構成されている。   

基本方針は、サイバーセキュリティ対策の目的、体

系等、サイバーセキュリティ対策に対する基本的な考

え方を示すものであり、対策基準は、基本方針に基づ

き、サイバーセキュリティ対策を実施するために必要

な遵守事項及び判断基準を具体的に定めたものである。 

 なお、本ポリシーは、サイバーセキュリティ監査及

び自己点検の結果のほか、サイバーセキュリティに関

する状況の変化への対応が必要となった場合等には、

適宜見直すこととしている。 

 

（３）具体的な対策・取組 

 

具体的な対策・取組は、東京都サイバーセキュリテ

ィポリシーに基づく詳細な情報資産の取扱い等を定め

た水道局サイバーセキュリティ安全管理措置（以下「安

全管理措置」という）のほか、各情報システムのセキ

ュリティ対策の具体的事項を定めたサイバーセキュリ

ティ実施手順に基づき、実施している。 

 主な対策・取組の内容については、次のとおりであ
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る。 

 

ア 組織体制  
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員会を設置すると共に、サイバーセキュリティ局統括
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エ 人的セキュリティ  

 

サイバーセキュリティに関し、サイバーセキュリテ
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カ サイバーセキュリティ監査及び自己点検 
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２ 個人情報保護 
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そこで、都は、個人情報の取扱いの基本的事項を定

め、個人の権利利益の侵害を未然に防止するとともに、

都民の不安感をなくすために、東京都個人情報の保護
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しかし一方で、世界的規模で生じているサイバーセ
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「東京都サイバーセキュリティポリシー」を施行した。 
その後、クラウドサービス及びテレワーク端末の利

用や、外部ネットワークとの分離等、最新のサイバー

セキュリティ情勢の変化を踏まえ、平成 31年４月 1日

に「東京都サイバーセキュリティポリシー」の全面改

正を行い施行した。 
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（３）具体的な対策・取組 
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第１ 工業用水道事業の清算 
 

  

東京の地盤沈下は、明治時代の末期に始まり、昭和

20年前後には一時的に沈静化した時期もあったが、戦

後の高度成長に伴う工業の発展による地下水の揚水量

増大に伴って、地盤沈下は拡大の一途をたどってきた。   

最も沈下が激しかった昭和 33年には、場所によって

は年間 175㎜も沈下した。 

  特に江東区の荒川右岸一帯は、年間平均 150 ㎜の沈

下を記録し、その沈下区域も年々拡大してきた。この

ような地盤沈下の結果、いわゆるゼロメートル地帯が

激増し、これにより洪水、高潮等の災害に対する危険

が増大した。 

  都は、戦前の東京府、東京市時代から危険地区にお

ける既設堤防のかさ上げ及び護岸の強化等の対策を実

施してきたが、昭和 24 年８月のキティ台風や昭和 33

年７月の台風 11号による高潮は大浸水をもたらした。 

 

２ 工業用水道の必要性 

 

 このような状況を背景に地盤沈下そのものを止める

抜本的な対策として、工場による地下水のくみ上げを

規制して、代わりに工業用水道を設置して工業用水を

供給すべきとの意見が関係者の間から出てきていた。 

  この問題は、都のみならず大阪、名古屋、川崎等各

工業都市にも見られ、工業用水道を切望する声は全国

的な規模で高まりを見せていた。 

  こうした背景の下、国は昭和 31年に工業用水法、昭

和 33年には工業用水道事業法を制定した。これにより、

工業用水としての地下水の使用を規制して、工業用水

道事業を運営する道が開かれた。 

  都は、既に昭和 28年から地盤沈下対策審議会を設置

して地盤沈下の抜本的対策の検討を進め、江東及び城

北の地区を対象とした工業用水道事業計画を策定し、

この事業計画に基づき、昭和 35年には、江東地区工業

用水道事業（江東区、墨田区及び荒川区の全域並びに 

江戸川区及び足立区の一部）が、昭和 36年には城北地 

 

区工業用水道事業（板橋区、北区及び葛飾区の全域並

びに足立区の大部分）が庁議決定され、建設に着手し

た。 

  このように工業用水道事業は、「地盤沈下防止」とい

う行政目的を達成するために進められることとなった。 

 

３ 事業の開始とその後の経緯 

 

都の工業用水道事業は昭和 39年８月、江東地区にお

いて、南千住浄水場から給水を開始し、翌年の昭和 40

年５月には、南砂町浄水場からも給水を開始した。 

両浄水場は、下水道局三河島処理場及び砂町処理場 

の二次処理水を原水とし、沈殿、ろ過及び塩素処理を

した上で給水するもので、下水処理水を原水とする浄

水場としては、わが国でも最初の大規模な施設であり、

両浄水場合わせて日量 32 万 6,000ｍ3の施設能力で給

水を開始した。 

 一方、昭和 46年４月には、城北地区においても給水

を開始した。城北地区の浄水場である三園浄水場は、

利根川の表流水を原水とし、当初施設能力日量 35 万 

ｍ3で建設された。 

また、渇水時や揚水規制強化による水源不足に対応

するため、江北浄水場を建設し、昭和 54年から送水を

開始した。 

 このように、工業用水の供給を行う一方、地下水揚

水規制の強化、揚水規制区域の拡大等が図られた結果、

昭和 50年代以降、地盤沈下はほぼ沈静化し所期の目的

は達成されている（図５－１、表５－１参照）。 

 工業用水の需要は、昭和 49 年度の基本水量日量 36

万 9,933ｍ3をピークに、その後、工場の都外への移転、

水使用の合理化等により減少傾向が続いており、施設

能力に大幅な余剰が生じたため、昭和 55年３月に南砂

町浄水場を廃止するとともに、昭和 58年に三園浄水場

の施設能力を日量 17万 5,000ｍ3に縮小し、昭和 62年

に江北浄水場を休止した。 

 その後も需要量の減少は続き、料金収入の減少をも

たらした。この間も企業努力を続け、財政の安定化を

図ったが、建設開始以来 40年以上を経過した施設の更

１ 東京の地盤沈下 
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当局の営業業務のノウハウや水道管の工事等に係る技

術、事業廃止決定以降の利用者との調整を踏まえた対

応が重要である。

そのため、当局が都知事より事務の委任を受け、実

務を担っていく。

また、利用者に対する支援は、今後、長期にわたり

実施していくものであるため、引き続き関係各局と連

携して対応していくことで、着実かつ円滑に進めてい

く。

図５－１  工業用水道の供給と地盤沈下防止の効果

表５－１  地下水の揚水規制と工業用水道の整備
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新時期を迎え、更新経費の増加が見込まれるため、経

営は極めて厳しい状況になった。 

 こうした状況を踏まえ、工業用水道事業を今後も安

定的に経営していくため、経営改善計画を策定して、

平成９年に２地区あった事業の統合や浄水施設の一元

化、平成 12 年に配水施設管理業務の委託、平成 16 年

に徴収業務や給水装置業務を委託するなど抜本的な見

直しを図った。 

また、平成 10 年度から平成 17 年度までの計画で、

国庫補助を活用した改築事業により、施設の更新を行

った。 

 

４ 事業のあり方に関する検討 

    

その後も事業を取り巻く状況は厳しいことが予想さ

れたため、平成 18年７月に行財政改革実行プログラム

を策定し、地下水揚水規制や需要の動向等を踏まえ、 

効率経営を推進しつつ、事業の廃止などを含めた抜本

的な経営改革について関係各局で検討を進めてきた。 

 また、工業用水道事業は様々な問題が輻輳
ふくそう

しており、

事業の経営改革の方針を決定するには、専門的かつ中

立的な立場から多角的に検討を行うことが不可欠であ

ることから、平成 26 年 12 月、外部の専門家で構成さ

れた「工業用水道事業のあり方に関する有識者委員会」

（以下「有識者委員会」という。）を設置し、検討して

きた。 

 平成 30年６月、有識者委員会報告書が取りまとめら

れ、工業用水道事業は、地盤沈下防止という所期の目

的は達成したが、経営状況が厳しく、施設の大規模更

新時期の到来が間近に迫る一方、今後も需要の増加が

見通せないことから、廃止すべきとされた。 

 また、事業廃止に当たっては、事業が行政施策とし

て開始された経緯を踏まえ、お客さまの事業経営等へ

の影響を最小限にとどめられるよう、 十分な支援策を

講じるべきである旨の提言がなされた。 

 

５ 事業の廃止及び支援計画 

 

（１）事業廃止決定の経緯 

 

 都では、有識者委員会の提言も踏まえ、工業用水道

事業については廃止に向けた動きを進めることとし、

平成 30 年７月から、お客さまへの個別訪問を実施し、

上水道への切替えに伴う料金への影響等を説明すると

ともに、支援策についての意見を伺った。 

 こうした意見等も考慮し、平成 30 年９月、「工業用

水道事業の廃止及び支援計画（案）」（以下「支援計画

（案）」という。）を策定した。 

 また、平成 30 年第三回都議会定例会において、「東

京都工業用水道条例を廃止する等の条例」（以下「廃止

条例」という。）の提案にあわせて、支援計画（案）を

報告し、令和４年度末をもって事業を廃止することと

した廃止条例が可決された。 

 

（２）支援計画の実施 

 

工業用水道事業の廃止に当たり、お客さまの事業経

営等への影響を最小限にとどめられるよう、平成 31年

３月に「工業用水道事業の廃止及び支援計画」（以下「支

援計画」という。）を策定した。  

令和４年度末の事業廃止に向け、令和元年度から支

援計画に基づき、上水道への切替工事や料金差額補塡

のほか、希望する工業用水道利用者には、水の循環・

冷却等設備や井戸設備等の設置等の利用者支援を実施

した。 

切替工事については、工業用水道利用者及び一般雑

用水利用者の全て、また、トイレ洗浄水として工業用

水を供給している集合住宅について工事を終了し、令

和４年度末をもって工業用水の供給を停止するととも

に、事業を廃止した。 

今後は、引き続き料金差額補塡等の支援を実施して

いく。 

 

６ 清算業務について 

 

 令和５年度以降は、地方公営企業法の適用が廃止さ

れる一方で、料金差額補塡等の利用者支援や不要とな

る工業用水道管の撤去、また撤去までの安全対策等の

清算業務が生じる。これらの業務に関する経理を明確

にするため、工業用水道事業清算会計を設置した。 

また、これらの業務を確実に行っていくためには、
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当局の営業業務のノウハウや水道管の工事等に係る技

術、事業廃止決定以降の利用者との調整を踏まえた対
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携して対応していくことで、着実かつ円滑に進めてい
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図５－１  工業用水道の供給と地盤沈下防止の効果
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新時期を迎え、更新経費の増加が見込まれるため、経

営は極めて厳しい状況になった。 

 こうした状況を踏まえ、工業用水道事業を今後も安

定的に経営していくため、経営改善計画を策定して、

平成９年に２地区あった事業の統合や浄水施設の一元

化、平成 12 年に配水施設管理業務の委託、平成 16 年

に徴収業務や給水装置業務を委託するなど抜本的な見

直しを図った。 

また、平成 10 年度から平成 17 年度までの計画で、

国庫補助を活用した改築事業により、施設の更新を行

った。 

 

４ 事業のあり方に関する検討 
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を策定し、地下水揚水規制や需要の動向等を踏まえ、 

効率経営を推進しつつ、事業の廃止などを含めた抜本

的な経営改革について関係各局で検討を進めてきた。 

 また、工業用水道事業は様々な問題が輻輳
ふくそう

しており、

事業の経営改革の方針を決定するには、専門的かつ中

立的な立場から多角的に検討を行うことが不可欠であ

ることから、平成 26 年 12 月、外部の専門家で構成さ

れた「工業用水道事業のあり方に関する有識者委員会」

（以下「有識者委員会」という。）を設置し、検討して
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 平成 30年６月、有識者委員会報告書が取りまとめら

れ、工業用水道事業は、地盤沈下防止という所期の目

的は達成したが、経営状況が厳しく、施設の大規模更

新時期の到来が間近に迫る一方、今後も需要の増加が

見通せないことから、廃止すべきとされた。 

 また、事業廃止に当たっては、事業が行政施策とし

て開始された経緯を踏まえ、お客さまの事業経営等へ

の影響を最小限にとどめられるよう、 十分な支援策を

講じるべきである旨の提言がなされた。 

 

５ 事業の廃止及び支援計画 

 

（１）事業廃止決定の経緯 
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事業については廃止に向けた動きを進めることとし、

平成 30 年７月から、お客さまへの個別訪問を実施し、

上水道への切替えに伴う料金への影響等を説明すると

ともに、支援策についての意見を伺った。 

 こうした意見等も考慮し、平成 30 年９月、「工業用

水道事業の廃止及び支援計画（案）」（以下「支援計画
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 また、平成 30 年第三回都議会定例会において、「東

京都工業用水道条例を廃止する等の条例」（以下「廃止

条例」という。）の提案にあわせて、支援計画（案）を

報告し、令和４年度末をもって事業を廃止することと

した廃止条例が可決された。 

 

（２）支援計画の実施 

 

工業用水道事業の廃止に当たり、お客さまの事業経

営等への影響を最小限にとどめられるよう、平成 31年

３月に「工業用水道事業の廃止及び支援計画」（以下「支

援計画」という。）を策定した。  

令和４年度末の事業廃止に向け、令和元年度から支

援計画に基づき、上水道への切替工事や料金差額補塡

のほか、希望する工業用水道利用者には、水の循環・

冷却等設備や井戸設備等の設置等の利用者支援を実施

した。 

切替工事については、工業用水道利用者及び一般雑

用水利用者の全て、また、トイレ洗浄水として工業用

水を供給している集合住宅について工事を終了し、令

和４年度末をもって工業用水の供給を停止するととも

に、事業を廃止した。 

今後は、引き続き料金差額補塡等の支援を実施して

いく。 

 

６ 清算業務について 

 

 令和５年度以降は、地方公営企業法の適用が廃止さ

れる一方で、料金差額補塡等の利用者支援や不要とな

る工業用水道管の撤去、また撤去までの安全対策等の

清算業務が生じる。これらの業務に関する経理を明確

にするため、工業用水道事業清算会計を設置した。 

また、これらの業務を確実に行っていくためには、
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図５－２  工業用水道配水系統図
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245,028 386,803 △ 141,775

－ 1,771,164 △ 1,771,164

3,643,799 10,454,345 △ 6,810,546

増 △ 減

配 水 管 撤 去 等 工 事 費

利 用 者 支 援 費

清 算 事 務 費

工 業 用 水 道 事 業 会 計 の 未 払 金

歳 出 計

財 産 収 入

諸 収 入

繰 越 金

引 継 金

歳 入 計

科 目

使 用 料 及 手 数 料

科 目 増 △ 減

歳　　入 (単位　千円)
７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

1 1 0

2 2,000 △ 1,998

5,976,000 0 5,976,000

145,721 4,312 141,409

2,101,276 7,283,912 △ 5,182,636

8,223,000 7,290,225 932,775

歳　　出 (単位　千円)
７ 年 度

予 算 額

６ 年 度

予 算 額

5,257,489 2,164,353 3,093,136

2,672,564 3,497,853 △ 825,289

292,947 708,794 △ 415,847

8,223,000 6,371,000 1,852,000

繰 越 金

科 目 増 △ 減

使 用 料 及 手 数 料

財 産 収 入

諸 収 入

繰 入 金

歳 入 計

科 目 増 △ 減

配 水 管 撤 去 等 工 事 費

利 用 者 支 援 費

清 算 事 務 費

歳 出 計
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図５－２  工業用水道配水系統図
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第１ 資産の管理 
 

１ 固定資産と管理 

 

水道事業は、電力・ガス事業等と同様、膨大な施設・

設備を必要とする「装置産業」であり、当局は、お客

さまに安全でおいしい水を安定的に供給するため、各

種の固定資産を保有し、維持管理している。 
  固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び投

資資産の３種類がある。 
有形固定資産としては、土地、建物（営業所等）、構

築物（ダム、浄水施設等）、機械及び装置（ポンプ等）、

車両運搬具、器具備品等がある。  
また、多摩川上流域の水源かん養を目的として、都

の西部地域から山梨県にまたがる広大な土地に水源か

ん養林を保有し、維持管理している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
無形固定資産としては、電気通信施設や共同溝等の

施設利用権、利根川水系のダム使用権、借地権等があ

る。 
さらに、投資資産として、出資金や預託金等がある。 
これら固定資産全体の局保有高は、令和７年３月末

時点で、約２兆 6,362 億円（表６－１参照）である。 

今後も、固定資産は、水道水に対するお客さまニー

ズの高度化・多様化への対応、施設の耐震性強化、老

朽施設の更新等に伴い、保有高の増減が予想される。 

これらの固定資産がそれぞれの機能を最大限発揮で

きるようにし、お客さまに 24時間絶え間なく水道水を

供給し続けるため、当局は、地方自治法、地方公営企

業法等に基づき、東京都水道局固定資産規程を定め、

台帳整備、保全維持管理、管理状況調査等を通じ、適

正な固定資産管理を行っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６－１ 当局保有固定資産の内訳 (令和７年３月末現在）（単位 千円） 

区       分 水道事業会計 
工業用水道事業 

清算会計 
計 

有形固定資産 2,536,158,646 0 2,536,158,646 

  

土地及び立木 284,492,878 0 284,492,878 

建物 144,313,472 0 144,313,472 

構築物 1,710,412,314 0 1,710,412,314 

機械及び装置 199,942,277 0 199,942,277 

その他 2,142,882 0 2,142,882 

リース資産 6,163,079 0 6,163,079 

建設仮勘定 188,691,744 0 188,691,744 

無形固定資産 98,764,182 0 98,764,182 

  

施設利用権 6,745,292 0 6,745,292 

ダム使用権 88,869,874 0 88,869,874 

借地権 29,760 0 29,760 

リース資産 8,624 0 8,624 

その他無形固定資産 3,110,632 0 3,110,632 

投資資産 1,313,339 0 1,313,339 

  
出資金 1,050,655 0 1,050,655 

その他投資 262,684 0 262,684 

計 2,636,236,167 0 2,636,236,167 

（注１）本表は、企業用固定資産及び普通固定資産の合計である。 

（注２）金額は、投資資産においては取得原価、有形固定資産（土地及び立木並びに建設仮勘定を除く。）及び無形固定資

産においては減価償却後のものである（千の位未満四捨五入）。 
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さらに、投資資産として、出資金や預託金等がある。 
これら固定資産全体の局保有高は、令和７年３月末

時点で、約２兆 6,362 億円（表６－１参照）である。 
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正な固定資産管理を行っている。 
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区       分 水道事業会計 
工業用水道事業 

清算会計 
計 

有形固定資産 2,536,158,646 0 2,536,158,646 

  

土地及び立木 284,492,878 0 284,492,878 

建物 144,313,472 0 144,313,472 

構築物 1,710,412,314 0 1,710,412,314 
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リース資産 8,624 0 8,624 
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（注１）本表は、企業用固定資産及び普通固定資産の合計である。 

（注２）金額は、投資資産においては取得原価、有形固定資産（土地及び立木並びに建設仮勘定を除く。）及び無形固定資

産においては減価償却後のものである（千の位未満四捨五入）。 
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イ 取水・貯水・浄水施設の土地、ダムの用に供す

る固定資産（交付金法第２条第１項第５号） 

なお、令和６年度の交付総額は、約 15億 824 万 5千

円である。 

 

（４）玉川上水の整備保全 

 

  玉川上水は、江戸市中への給水を目的として承応３

（1654）年に作られた上水で、平成15年には国の史跡

に指定された。現在でも、一部は水道原水導水路とし

て機能しているほか、東京における「快適な水と緑の

空間」として多くの人々に親しまれている。 

この玉川上水を適切に保存管理し後世に継承してい

くため、平成19年に長期的な指針である「史跡玉川上

水保存管理計画書」を、平成21年に中流部（小平監視

所から浅間橋まで）を対象とした「史跡玉川上水整備

活用計画」を策定し、法
のり

面の補強工事や水路及び樹木

の管理などを進めてきた。引き続き、これらの整備に

取り組むとともに、樹木のナラ枯れ被害や台風等によ

る倒木被害といった新たな課題にも対応するため、令

和７年には「史跡玉川上水整備活用計画（改定版）～

江戸の史跡を守り 未来へつなぐ～」を策定した。 

今後も、関係機関等と連携しながら、貴重な「土木

施設・遺構」として、また、人々に親しまれる「快適

な水と緑の空間」として、玉川上水が次の世代に引き

継がれるよう努めていく。 

 

３ 貯蔵品の管理 

 

貯蔵品とは、当局で貯蔵している未使用の水道工事

用材料（以下「材料」という。）をいい、棚卸し経理

を行うべき資産である。 

材料調達の方式としては、「支給材料方式」と「工

事請負者持ち方式」がある。 

「支給材料方式」とは、材料を貯蔵品として当局が

購入・管理し、工事請負者にも支給する方式で、規格

の統一、品質の確保、円滑な材料調達、一括購入によ

る価格の低廉化及び突発事故や震災等の際の即時調達

というメリットがある。この方式は、戦前から採用さ

れ、当局の事業執行において大きな役割を果してきた。 

しかし、製造技術の向上や規格の整備等により、市

場で良質な材料が容易に調達できるようになったこと

や貯蔵品を備蓄するための経費や用地を要することな

ど、材料を取り巻く環境が変化したことに伴い、平成

13年４月から、突発事故等の緊急工事を除いて、工事

を行う請負者が材料を自ら調達する「工事請負者持ち

方式」へ移行した。このことにより、コストの縮減と

用地の有効活用を図ることが可能となった。 

他方、近年の他都市における地震被害の実情を踏ま

え、震災への対応力を更に強化する必要性が生じたた

め、震災復旧及び緊急事故対応のための資材備蓄体制

を見直し、平成19年10月に基本方針を策定した。 

この方針に基づき、平成19年度から平成21年度まで

の３か年で、被害想定に基づく復旧用材料の備蓄量を、

応急復旧活動の３日分から10日分に拡充し、保管場所

の再編整備を図った。貯蔵品の保有状況は、表６－４

及び図６－１のとおりであり、現在は、新砂緊急資材

置場、鹿浜緊急資材置場、港南保管場（暫定）、狛江

緊急資材置場、上井草緊急資材置場、武蔵村山緊急資

材置場、八王子緊急資材置場、国分寺緊急資材置場、

大原緊急資材置場、芝給水所内緊急資材置場及び晴海

給水所内緊急資材置場の11か所で保管している。 

 なお、震災時には、迅速・確実に材料を確保する必

要があることから、備蓄する 10日分以降の調達につい

ては、協定に基づき、局が直接民間事業者から調達し

て、復旧活動に従事する請負者に支給する「支給材料

方式」で行うこととしている。 

 

表６－４ 年度別貯蔵品受払額（過去５か年度） 

  （単位 千円） 

年度 

受入額 

 

(Ａ) 

  

払出額 

 

(Ｂ) 

期末残高 

 

(Ａ)－(Ｂ) 

うち、前年

度繰越分

を除いた

額 

2年度 1,882,475 31,277 108,513 1,773,962 

3 年度 1,775,014 1,052 27,731 1,747,283 

4 年度 1,786,799 39,516 11,859 1,774,940 

5 年度 1,830,917 55,977 23,359 1,807,558 

6 年度 2,123,095 315,537 15,263 2,107,831 

(注）金額は消費税抜きである。   
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２ 用地の管理と活用 

 

当局所有の用地は、その約93％が水源地域（水源か

ん養林）であり、残りの約7％は、貯水池、浄水場、管

路等の施設用地、営業所等の事務所用地及び材料置場

等のその他用地に区分される（表６－２参照）。 

 

表６－２ 当局用地用途別内訳 

                      （令和７年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（１）用地の管理 

 

 当局は、用地を適正に管理するため、各部（所）に

土地管理責任者を置き、用地の保全及び不適正使用の

是正を図るとともに、土地管理資料を整備している。 

また、水道事業の目的を妨げない範囲で土地の使用

許可や貸付、売却等を行っている。 

 

（２）用地の有効活用 

 

  水道管路用地の多くは、主要幹線道路や緑道（公園）

等の公共施設として開放され、都民生活向上のために

貢献している。 

一方、保有資産を有効に活用して収益の確保を図る

ことは、水道事業の経営基盤強化を図る上で重要な施

策である。 

局は、水源かん養林を除いても約 2,000 万 m2に上る

膨大な事業用地を所有しているが、このうち一部の用

地については、市街地再開発事業への参画、共同ビル

の建設、公共住宅と局施設との合築、駐車場用地とし

ての貸付け、事業用借地権の設定等、種々の有効活用

を実施している。 

また、都政を取り巻く喫緊の課題にも対応し、保育

所整備のための貸付けを実施している。 

なお、再開発事業、共同ビル事業等においては、令

和６年度末現在、19のビルで、約 115,500m2の事務所床

等を保有し、このうち約 105,300m2 を民間企業等に賃

貸しており、資産の有効活用の大きな柱となっている

（表６－３参照）。 

 

表６－３ 土地関係収入内訳（税抜） 

（１）水道事業会計 （単位 百万円） 

  ４年度 ５年度 ６年度 

土地使用料 2,608 2,701 2,883 

建物使用料 4,764 4,511 4,943 

土地売却額 12 10 3 

計 7,384 7,222 7,828 

    

（２）工業用水道事業清算会計 （単位 百万円） 

  ４年度※ ５年度 ６年度 

土地使用料 200 0 0 

建物使用料 0 0 0 

土地売却額 248 0 0 

計 448 0 0 

（注）端数処理により誤差が生じる場合がある。 

 ※４年度は、工業用水道事業会計である。 

 

（３）所在市町村交付金 

  

国又は地方公共団体が所有する固定資産については、

地方税法上、所在地の市町村が固定資産税を課すこと

はできない。ただし、一般の私有財産と同様の資産に

ついて負担の均衡を図る必要があること及び市町村内

で相当な規模の面積を占める資産について該当市町村

の税財政に著しい影響を及ぼしており自主財源に配慮

すべきことから、国又は地方公共団体から該当市町村

に交付金を交付することとされている（国有資産等所

在市町村交付金法）。当局も同法に基づき、次に挙げる

固定資産について該当市町村に交付金を交付している。 

ア 公舎の土地及び建物、貸付資産（交付金法第２

条第１項第１号） 

用途 面積（千㎡） 比率（％） 

局用地 271,736 100.00 

 

水源かん養林 251,584 92.58 

施設用地 19,796 7.29 

事務所用地 91 0.03 

その他用地 265 0.10 

（注）端数処理により誤差が生じる場合がある。 
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イ 取水・貯水・浄水施設の土地、ダムの用に供す

る固定資産（交付金法第２条第１項第５号） 
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（４）玉川上水の整備保全 
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に指定された。現在でも、一部は水道原水導水路とし

て機能しているほか、東京における「快適な水と緑の
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３ 貯蔵品の管理 
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表６－４ 年度別貯蔵品受払額（過去５か年度） 

  （単位 千円） 

年度 

受入額 

 

(Ａ) 

  

払出額 

 

(Ｂ) 

期末残高 

 

(Ａ)－(Ｂ) 

うち、前年

度繰越分

を除いた

額 

2年度 1,882,475 31,277 108,513 1,773,962 

3 年度 1,775,014 1,052 27,731 1,747,283 

4 年度 1,786,799 39,516 11,859 1,774,940 

5 年度 1,830,917 55,977 23,359 1,807,558 

6 年度 2,123,095 315,537 15,263 2,107,831 

(注）金額は消費税抜きである。   
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２ 用地の管理と活用 
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表６－２ 当局用地用途別内訳 
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 ※４年度は、工業用水道事業会計である。 
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固定資産について該当市町村に交付金を交付している。 
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条第１項第１号） 

用途 面積（千㎡） 比率（％） 
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表６－６ 庁舎等の主な整備 

（１）令和６年度完成した主な工事 

東部建設事務所改修工事 

多摩水道秋留台庁舎改修工事 

高島平事務所改修工事 

北部支所外６か所受変電設備等改修工事 

蒲田事務所空気調和設備改修工事 

 

（２）令和７年度着手予定の主な工事 

多摩水道山王下庁舎改修工事 

中野営業所改修工事 

足立営業所改修工事 

板橋営業所外１か所受変電設備改修工事 

品川営業所空気調和設備改修工事 
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図６－１ 貯蔵品品種別保有割合（令和６年度末） 

 
 

 

当局が管理する知的財産権には、特許権、実用新案

権、意匠権、商標権及び著作権がある（表６－５参照。

出願中のものも含む。）。特許、実用新案及び意匠のう

ち、職員が職務に関連して行った発明は、特許法上、

職務発明として取り扱うものとされている。 

 当局では、昭和 60年に「東京都水道局職員の職務発

明等に関する規程」を制定し、職務発明の取扱いを明

確にするとともに、職員の発明意欲を促進し、水道技

術の向上に貢献することとしている。 

 職員が職務に関連して発明をした場合は、当局は、

その届出を受けた後、職務発明審査会に付議し、当該

発明が職務発明に該当するかを認定し、当該発明に係

る特許を受ける権利等を当局が職員から承継するかを

決定する。承継した権利等については、その保全のた

め、特許出願、審査請求等の必要な管理を行っている。 

 当局における職務発明は、主として業務を遂行して

いく上での問題解決の中から発案された技術的なもの

が中心となっている（代表例 ポリエチレンスリーブ

工法及びポリエチレンスリーブ、グランドパッキン用

治具）。 

近年の取組としては、平成 18年度に策定した「東京

都水道局知的財産基本方針」に基づき、規程の具体的

解釈や事務取扱について「東京都水道局知的財産取扱

指針」を策定、出願・登録案件のデータベース化及び

共有化、管理運営体制の整備など、知的財産管理の適

正化を図っている。 

 

表６－５ 出願・登録件数等の現状 

（令和７年３月末現在） （単位 件）  

出願項目 

状況 
特 許 実用新案 意 匠 商 標 計 

権 利 登 録 中 21 0 9 9 39 

出 願 中 1 0 0 0 1 

小 計 22 0 9 9 40 

拒 絶 査 定 を 

受けたもの等 
66 15 0 0 81 

権利期間終了 

及び 

権利放棄したもの 

78 18 11 4 111 

計 166 33 20 13 232 

 

５ 営繕業務 

 

当局所有の建物は、区部の支所、営業所、職員住宅

を始め、多摩地区の庁舎、浄水場本館、給水所事務所

等がある。そのうち、経理部営繕課では、主に区部や

多摩地区の支所、営業所等の改修等を行っており、併

せて緊急的な修繕や職員住宅の空き家補修を実施して

いる。 
建物の維持保全に関しては、建設年次、劣化度等を

勘案して、関係部署と調整の上、建替えや大規模改修

工事を進めている。具体的には、お客さまへの利便性

の向上を図るため、バリアフリー化を進めるとともに、

省エネルギー化やＣＯ2削減対策として、照明器具のＬ

ＥＤ化や空調機等の高効率機器への更新等に取り組ん

でいる。 
また、大規模震災時には、各庁舎等における事業の

継続性を確保するため、建物の応急危険度判定調査を

実施し、建物の安全性を確保していく。 
なお、老朽化したブロック塀については、通行者等

の安全確保の観点から撤去し、国産材を使用した木塀

等に改修することで、景観や環境へも配慮した。 
 

４ 知的財産権の管理 

－ 146 －

第６章



 

－ 147 － 

第第６６章章  

表６－６ 庁舎等の主な整備 
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図６－１ 貯蔵品品種別保有割合（令和６年度末） 
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を令和２年12月から公表しており、第三者による入札

参加者の応札行動等の事後的な検証を可能とすること

で、入札参加者への入札談合の抑止力強化を図ってい

る。 

 

（２） 不正行為の排除の徹底 

 

ア 技術者の適正配置の確認 

 

建設業法では、一定規模以上の公共工事について、

監理技術者又は主任技術者の現場専任制を定めている。

このため、平成12年４月から、一般財団法人日本建設

情報総合センター（JACIC）が運営する発注者支援デー

タベース・システムを活用し、工事契約申込み等の際

に技術者の適正配置について確認を行っている。 

 

イ 標準契約書の改正 

 

平成29年10月30日以降公表された工事請負、物品購

入等の全ての契約約款について、次の改正を行った。 

（ア）契約が解除された場合等の違約金 

これまで、契約金額から既済部分等を控除

した金額の10％としていたものを、契約金額

の10％に改める。 

（イ）賠償の予定 

談合等の不正行為があった場合に、受注者

が支払わなければならない賠償金の額につい

て、これまでの契約金額の10％としていたも

のを、契約金額の30％に改める。 

 

ウ 談合情報への適切な対応 

 

 令和７年４月に改正した「東京都水道局談合情報取

扱要綱」に基づき、談合情報が寄せられた場合、公正

取引委員会及び警視庁へ情報提供するとともに、調査

の必要性を判断し対応する。さらに、官製談合情報の

場合は、原則外部専門家への意見聴取等を実施するこ

とを加え対応することとしている。 

 

エ 法律に違反した者等の指名停止 

 
贈賄、契約に関連する違法行為等による社会的信用

失墜行為、入札参加における虚偽記載等、入札参加資

格申請における虚偽申請及びその他不正な行為等に該

当する事実を発生させた者について、指名停止とする

こととしている。 

 

オ 談合等に対するペナルティの強化 

 
平成29年７月に「東京都水道局競争入札参加有資格

者指名停止等措置要綱」を改正し、独占禁止法違反に

対する指名停止期間を延長したほか、契約に係る厳格

管理情報のさぐり行為に対する罰則規定を追加した。 

また、平成30年12月からは、入札参加者のさぐり行

為により、文書による１回目の注意喚起を行った場合、

指名決定を保留し調査を実施するとともに、違法行為

を行っていない旨の誓約書の提出を求め、提出がない

場合には入札を取りやめることとした。 

 

カ 契約監視委員会による調査 

 
当局では、従来、談合防止を目的として、物品購入

契約を対象に調査・監視を行ってきた物品契約監視委

員会と、局職員による情報漏えいの防止を目的として、

工事請負契約を対象に調査・監視を行ってきた工事契

約監視委員会を設置していた。 

平成31年４月に、既存の水道局物品契約監視委員会

と水道局工事契約監視委員会を統合し、新たに「東京

都水道局契約監視委員会」を設置した。 

本委員会では、これまで実施してきた調査の対象及

び内容を拡充する等により、監視体制を強化し、契約

の公正性・公平性を確保し、契約手続に係る不正

行為を防止する。 

 
キ 暴力団等の排除 

 

 平成22年11月に「東京都水道局契約関係暴力団等対

策措置要綱」を制定し、局が締結する契約に暴力団等

が介入することがないよう排除する措置（契約解除等）

を講ずるとともに、不当介入に対し通報・報告する制

度を設けている。 

 

（３） 参入機会の拡大 

 
政府調達協定により、表６－８の適用基準額以上の

契約について、「地方公共団体の物品等又は特定役務
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第２ 契約事務 
 

１ 契約の締結 

 

当局では、局施設の建設や改良工事の請負、貯蔵品

や水道メータ等の物品の購入、種々の業務委託など多

岐にわたる契約を締結している。令和６年度の契約状

況は、表６－７のとおりである。 

 また、契約手続を公正かつ公平に行うためには、競

争性の発揮や透明性の確保が不可欠である。 
 そのため、当局では、電子調達システムの運用など

を推進するとともに、時代に即した契約制度の改善に

努めている。 
 
表６－７ 令和６年度契約状況 

 (令和７年３月末現在) 

区 分 件  数 金額(百万円) 

工 事 1,727 250,627 

物 品 2,588 97,741 

計 4,315 348,368 

 

２ 契約事務手続の透明性、公正性及び公

平性の確保 

 

入札・契約事務手続の透明性、公正性及び公平性を

より一層向上させるとともに、不正行為の発生を防止

するため、様々な取組を行っている。 
 
（１） 情報の公表 

 
ア 工事請負契約 

 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」（平成13年２月16日施行）に基づき、契約関係

の情報を次のとおり公表している。 

（ア）工事発注予定の公表 

ａ 年間計画   毎月  

ｂ 発注予定表  原則毎週月曜日 

 

（イ）入札・契約の経過等の公表 

ａ 入札経過調書 

ｂ 指名理由 

ｃ 積算内訳書（250万円を超える工事案件） 

ｄ 随意契約結果 

ｅ 随意契約理由 

ｆ 契約金額の変更を伴う契約変更の理由等 

（ウ）基準、要綱等の公表 

ａ 指名基準 

ｂ 共同企業体に対する発注取扱要綱 

ｃ 工事成績評定要綱 

ｄ 指名停止等措置要綱  その他 

（エ）工事成績等の公表 

ａ 250万円を超える工事案件の成績 

ｂ 100万円を超える設計等委託案件の成績 

ｃ 優良業者（75点以上）情報 

ｄ 指名停止情報 

（オ）入札参加有資格者名簿の公表 

 

イ 物品契約 

 

平成 12年７月から当局ホームページを活用して、世

界貿易機関（ＷＴＯ）の枠組みの下で運用される「政

府調達に関する協定」（以下「政府調達協定」という。）

の適用を受ける契約案件及び継続的・反復的に購入す

る物品に係る契約案件の公募並びに落札結果の公表を

開始し、平成 14 年 11 月からは、委託契約などにも公

表の対象を拡大した。 

その後、平成 17年度からは、当局ホームページに代

えて都の入札等に関する専用のホームページである

「入札情報サービス」で公表することとし、平成 22年

５月には、特命随意契約に関する情報（件名、決定金

額、決定者及び特命随意契約理由）を追加した。 

また、こうした契約時に即時公表する情報とは別に、

毎年同内容で繰り返し契約する契約額１千万円以上の

業務委託を対象に、過去５年間の入札参加者、応札額

等の情報を平成30年12月から当局ホームページで公表

している。 

さらに、薬品購入についても業務委託と同様の情報
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を令和２年12月から公表しており、第三者による入札

参加者の応札行動等の事後的な検証を可能とすること

で、入札参加者への入札談合の抑止力強化を図ってい

る。 

 

（２） 不正行為の排除の徹底 

 

ア 技術者の適正配置の確認 

 

建設業法では、一定規模以上の公共工事について、

監理技術者又は主任技術者の現場専任制を定めている。

このため、平成12年４月から、一般財団法人日本建設

情報総合センター（JACIC）が運営する発注者支援デー

タベース・システムを活用し、工事契約申込み等の際

に技術者の適正配置について確認を行っている。 

 

イ 標準契約書の改正 

 

平成29年10月30日以降公表された工事請負、物品購

入等の全ての契約約款について、次の改正を行った。 

（ア）契約が解除された場合等の違約金 

これまで、契約金額から既済部分等を控除

した金額の10％としていたものを、契約金額

の10％に改める。 

（イ）賠償の予定 

談合等の不正行為があった場合に、受注者

が支払わなければならない賠償金の額につい

て、これまでの契約金額の10％としていたも

のを、契約金額の30％に改める。 

 

ウ 談合情報への適切な対応 

 

 令和７年４月に改正した「東京都水道局談合情報取

扱要綱」に基づき、談合情報が寄せられた場合、公正

取引委員会及び警視庁へ情報提供するとともに、調査

の必要性を判断し対応する。さらに、官製談合情報の

場合は、原則外部専門家への意見聴取等を実施するこ

とを加え対応することとしている。 

 

エ 法律に違反した者等の指名停止 

 
贈賄、契約に関連する違法行為等による社会的信用

失墜行為、入札参加における虚偽記載等、入札参加資

格申請における虚偽申請及びその他不正な行為等に該

当する事実を発生させた者について、指名停止とする

こととしている。 

 

オ 談合等に対するペナルティの強化 

 
平成29年７月に「東京都水道局競争入札参加有資格

者指名停止等措置要綱」を改正し、独占禁止法違反に

対する指名停止期間を延長したほか、契約に係る厳格

管理情報のさぐり行為に対する罰則規定を追加した。 

また、平成30年12月からは、入札参加者のさぐり行

為により、文書による１回目の注意喚起を行った場合、

指名決定を保留し調査を実施するとともに、違法行為

を行っていない旨の誓約書の提出を求め、提出がない

場合には入札を取りやめることとした。 

 

カ 契約監視委員会による調査 

 
当局では、従来、談合防止を目的として、物品購入

契約を対象に調査・監視を行ってきた物品契約監視委

員会と、局職員による情報漏えいの防止を目的として、

工事請負契約を対象に調査・監視を行ってきた工事契

約監視委員会を設置していた。 

平成31年４月に、既存の水道局物品契約監視委員会

と水道局工事契約監視委員会を統合し、新たに「東京

都水道局契約監視委員会」を設置した。 

本委員会では、これまで実施してきた調査の対象及

び内容を拡充する等により、監視体制を強化し、契約

の公正性・公平性を確保し、契約手続に係る不正

行為を防止する。 

 
キ 暴力団等の排除 

 

 平成22年11月に「東京都水道局契約関係暴力団等対

策措置要綱」を制定し、局が締結する契約に暴力団等

が介入することがないよう排除する措置（契約解除等）

を講ずるとともに、不当介入に対し通報・報告する制

度を設けている。 

 

（３） 参入機会の拡大 

 
政府調達協定により、表６－８の適用基準額以上の

契約について、「地方公共団体の物品等又は特定役務

 

－ 148 － 

第第６６章章  

第２ 契約事務 
 

１ 契約の締結 

 

当局では、局施設の建設や改良工事の請負、貯蔵品

や水道メータ等の物品の購入、種々の業務委託など多

岐にわたる契約を締結している。令和６年度の契約状

況は、表６－７のとおりである。 

 また、契約手続を公正かつ公平に行うためには、競

争性の発揮や透明性の確保が不可欠である。 
 そのため、当局では、電子調達システムの運用など

を推進するとともに、時代に即した契約制度の改善に

努めている。 
 
表６－７ 令和６年度契約状況 

 (令和７年３月末現在) 

区 分 件  数 金額(百万円) 

工 事 1,727 250,627 

物 品 2,588 97,741 

計 4,315 348,368 

 

２ 契約事務手続の透明性、公正性及び公

平性の確保 

 

入札・契約事務手続の透明性、公正性及び公平性を

より一層向上させるとともに、不正行為の発生を防止

するため、様々な取組を行っている。 
 
（１） 情報の公表 

 
ア 工事請負契約 

 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」（平成13年２月16日施行）に基づき、契約関係

の情報を次のとおり公表している。 

（ア）工事発注予定の公表 

ａ 年間計画   毎月  

ｂ 発注予定表  原則毎週月曜日 

 

（イ）入札・契約の経過等の公表 

ａ 入札経過調書 

ｂ 指名理由 

ｃ 積算内訳書（250万円を超える工事案件） 

ｄ 随意契約結果 

ｅ 随意契約理由 

ｆ 契約金額の変更を伴う契約変更の理由等 

（ウ）基準、要綱等の公表 

ａ 指名基準 

ｂ 共同企業体に対する発注取扱要綱 

ｃ 工事成績評定要綱 

ｄ 指名停止等措置要綱  その他 

（エ）工事成績等の公表 

ａ 250万円を超える工事案件の成績 

ｂ 100万円を超える設計等委託案件の成績 

ｃ 優良業者（75点以上）情報 

ｄ 指名停止情報 

（オ）入札参加有資格者名簿の公表 

 

イ 物品契約 

 

平成 12年７月から当局ホームページを活用して、世

界貿易機関（ＷＴＯ）の枠組みの下で運用される「政

府調達に関する協定」（以下「政府調達協定」という。）

の適用を受ける契約案件及び継続的・反復的に購入す

る物品に係る契約案件の公募並びに落札結果の公表を

開始し、平成 14 年 11 月からは、委託契約などにも公

表の対象を拡大した。 

その後、平成 17年度からは、当局ホームページに代

えて都の入札等に関する専用のホームページである

「入札情報サービス」で公表することとし、平成 22年

５月には、特命随意契約に関する情報（件名、決定金

額、決定者及び特命随意契約理由）を追加した。 

また、こうした契約時に即時公表する情報とは別に、

毎年同内容で繰り返し契約する契約額１千万円以上の

業務委託を対象に、過去５年間の入札参加者、応札額

等の情報を平成30年12月から当局ホームページで公表

している。 

さらに、薬品購入についても業務委託と同様の情報
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 当局では、技術提案型競争入札方式による入札時Ｖ

Ｅを平成11年度から試行している。 

また、設計ＶＥを平成14年度から、契約後ＶＥを平

成19年度からそれぞれ実施している。 

 

（３）最低制限価格制度と低入札価格調査制度 

 

 過度の低価格での受注は、中長期的な品質確保に悪

影響を及ぼすおそれが強い。このような受注を防止し、

排除する目的で採用されているのが、最低制限価格制

度と低入札価格調査制度である。 

 平成29年10月30日の公表案件から制度の適用範囲を

見直し、低入札価格調査制度の対象を拡大した。 

具体的には、低入札価格調査制度を適用する予定価

格の引下げを行い、さらに総合評価方式を採用する案

件については、予定価格にかかわらず全て低入札価格

調査制度を適用することとした。 

見直し後の予定価格による適用範囲は、表６－10の

とおりである。 

なお、令和３年１月１日公表案件からは、総合評価

方式を採用する案件（技術提案型を除く。）について

見直しを行い、過度の低価格入札への対策を価格点に

反映させる方式（一定の価格水準を下回ると価格点逓

減等）に移行し、低入札調査対象から除外している。 

 

表６－10 適用範囲   （令和７年４月１日現在） 
 低入札価格調査制度 最低制限価格制度 

土木工事 ３億５千万円以上 ３億５千万円未満 

建築工事 ４億４千万円以上 ４億４千万円未満 

設備工事 ２億５千万円以上 ２億５千万円未満 

（注）金額は予定価格（税込） 

 

ア 最低制限価格制度 

 

 最低制限価格制度とは、最低制限価格を下回る入札

者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で最低制限価

格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格を

もって申込みをした者を落札者とする制度である。工

事請負契約における最低制限価格は、予定価格の10分

の7.5以上、10分の9.3以下の範囲内で設定している。 

また、設計等委託契約においては、品質確保・

向上や将来の担い手確保・育成に資することを目

的に、令和３年10月から最低制限価格制度を試行

し、令和５年10月から本格実施を開始した。設計

等委託契約における最低制限価格は、予定価格の1

0分の７以上、10分の8.1から8.5以下（業種により

異なる）の範囲内で設定している。 

さらに、印刷請負契約においても、低価格入札

の防止や中長期的な担い手確保等により、品質確

保を図ることを目的として、令和６年度より最低

制限価格制度を試行し、令和７年１月から本格実

施を開始した。印刷請負契約における最低制限価

格は、予定価格の10分の7.5に設定する。 

 

イ 低入札価格調査制度 

 

 低入札価格調査制度とは、調査基準価格を下回る入

札があった場合に、その入札価格で当該契約の内容に

適合した履行が可能であるかどうかを調査した上で落

札者を決定する制度である。 

 主な内容は、履行能力等の調査、経営状況・信用状

態等の調査、入札価格の内訳書の調査である。 

平成29年10月30日の公表分からは、調査対象の拡大

に伴い、調査の前段階として失格基準を設定した。 

具体的には、これまで「特別重点調査」としていた

調査事項を数値的失格基準に変え、さらに過去３年の

都契約工事の履行成績に対する失格基準を設定した。 

 令和５年９月１日の公表分から、ＷＴＯ対象工事に

おける低入札価格調査について、よりＷＴＯ協定の趣

旨に沿うよう、数値的失格基準と同等の基準に該当し

た場合には、詳細な調査票を追加で求めることとした。 

 

４ 電子調達システムの運用 

 

当局では、公共調達における透明性・競争性の向上

及び業務の効率化を図るため、工事請負・物品購入等

の入札・契約に関する手続を電子化することとし、平

成16年８月から水道局電子調達システムを一部導入し、

平成17年４月から本格導入した。 

  具体的には、水道メータ調達案件を平成16年８月公

表分から先行実施し、平成17年４月からは複数単価契

約等を除く全ての工事入札案件を対象とした。平成18

年度からは、物品入札案件を含めた全ての入札案件を
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の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

号）」に基づき、東京都公報に公告又は公示して、一

般競争入札の方式により入札を実施し、契約を締結し

ている。 

 

表６－８ 適用基準表  （令和７年４月１日現在） 
区           分 基 準 額 

物品等の調達契約 3,600万円 

特定役務のうち建設工事の調達契約 27億2,000万円 

特定役務のうち建設のためのサービス、エンジニア 

リングサービスその他の技術的サービスの調達契約 

 

2億7,000万円 

特定役務のうち上記以外の調達契約 3,600万円 

 
（４） 成績評定 
 
 履行状況を客観的に把握して、その結果を業者選定

等に反映させるため、工事成績評定、設計等委託成績

評定及び建物清掃業務委託成績評定を実施している。 
 

３ 工事等の品質確保に向けた契約方式 

 

（１） 総合評価方式 

 

機能、性能、技術等価格以外の要素と価格とを総合

的に評価し、発注者に最も有利な条件を提示した者を

落札者とする入札方式である。都においては「公共工

事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、平成17

年度から実施している。 

当局でも現在、「技術提案型」、「施工能力審査型」、

「技術力評価型」、「技術実績評価型」及び「設計等

委託実績評価型」の５類型の総合評価方式を導入し、

試行している。 

なお、それぞれの方式の適用範囲は、表６－９のと

おりである。 

 

表６－９ 適用範囲  （令和７年４月１日現在） 

類型 土木工事 建築工事 設備工事 

施工能力 

審査型 

２．５億円 

未満 

３．５億円 

未満 

１．２億円 

未満 

技術実績 

評価型 

２．５億円 

以上 

３．５億円 

以上 

１．２億円 

以上 

技術力 

評価型 

１．６億円 

以上 

２．２億円 

以上 

１億円 

以上 

技術提案型 工事内容による 

設計等委託 

実績評価型 
業務内容による 

（注）金額は予定価格（税込） 
 

ア 技術提案型（平成17年度導入） 

 
高度な技術提案等（将来の維持管理等を含めた総合

的コスト縮減、工事目的物の性能・機能の向上等）を

評価する。 
技術的工夫の余地が大きく、技術的課題や困難性が

特に大きい工事を対象としている。 
 

イ 施工能力審査型(試行)（平成18年度導入） 

 

工事成績や配置予定技術者の資格・実績を評価する。

中小規模だが、施工実績等に配慮する必要性のある工

事を対象としている。 

 

ウ 技術力評価型(試行)（平成19年度導入） 

 
「企業の技術力」と「企業の信頼性・社会性」の内

容を評価する。技術的な課題や困難性があり、技術力

等の審査が必要な工事を対象としている。 
 
エ 技術実績評価型(試行)（平成22年度導入） 

 
「企業の技術力」と「企業の信頼性・社会性」の内

容を評価する。技術的課題が少ない比較的大規模な工

事を対象としている。 
 

オ 設計等委託実績評価型（令和元年度導入） 

 
設計等委託案件のうち、入札参加者が有する一定の

資格や実績、成績等の内容を重視することで業務の品

質が確保できるものから選定して実施している。 

 

（２）ＶＥ（Value Engineering、価値工学） 

 

目的物の機能を低下させずにコストを縮減し、又は

同等のコストで機能を向上させる手法である。 

－ 150 －

第６章



 

－ 151 － 

第第６６章章  

 当局では、技術提案型競争入札方式による入札時Ｖ

Ｅを平成11年度から試行している。 

また、設計ＶＥを平成14年度から、契約後ＶＥを平

成19年度からそれぞれ実施している。 

 

（３）最低制限価格制度と低入札価格調査制度 

 

 過度の低価格での受注は、中長期的な品質確保に悪

影響を及ぼすおそれが強い。このような受注を防止し、

排除する目的で採用されているのが、最低制限価格制

度と低入札価格調査制度である。 

 平成29年10月30日の公表案件から制度の適用範囲を

見直し、低入札価格調査制度の対象を拡大した。 

具体的には、低入札価格調査制度を適用する予定価

格の引下げを行い、さらに総合評価方式を採用する案

件については、予定価格にかかわらず全て低入札価格

調査制度を適用することとした。 

見直し後の予定価格による適用範囲は、表６－10の

とおりである。 

なお、令和３年１月１日公表案件からは、総合評価

方式を採用する案件（技術提案型を除く。）について

見直しを行い、過度の低価格入札への対策を価格点に

反映させる方式（一定の価格水準を下回ると価格点逓

減等）に移行し、低入札調査対象から除外している。 

 

表６－10 適用範囲   （令和７年４月１日現在） 
 低入札価格調査制度 最低制限価格制度 

土木工事 ３億５千万円以上 ３億５千万円未満 

建築工事 ４億４千万円以上 ４億４千万円未満 

設備工事 ２億５千万円以上 ２億５千万円未満 

（注）金額は予定価格（税込） 

 

ア 最低制限価格制度 

 

 最低制限価格制度とは、最低制限価格を下回る入札

者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で最低制限価

格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格を

もって申込みをした者を落札者とする制度である。工

事請負契約における最低制限価格は、予定価格の10分

の7.5以上、10分の9.3以下の範囲内で設定している。 

また、設計等委託契約においては、品質確保・

向上や将来の担い手確保・育成に資することを目

的に、令和３年10月から最低制限価格制度を試行

し、令和５年10月から本格実施を開始した。設計

等委託契約における最低制限価格は、予定価格の1

0分の７以上、10分の8.1から8.5以下（業種により

異なる）の範囲内で設定している。 

さらに、印刷請負契約においても、低価格入札

の防止や中長期的な担い手確保等により、品質確

保を図ることを目的として、令和６年度より最低

制限価格制度を試行し、令和７年１月から本格実

施を開始した。印刷請負契約における最低制限価

格は、予定価格の10分の7.5に設定する。 

 

イ 低入札価格調査制度 

 

 低入札価格調査制度とは、調査基準価格を下回る入

札があった場合に、その入札価格で当該契約の内容に

適合した履行が可能であるかどうかを調査した上で落

札者を決定する制度である。 

 主な内容は、履行能力等の調査、経営状況・信用状

態等の調査、入札価格の内訳書の調査である。 

平成29年10月30日の公表分からは、調査対象の拡大

に伴い、調査の前段階として失格基準を設定した。 

具体的には、これまで「特別重点調査」としていた

調査事項を数値的失格基準に変え、さらに過去３年の

都契約工事の履行成績に対する失格基準を設定した。 

 令和５年９月１日の公表分から、ＷＴＯ対象工事に

おける低入札価格調査について、よりＷＴＯ協定の趣

旨に沿うよう、数値的失格基準と同等の基準に該当し

た場合には、詳細な調査票を追加で求めることとした。 

 

４ 電子調達システムの運用 

 

当局では、公共調達における透明性・競争性の向上

及び業務の効率化を図るため、工事請負・物品購入等

の入札・契約に関する手続を電子化することとし、平

成16年８月から水道局電子調達システムを一部導入し、

平成17年４月から本格導入した。 

  具体的には、水道メータ調達案件を平成16年８月公

表分から先行実施し、平成17年４月からは複数単価契

約等を除く全ての工事入札案件を対象とした。平成18

年度からは、物品入札案件を含めた全ての入札案件を
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の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

号）」に基づき、東京都公報に公告又は公示して、一

般競争入札の方式により入札を実施し、契約を締結し

ている。 

 

表６－８ 適用基準表  （令和７年４月１日現在） 
区           分 基 準 額 

物品等の調達契約 3,600万円 

特定役務のうち建設工事の調達契約 27億2,000万円 

特定役務のうち建設のためのサービス、エンジニア 

リングサービスその他の技術的サービスの調達契約 

 

2億7,000万円 

特定役務のうち上記以外の調達契約 3,600万円 

 
（４） 成績評定 
 
 履行状況を客観的に把握して、その結果を業者選定

等に反映させるため、工事成績評定、設計等委託成績

評定及び建物清掃業務委託成績評定を実施している。 
 

３ 工事等の品質確保に向けた契約方式 

 

（１） 総合評価方式 

 

機能、性能、技術等価格以外の要素と価格とを総合

的に評価し、発注者に最も有利な条件を提示した者を

落札者とする入札方式である。都においては「公共工

事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、平成17

年度から実施している。 

当局でも現在、「技術提案型」、「施工能力審査型」、

「技術力評価型」、「技術実績評価型」及び「設計等

委託実績評価型」の５類型の総合評価方式を導入し、

試行している。 

なお、それぞれの方式の適用範囲は、表６－９のと

おりである。 

 

表６－９ 適用範囲  （令和７年４月１日現在） 

類型 土木工事 建築工事 設備工事 

施工能力 

審査型 

２．５億円 

未満 

３．５億円 

未満 

１．２億円 

未満 

技術実績 

評価型 

２．５億円 

以上 

３．５億円 

以上 

１．２億円 

以上 

技術力 

評価型 

１．６億円 

以上 

２．２億円 

以上 

１億円 

以上 

技術提案型 工事内容による 

設計等委託 

実績評価型 
業務内容による 

（注）金額は予定価格（税込） 
 

ア 技術提案型（平成17年度導入） 

 
高度な技術提案等（将来の維持管理等を含めた総合

的コスト縮減、工事目的物の性能・機能の向上等）を

評価する。 
技術的工夫の余地が大きく、技術的課題や困難性が

特に大きい工事を対象としている。 
 

イ 施工能力審査型(試行)（平成18年度導入） 

 

工事成績や配置予定技術者の資格・実績を評価する。

中小規模だが、施工実績等に配慮する必要性のある工

事を対象としている。 

 

ウ 技術力評価型(試行)（平成19年度導入） 

 
「企業の技術力」と「企業の信頼性・社会性」の内

容を評価する。技術的な課題や困難性があり、技術力

等の審査が必要な工事を対象としている。 
 
エ 技術実績評価型(試行)（平成22年度導入） 

 
「企業の技術力」と「企業の信頼性・社会性」の内

容を評価する。技術的課題が少ない比較的大規模な工

事を対象としている。 
 

オ 設計等委託実績評価型（令和元年度導入） 

 
設計等委託案件のうち、入札参加者が有する一定の

資格や実績、成績等の内容を重視することで業務の品

質が確保できるものから選定して実施している。 

 

（２）ＶＥ（Value Engineering、価値工学） 

 

目的物の機能を低下させずにコストを縮減し、又は

同等のコストで機能を向上させる手法である。 
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公表を行う。 

 

イ 本格実施内容 

 

「１者入札の中止」については、中止による事業進

捗の遅れが懸念されるとともに、本取組に加え「予定

価格の事後公表」、「ＪＶ結成義務の撤廃」といった

取組により、入札参加者が着実に増加していることか

ら、今後は実施しないこととする。 

 

（４）低入札価格調査制度の適用範囲の拡大 

 

ア 試行内容 

 

公共工事の不調率の改善や、近年の大手や中堅企業

の業績改善を踏まえ、最低制限価格制度の臨時的措置

を終了するとともに、これらの事業者を主な対象とす

る大規模工事を取扱う財務局契約案件について、工事

品質を確保しつつ、より競争環境を高めるため、低入

札価格調査制度の適用範囲を拡大する。 

ただし、受注者の約９割を占める中小企業の、ダン

ピングや過剰な競争による疲弊を防ぎ、持続可能な公

共調達環境を確保するため比較的規模の大きい契約案

件において実施することとし、対象となる工事の範囲

は、建築工事４億４千万円以上、土木工事３億５千万

円以上、設備工事２億５千万円以上の案件とする。 

 

イ 本格実施内容 

  

原則として継続する。ただし、試行では過去の公共

工事の履行状況調査における社会保険加入状況の確認

を実施していたが、一次下請業者の社会保険加入の義

務化を標準契約約款に規定することに合わせて、低入

札価格調査時における「過去３年の社会保険未加入」

の失格基準を廃止する。 

 

６ 電子契約の実施 

 

東京都では、契約書の製本、記名押印、対面による

書類等の受渡しなどが必要な、従来の紙と押印による

契約締結事務に電子契約サービスを新たに導入するこ

とにより、事業者の利便性向上と業務負担の軽減を図

るとともに、都の事務の効率化、簡素化を実現するこ

とを目的として、電子契約を実施している。 

当局においても、令和７年１月６日以後に公告等が

行われた契約案件から電子契約サービスを導入し、実

施組織及び対象業種・営業種目を段階的に拡大して、

電子契約を実施している。 
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電子入札の対象とした。 

また、電子調達システムについて、都で一体的な運

用管理を実現するため、水道局電子調達システムと東

京都電子調達システムとの統合に向けた開発を進め、

平成25年１月から両システムが統合された新電子調達

システムが稼働している。 

 

５ 入札契約制度改革 

 

入札契約制度は、経済状況や社会情勢の変化に応じ、

適宜見直しを行う必要があり、これまでも様々な改革

を行ってきた。 

平成29年度に試行、平成30年度に本格実施した入札

契約制度改革の概要は、次のとおりである。 

 

（１）予定価格の事後公表 

 

ア 試行内容 

  

 工事入札における予定価格の事前公表制度は、これ

まで予定価格の漏えいによる不正行為の防止という面

で大きな役割を果たしてきたが、予定価格とほぼ同額

の応札が可能なことから、応札者が１者の場合、競争

性に疑念がもたれるというデメリットがある。 

また、公共工事の積算基準等の公表により、予定価

格設定の透明性は確保されており、事後公表にしても

事業者が適切に工事費の見積りを行うことができる環

境が整っている。 

このことから、これまで事前公表としていた予定価

格については、事後公表に改める。 

また、これに伴い予定価格や最低制限価格等の漏え

い防止策の強化を行う。 

 

イ 本格実施内容 

  

 今後も予定価格の事後公表を原則として継続するが、

中小企業の負担等を考慮し、次の価格帯の案件は事前

公表に変える。 

（ア）建築工事４億４千万円未満 

（イ）土木工事３億５千万円未満 

（ウ）設備工事２億５千万円未満 

事後公表を継続する価格帯については、発注規模を

細分化する。 

事後公表案件が不調となった場合は、再発注時に予

定価格を事前公表とする。 

 

（２）ＪＶ（Joint Venture、共同企業体）結成義務の

撤廃 

  

ア 試行内容 

  

都においては、国や他の自治体と比較して、発注に

当たってＪＶの結成を義務付けている比較的大規模な

工事において入札参加者が少なくなっており、ＪＶ結

成義務が入札参加に当たって制約になっていると考え

られる。 

このため、対象となる工事の発注要件からＪＶ結成

義務を撤廃し、ＪＶ（原則３者以内）と単体企業のど

ちらでも参加できる混合入札へと変更する。 

対象工事の範囲は、ＷＴＯ基準額未満（令和７年４

月１日現在27億２千万円）で、建築工事６億円以上、

土木工事５億円以上、設備工事２億５千万円以上とす

る。 

また、総合評価方式の入札については、中小企業を

含むＪＶを自主的に結成した場合の加点項目を追加す

る。 

 

イ 本格実施内容 

 

今後も原則として継続するが、中小企業育成のため

に、総合評価方式におけるＪＶ結成時の加点の拡充を

図るとともに、中小企業技術者育成モデル工事の実施

を検討する。 

 

（３）１者入札の中止 

 

ア 試行内容 

 

一般に電子調達システムの下での一般競争入札では、

１者入札であっても競争性はあるとされているが、そ

の競争は潜在的で入札経過に現れないため、公正性に

疑念を生じさせるおそれがある。 

このため、原則として入札参加希望者が１者の場合

は入札を中止し、入札参加資格を見直した上で、再度
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公表を行う。 

 

イ 本格実施内容 

 

「１者入札の中止」については、中止による事業進

捗の遅れが懸念されるとともに、本取組に加え「予定

価格の事後公表」、「ＪＶ結成義務の撤廃」といった

取組により、入札参加者が着実に増加していることか

ら、今後は実施しないこととする。 

 

（４）低入札価格調査制度の適用範囲の拡大 

 

ア 試行内容 

 

公共工事の不調率の改善や、近年の大手や中堅企業

の業績改善を踏まえ、最低制限価格制度の臨時的措置

を終了するとともに、これらの事業者を主な対象とす

る大規模工事を取扱う財務局契約案件について、工事

品質を確保しつつ、より競争環境を高めるため、低入

札価格調査制度の適用範囲を拡大する。 

ただし、受注者の約９割を占める中小企業の、ダン

ピングや過剰な競争による疲弊を防ぎ、持続可能な公

共調達環境を確保するため比較的規模の大きい契約案

件において実施することとし、対象となる工事の範囲

は、建築工事４億４千万円以上、土木工事３億５千万

円以上、設備工事２億５千万円以上の案件とする。 

 

イ 本格実施内容 

  

原則として継続する。ただし、試行では過去の公共

工事の履行状況調査における社会保険加入状況の確認

を実施していたが、一次下請業者の社会保険加入の義

務化を標準契約約款に規定することに合わせて、低入

札価格調査時における「過去３年の社会保険未加入」

の失格基準を廃止する。 

 

６ 電子契約の実施 

 

東京都では、契約書の製本、記名押印、対面による

書類等の受渡しなどが必要な、従来の紙と押印による

契約締結事務に電子契約サービスを新たに導入するこ

とにより、事業者の利便性向上と業務負担の軽減を図

るとともに、都の事務の効率化、簡素化を実現するこ

とを目的として、電子契約を実施している。 

当局においても、令和７年１月６日以後に公告等が

行われた契約案件から電子契約サービスを導入し、実

施組織及び対象業種・営業種目を段階的に拡大して、

電子契約を実施している。 
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電子入札の対象とした。 

また、電子調達システムについて、都で一体的な運

用管理を実現するため、水道局電子調達システムと東

京都電子調達システムとの統合に向けた開発を進め、

平成25年１月から両システムが統合された新電子調達

システムが稼働している。 

 

５ 入札契約制度改革 

 

入札契約制度は、経済状況や社会情勢の変化に応じ、

適宜見直しを行う必要があり、これまでも様々な改革

を行ってきた。 

平成29年度に試行、平成30年度に本格実施した入札

契約制度改革の概要は、次のとおりである。 

 

（１）予定価格の事後公表 

 

ア 試行内容 

  

 工事入札における予定価格の事前公表制度は、これ

まで予定価格の漏えいによる不正行為の防止という面

で大きな役割を果たしてきたが、予定価格とほぼ同額

の応札が可能なことから、応札者が１者の場合、競争

性に疑念がもたれるというデメリットがある。 

また、公共工事の積算基準等の公表により、予定価

格設定の透明性は確保されており、事後公表にしても

事業者が適切に工事費の見積りを行うことができる環

境が整っている。 

このことから、これまで事前公表としていた予定価

格については、事後公表に改める。 

また、これに伴い予定価格や最低制限価格等の漏え

い防止策の強化を行う。 

 

イ 本格実施内容 

  

 今後も予定価格の事後公表を原則として継続するが、

中小企業の負担等を考慮し、次の価格帯の案件は事前

公表に変える。 

（ア）建築工事４億４千万円未満 

（イ）土木工事３億５千万円未満 

（ウ）設備工事２億５千万円未満 

事後公表を継続する価格帯については、発注規模を

細分化する。 

事後公表案件が不調となった場合は、再発注時に予

定価格を事前公表とする。 

 

（２）ＪＶ（Joint Venture、共同企業体）結成義務の

撤廃 

  

ア 試行内容 

  

都においては、国や他の自治体と比較して、発注に

当たってＪＶの結成を義務付けている比較的大規模な

工事において入札参加者が少なくなっており、ＪＶ結

成義務が入札参加に当たって制約になっていると考え

られる。 

このため、対象となる工事の発注要件からＪＶ結成

義務を撤廃し、ＪＶ（原則３者以内）と単体企業のど

ちらでも参加できる混合入札へと変更する。 

対象工事の範囲は、ＷＴＯ基準額未満（令和７年４

月１日現在27億２千万円）で、建築工事６億円以上、

土木工事５億円以上、設備工事２億５千万円以上とす

る。 

また、総合評価方式の入札については、中小企業を

含むＪＶを自主的に結成した場合の加点項目を追加す

る。 

 

イ 本格実施内容 

 

今後も原則として継続するが、中小企業育成のため

に、総合評価方式におけるＪＶ結成時の加点の拡充を

図るとともに、中小企業技術者育成モデル工事の実施

を検討する。 

 

（３）１者入札の中止 

 

ア 試行内容 

 

一般に電子調達システムの下での一般競争入札では、

１者入札であっても競争性はあるとされているが、そ

の競争は潜在的で入札経過に現れないため、公正性に

疑念を生じさせるおそれがある。 

このため、原則として入札参加希望者が１者の場合

は入札を中止し、入札参加資格を見直した上で、再度
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参考資料 
 

１ 統計資料 

 

（１）東京の水道（区部及び都営水道 26市町） 

 

 

 

 

 

 

ア 基本事項 

事業開始年月日  年 

度 

給水区域面積 

（㎢） 

施設能力 

（㎥/日） 

水源量 

（万㎥/日） 創設認可 供用開始 

明治 23.7.5 

（1890） 

明治 31.12.1

（1898） 

５ 1,239.21 6,844,500 680 

６ 1,239.21 6,844,500 680 

 

年

度 

給水人口 

（人） 

配水管延長 

（㎞） 

給水件数 

（件） 

メータ装置個数 

（個） 

職員数 

（人） 

５ 13,755,332 27,520 8,020,572 8,068,015 3,521 

６ 13,847,475 27,585 8,134,056 8,175,097 3,507 

（注１）令和５年度以降の給水人口は、国勢調査の結果により補正されることがある。 

（注２）給水区域面積、給水人口、給水件数及び職員数は、各年度における 10 月１日現在の値である。  
 

 イ 配水量 

年

度 

年間総配水量 

（千㎥） 

一日平均配水量 

（㎥/日） 

一日最大配水量 

（㎥/日） 

負荷率 

（％） 

５ 1,526,632 4,171,100 4,476,500  (7月 11日) 93.2 

６ 1,528,133 4,186,700 4,462,600  (7 月 4 日) 93.8 

（注１）配水量には、未統合市への分水量を含む。 

（注２）負荷率は、一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合で表される。 

 

ウ 経営状況 

年
度 

                          職員１人当り       

総収益 給水収益 供給単価 給水原価 営業収益 総費用 

（百万円） （百万円） （円/㎥） (円/㎥） （千円） （百万円） 

５ 339,295 282,728 214.01 222.59 107,029 337,107 

６ 338,056 285,848 215.17 217.87 107,968 336,826 

                         

年
度 

職員給与費 支払利息 減価償却費 動力費 薬品費 修繕費 その他 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

５ 27,192 2,365 76,339 16,979 5,286 115,161 93,785 

６ 28,196 2,501 78,373 16,236 5,110 111,846 94,564 

（注）供給単価及び給水原価は税込である。 
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参考資料 
 

１ 統計資料 

 

（１）東京の水道（区部及び都営水道 26市町） 

 

 

 

 

 

 

ア 基本事項 

事業開始年月日  年 

度 

給水区域面積 

（㎢） 

施設能力 

（㎥/日） 

水源量 

（万㎥/日） 創設認可 供用開始 

明治 23.7.5 

（1890） 

明治 31.12.1

（1898） 

５ 1,239.21 6,844,500 680 

６ 1,239.21 6,844,500 680 

 

年

度 

給水人口 

（人） 

配水管延長 

（㎞） 

給水件数 

（件） 

メータ装置個数 

（個） 

職員数 

（人） 

５ 13,755,332 27,520 8,020,572 8,068,015 3,521 

６ 13,847,475 27,585 8,134,056 8,175,097 3,507 

（注１）令和５年度以降の給水人口は、国勢調査の結果により補正されることがある。 

（注２）給水区域面積、給水人口、給水件数及び職員数は、各年度における 10 月１日現在の値である。  
 

 イ 配水量 

年

度 

年間総配水量 

（千㎥） 

一日平均配水量 

（㎥/日） 

一日最大配水量 

（㎥/日） 

負荷率 

（％） 

５ 1,526,632 4,171,100 4,476,500  (7月 11日) 93.2 

６ 1,528,133 4,186,700 4,462,600  (7 月 4 日) 93.8 

（注１）配水量には、未統合市への分水量を含む。 

（注２）負荷率は、一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合で表される。 

 

ウ 経営状況 

年
度 

                          職員１人当り       

総収益 給水収益 供給単価 給水原価 営業収益 総費用 

（百万円） （百万円） （円/㎥） (円/㎥） （千円） （百万円） 

５ 339,295 282,728 214.01 222.59 107,029 337,107 

６ 338,056 285,848 215.17 217.87 107,968 336,826 

                         

年
度 

職員給与費 支払利息 減価償却費 動力費 薬品費 修繕費 その他 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

５ 27,192 2,365 76,339 16,979 5,286 115,161 93,785 

６ 28,196 2,501 78,373 16,236 5,110 111,846 94,564 

（注）供給単価及び給水原価は税込である。 
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（４）配水量分析の年度比較表（区部及び都営水道 26 市町） 

水量 構成比 水量 構成比 水量 構成比 水量 構成比 水量 構成比

（千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％）

配水量 1,540,872 100.0 1,521,391 100.0 1,516,654 100.0 1,526,632 100.0 1,528,133 100.0

有効水量 1,481,128 96.1 1,466,722 96.4 1,458,559 96.2 1,464,784 95.9 1,472,529 96.4

有収水量 1,474,615 95.7 1,460,376 96.0 1,451,388 95.7 1,458,028 95.5 1,466,118 96.0

無収水量 6,513 0.4 6,346 0.4 7,171 0.5 6,756 0.4 6,411 0.4

無効水量 59,744 3.9 54,669 3.6 58,095 3.8 61,848 4.1 55,604 3.6

漏水量 57,592 3.7 52,527 3.5 55,943 3.7 59,717 3.9 53,461 3.5

調定減額水量 2,152 0.2 2,142 0.1 2,152 0.1 2,131 0.2 2,143 0.1
（注）水量及び構成比は、合計と内訳が一致しない場合、端数処理を行っている。

2 3
          年  度
項  目

54 6

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）海外都市の水道 

 東京 ロンドン ニューヨーク パリ 

給水人口      （万人） 1,388 1,010 820 213 

管路延長      （㎞） 28,384 32,000 11,000 1,933 

職員数       （人） 3,548 7,851 6,000 904 

一日平均配水量（千㎥/日） 4,186 2,600 3,785 480 

（注１）東京は令和６年度値 

（注２）各海外都市は、令和７年度の当局の調査で各都市における主要な水道事業体ホームページ等から収集した数値

（注３）ロンドンの管路延長及び職員数には、ロンドン近隣地域及び下水道分を含む。 

（注４）ニューヨークの職員数には下水道分を含む。 

758,199 2,463,362 1,428,439 2,800,023 811,700 1,483,847 692,403 1,211,310 944,242 1,602,452 707,456

5,517 8,625 4,283 5,219 2,441 5,247 4,397 4,880 4,670 4,242 3,631

361,076 1,398,723 807,768 1,741,618 409,438 825,579 341,758 602,954 511,177 972,118 366,983

194 1,286 666 1,259 226 542 365 635 322 579 294

377,317 1,424,000 738,778 2,370,700 427,800 809,207 322,000 601,201 769,000 780,987 377,695

255,521 801,498 507,397 1,164,200 264,830 533,050 247,590 372,544 318,802 466,151 234,426

239,100 742,800 479,400 1,097,000 249,200 499,800 233,300 351,300 286,700 428,400 221,800

1,100 731 1,067 1,045 1,122 1,111 1,254 891 858 1,122 1,155

125.49 157.41 166.63 158.85 160.66 180.12 182.94 146.34 144.87 217.97 164.72

138.04 182.06 161.36 141.23 167.10 179.55 165.31 152.73 169.85 190.93 145.40

神 戸 市浜 松 市 名 古 屋 市 京 都 市 大 阪 市 堺 市 岡 山 市 広 島 市 北 九 州 市 福 岡 市 熊 本 市

13,659,538 13,702,629 13,666,240 13,695,631 13,755,388 13,847,531

13,659,482 13,702,572 13,666,183 13,695,575 13,755,332 13,847,475

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7,767,460 7,803,092 7,831,979 7,909,895 8,020,572 8,134,056

27,265 27,341 27,403 27,466 27,520 27,585

6,859,500 6,844,500 6,844,500 6,844,500 6,844,500 6,844,500

1,542,737 1,540,872 1,521,391 1,516,654 1,526,632 1,528,133

4,500,500 4,531,800 4,430,800 4,503,500 4,476,500 4,462,600

4,215,100 4,221,600 4,168,200 4,155,200 4,171,100 4,186,700

元 2 3 4 5 6
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エ 施設利用効率の分析 

年
度 

施設利用率    （％） 最大稼働率     （％） 

＝ （一日平均配水量 / 浄水施設能力（注））×100 ＝ （一日最大配水量 / 浄水施設能力（注））×100 

５ 73.2 78.5 

６ 73.5 78.3 

（注）浄水施設能力は、公称施設能力から水質管理の強化等に伴う経常的な能力低下や補修工事等に伴う能

力低下を考慮した施設能力である。 

（２）東京の水道の推移（区部及び都営水道 26 市町） 

給 水 区 域 内 人 口 ( 人 ) 13,174,386 13,309,957 13,430,557 13,545,199

給 水 人 口 ( 人 ) 13,174,321 13,309,895 13,430,499 13,545,141

普 及 率 ( ％ ) 100.0 100.0 100.0 100.0

給 水 件 数 ( 件 ) 7,340,182 7,443,762 7,551,025 7,656,496

配 水 管 延 長 ( km ) 26,915 27,038 27,126 27,195

施 設 能 力 ( m
3/日 ) 6,859,500 6,859,500 6,859,500 6,859,500

年 間 総 配 水 量 ( 千m3 ) 1,530,300 1,530,174 1,541,705 1,540,896

一 日 最 大 配 水 量 ( m3/日 ) 4,604,000 4,511,000 4,570,300 4,602,000

一 日 平 均 配 水 量 ( m3/日 ) 4,181,100 4,192,300 4,223,800 4,221,600
（注１）配水量には、未統合市への分水量を含む。

（注２）令和３年度以降の給水区域内人口及び給水人口は、国勢調査の結果により補正されることがある。

（注３）給水区域内人口、給水人口、普及率及び給水件数は、年度における10月１日現在の値である。

                  年度
項目

27 2928 30

  
（３）主要都市の水道 

 
 
 
 
 
 

オ 経営安定度の分析    

年
度 

総収支比率 流動比率 自己資本構成比率 企業債元利償還金対 

（％） （％） （％） 料金収入比率  （％） 

５ 100.6 142.1 82.9 6.2 

６ 100.4 146.2 82.3 5.4 

給 水 人 口 ( 人 ) 13,876,055 1,958,037 1,060,363 1,350,982 1,553,892 3,755,445 755,449 656,789

導 送 配 水 管 延 長 ( km ) 28,384 6,170 3,809 3,690 2,557 9,487 4,402 2,716

給 水 戸 数 ( 戸 ) 8,188,343 1,005,103 548,946 656,686 790,397 1,968,852 338,622 314,635

職 員 数 ( 人 ) 3,548 656 441 404 592 1,537 381 209

給 水 施 設 能 力 ( ㎥/日 ) 6,844,500 699,600 407,470 534,400 758,200 1,820,000 376,000 314,160

一 日 最 大 配 水 量 ( ㎥ ) 4,462,600 558,870 343,732 392,310 522,600 1,174,100 282,204 250,310

一 日 平 均 配 水 量 ( ㎥ ) 4,186,700 524,500 327,400 369,900 493,700 1,103,200 262,500 232,900

料 金 ( 家 庭 用 13 ㎜ 10m
3
) ( 円･税込 ) 1,067 1,452 1,518 1,364 792 1,064 1,804 1,430

供 給 単 価 （ 税 抜 ） ( 円/㎥ ) 194.97 212.22 209.02 209.78 143.96 187.43 154.48 144.95

給 水 原 価 （ 税 抜 ） ( 円/㎥ ) 224.51 180.28 194.77 196.63 172.75 191.37 155.73 134.56

（注）令和６年度地方公営企業決算の状況（総務省）調による。

　　　供給単価及び給水原価は、総務省が発表している水道事業経営指標に基づき算出したものである。

　　　　供給単価＝給水収益÷年間総有収水量

　　　　給水原価＝{経常費用－(長期前受金戻入＋受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)}÷年間総有収水量

       　　  　　         都 市 名

項  目
東 京 都 札 幌 市 仙 台 市 さ い た ま 市 川 崎 市 横 浜 市 新 潟 市 静 岡 市
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（４）配水量分析の年度比較表（区部及び都営水道 26 市町） 

水量 構成比 水量 構成比 水量 構成比 水量 構成比 水量 構成比

（千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％） （千ｍ3） （％）

配水量 1,540,872 100.0 1,521,391 100.0 1,516,654 100.0 1,526,632 100.0 1,528,133 100.0

有効水量 1,481,128 96.1 1,466,722 96.4 1,458,559 96.2 1,464,784 95.9 1,472,529 96.4

有収水量 1,474,615 95.7 1,460,376 96.0 1,451,388 95.7 1,458,028 95.5 1,466,118 96.0

無収水量 6,513 0.4 6,346 0.4 7,171 0.5 6,756 0.4 6,411 0.4

無効水量 59,744 3.9 54,669 3.6 58,095 3.8 61,848 4.1 55,604 3.6

漏水量 57,592 3.7 52,527 3.5 55,943 3.7 59,717 3.9 53,461 3.5

調定減額水量 2,152 0.2 2,142 0.1 2,152 0.1 2,131 0.2 2,143 0.1
（注）水量及び構成比は、合計と内訳が一致しない場合、端数処理を行っている。

2 3
          年  度
項  目

54 6

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）海外都市の水道 

 東京 ロンドン ニューヨーク パリ 

給水人口      （万人） 1,388 1,010 820 213 

管路延長      （㎞） 28,384 32,000 11,000 1,933 

職員数       （人） 3,548 7,851 6,000 904 

一日平均配水量（千㎥/日） 4,186 2,600 3,785 480 

（注１）東京は令和６年度値 

（注２）各海外都市は、令和７年度の当局の調査で各都市における主要な水道事業体ホームページ等から収集した数値

（注３）ロンドンの管路延長及び職員数には、ロンドン近隣地域及び下水道分を含む。 

（注４）ニューヨークの職員数には下水道分を含む。 

758,199 2,463,362 1,428,439 2,800,023 811,700 1,483,847 692,403 1,211,310 944,242 1,602,452 707,456

5,517 8,625 4,283 5,219 2,441 5,247 4,397 4,880 4,670 4,242 3,631

361,076 1,398,723 807,768 1,741,618 409,438 825,579 341,758 602,954 511,177 972,118 366,983

194 1,286 666 1,259 226 542 365 635 322 579 294

377,317 1,424,000 738,778 2,370,700 427,800 809,207 322,000 601,201 769,000 780,987 377,695

255,521 801,498 507,397 1,164,200 264,830 533,050 247,590 372,544 318,802 466,151 234,426

239,100 742,800 479,400 1,097,000 249,200 499,800 233,300 351,300 286,700 428,400 221,800

1,100 731 1,067 1,045 1,122 1,111 1,254 891 858 1,122 1,155

125.49 157.41 166.63 158.85 160.66 180.12 182.94 146.34 144.87 217.97 164.72

138.04 182.06 161.36 141.23 167.10 179.55 165.31 152.73 169.85 190.93 145.40

神 戸 市浜 松 市 名 古 屋 市 京 都 市 大 阪 市 堺 市 岡 山 市 広 島 市 北 九 州 市 福 岡 市 熊 本 市

13,659,538 13,702,629 13,666,240 13,695,631 13,755,388 13,847,531

13,659,482 13,702,572 13,666,183 13,695,575 13,755,332 13,847,475

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7,767,460 7,803,092 7,831,979 7,909,895 8,020,572 8,134,056

27,265 27,341 27,403 27,466 27,520 27,585

6,859,500 6,844,500 6,844,500 6,844,500 6,844,500 6,844,500

1,542,737 1,540,872 1,521,391 1,516,654 1,526,632 1,528,133

4,500,500 4,531,800 4,430,800 4,503,500 4,476,500 4,462,600

4,215,100 4,221,600 4,168,200 4,155,200 4,171,100 4,186,700

元 2 3 4 5 6

 

－ 156 － 

参参考考資資料料  

エ 施設利用効率の分析 

年
度 

施設利用率    （％） 最大稼働率     （％） 

＝ （一日平均配水量 / 浄水施設能力（注））×100 ＝ （一日最大配水量 / 浄水施設能力（注））×100 

５ 73.2 78.5 

６ 73.5 78.3 

（注）浄水施設能力は、公称施設能力から水質管理の強化等に伴う経常的な能力低下や補修工事等に伴う能

力低下を考慮した施設能力である。 

（２）東京の水道の推移（区部及び都営水道 26 市町） 

給 水 区 域 内 人 口 ( 人 ) 13,174,386 13,309,957 13,430,557 13,545,199

給 水 人 口 ( 人 ) 13,174,321 13,309,895 13,430,499 13,545,141

普 及 率 ( ％ ) 100.0 100.0 100.0 100.0

給 水 件 数 ( 件 ) 7,340,182 7,443,762 7,551,025 7,656,496

配 水 管 延 長 ( km ) 26,915 27,038 27,126 27,195

施 設 能 力 ( m
3/日 ) 6,859,500 6,859,500 6,859,500 6,859,500

年 間 総 配 水 量 ( 千m3 ) 1,530,300 1,530,174 1,541,705 1,540,896

一 日 最 大 配 水 量 ( m3/日 ) 4,604,000 4,511,000 4,570,300 4,602,000

一 日 平 均 配 水 量 ( m3/日 ) 4,181,100 4,192,300 4,223,800 4,221,600
（注１）配水量には、未統合市への分水量を含む。

（注２）令和３年度以降の給水区域内人口及び給水人口は、国勢調査の結果により補正されることがある。

（注３）給水区域内人口、給水人口、普及率及び給水件数は、年度における10月１日現在の値である。

                  年度
項目

27 2928 30

  
（３）主要都市の水道 

 
 
 
 
 
 

オ 経営安定度の分析    

年
度 

総収支比率 流動比率 自己資本構成比率 企業債元利償還金対 

（％） （％） （％） 料金収入比率  （％） 

５ 100.6 142.1 82.9 6.2 

６ 100.4 146.2 82.3 5.4 

給 水 人 口 ( 人 ) 13,876,055 1,958,037 1,060,363 1,350,982 1,553,892 3,755,445 755,449 656,789

導 送 配 水 管 延 長 ( km ) 28,384 6,170 3,809 3,690 2,557 9,487 4,402 2,716

給 水 戸 数 ( 戸 ) 8,188,343 1,005,103 548,946 656,686 790,397 1,968,852 338,622 314,635

職 員 数 ( 人 ) 3,548 656 441 404 592 1,537 381 209

給 水 施 設 能 力 ( ㎥/日 ) 6,844,500 699,600 407,470 534,400 758,200 1,820,000 376,000 314,160

一 日 最 大 配 水 量 ( ㎥ ) 4,462,600 558,870 343,732 392,310 522,600 1,174,100 282,204 250,310

一 日 平 均 配 水 量 ( ㎥ ) 4,186,700 524,500 327,400 369,900 493,700 1,103,200 262,500 232,900

料 金 ( 家 庭 用 13 ㎜ 10m
3
) ( 円･税込 ) 1,067 1,452 1,518 1,364 792 1,064 1,804 1,430

供 給 単 価 （ 税 抜 ） ( 円/㎥ ) 194.97 212.22 209.02 209.78 143.96 187.43 154.48 144.95

給 水 原 価 （ 税 抜 ） ( 円/㎥ ) 224.51 180.28 194.77 196.63 172.75 191.37 155.73 134.56

（注）令和６年度地方公営企業決算の状況（総務省）調による。

　　　供給単価及び給水原価は、総務省が発表している水道事業経営指標に基づき算出したものである。

　　　　供給単価＝給水収益÷年間総有収水量

　　　　給水原価＝{経常費用－(長期前受金戻入＋受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)}÷年間総有収水量

       　　  　　         都 市 名

項  目
東 京 都 札 幌 市 仙 台 市 さ い た ま 市 川 崎 市 横 浜 市 新 潟 市 静 岡 市
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（６）貯水量及び降水量 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 11 119 83 153

(54) (20) (131) (76) (126)

32 98 127 94 222 267 112 437 62 154 91 1

73 75 76 97 74 96 89 329 245 46 95 89

17 46 101 70 65 95 245 93 297 96 60 25

56 71 102 53 106 119 140 95 414 122 25 24 利根川水系取水制限　実施：□

43 56 91 110 122 183 213 248 247 174 76 44 給水制限　実施：△

※平年：大正１４年～令和６年まで１００年間の平均値 解除：○

※端数処理の関係で合計欄の数値が合わないことがあります。 注）このグラフに使用しているデータは速報値のため、後日訂正することがあります。

　億立方ﾒｰﾄﾙ　(%)

平年

水源地平均(４箇所平均)　平均降水量（ｍｍ）
平年比(％)

出水期利水容量　2.17987億立方ﾒｰﾄﾙ非出水期利水容量　2.19754億立方ﾒｰﾄﾙ

－

－1,607

(平年比％)

105.5

75.1

82.6

1,207

86.1

1,327

391

平成　６

平成　８

1,695

令和　７

令和　６

年・月

平成２８ 1,384

年合計

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

平成28年

令和6年

平成6年

平年(平27～令6)

平成8年

12

27

15

19

25
2129

13

平成6年給水制限

平成8年給水制限

19

2521

29

(91)

(68)

(46)

(23)

令和7年

平年比

80%

5月31日 1.3991 億立方ﾒｰﾄﾙ （64％）

平年同日 1.7578 億立方ﾒｰﾄﾙ （80％）

16

2

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 45 90 92 149

(52) (101) (129) (101) (127)

49 65 135 87 130 142 148 306 154 126 76 25

69 36 57 104 56 156 134 328 312 55 68 56

26 35 68 47 98 117 155 78 217 80 55 23

27 50 52 23 139 107 104 153 346 87 26 29

45 45 70 91 117 177 200 207 207 130 58 40 利根川水系取水制限　実施：□

※平年：昭和２３年～令和６年まで７７年間の平均値 給水制限　実施：△

※端数処理の関係で合計欄の数値が合わないことがあります。 注）このグラフに使用しているデータは速報値のため、後日訂正することがあります。 解除：○

　億立方ﾒｰﾄﾙ　(%) 非洪水期利水容量　5.5163億立方ﾒｰﾄﾙ

-

取水制限
年

平成２８

過去の取水制限及び給水制限

給水制限

最大(％)

利根川水系取水制限

実施～解除

6/16～9/2

最大(％)

10

1,444

400

年合計

令和　７

平年比(％)

利根川栗橋上流域　平均降水量（ｍｍ）

年・月

－

平年

平成　６

令和　６

(平年比％)

平成　８

平成２８ 1,431 103.2

1,143

72.0

1,387 －

999

1/12～3/27、8/13～9/25 30

82.4

平成８ 15

平成６ 7/15～9/19 30 15

104.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

(18)

洪水期利水容量

3.6849～4.8663億立方ﾒｰﾄﾙ

平成28年

令和6年

平成6年

平年(平4～令6)

平成8年
12

27

15

19

25

21

29
13

平成6年給水制限

平成8年給水制限

19

2521

29

(100)

(91)

(82)

(73)

(63)

(54)

(36)

(27)

(9)

令和7年

平年比

124%

16

2

(45)

5.0058 億立方ﾒｰﾄﾙ （91％）

4.0233 億立方ﾒｰﾄﾙ （73％）平年同日

5月31日

 

 

 

多摩川水系ダム貯水量及び降水量（令和７年５月末現在） 

利根川水系ダム貯水量及び降水量（令和７年５月末現在） 
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荒川水系ダム貯水量及び降水量（令和７年５月末現在） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 7 131 121 162

(54) (16) (182) (128) (141)

26 58 124 72 160 184 103 409 115 146 65 2

24 10 73 67 67 70 218 263 138 488 13 7

1 22 55 62 80 47 204 32 314 74 57 17

42 44 64 25 111 103 152 142 344 119 21 24

34 40 72 95 115 166 186 212 229 157 59 31

※平年：昭和４０年～令和６年までの６０年間の平均値 荒川水系取水制限　実施：□

※端数処理の関係で合計欄の数値が合わないことがあります。 注）このグラフに使用しているデータは速報値のため、後日訂正することがあります。 解除：○

　億立方ﾒｰﾄﾙ　(%) 非洪水期利水容量　1.4420億立方ﾒｰﾄﾙ

平成２９ 7/5～8/25 20 -

過去の取水制限及び給水制限

年
荒川水系取水制限 取水制限 給水制限

実施～解除 最大(％) 最大(％)

104.8

平成　６

平年

令和　６

(平年比％)

荒川秋ヶ瀬上流域　平均降水量（ｍｍ）

平成　８

令和　７

年合計

平成２９

平年比(％)年・月

1,396

－

－

85.3

965

1,438 103.0

69.1

1,191

439

1,463

0.0

0.4

0.8

1.2

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

5

25

洪水期利水容量

0.6560～0.8160億立方ﾒｰﾄﾙ

平成29年

令和6年

平年(平22～令6)

(83)

(55)

(28)

令和7年

平年比

104%

5月31日 1.0012 億立方ﾒｰﾄﾙ（69％）

平年同日 0.9647 億立方ﾒｰﾄﾙ （67％）

 

 

 

（７）渇水 

 

平成８年夏期渇水における給水制限等の状況 

期間 給水制限率等 制限時間

節水呼び掛け
８/13
～

８/15

８/13　三郷・利根川河口堰不安
　　　定分119万㎥/日削減

自主節水
８/16
～

８/20

（節水目標）
　一般使用者５％
　大口使用者10％

8/16
　水道局渇水対
　策本部設置

８/16　取水制限一律10％
　　　（計　154万㎥/日）
８/20　取水制限一律20％
　　　（計　188万㎥/日）

８/21
～

８/23

制限率　10％
（節水目標）
　一般使用者10％
　大口使用者15％
　（100㎥超）

22時～６時

８/23　取水制限一律30％
　　　（計　223万㎥/日）

８/24
～

８/30

制限率　15％
（節水目標）
　一般使用者15％
　大口使用者20％
　（100㎥超）

22時～６時
13時～17時

８/28　取水制限一時緩和

８/31
～

９/25

制限率　10％
（節水目標）
　一般使用者10％
　大口使用者15％
　（100㎥超）

22時～６時 ９/25
　水道局渇水対
　策本部解散

８/31　取水制限一律20％再開
９/９　取水制限一時緩和
９/11　取水制限一律20％再開
９/14　取水制限一時緩和
９/25　取水制限全面解除

取水制限経過
制限内容

給水制限

〔一部高台や水道管末端地区〕

給水制限率10％時
・区部　３区　1.6万世帯
　　　　杉並区、世田谷区等
・多摩　10市　1.0万世帯
　　　　東村山市、小平市等
（減・濁水の苦情なし）

給水制限率15％時
・区部　７区　6.0万世帯
　　　　豊島区、杉並区等
・多摩　12市　2.7万世帯
　　　　東村山市、小平市等
（減・濁水の苦情なし）

制限の段階 影響地域 都の対応

せき
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２ 水質基準等 

 

（１） 水質基準項目  51項目 

項　　目 基準値 区　分

1 一般細菌 100個/mL以下

2 大腸菌 検出されないこと

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下

8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下

20 ベンゼン 0.01mg/L以下

21 塩素酸 0.6mg/L以下

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下

23 クロロホルム 0.06mg/L以下

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下

26 臭素酸 0.01mg/L以下

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 味

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 着　色

38 塩化物イオン 200mg/L以下

39 カルシウム､マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下

40 蒸発残留物 500mg/L以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 発　泡

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 発　泡

45 フェノール類 0.005mg/L以下 臭　気

46 有機物　(全有機炭素（TOC）の量) 3mg/L以下 味

47 ｐＨ値 5.8以上8.6以下

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下

51 濁度 2度以下

基礎的性状

病原生物による
汚染の指標

無機物・重金属

一般有機物

消毒副生成物

着　色

   水質基準に関する省令（平成15年５月30日厚生労働省令第101号。平成16年４月１日施行）

　 水質基準に関する省令の一部を改正する省令（令和２年３月25日厚生労働省令第38号。令和２年４月１日施行）

味

かび臭
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制 限 期 間 制限率等(％)
制 限 量

(万‰/日)

削 減

日 数
制限期間 制限率（％） 日 数

　　　　 38.11. 5～39. 4.17 ３０
4.18～ 6.14 ２５
6.15～ 7. 8 １５
7. 9～ 7.20 ２５
7.21～ 8. 5 ３５
8. 6～ 8.14 ４５
8.15～ 8.24 ５０
8.25～ 9.13 ３０
9.14～ 9.30 ２５

39.10. 1～40. 3.31 １５
40 5. 1～ 5.18 相模川 　　２ 　１８ 　 　 　

6. 1～ 6. 5 　　４ 　
6. 6～ 6. 7 　　６ 　
6. 8～ 6.21 　１０ 　
6.22～ 7. 7 　１８ 　
7. 8～ 7.11 　１３ 　 　 　

46 7.16～ 9. 1 相模川 　　２ 　４８ 　 　 　
6.24～ 7. 4 ─ １１５ 6.24～ 7. 4 １０
7. 5～ 7.15 ─ １５５ 7. 5～ 7.15 １５
8. 2～ 8.15 不安定分 １２０

9. 1～ 9. 6 ─ 　９０
6.22～ 6.28 不安定分 １２０ 　 　
8. 5～ 8. 9 不安定分 １２０

8.11～ 8.27 　７
8.28～ 9.21 ２０ １８０ 8.28～ 9.21 １０
9.22～10. 6 １０ １５０ 9.22～10. 6 　７
6.22～ 7. 8 不安定分 　４０ 　 節水呼び掛け
7. 9～ 8.18 １０ １５０ 7. 9～ 8.18 １０

55 7. 1～ 8.13 １０ １５０ 　４４ 7. 1～ 8.13 ５(自主節水) 　４４
7.16～ 7.19 不安定分 １２０ 　 　

59 (S60)1.21～ 3. 4 相模川 　　４ 　４４ 　 　 　
60 8.28～ 9.13 不安定分 １３０ 　１７ 　 　 　

6.11～ 6.15 不安定分 １３０ 　 　
6.16～ 6.21 １０ １６０ 6.16～ 6.21 ５(自主節水)
6.22～ 7. 1 ２０ ２００

7. 4～ 7.29 １５
7.30～ 8.18 ２０ ２００
8.19～ 8.25 １０ １６０
5.20～ 9.28 相模川 　１０ １３２ 　 　

7. 3～ 7.19 ５(自主節水)

7.23～ 8. 2 １０ １６０
8. 3～ 8.14 １０
8.15～ 9. 5 ５(自主節水強化)

8. 7～ 8.10 相模川 　１０ 　　４ 　 　
５ 6.25～ 7. 6 相模川 　１０ 　１２ 　 　 　

7.15～ 7.21 不安定分 １１９ 7.18～ 7.21 節水呼び掛け
7.22～ 7.28 １０ １５４ 7.22～ 7.28 ５(自主節水)
7.29～ 8.15 ２０ １８８

8.17～ 8.29 １５
8.30～ 9.19 ２０ １８８ 8.30～ 9.19 １０

(H8)1.11～ 2.20 　１０
(H8)2.21～ 4. 9 　２０
(H8)4.10～ 4.24 　１０

8.13～ 8.15 不安定分 １１９ 8.13～ 8.15 節水呼び掛け
8.16～ 8.19 １０ １５４

8.24～ 8.30 １５
8.31～ 9.25 ２０ １８８ 8.31～ 9.25 １０
6.27～ 7. 4 　１０
7. 5～ 7.23 　２０

(H9)2. 1～ 3.25 １０ 　３７ 　５３ (H9)2. 1～ 3.25 節水呼び掛け 　５３
13 8.10～ 8.27 １０ 　４０ 　１８ 8.10～ 8.27 ５(自主節水) 　１８
24 9.11～10. 3 １０ 　３０ 　２３ 9.3～10. 3 節水呼び掛け 　３１
25 7.24～ 9.18 １０   ３５ 　５７ 6.18～ 9.18 節水呼び掛け 　９３
28 6.16～9.2 １０   ３６ 　７９ 6.16～ 9.2 ５(自主節水) 　７９

7.5～7.20 　　２ 　１６
7.21～ 8.25   　４ 　３６

(注１)取水制限期間には、一時緩和期間を含む。
(注２)取水制限において、荒川・相模川以外は、全て利根川水系における取水制限である。

(注４)取水制限量は、取水制限期間中の最大値を示した。

　

29 荒川

(注３)取水制限における利根川と相模川の制限期間には重複している期間があるが、削減日数についてはそれぞれ単独の削減

(注３)日数を示した。

　７６ (H8)2.21～ 3.27　 ５(自主節水)　

　３６
相模川 １０５ 　 　

８

　４４
　４４

8.16～ 8.20 ５(自主節水)
8.20～ 8.22 ２０ １８８

8.21～ 8.23 １０
8.23～ 8.30 ３０ ２２３

相模川 　２７ 　

平成

２

7. 3～ 7.22 不安定分 １２５

　６５

７

(H8)1.12～ 3.27 １０ 　３７

　６５
7.20～ 8. 2 ５(自主節水強化)

8. 3～ 9. 5 ２０ １９５

６ 　６７ 　６４7.29～ 8.16 １０
8.16～ 8.29 ３０ ２２３

7.20～ 8.10

年 度

8.16～ 8.20 １０

38

｜

39

42

47

　７１

　１８

　６７

　４１

　１７

５１１

　２２　２２

　４１

62

57

53

54

１０

１８０

7.20～ 8. 5 ５(自主節水)

8.21～ 8.31 ２０

昭昭和和3399年年以以降降ににおおけけるる渇渇水水状状況況

取　水　制　限 給　水　制　限　等

昭和

48

6.22～ 7. 3 １０

8.10～ 8.27

7. 2～ 7.29 　７６

１２

　 　

8.20～ 8.21 ５(大口使用制限)

8.22～ 9. 6 １０

8. 1～ 8.10 節水呼び掛け

　２６

３０

相模川

１５０

１５０
　３６

　７０

　５８

１５０

１０

２４０

7.30～ 8.25
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２ 水質基準等 

 

（１） 水質基準項目  51項目 

項　　目 基準値 区　分

1 一般細菌 100個/mL以下

2 大腸菌 検出されないこと

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下

8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下

20 ベンゼン 0.01mg/L以下

21 塩素酸 0.6mg/L以下

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下

23 クロロホルム 0.06mg/L以下

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下

26 臭素酸 0.01mg/L以下

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下

35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 味

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 着　色

38 塩化物イオン 200mg/L以下

39 カルシウム､マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下

40 蒸発残留物 500mg/L以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 発　泡

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 発　泡

45 フェノール類 0.005mg/L以下 臭　気

46 有機物　(全有機炭素（TOC）の量) 3mg/L以下 味

47 ｐＨ値 5.8以上8.6以下

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5度以下

51 濁度 2度以下

基礎的性状

病原生物による
汚染の指標

無機物・重金属

一般有機物

消毒副生成物

着　色

   水質基準に関する省令（平成15年５月30日厚生労働省令第101号。平成16年４月１日施行）

　 水質基準に関する省令の一部を改正する省令（令和２年３月25日厚生労働省令第38号。令和２年４月１日施行）

味

かび臭
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制 限 期 間 制限率等(％)
制 限 量

(万‰/日)

削 減

日 数
制限期間 制限率（％） 日 数

　　　　 38.11. 5～39. 4.17 ３０
4.18～ 6.14 ２５
6.15～ 7. 8 １５
7. 9～ 7.20 ２５
7.21～ 8. 5 ３５
8. 6～ 8.14 ４５
8.15～ 8.24 ５０
8.25～ 9.13 ３０
9.14～ 9.30 ２５

39.10. 1～40. 3.31 １５
40 5. 1～ 5.18 相模川 　　２ 　１８ 　 　 　

6. 1～ 6. 5 　　４ 　
6. 6～ 6. 7 　　６ 　
6. 8～ 6.21 　１０ 　
6.22～ 7. 7 　１８ 　
7. 8～ 7.11 　１３ 　 　 　

46 7.16～ 9. 1 相模川 　　２ 　４８ 　 　 　
6.24～ 7. 4 ─ １１５ 6.24～ 7. 4 １０
7. 5～ 7.15 ─ １５５ 7. 5～ 7.15 １５
8. 2～ 8.15 不安定分 １２０

9. 1～ 9. 6 ─ 　９０
6.22～ 6.28 不安定分 １２０ 　 　
8. 5～ 8. 9 不安定分 １２０

8.11～ 8.27 　７
8.28～ 9.21 ２０ １８０ 8.28～ 9.21 １０
9.22～10. 6 １０ １５０ 9.22～10. 6 　７
6.22～ 7. 8 不安定分 　４０ 　 節水呼び掛け
7. 9～ 8.18 １０ １５０ 7. 9～ 8.18 １０

55 7. 1～ 8.13 １０ １５０ 　４４ 7. 1～ 8.13 ５(自主節水) 　４４
7.16～ 7.19 不安定分 １２０ 　 　

59 (S60)1.21～ 3. 4 相模川 　　４ 　４４ 　 　 　
60 8.28～ 9.13 不安定分 １３０ 　１７ 　 　 　

6.11～ 6.15 不安定分 １３０ 　 　
6.16～ 6.21 １０ １６０ 6.16～ 6.21 ５(自主節水)
6.22～ 7. 1 ２０ ２００

7. 4～ 7.29 １５
7.30～ 8.18 ２０ ２００
8.19～ 8.25 １０ １６０
5.20～ 9.28 相模川 　１０ １３２ 　 　

7. 3～ 7.19 ５(自主節水)

7.23～ 8. 2 １０ １６０
8. 3～ 8.14 １０
8.15～ 9. 5 ５(自主節水強化)

8. 7～ 8.10 相模川 　１０ 　　４ 　 　
５ 6.25～ 7. 6 相模川 　１０ 　１２ 　 　 　

7.15～ 7.21 不安定分 １１９ 7.18～ 7.21 節水呼び掛け
7.22～ 7.28 １０ １５４ 7.22～ 7.28 ５(自主節水)
7.29～ 8.15 ２０ １８８

8.17～ 8.29 １５
8.30～ 9.19 ２０ １８８ 8.30～ 9.19 １０

(H8)1.11～ 2.20 　１０
(H8)2.21～ 4. 9 　２０
(H8)4.10～ 4.24 　１０

8.13～ 8.15 不安定分 １１９ 8.13～ 8.15 節水呼び掛け
8.16～ 8.19 １０ １５４

8.24～ 8.30 １５
8.31～ 9.25 ２０ １８８ 8.31～ 9.25 １０
6.27～ 7. 4 　１０
7. 5～ 7.23 　２０

(H9)2. 1～ 3.25 １０ 　３７ 　５３ (H9)2. 1～ 3.25 節水呼び掛け 　５３
13 8.10～ 8.27 １０ 　４０ 　１８ 8.10～ 8.27 ５(自主節水) 　１８
24 9.11～10. 3 １０ 　３０ 　２３ 9.3～10. 3 節水呼び掛け 　３１
25 7.24～ 9.18 １０   ３５ 　５７ 6.18～ 9.18 節水呼び掛け 　９３
28 6.16～9.2 １０   ３６ 　７９ 6.16～ 9.2 ５(自主節水) 　７９

7.5～7.20 　　２ 　１６
7.21～ 8.25   　４ 　３６

(注１)取水制限期間には、一時緩和期間を含む。
(注２)取水制限において、荒川・相模川以外は、全て利根川水系における取水制限である。

(注４)取水制限量は、取水制限期間中の最大値を示した。

　

29 荒川

(注３)取水制限における利根川と相模川の制限期間には重複している期間があるが、削減日数についてはそれぞれ単独の削減

(注３)日数を示した。

　７６ (H8)2.21～ 3.27　 ５(自主節水)　

　３６
相模川 １０５ 　 　

８

　４４
　４４

8.16～ 8.20 ５(自主節水)
8.20～ 8.22 ２０ １８８

8.21～ 8.23 １０
8.23～ 8.30 ３０ ２２３

相模川 　２７ 　

平成

２

7. 3～ 7.22 不安定分 １２５

　６５

７

(H8)1.12～ 3.27 １０ 　３７

　６５
7.20～ 8. 2 ５(自主節水強化)

8. 3～ 9. 5 ２０ １９５

６ 　６７ 　６４7.29～ 8.16 １０
8.16～ 8.29 ３０ ２２３

7.20～ 8.10

年 度

8.16～ 8.20 １０

38

｜

39

42

47

　７１

　１８

　６７

　４１

　１７

５１１

　２２　２２

　４１

62

57

53

54

１０

１８０

7.20～ 8. 5 ５(自主節水)

8.21～ 8.31 ２０

昭昭和和3399年年以以降降ににおおけけるる渇渇水水状状況況

取　水　制　限 給　水　制　限　等

昭和

48

6.22～ 7. 3 １０

8.10～ 8.27

7. 2～ 7.29 　７６

１２

　 　

8.20～ 8.21 ５(大口使用制限)

8.22～ 9. 6 １０

8. 1～ 8.10 節水呼び掛け

　２６

３０

相模川

１５０

１５０
　３６

　７０

　５８

１５０

１０

２４０

7.30～ 8.25
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（３）要検討項目 46項目 

水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について

（平成4年12月21日衛水第270号厚生省生活衛生局水道整備課長通知）

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正における留意事項について

（令和3年3月26日薬生水発0326第１号厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知。令和3年4月1日施行）

項　　目 目標値 区　分

1 銀及びその化合物 ―

2 バリウム及びその化合物 0.7mg/L

3 ビスマス及びその化合物 ―

4 モリブデン及びその化合物 0.07mg/L

5 アクリルアミド 0.0005mg/L

6 アクリル酸 ―

7 17-β-エストラジオール 0.00008mg/L(暫定）

8 エチニル-エストラジオール 0.00002mg/L(暫定）

9 エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5mg/L

10 エピクロロヒドリン 0.0004mg/L(暫定）

11 塩化ビニル 0.002mg/L

12 酢酸ビニル ―

13 2,4-トルエンジアミン ―

14 2,6-トルエンジアミン ―

15 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン ―

16 スチレン 0.02mg/L

17 ダイオキシン類 1pg-TEQ/L（暫定） 非意図的生成物

18 トリエチレンテトラミン ―

19 ノニルフェノール 0.3mg/L（暫定）

20 ビスフェノールＡ 0.1mg/L（暫定）

21 ヒドラジン ― 無機物

22 1,2-ブタジエン ―

23 1,3-ブタジエン ―

24 フタル酸ジ(n-ブチル) 0.01mg/L

25 フタル酸ブチルベンジル 0.5mg/L

26 ミクロキスチン－ＬＲ 0.0008mg/L（暫定）

27 有機すず化合物
0.0006mg/L（暫定）(トリブチルスズオキシ
ド（TBTO))

28 ブロモクロロ酢酸 ―

29 ブロモジクロロ酢酸 ―

30 ジブロモクロロ酢酸 ―

31 ブロモ酢酸 ―

32 ジブロモ酢酸 ―

33 トリブロモ酢酸 ―

34 トリクロロアセトニトリル ―

35 ブロモクロロアセトニトリル ―

36 ジブロモアセトニトリル 0.06mg/L

37 アセトアルデヒド ―

38 ＭＸ 0.001mg/L

39 キシレン 0.4mg/L 有機物

40 過塩素酸 0.025mg/L 無機物

41 Ｎ-ニトロソジメチルアミン（NDMA) 0.0001mg/L

42 アニリン 0.02mg/L

43 キノリン 0.0001mg/L

44 1,2,3-トリクロロベンゼン 0.02mg/L

45 ニトリロ三酢酸（NTA） 0.2mg/L

46 ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） ―

無機物・重金属

有機物

消毒副生成物

有機物

有機物

有機物
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（２）水質管理目標設定項目 27項目 

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について

（平成15年10月10日健発第1010004号厚生労働省健康局長通知）

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等について

（令和4年3月31日生食発0331第3号厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。令和4年4月1日施行）

項　　目 目標値 区　分

1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下（暫定）

3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下

8 トルエン 0.4mg/L以下

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 消毒剤

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下（暫定）

14 抱水クロラール 0.02mg/L以下（暫定）

15 農薬類（注１） 1以下（注２） 農　薬

16 残留塩素 1mg/L以下 臭  気

17 カルシウム､マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上100mg/L以下 味

18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 着色

19 遊離炭酸 20mg/L以下 味

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下

21 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE） 0.02mg/L以下

22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 味

23 臭気強度 (TON) 3以下 臭　気

24 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 味

25 濁度 1度以下　 基礎的性状

26 ｐＨ値 7.5程度

27 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上とし､極力0に近づける

28 従属栄養細菌 2000個/mL以下（暫定） 水道施設の健全性の指標

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 一般有機物

30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 着色

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル
オロオクタン酸(PFOA)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ
ルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として
0.00005mg/L以下（暫定）

一般有機物

(注１) 農薬類は、115の農薬リストから水源地域の使用時期や状況を勘案して必要な農薬を選定し、検査結果を総合的に評価する。

(注２) 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれ目標値で除した値を合計し、その合計値が1以下であることを示す。

(注３) 4,6及び11は水質基準項目に移行されたことから、7は水質管理目標設定項目から削除され、4項目が欠番になっている。

無機物・重金属

一般有機物

消毒副生成物

臭　気

腐　食
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（３）要検討項目 46項目 

水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について

（平成4年12月21日衛水第270号厚生省生活衛生局水道整備課長通知）

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正における留意事項について

（令和3年3月26日薬生水発0326第１号厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知。令和3年4月1日施行）

項　　目 目標値 区　分

1 銀及びその化合物 ―

2 バリウム及びその化合物 0.7mg/L

3 ビスマス及びその化合物 ―

4 モリブデン及びその化合物 0.07mg/L

5 アクリルアミド 0.0005mg/L

6 アクリル酸 ―

7 17-β-エストラジオール 0.00008mg/L(暫定）

8 エチニル-エストラジオール 0.00002mg/L(暫定）

9 エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5mg/L

10 エピクロロヒドリン 0.0004mg/L(暫定）

11 塩化ビニル 0.002mg/L

12 酢酸ビニル ―

13 2,4-トルエンジアミン ―

14 2,6-トルエンジアミン ―

15 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン ―

16 スチレン 0.02mg/L

17 ダイオキシン類 1pg-TEQ/L（暫定） 非意図的生成物

18 トリエチレンテトラミン ―

19 ノニルフェノール 0.3mg/L（暫定）

20 ビスフェノールＡ 0.1mg/L（暫定）

21 ヒドラジン ― 無機物

22 1,2-ブタジエン ―

23 1,3-ブタジエン ―

24 フタル酸ジ(n-ブチル) 0.01mg/L

25 フタル酸ブチルベンジル 0.5mg/L

26 ミクロキスチン－ＬＲ 0.0008mg/L（暫定）

27 有機すず化合物
0.0006mg/L（暫定）(トリブチルスズオキシ
ド（TBTO))

28 ブロモクロロ酢酸 ―

29 ブロモジクロロ酢酸 ―

30 ジブロモクロロ酢酸 ―

31 ブロモ酢酸 ―

32 ジブロモ酢酸 ―

33 トリブロモ酢酸 ―

34 トリクロロアセトニトリル ―

35 ブロモクロロアセトニトリル ―

36 ジブロモアセトニトリル 0.06mg/L

37 アセトアルデヒド ―

38 ＭＸ 0.001mg/L

39 キシレン 0.4mg/L 有機物

40 過塩素酸 0.025mg/L 無機物

41 Ｎ-ニトロソジメチルアミン（NDMA) 0.0001mg/L

42 アニリン 0.02mg/L

43 キノリン 0.0001mg/L

44 1,2,3-トリクロロベンゼン 0.02mg/L

45 ニトリロ三酢酸（NTA） 0.2mg/L

46 ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） ―

無機物・重金属

有機物

消毒副生成物

有機物

有機物

有機物
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（２）水質管理目標設定項目 27項目 

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について

（平成15年10月10日健発第1010004号厚生労働省健康局長通知）

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等について

（令和4年3月31日生食発0331第3号厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。令和4年4月1日施行）

項　　目 目標値 区　分

1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下（暫定）

3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下

8 トルエン 0.4mg/L以下

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下 消毒剤

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下（暫定）

14 抱水クロラール 0.02mg/L以下（暫定）

15 農薬類（注１） 1以下（注２） 農　薬

16 残留塩素 1mg/L以下 臭  気

17 カルシウム､マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上100mg/L以下 味

18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 着色

19 遊離炭酸 20mg/L以下 味

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下

21 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE） 0.02mg/L以下

22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 味

23 臭気強度 (TON) 3以下 臭　気

24 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 味

25 濁度 1度以下　 基礎的性状

26 ｐＨ値 7.5程度

27 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上とし､極力0に近づける

28 従属栄養細菌 2000個/mL以下（暫定） 水道施設の健全性の指標

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 一般有機物

30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 着色

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル
オロオクタン酸(PFOA)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ
ルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として
0.00005mg/L以下（暫定）

一般有機物

(注１) 農薬類は、115の農薬リストから水源地域の使用時期や状況を勘案して必要な農薬を選定し、検査結果を総合的に評価する。

(注２) 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれ目標値で除した値を合計し、その合計値が1以下であることを示す。

(注３) 4,6及び11は水質基準項目に移行されたことから、7は水質管理目標設定項目から削除され、4項目が欠番になっている。

無機物・重金属

一般有機物

消毒副生成物

臭　気

腐　食
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４ 水道史年表 

 

《明治》 

 21年８月 内務省に東京市区改正委員会設置 

 (1888年) 上水改良が議決、設計調査委員設置 

23年２月 水道条例公布 

31年12月 淀橋浄水場が稼働し、神田・日本橋地区に

給水。最初の料金制度を開始（一般は放任給

水、多量使用者等には計量給水を適用） 

34年４月 水源かん養を目的に、多摩川上流域の御料

林を譲り受け営林事業を開始 

  ６月 旧上水道（神田・玉川上水）の市内給水廃

止 

 

《大正》 

５年５月  村山下貯水池工事開始(昭和２年３月完成) 

(1916年) 

６年10月  村山上貯水池工事開始(大正13年３月完成） 

７年４月 境浄水場工事開始(大正13年３月通水） 

  11月 玉川水道株式会社（玉川浄水場）給水開始 

10年３月 水道料金改定（64.6％） 

12年５月 渋谷町水道(砧下浄水場)給水開始 

９月 関東大震災で水道施設被害 

15年４月 目黒町営水道給水開始 

８月 江戸川上水町村組合(金町浄水場)給水開始 

   

《昭和》 

２年６月 淀橋町水道各戸への給水工事許可を得 

(1927年) て着工、暫時通水 

３年３月 山口貯水池工事開始(昭和９年３月完成) 

   10月 荒玉水道町村組合(砧上浄水場)通水開始 

４年３月 千駄ヶ谷町水道しゅん工  

５年11月 矢口水道株式会社(矢口浄水場)給水開始 

６年３月 大久保町水道完成 

   10月 代々幡町水道(町営)給水開始 

   12月 戸塚町水道しゅん工 

７年３月 井荻町水道(杉並浄水場)給水開始 

   10月 日本水道株式会社(狛江浄水場)給水開始 

  町営及び町村組合営の10水道事業体合併 

10年３月 玉川水道株式会社買収 

11年７月  第二水道拡張事業計画が認可－小河内

ダム及び東村山浄水場建設 

  ８月 応急拡張事業計画が認可－金町浄水場

の拡張等 

12年３月 矢口水道株式会社買収 

  ４月  将来の大東京実現に備えて水源確保のため、

水道水源調査委員会設置 

13年８月 小河内ダム工事開始 

15年６月 多摩川系の大渇水により、金町系及び杉並

系を除く全戸で時間給水（６月７日から８ 

月10日まで) 

  10月 水道水源調査委員会が､大正15年９月の市

会議決に続いて再び利根川上流取水を答申 

16年３月  委員会の答申に基づき東京市会は、群馬県

利根川河水統制事業費の一部負担を議決 

17年５月  利根川を水源とする第三水道拡張事業計画

を申請（戦争のため河水統制が中止となり未

認可） 

18年６月  神奈川県、川崎市及び東京市三者間で相模

川系分水協定成立 

  戦時体制に対応するため料金改定（娯楽用

水の料金を高く設定） 

  10月 小河内ダム建設工事、戦争のため一時中止 

19年１月  相模川を水源とする城南配水補給事業計画

認可（戦争のため川崎市の拡張工事が中止と

なり実施不能） 

20年４月  日本水道株式会社買収 

  ８月  戦争により被害を受けた水道施設の復旧及

び漏水防止作業開始 

    11月 水道料金改定（100％） 

21年３月  水道料金改定（150％） 

22年１月  水道料金改定（50％） 

    ６月 水道料金改定（100％） 

23年１月  水道料金改定（87％） 

    ４月 応急拡張事業及び第二水道拡張事業の工事

再開を都議会が議決 

    ６月 水道料金改定（90％） 

    ８月 水道料金改定（26％） 

24年６月 水道料金改定（31％） 

27年１月 水道料金改定（33％） 

  10月 地方公営企業法の施行により水道事業は都

の地方公営企業として経営 

30年２月  相模川分水協定改定 

31年１月  水道料金改定（36％） 

32年４月  相模川系拡張事業計画認可－長沢浄水
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３ 戦後の建設事業の経過 

 
浄水場の新設と拡張、更新 完成年度 

施設能力 

(m3／日） 
備    考 

戦前からの施設で現在稼働中のもの 
 

768,500  

 
 

応急拡張事業 

相模川系水道拡張事業 

第二水道拡張事業 

江戸川系水道拡張事業 

中川・江戸川系水道緊急拡張事業 

第一次利根川系水道拡張事業 

〃 

〃 

第二次利根川系水道拡張事業  

〃 

〃 

第三次利根川系水道拡張事業 

〃 

〃 

〃 

第四次利根川系水道拡張事業 

水源及び浄水施設整備事業 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(金町浄水場の拡張ほか) 

(長沢浄水場の建設) 

(東村山浄水場等の建設) 

(金町浄水場の拡張) 

(金町浄水場の拡張) 

(東村山浄水場の拡張) 

(朝霞浄水場第一期工事) 

(朝霞浄水場第二期工事) 

(金町浄水場の拡張) 

(小作浄水場第一期工事) 

(朝霞浄水場第三期工事) 

(金町浄水場の拡張) 

(東村山浄水場の拡張) 

(三園浄水場の建設) 

(小作浄水場第二期工事) 

(三郷浄水場第一期工事) 

(三郷浄水場第二期前期工事) 

(金町浄水場高度浄水施設第一期工事) 

(三郷浄水場第二期後期工事) 

(金町浄水場高度浄水施設第二期工事) 

(三郷浄水場高度浄水施設第一期工事) 

(金町浄水場の施設更新) 

(朝霞浄水場高度浄水施設第一期工事) 

(砧浄水場膜ろ過施設の建設) 

(砧下浄水所膜ろ過施設の建設) 

(三園浄水場高度浄水施設の建設) 

(東村山浄水場高度浄水施設の建設) 

(金町浄水場高度浄水施設第三期工事) 

(三郷浄水場高度浄水施設第二期工事) 

(朝霞浄水場高度浄水施設第二期工事) 

昭和 28年度 

昭和 34年度 

昭和 38年度 

昭和 38年度 

昭和 39年度 

昭和 40年度 

昭和 41年度 

昭和 43年度 

昭和 44年度 

昭和 45年度 

昭和 45年度 

昭和 48年度 

昭和 49年度 

昭和 50年度 

昭和 51年度 

昭和 60年度 

平成３年度 

平成４年度 

平成５年度 

平成８年度 

平成 10年度 

平成 16年度 

平成 16年度 

平成 18年度 

平成 18年度 

平成 19年度 

平成 21年度 

平成 24年度 

平成 25年度 

平成 25年度 

136,000  

200,000  

665,000  

95,000  

400,000  

300,000  

600,000  

300,000  

460,000  

140,000  

800,000  

460,000  

300,000  

300,000  

140,000  

550,000  

275,000  

△220,000  

275,000  

－ 

－ 

△100,000  

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

参考値 

 

淀橋浄水場移設分 240,000m3/日含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度浄水施設導入に伴う施設能力の変更 

 

一期及び二期合計 520,000m3/日の処理能力 

550,000m3/日の処理能力 

更新に伴う一部施設の廃止 

850,000m3/日の処理能力 

40,000m3/日の処理能力 

40,000m3/日の処理能力 

300,000m3/日の処理能力 

880,000m3/日の処理能力 

980,000m3/日の処理能力 

550,000m3/日の処理能力 

850,000m3/日の処理能力 

合      計  6,844,500  
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４ 水道史年表 

 

《明治》 

 21年８月 内務省に東京市区改正委員会設置 

 (1888年) 上水改良が議決、設計調査委員設置 

23年２月 水道条例公布 

31年12月 淀橋浄水場が稼働し、神田・日本橋地区に

給水。最初の料金制度を開始（一般は放任給

水、多量使用者等には計量給水を適用） 

34年４月 水源かん養を目的に、多摩川上流域の御料

林を譲り受け営林事業を開始 

  ６月 旧上水道（神田・玉川上水）の市内給水廃

止 

 

《大正》 

５年５月  村山下貯水池工事開始(昭和２年３月完成) 

(1916年) 

６年10月  村山上貯水池工事開始(大正13年３月完成） 

７年４月 境浄水場工事開始(大正13年３月通水） 

  11月 玉川水道株式会社（玉川浄水場）給水開始 

10年３月 水道料金改定（64.6％） 

12年５月 渋谷町水道(砧下浄水場)給水開始 

９月 関東大震災で水道施設被害 

15年４月 目黒町営水道給水開始 

８月 江戸川上水町村組合(金町浄水場)給水開始 

   

《昭和》 

２年６月 淀橋町水道各戸への給水工事許可を得 

(1927年) て着工、暫時通水 

３年３月 山口貯水池工事開始(昭和９年３月完成) 

   10月 荒玉水道町村組合(砧上浄水場)通水開始 

４年３月 千駄ヶ谷町水道しゅん工  

５年11月 矢口水道株式会社(矢口浄水場)給水開始 

６年３月 大久保町水道完成 

   10月 代々幡町水道(町営)給水開始 

   12月 戸塚町水道しゅん工 

７年３月 井荻町水道(杉並浄水場)給水開始 

   10月 日本水道株式会社(狛江浄水場)給水開始 

  町営及び町村組合営の10水道事業体合併 

10年３月 玉川水道株式会社買収 

11年７月  第二水道拡張事業計画が認可－小河内

ダム及び東村山浄水場建設 

  ８月 応急拡張事業計画が認可－金町浄水場

の拡張等 

12年３月 矢口水道株式会社買収 

  ４月  将来の大東京実現に備えて水源確保のため、

水道水源調査委員会設置 

13年８月 小河内ダム工事開始 

15年６月 多摩川系の大渇水により、金町系及び杉並

系を除く全戸で時間給水（６月７日から８ 

月10日まで) 

  10月 水道水源調査委員会が､大正15年９月の市

会議決に続いて再び利根川上流取水を答申 

16年３月  委員会の答申に基づき東京市会は、群馬県

利根川河水統制事業費の一部負担を議決 

17年５月  利根川を水源とする第三水道拡張事業計画

を申請（戦争のため河水統制が中止となり未

認可） 

18年６月  神奈川県、川崎市及び東京市三者間で相模

川系分水協定成立 

  戦時体制に対応するため料金改定（娯楽用

水の料金を高く設定） 

  10月 小河内ダム建設工事、戦争のため一時中止 

19年１月  相模川を水源とする城南配水補給事業計画

認可（戦争のため川崎市の拡張工事が中止と

なり実施不能） 

20年４月  日本水道株式会社買収 

  ８月  戦争により被害を受けた水道施設の復旧及

び漏水防止作業開始 

    11月 水道料金改定（100％） 

21年３月  水道料金改定（150％） 

22年１月  水道料金改定（50％） 

    ６月 水道料金改定（100％） 

23年１月  水道料金改定（87％） 

    ４月 応急拡張事業及び第二水道拡張事業の工事

再開を都議会が議決 

    ６月 水道料金改定（90％） 

    ８月 水道料金改定（26％） 

24年６月 水道料金改定（31％） 

27年１月 水道料金改定（33％） 

  10月 地方公営企業法の施行により水道事業は都

の地方公営企業として経営 

30年２月  相模川分水協定改定 

31年１月  水道料金改定（36％） 

32年４月  相模川系拡張事業計画認可－長沢浄水
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３ 戦後の建設事業の経過 

 
浄水場の新設と拡張、更新 完成年度 

施設能力 

(m3／日） 
備    考 

戦前からの施設で現在稼働中のもの 
 

768,500  

 
 

応急拡張事業 

相模川系水道拡張事業 

第二水道拡張事業 

江戸川系水道拡張事業 

中川・江戸川系水道緊急拡張事業 

第一次利根川系水道拡張事業 

〃 

〃 

第二次利根川系水道拡張事業  

〃 

〃 

第三次利根川系水道拡張事業 

〃 

〃 

〃 

第四次利根川系水道拡張事業 

水源及び浄水施設整備事業 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(金町浄水場の拡張ほか) 

(長沢浄水場の建設) 

(東村山浄水場等の建設) 

(金町浄水場の拡張) 

(金町浄水場の拡張) 

(東村山浄水場の拡張) 

(朝霞浄水場第一期工事) 

(朝霞浄水場第二期工事) 

(金町浄水場の拡張) 

(小作浄水場第一期工事) 

(朝霞浄水場第三期工事) 

(金町浄水場の拡張) 

(東村山浄水場の拡張) 

(三園浄水場の建設) 

(小作浄水場第二期工事) 

(三郷浄水場第一期工事) 

(三郷浄水場第二期前期工事) 

(金町浄水場高度浄水施設第一期工事) 

(三郷浄水場第二期後期工事) 

(金町浄水場高度浄水施設第二期工事) 

(三郷浄水場高度浄水施設第一期工事) 

(金町浄水場の施設更新) 

(朝霞浄水場高度浄水施設第一期工事) 

(砧浄水場膜ろ過施設の建設) 

(砧下浄水所膜ろ過施設の建設) 

(三園浄水場高度浄水施設の建設) 

(東村山浄水場高度浄水施設の建設) 

(金町浄水場高度浄水施設第三期工事) 

(三郷浄水場高度浄水施設第二期工事) 

(朝霞浄水場高度浄水施設第二期工事) 

昭和 28年度 

昭和 34年度 

昭和 38年度 

昭和 38年度 

昭和 39年度 

昭和 40年度 

昭和 41年度 

昭和 43年度 

昭和 44年度 

昭和 45年度 

昭和 45年度 

昭和 48年度 

昭和 49年度 

昭和 50年度 

昭和 51年度 

昭和 60年度 

平成３年度 

平成４年度 

平成５年度 

平成８年度 

平成 10年度 

平成 16年度 

平成 16年度 

平成 18年度 

平成 18年度 

平成 19年度 

平成 21年度 

平成 24年度 

平成 25年度 

平成 25年度 

136,000  

200,000  

665,000  

95,000  

400,000  

300,000  

600,000  

300,000  

460,000  

140,000  

800,000  

460,000  

300,000  

300,000  

140,000  

550,000  

275,000  

△220,000  

275,000  

－ 

－ 

△100,000  

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

参考値 

 

淀橋浄水場移設分 240,000m3/日含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度浄水施設導入に伴う施設能力の変更 

 

一期及び二期合計 520,000m3/日の処理能力 

550,000m3/日の処理能力 

更新に伴う一部施設の廃止 

850,000m3/日の処理能力 

40,000m3/日の処理能力 

40,000m3/日の処理能力 

300,000m3/日の処理能力 

880,000m3/日の処理能力 

980,000m3/日の処理能力 

550,000m3/日の処理能力 

850,000m3/日の処理能力 

合      計  6,844,500  
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稲城市及び瑞穂町水道都営一元化 

  ７月  集金制度廃止 

50年２月  町田市、国分寺市、国立市、田無市、福生

市及び清瀬市水道都営一元化 

  ７月  三園浄水場通水 

  ９月  府中市、東久留米市及び秋川市水道都営一

元化 

     水道料金及び工業用水道料金改定 

     (水道159.57％、工水211.05％) 

51年２月  八王子市、日の出町及び五日市町水道都営

一元化 

  ４月  「利根川水系及び荒川水系における水資源

開発基本計画」（通称「第三次フルプラン」

決定－八ッ場ダム、滝沢ダム等） 

  11月 草木ダム完成 

  12月 「財団法人利根川・荒川水源地域対策基金」

設立 

52年４月  青梅市水道都営一元化 

 局所蔵の「上水記」10巻11冊が、東京都指

定有形文化財(古文書)に指定 

  ６月  水道法改正 

53年８月  利根川系の異常渇水により最大10％の制限

給水(８月11日～10月６日) 

  12月 水道料金及び工業用水道料金改定 

     (水道37.14％、工水53.66％) 

54年３月 第三次フルプラン一部変更(埼玉合口二期

及び荒川調節池の追加) 

  ４月  水運用センター設置 

  ５月  江北浄水場送水開始（工業用水道） 

  ７月  玉川浄水場の一部水源の緊急暫定措置とし

て水利権を転換し、城北地区工業用水道用に

取水を再開(８年９か月ぶり) 

     利根川系の異常渇水により10％の制限給水

(７月９日から８月18日まで） 

55年４月 工業用水道南砂町浄水場廃止 

       委託検針実施 

  10月 練馬給水所通水    

    11月 東京都公営企業等財政再建の方策（東京都

公営企業等財政再建委員会） 

56年10月 朝霞水路（改築）通水開始 

11月 水道料金及び工業用水道料金改定 

     (水道46.83％、工水45.95％） 

  12月 水元給水所通水 

57年３月 第三次フルプラン一部変更（利根川河口堰
ぜき

開発水の有効利用） 

  ４月 立川市水道都営一元化 

  ６月 楢原給水所通水 

58年１月 工業用水道メータの自動検針一部開始 

  ４月 ４か月検針制度採用 

      サービス向上運動開始 

  ５月 ｢送配水施設総合整備計画｣策定 

  ６月 日野増圧ポンプ所完成 

    10月 東京都水道及び下水道料金の体系等に関す

る調査報告（東京都上下水道財政調査会） 

59年５月 水道料金改定(10.5％） 

  10月 東京都水道記念館開設 

60年６月  三郷浄水場通水 

     利根川水道建設本部廃止 

  ７月 八坂給水所通水 

61年７月 東大和給水所及び聖ヶ丘給水所通水 

  12月 徴収事務オンライン化並びに営業所の名称

及び所管区域の一部変更 

62年７月 東京都渇水対策本部設置（最大15％の制限

給水、６月22日から８月25日まで) 

63年２月 第四次フルプラン決定－昭和75年度目標 

  ６月 節水型都市づくりを考える懇談会「節水型

都市づくりのために｣を報告 

  ８月 技術開発室設置 

 

《平成》 

元年１月 第四次フルプラン一部変更(埼玉合口二期

（1989年)等) 

  ５月 工業用水道料金改定（４％引き下げた上で

消費税３％転嫁） 

  ６月 水道料金改定（４％引き下げた上で消費税

３％転嫁） 

  12月 絹ヶ丘給水所通水 

２年２月 上池台給水所通水 

  ３月 渡良瀬貯水池完成 

  ７月  利根川系の異常渇水により最大10％の制限

給水(８月３日から８月14日まで) 

  10月 「江戸上水・東京水道400周年｣記念諸行事

を実施 

     検針業務の全面委託（区部） 

     秋留台給水所通水 

  11月 第三次東京都長期計画発表 
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場新設 

  ６月  水道法公布 

  11月 小河内ダム完成 

34年３月  長沢浄水場通水 

  ４月  昭和30年以来、国の矢木沢ダム建設共同委

員会が調査してきた矢木沢ダムが多目的ダム

として工事着手 

  下久保ダム調査開始 

35年３月  淀橋浄水場の移転計画を含む｢新宿副都心

建設に関する基本方針｣を都議会で議決 

  ４月  地盤沈下対策の一環として江東地区工業用

水道建設開始 

  ８月 東村山浄水場通水 

36年10月 多摩川の渇水により多摩川系の給水区域で

制限給水(36年10月20日から40年３月31日ま

で) 

  11月 水資源開発促進法制定 

37年４月  下水道事業が水道局から分離し、下水道局

として独立 

  工業用水道事業に地方公営企業法が適用さ

れ、工業用水道部設置 

  ５月  水資源開発公団発足－矢木沢及び下久

保ダムの工事は、国から公団に移管 

  ８月  中川・江戸川系緊急拡張事業計画認可－

金町浄水場の拡張等 

  「利根川系における水資源開発基本計画」

（第一次）決定－矢木沢ダム及び下久保ダ

ムの建設等 

  12月 水道料金の構成要素に関する答申（臨時東

京都水道料金及び下水道料金制度調査会） 

38年10月 水道料金の体系に関する答申（臨時東京都

水道料金及び下水道料金制度調査会） 

  11月 第一次利根川系拡張事業計画認可－朝

霞浄水場、東村山浄水場の拡張等 

39年８月 渇水による給水危機のため多摩川系で時間

給水制限し、最大50％の制限給水実施 

   25日に利根川系拡張事業による荒川暫定取

水が実現し、給水危機緩和 

  江東地区工業用水道(南千住系)給水開始 

  10月 利根川水道建設本部発足 

40年３月  利根川と荒川を結ぶ「武蔵水路」の通水を

開始し「利根川の水を東京へ」が実現 

  淀橋浄水場廃止 

  ５月 江東地区工業用水道(南砂町系)給水開始 

  ６月 第二次利根川系拡張事業計画認可－朝

霞浄水場、金町浄水場拡張、小作浄水場新設

等 

41年２月  水道料金を口径別料金体系に移行し、水道

料金改定(35.4％) 

  ７月 特別作業隊発足 

  10月 朝霞浄水場通水 

42年８月 矢木沢ダム完成 

43年４月  利根導水路通水 

  ７月  東京都水道事業再建調査専門委員が第一次

助言を知事に提出 

    11月  下久保ダム完成 

  12月 水道料金改定（36.6％） 

44年３月 狛江浄水場廃止 

  ８月  ６か月検針制度の採用 

45年１月  東京都水道事業調査専門委員が三多摩地区

の水道の格差是正について知事に助言 

  ３月  第三次利根川系拡張事業計画認可－金

町浄水場、東村山浄水場、小作浄水場拡張、

三園浄水場新設等 

  ６月  小作浄水場通水 

  ７月  多摩水道対策本部発足 

      「利根川水系における水資源開発基本計

画」（第二次)決定－利根川河口堰
ぜき

、草木ダ

ム等 

  ９月  玉川浄水場取水停止 

46年４月  城北地区工業用水道給水開始 

  ５月  利根川河口堰
ぜき

完成 

  12月 多摩地区水道事業の都営一元化基本計画の

策定 

47年３月 第四次利根川系拡張事業計画認可－三

郷浄水場新設等 

  ６月  利根川系の異常渇水により最大15％の制限

給水(６月24日から７月15日まで) 

48年１月  「水道需要を抑制する施策」発表 

  ８月  利根川系の異常渇水により２年連続最大 

10％の制限給水（８月20日から９月６日まで） 

  10月 水源地域対策特別措置法公布 

  11月 小平市、狛江市、東大和市及び武蔵村山市

水道都営一元化 

49年４月  水質センター設置 

49年６月 小金井市､日野市､東村山市､保谷市､多摩市､
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稲城市及び瑞穂町水道都営一元化 

  ７月  集金制度廃止 

50年２月  町田市、国分寺市、国立市、田無市、福生

市及び清瀬市水道都営一元化 

  ７月  三園浄水場通水 

  ９月  府中市、東久留米市及び秋川市水道都営一

元化 

     水道料金及び工業用水道料金改定 

     (水道159.57％、工水211.05％) 

51年２月  八王子市、日の出町及び五日市町水道都営

一元化 

  ４月  「利根川水系及び荒川水系における水資源

開発基本計画」（通称「第三次フルプラン」

決定－八ッ場ダム、滝沢ダム等） 

  11月 草木ダム完成 

  12月 「財団法人利根川・荒川水源地域対策基金」

設立 

52年４月  青梅市水道都営一元化 

 局所蔵の「上水記」10巻11冊が、東京都指

定有形文化財(古文書)に指定 

  ６月  水道法改正 

53年８月  利根川系の異常渇水により最大10％の制限

給水(８月11日～10月６日) 

  12月 水道料金及び工業用水道料金改定 

     (水道37.14％、工水53.66％) 

54年３月 第三次フルプラン一部変更(埼玉合口二期

及び荒川調節池の追加) 

  ４月  水運用センター設置 

  ５月  江北浄水場送水開始（工業用水道） 

  ７月  玉川浄水場の一部水源の緊急暫定措置とし

て水利権を転換し、城北地区工業用水道用に

取水を再開(８年９か月ぶり) 

     利根川系の異常渇水により10％の制限給水

(７月９日から８月18日まで） 

55年４月 工業用水道南砂町浄水場廃止 

       委託検針実施 

  10月 練馬給水所通水    

    11月 東京都公営企業等財政再建の方策（東京都

公営企業等財政再建委員会） 

56年10月 朝霞水路（改築）通水開始 

11月 水道料金及び工業用水道料金改定 

     (水道46.83％、工水45.95％） 

  12月 水元給水所通水 

57年３月 第三次フルプラン一部変更（利根川河口堰
ぜき

開発水の有効利用） 

  ４月 立川市水道都営一元化 

  ６月 楢原給水所通水 

58年１月 工業用水道メータの自動検針一部開始 

  ４月 ４か月検針制度採用 

      サービス向上運動開始 

  ５月 ｢送配水施設総合整備計画｣策定 

  ６月 日野増圧ポンプ所完成 

    10月 東京都水道及び下水道料金の体系等に関す

る調査報告（東京都上下水道財政調査会） 

59年５月 水道料金改定(10.5％） 

  10月 東京都水道記念館開設 

60年６月  三郷浄水場通水 

     利根川水道建設本部廃止 

  ７月 八坂給水所通水 

61年７月 東大和給水所及び聖ヶ丘給水所通水 

  12月 徴収事務オンライン化並びに営業所の名称

及び所管区域の一部変更 

62年７月 東京都渇水対策本部設置（最大15％の制限

給水、６月22日から８月25日まで) 

63年２月 第四次フルプラン決定－昭和75年度目標 

  ６月 節水型都市づくりを考える懇談会「節水型

都市づくりのために｣を報告 

  ８月 技術開発室設置 

 

《平成》 

元年１月 第四次フルプラン一部変更(埼玉合口二期

（1989年)等) 

  ５月 工業用水道料金改定（４％引き下げた上で

消費税３％転嫁） 

  ６月 水道料金改定（４％引き下げた上で消費税

３％転嫁） 

  12月 絹ヶ丘給水所通水 

２年２月 上池台給水所通水 

  ３月 渡良瀬貯水池完成 

  ７月  利根川系の異常渇水により最大10％の制限

給水(８月３日から８月14日まで) 

  10月 「江戸上水・東京水道400周年｣記念諸行事

を実施 

     検針業務の全面委託（区部） 

     秋留台給水所通水 

  11月 第三次東京都長期計画発表 
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場新設 

  ６月  水道法公布 

  11月 小河内ダム完成 

34年３月  長沢浄水場通水 

  ４月  昭和30年以来、国の矢木沢ダム建設共同委

員会が調査してきた矢木沢ダムが多目的ダム

として工事着手 

  下久保ダム調査開始 

35年３月  淀橋浄水場の移転計画を含む｢新宿副都心

建設に関する基本方針｣を都議会で議決 

  ４月  地盤沈下対策の一環として江東地区工業用

水道建設開始 

  ８月 東村山浄水場通水 

36年10月 多摩川の渇水により多摩川系の給水区域で

制限給水(36年10月20日から40年３月31日ま

で) 

  11月 水資源開発促進法制定 

37年４月  下水道事業が水道局から分離し、下水道局

として独立 

  工業用水道事業に地方公営企業法が適用さ

れ、工業用水道部設置 

  ５月  水資源開発公団発足－矢木沢及び下久

保ダムの工事は、国から公団に移管 

  ８月  中川・江戸川系緊急拡張事業計画認可－

金町浄水場の拡張等 

  「利根川系における水資源開発基本計画」

（第一次）決定－矢木沢ダム及び下久保ダ

ムの建設等 

  12月 水道料金の構成要素に関する答申（臨時東

京都水道料金及び下水道料金制度調査会） 

38年10月 水道料金の体系に関する答申（臨時東京都

水道料金及び下水道料金制度調査会） 

  11月 第一次利根川系拡張事業計画認可－朝

霞浄水場、東村山浄水場の拡張等 

39年８月 渇水による給水危機のため多摩川系で時間

給水制限し、最大50％の制限給水実施 

   25日に利根川系拡張事業による荒川暫定取

水が実現し、給水危機緩和 

  江東地区工業用水道(南千住系)給水開始 

  10月 利根川水道建設本部発足 

40年３月  利根川と荒川を結ぶ「武蔵水路」の通水を

開始し「利根川の水を東京へ」が実現 

  淀橋浄水場廃止 

  ５月 江東地区工業用水道(南砂町系)給水開始 

  ６月 第二次利根川系拡張事業計画認可－朝

霞浄水場、金町浄水場拡張、小作浄水場新設

等 

41年２月  水道料金を口径別料金体系に移行し、水道

料金改定(35.4％) 

  ７月 特別作業隊発足 

  10月 朝霞浄水場通水 

42年８月 矢木沢ダム完成 

43年４月  利根導水路通水 

  ７月  東京都水道事業再建調査専門委員が第一次

助言を知事に提出 

    11月  下久保ダム完成 

  12月 水道料金改定（36.6％） 

44年３月 狛江浄水場廃止 

  ８月  ６か月検針制度の採用 

45年１月  東京都水道事業調査専門委員が三多摩地区

の水道の格差是正について知事に助言 

  ３月  第三次利根川系拡張事業計画認可－金

町浄水場、東村山浄水場、小作浄水場拡張、

三園浄水場新設等 

  ６月  小作浄水場通水 

  ７月  多摩水道対策本部発足 

      「利根川水系における水資源開発基本計

画」（第二次)決定－利根川河口堰
ぜき

、草木ダ

ム等 

  ９月  玉川浄水場取水停止 

46年４月  城北地区工業用水道給水開始 

  ５月  利根川河口堰
ぜき

完成 

  12月 多摩地区水道事業の都営一元化基本計画の

策定 

47年３月 第四次利根川系拡張事業計画認可－三

郷浄水場新設等 

  ６月  利根川系の異常渇水により最大15％の制限

給水(６月24日から７月15日まで) 

48年１月  「水道需要を抑制する施策」発表 

  ８月  利根川系の異常渇水により２年連続最大 

10％の制限給水（８月20日から９月６日まで） 

  10月 水源地域対策特別措置法公布 

  11月 小平市、狛江市、東大和市及び武蔵村山市

水道都営一元化 

49年４月  水質センター設置 

49年６月 小金井市､日野市､東村山市､保谷市､多摩市､
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    ７月 浦山ダムに係る水利権取得 

    ８月 八雲給水所通水式 

    ９月 水道料金及び下水道料金コンビニエンスス

トアで収納開始（多摩地区） 

   11月 「東京近代水道百年史」発刊 

    12月 土曜・日曜日及び祝日等の水道料金中止清

算業務の委託（区部） 

12年３月 深沢浄水所完成式（あきる野市）     

４月 調布市水道都営一元化 

     「水道事業経営プラン2000」策定 

     (計画期間平成12年度から15年度まで) 

       「東京都水道局環境基本理念」及び「環境

方針」策定 

       「東京都水道局版 環境会計（平成12年度予

算）」公表 

    ６月 水道フレッシュ診断開始（平成14年まで） 

         「自動検針の検討に関する基本協定」締結

(東京都水道局、東京電力、東京ガス） 

       「支給材料制度検討委員会報告（第二次）

～材料の工事請負者持ち方方式への移行につ

いて～」発表 

    ９月 三宅島火山活動に伴い都の災害対策本部設

置に合わせ、当局も給水対策本部設置 

   10月 金町浄水場常用発電ＰＦＩモデル事業稼動 

       滝山集中管理室開所（東久留米市） 

13年１月 北千葉導水路水利権獲得 

    ２月 水道水源林及び東村山浄水場がＩＳＯ 

14001の認証を取得 

    ３月 三宅島復旧対策本部を設置 

         葛飾東営業所と葛飾西営業所を統合し、葛

飾営業所として業務を開始 

         晴海給水所完成 

    ４月 インターネットによる水道の使用開始・中

止の受付開始（区部） 

          東村山浄水場水力発電施設稼動 

    ６月  水道水源林100周年記念式典開催 

          南千住給水所完成 

    ８月  東京都水道局渇水対策本部設置 

          （８月27日解散） 

          三鷹市水道事業の統合に関する基本協定締

結 

    ９月 金町常用発電ＰＦＩモデル推進事業チーム、

朝霞浄水管理事務所「東京スピリット賞」受

賞 

          朝霞・三園ＰＦＩ事業契約締結 

    12月 三郷浄水場の自己発電構想の事業化に向け

た基本合意書の締結 

14年１月 水道料金ネットワークシステム稼動 

２月 芝給水所通水式 

        東京都水道事業経営問題研究会発足 

４月 三鷹市都営水道一元化 

７月 多摩川水源森林隊設立 

        戸倉給水所完成 

        大久野浄水所完成 

11月 山口貯水池堤体強化工事完成式 

 足立区内で給水管の工業用水道管への誤接

続を確認（12月に北区内、平成15年５月に板

橋区内でも確認） 

12月 貯水槽水道に係る改正給水条例の公布 

15年２月 お客さまの使用実績情報提供サービス開始 

      他企業等との開始・中止の一括受付（ワン

ストップサービス）開始 

      口座振替日指定サービス開始（区部） 

３月 ＮａＳ電池の運用開始（新町給水所・江東

給水所） 

         上北台浄水所完成    

６月 多摩地区水道経営改善基本計画の策定 

７月 平日分の中止清算業務委託化 

         （区部及び多摩ニュータウン地区） 

   水道メータ談合事件で19社を指名停止 

     今後の水道料金制度の在り方について 

         「東京都水道事業経営問題研究会」最終報

告 

 ８月 多摩川水源森林隊事務所開所式 

   玉川上水が国の史跡に指定 

11月 狭間給水所一期工事完成 

12月 局版｢ＡＢＣ分析｣をモデル導入 

16年１月  朝霞浄水場で日本最大規模の太陽光発電設

備の建設に着手 

 ２月 北営業所と赤羽営業所を統合し、北営業所

として業務を開始 

 ３月 調布西町給水所完成 

 水質センターＩＳＯ／ＩＥＣ17025の認定

を取得 

 ４月 武蔵村山サービスステーションを開設 

   「東京都水道局環境計画」策定 
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３年３月 神田上水石樋由来碑及びタイムカプセル標

石碑建立 

  ６月  奈良俣ダム完成 

  ７月  石畑給水所通水 

  ９月  水道マッピングシステム運用開始 

４年４月 水道局財務会計システム運用開始 

  ５月  新業務用無線システム運用開始 

  ６月  金町浄水場第一期高度浄水施設完成 

   ７月 多摩川冷水対策施設完成 

  12月 玉川給水所通水 

     「水質基準に関する省令」公布 

５年３月 検針用携帯パソコンシステム導入 

  ４月  経営計画部技術開発室設置 

  ５月  三郷浄水場第二期施設完成 

  ６月  水道事務検索システム都営水道25市町で運

用開始 

  12月 新「水質基準に関する省令」施行 

６年４月 宅地内漏水修繕をメータまで無料化 

     多摩水道事故受付センター開所 

  ５月 水道水源水質保全２法施行 

  ６月 水道料金改定(16.1％) 

  ７月 利根川系の異常渇水により最大15％の給水

制限(７月29日から９月19日まで) 

７年１月  阪神・淡路大震災発生、神戸市支援活動(１

月17日から３月31日まで） 

  ３月 水道記念館閉館 

  ４月   隔月検針制度採用 

     江東給水所通水 

     東京都水道歴史館開館 

  ９月 臨海副都心水道施設通水 

     あきる野市(秋川市と五日市町との合併）へ

水道事業事務委託 

  10月 増圧直結給水方式開始 

  11月 臨海副都心自動検針システム運用開始 

８年１月 「きょうの水源ダイヤル」設置 

         東京都水道局渇水対策本部設置 

         （４月24日解散） 

  ３月  第９次水道水源林管理計画決定 

    ４月 金町浄水場第二期高度浄水施設及び三郷浄

水場配水池完成 

  ５月 「生活都市東京の水道システムを考える

会」設置 

  ６月 三園浄水場の燃料電池発電所が発電開始 

   ８月  東京都水道局渇水対策本部設置。最大15％

の制限給水（８月21日から９月25日まで)。 

       インターネットホームページ開設 

   ９月 「玉川上水保存管理指針策定に関する委員

会」設置 

     多摩地区施設情報収集システム運用開始 

   11月 「生活都市東京の水道システムを考える

会」が報告書（水道使用者の視点からみた水

道システムのあり方）提出 

９年３月 工業用水道南千住浄水場及び江北浄水場廃

止 

     東村山浄水場内浄水部技術訓練室開所  

４月 多摩水質試験室運用開始 

    ５月 東京都水の科学館開館 

         東京水道新世紀構想-ＳＴＥＰ21-策定 

 工業用水道料金改定（旧江東地区料金体系

を旧城北地区料金体系区分に統合、消費税

３％から５％へ） 

    ６月 水道料金改定(消費税３％から５％へ） 

         千葉県水道局と災害相互応援協定締結 

    11月 小河内ダムしゅん工40周年記念式典 

    12月 中野営業所移転 

10年３月 多摩ニュータウン水道事業の統合に伴う引

継式 

          用品出納事務所廃止 

    ５月 葛西給水所完成 

    ６月 晴海給水所運用開始 

    ７月 江戸川流水保全水路通水 

    ９月 水道料金及び下水道料金コンビニエンスス

トアで収納開始（区部） 

          東村山浄水場常用発電設備完成 

    10月 給与計算システム運用開始  

   11月 浦山ダム建設事業しゅん工 

          ＰＦＩモデル事業導入決定 

          東京近代水道100周年記念式典及び「国際水

道シンポジウム－東京'98」開催 

          「東京の水とくらし展」開催 

        奥多摩 水と緑のふれあい館開館 

11年３月  玉川上水が歴史環境保全地域に指定 

       三郷浄水場高度浄水施設完成 

    ４月 震災情報システム運用開始 

         小河内貯水池太陽光発電設備設置 

    ５月 戸倉給水所完成 
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    ７月 浦山ダムに係る水利権取得 

    ８月 八雲給水所通水式 

    ９月 水道料金及び下水道料金コンビニエンスス

トアで収納開始（多摩地区） 

   11月 「東京近代水道百年史」発刊 

    12月 土曜・日曜日及び祝日等の水道料金中止清

算業務の委託（区部） 

12年３月 深沢浄水所完成式（あきる野市）     

４月 調布市水道都営一元化 

     「水道事業経営プラン2000」策定 

     (計画期間平成12年度から15年度まで) 

       「東京都水道局環境基本理念」及び「環境

方針」策定 

       「東京都水道局版 環境会計（平成12年度予

算）」公表 

    ６月 水道フレッシュ診断開始（平成14年まで） 

         「自動検針の検討に関する基本協定」締結

(東京都水道局、東京電力、東京ガス） 

       「支給材料制度検討委員会報告（第二次）

～材料の工事請負者持ち方方式への移行につ

いて～」発表 

    ９月 三宅島火山活動に伴い都の災害対策本部設

置に合わせ、当局も給水対策本部設置 

   10月 金町浄水場常用発電ＰＦＩモデル事業稼動 

       滝山集中管理室開所（東久留米市） 

13年１月 北千葉導水路水利権獲得 

    ２月 水道水源林及び東村山浄水場がＩＳＯ 

14001の認証を取得 

    ３月 三宅島復旧対策本部を設置 

         葛飾東営業所と葛飾西営業所を統合し、葛

飾営業所として業務を開始 

         晴海給水所完成 

    ４月 インターネットによる水道の使用開始・中

止の受付開始（区部） 

          東村山浄水場水力発電施設稼動 

    ６月  水道水源林100周年記念式典開催 

          南千住給水所完成 

    ８月  東京都水道局渇水対策本部設置 

          （８月27日解散） 

          三鷹市水道事業の統合に関する基本協定締

結 

    ９月 金町常用発電ＰＦＩモデル推進事業チーム、

朝霞浄水管理事務所「東京スピリット賞」受

賞 

          朝霞・三園ＰＦＩ事業契約締結 

    12月 三郷浄水場の自己発電構想の事業化に向け

た基本合意書の締結 

14年１月 水道料金ネットワークシステム稼動 

２月 芝給水所通水式 

        東京都水道事業経営問題研究会発足 

４月 三鷹市都営水道一元化 

７月 多摩川水源森林隊設立 

        戸倉給水所完成 

        大久野浄水所完成 

11月 山口貯水池堤体強化工事完成式 

 足立区内で給水管の工業用水道管への誤接

続を確認（12月に北区内、平成15年５月に板

橋区内でも確認） 

12月 貯水槽水道に係る改正給水条例の公布 

15年２月 お客さまの使用実績情報提供サービス開始 

      他企業等との開始・中止の一括受付（ワン

ストップサービス）開始 

      口座振替日指定サービス開始（区部） 

３月 ＮａＳ電池の運用開始（新町給水所・江東

給水所） 

         上北台浄水所完成    

６月 多摩地区水道経営改善基本計画の策定 

７月 平日分の中止清算業務委託化 

         （区部及び多摩ニュータウン地区） 

   水道メータ談合事件で19社を指名停止 

     今後の水道料金制度の在り方について 

         「東京都水道事業経営問題研究会」最終報

告 

 ８月 多摩川水源森林隊事務所開所式 

   玉川上水が国の史跡に指定 

11月 狭間給水所一期工事完成 

12月 局版｢ＡＢＣ分析｣をモデル導入 

16年１月  朝霞浄水場で日本最大規模の太陽光発電設

備の建設に着手 

 ２月 北営業所と赤羽営業所を統合し、北営業所

として業務を開始 

 ３月 調布西町給水所完成 

 水質センターＩＳＯ／ＩＥＣ17025の認定

を取得 

 ４月 武蔵村山サービスステーションを開設 

   「東京都水道局環境計画」策定 
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３年３月 神田上水石樋由来碑及びタイムカプセル標

石碑建立 

  ６月  奈良俣ダム完成 

  ７月  石畑給水所通水 

  ９月  水道マッピングシステム運用開始 

４年４月 水道局財務会計システム運用開始 

  ５月  新業務用無線システム運用開始 

  ６月  金町浄水場第一期高度浄水施設完成 

   ７月 多摩川冷水対策施設完成 

  12月 玉川給水所通水 

     「水質基準に関する省令」公布 

５年３月 検針用携帯パソコンシステム導入 

  ４月  経営計画部技術開発室設置 

  ５月  三郷浄水場第二期施設完成 

  ６月  水道事務検索システム都営水道25市町で運

用開始 

  12月 新「水質基準に関する省令」施行 

６年４月 宅地内漏水修繕をメータまで無料化 

     多摩水道事故受付センター開所 

  ５月 水道水源水質保全２法施行 

  ６月 水道料金改定(16.1％) 

  ７月 利根川系の異常渇水により最大15％の給水

制限(７月29日から９月19日まで) 

７年１月  阪神・淡路大震災発生、神戸市支援活動(１

月17日から３月31日まで） 

  ３月 水道記念館閉館 

  ４月   隔月検針制度採用 

     江東給水所通水 

     東京都水道歴史館開館 

  ９月 臨海副都心水道施設通水 

     あきる野市(秋川市と五日市町との合併）へ

水道事業事務委託 

  10月 増圧直結給水方式開始 

  11月 臨海副都心自動検針システム運用開始 

８年１月 「きょうの水源ダイヤル」設置 

         東京都水道局渇水対策本部設置 

         （４月24日解散） 

  ３月  第９次水道水源林管理計画決定 

    ４月 金町浄水場第二期高度浄水施設及び三郷浄

水場配水池完成 

  ５月 「生活都市東京の水道システムを考える

会」設置 

  ６月 三園浄水場の燃料電池発電所が発電開始 

   ８月  東京都水道局渇水対策本部設置。最大15％

の制限給水（８月21日から９月25日まで)。 

       インターネットホームページ開設 

   ９月 「玉川上水保存管理指針策定に関する委員

会」設置 

     多摩地区施設情報収集システム運用開始 

   11月 「生活都市東京の水道システムを考える

会」が報告書（水道使用者の視点からみた水

道システムのあり方）提出 

９年３月 工業用水道南千住浄水場及び江北浄水場廃

止 

     東村山浄水場内浄水部技術訓練室開所  

４月 多摩水質試験室運用開始 

    ５月 東京都水の科学館開館 

         東京水道新世紀構想-ＳＴＥＰ21-策定 

 工業用水道料金改定（旧江東地区料金体系

を旧城北地区料金体系区分に統合、消費税

３％から５％へ） 

    ６月 水道料金改定(消費税３％から５％へ） 

         千葉県水道局と災害相互応援協定締結 

    11月 小河内ダムしゅん工40周年記念式典 

    12月 中野営業所移転 

10年３月 多摩ニュータウン水道事業の統合に伴う引

継式 

          用品出納事務所廃止 

    ５月 葛西給水所完成 

    ６月 晴海給水所運用開始 

    ７月 江戸川流水保全水路通水 

    ９月 水道料金及び下水道料金コンビニエンスス

トアで収納開始（区部） 

          東村山浄水場常用発電設備完成 

    10月 給与計算システム運用開始  

   11月 浦山ダム建設事業しゅん工 

          ＰＦＩモデル事業導入決定 

          東京近代水道100周年記念式典及び「国際水

道シンポジウム－東京'98」開催 

          「東京の水とくらし展」開催 

        奥多摩 水と緑のふれあい館開館 

11年３月  玉川上水が歴史環境保全地域に指定 

       三郷浄水場高度浄水施設完成 

    ４月 震災情報システム運用開始 

         小河内貯水池太陽光発電設備設置 

    ５月 戸倉給水所完成 
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     23区内全ての営業所の夜間・休日窓口を廃止 

 ４月  徴収整理業務の一部委託（区部） 

 払込み扱いのお客さまに対する「請求書現地

発行」の開始 

     日野サービスステーション、狛江サービスス

テーション及びあきる野サービスステーション

を開設 

     「史跡玉川上水保存管理計画」を策定 

   ５月 「東京都水道局環境報告書 平成18年度版」

が第10回環境報告書賞の公共部門賞を受賞      

      新デザイン局有車第 1号納車、発表会開催 

   ７月 新潟県中越沖地震応急復旧支援対策本部設

置（19日派遣開始、25日刈羽村、31日柏崎市応

急復旧完了） 

   ８月 国分寺市、町田市、八王子市、立川市及び福

生市と「東京都水道事業の事務の委託を廃止す

ることに関する基本協定」を締結 

10月 水道料金及び下水道料金のクレジットカー

ド払いを導入（区部） 

      水道局職員の作業服のデザイン一新 

      三園浄水場高度浄水施設完成 通水式 

11月 小河内ダムしゅん工50周年記念式典 

      英語版ペットボトル「東京水」の製造 

20年 ３月  「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム（東京都版

水安全計画）」の運用開始 

 ４月 給水部水道緊急隊発足 

     墨田、港、豊島、台東、足立、中野、渋谷及

び板橋の各給水管工事事務所を設立 

 八王子、立川、町田及び多摩の各サービスス

テーションを開設 

 ６月  日向和田浄水所膜ろ過施設への改造工事完

成 

７月 「東京水道技術エキスパート制度」の運用を

開始 

８月 青梅市、調布市及び国立市と「東京都水道事

業の事務の委託を廃止することに関する基本協

定」を締結 

     水の科学館来館者 150万人達成 

10月 長沢浄水場、長沢線更新工事に伴い施設停止 

 水道料金及び下水道料金のクレジットカー

ド払いを導入（多摩） 

21年１月 練馬東営業所と練馬西営業所を統合し、練馬

営業所として業務を開始 

     板橋南営業所と板橋北営業所を統合し、板橋

営業所として業務を開始 

     水道歴史館、リニューアルのため一時閉館 

２月 水運用センター30周年記念式典 

 大田北営業所と大田南営業所を統合し、大田

営業所（旧大田南営業所は、蒲田分室に）とし

て業務を開始 

 世田谷東営業所と世田谷西営業所を統合し、

世田谷営業所（旧世田谷東営業所は、太子堂分

室に）として業務を開始 

       村山・山口貯水池が、近代化産業遺産に認定 

   ３月  村山下貯水池堤体強化工事が完成 

  ４月  文京、江戸川、葛飾、新宿、品川、目黒及び 

北の各給水管工事事務所を開設 

 瑞穂サービスステーション及び狛江サービ

スステーションを移転し、青梅サービスステー

ション及び調布サービスステーションを開設 

      中止・停止分に係る徴収整理業務の一部委託

（区部） 

      川口ポンプ所が完成 

  ５月  奥多摩町と「東京都の水道事業に奥多摩町の

水道事業を統合することに関する基本協定」を

締結 

      ペットボトル「東京水」ボトルデザイン変更 

      ペットボトル「東京水」350mlボトルの製造 

  ６月  水道歴史館がリニューアルオープン 

     東海給水所完成式 

  ７月  長沢浄水場運転再開 

  ８月  史跡玉川上水整備活用計画を策定 

  ９月  水道歴史館来館者40万人達成 

   11月 水の科学館、リニューアル工事のため一時閉

館 

 長沢浄水場 50周年記念事業 

 小右衛門給水所完成式 

22年１月 杉並東営業所と杉並西営業所を統合し、和泉

庁舎に移転し杉並営業所として業務を開始 

     西部支所給水課給水管工事係が和泉庁舎へ
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   「水質基準に関する省令」施行 

 ６月 「安全でおいしい水プロジェクト」開始 

 ７月  瑞穂町における「東京都水道事業の事務の

委託を廃止することに関する基本協定」を

締結 

 携帯電話向けホームページ｢モバイル東京

水道｣の開設 

 ９月 「東京水道経営プラン2004」策定 

 インターネットを利用した電子入札を開

始 

 11月 ペットボトル「東京水」販売開始 

   朝霞浄水場高度浄水施設が完成 

17年１月  水道料金改定（平均1.3％引き下げ） 

    口座振替時の口座割引制度を開始 

 お客さまセンターを開設し、区部の水道使用

に係る受付業務を開始 

  口座振替日指定サービス開始（多摩） 

 朝霞、三園及び小作浄水場の太陽光発電設備

が完成 

 ２月 東京都水道局包括外部監査改善計画推進 

会議を設置 

 ３月 東村山浄水場内浄水部技術訓練室閉所 

 ４月 朝霞、三園及び小作浄水場の太陽光発電設備

運用開始 

      瑞穂町サービスステーションを開設 

      朝霞及び三園浄水場でＰＦＩ事業の運用開

始 

   ６月  研修・開発センターが新庁舎で業務開始 

      個人情報適正取扱推進委員会の設置 

 ８月 東久留米市における「東京都水道事業の事務

の委託を廃止することに関する基本協定」を締

結 

 多摩丘陵幹線第一次整備区間が完成・通水開始 

 ９月 府中市、小平市及び東大和市「東京都水道事

業の事務の委託を廃止することに関する基本協

定」を締結 

 玉川上水保存管理計画策定に関する委員会

を設置 

  10月  研修・開発センター開所式 

     「東京・埼玉朝霞連絡管」が完成 

  11月 御岳山及び乙津浄水所の完成 

18年１月 「首都東京にふさわしい将来の水道システ

ムを考える会」の設置 

４月 府中、小平及び東久留米サービスステーショ

ンを開設 

 第 10次水道水源林管理計画を策定 

 二俣尾浄水所の完成 

  ５月 ペットボトル「東京水」ボトルデザイン変更 

  ６月 多摩水道立川庁舎完成 

  ７月 多摩水道改革推進本部の業務を開始 

     江戸川南営業所と江戸川北営業所を統合し、

江戸川営業所として業務を開始 

     足立東営業所と足立西営業所を統合し、足立

営業所として業務を開始 

  ８月  小金井市、日野市、東村山市、狛江市、清瀬

市、あきる野市、西東京市及び日の出町と「東

京都水道事業の事務の委託を廃止することに関

する基本協定」を締結 

  11月 多摩地区の一部地域を対象とした「多摩お客

さまセンター」を開設 

     「東京水道長期構想ＳＴＥＰⅡ～世界に誇

る安心水道～」を策定 

19年１月 杉並西営業所、大田南営業所、世田谷東営業

所、練馬西営業所及び板橋北営業所の夜間・休

日窓口を廃止 

     「安全でおいしい水プロジェクト蛇口回帰

推進計画～安全でおいしい水を次世代に伝える

ために～」を策定 

     東村山浄水場、長沢浄水場、金町浄水場及び

三郷浄水場の太陽光発電設備が完成 

     インターネットによる水道の使用開始・中止

の受付開始（多摩） 

  ３月 「水安全計画（三郷浄水場版）」を策定 

      「東京・川崎登戸連絡管」及び「東京・川崎 

町田連絡管」が完成 

     砧浄水場及び砧下浄水所膜ろ過施設が完成 

     「多摩お客さまセンター」対象地域が事務委

託市町から委託された地域と併せて多摩地区の

都営水道全域に拡大 

     「東京都水道局環境計画（2007－2009）～水

を育む豊かな地球環境を次世代へ～」を策定 
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     23区内全ての営業所の夜間・休日窓口を廃止 

 ４月  徴収整理業務の一部委託（区部） 

 払込み扱いのお客さまに対する「請求書現地

発行」の開始 

     日野サービスステーション、狛江サービスス

テーション及びあきる野サービスステーション

を開設 

     「史跡玉川上水保存管理計画」を策定 

   ５月 「東京都水道局環境報告書 平成18年度版」

が第10回環境報告書賞の公共部門賞を受賞      

      新デザイン局有車第 1号納車、発表会開催 

   ７月 新潟県中越沖地震応急復旧支援対策本部設

置（19日派遣開始、25日刈羽村、31日柏崎市応

急復旧完了） 

   ８月 国分寺市、町田市、八王子市、立川市及び福

生市と「東京都水道事業の事務の委託を廃止す

ることに関する基本協定」を締結 

10月 水道料金及び下水道料金のクレジットカー

ド払いを導入（区部） 

      水道局職員の作業服のデザイン一新 

      三園浄水場高度浄水施設完成 通水式 

11月 小河内ダムしゅん工50周年記念式典 

      英語版ペットボトル「東京水」の製造 

20年 ３月  「ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム（東京都版

水安全計画）」の運用開始 

 ４月 給水部水道緊急隊発足 

     墨田、港、豊島、台東、足立、中野、渋谷及

び板橋の各給水管工事事務所を設立 

 八王子、立川、町田及び多摩の各サービスス

テーションを開設 

 ６月  日向和田浄水所膜ろ過施設への改造工事完

成 

７月 「東京水道技術エキスパート制度」の運用を

開始 

８月 青梅市、調布市及び国立市と「東京都水道事

業の事務の委託を廃止することに関する基本協

定」を締結 

     水の科学館来館者 150万人達成 

10月 長沢浄水場、長沢線更新工事に伴い施設停止 

 水道料金及び下水道料金のクレジットカー

ド払いを導入（多摩） 

21年１月 練馬東営業所と練馬西営業所を統合し、練馬

営業所として業務を開始 

     板橋南営業所と板橋北営業所を統合し、板橋

営業所として業務を開始 

     水道歴史館、リニューアルのため一時閉館 

２月 水運用センター30周年記念式典 

 大田北営業所と大田南営業所を統合し、大田

営業所（旧大田南営業所は、蒲田分室に）とし

て業務を開始 

 世田谷東営業所と世田谷西営業所を統合し、

世田谷営業所（旧世田谷東営業所は、太子堂分

室に）として業務を開始 

       村山・山口貯水池が、近代化産業遺産に認定 

   ３月  村山下貯水池堤体強化工事が完成 

  ４月  文京、江戸川、葛飾、新宿、品川、目黒及び 

北の各給水管工事事務所を開設 

 瑞穂サービスステーション及び狛江サービ

スステーションを移転し、青梅サービスステー

ション及び調布サービスステーションを開設 

      中止・停止分に係る徴収整理業務の一部委託

（区部） 

      川口ポンプ所が完成 

  ５月  奥多摩町と「東京都の水道事業に奥多摩町の

水道事業を統合することに関する基本協定」を

締結 

      ペットボトル「東京水」ボトルデザイン変更 

      ペットボトル「東京水」350mlボトルの製造 

  ６月  水道歴史館がリニューアルオープン 

     東海給水所完成式 

  ７月  長沢浄水場運転再開 

  ８月  史跡玉川上水整備活用計画を策定 

  ９月  水道歴史館来館者40万人達成 

   11月 水の科学館、リニューアル工事のため一時閉

館 

 長沢浄水場 50周年記念事業 

 小右衛門給水所完成式 

22年１月 杉並東営業所と杉並西営業所を統合し、和泉

庁舎に移転し杉並営業所として業務を開始 

     西部支所給水課給水管工事係が和泉庁舎へ
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   「水質基準に関する省令」施行 

 ６月 「安全でおいしい水プロジェクト」開始 

 ７月  瑞穂町における「東京都水道事業の事務の

委託を廃止することに関する基本協定」を

締結 

 携帯電話向けホームページ｢モバイル東京

水道｣の開設 

 ９月 「東京水道経営プラン2004」策定 

 インターネットを利用した電子入札を開

始 

 11月 ペットボトル「東京水」販売開始 

   朝霞浄水場高度浄水施設が完成 

17年１月  水道料金改定（平均1.3％引き下げ） 

    口座振替時の口座割引制度を開始 

 お客さまセンターを開設し、区部の水道使用

に係る受付業務を開始 

  口座振替日指定サービス開始（多摩） 

 朝霞、三園及び小作浄水場の太陽光発電設備

が完成 

 ２月 東京都水道局包括外部監査改善計画推進 

会議を設置 

 ３月 東村山浄水場内浄水部技術訓練室閉所 

 ４月 朝霞、三園及び小作浄水場の太陽光発電設備

運用開始 

      瑞穂町サービスステーションを開設 

      朝霞及び三園浄水場でＰＦＩ事業の運用開

始 

   ６月  研修・開発センターが新庁舎で業務開始 

      個人情報適正取扱推進委員会の設置 

 ８月 東久留米市における「東京都水道事業の事務

の委託を廃止することに関する基本協定」を締

結 

 多摩丘陵幹線第一次整備区間が完成・通水開始 

 ９月 府中市、小平市及び東大和市「東京都水道事

業の事務の委託を廃止することに関する基本協

定」を締結 

 玉川上水保存管理計画策定に関する委員会

を設置 

  10月  研修・開発センター開所式 

     「東京・埼玉朝霞連絡管」が完成 

  11月 御岳山及び乙津浄水所の完成 

18年１月 「首都東京にふさわしい将来の水道システ

ムを考える会」の設置 

４月 府中、小平及び東久留米サービスステーショ

ンを開設 

 第 10次水道水源林管理計画を策定 

 二俣尾浄水所の完成 

  ５月 ペットボトル「東京水」ボトルデザイン変更 

  ６月 多摩水道立川庁舎完成 

  ７月 多摩水道改革推進本部の業務を開始 

     江戸川南営業所と江戸川北営業所を統合し、

江戸川営業所として業務を開始 

     足立東営業所と足立西営業所を統合し、足立

営業所として業務を開始 

  ８月  小金井市、日野市、東村山市、狛江市、清瀬

市、あきる野市、西東京市及び日の出町と「東

京都水道事業の事務の委託を廃止することに関

する基本協定」を締結 

  11月 多摩地区の一部地域を対象とした「多摩お客

さまセンター」を開設 

     「東京水道長期構想ＳＴＥＰⅡ～世界に誇

る安心水道～」を策定 

19年１月 杉並西営業所、大田南営業所、世田谷東営業

所、練馬西営業所及び板橋北営業所の夜間・休

日窓口を廃止 

     「安全でおいしい水プロジェクト蛇口回帰

推進計画～安全でおいしい水を次世代に伝える

ために～」を策定 

     東村山浄水場、長沢浄水場、金町浄水場及び

三郷浄水場の太陽光発電設備が完成 

     インターネットによる水道の使用開始・中止

の受付開始（多摩） 

  ３月 「水安全計画（三郷浄水場版）」を策定 

      「東京・川崎登戸連絡管」及び「東京・川崎 

町田連絡管」が完成 

     砧浄水場及び砧下浄水所膜ろ過施設が完成 

     「多摩お客さまセンター」対象地域が事務委

託市町から委託された地域と併せて多摩地区の

都営水道全域に拡大 

     「東京都水道局環境計画（2007－2009）～水

を育む豊かな地球環境を次世代へ～」を策定 
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 多摩川水源森林隊 10周年記念行事の実施 

 10月 仙台市との防災避難訓練への参加 

 11月 タイ王国首都圏水道公社との覚書交換式の 

開催～人材育成に関する技術協力～ 

 12月 貯水槽水道方式から直結給水方式へ切替え

を行う際の、給水管を太くする工事の施工を開

始 

25年２月  タイ王国首都圏水道公社との無収水対策事

業に関する契約の締結 

  「東京水道経営プラン 2013～お客さまに喜 

ばれる水道を目指して～」を策定    

  東日本大震災の被災自治体(宮城県及び福島 

県内の計 17自治体)に車両 29両の譲渡 

 ３月 多摩平浄水所引継式 

 宮城県気仙沼市及び亘理町への給水車の譲

渡 

      平成 25年度民有林購入事業公募開始 

  「東京都水道局環境計画 2013-2015」を策定 

 「東京都水道局広報・広聴計画 2013」を策定 

４月 金町浄水場高度浄水施設の完成 ～ 区部東部

地域高度浄水 100％達成 ～  

  台湾自来水及び台北自来水との技術協力等に  

関する覚書の締結 

   ５月 「多摩水道改革計画2013」 ～新たなステージ

におけるレベルアップへの挑戦～ を策定 

 ６月  多摩川水源森林隊が第15回日本水大賞「厚生

労働大臣賞」を受賞 

 ７月  埼玉県三郷市との「東京都水道局三郷浄水場

における応急給水活動に関する協定」の締結 

      東京都水道局渇水対策本部の設置（９月18

日解散） 

 ８月  金町浄水場が、日本オゾン協会の「推進賞」

を受賞 

 ９月  第 5回ＩＷＡアジア太平洋地域会議参加 

     ソウル東京フォーラム 2013参加 

   ミャンマー・ヤンゴン市との技術協力等に関

する覚書の締結 

     東京都水道局震災対策事業計画の策定 

 10月  固定価格買取制度を活用した小水力発電設

備の完成（葛西給水所） 

   台風 26号に伴う大島町への応急給水支援 

   利根川水系高度浄水 100％達成記念式典～三

郷浄水場高度浄水施設（第二期）完成～ 

 11月  奥多摩 水と緑のふれあい館 開館 15周年 

26年１月  給水装置工事の電子申請等の運用を開始 

   ２月  利根川水系高度浄水 100％達成に対して「第

18回東京スピリット賞」受賞 

 ３月  「東京水道エネルギー効率化 10 年プラン」

を策定 

４月 朝霞浄水場高度浄水施設(第二期)完成式典 

～ 利根川水系全浄水場高度浄水施設完成 ～ 

 ＩＷＡ（国際水協会）プロジェクト・イノベー

ション・アワード（ＰＩＡ）2014 東アジア地域

賞受賞 

 あきる野給水事務所が開設 

 「東京水道施設整備マスタープラン」を策定 

６月 中野営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

 業務委託に伴う事務職員退職派遣実施 

 「東京タップウォータープロジェクト」～く

らしを支える東京水～ を始動 

７月 平成26年度優良地方公営企業総務大臣表彰受

賞 

 港区との要支援者情報の提供に関する協定の

締結 

８月 日本オゾン協会から「推進賞」受賞 

 まちなか水飲栓の供用を開始 

９月 東京都と茨城県との中継水道事業体としての

活動に関する覚書の締結 

10月 東京都水道局公式Facebookを開始 

 東京都水道局公式ホームページのリニューア

ル 

11月 羽村取水堰
ぜき

 (投渡堰
ぜき

)が土木学会選奨土木遺

産に認定 

27年３月 「東京都水道局環境５か年計画2015-2019」を

策定 

４月 多摩丘陵幹線全線完成 

   豊島営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

５月 ひむら浄水所完成 

    ソウル東京フォーラム2015 に参加 

６月 「東京水道基幹施設再構築事業」を策定 
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移転 

   「東京水道経営プラン 2010～未来へつなが

る安全・安心の実現～」を策定 

     東京都水道局退職者災害時支援協力員制度

発足式 

     八雲給水所の小電力発電設備及び小作浄水

場の太陽光発電設備が完成 

 ３月 「安全でおいしい水プロジェクト行動計画 

（2010～2012）」を策定 

     「東京都水道局環境計画 2010-2012」を策定 

 ４月 奥多摩町水道都営一元化 

東村山浄水場高度浄水施設完成式 

 ５月 成木浄水所完成式 

 ６月 水の科学館リニューアルオープン 

   三鷹市及び稲城市と「東京都水道事業の事務

の委託を廃することに関する基本協定」を締結 

 東村山浄水場通水50周年記念講演会 

     西瑞江給水所の更新工事しゅん工 

      民有林購入モデル事業開始 

  ８月 奥多摩 水と緑のふれあい館来館者 300万人 

  達成 

   「多摩水道改革計画（2010-2014）」を策定 

 東京国際展開ミッション団マレーシア派遣 

  ９月 上恩方増圧ポンプ所完成 

      上案下配水所完成 

 長沢浄水場、長沢線更新工事に伴い施設停止 

 10月 東京国際展開ミッション団ベトナム派遣 

  11月 東京国際展開ミッション団インドネシア派

遣 

     東京国際展開ミッション団インド及びモル

ディブ派遣 

     高尾山水道施設完成式 

23年 ３月  大谷口給水所完成 

  東日本大震災発生 

 給水対策本部設置 

 宮城県仙台市、茨城県稲敷市、岩手県盛岡市、                                                                                                

千葉県浦安市及び福島県いわき市へ応援 

 ４月 被災地へ職員派遣及び行政事務支援開始 

 ５月 東日本大震災による避難者に対する水道 

料金・下水道料金の減免開始 

 ７月 長沢浄水場運転再開 

 ８月 板橋営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

 業務委託に伴う事務職員退職派遣実施 

10月  第４回ＩＷＡアジア太平洋地域会議を東京 

で開催 

12月 被災地へ水道局所有の車両を譲渡 

24年 １月 文京営業所と台東営業所を統合し、文京営業 

所として業務を開始 

 大田営業所蒲田分室廃止 

 東京国際展開ミッション団バングラディシ

ュ人民共和国派遣 

 ２月 東京都と多摩地区26市町からなる「多摩水 

 道連絡会」を発足 

 ３月  東京水道施設再構築基本構想～首都東京を 

  支え続ける安全・安心な水道の創造～を策定 

 特定規模電気事業者と電気供給契約を締結 

 八王子市等６市に委託していた業務の都へ

の移行が完了し25市町全ての事務委託を完全

解消 

 梅郷配水所引継式 

 ４月  東京都水道局公式 Twitterを開始 

 ５月  利根川水系原水からホルムアルデヒド検出 

 工事請負単価契約事業者の「震災時行動マニ 

  ュアル」を策定  

 多摩丘陵幹線第二整備区画一部通水 

 ６月  東京消防庁と東京都水道局が「排水栓」の 

  取扱い等に係る覚書を締結 

 「水道工事事故防止アクションプラン」を策 

  定 

 ７月  足立営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

  業務委託に伴う事務職員退職派遣実施 

 資源功績者表彰の表彰式～多摩川水源森林

隊が受賞決定～ 

８月  ＩＷＡ(国際水協会)プロジェクト・イノベー

ション・アワード(ＰＩＡ)2012世界賞受賞 

   東日本大震災の被災自治体(宮城県、岩手県 

及び福島県内の計22自治体)に車両38両(水道局 

26両及び下水道局12両)の譲渡 

９月  東京都水道局渇水対策本部設置(10月３日解

散) 
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 多摩川水源森林隊 10周年記念行事の実施 

 10月 仙台市との防災避難訓練への参加 

 11月 タイ王国首都圏水道公社との覚書交換式の 

開催～人材育成に関する技術協力～ 

 12月 貯水槽水道方式から直結給水方式へ切替え

を行う際の、給水管を太くする工事の施工を開

始 

25年２月  タイ王国首都圏水道公社との無収水対策事

業に関する契約の締結 

  「東京水道経営プラン 2013～お客さまに喜 

ばれる水道を目指して～」を策定    

  東日本大震災の被災自治体(宮城県及び福島 

県内の計 17自治体)に車両 29両の譲渡 

 ３月 多摩平浄水所引継式 

 宮城県気仙沼市及び亘理町への給水車の譲

渡 

      平成 25年度民有林購入事業公募開始 

  「東京都水道局環境計画 2013-2015」を策定 

 「東京都水道局広報・広聴計画 2013」を策定 

４月 金町浄水場高度浄水施設の完成 ～ 区部東部

地域高度浄水 100％達成 ～  

  台湾自来水及び台北自来水との技術協力等に  

関する覚書の締結 

   ５月 「多摩水道改革計画2013」 ～新たなステージ

におけるレベルアップへの挑戦～ を策定 

 ６月  多摩川水源森林隊が第15回日本水大賞「厚生

労働大臣賞」を受賞 

 ７月  埼玉県三郷市との「東京都水道局三郷浄水場

における応急給水活動に関する協定」の締結 

      東京都水道局渇水対策本部の設置（９月18

日解散） 

 ８月  金町浄水場が、日本オゾン協会の「推進賞」

を受賞 

 ９月  第 5回ＩＷＡアジア太平洋地域会議参加 

     ソウル東京フォーラム 2013参加 

   ミャンマー・ヤンゴン市との技術協力等に関

する覚書の締結 

     東京都水道局震災対策事業計画の策定 

 10月  固定価格買取制度を活用した小水力発電設

備の完成（葛西給水所） 

   台風 26号に伴う大島町への応急給水支援 

   利根川水系高度浄水 100％達成記念式典～三

郷浄水場高度浄水施設（第二期）完成～ 

 11月  奥多摩 水と緑のふれあい館 開館 15周年 

26年１月  給水装置工事の電子申請等の運用を開始 

   ２月  利根川水系高度浄水 100％達成に対して「第

18回東京スピリット賞」受賞 

 ３月  「東京水道エネルギー効率化 10 年プラン」

を策定 

４月 朝霞浄水場高度浄水施設(第二期)完成式典 

～ 利根川水系全浄水場高度浄水施設完成 ～ 

 ＩＷＡ（国際水協会）プロジェクト・イノベー

ション・アワード（ＰＩＡ）2014 東アジア地域

賞受賞 

 あきる野給水事務所が開設 

 「東京水道施設整備マスタープラン」を策定 

６月 中野営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

 業務委託に伴う事務職員退職派遣実施 

 「東京タップウォータープロジェクト」～く

らしを支える東京水～ を始動 

７月 平成26年度優良地方公営企業総務大臣表彰受

賞 

 港区との要支援者情報の提供に関する協定の

締結 

８月 日本オゾン協会から「推進賞」受賞 

 まちなか水飲栓の供用を開始 

９月 東京都と茨城県との中継水道事業体としての

活動に関する覚書の締結 

10月 東京都水道局公式Facebookを開始 

 東京都水道局公式ホームページのリニューア

ル 

11月 羽村取水堰
ぜき

 (投渡堰
ぜき

)が土木学会選奨土木遺

産に認定 

27年３月 「東京都水道局環境５か年計画2015-2019」を

策定 

４月 多摩丘陵幹線全線完成 

   豊島営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

５月 ひむら浄水所完成 

    ソウル東京フォーラム2015 に参加 

６月 「東京水道基幹施設再構築事業」を策定 
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移転 

   「東京水道経営プラン 2010～未来へつなが

る安全・安心の実現～」を策定 

     東京都水道局退職者災害時支援協力員制度

発足式 

     八雲給水所の小電力発電設備及び小作浄水

場の太陽光発電設備が完成 

 ３月 「安全でおいしい水プロジェクト行動計画 

（2010～2012）」を策定 

     「東京都水道局環境計画 2010-2012」を策定 

 ４月 奥多摩町水道都営一元化 

東村山浄水場高度浄水施設完成式 

 ５月 成木浄水所完成式 

 ６月 水の科学館リニューアルオープン 

   三鷹市及び稲城市と「東京都水道事業の事務

の委託を廃することに関する基本協定」を締結 

 東村山浄水場通水50周年記念講演会 

     西瑞江給水所の更新工事しゅん工 

      民有林購入モデル事業開始 

  ８月 奥多摩 水と緑のふれあい館来館者 300万人 

  達成 

   「多摩水道改革計画（2010-2014）」を策定 

 東京国際展開ミッション団マレーシア派遣 

  ９月 上恩方増圧ポンプ所完成 

      上案下配水所完成 

 長沢浄水場、長沢線更新工事に伴い施設停止 

 10月 東京国際展開ミッション団ベトナム派遣 

  11月 東京国際展開ミッション団インドネシア派

遣 

     東京国際展開ミッション団インド及びモル

ディブ派遣 

     高尾山水道施設完成式 

23年 ３月  大谷口給水所完成 

  東日本大震災発生 

 給水対策本部設置 

 宮城県仙台市、茨城県稲敷市、岩手県盛岡市、                                                                                                

千葉県浦安市及び福島県いわき市へ応援 

 ４月 被災地へ職員派遣及び行政事務支援開始 

 ５月 東日本大震災による避難者に対する水道 

料金・下水道料金の減免開始 

 ７月 長沢浄水場運転再開 

 ８月 板橋営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

 業務委託に伴う事務職員退職派遣実施 

10月  第４回ＩＷＡアジア太平洋地域会議を東京 

で開催 

12月 被災地へ水道局所有の車両を譲渡 

24年 １月 文京営業所と台東営業所を統合し、文京営業 

所として業務を開始 

 大田営業所蒲田分室廃止 

 東京国際展開ミッション団バングラディシ

ュ人民共和国派遣 

 ２月 東京都と多摩地区26市町からなる「多摩水 

 道連絡会」を発足 

 ３月  東京水道施設再構築基本構想～首都東京を 

  支え続ける安全・安心な水道の創造～を策定 

 特定規模電気事業者と電気供給契約を締結 

 八王子市等６市に委託していた業務の都へ

の移行が完了し25市町全ての事務委託を完全

解消 

 梅郷配水所引継式 

 ４月  東京都水道局公式 Twitterを開始 

 ５月  利根川水系原水からホルムアルデヒド検出 

 工事請負単価契約事業者の「震災時行動マニ 

  ュアル」を策定  

 多摩丘陵幹線第二整備区画一部通水 

 ６月  東京消防庁と東京都水道局が「排水栓」の 

  取扱い等に係る覚書を締結 

 「水道工事事故防止アクションプラン」を策 

  定 

 ７月  足立営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

  業務委託に伴う事務職員退職派遣実施 

 資源功績者表彰の表彰式～多摩川水源森林

隊が受賞決定～ 

８月  ＩＷＡ(国際水協会)プロジェクト・イノベー

ション・アワード(ＰＩＡ)2012世界賞受賞 

   東日本大震災の被災自治体(宮城県、岩手県 

及び福島県内の計22自治体)に車両38両(水道局 

26両及び下水道局12両)の譲渡 

９月  東京都水道局渇水対策本部設置(10月３日解

散) 
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12月 小河内ダムが土木学会選奨土木遺産に認定 

31年１月 江北給水所が完成（２月１日運用開始） 

２月 首都直下地震対策として全国から東京都への

救援部隊の支援拠点に関する覚書を茨城県と締

結 

３月 水道ＩＣＴ情報連絡会を設立 

４月 江戸川営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

 

《令和》 

元年５月 災害対応の強化や基盤強化等に向け水道事業

の連携に関して宮城県と合意 

６月 水道料金・下水道料金の請求書払いにスマー

トフォン決済を開始 

９月 台風15号発生 

東京水道災害救援隊を千葉県、東京都新島村

に派遣 

10月 台風19号発生 

小河内ダムから余水吐放流実施 

奥多摩町一部地域にて断水発生 

東京水道災害救援隊を神奈川県、宮城県丸森

町に派遣 

12月 12月1日を「東京水道の日」に制定 

２年２月 お客さまセンターにおいてＡＩを活用したお

客さま対応の開始 

平成30年9月に実施した2018年国際水協会（Ｉ

ＷＡ）世界会議・展示会が政府観光局「国際会議

誘致・開催貢献賞」を受賞 

３月 新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道料

金・下水道料金の支払いの猶予を受付開始 

「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」を開始 

  「東京都水道局環境５か年計画2020-2024」を

策定 

  「水道スマートメータトライアルプロジェク

トの実施プラン」の策定 

４月  世田谷営業所業務を東京水道株式会社へ委

託 

７月 「持続可能な東京水道の実現に向けて 東京

水道長期戦略構想2020」を策定 

うつらない！うつさない！みんなで手洗い東

京水キャンペーンの実施 

９月 新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道料

金・下水道料金の支払いの猶予の受付終了 

11 月 新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道料

金・下水道料金の支払いの猶予を受付再開 

３年３月 水道料金・下水道料金のペーパーレス化を試

行開始 

     「東京水道経営プラン 2021～お客さまとの信

頼で築く強靭な東京水道～」を策定 

４月 新たに４か所にてボトルディスペンサー式水

飲栓の運用を開始 

   文京営業所業務を東京水道株式会社へ委託 

８月 東京都水道歴史館デジタルアーカイブサービ

スを開始 

   「水道工事事故防止アクションプラン 2021」

を策定 

12月 水道料金・下水道料金のペーパーレス化を本

格実施 

４年３月 水道水源林ポータルサイト「みずふる」を開

設 

清瀬梅園給水所完成 

４月 葛飾営業所業務を東京水道株式会社へ委託 

６月 「水道スマートメータ先行実装プロジェクト

推進プラン」を策定 

10月 東京都水道局アプリの運用を開始 

 スマートメータによる自動検針開始 

５年３月 多摩南北幹線完成 

   玉川浄水場廃止 

   工業用水道事業廃止 

７月 東京ガスネットワーク株式会社と包括連携協

定締結 

９月 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道

料金・下水道料金の支払猶予受付期間終了 

12月 東京近代水道 125周年記念式典開催 

６年１月 能登半島地震発生 

     石川県輪島市、羽咋郡志賀町へ応援 

  ４月 墨田営業所、荒川営業所、長沢浄水場及び砧

浄水場業務を東京水道株式会社に委託 

     「水道工事事故防止アクションプラン 2024」

を策定 

７年１月 「史跡玉川上水整備活用計画（改定版） ～江

戸の史跡を守り 未来へつなぐ～」を策定 

７年３月 「東京都水道局環境５か年計画 2025-2029」を

策定 

     「水道スマートメータ実装方針」を策定 
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  「東京水道国際展開プログラム」を策定 

   三郷浄水場 通水30 周年記念式典 

７月 奥多摩 水と緑のふれあい館来館者400万人達

成 

  「水道工事事故防止アクションプラン2015」

を策定 

９月 「平成27年９月関東・東北豪雨」への支援 

11月 「東京水道あんしん診断」を開始 

12月 「ベトナム・ハノイにおける技術協力事業」

の実施について合意 

28年２月 「東京水道経営プラン2016」を策定 

   「ＷＡＴＥＲ＆ＴＯＫＹＯ東京水道イノベー

ションプロジェクト」始動 

４月 熊本地震発生 

     熊本県熊本市、益城町へ応援 

  ６月 東京都水道局渇水対策本部の設置（９月２日 

解散） 

     「第11次水道水源林管理計画」を策定 

  ７月 株式会社東京TYファイナンシャルグループ及 

び同社傘下銀行と「直結給水方式への切替え促 

進に向けたマンション管理組合ローン等の取組 

に関する覚書」を締結 

  ９月 東京都水道局・自律点検改革推進本部の設置 

  10月 東京消防庁と応急給水用資器材等を使用した 

訓練の支援事業に係る覚書を締結 

     ミャンマー・ヤンゴンにおける無収水対策事 

業の契約を締結 

     朝霞浄水場通水50周年 

11月 東京都と仙台市との情報連絡調整担当水道事 

業体としての活動に関する覚書を締結 

12月 東京都水道局公式Instagramを開始 

29年２月  2018年ＩＷＡ世界会議・展示会 小池東京都知 

事からのビデオメッセージの発信 

東京都、横浜市、川崎市による 国内貢献の取 

組に係る新たな覚書を締結 

「東京水道災害救援隊-―Tokyowater  

Rescue―」を創設 

３月  多摩水道運営プラン2017～強靭で信頼され 

る広域水道へ～を策定 

「みんなでつくる水源の森実施計画」を策定 

４月 多摩水道公式Twitterを開始 

     震災時Twitterによる漏水情報の収集を開始 

品川営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

  ５月 ソウル東京フォーラム2017に参加 

  ６月 「東京水道～企業の森（ネーミングライツ）

協定」及び「大学との共同研究に関する契約」

を締結 

  ７月 多摩川水源森林隊設立 15周年 

     マレーシア・ラブアン島における技術協力事 

業の実施についての覚書を締結 

     ミャンマー・ヤンゴンにおける水道施設維持 

管理事業の共同実施について基本事項を合意 

     「漏水防止計画作業」が第１回インフラメン 

テナンス大賞・優秀賞を受賞 

  ９月 「東京水道名所」を選定 

   11月  小河内ダム竣工 60周年 

      ペットボトル「東京水」ラベルデザインの変 

更 

30年１月  首都直下地震や南海トラフ巨大地震対策と

して大阪市水道局及び岡山市水道局と災害時

救援の覚書を締結 

  ３月  「みんなで育む水源林～東京水道 水源林寄

附金～」の募集を開始 

      全国初となる屋外型のボトルディスペンサ

ー式水飲栓を東京国際フォーラムに設置 

５月 多摩川水源森林隊が「平成30年緑化推進運動

功労者内閣総理大臣表彰」を受賞 

７月 「水道工事事故防止アクションプラン2018」

を策定 

音声コード付き文書による水道ご使用量のお 

知らせを開始 

ＡＩチャットボット「水滴くん相談室」サー

ビスを開始 

７月 豪雨で被害を受けた岡山県倉敷市へ職員を派    

遣 

９月 2018年国際水協会（ＩＷＡ）世界会議・展示

会を日本初開催 

10月 武蔵村山サービスステーションが東大和市へ

移転。東大和サービスステーションに名称変更 

11月 奥多摩水と緑のふれあい館 開館20周年 
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12月 小河内ダムが土木学会選奨土木遺産に認定 

31年１月 江北給水所が完成（２月１日運用開始） 

２月 首都直下地震対策として全国から東京都への

救援部隊の支援拠点に関する覚書を茨城県と締

結 

３月 水道ＩＣＴ情報連絡会を設立 

４月 江戸川営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

 

《令和》 

元年５月 災害対応の強化や基盤強化等に向け水道事業

の連携に関して宮城県と合意 

６月 水道料金・下水道料金の請求書払いにスマー

トフォン決済を開始 

９月 台風15号発生 

東京水道災害救援隊を千葉県、東京都新島村

に派遣 

10月 台風19号発生 

小河内ダムから余水吐放流実施 

奥多摩町一部地域にて断水発生 

東京水道災害救援隊を神奈川県、宮城県丸森

町に派遣 

12月 12月1日を「東京水道の日」に制定 

２年２月 お客さまセンターにおいてＡＩを活用したお

客さま対応の開始 

平成30年9月に実施した2018年国際水協会（Ｉ

ＷＡ）世界会議・展示会が政府観光局「国際会議

誘致・開催貢献賞」を受賞 

３月 新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道料

金・下水道料金の支払いの猶予を受付開始 

「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」を開始 

  「東京都水道局環境５か年計画2020-2024」を

策定 

  「水道スマートメータトライアルプロジェク

トの実施プラン」の策定 

４月  世田谷営業所業務を東京水道株式会社へ委

託 

７月 「持続可能な東京水道の実現に向けて 東京

水道長期戦略構想2020」を策定 

うつらない！うつさない！みんなで手洗い東

京水キャンペーンの実施 

９月 新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道料

金・下水道料金の支払いの猶予の受付終了 

11 月 新型コロナウイルス感染拡大に伴う水道料

金・下水道料金の支払いの猶予を受付再開 

３年３月 水道料金・下水道料金のペーパーレス化を試

行開始 

     「東京水道経営プラン 2021～お客さまとの信

頼で築く強靭な東京水道～」を策定 

４月 新たに４か所にてボトルディスペンサー式水

飲栓の運用を開始 

   文京営業所業務を東京水道株式会社へ委託 

８月 東京都水道歴史館デジタルアーカイブサービ

スを開始 

   「水道工事事故防止アクションプラン 2021」

を策定 

12月 水道料金・下水道料金のペーパーレス化を本

格実施 

４年３月 水道水源林ポータルサイト「みずふる」を開

設 

清瀬梅園給水所完成 

４月 葛飾営業所業務を東京水道株式会社へ委託 

６月 「水道スマートメータ先行実装プロジェクト

推進プラン」を策定 

10月 東京都水道局アプリの運用を開始 

 スマートメータによる自動検針開始 

５年３月 多摩南北幹線完成 

   玉川浄水場廃止 

   工業用水道事業廃止 

７月 東京ガスネットワーク株式会社と包括連携協

定締結 

９月 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道

料金・下水道料金の支払猶予受付期間終了 

12月 東京近代水道 125周年記念式典開催 

６年１月 能登半島地震発生 

     石川県輪島市、羽咋郡志賀町へ応援 

  ４月 墨田営業所、荒川営業所、長沢浄水場及び砧

浄水場業務を東京水道株式会社に委託 

     「水道工事事故防止アクションプラン 2024」

を策定 

７年１月 「史跡玉川上水整備活用計画（改定版） ～江

戸の史跡を守り 未来へつなぐ～」を策定 

７年３月 「東京都水道局環境５か年計画 2025-2029」を

策定 

     「水道スマートメータ実装方針」を策定 
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  「東京水道国際展開プログラム」を策定 

   三郷浄水場 通水30 周年記念式典 

７月 奥多摩 水と緑のふれあい館来館者400万人達

成 

  「水道工事事故防止アクションプラン2015」

を策定 

９月 「平成27年９月関東・東北豪雨」への支援 

11月 「東京水道あんしん診断」を開始 

12月 「ベトナム・ハノイにおける技術協力事業」

の実施について合意 

28年２月 「東京水道経営プラン2016」を策定 

   「ＷＡＴＥＲ＆ＴＯＫＹＯ東京水道イノベー

ションプロジェクト」始動 

４月 熊本地震発生 

     熊本県熊本市、益城町へ応援 

  ６月 東京都水道局渇水対策本部の設置（９月２日 

解散） 

     「第11次水道水源林管理計画」を策定 

  ７月 株式会社東京TYファイナンシャルグループ及 

び同社傘下銀行と「直結給水方式への切替え促 

進に向けたマンション管理組合ローン等の取組 

に関する覚書」を締結 

  ９月 東京都水道局・自律点検改革推進本部の設置 

  10月 東京消防庁と応急給水用資器材等を使用した 

訓練の支援事業に係る覚書を締結 

     ミャンマー・ヤンゴンにおける無収水対策事 

業の契約を締結 

     朝霞浄水場通水50周年 

11月 東京都と仙台市との情報連絡調整担当水道事 

業体としての活動に関する覚書を締結 

12月 東京都水道局公式Instagramを開始 

29年２月  2018年ＩＷＡ世界会議・展示会 小池東京都知 

事からのビデオメッセージの発信 

東京都、横浜市、川崎市による 国内貢献の取 

組に係る新たな覚書を締結 

「東京水道災害救援隊-―Tokyowater  

Rescue―」を創設 

３月  多摩水道運営プラン2017～強靭で信頼され 

る広域水道へ～を策定 

「みんなでつくる水源の森実施計画」を策定 

４月 多摩水道公式Twitterを開始 

     震災時Twitterによる漏水情報の収集を開始 

品川営業所業務を株式会社ＰＵＣへ委託 

  ５月 ソウル東京フォーラム2017に参加 

  ６月 「東京水道～企業の森（ネーミングライツ）

協定」及び「大学との共同研究に関する契約」

を締結 

  ７月 多摩川水源森林隊設立 15周年 

     マレーシア・ラブアン島における技術協力事 

業の実施についての覚書を締結 

     ミャンマー・ヤンゴンにおける水道施設維持 

管理事業の共同実施について基本事項を合意 

     「漏水防止計画作業」が第１回インフラメン 

テナンス大賞・優秀賞を受賞 

  ９月 「東京水道名所」を選定 

   11月  小河内ダム竣工 60周年 

      ペットボトル「東京水」ラベルデザインの変 

更 

30年１月  首都直下地震や南海トラフ巨大地震対策と

して大阪市水道局及び岡山市水道局と災害時

救援の覚書を締結 

  ３月  「みんなで育む水源林～東京水道 水源林寄

附金～」の募集を開始 

      全国初となる屋外型のボトルディスペンサ

ー式水飲栓を東京国際フォーラムに設置 

５月 多摩川水源森林隊が「平成30年緑化推進運動

功労者内閣総理大臣表彰」を受賞 

７月 「水道工事事故防止アクションプラン2018」

を策定 

音声コード付き文書による水道ご使用量のお 

知らせを開始 

ＡＩチャットボット「水滴くん相談室」サー

ビスを開始 

７月 豪雨で被害を受けた岡山県倉敷市へ職員を派    

遣 

９月 2018年国際水協会（ＩＷＡ）世界会議・展示

会を日本初開催 

10月 武蔵村山サービスステーションが東大和市へ

移転。東大和サービスステーションに名称変更 

11月 奥多摩水と緑のふれあい館 開館20周年 
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イ 業務に関係する法令 

項目 法令名 法令の概要又は局事業との関係

道　　　路　　　法
　道路の地下等に導水管、送水管等を布設する際に必要な道路の占用許可（第
３２条）

道　路　交　通　法 　水道施設の工事に係る道路の使用許可（第７７条）

共同溝の整備等に
関する特別措置法

　特定の道路についての共同溝の建設及び管理、共同溝への水道管設置に係る
占用許可等

公共用地の取得に
関する特別措置法

　公共用地の取得の特例（第１条及び第２条）

建　築　基　準　法 　配管設備の設置及び構造の技術的基準（第３６条）

建 　設 　業 　法 　工事の請負契約の適正化等

電　気　事　業　法 　水道施設における自家用電気工作物の保安管理（第４２条）

高圧ガス保安法 　液化塩素の消費（第２４条の２）

建 築 物 に お け る
衛 生 的 環 境 の 確
保 に 関 す る 法 律

　簡易専用水道に関する規制事項並びに建築物における給水及び排水の管理基
準

計　　　量　　　法 　量水器の検定等（第７２条ほか）

民間資金等の活用によ
る公共施設等の整備等
の促進に関する法律

　民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進
を図るための措置等

人の健康に係る公害犯
罪の処罰に関する法律

　人の健康に係る公害の防止（第１条）

刑　　　　　　　法
　飲料水の汚染、毒物混入等に関する罪（第１４２条から第１４６条まで）
　水道の損壊又は閉塞に関する罪（第１４７条）

布
設
及
び
維
持
管
理

そ
の
他

 

 

（２）水道法の概要 

 

ア 目的及び国等の責務 

 水道法は、水道により「清浄にして豊富低廉な

水の供給を図る」ことを直接の目的とし、そのこ

とにより「公衆衛生の向上と生活環境の改善とに

寄与する」ことを究極の目的としている。そのた

めの具体的手段として、水道の布設及び管理を適

正かつ合理的に行うこと、水道の基盤を強化する

ことを定めている（第１条）。 

そして、その責務として、国及び地方公共団体

は、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔

を保持し、水を適正かつ合理的に使用するために

必要な施策を講じ、他方、国民は、その施策に協

力するとともに、自らも水源及び水道施設並びに

これらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理 

的な使用に努めなければならないことを明らかに 

 

している（第２条）。 

 また、水道事業の基盤の強化のため、国、都道

府県及び市町村並びに水道事業者及び水道用水供

給事業者（以下「水道事業者等」という。）に対

し次のような責務を課している。国は、水道の基

盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定

し推進するとともに、都道府県及び市町村並びに

水道事業者等に対し、必要な技術的及び財政的な

援助を行うよう努めなければならない（第２条の

２第１項）。都道府県は、その区域内における市

町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の

連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する

施策を策定し実施するよう努めなければならない

（第２条の２第２項）。市町村は、その区域内に

おける水道事業者等の間の連携等の推進その他の

水道の基盤の強化に関する施策を策定し実施する 

よう努めなければならない（第２条の２第３項）。
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５ 関連法規  

 

（１）水道事業に係る主要関係法令 

 

ア 主要関係法令 

項目 法令名 法令の概要又は局事業との関係

基
本
法

 水　　　道　　　法
　水道事業運営の基本を定めたもので、事業の認可、水質基準、水道
の布設及び管理、施設の計画的整備、関係者の責務等が規定されてい
る。

地 方 公 営 企 業 法
　地方公営企業の経営の基本を定めたもので、経営組織、財務、企業
職員の身分取扱い等について規定されている。

地　方　自　治　法
　地方自治に関する基本的事項を定めており、地方自治法が一般法、
地方公営企業法が特別法の関係にある。

地　方　財　政　法
　地方公共団体の財政の運営に関する基本原則、地方債の運用等につ
いて規定されている。

地 方 公 務 員 法 　職員の任用、分限、懲戒、服務等について規定されている。

地方公営企業等の労
働関係に関する法律

　地方公営企業等に従事する職員の労働関係を定めたもので、団体交
渉の範囲、争議行為の禁止等が規定されている。

労　働　組　合　法
　職員の組織する労働組合、労働協約の締結、団体交渉の手続等が規
定されている。

労　働　基　準　法 　職員の労働条件の基準となる事項等が規定されている。

河　　　川　　　法
　水道水源である流水の占用許可、工作物の新設等の許可、ダム管理
等について規定されている。

水資源開発促進法
　利根川など指定水系における水資源の総合開発、利用等について規
定されている。

独 立 行 政 法 人
水 資 源 機 構 法

　水資源開発促進法に基づく事業を実施するための水資源機構の設置
等について規定されている。

特定多目的ダム法
　特定多目的ダムに係るダム使用権の設定、負担金の納付義務等につ
いて規定されている。

水 源 地 域 対 策
特 別 措 置 法

　ダムの建設に対応した環境の整備等について規定されている。

環　境　基　本　法 　水質の環境基準等について規定されている。

水質汚濁防止法
　公共用水域の水質の汚濁を防止するための工場及び事業場からの排
出水の規制に関する措置等について規定されている。

水道原水水質保全事業
の実施の促進に関する

法律

　水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置等につい
て規定されている。

特定水道利水障害の
防止のための水道水
源水域の水質の保全
に関する特別措置法

　水道水源水域に係る水質保全施策に関する計画の策定、事業の実
施、規制等の措置について規定されている。

そ
の
他

水 循 環 基 本 法
　健全な水循環を維持し、又は回復するため、国、地方公共団体等に
よる施策を包括的に推進することを目的としている。

経

営

労
働
関
係

水

源

水
質
保
全
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イ 業務に関係する法令 

項目 法令名 法令の概要又は局事業との関係

道　　　路　　　法
　道路の地下等に導水管、送水管等を布設する際に必要な道路の占用許可（第
３２条）

道　路　交　通　法 　水道施設の工事に係る道路の使用許可（第７７条）

共同溝の整備等に
関する特別措置法

　特定の道路についての共同溝の建設及び管理、共同溝への水道管設置に係る
占用許可等

公共用地の取得に
関する特別措置法

　公共用地の取得の特例（第１条及び第２条）

建　築　基　準　法 　配管設備の設置及び構造の技術的基準（第３６条）

建 　設 　業 　法 　工事の請負契約の適正化等

電　気　事　業　法 　水道施設における自家用電気工作物の保安管理（第４２条）

高圧ガス保安法 　液化塩素の消費（第２４条の２）

建 築 物 に お け る
衛 生 的 環 境 の 確
保 に 関 す る 法 律

　簡易専用水道に関する規制事項並びに建築物における給水及び排水の管理基
準

計　　　量　　　法 　量水器の検定等（第７２条ほか）

民間資金等の活用によ
る公共施設等の整備等
の促進に関する法律

　民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進
を図るための措置等

人の健康に係る公害犯
罪の処罰に関する法律

　人の健康に係る公害の防止（第１条）

刑　　　　　　　法
　飲料水の汚染、毒物混入等に関する罪（第１４２条から第１４６条まで）
　水道の損壊又は閉塞に関する罪（第１４７条）

布
設
及
び
維
持
管
理

そ
の
他

 

 

（２）水道法の概要 

 

ア 目的及び国等の責務 

 水道法は、水道により「清浄にして豊富低廉な

水の供給を図る」ことを直接の目的とし、そのこ

とにより「公衆衛生の向上と生活環境の改善とに

寄与する」ことを究極の目的としている。そのた

めの具体的手段として、水道の布設及び管理を適

正かつ合理的に行うこと、水道の基盤を強化する

ことを定めている（第１条）。 

そして、その責務として、国及び地方公共団体

は、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔

を保持し、水を適正かつ合理的に使用するために

必要な施策を講じ、他方、国民は、その施策に協

力するとともに、自らも水源及び水道施設並びに

これらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理 

的な使用に努めなければならないことを明らかに 

 

している（第２条）。 

 また、水道事業の基盤の強化のため、国、都道

府県及び市町村並びに水道事業者及び水道用水供

給事業者（以下「水道事業者等」という。）に対

し次のような責務を課している。国は、水道の基

盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定

し推進するとともに、都道府県及び市町村並びに

水道事業者等に対し、必要な技術的及び財政的な

援助を行うよう努めなければならない（第２条の

２第１項）。都道府県は、その区域内における市

町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の

連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する

施策を策定し実施するよう努めなければならない

（第２条の２第２項）。市町村は、その区域内に

おける水道事業者等の間の連携等の推進その他の

水道の基盤の強化に関する施策を策定し実施する 

よう努めなければならない（第２条の２第３項）。
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５ 関連法規  

 

（１）水道事業に係る主要関係法令 

 

ア 主要関係法令 

項目 法令名 法令の概要又は局事業との関係

基
本
法

 水　　　道　　　法
　水道事業運営の基本を定めたもので、事業の認可、水質基準、水道
の布設及び管理、施設の計画的整備、関係者の責務等が規定されてい
る。

地 方 公 営 企 業 法
　地方公営企業の経営の基本を定めたもので、経営組織、財務、企業
職員の身分取扱い等について規定されている。

地　方　自　治　法
　地方自治に関する基本的事項を定めており、地方自治法が一般法、
地方公営企業法が特別法の関係にある。

地　方　財　政　法
　地方公共団体の財政の運営に関する基本原則、地方債の運用等につ
いて規定されている。

地 方 公 務 員 法 　職員の任用、分限、懲戒、服務等について規定されている。

地方公営企業等の労
働関係に関する法律

　地方公営企業等に従事する職員の労働関係を定めたもので、団体交
渉の範囲、争議行為の禁止等が規定されている。

労　働　組　合　法
　職員の組織する労働組合、労働協約の締結、団体交渉の手続等が規
定されている。

労　働　基　準　法 　職員の労働条件の基準となる事項等が規定されている。

河　　　川　　　法
　水道水源である流水の占用許可、工作物の新設等の許可、ダム管理
等について規定されている。

水資源開発促進法
　利根川など指定水系における水資源の総合開発、利用等について規
定されている。

独 立 行 政 法 人
水 資 源 機 構 法

　水資源開発促進法に基づく事業を実施するための水資源機構の設置
等について規定されている。

特定多目的ダム法
　特定多目的ダムに係るダム使用権の設定、負担金の納付義務等につ
いて規定されている。

水 源 地 域 対 策
特 別 措 置 法

　ダムの建設に対応した環境の整備等について規定されている。

環　境　基　本　法 　水質の環境基準等について規定されている。

水質汚濁防止法
　公共用水域の水質の汚濁を防止するための工場及び事業場からの排
出水の規制に関する措置等について規定されている。

水道原水水質保全事業
の実施の促進に関する

法律

　水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置等につい
て規定されている。

特定水道利水障害の
防止のための水道水
源水域の水質の保全
に関する特別措置法

　水道水源水域に係る水質保全施策に関する計画の策定、事業の実
施、規制等の措置について規定されている。

そ
の
他

水 循 環 基 本 法
　健全な水循環を維持し、又は回復するため、国、地方公共団体等に
よる施策を包括的に推進することを目的としている。

経

営

労
働
関
係

水

源

水
質
保
全
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（オ）貯水槽水道 

   管理が不十分なものが多い現状を踏まえ、

その管理の徹底を図るため、平成14年４月１

日に水道法の一部が改正され、水道事業者は

供給規程上、水道事業者及び貯水槽水道設置

者の責任を明らかにすることとされた（第14

条第２項第５号）。 

   具体的には、水道事業者の責任に関する事

項としては貯水槽水道の設置者に対する指

導、助言及び勧告並びに貯水槽水道の利用者

に対する情報提供について、貯水槽水道の設

置者の責任に関する事項として貯水槽水道の

管理責任及び管理の基準並びに貯水槽水道の

管理の状況に関する検査について、必要に応

じて定めることとされている（施行規則第12

条の５）。 

 

ウ 水道事業の認可と監督 

 水道事業は、地域的独占事業として運営される

ため、その経営に係る事業の承認（第６条から第

９条まで及び施行規則第１条の２から第７条ま

で）、事業の変更（第10条及び施行規則第８条）、

事業の休止及び廃止（第11条）について国土交通

大臣の認可若しくは許可又は国土交通大臣への事

前若しくは事後の届出を必要とする。そして、事

業認可の取消し、水道施設の改善指示等、国土交

通大臣が水道事業者に対して行う監督の内容と手

段等を規定している（第35条から第39条まで）。

ただし、これらの国土交通大臣の権限の一部は、

都道府県知事が行うこととすることができるとし

ている（第46条及び施行令第14条）。 

 

エ 供給規程及び給水義務 

 水道事業者と水の供給を受ける住民との関係

は、水道法上、給水契約として契約関係に立つと

されるが、契約の一方の当事者である住民は、他

方の当事者である水道事業者が一方的に定めた供

給条件等に従わざるを得ない、いわゆる附合（附

従）契約となる。 

そこで、水道法は、水道事業者に対して、供給

規程の制定及び周知を義務付け（第14条）、給水

義務等を課し（第15条）、水道事業の公共性の確

保を図っている。 

 供給規程は、料金、給水装置工事の費用の負担

区分その他の供給条件を定めるもので、料金を変

更したときは国土交通大臣に届け出なければなら

ない（第14条第１項、第２項及び第５項）。 

 給水義務の内容は、給水契約の申込みの受諾義

務（第15条第１項）及び常時給水義務（第15条第

２項）であって、同条各項に具体的に例示されて

いる理由又は正当な理由がない限り解除されな

い。 

ここでいう正当な理由とは、配水管未布設区域

からの申込み、給水量が著しく不足している場合

及び多量の給水量を伴う申込み、異常渇水や災害

等により水の供給が困難又は不可能な場合等が想

定できる。 

また、給水装置の構造及び材質が政令で定める

基準に合致していないときは、供給規程の定める

ところにより、給水契約の申込みを拒み、又は水

道利用者が基準に合致させるまでの間、給水を停

止することができる（第16条）。 

 

オ 水道用水供給事業・専用水道等 

 水道用水供給事業（第26条から第31条まで）、

専用水道（第32条から第34条まで）及び簡易専用

水道（第34条の２から第34条の４まで）について

は、事業の規模等により水道事業と区別した上で、

運用については水道事業に関する規定を準用する

形を取っている。 

なお、国が設置する専用水道・簡易専用水道に

関しては、特例を設けた上でそれぞれの規定を準

用している（第50条及び第50条の２）。 

 

カ その他 

（ア）水道の基盤の強化 

   日本における水道の普及率は98.0％（平成

29年度末）となっており、水道の拡張整備を

前提とした時代から、既存の水道の基盤を確

固たるものにしていくことが求められる時代

に変化した。このことから、令和元年に水道

法が一部改正され、国土交通大臣は水道の基

盤の強化のための基本方針を定めることとな

った（第５条の２）。 

また、都道府県は水道の基盤の強化のため 

に必要があると認めるときは、水道基盤強化
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そして、水道事業者等は、その経営する事業を適

正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基

盤の強化に努めなければならない（第２条の２第

４項）。 

 

イ 水道の管理 

（ア）全般 

   水質の汚染の防止のため、水道によって供

給される水の水質基準を定め（第４条及び水

質基準に関する省令）、水道事業者に対し、

この基準に適合した安全かつ清浄な水を確保

するための水質検査の実施等を義務付ける

（第20条）とともに、水道事業者は、関係行

政機関の長又は地方公共団体の長に対して水

源の水質の汚濁防止のための要請等が行える

としている (第43条）。 

   また、水道事業者は、水道の管理の適正を

期すために水道技術管理者を置いて（第19

条）、消毒その他の衛生上必要な措置を講じ

（第22条及び施行規則第17条）、供給する水

が人の健康を害するおそれがあることを知っ

たときには直ちに給水を停止し、水道を使用

する可能性のある者に周知させる措置を講じ

なければならないとしている（第23条第1項）。 

（イ）水道施設等 

   取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水施

設のそれぞれについてその配置、構造及び材

質についての要件を個別に定めている（第５

条及び水道施設の技術的基準を定める省令）。 

   また、水道事業者に対し、一定の水道施設

で業務に従事する者及び水道施設構内に居住

する者に対して定期及び臨時の健康診断を実

施することを義務付けている(第21条及び施

行規則第16条）。 

   さらに、水道事業者は、水道の布設工事を

施行するに当たり、条例で定める資格を有す

る者に技術上の監督業務を行わせなければな

らない（第12条）。これに基づき、都では、

東京都が設置する水道の布設工事監督者に関

する資格等を定める条例（平成25年東京都条

例第90号）を定めている。 

   また、新設、増設又は改造した水道施設（配

水池以外の配水施設を除く。）を使用して給

水を開始するときには、水質検査及び施設検

査を行うことを義務付けている（第13条、施

行規則第10条及び第11条)。 

   さらに、水道事業者等に対し、水道施設の

維持、修繕及び台帳の整理を義務付けるとと

もに、水道施設の計画的な更新及びそのため

に要する費用を含む収支の見通しを作成し公

表するよう努めなければならないことを定め

ている（第22条の２から第22条の４まで）。 

（ウ）給水装置 

   水道事業者は、給水装置から常時、水質基

準に適合した水を安定的に供給する義務を負

っている。その義務を果たすためには、給水

装置からの水の汚染を防止する等の措置が講

じられていることが必要であることから、給

水装置の構造及び材質の基準について定め

（施行令第６条及び給水装置の構造及び材質

の基準に関する省令）、給水装置の検査につ

いてもその検査に係る事項を定めている（第

17条及び第18条）。さらに、基準に適合して

いない場合は、水の供給を受ける者の給水契

約を拒み、又はその者が給水装置をその基準

に適合するまでの間その者に対する給水を停

止することができるとしている（第16条）。 

（エ）指定給水装置工事事業者制度 

給水装置工事により設置された給水装置

が、構造及び材質の基準に適合することを確

保するため、水道事業者が、自らの給水区域

において給水装置工事を適正に施行すること

ができると認められる者の指定をすることが

できる制度である(第16条の２）。 

   平成８年の水道法の改正により、指定工事

店制度を見直し、水道事業者が全国一律の要

件で、給水装置工事事業者を指定できるよう

にするとともに(第16条の２第１項）、指定の

取消しに関する事項も規定している（第25条

の11）。 

さらに、令和元年の改正により、指定の更

新制（５年）が導入された（第25条の３の２）。 

また、必要な知識、技能及び経験を持つ給

水装置工事の技術上の統括者として給水装置

工事主任技術者を国家資格としている（第25

条の４から第25条の６まで）。 
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（オ）貯水槽水道 

   管理が不十分なものが多い現状を踏まえ、

その管理の徹底を図るため、平成14年４月１

日に水道法の一部が改正され、水道事業者は

供給規程上、水道事業者及び貯水槽水道設置

者の責任を明らかにすることとされた（第14

条第２項第５号）。 

   具体的には、水道事業者の責任に関する事

項としては貯水槽水道の設置者に対する指

導、助言及び勧告並びに貯水槽水道の利用者

に対する情報提供について、貯水槽水道の設

置者の責任に関する事項として貯水槽水道の

管理責任及び管理の基準並びに貯水槽水道の

管理の状況に関する検査について、必要に応

じて定めることとされている（施行規則第12

条の５）。 

 

ウ 水道事業の認可と監督 

 水道事業は、地域的独占事業として運営される

ため、その経営に係る事業の承認（第６条から第

９条まで及び施行規則第１条の２から第７条ま

で）、事業の変更（第10条及び施行規則第８条）、

事業の休止及び廃止（第11条）について国土交通

大臣の認可若しくは許可又は国土交通大臣への事

前若しくは事後の届出を必要とする。そして、事

業認可の取消し、水道施設の改善指示等、国土交

通大臣が水道事業者に対して行う監督の内容と手

段等を規定している（第35条から第39条まで）。

ただし、これらの国土交通大臣の権限の一部は、

都道府県知事が行うこととすることができるとし

ている（第46条及び施行令第14条）。 

 

エ 供給規程及び給水義務 

 水道事業者と水の供給を受ける住民との関係

は、水道法上、給水契約として契約関係に立つと

されるが、契約の一方の当事者である住民は、他

方の当事者である水道事業者が一方的に定めた供

給条件等に従わざるを得ない、いわゆる附合（附

従）契約となる。 

そこで、水道法は、水道事業者に対して、供給

規程の制定及び周知を義務付け（第14条）、給水

義務等を課し（第15条）、水道事業の公共性の確

保を図っている。 

 供給規程は、料金、給水装置工事の費用の負担

区分その他の供給条件を定めるもので、料金を変

更したときは国土交通大臣に届け出なければなら

ない（第14条第１項、第２項及び第５項）。 

 給水義務の内容は、給水契約の申込みの受諾義

務（第15条第１項）及び常時給水義務（第15条第

２項）であって、同条各項に具体的に例示されて

いる理由又は正当な理由がない限り解除されな

い。 

ここでいう正当な理由とは、配水管未布設区域

からの申込み、給水量が著しく不足している場合

及び多量の給水量を伴う申込み、異常渇水や災害

等により水の供給が困難又は不可能な場合等が想

定できる。 

また、給水装置の構造及び材質が政令で定める

基準に合致していないときは、供給規程の定める

ところにより、給水契約の申込みを拒み、又は水

道利用者が基準に合致させるまでの間、給水を停

止することができる（第16条）。 

 

オ 水道用水供給事業・専用水道等 

 水道用水供給事業（第26条から第31条まで）、

専用水道（第32条から第34条まで）及び簡易専用

水道（第34条の２から第34条の４まで）について

は、事業の規模等により水道事業と区別した上で、

運用については水道事業に関する規定を準用する

形を取っている。 

なお、国が設置する専用水道・簡易専用水道に

関しては、特例を設けた上でそれぞれの規定を準

用している（第50条及び第50条の２）。 

 

カ その他 

（ア）水道の基盤の強化 

   日本における水道の普及率は98.0％（平成

29年度末）となっており、水道の拡張整備を

前提とした時代から、既存の水道の基盤を確

固たるものにしていくことが求められる時代

に変化した。このことから、令和元年に水道

法が一部改正され、国土交通大臣は水道の基

盤の強化のための基本方針を定めることとな

った（第５条の２）。 

また、都道府県は水道の基盤の強化のため 

に必要があると認めるときは、水道基盤強化
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そして、水道事業者等は、その経営する事業を適

正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基

盤の強化に努めなければならない（第２条の２第

４項）。 

 

イ 水道の管理 

（ア）全般 

   水質の汚染の防止のため、水道によって供

給される水の水質基準を定め（第４条及び水

質基準に関する省令）、水道事業者に対し、

この基準に適合した安全かつ清浄な水を確保

するための水質検査の実施等を義務付ける

（第20条）とともに、水道事業者は、関係行

政機関の長又は地方公共団体の長に対して水

源の水質の汚濁防止のための要請等が行える

としている (第43条）。 

   また、水道事業者は、水道の管理の適正を

期すために水道技術管理者を置いて（第19

条）、消毒その他の衛生上必要な措置を講じ

（第22条及び施行規則第17条）、供給する水

が人の健康を害するおそれがあることを知っ

たときには直ちに給水を停止し、水道を使用

する可能性のある者に周知させる措置を講じ

なければならないとしている（第23条第1項）。 

（イ）水道施設等 

   取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水施

設のそれぞれについてその配置、構造及び材

質についての要件を個別に定めている（第５

条及び水道施設の技術的基準を定める省令）。 

   また、水道事業者に対し、一定の水道施設

で業務に従事する者及び水道施設構内に居住

する者に対して定期及び臨時の健康診断を実

施することを義務付けている(第21条及び施

行規則第16条）。 

   さらに、水道事業者は、水道の布設工事を

施行するに当たり、条例で定める資格を有す

る者に技術上の監督業務を行わせなければな

らない（第12条）。これに基づき、都では、

東京都が設置する水道の布設工事監督者に関

する資格等を定める条例（平成25年東京都条

例第90号）を定めている。 

   また、新設、増設又は改造した水道施設（配

水池以外の配水施設を除く。）を使用して給

水を開始するときには、水質検査及び施設検

査を行うことを義務付けている（第13条、施

行規則第10条及び第11条)。 

   さらに、水道事業者等に対し、水道施設の

維持、修繕及び台帳の整理を義務付けるとと

もに、水道施設の計画的な更新及びそのため

に要する費用を含む収支の見通しを作成し公

表するよう努めなければならないことを定め

ている（第22条の２から第22条の４まで）。 

（ウ）給水装置 

   水道事業者は、給水装置から常時、水質基

準に適合した水を安定的に供給する義務を負

っている。その義務を果たすためには、給水

装置からの水の汚染を防止する等の措置が講

じられていることが必要であることから、給

水装置の構造及び材質の基準について定め

（施行令第６条及び給水装置の構造及び材質

の基準に関する省令）、給水装置の検査につ

いてもその検査に係る事項を定めている（第

17条及び第18条）。さらに、基準に適合して

いない場合は、水の供給を受ける者の給水契

約を拒み、又はその者が給水装置をその基準

に適合するまでの間その者に対する給水を停

止することができるとしている（第16条）。 

（エ）指定給水装置工事事業者制度 

給水装置工事により設置された給水装置

が、構造及び材質の基準に適合することを確

保するため、水道事業者が、自らの給水区域

において給水装置工事を適正に施行すること

ができると認められる者の指定をすることが

できる制度である(第16条の２）。 

   平成８年の水道法の改正により、指定工事

店制度を見直し、水道事業者が全国一律の要

件で、給水装置工事事業者を指定できるよう

にするとともに(第16条の２第１項）、指定の

取消しに関する事項も規定している（第25条

の11）。 

さらに、令和元年の改正により、指定の更

新制（５年）が導入された（第25条の３の２）。 

また、必要な知識、技能及び経験を持つ給

水装置工事の技術上の統括者として給水装置

工事主任技術者を国家資格としている（第25

条の４から第25条の６まで）。 
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て規定している（第７条から第16条まで）。 

 

エ 財 務 

 特別会計を設け（第17条）、原則として経営に

伴う収入をもって経費に充てるいわゆる独立採算

制度により運営し（第17条の２第２項）、企業会

計方式により計理する（第20条）ものとされてい

る。 

また、企業の健全な運営が確保できるよう、そ

の給付について公正妥当かつ適正な原価を基礎と

した料金を徴収することができる（第21条）。 

 

オ 職 員 

 地方公営企業の事務に従事する職員について

は、地方公営企業等の労働関係に関する法律が適

用され（第36条）、一般の地方公務員とは若干異

なった取扱いがなされる（労働組合の結成、団体

交渉等）。 

 

カ 条例による規定 

 以上のような地方公営企業としての水道事業

は、条例に基づき設置しなければならず（第４条）、

また、その組織についても条例により定める（第

14条）こととされている。これらの規定に基づき、

東京都地方公営企業の設置等に関する条例及び東

京都公営企業組織条例が制定されている。 

 

（４）東京都給水条例の概要 

 

ア 総 則 

 東京都給水条例は、地方自治法に基づく公の施

設の管理等に関する条例及び地方公営企業法第４

条の経営の基本に関する条例としての性格を有す

るとともに、水道法第14条に定められるところの

供給規程でもある。 

本条例の目的は、「水道の料金、給水装置工事

の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適

正を保持するために必要な事項を定める」ことで

ある（第１条）。この目的のために給水装置につ

いて規定を置き（第２条）、水道の給水区域を23

区及び多摩地区26市町に定めている（第３条）。 

 

イ 給水装置の工事及び費用 

 給水装置の新設等について水道事業管理者（以

下「管理者」という。）の承認を受けることを義

務付け（第４条）、新設等に要する費用の負担区

分等について定めている（第５条及び第７条）。 

 また、工事の施行者等について、管理者又は管

理者が指定した者（都指定給水装置工事事業者）

が給水装置の新設等の工事を施行すること（第６

条第１項）、指定が更新制（５年）であること（第

６条第３項）、都指定給水工事事業者証の交付に

関すること（第６条の２第１項）、給水装置の構

造及び材質は、政令で定める基準に適合すること

（第６条の３）、上記を供給条件とすること（第

13条第２項）等を定めている。 

 

ウ 給 水 

 給水の申込み及びその承認、量水器の設置、水

道使用者等の管理者への届出の義務付け、水道使

用者等の給水装置の管理上の責任、給水停止、使

用制限など、給水の実施に関することを定めてい

る（第13条から第21条まで）。 

 

エ 料金及び手数料 

 料金を水道使用者から徴収することを定め（第

22条）、料金の算定方法、使用水量の計量、手数

料、減免等について具体的な基準、手続等を定め

ている（第23条から第30条まで）。 

 

オ 管 理 

 管理者が、水道の管理等を行う上で必要がある

と認めたときは、給水装置等について検査等を行

い、水道使用者等に対し必要な措置を指示するこ

とができるとし（第31条）、水道の管理上の整備

工事（第31条の２）、給水停止（第32条）、不要

給水装置の撤去義務及び切離し（第33条）につい

て定めている。 

 

カ 貯水槽水道 

 平成14年４月１日、水道法が改正され、供給規

程に水道事業者及び貯水槽水道設置者の責務等を

規定することとされたため、新章を設け、規定を

整備した。 

 主な内容として、貯水槽水道に関する管理者の

責任（第33条の２）、調査及び報告（第33条の３）、
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計画を定めること及び水道事業者等を構成員

として広域的連携等推進協議会を設置するこ

とが可能となった（第５条の３から第５条の

４まで）。 

（イ）利用者等への情報提供の推進 

水道事業者は、水道の需要者に対し、水質

検査の結果、水道料金等水道事業に関する情

報を提供することとされている（第24条の２

及び施行規則第17条の５）。 

（ウ）業務の委託 

水道事業の担い手である水道事業者は、大

半が中小規模の事業者であり、水質等の管理

体制が極めて脆弱であることから、平成14年

４月１日に水道法の一部が改正され、水道事

業者等の水道の管理に関する技術上の業務に

ついて、技術力の高い第三者（他の水道事業

者等）に業務を委託して管理を行うことが可

能となった（第24条の３）。 

（エ）水道施設運営権 

   地方公共団体は、住民サービスの向上や業

務効率化を図る上でメリットがあると判断し

た場合に、水道施設の所有権を有したまま、

民間事業者に当該施設の運営を委ねることが

できること及びこの場合の水道施設運営権の

設定に関する手続等について定めている（第

24条の４から第24条の13まで）。 

（オ）水道用水の緊急応援 

   災害その他非常の場合において、都道府県

知事は、水道事業者又は水道用水供給事業者

に対して他の水道事業者又は水道用水供給事

業者に水を供給すべきことを命じることがで

きること（第40条第１項）及びこの場合の水

の供給の対価の決定手続等について定めてい

る（第40条第４項から第９項まで）。 

（カ）国の資金助成 

国は、国庫補助として、水道事業者及び水

道用水供給事業者に対して財政的援助ができ

るほか（第44条及び施行令第12条）、特別な

助成として、地方公共団体の行う水道施設の

新設、増設、改造又は災害の復旧に必要な資

金の融通又はそのあっせんに努めなければな

らないとしている（第45条）。 

（キ）研究等の推進 

第２条及び第２条の２に規定される国の責

務を達成するために、国は水道技術等に関す

る研究、水質の試験、水の利用に関する調査

等の推進に努めることとしている(第45条の

２)。 

（ク）罰則等 

水道施設の損壊等によって水の供給を妨害

した者に対しては刑罰が定められており、水

の供給を妨害した行為が刑法の罪に触れると

きは重い刑によって処断される（第51条及び

刑法第142条から第147条まで「飲料水に関す

る罪」参照）。 

また、水道法に定める義務規定に違反した

者に対しても、刑罰が定められている（第52

条から第57条まで）。 

その他、公共の消防のための消火栓の設置

に関する規定（第24条）などがある。 

 

（３） 地方公営企業法の概要 

 

ア 総 則 

 地方公共団体が経営する水道事業には、地方公

営企業法が適用される（第２条）。 

 地方公営企業法の目的は、「地方公共団体の経

営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員

の身分取扱いその他企業の経営の根本基準…を定

め、地方自治の発達に資する」ことである(第１

条)。そして、その経営の原則は、企業の経済性の

発揮及び公共の福祉の増進を図ることとされてい

る（第３条）。 

 本法は、この目的を達成するための企業の経営

という観点から次のような諸制度を規定してい

る。 

 

イ 特別法 

 地方自治法、地方財政法及び地方公務員法に対

する特別法であり（第６条）、地方自治法、地方

公務員法等の規定の一部の適用を除外する規定を

置いている（第39条及び第40条）。 

 

ウ 組 織 

 企業経営の責任者として管理者を置くことと

し、その選任、身分取扱い、地位、権限等につい
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て規定している（第７条から第16条まで）。 

 

エ 財 務 

 特別会計を設け（第17条）、原則として経営に

伴う収入をもって経費に充てるいわゆる独立採算

制度により運営し（第17条の２第２項）、企業会

計方式により計理する（第20条）ものとされてい

る。 

また、企業の健全な運営が確保できるよう、そ

の給付について公正妥当かつ適正な原価を基礎と

した料金を徴収することができる（第21条）。 

 

オ 職 員 

 地方公営企業の事務に従事する職員について

は、地方公営企業等の労働関係に関する法律が適

用され（第36条）、一般の地方公務員とは若干異

なった取扱いがなされる（労働組合の結成、団体

交渉等）。 

 

カ 条例による規定 

 以上のような地方公営企業としての水道事業

は、条例に基づき設置しなければならず（第４条）、

また、その組織についても条例により定める（第

14条）こととされている。これらの規定に基づき、

東京都地方公営企業の設置等に関する条例及び東

京都公営企業組織条例が制定されている。 

 

（４）東京都給水条例の概要 

 

ア 総 則 

 東京都給水条例は、地方自治法に基づく公の施

設の管理等に関する条例及び地方公営企業法第４

条の経営の基本に関する条例としての性格を有す

るとともに、水道法第14条に定められるところの

供給規程でもある。 

本条例の目的は、「水道の料金、給水装置工事

の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適

正を保持するために必要な事項を定める」ことで

ある（第１条）。この目的のために給水装置につ

いて規定を置き（第２条）、水道の給水区域を23

区及び多摩地区26市町に定めている（第３条）。 

 

イ 給水装置の工事及び費用 

 給水装置の新設等について水道事業管理者（以

下「管理者」という。）の承認を受けることを義

務付け（第４条）、新設等に要する費用の負担区

分等について定めている（第５条及び第７条）。 

 また、工事の施行者等について、管理者又は管

理者が指定した者（都指定給水装置工事事業者）

が給水装置の新設等の工事を施行すること（第６

条第１項）、指定が更新制（５年）であること（第

６条第３項）、都指定給水工事事業者証の交付に

関すること（第６条の２第１項）、給水装置の構

造及び材質は、政令で定める基準に適合すること

（第６条の３）、上記を供給条件とすること（第

13条第２項）等を定めている。 

 

ウ 給 水 

 給水の申込み及びその承認、量水器の設置、水

道使用者等の管理者への届出の義務付け、水道使

用者等の給水装置の管理上の責任、給水停止、使

用制限など、給水の実施に関することを定めてい

る（第13条から第21条まで）。 

 

エ 料金及び手数料 

 料金を水道使用者から徴収することを定め（第

22条）、料金の算定方法、使用水量の計量、手数

料、減免等について具体的な基準、手続等を定め

ている（第23条から第30条まで）。 

 

オ 管 理 

 管理者が、水道の管理等を行う上で必要がある

と認めたときは、給水装置等について検査等を行

い、水道使用者等に対し必要な措置を指示するこ

とができるとし（第31条）、水道の管理上の整備

工事（第31条の２）、給水停止（第32条）、不要

給水装置の撤去義務及び切離し（第33条）につい

て定めている。 

 

カ 貯水槽水道 

 平成14年４月１日、水道法が改正され、供給規

程に水道事業者及び貯水槽水道設置者の責務等を

規定することとされたため、新章を設け、規定を

整備した。 

 主な内容として、貯水槽水道に関する管理者の

責任（第33条の２）、調査及び報告（第33条の３）、
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計画を定めること及び水道事業者等を構成員

として広域的連携等推進協議会を設置するこ

とが可能となった（第５条の３から第５条の

４まで）。 

（イ）利用者等への情報提供の推進 

水道事業者は、水道の需要者に対し、水質

検査の結果、水道料金等水道事業に関する情

報を提供することとされている（第24条の２

及び施行規則第17条の５）。 

（ウ）業務の委託 

水道事業の担い手である水道事業者は、大

半が中小規模の事業者であり、水質等の管理

体制が極めて脆弱であることから、平成14年

４月１日に水道法の一部が改正され、水道事

業者等の水道の管理に関する技術上の業務に

ついて、技術力の高い第三者（他の水道事業

者等）に業務を委託して管理を行うことが可

能となった（第24条の３）。 

（エ）水道施設運営権 

   地方公共団体は、住民サービスの向上や業

務効率化を図る上でメリットがあると判断し

た場合に、水道施設の所有権を有したまま、

民間事業者に当該施設の運営を委ねることが

できること及びこの場合の水道施設運営権の

設定に関する手続等について定めている（第

24条の４から第24条の13まで）。 

（オ）水道用水の緊急応援 

   災害その他非常の場合において、都道府県

知事は、水道事業者又は水道用水供給事業者

に対して他の水道事業者又は水道用水供給事

業者に水を供給すべきことを命じることがで

きること（第40条第１項）及びこの場合の水

の供給の対価の決定手続等について定めてい

る（第40条第４項から第９項まで）。 

（カ）国の資金助成 

国は、国庫補助として、水道事業者及び水

道用水供給事業者に対して財政的援助ができ

るほか（第44条及び施行令第12条）、特別な

助成として、地方公共団体の行う水道施設の

新設、増設、改造又は災害の復旧に必要な資

金の融通又はそのあっせんに努めなければな

らないとしている（第45条）。 

（キ）研究等の推進 

第２条及び第２条の２に規定される国の責

務を達成するために、国は水道技術等に関す

る研究、水質の試験、水の利用に関する調査

等の推進に努めることとしている(第45条の

２)。 

（ク）罰則等 

水道施設の損壊等によって水の供給を妨害

した者に対しては刑罰が定められており、水

の供給を妨害した行為が刑法の罪に触れると

きは重い刑によって処断される（第51条及び

刑法第142条から第147条まで「飲料水に関す

る罪」参照）。 

また、水道法に定める義務規定に違反した

者に対しても、刑罰が定められている（第52

条から第57条まで）。 

その他、公共の消防のための消火栓の設置

に関する規定（第24条）などがある。 

 

（３） 地方公営企業法の概要 

 

ア 総 則 

 地方公共団体が経営する水道事業には、地方公

営企業法が適用される（第２条）。 

 地方公営企業法の目的は、「地方公共団体の経

営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員

の身分取扱いその他企業の経営の根本基準…を定

め、地方自治の発達に資する」ことである(第１

条)。そして、その経営の原則は、企業の経済性の

発揮及び公共の福祉の増進を図ることとされてい

る（第３条）。 

 本法は、この目的を達成するための企業の経営

という観点から次のような諸制度を規定してい

る。 

 

イ 特別法 

 地方自治法、地方財政法及び地方公務員法に対

する特別法であり（第６条）、地方自治法、地方

公務員法等の規定の一部の適用を除外する規定を

置いている（第39条及び第40条）。 

 

ウ 組 織 

 企業経営の責任者として管理者を置くことと

し、その選任、身分取扱い、地位、権限等につい
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６ 事務分担 

（１）各部課の分掌事務                           （令和７年４月１日現在） 

部 課 分掌事務

　１　局の機構に関すること。

　２　文書の審査及び受発に関すること。

　３　情報公開に係る制度に関すること。

　４　個人情報の保護等に係る制度に関すること。

　５　公印に関すること。

　６　管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則（昭和２７年１０月東京都規則第

　　１５２号）に規定する職員（以下「管理職員」という。）の人事及び服務に関すること。

　７　局事務事業に係る災害対策に関すること（施設計画課及び給水部水道緊急隊に属するものを除く。）。

　８　局の事務事業に係る危機管理に関すること。

　９　報道発表等に関すること。

　10　他の部及び課に属しない事項に関すること。

　１　経営計画及び財政報告に関すること。

　２　企業債に関すること。

　３　予算の原案に関すること。

　４　予算統制に関すること。

　５　主要事務事業の進行管理に関すること。

　６　決算及び会計資料に関すること。

　７　出資法人等に関すること。

　８　工業用水道事業の清算に係る総合調整に関すること。

　１　局の事務事業の調査及び改善に関すること。

　２　局の国際展開に係る企画、調査及び調整に関すること。

　３　出資法人等の海外事業に関すること。

　４　局のデジタル関連施策推進に係る企画、調査及び調整に関すること。

　５　情報システムに係る事務処理に関すること。

　６　ICTの導入・活用の推進に関すること。

　１　水道需給の基本計画に関すること。

　２　水道の水源に関すること。

　３　水道施設整備に係る長期計画に関すること。

　４　水道事業の規格化に係る調査及び調整に関すること。

　５　震災対策計画に関すること。

　６　技術系業務移転に係る総合調整に関すること。

　１　局の機構に関すること。

　２　文書の審査及び受発に関すること。

　３　情報公開及び個人情報の保護等に係る制度に関すること。

　４　公印に関すること。

　５　局事務事業に係る災害対策の調整に関すること（施設計画課及び給水部水道緊急隊に属するものを除く。）。

　６　局の事務事業に係る危機管理の調整に関すること。

　７　報道発表等に関すること。

　８　争訟事務に関すること。

　９　総務部長が必要の都度指示する事務

　１　局事務事業に係る災害対策に関すること（施設計画課及び給水部水道緊急隊に属するものを除く。）。

　２　局の事務事業に係る危機管理に関すること。

経営改革推進担当課長 　１　局の経営改革の推進に関すること。

事業調整担当課長 　１　工業用水道事業の清算に係る総合調整に関すること。

　１　局の国際展開に係る企画、調査及び調整に関すること。

　２　出資法人等の海外事業に関すること。

　１　デジタル関連施策推進に係る企画、調査及び調整に関すること。

　２　情報システムに係る事務処理に関すること。

技術連携担当課長 　１　技術系業務移転に係る総合調整に関すること。

総務部

総務課

主計課

企画調整課

施設計画課

調整担当課長

水道危機管理専門課長

国際施策推進担当課長

情報化推進担当課長
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参参考考資資料料  

貯水槽水道の設置等の届出（第33条の４）及び貯

水槽水道に関する設置者の責任（第33条の５）に

ついて定めている。 

 

キ 罰 則 

 過料（第34条及び第35条）について定めている。  
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６ 事務分担 

（１）各部課の分掌事務                           （令和７年４月１日現在） 

部 課 分掌事務

　１　局の機構に関すること。

　２　文書の審査及び受発に関すること。

　３　情報公開に係る制度に関すること。

　４　個人情報の保護等に係る制度に関すること。

　５　公印に関すること。

　６　管理者が任免に関し知事の同意を要する職員の指定に関する規則（昭和２７年１０月東京都規則第

　　１５２号）に規定する職員（以下「管理職員」という。）の人事及び服務に関すること。

　７　局事務事業に係る災害対策に関すること（施設計画課及び給水部水道緊急隊に属するものを除く。）。

　８　局の事務事業に係る危機管理に関すること。

　９　報道発表等に関すること。

　10　他の部及び課に属しない事項に関すること。

　１　経営計画及び財政報告に関すること。

　２　企業債に関すること。

　３　予算の原案に関すること。

　４　予算統制に関すること。

　５　主要事務事業の進行管理に関すること。

　６　決算及び会計資料に関すること。

　７　出資法人等に関すること。

　８　工業用水道事業の清算に係る総合調整に関すること。

　１　局の事務事業の調査及び改善に関すること。

　２　局の国際展開に係る企画、調査及び調整に関すること。

　３　出資法人等の海外事業に関すること。

　４　局のデジタル関連施策推進に係る企画、調査及び調整に関すること。

　５　情報システムに係る事務処理に関すること。

　６　ICTの導入・活用の推進に関すること。

　１　水道需給の基本計画に関すること。

　２　水道の水源に関すること。

　３　水道施設整備に係る長期計画に関すること。

　４　水道事業の規格化に係る調査及び調整に関すること。

　５　震災対策計画に関すること。

　６　技術系業務移転に係る総合調整に関すること。

　１　局の機構に関すること。

　２　文書の審査及び受発に関すること。

　３　情報公開及び個人情報の保護等に係る制度に関すること。

　４　公印に関すること。

　５　局事務事業に係る災害対策の調整に関すること（施設計画課及び給水部水道緊急隊に属するものを除く。）。

　６　局の事務事業に係る危機管理の調整に関すること。

　７　報道発表等に関すること。

　８　争訟事務に関すること。

　９　総務部長が必要の都度指示する事務

　１　局事務事業に係る災害対策に関すること（施設計画課及び給水部水道緊急隊に属するものを除く。）。

　２　局の事務事業に係る危機管理に関すること。

経営改革推進担当課長 　１　局の経営改革の推進に関すること。

事業調整担当課長 　１　工業用水道事業の清算に係る総合調整に関すること。

　１　局の国際展開に係る企画、調査及び調整に関すること。

　２　出資法人等の海外事業に関すること。

　１　デジタル関連施策推進に係る企画、調査及び調整に関すること。

　２　情報システムに係る事務処理に関すること。

技術連携担当課長 　１　技術系業務移転に係る総合調整に関すること。

総務部

総務課

主計課

企画調整課

施設計画課

調整担当課長

水道危機管理専門課長

国際施策推進担当課長

情報化推進担当課長
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参参考考資資料料  

貯水槽水道の設置等の届出（第33条の４）及び貯

水槽水道に関する設置者の責任（第33条の５）に

ついて定めている。 

 

キ 罰 則 

 過料（第34条及び第35条）について定めている。  

－ 183 －

参考資料



－ 185 － 

参参考考資資料料  

　１　取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の管理の事務に関すること。

　２　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　取水、貯水、導水、浄水及び送水（設備に関することを除く。）に関すること。

　２　水質及びその汚濁防止に関すること。

設備課 　１　取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の設備に関すること。

事業推進担当課長 　１　外濠浄化プロジェクトに関すること。

　１　原水の汚濁防止対策の連絡に関すること。

　２　多摩水道改革推進本部、水質センター、水源管理事務所及び各浄水管理事務所との水質に関する連絡
　　調整に関すること。

　１　浄水場の維持管理及び耐震化に関すること。

　２　浄水場更新事業に関すること。

　１　設備に関する改善計画の実施に関すること。

　２　設備技術に関する研究開発に関すること。

　１　制御系システムのサイバーセキュリティに関すること。

　２　設備の維持管理業務の効率化に関すること。

　１　取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の設備に関すること。

　１　配水施設の管理の事務に関すること。

　２　部内他の課に属しない事項に関すること。

配水課 　１　水道の配水及び旧工業用水道の配水施設に関すること。

　１　水道及び旧工業用水道の給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

　２　給水装置用器材に関すること。

　３　貯水槽水道に関すること。

　４　指定給水装置工事事業者に関すること。

　５　水道及び旧工業用水道の量水器の管理及び調査に関すること。

　６　水道の漏水防止に関すること。

　１　首都中枢機関への供給ルートの確保に関すること。

　２　給配水管路の危機管理に関すること。

　３　突発事故発生時の初期の広報、応急給水、事故現場の保安措置、断水作業支援等に関すること。

　４　地震等災害発生時初期の情報連絡に関すること。

　５　漏水の修理、事故時等の応急措置に関すること。

　６　漏水防止関係機器の技術指導及び改善に関すること。

　７　配水管工事に必要な機械の運転及び整備に関すること。

　８　工器具及び備品類の点検並びに補修に関すること。

　９　その他特命に関すること。

　１　配水施設に係る関係機関、利害関係者等との連絡調整及び協議に関すること。

　２　配水施設に係る技術上の調整に関すること。

　３　配水施設工事の設計に関すること。

　４　工事現場の事故防止に関すること。

　５　水道緊急隊に係る連絡調整に関すること。

  ６　その他特命に関すること。

　１　スマートメータに関すること。

　２　デジタル化の推進に関すること。

　１　大規模な水道施設工事の管理の事務に関すること。

　２　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　水道施設整備に係る中期計画に関すること。

　２　施設整備事業及び旧工業用水道施設撤去事業の実施計画に関すること。

　３　工事の進行管理及び審査に関すること。

　４　建設事務所との工事の連絡調整に関すること。

　１　大規模な導水施設、浄水施設等の設計に関すること。

　２　大規模な機械及び電気設備の設計に関すること。

　３  前２号に掲げるもののほか、特命工事の設計に関すること。

　１　大規模な送水施設、配水施設及び旧工業用水道施設撤去等の設計に関すること。

　２  前号に掲げるもののほか、特命工事の設計に関すること。

　１　局事業に係る技術の管理に関すること。

  ２  水道技術の開発に係る連絡調整に関すること。

　１　水道施設の建設改良に関する関係機関、利害関係者との連絡調整及び協議に関すること。

　２　水道施設の建設改良工事の自主監察に関すること。

建設改良工事
連絡調整担当課長

給水部

建設部

管理課

浄水課

水質担当課長

設備技術担当課長

管理課

給水課

水道緊急隊

配水施設工事
連絡調整担当課長

管理課

浄水部

設備保全担当課長

工務課

施設設計課

管路設計課

技術管理課

浄水施設維持
管理専門課長

設備担当部長

業務改革推進
担当課長
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　１　局の経営計画及び財政運営に関すること。

　２　局事業の進行管理及び出資法人等に関すること。

　３　局の経営改革の推進に関すること。

　１　局事業の企画に係る調査及び総合調整に関すること。

　１　職員（管理職員を除く。）の人事及び服務に関すること。

　２　職員の研修の基本方針に関すること。

　３　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　職員の勤務条件に関すること。

　２　職員の労働組合に関すること。

　３　職員の教養及び文化に関すること。

　４　職員の福利及び厚生に関すること。

　１　職員の服務の監察指導及び職員の信用失墜行為の調査に関すること。

　２　金銭及び物品の出納保管、財産の管理、工事の施行その他の業務の監察指導に関すること。

　３　職員の賠償責任の調査に関すること。

　４　監査及び出納検査の連絡に関すること。

　５　コンプライアンス推進策に関すること。

　６　東京水道グループコンプライアンス有識者委員会に関すること。

　１　固定資産の管理に係る総合調整に関すること。

　２　固定資産の取得及び処分に関すること。

　３　固定資産の利活用に関すること。

　４　固定資産の帳簿に関すること。

　５　知的財産権に関すること。

　６　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　収支伝票の審査及び執行に関すること。

　２　現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

　３　資金の運用に関すること。

　４　貯蔵品に関すること。

　５　決算品に関すること。

　６　物品及び材料の検査に関すること。

　７　工事、修繕等の検査に関すること。

　１　物品及び材料の購買契約に関すること。

　２　工事及び修繕その他の請負契約に関すること。

　３　車両、船舶等の供給契約に関すること。

　４　物件の賃借及び処分の契約に関すること。

　５　市場調査に関すること。

営繕課 　１　営繕に関すること。

用地担当課長 　１　固定資産の取得、管理、処分及び活用に関すること。

　１　営業業務に関する企画及び調査に関すること。

　２　応急給水の調整に関すること。

　３　局の債権管理に関すること。

　４　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　局の広報及び広聴の企画、調査、調整及び推進に関すること（報道発表等に関することを除く。）。

　２　お客さまサービスに関すること。

　３　情報公開に係る連絡調整及び実施に関すること。

　４　個人情報の保護等に係る連絡調整及び実施に関すること。

　１　営業業務の指導に関すること。

　２　水道料金、下水道料金及び手数料に関すること。

　３　未収金の整理に関すること。

　４　総合受付業務（特別区の存する区域に係るものに限る。）に関すること。

徴収業務改善推進専門課長 　１　料金徴収業務に係る企画、調査及び調整に関すること。

経営改革推進担当部長

企画調整担当部長

職員部

経理部

サービス
推進部

人事課

労務課

管理課

出納課

契約課

管理課

サービス推進課

業務課

監察指導課
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　１　取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の管理の事務に関すること。

　２　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　取水、貯水、導水、浄水及び送水（設備に関することを除く。）に関すること。

　２　水質及びその汚濁防止に関すること。

設備課 　１　取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の設備に関すること。

事業推進担当課長 　１　外濠浄化プロジェクトに関すること。

　１　原水の汚濁防止対策の連絡に関すること。

　２　多摩水道改革推進本部、水質センター、水源管理事務所及び各浄水管理事務所との水質に関する連絡
　　調整に関すること。

　１　浄水場の維持管理及び耐震化に関すること。

　２　浄水場更新事業に関すること。

　１　設備に関する改善計画の実施に関すること。

　２　設備技術に関する研究開発に関すること。

　１　制御系システムのサイバーセキュリティに関すること。

　２　設備の維持管理業務の効率化に関すること。

　１　取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の設備に関すること。

　１　配水施設の管理の事務に関すること。

　２　部内他の課に属しない事項に関すること。

配水課 　１　水道の配水及び旧工業用水道の配水施設に関すること。

　１　水道及び旧工業用水道の給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

　２　給水装置用器材に関すること。

　３　貯水槽水道に関すること。

　４　指定給水装置工事事業者に関すること。

　５　水道及び旧工業用水道の量水器の管理及び調査に関すること。

　６　水道の漏水防止に関すること。

　１　首都中枢機関への供給ルートの確保に関すること。

　２　給配水管路の危機管理に関すること。

　３　突発事故発生時の初期の広報、応急給水、事故現場の保安措置、断水作業支援等に関すること。

　４　地震等災害発生時初期の情報連絡に関すること。

　５　漏水の修理、事故時等の応急措置に関すること。

　６　漏水防止関係機器の技術指導及び改善に関すること。

　７　配水管工事に必要な機械の運転及び整備に関すること。

　８　工器具及び備品類の点検並びに補修に関すること。

　９　その他特命に関すること。

　１　配水施設に係る関係機関、利害関係者等との連絡調整及び協議に関すること。

　２　配水施設に係る技術上の調整に関すること。

　３　配水施設工事の設計に関すること。

　４　工事現場の事故防止に関すること。

　５　水道緊急隊に係る連絡調整に関すること。

  ６　その他特命に関すること。

　１　スマートメータに関すること。

　２　デジタル化の推進に関すること。

　１　大規模な水道施設工事の管理の事務に関すること。

　２　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　水道施設整備に係る中期計画に関すること。

　２　施設整備事業及び旧工業用水道施設撤去事業の実施計画に関すること。

　３　工事の進行管理及び審査に関すること。

　４　建設事務所との工事の連絡調整に関すること。

　１　大規模な導水施設、浄水施設等の設計に関すること。

　２　大規模な機械及び電気設備の設計に関すること。

　３  前２号に掲げるもののほか、特命工事の設計に関すること。

　１　大規模な送水施設、配水施設及び旧工業用水道施設撤去等の設計に関すること。

　２  前号に掲げるもののほか、特命工事の設計に関すること。

　１　局事業に係る技術の管理に関すること。

  ２  水道技術の開発に係る連絡調整に関すること。

　１　水道施設の建設改良に関する関係機関、利害関係者との連絡調整及び協議に関すること。

　２　水道施設の建設改良工事の自主監察に関すること。

建設改良工事
連絡調整担当課長

給水部

建設部

管理課

浄水課

水質担当課長

設備技術担当課長

管理課

給水課

水道緊急隊

配水施設工事
連絡調整担当課長

管理課

浄水部

設備保全担当課長

工務課

施設設計課

管路設計課

技術管理課

浄水施設維持
管理専門課長

設備担当部長

業務改革推進
担当課長
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　１　局の経営計画及び財政運営に関すること。

　２　局事業の進行管理及び出資法人等に関すること。

　３　局の経営改革の推進に関すること。

　１　局事業の企画に係る調査及び総合調整に関すること。

　１　職員（管理職員を除く。）の人事及び服務に関すること。

　２　職員の研修の基本方針に関すること。

　３　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　職員の勤務条件に関すること。

　２　職員の労働組合に関すること。

　３　職員の教養及び文化に関すること。

　４　職員の福利及び厚生に関すること。

　１　職員の服務の監察指導及び職員の信用失墜行為の調査に関すること。

　２　金銭及び物品の出納保管、財産の管理、工事の施行その他の業務の監察指導に関すること。

　３　職員の賠償責任の調査に関すること。

　４　監査及び出納検査の連絡に関すること。

　５　コンプライアンス推進策に関すること。

　６　東京水道グループコンプライアンス有識者委員会に関すること。

　１　固定資産の管理に係る総合調整に関すること。

　２　固定資産の取得及び処分に関すること。

　３　固定資産の利活用に関すること。

　４　固定資産の帳簿に関すること。

　５　知的財産権に関すること。

　６　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　収支伝票の審査及び執行に関すること。

　２　現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

　３　資金の運用に関すること。

　４　貯蔵品に関すること。

　５　決算品に関すること。

　６　物品及び材料の検査に関すること。

　７　工事、修繕等の検査に関すること。

　１　物品及び材料の購買契約に関すること。

　２　工事及び修繕その他の請負契約に関すること。

　３　車両、船舶等の供給契約に関すること。

　４　物件の賃借及び処分の契約に関すること。

　５　市場調査に関すること。

営繕課 　１　営繕に関すること。

用地担当課長 　１　固定資産の取得、管理、処分及び活用に関すること。

　１　営業業務に関する企画及び調査に関すること。

　２　応急給水の調整に関すること。

　３　局の債権管理に関すること。

　４　部内他の課に属しない事項に関すること。

　１　局の広報及び広聴の企画、調査、調整及び推進に関すること（報道発表等に関することを除く。）。

　２　お客さまサービスに関すること。

　３　情報公開に係る連絡調整及び実施に関すること。

　４　個人情報の保護等に係る連絡調整及び実施に関すること。

　１　営業業務の指導に関すること。

　２　水道料金、下水道料金及び手数料に関すること。

　３　未収金の整理に関すること。

　４　総合受付業務（特別区の存する区域に係るものに限る。）に関すること。

徴収業務改善推進専門課長 　１　料金徴収業務に係る企画、調査及び調整に関すること。

経営改革推進担当部長

企画調整担当部長

職員部

経理部

サービス
推進部

人事課

労務課

管理課

出納課

契約課

管理課

サービス推進課

業務課

監察指導課
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７ 水道基本用語解説 

  

水  道 

 水道法では、「導管及びその他の工作物により、

水を人の飲用に適する水として供給する施設の総

体をいう。」と定義されている（水道法第３条第１

項）。 

 

水資源開発 

 河川等の水資源開発には、ダム、河口堰
ぜき

又は湖沼

水位調節施設によって水を生み出す方法と、２以上

の河川を導水路によって結び付け相互の流況の調

整により水を生み出す方法（流況調整河川）とがあ

る。このほか、農業用水路や水位調節施設を整備・

改修することによって余った農業用水を都市用水

に転用するもの（既存水利の合理化）がある。 

 

水 利 権 

 流水の占用の許可（河川法第23条）による特別の

使用権をいい、水道用、工業用水道用、発電用、農

業用等特定の経済目的のために、河川、湖沼等の流

水を排他的・継続的に使用する権利である。水利権

は河川管理者の許可（行政法学上は特許行為）によ

って成立するものと、流水の慣行的な使用により許

可を受けたとみなされるものとがある。 

 

水道水源林 

 水道水源林は、多摩川の安定した河川流量の確保

と小河内貯水池の保全を図るため、多摩川上流に当

局が所有し管理している森林であり、面積はおよそ

26,000haである。 

 

貯 水 池 

 貯水池の形態には、ダムによるもの、既存の湖沼

やくぼ地を利用したもの、河川敷等の遊水池を利用

したもの等があり、その使用目的は、水道専用貯水

池と多目的貯水池とに分かれる。当局に関係するも

のでは、前者には小河内ダム（奥多摩湖）等があり、

後者には矢木沢ダム（奥利根湖）等がある。 

 

 

取 水 堰
ぜき

 

 河川水を堰
せき

上げし、計画取水量を確保することに

より、安定した取水を可能にするための取水施設を

いう。ゲートにより水位が調節できるものを可動堰
ぜき

、

調節できないものを固定堰
ぜき

という。取水施設にはこ

のほか取水塔、取水門、取水枠等がある。 

 

導水管と導水きょ 

 取水施設から浄水場まで原水を導く施設で、管水

路式と開水路式とがあり、前者を導水管、後者を導

水きょといい、総称して導水路ともいう。導水きょ

には、開きょ、暗きょ、トンネル等がある。導水き

ょは自然流下方式によるのに対し、導水管はこれに

加えてポンプ圧送方式によるものもある。 

 

浄 水 場 

 取水した原水を水道法の水質基準に適合するよ

う浄水処理する施設の総体をいう。通常、河川水を

原水とする場合、着水井、沈殿池、薬品注入設備、

ろ過池、消毒設備、排水処理施設、配水池等の施設

を有する。 

 

沈 殿 池 

 原水中の濁質を沈殿させるための池のことで、普

通沈殿池と薬品沈殿池とに大別される。前者は、自

然沈降により汚濁物質を沈殿・分離するのに対し、

後者は、薬品を用いて汚濁物質を凝集することによ

り、効率良く沈殿・分離を行う。 

 

ろ 過 池 

 ろ材（主として砂）を用いて水を浄化するための

池のことで、緩速ろ過池と急速ろ過池とに分けられ

る。前者は、緩速でろ材を通過させるとき、砂層に

増殖した微生物群によって、水中の不純物を酸化分

解する浄水方法であり、後者は、あらかじめ凝集処

理された水中の汚濁物質を、比較的粗い砂層を急速

で通過させる際に、付着やふるい分け作用によって

除去する浄水方法である。 

 

高度浄水処理 

 通常の浄水処理では十分に除去できない臭気物

質、トリハロメタン前駆物質、色度、アンモニア態

窒素、陰イオン界面活性剤等の処理を目的として、

－ 186 － 

参参考考資資料料  

（２）事業機関の分掌事務

分掌事務

　１　多摩地区水道の経営改革に関すること。

　２　多摩地区水道の管理運営に関すること。

　３　分水業務に関すること。

　４　多摩地区市町村における水道事業の一元的経営に必要な事項に関すること。

　５　多摩地区市町からの下水道料金の徴収に関する事務の受託及び受託した事務の処理に関すること。

　１　水道施設の維持管理及び配水調整に関すること。

　２　漏水防止に関すること。

　３　断減水等の際の応急措置に関すること。

　４　手数料、工費等の収納に関すること。

　５　給水装置に関すること。

　１　手数料、工費等の収納に関すること。

　２　浄水所、給水所及び関連施設の維持管理に関すること。

　３　給水装置に関すること。

　４　漏水防止に関すること。

　５　浄水所、給水所及び関連施設の保全管理に関すること。

　６　浄水所、給水所及び関連施設の運転管理に関すること。

　７　水道施設管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

　８　サービスステーションの給水装置業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

　９　水道施設運転管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

　１　局における研修の企画及び推進に関すること。

　２　研修に係る関係局との連絡に関すること。

　３　水道関係機関等と連携した研修に関すること。

　４　水道技術の調査、研究及び開発に関すること。

　５　水道技術情報の管理に関すること。

　１　総合的水運用に関すること。

　２　水運用技術の研究及び開発に関すること。

　３　水運用システムに関すること。

　４　電気機械設備の保全管理に係る情報に関すること。

　５　水量関係の諸統計に関すること。

　６　給水所、関連施設等の維持管理に関すること。

　７　無線通信及び電話の維持管理に関すること。

　１　水質管理の企画に関すること。

　２　水質技術の調査研究及び開発に関すること。

　３　水質の精密検査に関すること。

　４　水源水質の監視及び調査並びに給水せん水の水質管理に関すること。

　１　水源林の管理運営に関すること。

　２　水源林の保護及び保全に関すること。

　３　貯水池に関すること。

　４　特命工事の施行に関すること。

　１　ダム、貯水池その他これに附属する設備の管理運営に関すること。

　２　村山山口貯水池林の管理運営に関すること。

　１　ダム、貯水池その他これに附属する設備の管理運営に関すること。

　１　水道の配水調整及び旧工業用水道を含む配水施設の維持管理に関すること。

　２　水道の漏水防止に関すること。

　３　水道の断減水等の際の応急措置に関すること。

　４　水道料金等の徴収に関すること。

　５　水道及び旧工業用水道の給水装置に関すること。

　１　水道の使用承認に関すること。

  ２　水道料金、下水道料金、手数料、工費等の徴収及び収納に関すること。

  ３　営業所における広報及び広聴に関すること。

　１　取水、浄水及び送水に関すること。

　２　水質に関すること。

　１　取水、浄水、送水その他の水道設備の管理運営に関すること。

　２　水質に関すること。

　１　大規模な水道施設工事及び旧工業用水道施設撤去工事の施行に関すること。

　２　特命工事の施行に関すること。

浄水管理事務所

浄水場

建設事務所

水質センター

水源管理事務所

羽村取水管理事務所

小河内貯水池管理事務所

支所

営業所

水運用センター

事業機関

多摩水道改革推進本部

給水管理事務所

給水事務所

研修・開発センター
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７ 水道基本用語解説 

  

水  道 

 水道法では、「導管及びその他の工作物により、

水を人の飲用に適する水として供給する施設の総

体をいう。」と定義されている（水道法第３条第１

項）。 

 

水資源開発 

 河川等の水資源開発には、ダム、河口堰
ぜき

又は湖沼

水位調節施設によって水を生み出す方法と、２以上

の河川を導水路によって結び付け相互の流況の調

整により水を生み出す方法（流況調整河川）とがあ

る。このほか、農業用水路や水位調節施設を整備・

改修することによって余った農業用水を都市用水

に転用するもの（既存水利の合理化）がある。 

 

水 利 権 

 流水の占用の許可（河川法第23条）による特別の

使用権をいい、水道用、工業用水道用、発電用、農

業用等特定の経済目的のために、河川、湖沼等の流

水を排他的・継続的に使用する権利である。水利権

は河川管理者の許可（行政法学上は特許行為）によ

って成立するものと、流水の慣行的な使用により許

可を受けたとみなされるものとがある。 

 

水道水源林 

 水道水源林は、多摩川の安定した河川流量の確保

と小河内貯水池の保全を図るため、多摩川上流に当

局が所有し管理している森林であり、面積はおよそ

26,000haである。 

 

貯 水 池 

 貯水池の形態には、ダムによるもの、既存の湖沼

やくぼ地を利用したもの、河川敷等の遊水池を利用

したもの等があり、その使用目的は、水道専用貯水

池と多目的貯水池とに分かれる。当局に関係するも

のでは、前者には小河内ダム（奥多摩湖）等があり、

後者には矢木沢ダム（奥利根湖）等がある。 

 

 

取 水 堰
ぜき

 

 河川水を堰
せき

上げし、計画取水量を確保することに

より、安定した取水を可能にするための取水施設を

いう。ゲートにより水位が調節できるものを可動堰
ぜき

、

調節できないものを固定堰
ぜき

という。取水施設にはこ

のほか取水塔、取水門、取水枠等がある。 

 

導水管と導水きょ 

 取水施設から浄水場まで原水を導く施設で、管水

路式と開水路式とがあり、前者を導水管、後者を導

水きょといい、総称して導水路ともいう。導水きょ

には、開きょ、暗きょ、トンネル等がある。導水き

ょは自然流下方式によるのに対し、導水管はこれに

加えてポンプ圧送方式によるものもある。 

 

浄 水 場 

 取水した原水を水道法の水質基準に適合するよ

う浄水処理する施設の総体をいう。通常、河川水を

原水とする場合、着水井、沈殿池、薬品注入設備、

ろ過池、消毒設備、排水処理施設、配水池等の施設

を有する。 

 

沈 殿 池 

 原水中の濁質を沈殿させるための池のことで、普

通沈殿池と薬品沈殿池とに大別される。前者は、自

然沈降により汚濁物質を沈殿・分離するのに対し、

後者は、薬品を用いて汚濁物質を凝集することによ

り、効率良く沈殿・分離を行う。 

 

ろ 過 池 

 ろ材（主として砂）を用いて水を浄化するための

池のことで、緩速ろ過池と急速ろ過池とに分けられ

る。前者は、緩速でろ材を通過させるとき、砂層に

増殖した微生物群によって、水中の不純物を酸化分

解する浄水方法であり、後者は、あらかじめ凝集処

理された水中の汚濁物質を、比較的粗い砂層を急速

で通過させる際に、付着やふるい分け作用によって

除去する浄水方法である。 

 

高度浄水処理 

 通常の浄水処理では十分に除去できない臭気物

質、トリハロメタン前駆物質、色度、アンモニア態

窒素、陰イオン界面活性剤等の処理を目的として、
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（２）事業機関の分掌事務

分掌事務

　１　多摩地区水道の経営改革に関すること。

　２　多摩地区水道の管理運営に関すること。

　３　分水業務に関すること。

　４　多摩地区市町村における水道事業の一元的経営に必要な事項に関すること。

　５　多摩地区市町からの下水道料金の徴収に関する事務の受託及び受託した事務の処理に関すること。

　１　水道施設の維持管理及び配水調整に関すること。

　２　漏水防止に関すること。

　３　断減水等の際の応急措置に関すること。

　４　手数料、工費等の収納に関すること。

　５　給水装置に関すること。

　１　手数料、工費等の収納に関すること。

　２　浄水所、給水所及び関連施設の維持管理に関すること。

　３　給水装置に関すること。

　４　漏水防止に関すること。

　５　浄水所、給水所及び関連施設の保全管理に関すること。

　６　浄水所、給水所及び関連施設の運転管理に関すること。

　７　水道施設管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

　８　サービスステーションの給水装置業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

　９　水道施設運転管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

　１　局における研修の企画及び推進に関すること。

　２　研修に係る関係局との連絡に関すること。

　３　水道関係機関等と連携した研修に関すること。

　４　水道技術の調査、研究及び開発に関すること。

　５　水道技術情報の管理に関すること。

　１　総合的水運用に関すること。

　２　水運用技術の研究及び開発に関すること。

　３　水運用システムに関すること。

　４　電気機械設備の保全管理に係る情報に関すること。

　５　水量関係の諸統計に関すること。

　６　給水所、関連施設等の維持管理に関すること。

　７　無線通信及び電話の維持管理に関すること。

　１　水質管理の企画に関すること。

　２　水質技術の調査研究及び開発に関すること。

　３　水質の精密検査に関すること。

　４　水源水質の監視及び調査並びに給水せん水の水質管理に関すること。

　１　水源林の管理運営に関すること。

　２　水源林の保護及び保全に関すること。

　３　貯水池に関すること。

　４　特命工事の施行に関すること。

　１　ダム、貯水池その他これに附属する設備の管理運営に関すること。

　２　村山山口貯水池林の管理運営に関すること。

　１　ダム、貯水池その他これに附属する設備の管理運営に関すること。

　１　水道の配水調整及び旧工業用水道を含む配水施設の維持管理に関すること。

　２　水道の漏水防止に関すること。

　３　水道の断減水等の際の応急措置に関すること。

　４　水道料金等の徴収に関すること。

　５　水道及び旧工業用水道の給水装置に関すること。

　１　水道の使用承認に関すること。

  ２　水道料金、下水道料金、手数料、工費等の徴収及び収納に関すること。

  ３　営業所における広報及び広聴に関すること。

　１　取水、浄水及び送水に関すること。

　２　水質に関すること。

　１　取水、浄水、送水その他の水道設備の管理運営に関すること。

　２　水質に関すること。

　１　大規模な水道施設工事及び旧工業用水道施設撤去工事の施行に関すること。

　２　特命工事の施行に関すること。

浄水管理事務所

浄水場

建設事務所

水質センター

水源管理事務所

羽村取水管理事務所

小河内貯水池管理事務所

支所

営業所

水運用センター

事業機関

多摩水道改革推進本部

給水管理事務所

給水事務所

研修・開発センター
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で、その貯水槽の有効容量の合計が10m３を超えるも

のをいう。設置者はその水道を管理し、定期的に検

査を受けなければならない。 

 なお、平成13年の水道法改正により、簡易専用水

道を含め、貯水槽の規模によらない建物内水道の総

称として「貯水槽水道」が新たに定義された。  

 この貯水槽水道の管理充実を図るため、水道事業

者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を

供給規程に定めることになった。 

 

調  定 

 収入すべき歳入についてその権利内容を調査し

て収入金額等を内部的に決定することをいう。 

 調定を行うためには、所属年度及び歳入科目は正

しいか、収入すべき金額は、法令、契約等の根拠に

基づき、正しく算定されているか、納入義務者は、

法令、契約等に照らし適正であるか、納期限は、法

令、契約等に照らし適正であるか等を調査する。 

 なお、例外として中止清算等のように現金の収納

後に行われるものもある（これを事後調定とい

う｡)｡ 

 

指定給水装置工事事業者 

 給水装置の新設、改造又は撤去の設計及び工事を

適正に行うことができる者として、水道事業者から

指定を受けた事業者のことをいう。指定給水装置工

事事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者

を置かなければならない。 

 

給水区域 

 水道事業者が所管大臣の認可を受け、給水を行う

こととした区域のこと。都の給水区域は、平成22

年４月１日より都営水道に統合した奥多摩町を加

え、区部及び多摩地区の26市町の大部分の区域とな

っている。 

 

給水人口 

 給水区域内に居住し、水道により給水を受けてい

る人口をいう。 

 

給水件数 

 給水契約の件数のこと。 

 

給水普及率 

  計画給水区域内の現在人口に対する給水人口の

割合をいう。 

 

有  効  率 

 有効水量（料金化された水量、料金化されなくと

も局事業用に使用された水量など、使用上有効と認

められる水量）を配水量で除したもの。水道施設及

び給水装置を通して給水される水量が有効に使用

されているかどうかを示す指標であり、有効率の向

上は経営上の目標となる。 

 

有 収 率 

 調定水量（給水区域に給水し料金化された水量）、

分水量（未統合各市町へ分水した水量）等の料金化

された水量（有収水量）を配水量で除したものをい

う。 

 

負 荷 率 

 一日平均配水量の一日最大配水量に対する割合。

負荷率は、需要予測において、一日平均配水量から

一日最大配水量を推定する際の係数として用いら

れる。 

 

独立採算制 

 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、

当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充て

なければならないとされている。しかし例外として、

性質上企業の経営に伴う経費をもって充てること

が適当でない経費などは一般会計等で負担するこ

ととされている（地方公営企業法第17条の２）。 

 

損益勘定留保資金 

 企業会計上、減価償却費のように費用として計上

されるが、現金の支出を伴わず企業内部に留保され

る資金をいう。他に固定資産除却費、繰延勘定償却

費等があり、資本的支出の補塡財源として使用され、

固定資産の再取得等に充てられる。 

 

補塡財源 

 資本的支出は、企業債、国庫補助金、工事負担金

などの特定の財源で賄われるが、他に損益勘定留保

資金や利益剰余金の処分額など企業内部に留保さ
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通常の浄水処理に追加して行う処理をいう。代表的

な処理方法に、オゾン処理、活性炭処理、生物処理

等があり、対象物質により組み合わせて用いる。当

局では、金町浄水場、三郷浄水場、朝霞浄水場、三

園浄水場及び東村山浄水場で、オゾン処理と生物活

性炭吸着処理とを組み込んだ高度浄水処理を行っ

ている。 

 

消  毒 

 水道法では、飲料水の安全を確保するために水道

水の消毒を義務付けている。消毒には塩素、オゾン

等が用いられるが、水道法では給水栓で保持すべき

残留塩素濃度を規定し、消毒は塩素によるものとし

ている。 

 

配 水 池 

 配水量の時間変動調整機能及び停電等による浄

水場の機能停止時や水源汚染事故による取水停止

時の円滑な対応機能に加えて、緊急時における給水

拠点としての機能を持った浄水の貯留池をいい、浄

水場や給水所に設けられる。 

 

排水池・排泥池 

 浄水処理工程から排出される沈殿池の排泥やろ

過池の洗浄排水を処理するシステムの一つ。固液分

離の効率を良くするために、ろ過池の洗浄排水、濃

縮槽及び排泥池の上澄水等は排水池に、沈殿池の排

泥は排泥池に分担させている。 

 

送 水 管 

 浄水場と給水所等との間及び給水所間の配水池

を結ぶ管路をいう。当局では、送水管を二重化・ネ

ットワーク化するとともに、給水所への送水の二系

統化を図り、水を弾力的に運用できるようにしている。 

 

給 水 所 

 時間帯による需要量の変化に応じ、圧力調整によ

る配水量の調節、給水系統の切換え等、送配水をコ

ントロールする施設をいい、配水池が併設される。 

 

配 水 管 

 配水池又は給水ポンプ所から給水区域に配水す

る管路をいう。配水管は、どの地域でも水圧を均等

に保ち、また、断水等の影響を最小限にとどめるよ

う網目状に配置されている。当局では、配水管網上

の機能により、幹線となる配水本管と、配水本管か

ら分岐して直接給水管につながる配水小管とに分け

ている。 

 

配水本管テレメータ 

配水本管内の流量や水圧の情報を送信する機器で、

水運用センターに電話回線を通じてその数値を送信

している。管の事故等の異常があれば、水運用セン

ターの管路異常検知システムによって発見できる。 
 

制 水 弁 

 管内の流水の停止（断水）及び水圧の調整（流量

の調整）を行うために管路に設ける弁のことで、配

水管の分岐点や河川等の横断部に設ける。通常は、

配水本管については500mから1,000m程度、配水小管

については150mから200m程度の間隔で設置するこ

ととしている。 

 

消 火 栓 

 消火用水を供給するため配水管路に設けられる

水栓のことで、道路の交差点、分岐点付近等の消防

活動に便利な箇所を選定し、沿線の建物の状況に応

じ100mから200m間隔で設置することとしている。 

 

給水装置 

 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれ

に直結する給水用具をいう。給水装置は需要者の所

有物であって、その管理は需要者が行うことになっ

ている。一方、受水タンク以下装置は、水道法上、

給水装置には該当しない。このため、水質を含めた

一切の維持管理責任は当該設備の設置者が負わな

ければならない。 

 

給 水 管 

 給水装置（前述）の主要部分を成し、配水小管又

は他の給水装置から分岐して家屋内等に引き込ん

だ管をいう。 

 

簡易専用水道 

 水道事業の用に供する水道から給水を受けるビ

ル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備
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で、その貯水槽の有効容量の合計が10m３を超えるも

のをいう。設置者はその水道を管理し、定期的に検

査を受けなければならない。 

 なお、平成13年の水道法改正により、簡易専用水

道を含め、貯水槽の規模によらない建物内水道の総

称として「貯水槽水道」が新たに定義された。  

 この貯水槽水道の管理充実を図るため、水道事業

者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を

供給規程に定めることになった。 

 

調  定 

 収入すべき歳入についてその権利内容を調査し

て収入金額等を内部的に決定することをいう。 

 調定を行うためには、所属年度及び歳入科目は正

しいか、収入すべき金額は、法令、契約等の根拠に

基づき、正しく算定されているか、納入義務者は、

法令、契約等に照らし適正であるか、納期限は、法

令、契約等に照らし適正であるか等を調査する。 

 なお、例外として中止清算等のように現金の収納

後に行われるものもある（これを事後調定とい

う｡)｡ 

 

指定給水装置工事事業者 

 給水装置の新設、改造又は撤去の設計及び工事を

適正に行うことができる者として、水道事業者から

指定を受けた事業者のことをいう。指定給水装置工

事事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者

を置かなければならない。 

 

給水区域 

 水道事業者が所管大臣の認可を受け、給水を行う

こととした区域のこと。都の給水区域は、平成22

年４月１日より都営水道に統合した奥多摩町を加

え、区部及び多摩地区の26市町の大部分の区域とな

っている。 

 

給水人口 

 給水区域内に居住し、水道により給水を受けてい

る人口をいう。 

 

給水件数 

 給水契約の件数のこと。 

 

給水普及率 

  計画給水区域内の現在人口に対する給水人口の

割合をいう。 

 

有  効  率 

 有効水量（料金化された水量、料金化されなくと

も局事業用に使用された水量など、使用上有効と認

められる水量）を配水量で除したもの。水道施設及

び給水装置を通して給水される水量が有効に使用

されているかどうかを示す指標であり、有効率の向

上は経営上の目標となる。 

 

有 収 率 

 調定水量（給水区域に給水し料金化された水量）、

分水量（未統合各市町へ分水した水量）等の料金化

された水量（有収水量）を配水量で除したものをい

う。 

 

負 荷 率 

 一日平均配水量の一日最大配水量に対する割合。

負荷率は、需要予測において、一日平均配水量から

一日最大配水量を推定する際の係数として用いら

れる。 

 

独立採算制 

 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、

当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充て

なければならないとされている。しかし例外として、

性質上企業の経営に伴う経費をもって充てること

が適当でない経費などは一般会計等で負担するこ

ととされている（地方公営企業法第17条の２）。 

 

損益勘定留保資金 

 企業会計上、減価償却費のように費用として計上

されるが、現金の支出を伴わず企業内部に留保され

る資金をいう。他に固定資産除却費、繰延勘定償却

費等があり、資本的支出の補塡財源として使用され、

固定資産の再取得等に充てられる。 

 

補塡財源 

 資本的支出は、企業債、国庫補助金、工事負担金

などの特定の財源で賄われるが、他に損益勘定留保

資金や利益剰余金の処分額など企業内部に留保さ
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通常の浄水処理に追加して行う処理をいう。代表的

な処理方法に、オゾン処理、活性炭処理、生物処理

等があり、対象物質により組み合わせて用いる。当

局では、金町浄水場、三郷浄水場、朝霞浄水場、三

園浄水場及び東村山浄水場で、オゾン処理と生物活

性炭吸着処理とを組み込んだ高度浄水処理を行っ

ている。 

 

消  毒 

 水道法では、飲料水の安全を確保するために水道

水の消毒を義務付けている。消毒には塩素、オゾン

等が用いられるが、水道法では給水栓で保持すべき

残留塩素濃度を規定し、消毒は塩素によるものとし

ている。 

 

配 水 池 

 配水量の時間変動調整機能及び停電等による浄

水場の機能停止時や水源汚染事故による取水停止

時の円滑な対応機能に加えて、緊急時における給水

拠点としての機能を持った浄水の貯留池をいい、浄

水場や給水所に設けられる。 

 

排水池・排泥池 

 浄水処理工程から排出される沈殿池の排泥やろ

過池の洗浄排水を処理するシステムの一つ。固液分

離の効率を良くするために、ろ過池の洗浄排水、濃

縮槽及び排泥池の上澄水等は排水池に、沈殿池の排

泥は排泥池に分担させている。 

 

送 水 管 

 浄水場と給水所等との間及び給水所間の配水池

を結ぶ管路をいう。当局では、送水管を二重化・ネ

ットワーク化するとともに、給水所への送水の二系

統化を図り、水を弾力的に運用できるようにしている。 

 

給 水 所 

 時間帯による需要量の変化に応じ、圧力調整によ

る配水量の調節、給水系統の切換え等、送配水をコ

ントロールする施設をいい、配水池が併設される。 

 

配 水 管 

 配水池又は給水ポンプ所から給水区域に配水す

る管路をいう。配水管は、どの地域でも水圧を均等

に保ち、また、断水等の影響を最小限にとどめるよ

う網目状に配置されている。当局では、配水管網上

の機能により、幹線となる配水本管と、配水本管か

ら分岐して直接給水管につながる配水小管とに分け

ている。 

 

配水本管テレメータ 

配水本管内の流量や水圧の情報を送信する機器で、

水運用センターに電話回線を通じてその数値を送信

している。管の事故等の異常があれば、水運用セン

ターの管路異常検知システムによって発見できる。 
 

制 水 弁 

 管内の流水の停止（断水）及び水圧の調整（流量

の調整）を行うために管路に設ける弁のことで、配

水管の分岐点や河川等の横断部に設ける。通常は、

配水本管については500mから1,000m程度、配水小管

については150mから200m程度の間隔で設置するこ

ととしている。 

 

消 火 栓 

 消火用水を供給するため配水管路に設けられる

水栓のことで、道路の交差点、分岐点付近等の消防

活動に便利な箇所を選定し、沿線の建物の状況に応

じ100mから200m間隔で設置することとしている。 

 

給水装置 

 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれ

に直結する給水用具をいう。給水装置は需要者の所

有物であって、その管理は需要者が行うことになっ

ている。一方、受水タンク以下装置は、水道法上、

給水装置には該当しない。このため、水質を含めた

一切の維持管理責任は当該設備の設置者が負わな

ければならない。 

 

給 水 管 

 給水装置（前述）の主要部分を成し、配水小管又

は他の給水装置から分岐して家屋内等に引き込ん

だ管をいう。 

 

簡易専用水道 

 水道事業の用に供する水道から給水を受けるビ

ル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備
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 ８ 事業所等一覧 

令和７年４月１日現在 

     事 業 所 名            所  在  地      電  話  番  号 

本局  新宿区西新宿二丁目８番１号 03(5321)1111    

（都庁代表） 

水道緊急隊  杉並区和泉三丁目８番10号   03(5300)8531 

【多摩水道改革推進本部系列機関】 

多摩水道改革推進本部  立川市緑町６番地の７   042(548)5400 

  立川給水管理事務所  立川市緑町６番地の７   042(548)5461 

 あきる野給水事務所（※） あきる野市秋川三丁目２番地10  042(532)0535 

多摩給水管理事務所 多摩市山王下一丁目17番地  042(371)1283 

 八王子給水事務所 八王子市元本郷町四丁目19番１号  042(621)0417 

【各センター（お客さまセンターを除く。）・各給水管理所】 

研修・開発センター  世田谷区玉川田園調布一丁目19番 

１号 

 03(5483)3506 

水運用センター     

水質センター      

【水源管理事務所・取水管理事務所・各貯水池管理事務所】 

水源管理事務所  青梅市裏宿町600番地   0428(21)3893 

羽村取水管理事務所 羽村市羽東三丁目８番32号  042(554)2052（代） 

小河内貯水池管理事務所 東京都西多摩郡奥多摩町原５番地  0428(86)2211（代） 

【各支所･各営業所】 

中央支所  千代田区内神田二丁目１番12号   03(3256)6186 

千代田営業所  千代田区内神田二丁目１番12号   03(5298)5351 

港営業所（※）  港区三田一丁目３番27号   03(5444)2091 

豊島営業所（※）  豊島区西池袋一丁目７番７号   03(5958)5870 

文京営業所（※）   文京区西片二丁目16番23号   03(5840)8021 

東部第一支所  江東区新砂一丁目７番２号   03(3640)4010 

江東営業所  江東区新砂一丁目７番２号   03(5633)9053 

墨田営業所（※）  墨田区千歳二丁目２番11号   03(5638)3140 

江戸川営業所（※）  江戸川区松江五丁目４番12号   03(5661)5085 

東部第二支所  荒川区南千住六丁目40番１号   03(3802)2942  

荒川営業所（※）  荒川区南千住六丁目40番１号   03(5850)1595 

足立営業所（※）  足立区中央本町三丁目８番２号   03(5845)3721 

葛飾営業所（※）  葛飾区立石八丁目17番４号   03(5671)3192 

西部支所  杉並区和泉三丁目８番10号   03(5300)8500 

杉並営業所（※）  杉並区和泉三丁目８番10号 03(5300)8261 

新宿営業所 新宿区内藤町87番地   03(5368)3055 

中野営業所（※）  中野区中野一丁目５番７号   03(5925)2921 

南部支所  大田区平和島一丁目１番２号   03(3763)4124  

大田営業所  大田区平和島一丁目１番２号   03(5767)6451 

品川営業所（※）  品川区西中延一丁目９番10号   03(5749)5573 

南部支所（桜丘庁舎）  世田谷区桜丘五丁目50番16号   03(3420)1110 

世田谷営業所（※）  世田谷区太子堂一丁目13番13号   03(5433)0541 

目黒営業所  目黒区中町二丁目43番18号   03(5773)6126 

渋谷営業所（※）   渋谷区千駄ヶ谷四丁目３番15号   03(5413)5201 

北部支所  練馬区中村北一丁目９番４号   03(3999)3127 

練馬営業所  練馬区中村北一丁目９番４号   03(5987)5330 

板橋営業所（※）  板橋区氷川町３番６号   03(5248)6365 
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れた資金が補塡財源として使用できることとされ

ている。 

 

繰越工事資金 

 地方公営企業法第26条第１項の規定に基づき予

算の繰越しを行った経費に充てる財源で、原資は企

業債、損益勘定留保資金などである。 

なお、公営企業管理者は、繰越額の使用に関する

計画について繰越計算書により地方公共団体の長

に報告し、長は、その旨を議会に報告しなければな

らない。 

 

当年度純利益 

 損益計算において生じた剰余金。欠損金は、当年

度純損失。都の水道事業では、純利益は、20分の１

を下らない金額を減債積立金として積み立てるこ

ととしている（東京都水道事業減債積立金条例第２

条）。 

 

予定処分 

 確実な利益の見込める範囲で、資本的支出の補填

財源とするため、予算であらかじめ利益処分を定め

ること。現在、建設改良積立金として予定処分を行

っている。 

 

収益的収支 

 一事業年度の企業の経済活動に伴って発生する

全ての利益と、それに対応する費用とが計上された

もの。 

 

資本的収支 

 企業の経営の基礎となる固定資産の取得に要す

る支出及びその財源となる収入等で、支出の効果が

次年度以降に及び、将来の収益に対応するものが計

上される。企業会計では、損益取引（収益的収支）

と資本取引（資本的収支）とを区分して経理すると

いう特徴がある。 
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 ８ 事業所等一覧 

令和７年４月１日現在 

     事 業 所 名            所  在  地      電  話  番  号 

本局  新宿区西新宿二丁目８番１号 03(5321)1111    

（都庁代表） 

水道緊急隊  杉並区和泉三丁目８番10号   03(5300)8531 

【多摩水道改革推進本部系列機関】 

多摩水道改革推進本部  立川市緑町６番地の７   042(548)5400 

  立川給水管理事務所  立川市緑町６番地の７   042(548)5461 

 あきる野給水事務所（※） あきる野市秋川三丁目２番地10  042(532)0535 

多摩給水管理事務所 多摩市山王下一丁目17番地  042(371)1283 

 八王子給水事務所 八王子市元本郷町四丁目19番１号  042(621)0417 

【各センター（お客さまセンターを除く。）・各給水管理所】 

研修・開発センター  世田谷区玉川田園調布一丁目19番 

１号 

 03(5483)3506 

水運用センター     

水質センター      

【水源管理事務所・取水管理事務所・各貯水池管理事務所】 

水源管理事務所  青梅市裏宿町600番地   0428(21)3893 

羽村取水管理事務所 羽村市羽東三丁目８番32号  042(554)2052（代） 

小河内貯水池管理事務所 東京都西多摩郡奥多摩町原５番地  0428(86)2211（代） 

【各支所･各営業所】 

中央支所  千代田区内神田二丁目１番12号   03(3256)6186 

千代田営業所  千代田区内神田二丁目１番12号   03(5298)5351 

港営業所（※）  港区三田一丁目３番27号   03(5444)2091 

豊島営業所（※）  豊島区西池袋一丁目７番７号   03(5958)5870 

文京営業所（※）   文京区西片二丁目16番23号   03(5840)8021 

東部第一支所  江東区新砂一丁目７番２号   03(3640)4010 

江東営業所  江東区新砂一丁目７番２号   03(5633)9053 

墨田営業所（※）  墨田区千歳二丁目２番11号   03(5638)3140 

江戸川営業所（※）  江戸川区松江五丁目４番12号   03(5661)5085 

東部第二支所  荒川区南千住六丁目40番１号   03(3802)2942  

荒川営業所（※）  荒川区南千住六丁目40番１号   03(5850)1595 

足立営業所（※）  足立区中央本町三丁目８番２号   03(5845)3721 

葛飾営業所（※）  葛飾区立石八丁目17番４号   03(5671)3192 

西部支所  杉並区和泉三丁目８番10号   03(5300)8500 

杉並営業所（※）  杉並区和泉三丁目８番10号 03(5300)8261 

新宿営業所 新宿区内藤町87番地   03(5368)3055 

中野営業所（※）  中野区中野一丁目５番７号   03(5925)2921 

南部支所  大田区平和島一丁目１番２号   03(3763)4124  

大田営業所  大田区平和島一丁目１番２号   03(5767)6451 

品川営業所（※）  品川区西中延一丁目９番10号   03(5749)5573 

南部支所（桜丘庁舎）  世田谷区桜丘五丁目50番16号   03(3420)1110 

世田谷営業所（※）  世田谷区太子堂一丁目13番13号   03(5433)0541 

目黒営業所  目黒区中町二丁目43番18号   03(5773)6126 

渋谷営業所（※）   渋谷区千駄ヶ谷四丁目３番15号   03(5413)5201 

北部支所  練馬区中村北一丁目９番４号   03(3999)3127 

練馬営業所  練馬区中村北一丁目９番４号   03(5987)5330 

板橋営業所（※）  板橋区氷川町３番６号   03(5248)6365 
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れた資金が補塡財源として使用できることとされ

ている。 

 

繰越工事資金 

 地方公営企業法第26条第１項の規定に基づき予

算の繰越しを行った経費に充てる財源で、原資は企

業債、損益勘定留保資金などである。 

なお、公営企業管理者は、繰越額の使用に関する

計画について繰越計算書により地方公共団体の長

に報告し、長は、その旨を議会に報告しなければな

らない。 

 

当年度純利益 

 損益計算において生じた剰余金。欠損金は、当年

度純損失。都の水道事業では、純利益は、20分の１

を下らない金額を減債積立金として積み立てるこ

ととしている（東京都水道事業減債積立金条例第２

条）。 

 

予定処分 

 確実な利益の見込める範囲で、資本的支出の補填

財源とするため、予算であらかじめ利益処分を定め

ること。現在、建設改良積立金として予定処分を行

っている。 

 

収益的収支 

 一事業年度の企業の経済活動に伴って発生する

全ての利益と、それに対応する費用とが計上された

もの。 

 

資本的収支 

 企業の経営の基礎となる固定資産の取得に要す

る支出及びその財源となる収入等で、支出の効果が

次年度以降に及び、将来の収益に対応するものが計

上される。企業会計では、損益取引（収益的収支）

と資本取引（資本的収支）とを区分して経理すると

いう特徴がある。 
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９ 多摩地域におけるサービスステーション一覧 

 

令和７年４月１日現在 

名     称 所 管 区 域 所  在  地 

八王子サービスステーション 
八王子市  

（多摩ニュータウン地域を除く。） 
八王子市元本郷町四丁目 19 番１号 

立川サービスステーション 立川市・国分寺市・国立市 立川市緑町６番地の７ 

青梅サービスステーション 青梅市・瑞穂町・奥多摩町 青梅市師岡町一丁目 1301 番地の 10 

府中サービスステーション 府中市・小金井市 府中市寿町三丁目４番地の６ 

調布サービスステーション 三鷹市・調布市・狛江市 調布市国領町七丁目 29 番地５ 

町田サービスステーション 
町田市 

（多摩ニュータウン地域を除く。） 
町田市木曽東一丁目４番１号 

日野サービスステーション 日野市 日野市多摩平二丁目７番地の２ 

東久留米サービスステーション 
小平市・西東京市・清瀬市・ 

東久留米市 
東久留米市滝山六丁目１番１号 

東大和サービスステーション 東村山市・武蔵村山市・東大和市 東大和市上北台三丁目 447 番地 

多摩サービスステーション 
多摩市・稲城市・ 

多摩ニュータウン地域 
多摩市山王下一丁目 17 番地 

あきる野サービスステーション あきる野市・福生市・日の出町 あきる野市秋川三丁目２番地 10 
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北営業所  北区赤羽台三丁目３番21号   03(5963)6030 

【各浄水管理事務所・各浄水場】 

東村山浄水管理事務所  東村山市美住町二丁目20番地236   042(397)8203 

境浄水場  武蔵野市関前一丁目８番37号   0422(51)4505 

小作浄水場  羽村市小作台四丁目２番地の１   042(554)4911 

金町浄水管理事務所  葛飾区金町浄水場１番１号   03(5660)1161 

三郷浄水場  埼玉県三郷市彦江三丁目12番地２   048(953)7311 

朝霞浄水管理事務所   埼玉県朝霞市宮戸一丁目３番１号                  048(475)3212 

三園浄水場  板橋区三園二丁目10番１号   03(5383)8704 

【各建設事務所】 

東部建設事務所  台東区三筋二丁目15番16号   03(3864)5961 

西部建設事務所  杉並区和泉三丁目８番10号   03(5300)8514 

《参考》お客さまセンター 

 

お客さまセンター 

 

0570-091-100（ナビダイヤル） 

03-5326-1101（区部） 

042-548-5110（多摩） 

《参考》ＰＲ館 

  東京都水道歴史館  文京区本郷二丁目７番１号 03(5802)9040 

  東京都水の科学館  江東区有明三丁目１番８号 03(3528)2366 

  奥多摩水と緑のふれあい館  東京都西多摩郡奥多摩町原５番地 0428(86)2731 

※東京水道株式会社へ委託している営業所 

－ 192 －

参考資料



 

－ 193 － 

参参考考資資料料  

９ 多摩地域におけるサービスステーション一覧 

 

令和７年４月１日現在 

名     称 所 管 区 域 所  在  地 

八王子サービスステーション 
八王子市  

（多摩ニュータウン地域を除く。） 
八王子市元本郷町四丁目 19 番１号 

立川サービスステーション 立川市・国分寺市・国立市 立川市緑町６番地の７ 

青梅サービスステーション 青梅市・瑞穂町・奥多摩町 青梅市師岡町一丁目 1301 番地の 10 

府中サービスステーション 府中市・小金井市 府中市寿町三丁目４番地の６ 

調布サービスステーション 三鷹市・調布市・狛江市 調布市国領町七丁目 29 番地５ 

町田サービスステーション 
町田市 

（多摩ニュータウン地域を除く。） 
町田市木曽東一丁目４番１号 

日野サービスステーション 日野市 日野市多摩平二丁目７番地の２ 

東久留米サービスステーション 
小平市・西東京市・清瀬市・ 

東久留米市 
東久留米市滝山六丁目１番１号 

東大和サービスステーション 東村山市・武蔵村山市・東大和市 東大和市上北台三丁目 447 番地 

多摩サービスステーション 
多摩市・稲城市・ 

多摩ニュータウン地域 
多摩市山王下一丁目 17 番地 

あきる野サービスステーション あきる野市・福生市・日の出町 あきる野市秋川三丁目２番地 10 
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北営業所  北区赤羽台三丁目３番21号   03(5963)6030 

【各浄水管理事務所・各浄水場】 

東村山浄水管理事務所  東村山市美住町二丁目20番地236   042(397)8203 

境浄水場  武蔵野市関前一丁目８番37号   0422(51)4505 

小作浄水場  羽村市小作台四丁目２番地の１   042(554)4911 

金町浄水管理事務所  葛飾区金町浄水場１番１号   03(5660)1161 

三郷浄水場  埼玉県三郷市彦江三丁目12番地２   048(953)7311 

朝霞浄水管理事務所   埼玉県朝霞市宮戸一丁目３番１号                  048(475)3212 

三園浄水場  板橋区三園二丁目10番１号   03(5383)8704 

【各建設事務所】 

東部建設事務所  台東区三筋二丁目15番16号   03(3864)5961 

西部建設事務所  杉並区和泉三丁目８番10号   03(5300)8514 

《参考》お客さまセンター 

 

お客さまセンター 

 

0570-091-100（ナビダイヤル） 

03-5326-1101（区部） 

042-548-5110（多摩） 

《参考》ＰＲ館 

  東京都水道歴史館  文京区本郷二丁目７番１号 03(5802)9040 

  東京都水の科学館  江東区有明三丁目１番８号 03(3528)2366 

  奥多摩水と緑のふれあい館  東京都西多摩郡奥多摩町原５番地 0428(86)2731 

※東京水道株式会社へ委託している営業所 
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（２） 多摩地区の災害時給水ステーション（給水拠点） 令和７年５月１日現在 

【都営水道市町】 (m3) (m3)

1 八王子市 鑓水給水所 鑓水401番地 1,660 61 東村山市 八坂給水所 富士見町五丁目4番地46 20,000

2 西寺方給水所 西寺方町1006番地167 1,660 62 東村山浄水場 美住町二丁目20番地236 36,000

3 狭間給水所 狭間町1994番地478 5,000 63 美住給水所 美住町二丁目13番地4 2,020

4 犬目第二給水所 犬目町710番地 1,760 64 市立東村山運動公園 ★ 恩多町一丁目9番地5 1,500

5 高月給水所 高月町2240番地 5,000 65 市立秋津小学校 ☆ 秋津町三丁目48番地1 100

6 散田給水所 散田町二丁目6番地1 6,660 66 国分寺市 東恋ヶ窪配水所 東恋ヶ窪二丁目5番地8 1,220

7 東浅川給水所 東浅川町674番地 4,330 67 国分寺北町給水所 北町四丁目1番地5 5,800

8 寺田配水所 寺田町1359番地4 330 68 国立市 国立中給水所 中三丁目8番地1 2,000

9 元八王子配水所 元八王子町三丁目2750番地487 150 69 谷保給水所 谷保1462番地1 2,000

10 北野給水所 北野町595番地3 5,280 70 西東京市 芝久保給水所 芝久保町五丁目9番1号 6,030

11 南陽台配水所 南陽台三丁目5番1号 330 71 保谷町給水所 保谷町一丁目5番24号 2,910

12 楢原給水所 楢原町1294番地3 13,330 72 西東京栄町配水所 栄町二丁目7番6号 1,000

13 暁町配水所 暁町三丁目3番1号 830 73 福生市 福生武蔵野台給水所 武蔵野台二丁目32番地 2,540

14 久保山配水所 久保山町二丁目15番地1 730 74 市立明神下公園 ★ 南田園一丁目12番地1 1,500

15 大船給水所 七国三丁目56番１号 7,330 75 狛江市 和泉本町給水所 和泉本町四丁目6番1号 2,260

16 鑓水小山給水所 鑓水二丁目92番地 23,330 76 東大和市 上北台給水所 上北台一丁目801番地1 5,330

17 南大沢給水所 南大沢四丁目25番地 4,950 77 東大和給水所 桜が丘三丁目44番地 26,660

18 都立陵南公園 ★ 長房町1572番地 1,500 78 清瀬市 清瀬元町配水所（注2） 元町二丁目27番12号 0

19 椚田ポンプ所 椚田町545番地 440 79 市立第３保育園 ☆ 旭が丘三丁目755番地1 100

20 立川市 柴崎給水所 柴崎町一丁目1番41号 1,500 80 清瀬梅園給水所 梅園一丁目3番 10,000

21 立川栄町浄水所 栄町五丁目38番地の5 330 81 東久留米市 南沢給水所 南沢三丁目9番21号 3,330

22 立川砂川給水所 砂川町六丁目41番地の1 5,100 82 滝山給水所 滝山六丁目1番1号 1,960

23 市立松中公園 ☆ 西砂町一丁目19番地の12 100 83 武蔵村山市 学園配水所 学園一丁目5番地の7 1,460

24 三鷹市 上連雀給水所(西配水場) 上連雀九丁目41番4号 5,430 84 中藤配水所 中藤二丁目1番地の3 950

25 三鷹新川給水所(東配水場) 新川二丁目1番15号 3,330 85 市立中原公園 ★ 中原二丁目21番地の4 1,500

26 青梅市 日向和田浄水所 日向和田二丁目370番地 880 86 多摩市 桜ヶ丘配水所 桜ヶ丘四丁目10番地 1,500

27 千ヶ瀬浄水所 千ヶ瀬町三丁目464番地の１ 460 87 落合配水所 中沢一丁目12番地 100

28 御岳山第一配水所 御岳山170番地の3 70 88 愛宕配水所 愛宕二丁目51番地 1,140

29 成木配水所 成木八丁目690番地の3 30 89 南野給水所 南野二丁目16番地 3,360

30 新町給水所 新町五丁目24番地の1 2,330 90 聖ヶ丘給水所 聖ヶ丘四丁目1番地 14,000

31 二俣尾配水所 二俣尾五丁目107番地の2 70 91 市立並木公園 ★ 和田1551番地1 1,500

32 城山配水所 東青梅六丁目95番地の1 1,440 92 稲城市 坂浜配水所 坂浜816番地 1,510

33 梅郷配水所 和田町二丁目578番地の１ 1,330 93 向陽台給水所 向陽台六丁目16番地 2,000

34 府中市
府中武蔵台浄水所及び府中武蔵台

ポンプ所

武蔵台二丁目7番地及び

武蔵台一丁目25番地
3,730 94 若葉台給水所 若葉台一丁目19番地 2,160

35 若松給水所 若松町四丁目10番地 1,760 95 あきる野市 秋留台給水所 秋川三丁目2番地10 2,000

36 幸町給水所 幸町二丁目24番地 5,000 96 菅生給水所 菅生683番地 2,000

37 府中南町給水所 南町一丁目50番地 1,660 97 上代継浄水所 上代継407番地 200

38 都立武蔵野公園 ★ 多磨町三丁目2番地 1,500 98 戸倉給水所 戸倉348番地1 1,660

39 調布市 上石原配水所 上石原一丁目34番地7 1,120 99 小峰台配水所 小峰台40番地 160

40 仙川配水所 仙川町三丁目6番地27 320 100 伊奈配水所 伊奈372番地3 130

41 深大寺給水所 深大寺南町五丁目56番地1 9,900 101 瑞穂町 石畑給水所 石畑2301番地 10,000

42 調布西町給水所 西町717番地 6,660 102 日の出町 文化の森給水所 平井3075番地 2,000

43 町田市 小野路給水所 小野路町2637番地1 6,330 多摩地区【都営水道市町】小計　（102か所） 367,120

44 原町田浄水所 原町田五丁目13番3号 520 【都営水道市町以外】

45 滝の沢給水所 旭町二丁目7番7号 1,880 1 武蔵野市 第一浄水場（注3） 吉祥寺北町四丁目11番46号 0

46 野津田浄水所（注1） 野津田町3398番地 1,000 2 第二浄水場（注3） 桜堤一丁目6番6号 0

47 市立つくし野セントラルパーク ★ つくし野三丁目19番地 1,500 3 昭島市 西部配水場 緑町二丁目17番16号 2,780

48 市立鶴川中央公園 ☆ 鶴川六丁目6番地 100 4 東部配水場 朝日町四丁目23番28号 2,160

49 成瀬コミュニティセンター ☆ 西成瀬二丁目49番1号 100 5 羽村市 第一配水場 緑ヶ丘二丁目18番地5 2,060

50 市立忠生公園 ☆ 忠生一丁目3番地 100 6 小作浄水場 小作台四丁目2番地1 14,260

51 市立三輪中央公園 ☆ 三輪緑山三丁目21番地 100 21,260

52 小金井市 梶野配水所 梶野町五丁目10番33号 1,300 (注1）野津田浄水所は、令和5年1月4日から運用を停止している。

53 上水南給水所 小平市上水南町三丁目12番36号 11,660 (注2）清瀬元町配水所は、令和5年8月25日から運用を停止している。

54 小平市 小川給水所 小川町一丁目847番地 6,580 (注3） 運搬給水拠点（給水車等の車両への水の補給施設）

55 市立津田公園 ☆ 津田町三丁目39番 100 拠点給水は、市立小中学校及び広域避難場所で行う。

56 日野市 市立大坂西公園 ☆ 大坂上一丁目14番地の4 100

57 多摩平給水所 多摩平二丁目7番地の2 3,660

58 程久保給水所 程久保五丁目10番地の1 6,700

59 三沢配水所 三沢905番地の2 1,490 ★：応急給水槽（1,500m
3
槽）

60 日野旭が丘給水所 旭が丘二丁目42番地の2 1,660 ☆：小規模応急給水槽（100m
3
槽）

市町名 施設名 所在地番号

多摩地区【都営水道市町以外】小計　（６か所）

多摩地区合計確保水量　（108か所） 388,380

確保水量番号 市町名 施設名 所在地 確保水量
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10 災害時給水ステーション（給水拠点）一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）区部の災害時給水ステーション（給水拠点） 令和７年５月１日現在 

【水道局設置分】 (m3) (m3)

1 千代田区 区立東郷元帥記念公園 ★ 三番町18番地 1,500 58 杉並区 区立蚕糸の森公園 ★ 和田三丁目55番 1,500

2 都立日比谷公園 ★ 日比谷公園1番地 1,500 59 区立昭栄公園 ★ 高井戸西一丁目12番 1,500

3 都立一橋高等学校 ☆ 東神田一丁目12番13号 100 60 区立井草森公園 ★ 井草四丁目12番1号 1,500

4 中央区 晴海給水所 晴海一丁目6番3号 1,300 61 区立馬橋公園 ☆ 高円寺北四丁目35番5号 100

5 区立あかつき公園 ★ 築地七丁目19番1号 1,500 62 都立善福寺川緑地　 ☆ 成田西三丁目１４番 100

6 区立堀留児童公園 ☆ 日本橋堀留町一丁目1番16号 100 63 豊島区 区立西池袋公園 ★ 西池袋三丁目20番1号 1,500

7 港区 芝給水所 芝公園三丁目6番７号 26,600 64 都立文京高等学校 ☆ 西巣鴨一丁目1番5号 100

8 都立青山公園 ★ 六本木七丁目23番 1,500 65 北区 区立桐ヶ丘中央公園 ★ 桐ヶ丘一丁目8番 1,500

9 シティハイツ桂坂(港区防災活動拠点) ☆ 高輪二丁目13番8号 100 66 区立滝野川公園 ★ 西ヶ原二丁目1番 1,500

10 新宿区 淀橋給水所 西新宿二丁目10番1号 24,000 67 区立北運動公園 ★ 神谷二丁目47番6号 1,500

11 区立鶴巻南公園 ★ 早稲田鶴巻町507番 1,500 68 荒川区 南千住給水所 南千住八丁目2番6号 33,300

12 区立百人町ふれあい公園 ★ 百人町三丁目28番 1,500 69 区立日暮里南公園 ★ 東日暮里五丁目19番1号 1,500

13 文京区 本郷給水所 本郷二丁目7番29号 20,000 70 板橋区 三園浄水場 三園二丁目10番1号 15,600

14 区立教育の森公園 ★ 大塚三丁目29番 1,500 71 板橋給水所 加賀一丁目17番1号 26,600

15 台東区 都立上野恩賜公園 ★ 上野公園8番51号 1,500 72 大谷口給水所 大谷口一丁目4番 11,600

16 区立隅田公園山谷堀広場 ☆ 浅草七丁目1番 100 73 都立城北中央公園 ★ 桜川一丁目1番 1,500

17 墨田区 区立文花公園 ★ 文花一丁目27番5号 1,500 74 区立城北公園 ★ 坂下二丁目19番1号 1,500

18 区立両国公園 ☆ 両国四丁目25番3号 100 75 都立板橋高等学校 ☆ 大谷口一丁目54番1号 100

19 江東区 亀戸給水所 亀戸二丁目6番50号 20,000 76 都立赤塚公園 ☆ 高島平三丁目1番 100

20 豊住給水所 東陽六丁目1番8号 13,300 77 区立西徳第二公園 ☆ 西台三丁目42番1号 100

21 江東給水所 新砂三丁目6番17号 22,000 78 練馬区 練馬給水所 光が丘二丁目4番1号 66,600

22 有明給水所 有明三丁目1番8号 6,600 79 区立大泉公園 ★ 大泉学園町六丁目25番 1,500

23 区立南砂三丁目公園 ★ 南砂三丁目14番21号 1,500 80 区立学田公園 ★ 豊玉南三丁目32番 1,500

24 都立辰巳の森海浜公園 ★ 辰巳二丁目1番 1,500 81 区立はやいち公園 ☆ 早宮一丁目47番11号 100

25 品川区 区立戸越公園 ★ 豊町二丁目1番30号 1,500 82 区立みんなの広場公園 ☆ 石神井町八丁目41番 100

26 区立しおじ公園 ★ 八潮五丁目6番 1,500 83 足立区 小右衛門給水所 中央本町三丁目8番1号 16,600

27 都立八潮高等学校 ☆ 東品川三丁目27番22号 100 84 区総合スポーツセンター ★ 東保木間二丁目27番1号 1,500

28 目黒区 八雲給水所 八雲一丁目1番 16,600 85 区立千住スポーツ公園 ★ 千住緑町二丁目1番1号 1,500

29 都立林試の森公園 ★ 下目黒五丁目37番 1,500 86 区立諏訪木東公園 ★ 西新井三丁目25番 1,500

30 大田区 馬込給水所 西馬込二丁目15番6号 12,080 87 区立大谷田南公園 ★ 中川四丁目42番1号 1,500

31 上池台給水所 上池台一丁目48番25号 11,000 88 区立北鹿浜公園 ★ 鹿浜三丁目26番 1,500

32 東海給水所 東海一丁目3番12号 13,300 89 都立舎人公園 ☆ 舎人公園1番1号 100

33 区立西六郷三丁目公園 ★ 西六郷三丁目16番16号 1,500 90 区立北宮城町公園 ☆ 扇二丁目37番1号 100

34 区立萩中公園 ★ 萩中三丁目25番26号 1,500 91 江北給水所 江北五丁目5番 16,600

35 区立都堀公園 ★ 大森東一丁目30番 1,500 92 葛飾区 金町浄水場 金町浄水場1番1号 48,700

36 区立下丸子公園 ★ 下丸子四丁目21番 1,500 93 水元給水所(都立水元公園内自由広場） 水元公園4番 33,300

37 区立女塚なかよし公園 ☆ 池上五丁目24番 100 94 区立上千葉公園 ★ 東堀切三丁目25番1号 1,500

38 世田谷区 砧浄水場 喜多見二丁目9番1号 8,300 95 区立新小岩公園 ★ 西新小岩一丁目1番3号 1,500

39 砧下浄水所 鎌田二丁目4番1号 700 96 区立渋江東公園 ☆ 東四つ木二丁目15番 100

40 和田堀給水所（注1） 大原二丁目30番43号 0 97 江戸川区 西瑞江給水所 東瑞江一丁目26番2号 6,600

41 玉川給水所 玉川田園調布一丁目19番1号 20,000 98 葛西給水所 北葛西三丁目9番 13,300

42 大蔵給水所 砧二丁目8番1号 13,300 99 都立篠崎公園 ★ 上篠崎一丁目25番 1,500

43 駒沢給水所 弦巻二丁目41番5号 3,200 100 区立宇喜田中央公園 ★ 北葛西四丁目15番 1,500

44 区立こどものひろば公園 ★ 下馬二丁目31番4号 1,500 101 区立小岩公園 ★ 北小岩六丁目43番 1,500

45 区立葭根公園 ★ 船橋六丁目21番 1,500 102 都立大島小松川公園 ★ 小松川一丁目7番 1,500

46 都立祖師谷公園 ★ 上祖師谷四丁目2番 1,500 103 都立葛西南高等学校 ☆ 南葛西一丁目11番1号 100

47 区立中町二丁目公園 ☆ 中町二丁目34番1号 100 104 一之江抹香亭 ☆ 一之江五丁目14番 100

48 渋谷区 都立代々木公園 ★ 代々木神園町2番1号 1,500 区部【水道局設置分】小計　（104か所） 669,280

49 都立第一商業高等学校 ☆ 鉢山町8番1号 100 ★：応急給水槽（1,500m3槽） ☆：小規模応急給水槽（100m3槽）

50 区立景丘公園 ☆ 恵比寿四丁目19番21号 100 (注1）和田堀給水所は、令和4年12月19日から運用を停止している。

51 中野区 区立弥生公園 ☆ 弥生町五丁目4番 100 (注2）杉並浄水所は、平成28年12月28日から運用を停止している。

52 区立江古田の森公園 ☆ 江古田三丁目14番 100 【都市整備局等所管分】

53 区立みずのとう公園 ☆ 江古田一丁目3番 100 番号 区名 施設名 所在地 確保水量

54 杉並区 杉並浄水所（注2） 善福寺三丁目28番5号 0 105 墨田区 白鬚東地区防災拠点 堤通二丁目 2,700

55 和泉水圧調整所 和泉二丁目5番23号 16,600 ※白鬚東地区防災拠点は、既存の貯水槽を給水拠点に位置づける。

56 上井草給水所 上井草三丁目22番12号 60,000

57 都立和田堀公園 ★ 大宮二丁目26番 1,500

確保水量区名番号 区名 施設名 所在地 確保水量 番号 施設名 所在地

区部合計確保水量　（105か所） 671,980

－ 194 －
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（２） 多摩地区の災害時給水ステーション（給水拠点） 令和７年５月１日現在 

【都営水道市町】 (m3) (m3)

1 八王子市 鑓水給水所 鑓水401番地 1,660 61 東村山市 八坂給水所 富士見町五丁目4番地46 20,000

2 西寺方給水所 西寺方町1006番地167 1,660 62 東村山浄水場 美住町二丁目20番地236 36,000

3 狭間給水所 狭間町1994番地478 5,000 63 美住給水所 美住町二丁目13番地4 2,020

4 犬目第二給水所 犬目町710番地 1,760 64 市立東村山運動公園 ★ 恩多町一丁目9番地5 1,500

5 高月給水所 高月町2240番地 5,000 65 市立秋津小学校 ☆ 秋津町三丁目48番地1 100

6 散田給水所 散田町二丁目6番地1 6,660 66 国分寺市 東恋ヶ窪配水所 東恋ヶ窪二丁目5番地8 1,220

7 東浅川給水所 東浅川町674番地 4,330 67 国分寺北町給水所 北町四丁目1番地5 5,800

8 寺田配水所 寺田町1359番地4 330 68 国立市 国立中給水所 中三丁目8番地1 2,000

9 元八王子配水所 元八王子町三丁目2750番地487 150 69 谷保給水所 谷保1462番地1 2,000

10 北野給水所 北野町595番地3 5,280 70 西東京市 芝久保給水所 芝久保町五丁目9番1号 6,030

11 南陽台配水所 南陽台三丁目5番1号 330 71 保谷町給水所 保谷町一丁目5番24号 2,910

12 楢原給水所 楢原町1294番地3 13,330 72 西東京栄町配水所 栄町二丁目7番6号 1,000

13 暁町配水所 暁町三丁目3番1号 830 73 福生市 福生武蔵野台給水所 武蔵野台二丁目32番地 2,540

14 久保山配水所 久保山町二丁目15番地1 730 74 市立明神下公園 ★ 南田園一丁目12番地1 1,500

15 大船給水所 七国三丁目56番１号 7,330 75 狛江市 和泉本町給水所 和泉本町四丁目6番1号 2,260

16 鑓水小山給水所 鑓水二丁目92番地 23,330 76 東大和市 上北台給水所 上北台一丁目801番地1 5,330

17 南大沢給水所 南大沢四丁目25番地 4,950 77 東大和給水所 桜が丘三丁目44番地 26,660

18 都立陵南公園 ★ 長房町1572番地 1,500 78 清瀬市 清瀬元町配水所（注2） 元町二丁目27番12号 0

19 椚田ポンプ所 椚田町545番地 440 79 市立第３保育園 ☆ 旭が丘三丁目755番地1 100

20 立川市 柴崎給水所 柴崎町一丁目1番41号 1,500 80 清瀬梅園給水所 梅園一丁目3番 10,000

21 立川栄町浄水所 栄町五丁目38番地の5 330 81 東久留米市 南沢給水所 南沢三丁目9番21号 3,330

22 立川砂川給水所 砂川町六丁目41番地の1 5,100 82 滝山給水所 滝山六丁目1番1号 1,960

23 市立松中公園 ☆ 西砂町一丁目19番地の12 100 83 武蔵村山市 学園配水所 学園一丁目5番地の7 1,460

24 三鷹市 上連雀給水所(西配水場) 上連雀九丁目41番4号 5,430 84 中藤配水所 中藤二丁目1番地の3 950

25 三鷹新川給水所(東配水場) 新川二丁目1番15号 3,330 85 市立中原公園 ★ 中原二丁目21番地の4 1,500

26 青梅市 日向和田浄水所 日向和田二丁目370番地 880 86 多摩市 桜ヶ丘配水所 桜ヶ丘四丁目10番地 1,500

27 千ヶ瀬浄水所 千ヶ瀬町三丁目464番地の１ 460 87 落合配水所 中沢一丁目12番地 100

28 御岳山第一配水所 御岳山170番地の3 70 88 愛宕配水所 愛宕二丁目51番地 1,140

29 成木配水所 成木八丁目690番地の3 30 89 南野給水所 南野二丁目16番地 3,360

30 新町給水所 新町五丁目24番地の1 2,330 90 聖ヶ丘給水所 聖ヶ丘四丁目1番地 14,000

31 二俣尾配水所 二俣尾五丁目107番地の2 70 91 市立並木公園 ★ 和田1551番地1 1,500

32 城山配水所 東青梅六丁目95番地の1 1,440 92 稲城市 坂浜配水所 坂浜816番地 1,510

33 梅郷配水所 和田町二丁目578番地の１ 1,330 93 向陽台給水所 向陽台六丁目16番地 2,000

34 府中市
府中武蔵台浄水所及び府中武蔵台

ポンプ所

武蔵台二丁目7番地及び

武蔵台一丁目25番地
3,730 94 若葉台給水所 若葉台一丁目19番地 2,160

35 若松給水所 若松町四丁目10番地 1,760 95 あきる野市 秋留台給水所 秋川三丁目2番地10 2,000

36 幸町給水所 幸町二丁目24番地 5,000 96 菅生給水所 菅生683番地 2,000

37 府中南町給水所 南町一丁目50番地 1,660 97 上代継浄水所 上代継407番地 200

38 都立武蔵野公園 ★ 多磨町三丁目2番地 1,500 98 戸倉給水所 戸倉348番地1 1,660

39 調布市 上石原配水所 上石原一丁目34番地7 1,120 99 小峰台配水所 小峰台40番地 160

40 仙川配水所 仙川町三丁目6番地27 320 100 伊奈配水所 伊奈372番地3 130

41 深大寺給水所 深大寺南町五丁目56番地1 9,900 101 瑞穂町 石畑給水所 石畑2301番地 10,000

42 調布西町給水所 西町717番地 6,660 102 日の出町 文化の森給水所 平井3075番地 2,000

43 町田市 小野路給水所 小野路町2637番地1 6,330 多摩地区【都営水道市町】小計　（102か所） 367,120

44 原町田浄水所 原町田五丁目13番3号 520 【都営水道市町以外】

45 滝の沢給水所 旭町二丁目7番7号 1,880 1 武蔵野市 第一浄水場（注3） 吉祥寺北町四丁目11番46号 0

46 野津田浄水所（注1） 野津田町3398番地 1,000 2 第二浄水場（注3） 桜堤一丁目6番6号 0

47 市立つくし野セントラルパーク ★ つくし野三丁目19番地 1,500 3 昭島市 西部配水場 緑町二丁目17番16号 2,780

48 市立鶴川中央公園 ☆ 鶴川六丁目6番地 100 4 東部配水場 朝日町四丁目23番28号 2,160

49 成瀬コミュニティセンター ☆ 西成瀬二丁目49番1号 100 5 羽村市 第一配水場 緑ヶ丘二丁目18番地5 2,060

50 市立忠生公園 ☆ 忠生一丁目3番地 100 6 小作浄水場 小作台四丁目2番地1 14,260

51 市立三輪中央公園 ☆ 三輪緑山三丁目21番地 100 21,260

52 小金井市 梶野配水所 梶野町五丁目10番33号 1,300 (注1）野津田浄水所は、令和5年1月4日から運用を停止している。

53 上水南給水所 小平市上水南町三丁目12番36号 11,660 (注2）清瀬元町配水所は、令和5年8月25日から運用を停止している。

54 小平市 小川給水所 小川町一丁目847番地 6,580 (注3） 運搬給水拠点（給水車等の車両への水の補給施設）

55 市立津田公園 ☆ 津田町三丁目39番 100 拠点給水は、市立小中学校及び広域避難場所で行う。

56 日野市 市立大坂西公園 ☆ 大坂上一丁目14番地の4 100

57 多摩平給水所 多摩平二丁目7番地の2 3,660

58 程久保給水所 程久保五丁目10番地の1 6,700

59 三沢配水所 三沢905番地の2 1,490 ★：応急給水槽（1,500m
3
槽）

60 日野旭が丘給水所 旭が丘二丁目42番地の2 1,660 ☆：小規模応急給水槽（100m
3
槽）

市町名 施設名 所在地番号

多摩地区【都営水道市町以外】小計　（６か所）

多摩地区合計確保水量　（108か所） 388,380

確保水量番号 市町名 施設名 所在地 確保水量

 

－ 194 － 
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10 災害時給水ステーション（給水拠点）一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）区部の災害時給水ステーション（給水拠点） 令和７年５月１日現在 

【水道局設置分】 (m3) (m3)

1 千代田区 区立東郷元帥記念公園 ★ 三番町18番地 1,500 58 杉並区 区立蚕糸の森公園 ★ 和田三丁目55番 1,500

2 都立日比谷公園 ★ 日比谷公園1番地 1,500 59 区立昭栄公園 ★ 高井戸西一丁目12番 1,500

3 都立一橋高等学校 ☆ 東神田一丁目12番13号 100 60 区立井草森公園 ★ 井草四丁目12番1号 1,500

4 中央区 晴海給水所 晴海一丁目6番3号 1,300 61 区立馬橋公園 ☆ 高円寺北四丁目35番5号 100

5 区立あかつき公園 ★ 築地七丁目19番1号 1,500 62 都立善福寺川緑地　 ☆ 成田西三丁目１４番 100

6 区立堀留児童公園 ☆ 日本橋堀留町一丁目1番16号 100 63 豊島区 区立西池袋公園 ★ 西池袋三丁目20番1号 1,500

7 港区 芝給水所 芝公園三丁目6番７号 26,600 64 都立文京高等学校 ☆ 西巣鴨一丁目1番5号 100

8 都立青山公園 ★ 六本木七丁目23番 1,500 65 北区 区立桐ヶ丘中央公園 ★ 桐ヶ丘一丁目8番 1,500

9 シティハイツ桂坂(港区防災活動拠点) ☆ 高輪二丁目13番8号 100 66 区立滝野川公園 ★ 西ヶ原二丁目1番 1,500

10 新宿区 淀橋給水所 西新宿二丁目10番1号 24,000 67 区立北運動公園 ★ 神谷二丁目47番6号 1,500

11 区立鶴巻南公園 ★ 早稲田鶴巻町507番 1,500 68 荒川区 南千住給水所 南千住八丁目2番6号 33,300

12 区立百人町ふれあい公園 ★ 百人町三丁目28番 1,500 69 区立日暮里南公園 ★ 東日暮里五丁目19番1号 1,500

13 文京区 本郷給水所 本郷二丁目7番29号 20,000 70 板橋区 三園浄水場 三園二丁目10番1号 15,600

14 区立教育の森公園 ★ 大塚三丁目29番 1,500 71 板橋給水所 加賀一丁目17番1号 26,600

15 台東区 都立上野恩賜公園 ★ 上野公園8番51号 1,500 72 大谷口給水所 大谷口一丁目4番 11,600

16 区立隅田公園山谷堀広場 ☆ 浅草七丁目1番 100 73 都立城北中央公園 ★ 桜川一丁目1番 1,500

17 墨田区 区立文花公園 ★ 文花一丁目27番5号 1,500 74 区立城北公園 ★ 坂下二丁目19番1号 1,500

18 区立両国公園 ☆ 両国四丁目25番3号 100 75 都立板橋高等学校 ☆ 大谷口一丁目54番1号 100

19 江東区 亀戸給水所 亀戸二丁目6番50号 20,000 76 都立赤塚公園 ☆ 高島平三丁目1番 100

20 豊住給水所 東陽六丁目1番8号 13,300 77 区立西徳第二公園 ☆ 西台三丁目42番1号 100

21 江東給水所 新砂三丁目6番17号 22,000 78 練馬区 練馬給水所 光が丘二丁目4番1号 66,600

22 有明給水所 有明三丁目1番8号 6,600 79 区立大泉公園 ★ 大泉学園町六丁目25番 1,500

23 区立南砂三丁目公園 ★ 南砂三丁目14番21号 1,500 80 区立学田公園 ★ 豊玉南三丁目32番 1,500

24 都立辰巳の森海浜公園 ★ 辰巳二丁目1番 1,500 81 区立はやいち公園 ☆ 早宮一丁目47番11号 100

25 品川区 区立戸越公園 ★ 豊町二丁目1番30号 1,500 82 区立みんなの広場公園 ☆ 石神井町八丁目41番 100

26 区立しおじ公園 ★ 八潮五丁目6番 1,500 83 足立区 小右衛門給水所 中央本町三丁目8番1号 16,600

27 都立八潮高等学校 ☆ 東品川三丁目27番22号 100 84 区総合スポーツセンター ★ 東保木間二丁目27番1号 1,500

28 目黒区 八雲給水所 八雲一丁目1番 16,600 85 区立千住スポーツ公園 ★ 千住緑町二丁目1番1号 1,500

29 都立林試の森公園 ★ 下目黒五丁目37番 1,500 86 区立諏訪木東公園 ★ 西新井三丁目25番 1,500

30 大田区 馬込給水所 西馬込二丁目15番6号 12,080 87 区立大谷田南公園 ★ 中川四丁目42番1号 1,500

31 上池台給水所 上池台一丁目48番25号 11,000 88 区立北鹿浜公園 ★ 鹿浜三丁目26番 1,500

32 東海給水所 東海一丁目3番12号 13,300 89 都立舎人公園 ☆ 舎人公園1番1号 100

33 区立西六郷三丁目公園 ★ 西六郷三丁目16番16号 1,500 90 区立北宮城町公園 ☆ 扇二丁目37番1号 100

34 区立萩中公園 ★ 萩中三丁目25番26号 1,500 91 江北給水所 江北五丁目5番 16,600

35 区立都堀公園 ★ 大森東一丁目30番 1,500 92 葛飾区 金町浄水場 金町浄水場1番1号 48,700

36 区立下丸子公園 ★ 下丸子四丁目21番 1,500 93 水元給水所(都立水元公園内自由広場） 水元公園4番 33,300

37 区立女塚なかよし公園 ☆ 池上五丁目24番 100 94 区立上千葉公園 ★ 東堀切三丁目25番1号 1,500

38 世田谷区 砧浄水場 喜多見二丁目9番1号 8,300 95 区立新小岩公園 ★ 西新小岩一丁目1番3号 1,500

39 砧下浄水所 鎌田二丁目4番1号 700 96 区立渋江東公園 ☆ 東四つ木二丁目15番 100

40 和田堀給水所（注1） 大原二丁目30番43号 0 97 江戸川区 西瑞江給水所 東瑞江一丁目26番2号 6,600

41 玉川給水所 玉川田園調布一丁目19番1号 20,000 98 葛西給水所 北葛西三丁目9番 13,300

42 大蔵給水所 砧二丁目8番1号 13,300 99 都立篠崎公園 ★ 上篠崎一丁目25番 1,500

43 駒沢給水所 弦巻二丁目41番5号 3,200 100 区立宇喜田中央公園 ★ 北葛西四丁目15番 1,500

44 区立こどものひろば公園 ★ 下馬二丁目31番4号 1,500 101 区立小岩公園 ★ 北小岩六丁目43番 1,500

45 区立葭根公園 ★ 船橋六丁目21番 1,500 102 都立大島小松川公園 ★ 小松川一丁目7番 1,500

46 都立祖師谷公園 ★ 上祖師谷四丁目2番 1,500 103 都立葛西南高等学校 ☆ 南葛西一丁目11番1号 100

47 区立中町二丁目公園 ☆ 中町二丁目34番1号 100 104 一之江抹香亭 ☆ 一之江五丁目14番 100

48 渋谷区 都立代々木公園 ★ 代々木神園町2番1号 1,500 区部【水道局設置分】小計　（104か所） 669,280

49 都立第一商業高等学校 ☆ 鉢山町8番1号 100 ★：応急給水槽（1,500m3槽） ☆：小規模応急給水槽（100m3槽）

50 区立景丘公園 ☆ 恵比寿四丁目19番21号 100 (注1）和田堀給水所は、令和4年12月19日から運用を停止している。

51 中野区 区立弥生公園 ☆ 弥生町五丁目4番 100 (注2）杉並浄水所は、平成28年12月28日から運用を停止している。

52 区立江古田の森公園 ☆ 江古田三丁目14番 100 【都市整備局等所管分】

53 区立みずのとう公園 ☆ 江古田一丁目3番 100 番号 区名 施設名 所在地 確保水量

54 杉並区 杉並浄水所（注2） 善福寺三丁目28番5号 0 105 墨田区 白鬚東地区防災拠点 堤通二丁目 2,700

55 和泉水圧調整所 和泉二丁目5番23号 16,600 ※白鬚東地区防災拠点は、既存の貯水槽を給水拠点に位置づける。

56 上井草給水所 上井草三丁目22番12号 60,000

57 都立和田堀公園 ★ 大宮二丁目26番 1,500

確保水量区名番号 区名 施設名 所在地 確保水量 番号 施設名 所在地

区部合計確保水量　（105か所） 671,980
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